
甲 第 ２２９ 号 議 案 

   岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例等の一部を改正する条例の

制定について 

 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例等の一部を改正する条例を次のように

制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例等の一部を改正する条例 

 （岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例の一部改正） 

第１条 岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例（平成２１年市条例第６１号）

の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「第３２条の２第１項」を「第３２条の３第１項」に改める。 

 （岡山市暴力団排除基本条例の一部改正） 

第２条 岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第５号中「第３２条の２第１項」を「第３２条の３第１項」に改める。 

 （岡山市暴力団威力利用等禁止条例の一部改正） 

第３条 岡山市暴力団威力利用等禁止条例（平成２４年市条例第４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第７号中「第３２条の２第１項」を「第３２条の３第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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提案理由 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正に伴い，所要の措置を講ず

るため，岡山市公共施設における暴力団排除に関する条例等の一部を改正しようとするも

のである。 
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甲 第 ２３０ 号 議 案 

   証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 証人等の実費弁償に関する条例（昭和３３年市条例第３７号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第２号中「第１００条第１項」を「第１００条第１項後段」に改め，同条第４号

中「，第１０９条の２第５項又は第１１０条第５項」を「又は第１１５条の２第１項」に

改め，同条第５号中「第１０９条第６項」を「第１０９条第５項」に，「，第１０９条の

２第５項又は第１１０条第５項」を「又は第１１５条の２第２項」に，「常任委員会」を

「市議会，常任委員会」に改める。 

   附 則 

この条例は，規則で定める日から施行する。 

 

 

提案理由 

 地方自治法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正しようと

するものである。 
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甲 第 ２３１ 号 議 案 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正 

する条例 

第１条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和４２年市条 

例第４９号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条の２第２号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律」に改める。 

第２条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次のよう 

に改正する。 

  第１０条の２第２号中「第５条第１２項」を「第５条第１１項」に改める。 

   附 則 

この条例中第１条の規定は平成２５年４月１日から，第２条の規定は平成２６年４月１

日から施行する。 

 

 

提案理由 

 障害者自立支援法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正し

ようとするものである。 
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甲 第 ２３２ 号 議 案 

   岡山市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域を定める条例の

一部を改正する条例の制定について 

 岡山市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域を定める条例の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第  号 

   岡山市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域を定める条例の 

一部を改正する条例 

 岡山市区の設置並びに区の事務所の位置，名称及び所管区域を定める条例（平成２０年

市条例第７１号）の一部を次のように改正する。 

 別表南区の項中「泉田」の次に「，泉田一丁目，泉田二丁目，泉田三丁目，泉田四丁目，

泉田五丁目」を加え，「，豊成」を削る。 

   附 則 

 この条例は，平成２５年２月２日から施行する。 

 

 

提案理由 

 住居表示実施による町名の変更に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正

しようとするものである。 
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甲 第 ２３３ 号 議 案   

岡山市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援の    

ための住民基本台帳事務の取扱いに関する条例の一部を改正する条例の制定    

について 

 岡山市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援のための住民

基本台帳事務の取扱いに関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援の    

ための住民基本台帳事務の取扱いに関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援のための住民 

基本台帳事務の取扱いに関する条例（平成１６年市条例第４３号）の一部を次のように改 

正する。 

 第１条中「及びストーカー行為等」を「，ストーカー行為等」に改め，「ストーカー行 

為等をいう。以下同じ。）」の次に「，児童虐待（児童虐待の防止等に関する法律（平成 

１２年法律第８２号）第２条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。）及びこれらに準ず 

る行為」を加え，「又はストーカー行為等」を「，ストーカー行為等，児童虐待及びこれ 

らに準ずる行為」に改める。 

 第２条第１項に次の２号を加える。 

(3) 児童虐待を受けた児童である被害者であり，かつ，再び児童虐待を受けるおそれが 

あるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの 

(4) 前３号に掲げる者に準ずるもの 

 第５条第１項第１号及び第３号中「第１２条第５項（法第２０条第２項」を「第１２条
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第６項（法第２０条第５項」に改め，同項に次の１号を加える。 

(4) 国又は地方公共団体の機関から支援対象者に係る住民基本台帳の閲覧等の請求があ

った場合において，請求事由を審査した結果，その請求が法令で定める事務の遂行の

ために必要であり，法第１１条第１項又は第１２条の２第１項に基づく請求であると

認められるときは，請求に応ずるものとする。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 児童虐待の被害者等の保護のための措置について定める等のため，本条例の一部を改正

しようとするものである。 
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甲 第 ２３４ 号 議 案 

   岡山市営墓地条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市営墓地条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市営墓地条例の一部を改正する条例 

 岡山市営墓地条例（昭和４８年市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２に次の１号を加える。 

 (22)的場墓地使用料 

使用許可面積 金  額 

１平方メートルにつき １５０，０００円 

   附 則 

 この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 的場墓地の使用料を定めるため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２３５ 号 議 案 

   岡山市社会体育施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市社会体育施設条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市社会体育施設条例の一部を改正する条例 

 岡山市社会体育施設条例（平成７年市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表に次のように加える。 

政田サッカー場 岡山市東区升田６１４番地１１ 

別表第１に次のように加える。 

１面１時間につき ７，０００円 天然芝グラウンド 

１／２面１時間につき ３，５００円 

１面１時間につき ６，０００円 人工芝グラウンド 

１／２面１時間につき ３，０００円 

１面１時間につき ３，０００円 

サッカー場 

夜間照明 

１／２面１時間につき １，５００円 

多目的室 １時間につき ４００円 

多目的室暖冷房設備 １時間につき ３００円 

会議室 １時間につき ２００円 

政田サッカー場 

クラブハウス 

会議室暖冷房設備 １時間につき １００円 

附 則 

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日か

ら施行する。 

２ この条例の施行の日前においても，第２条の３の規定に基づく政田サッカー場に係る
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指定管理者の指定に関し，必要な手続その他の行為をすることができる。 

 

 

提案理由 

 政田サッカー場を設置する等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２３６ 号 議 案 

   岡山市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例 

 岡山市福祉事務所設置条例（昭和５６年市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 別表岡山市南区南福祉事務所の項所管区域の欄中「泉田」の次に「，泉田一丁目，泉田

二丁目，泉田三丁目，泉田四丁目，泉田五丁目」を加え，「，豊成」を削る。 

附 則 

 この条例は，平成２５年２月２日から施行する。 

 

 

提案理由 

住居表示実施による町名の変更に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正

しようとするものである。            
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甲 第 ２３７ 号 議 案 

   岡山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するもの

とする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 岡山市病院事業の設置等に関する条例（平成１２年市条例第４７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条第２項の表総合病院岡山市立市民病院の項及び岡山市立せのお病院の項を削る。 

 第３条第２項の表を次のように改める。 

病 院 名 診療科名 病 床 数 

国立病院機構岡山

市立金川病院 

医療法（昭和２３年法律第２０５号）

第６条の６第１項の規定に基づく診療

科名の中から管理者が定める。 

医療法第７条の規定に基

づき，県知事が許可した

病床数 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 総合病院岡山市立市民病院及び岡山市立せのお病院は，この条例による改正後の第１

条第２項及び第３条第２項の規定にかかわらず，平成２６年３月３１日までの間，次の

とおり存続するものとする。 
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名 称 位 置 診療科名 病 床 数 

総合病院岡山

市立市民病院 

 

 

岡山市北区天瀬

６番１０号 

 

 

医療法（昭和２３年法律第２０

５号）第６条の６第１項の規定

に基づく診療科名の中から管理

者が定める。 

医療法第７条の規

定に基づき，県知

事が許可した病床

数 

岡山市立せの

お病院 

岡山市南区妹尾

８５０番地 

医療法第６条の６第１項の規定

に基づく診療科名の中から管理

者が定める。 

医療法第７条の規

定に基づき，県知

事が許可した病床

数 

３ 前項の規定により，平成２６年３月３１日までの間，地方独立行政法人移行準備病院

会計を，総合病院岡山市立市民病院及び岡山市立せのお病院の経理のため設置する。 

 

 

提案理由 

 総合病院岡山市立市民病院及び岡山市立せのお病院の地方独立行政法人化に伴い，地方

独立行政法人移行準備病院会計を平成２５年度から設置し，地方独立行政法人への移行を

円滑に行うため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２３８ 号 議 案 

   岡山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂 男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例 

第１条 岡山市ふれあいセンター条例（平成５年市条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

第３条第３号中「第５条第２１項」を「第５条第２６項」に改める。 

第２条 岡山市ふれあいセンター条例の一部を次のように改正する。 

第３条第３号及び第４号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活

を総合的に支援するための法律」に改める。 

第３条 岡山市ふれあいセンター条例の一部を次のように改正する。 

第３条第３号中「第５条第２６項」を「第５条第２５項」に改める。 

  附 則 

この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は平成２５年４月１日から，第

３条の規定は平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 障害者自立支援法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずる等のため，本条例の一部を改

正しようとするものである。 
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甲 第 ２３９ 号 議 案 

岡山市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

岡山市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定するものと

する。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第１３条）  

 第２章 救護施設（第１４条－第２３条）  

 第３章 更生施設（第２４条－第２９条）  

 第４章 授産施設（第３０条－第３５条）  

 第５章 宿所提供施設（第３６条－第４１条） 

  第６章  医療保護施設（第４２条） 

 附則 

   第１章 総則  

 （趣旨）  

第１条 この条例は，生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第

３９条第１項の規定に基づき，本市における保護施設の設備及び運営の基準を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語の意義は，法で使用する用語の例による。 

 （基本方針）  

第３条 保護施設は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に当該利用者の立場に立った
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運営を行わなければならない。 

２ 保護施設は，利用者に対し，健全な環境の下で，社会福祉事業（社会福祉法（昭和２ 

６年法律第４５号）第２条第１項の社会福祉事業をいう。第６条第１項において同 

じ。）に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければな 

らない。  

３ 保護施設の開設法人の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ず

る者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，法人に対

し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有

するものと認められる者を含む。）及びその施設を管理する者は，岡山市暴力団排除基

本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であってはならな

い。 

 （構造設備の一般原則）  

第４条 保護施設の配置，構造及び設備は，日照，採光，換気等利用者の保健衛生に関す

る事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

 （設備の専用）  

第５条 保護施設の設備は，専ら当該保護施設の用に供するものでなければならない。た

だし，利用者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。  

 （職員の資格要件）  

第６条 保護施設の長（医療保護施設の長を除く。以下「施設長」という。）は，社会福

祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事

した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。  

２ 保護施設の生活指導員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又

はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。  

 （職員の専従等）  

第７条 保護施設の職員は，専ら当該保護施設の職務に従事することができる者をもって

充てなければならない。ただし，利用者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。  

２ 保護施設は，職員の資質の向上のために，その研修の機会を確保するよう努めなけれ

ばならない。 
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 （虐待防止） 

第８条  保護施設は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等必

要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

２ 保護施設は，虐待の早期発見のため本市が行う調査に協力しなければならない。 

 （身体拘束等の禁止）  

第９条 保護施設は，処遇を行うに当たっては，利用者又は他の利用者の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体の拘束その他利用者の行動を制限する

行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。  

２ 保護施設は，やむを得ず身体拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利

用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければなら

ない。  

  （秘密保持義務） 

第１０条 保護施設の職員は，正当な理由なく，その業務上知り得た利用者又はその家族

の秘密を漏らしてはならない。 

２ 保護施設は，職員であった者が，正当な理由なく，その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

 （苦情への対応等）  

第１１条 保護施設は，その行った処遇に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応

するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 保護施設は，その行った処遇に関し法第１９条第４項に規定する保護の実施機関から

指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければな

らない。 

３ 保護施設は，社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が行う同法第８５条第

１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

４ 保護施設は，多様な方法により，その行う処遇の質の評価を行い，常にその改善に努

めるものとする。 
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 （非常災害対策）  

第１２条 保護施設は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければな

らない。 

２ 保護施設は，利用者の状態及び地域の自然的社会的条件を踏まえ，想定される非常災

害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた当該非常災害への対応に関する具体

的な計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の体

制を整備し，それらの内容を定期的に職員に周知しなければならない。 

３ 保護施設は，非常災害に備えるため，前項の計画に従い，避難又は救出に係る訓練そ

の他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならない。 

４ 保護施設は，非常災害時における利用者の安全の確保が図られるよう，あらかじめ，

本市，近隣住民，他の社会福祉施設等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に

努めるものとする。 

５ 保護施設は，非常災害時において，特に配慮を有する者の受入れに努めるものとする。 

 （帳簿の整備）  

第１３条 保護施設は，設備，職員，会計及び利用者の処遇の状況に関する帳簿を整備し

ておかなければならない。この場合において，利用者の処遇の状況に関する帳簿につい

ては，処遇を行った日から５年間保存しなければならない。 

２ 保護施設は，利用者又はその家族から当該利用者に係る前項の帳簿の開示を求められ

た場合は，当該利用者の不利益にならない範囲において可能な限り開示するよう努めな

ければならない。 

第２章 救護施設  

 （規模）  

第１４条 救護施設は，３０人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければ

ならない。 

２ 救護施設は，当該救護施設と一体的に管理運営を行う，日常生活を営むことが困難な

要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設であって入所者が２０人以

下のもの（以下この章において「サテライト型施設」という。）を設置する場合は，５

人以上の人員を入所させることができる規模を有するものとしなければならない。  
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３ 救護施設は，被保護者の数が当該救護施設における入所者の総数のうちに占める割合

をおおむね８０パーセント以上としなければならない。 

 （設備の基準）  

第１５条 救護施設の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）

は，耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２の耐火建

築物をいう。）又は準耐火建築物（同法第２条第９号の３の準耐火建築物をいう。）で

なければならない。  

２ 救護施設には，次に掲げる設備を設けなければならない。ただし，他の社会福祉施設

等の設備を利用することにより当該救護施設の効果的な運営を期待することができる場

合であって，入所者の処遇に支障がないときは，次に掲げる設備の一部を設けないこと

ができる。  

(1) 居室  

(2) 静養室  

(3) 食堂  

(4) 集会室  

(5) 浴室  

(6) 洗面所  

(7) 便所  

(8) 医務室  

(9) 調理室  

(10) 事務室  

(11) 宿直室  

(12) 介護職員室  

(13) 面接室  

(14) 洗濯室又は洗濯場  

(15) 汚物処理室  

(16) 霊安室  

３ 前項第１号の居室については，一般居室のほか，必要に応じ，常時の介護を必要とす
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る者を入所させる居室（以下「特別居室」という。）を設けるものとする。  

４ 第２項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。  

(1) 居室 

ア 地階に設けてはならないこと。 

イ 入所者１人当たりの床面積は，収納設備等を除き，３．３平方メートル以上とす

ること。 

ウ １以上の出入口は，避難上有効な空地，廊下又は広間に直接面して設けること。 

エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設ける

こと。 

オ 特別居室は，原則として１階に設け，寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

(2) 静養室 

ア 医務室又は介護職員室に近接して設けること。 

イ 前号ア及びウからオまでに定めるところによること。 

(3) 洗面所 居室のある階ごとに設けること。  

(4) 便所 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。  

(5) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品，衛生材料及び医療機械器具を備え

るほか，必要に応じて臨床検査設備を設けること。  

(6) 調理室 火気を使用する部分は，不燃材料を用いること。 

(7) 介護職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。  

５ 前各項に規定するもののほか，救護施設の設備の基準は，次に定めるところによる。  

(1) 廊下の幅は，１．３５メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，１．８メ

ートル以上とすること。  

(2) 廊下，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。  

(3) 階段の傾斜は，緩やかにすること。  

 （サテライト型施設の設備の基準）  

第１６条 サテライト型施設の設備の基準は，前条に規定する基準に準ずるものとする。  

 （職員の配置の基準）  

第１７条 救護施設には，次に掲げる職員を置かなければならない。ただし，調理業務の
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全部を委託する救護施設にあっては，第７号に掲げる職員を置かないことができる。  

(1) 施設長  

(2) 医師  

(3) 生活指導員  

(4) 介護職員  

(5) 看護師又は准看護師  

(6) 栄養士  

(7) 調理員  

２ 生活指導員，介護職員及び看護師又は准看護師の総数は，通じておおむね入所者の数

を５．４で除して得た数以上とする。  

 （居室の入所人員）  

第１８条 一の居室に入所させる人員は，原則として４人以下とする。  

 （給食）  

第１９条 救護施設は，給食の提供に当たっては，あらかじめ作成された献立に従って行

うこととし，その献立は栄養並びに入所者の身体的状況及びし好を考慮したものとしな

ければならない。 

 （健康管理）  

第２０条 救護施設は，入所者について，その入所時及び毎年定期に２回以上健康診断を

行わなければならない。  

 （衛生管理等）  

第２１条 救護施設は，入所者の使用する設備，食器等又は飲用に供する水について，衛

生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，医薬品，衛生材料及び医

療機械器具の管理を適正に行わなければならない。  

２ 救護施設は，当該救護施設において感染症が発生し，又はまん延しないように必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。  

 （生活指導等）  

第２２条 救護施設は，入所者に対し，生活の向上及び更生のための指導を受ける機会を

与えなければならない。  

21



２ 救護施設は，入所者に対し，その精神的及び身体的条件に応じ，機能を回復し，又は

機能の減退を防止するための訓練又は作業に参加する機会を与えなければならない。 

３ 救護施設は，入所者の日常生活に充てられる場所について，必要に応じ，採暖のため

の措置を講じなければならない。  

４ 救護施設は，１週間に２回以上，入所者を入浴させ，又は清拭

しき

しなければならない。  

５ 救護施設には，教養娯楽設備等を備えるとともに，入所者の心身の状況等に配慮しな

がら，適宜入所者の趣味又はし好に応じたレクリエーション行事を行わなければならな

い。 

 （給付金として支払を受けた金銭の管理）  

第２３条 救護施設は，当該救護施設の設置者が入所者に係る厚生労働大臣が定める給付

金（以下この条において「給付金」という。）の支給を受けたときは，給付金として支

払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。  

(1) 当該入所者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益

を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。）をその他の財産と区分

すること。  

(2) 入所者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。  

(3) 入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。  

(4) 当該入所者が退所した場合には，速やかに，入所者に係る金銭を当該入所者に取得

させること。  

第３章 更生施設  

 （規模）  

第２４条 更生施設は，３０人以上の人員を入所させることができる規模を有しなければ

ならない。  

２ 更生施設は，被保護者の数が当該更生施設における入所者の総数のうちに占める割合

をおおむね８０パーセント以上としなければならない。 

 （設備の基準）  

第２５条 更生施設には，次に掲げる設備を設けなければならない。ただし，他の社会福

祉施設等の設備を利用することにより当該更生施設の効果的な運営を期待することがで
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きる場合であって，入所者の処遇に支障がないときは，次に掲げる設備の一部を設けな

いことができる。  

(1) 居室  

(2) 静養室  

(3) 食堂 

(4) 集会室 

(5) 浴室  

(6) 洗面所  

(7) 便所  

(8) 医務室  

(9) 作業室又は作業場  

(10) 調理室  

(11) 事務室  

(12) 宿直室  

(13) 面接室  

(14) 洗濯室又は洗濯場  

２ 前項第９号の作業室又は作業場には，作業に従事する者の安全を確保するための設備

を設けなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか，更生施設の設備の基準については，第１５条第１項，

第２項，第４項第１号（オを除く。）及び第２号から第６号まで並びに第５項の規定を

準用する。 

 （職員の配置の基準）  

第２６条 更生施設には，次に掲げる職員を置かなければならない。ただし，調理業務の

全部を委託する更生施設にあっては，第７号に掲げる職員を置かないことができる。 

(1) 施設長  

(2) 医師  

(3) 生活指導員  

(4) 作業指導員  
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(5) 看護師又は准看護師  

(6) 栄養士  

(7) 調理員  

２ 生活指導員，作業指導員及び看護師又は准看護師の総数は，入所人員が１５０人以下

の更生施設にあっては６人以上，入所人員が１５０人を超える更生施設にあっては６人

に１５０を超える部分を４０で除して得た数（その数に１未満の端数があるときは，こ

れを１とする。）を加えて得た数以上とする。  

 （生活指導等）  

第２７条 更生施設は，入所者の勤労意欲を助長するとともに，入所者が退所後健全な社

会生活を営むことができるよう入所者各人の精神及び身体の条件に適合する計画（次条

第１項において「更生計画」という。）を作成し，これに基づく指導をしなければなら

ない。  

２ 前項に定めるもののほか，生活指導等については，第２２条（第２項を除く。）の規

定を準用する。  

 （作業指導）  

第２８条 更生施設は，入所者に対し，更生計画に従って，入所者が退所後自立するため

に必要な程度の技能を修得させなければならない。  

２ 作業指導の種目を決定するに当たっては，地域の実情及び入所者の職歴を考慮しなけ

ればならない。  

 （準用）  

第２９条 第１８条から第２１条まで及び第２３条の規定は，更生施設について準用する。  

第４章 授産施設  

 （規模）  

第３０条 授産施設は，２０人以上の人員を利用させることができる規模を有しなければ

ならない。  

２ 授産施設は，被保護者の数が当該授産施設における利用者の総数のうちに占める割合

をおおむね５０パーセント以上としなければならない。 

 （設備の基準）  
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第３１条 授産施設には，次に掲げる設備を設けなければならない。ただし，他の社会福

祉施設等の設備を利用することにより当該授産施設の効果的な運営を期待することがで

きる場合であって，利用者の処遇に支障がないときは，次に掲げる設備の一部を設けな

いことができる。  

(1) 作業室  

(2) 作業設備  

(3) 食堂  

(4) 洗面所  

(5) 便所  

(6) 事務室  

２ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。  

(1) 作業室 

ア 必要に応じて危害防止設備を設け，又は保護具を備えること。 

イ １以上の出入口は，避難上有効な空地，廊下又は広間に直接面して設けること。 

(2) 便所 男子用と女子用を別に設けること。  

 （職員の配置の基準）  

第３２条 授産施設には，次に掲げる職員を置かなければならない。  

(1) 施設長  

(2) 作業指導員  

 （工賃の支払等）  

第３３条 授産施設は，利用者に対し，事業収入の額から事業に必要な経費の額を控除し

た額に相当する額の工賃を支払わなければならない。 

２ 授産施設は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため，工

賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

 （自立指導）  

第３４条 授産施設は，利用者に対し，作業を通じて自立のために必要な指導を行わなけ 

ればならない。 

 （準用） 
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第３５条  第２１条の規定（医薬品，衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除  

く。）は，授産施設について準用する。  

   第５章 宿所提供施設  

 （規模）  

第３６条 宿所提供施設は，３０人以上の人員を利用させることができる規模を有しなけ

ればならない。  

２ 宿所提供施設は，被保護者の数が当該宿所提供施設における入所者の総数のうちに占

める割合をおおむね５０パーセント以上としなければならない。 

 （設備の基準）  

第３７条 宿所提供施設には，次に掲げる設備を設けなければならない。ただし，他の社 

会福祉施設等の設備を利用することにより当該宿所提供施設の効果的な運営を期待する 

ことができる場合であって，入所者の処遇に支障がないときは，次に掲げる設備の一部 

を設けないことができる。  

(1) 居室  

(2) 炊事設備  

(3) 便所 

(4) 面接室 

(5) 事務室 

２ 前項第２号の炊事設備の火気を使用する部分は，不燃材料を用いなければならない。 

３ 前２項に規定するもののほか，宿所提供施設の設備の基準については，第１５条第４

項第１号（オを除く。）並びに第５項第１号及び第２号の規定を準用する。 

 （職員の配置の基準）  

第３８条 宿所提供施設には，施設長を置かなければならない。  

 （居室の利用世帯）  

第３９条 一の居室は，やむを得ない理由がある場合を除き，２以上の世帯に利用させて 

はならない。  

  （生活相談） 

第４０条 宿所提供施設は，生活の相談に応ずる等利用者の生活の向上を図ることに努め
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なければならない。 

 （準用） 

第４１条 第２１条の規定（医薬品，衛生材料及び医療機械器具の管理に係る部分を除 

く。）は，宿所提供施設について準用する。 

   第６章 医療保護施設  

 （運営方針）  

第４２条 医療保護施設は，医療法（昭和２３年法律第２０５号）その他医療に関する法

令に基づき適切に運営されなければならない。 

   附 則   

 この条例は，平成２５年４月１日から施行する。  

 

 

提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による生活保護法の一部改正に伴い，保護施設の設備及び運営に関する基準

について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２４０ 号 議 案 

   岡山市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 

 岡山市養護老人ホーム条例（昭和３９年市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第２項の表岡山市玉松園の項を削る。 

   附 則 

 この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 岡山市玉松園を廃止するため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２４１ 号 議 案 

   岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて 

 岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定する

ものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」という。）第

１７条第１項の規定に基づき，養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるも

のとする。 

 （定義） 

第２条 この条例で使用する用語は，法で使用する用語の例による。 

 （一般原則） 

第３条 養護老人ホームの開設者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれ

らに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，

事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等

以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び施設を管理する者は，岡山市

暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であ

ってはならない。 

２ 養護老人ホームは，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等

必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講ずる

よう努めなければならない。 
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 （基本方針） 

第４条 養護老人ホームは，入所者の処遇に関する計画（以下「処遇計画」という。）に

基づき，社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うこと

により，入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにす

ることを目指すものでなければならない。 

２ 養護老人ホームは，入所者の意思及び人格を尊重し，常にその者の立場に立って処遇

を行うように努めなければならない。 

３ 養護老人ホームは，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域及び家庭との結び付きを重視

した運営を行い，社会福祉事業（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第１項

の社会福祉事業をいう。第７条第１項において同じ。）に関する熱意及び能力を有する

職員による適切な処遇に努めるとともに，市町村，地域包括支援センター（介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センター

をいう。次項において同じ。），老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

４ 養護老人ホームは，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地域ケア会議

に参加するよう努めなければならない。 

 （構造設備の一般原則） 

第５条 養護老人ホームの配置，構造及び設備は，日照，採光，換気等入所者の保健衛生

に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

 （設備の専用） 

第６条 養護老人ホームの設備は，専ら当該養護老人ホームの用に供するものでなければ

ならない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

 （職員の資格要件） 

第７条 養護老人ホームの長（以下「施設長」という。）は，社会福祉法第１９条第１項

各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと

同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならな

い。 
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２ 養護老人ホームの生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当す

る者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるもので

なければならない。 

 （職員の専従） 

第８条 養護老人ホームの職員は，専ら当該養護老人ホームの職務に従事することができ

る者をもって充てなければならない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，この

限りでない。 

 （運営規程） 

第９条 養護老人ホームは，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

 (1) 目的及び運営の方針 

 (2) 職員の職種，数及び職務の内容 

 (3) 入所定員 

 (4) 入所者の処遇の内容 

 (5) 利用に当たっての留意事項 

 (6) 事故発生の防止及び発生時の対応 

 (7) 非常災害対策 

 (8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (10) 成年後見制度の活用支援 

 (11) 苦情解決体制の整備 

 (12) その他運営に関する重要事項 

 （非常災害対策） 

第１０条 養護老人ホームは，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなけ

ればならない。 

２ 養護老人ホームは，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非常

災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害に対する具体的計画を策

定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の体制を整備し，
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それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に職員に周知しなければな

らない。 

３ 養護老人ホームは，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなければなら

ない。 

４ 養護老人ホームは，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又は救出に係

る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならない。 

５ 養護老人ホームは，非常災害時における入所者等の安全の確保が図られるよう，あら

かじめ，近隣の自治体，地域住民，老人福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるものとす

る。 

６ 養護老人ホームは，非常災害時において，高齢者，障害者，乳幼児等特に配慮を要す

る者の受入れに努めるものとする。 

 （記録の整備） 

第１１条 養護老人ホームは，設備，職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。 

２ 養護老人ホームは，入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し，その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

 (1) 処遇計画 

 (2) 行った具体的な処遇の内容等の記録 

 (3) 第１８条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 (4) 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

 (5) 第３１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

 (6) 法第２１条第１項第２号に規定する措置に要する費用の請求に関する記録 

 （規模） 

第１２条 養護老人ホームは，２０人以上（特別養護老人ホームに併設する場合にあって

は，１０人以上）の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。 

 （設備の基準） 
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第１３条 養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除

く。）は，耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に

規定する耐火建築物をいう。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建

築物をいう。）でなければならない。 

２ 養護老人ホームには，次に掲げる設備を設けなければならない。ただし，他の社会福

祉施設等の設備を利用することにより，当該養護老人ホームの効果的な運営を期待する

ことができる場合であって，入所者の処遇に支障がないときは，当該設備の一部を設け

ないことができる。 

 (1) 居室 

 (2) 静養室 

 (3) 食堂 

 (4) 集会室 

 (5) 浴室 

 (6) 洗面所 

 (7) 便所 

 (8) 医務室 

 (9) 調理室 

 (10) 宿直室 

 (11) 職員室 

 (12) 面談室 

 (13) 洗濯室又は洗濯場 

 (14) 汚物処理室 

 (15) 霊安室 

 (16) 前各号に掲げるもののほか，事務室その他の運営上必要な設備 

３ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

 (1) 居室 

  ア 地階に設けてはならないこと。 

  イ 入所者１人当たりの床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。 
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  ウ １以上の出入口は，避難上有効な空地，廊下又は広間に直接面して設けること。 

  エ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設ける

こと。 

オ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

 (2) 静養室 

  ア 医務室又は職員室に近接して設けること。 

  イ 原則として１階に設け，寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

  ウ ア及びイに定めるもののほか，前号ア，ウ及びエに定めるところによること。 

 (3) 浴室 

  ア 浴槽を１つとすること。 

  イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，入所者等が

一の脱衣室を利用している際は，他の入所者等を入室させない等，プライバシーを

確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とするこ

とができる。 

  ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

  エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

  オ アからエまでに掲げるもののほか，介護を必要とする者の入浴に適したものとす

ること。 

 (4) 洗面所 居室のある階ごとに設けること。 

 (5) 便所 

  ア 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。 

  イ 便房は，規則で定める基準を満たすものとすること。 

  ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

  エ アからウまでに掲げるもののほか，介護を必要とする者の使用に適したものとす

ること。 

 (6) 医務室 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要に

応じて臨床検査設備を設けること。 

 (7) 調理室 火気を使用する部分は，不燃材料を用いること。 
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 (8) 職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

４ 前各項に規定するもののほか，養護老人ホームの設備の基準は，次に定めるところに

よる。 

 (1) 廊下の幅は，１．３５メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，１．８メ

ートル以上とすること。 

 (2) 廊下，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

 (3) 階段の傾斜は，緩やかにすること。 

 （職員の配置の基準） 

第１４条 養護老人ホームには，次に掲げる職員を置かなければならない。ただし，特別

養護老人ホームに併設する入所定員５０人未満の養護老人ホーム（併設する特別養護老

人ホームの栄養士との連携を図ることにより当該養護老人ホームの効果的な運営を期待

することができ，かつ，入所者の処遇に支障がないものに限る。）にあっては第６号の

栄養士を，調理業務の全部を委託する養護老人ホームにあっては第７号の調理員を置か

ないことができる。 

 (1) 施設長 １ 

 (2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

 (3) 生活相談員 

  ア 常勤換算方法で，入所者の数が３０又はその端数を増すごとに１以上とすること。 

  イ 生活相談員のうち入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１人以上を主任

生活相談員とすること。 

 (4) 支援員 

  ア 常勤換算方法で，一般入所者（入所者であって，外部サービス利用型指定特定施

設入居者生活介護（指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準

（平成１１年厚生省令第３７号）第１９２条の２に規定する外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護をいう。第７項において同じ。）又は外部サービス利用

型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービス等の事業の人員，

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号）第２５３条に規定する外
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部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。同項において同

じ。）の提供を受けていないものをいう。以下同じ。）の数が１５又はその端数を

増すごとに１以上とすること。 

  イ 支援員のうち１人を主任支援員とすること。 

 (5) 看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」という。） 常勤換算方法

で，入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１以上 

 (6) 栄養士 １以上 

 (7) 調理員，事務員その他の職員 当該養護老人ホームの実情に応じた適当数 

２ 前項（第１号，第２号，第６号及び第７号を除く。）の規定にかかわらず，視覚又は

聴覚に障害のある入所者の数が入所定員の７割を超える養護老人ホーム（以下この項に

おいて「盲養護老人ホーム等」という。）に置くべき生活相談員，支援員及び看護職員

については，次に定めるところによる。 

 (1) 生活相談員 

  ア 常勤換算方法で，１に，入所者の数が３０又はその端数を増すごとに１を加えて

得た数以上とすること。 

  イ 生活相談員のうち入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１人以上を主任

生活相談員とすること。 

 (2) 支援員 

  ア 常勤換算方法で，別表の左欄に掲げる一般入所者の数に応じ，それぞれ同表の右

欄に掲げる支援員の数以上とすること。 

  イ 支援員のうち１人を主任支援員とすること。 

 (3) 看護職員 

  ア 入所者の数が１００を超えない盲養護老人ホーム等にあっては，常勤換算方法で，

２以上とすること。 

  イ 入所者の数が１００を超える盲養護老人ホーム等にあっては，常勤換算方法で，

２に，入所者の数が１００を超えて１００又はその端数を増すごとに１を加えて得

た数以上とすること。 

３ 前２項の入所者及び一般入所者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規設置又
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は再開の場合は，推定数とする。 

４ 第１項，第２項，第８項及び第１０項の常勤換算方法とは，当該職員のそれぞれの勤

務延時間数の総数を当該養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除する

ことにより常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 

５ 第１項第１号の施設長は，専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。た

だし，当該養護老人ホームの管理上支障がない場合には，同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事することができる。 

６ 第１項第２号の規定にかかわらず，サテライト型養護老人ホーム（当該施設を設置し

ようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設（介護保険法第８条第

２７項に規定する介護老人保健施設をいう。第１２項において同じ。）又は病院（医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院をいう。第１２項に

おいて同じ。）若しくは診療所（同条第２項に規定する診療所をいう。第１２項におい

て同じ。）であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この条において「本

体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ，本体施設とは別の場所で運営される

入所定員が２９人以下の養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。）の医師に

ついては，本体施設の医師により当該サテライト型養護老人ホームの入所者の健康管理

が適切に行われると認められるときは，これを置かないことができる。 

７ 第１項第３号イ又は第２項第１号イの主任生活相談員のうち１人以上は，専らその職

務に従事する常勤の者でなければならない。ただし，外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護又は外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を

行う養護老人ホーム（次項及び第２４条第３項において「外部サービス利用型養護老人

ホーム」という。）であって，入所者の処遇に支障がない場合には，当該養護老人ホー

ムが行う当該事業に係る他の職務に従事することができる。 

８ 外部サービス利用型養護老人ホームに置くべき生活相談員の数については，第１項第

３号又は第２項第１号に定める生活相談員の数から，常勤換算方法で，１を減じた数と

することができる。 

９ 第１項第４号イ又は第２項第２号イの主任支援員は，常勤の者でなければならない。 

１０ 第１項第５号又は第２項第３号の看護職員のうち１人以上は，常勤の者でなければ

37



ならない。ただし，第１項第５号の看護職員については，サテライト型養護老人ホーム

にあっては，常勤換算方法で，１以上とする。 

１１ 夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務 

（宿直勤務を除く。）を行わせなければならない。 

１２ 第１項第３号，第６号及び第７号の規定にかかわらず，サテライト型養護老人ホー

ムの生活相談員，栄養士又は調理員，事務員その他の職員については，次に掲げる本体

施設の場合には，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める職員により当該サテ

ライト型養護老人ホームの入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは，こ

れを置かないことができる。 

 (1) 介護老人保健施設 支援相談員，栄養士又は調理員，事務員その他の職員 

 (2) 病院 栄養士（病床数が１００以上の病院の場合に限る。） 

 (3) 診療所 事務員その他の職員 

 （居室の定員） 

第１５条 一の居室の定員は，１人とする。ただし，入所者への処遇上必要と認められる

場合には，２人とすることができる。 

 （入退所） 

第１６条 養護老人ホームは，入所予定者の入所に際しては，その者の心身の状況，生活

歴，病歴等の把握に努めなければならない。 

２ 養護老人ホームは，入所者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，その者

が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければなら

ない。 

３ 養護老人ホームは，その心身の状況，その置かれている環境等に照らし，居宅におい

て日常生活を営むことができると認められる入所者に対し，その者及びその家族の希望，

その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し，その者の円滑な退所のため

に必要な援助に努めなければならない。 

４ 養護老人ホームは，入所者の退所に際しては，他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

５ 養護老人ホームは，入所者の退所後も，必要に応じ，当該入所者及びその家族等に対
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する相談援助を行うとともに，適切な援助に努めなければならない。 

 （処遇計画） 

第１７条 養護老人ホームの施設長は，生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当

させるものとする。 

２ 養護老人ホームの生活相談員は，入所者について，その心身の状況，その置かれてい

る環境，その者及びその家族の希望等を勘案し，他の職員と協議の上，その者の処遇計

画を作成しなければならない。 

３ 養護老人ホームの生活相談員は，処遇計画について，入所者の処遇の状況等を勘案し，

必要な見直しを行わなければならない。 

 （処遇の方針） 

第１８条 養護老人ホームは，入所者について，その者が有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるように，その心身の状況等に応じて，社会復帰の促進及び自立

のために必要な指導及び訓練その他の援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 入所者の処遇は，処遇計画に基づき，漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して，

行わなければならない。 

３ 養護老人ホームの職員は，入所者の処遇に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，

入所者又はその家族に対し，処遇上必要な事項について，理解しやすいように説明を行

わなければならない。 

４ 養護老人ホームは，入所者の処遇に当たっては，当該入所者又は他の入所者等の生命

又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他入所者の行動

を制限する行為（次項において「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

５ 養護老人ホームは，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の入所

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 養護老人ホームは，多様な評価の手法を用いて，その行う処遇の質の評価を行い，常

にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果の公

表に努めなければならない。 

 （食事） 

第１９条 養護老人ホームは，栄養並びに入所者の心身の状況及びし好を考慮した食事を，
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適切な時間に提供しなければならない。 

 （生活相談等） 

第２０条 養護老人ホームは，常に入所者の心身の状況，その置かれている環境等の的確

な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，必要な

助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 養護老人ホームは，入所者に対し，処遇計画に基づき，自立した日常生活を営むため

に必要な指導及び訓練その他の援助を行わなければならない。 

３ 養護老人ホームは，要介護認定（介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定を

いう。）の申請等入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について，

その者又はその家族が行うことが困難である場合は，当該入所者の意思を踏まえて速や

かに必要な支援を行わなければならない。 

４ 養護老人ホームは，必要に応じ，入所者が成年後見制度を活用することができるよう

に支援しなければならない。 

５ 養護老人ホームは，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその家族と

の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

６ 養護老人ホームは，入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

７ 養護老人ホームは，入所者に対し，退所後の地域における生活を念頭に置きつつ，自

立的な生活に必要な援助を適切に行わなければならない。 

８ 養護老人ホームは，１週間に２回以上，入所者を入浴させ，又は清拭

しき

しなければなら

ない。 

９ 養護老人ホームは，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜レクリエーション行事を行わ

なければならない。 

 （居宅サービス等の利用） 

第２１条 養護老人ホームは，入所者が要介護状態等（介護保険法第２条第１項に規定す

る要介護状態等をいう。）となった場合には，その心身の状況，置かれている環境等に

応じ，適切に居宅サービス等（同法第２３条に規定する居宅サービス等をいう。第２４

条第１項第１号において同じ。）を受けることができるよう，必要な措置を講じなけれ

ばならない。 
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 （健康管理） 

第２２条 養護老人ホームは，入所者について，その入所時及び毎年定期に２回以上健康

診断を行わなければならない。 

 （施設長の責務） 

第２３条 養護老人ホームの施設長は，養護老人ホームの職員の管理，業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 養護老人ホームの施設長は，職員に第９条から第１１条まで，第１６条から前条まで

及び次条から第３１条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

 （生活相談員の責務） 

第２４条 養護老人ホームの生活相談員は，処遇計画を作成し，それに沿った支援が行わ

れるよう必要な調整を行うほか，次に掲げる業務を行わなければならない。 

 (1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し，介護保険法第８条第２３項に規定する居宅

サービス計画又は同法第８条の２第１８項に規定する介護予防サービス計画の作成等

に資するため，同法第８条第２３項に規定する居宅介護支援事業又は同法第８条の２

第１８項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか，居宅サービ

ス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めること。 

 (2) 第２９条第２項に規定する苦情の内容等の記録を行うこと。 

 (3) 第３１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった措置についての記録

を行うこと。 

２ 養護老人ホームの主任生活相談員は，前項に規定する業務のほか，養護老人ホームへ

の入所に際しての調整，他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものと

する。 

３ 前２項の規定にかかわらず，生活相談員が置かれていない外部サービス利用型養護老

人ホームにあっては，主任支援員が前２項に規定する業務を行うものとする。 

 （勤務体制の確保等） 

第２５条 養護老人ホームは，入所者に対し，適切な処遇を行うことができるよう，職員

の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては，入所者が安心して日常生活を送るため
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に継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮しなければならない。 

３ 養護老人ホームは，職員に対し，その資質の向上のための研修計画を作成し，当該計

画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 養護老人ホームは，職員の計画的な人材育成に努めなければならない。 

 （衛生管理等） 

第２６条 養護老人ホームは，入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水に

ついて，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，医薬品及び医

療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 養護老人ホームは，当該養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し，又はま

ん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに，その結果について，

支援員その他の職員に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 

 (3) 当該養護老人ホームにおいて，支援員その他の職員に対し，感染症及び食中毒の予

防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか，養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４

１年厚生省令第１９号。以下「基準省令」という。）第２４条第２項第４号に規定す

る平成１８年厚生労働省告示第２６８号により厚生労働大臣が定める感染症又は食中

毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

 （協力病院等） 

第２７条 養護老人ホームは，入院治療を必要とする入所者のために，あらかじめ，協力

病院を定めておかなければならない。 

２ 養護老人ホームは，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければな

らない。 

 （秘密保持等） 

第２８条 養護老人ホームの職員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た入所者又は
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その家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 養護老人ホームは，職員であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た入所

者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

 （苦情への対応） 

第２９条 養護老人ホームは，その行った処遇に関する入所者又はその家族からの苦情に

迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置

を講じなければならない。 

２ 養護老人ホームは，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。 

３ 養護老人ホームは，その行った処遇に関し，市町村から指導又は助言を受けた場合は，

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 養護老人ホームは，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を市町村

に報告しなければならない。 

５ 養護老人ホームは，社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が行う同法第８

５条第１項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第３０条 養護老人ホームは，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的な活動等

との連携及び協力を行う等，地域との交流を図らなければならない。 

２ 養護老人ホームは，その運営に当たっては，その措置に関する入所者からの苦情に関

して，市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業

に協力するよう努めなければならない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３１条 養護老人ホームは，事故の発生又はその再発を防止するため，次に定める措置

を講じなければならない。 

 (1) 事故が発生した場合の対応，次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。 

 (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に，当該事実が

報告され，その分析を通した改善策について，職員に周知徹底する体制を整備するこ
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と。 

 (3) 事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行

うこと。 

２ 養護老人ホームは，入所者に対する処遇により事故が発生した場合は，速やかに市町

村，入所者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。 

３ 養護老人ホームは，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しな

ければならない。 

４ 養護老人ホームは，入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は，損

害賠償を速やかに行わなければならない。 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 昭和４１年１０月１日において存する養護老人ホームについては，当分の間，第

１２条並びに第１３条第１項，第３項第１号イ及び第４項第１号の規定は，適用しない。 

第３条 昭和６２年３月９日において存する養護老人ホームについては，当分の間，第１

３条第２項第１４号の規定は，適用しない。 

２ 昭和６２年３月９日において存する養護老人ホームについては，第１５条の規定にか

かわらず，一の居室の定員は，原則として４人以下とする。 

第４条 平成１８年４月１日において存する養護老人ホームについては，第１３条第３項

第１号イ及び第１５条の規定にかかわらず，入所者１人当たりの床面積は，収納設備等

を除き，３．３平方メートル以上とし，一の居室の定員は，原則として２人以下とする。 

第５条 施行日において現に存する養護老人ホームについては，当分の間，第１３条第３

項第１号オ及び同項第３号の規定は，適用しない。 

２ 施行日において現に存する養護老人ホームについては，第１３条第３項第５号の規定

にかかわらず，基準省令第１１条第４項第４号の規定によることができる。 
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別表（第１４条関係） 

一般入所者の数 支援員の数 

２０以下 ４ 

２１以上３０以下 ５ 

３１以上４０以下 ６ 

４１以上５０以下 ７ 

５１以上６０以下 ８ 

６１以上７０以下 １０ 

７１以上８０以下 １１ 

８１以上９０以下 １２ 

９１以上１００以下 １４ 

１０１以上１１０以下 １４ 

１１１以上１２０以下 １６ 

１２１以上１３０以下 １８ 

１３１以上 １８に，入所者の数が１３１を超えて１０又

はその端数を増すごとに１を加えて得た数 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による老人福祉法の一部改正に伴い，養護老人ホームの設備及び運営に関す

る基準について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 

45



甲 第 ２４２ 号 議 案 

   岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

について 

 岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定

するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第３条） 

 第２章 基本方針並びに人員，設備及び運営に関する基準（第４条－第３２条） 

 第３章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準  

（第３３条－第４３条） 

 第４章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

（第４４条－第４９条） 

第５章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関  

する基準（第５０条－第５３条） 

附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」という。）第

１７条第１項の規定に基づき，特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定め

るものとする。 

 （定義） 
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第２条 この条例で使用する用語は，法で使用する用語の例による。 

 （一般原則） 

第３条 特別養護老人ホームの開設者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又は    

これらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ

ず，事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と

同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び施設を管理する者は，岡

山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員

であってはならない。 

２ 特別養護老人ホームは，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置す

る等必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講

ずるよう努めなければならない。 

   第２章 基本方針並びに人員，設備及び運営に関する基準 

 （基本方針） 

第４条 特別養護老人ホームは，入所者に対し，健全な環境の下で，社会福祉事業（社会

福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第１項に規定する社会福祉事業をいう。以下

同じ。）に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めなければ

ならない。 

２ 特別養護老人ホームは，入所者の処遇に関する計画に基づき，可能な限り，居宅にお

ける生活への復帰を念頭に置いて，入浴，排せつ，食事等の介護，相談及び援助，社会

生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世話

を行うことにより，入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るようにすることを目指すものでなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは，入所者の意思及び人格を尊重し，常にその者の立場に立って

処遇を行うように努めなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域及び家庭との結び付きを

重視した運営を行い，市町村，地域包括支援センター（介護保険法（平成９年法律第１

２３号）第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同

じ。），老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービ
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ス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地域ケア

会議に参加するよう努めなければならない。 

６ 特別養護老人ホームは，生計困難者等に処遇を行うに当たり，社会福祉法人等による

生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の適用を受け，

特別養護老人ホームにおける施設サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費に

係る利用者負担額についての軽減を実施するよう努めなければならない。 

 （職員の資格要件） 

第５条 特別養護老人ホームの長（以下「施設長」という。）は，社会福祉法第１９条第

１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれ

らと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければな

らない。 

２ 特別養護老人ホームの生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該

当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるも

のでなければならない。 

３ 特別養護老人ホームの機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能を改善し，

又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者であって，規則

で定めるものでなければならない。 

 （職員の専従） 

第６条 特別養護老人ホームの職員は，専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者

でなければならない。ただし，特別養護老人ホーム（ユニット型特別養護老人ホーム

（第３３条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同

じ。）を除く。以下この条において同じ。）及びユニット型特別養護老人ホームを併設

する場合，特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホーム（第５０

条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同

じ。）を併設する場合，地域密着型特別養護老人ホーム（第１３条第７項に規定する地

域密着型特別養護老人ホームをいい，ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。

以下この条において同じ。）及びユニット型特別養護老人ホームを併設する場合又は地
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域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する

場合の介護職員及び看護職員（第４１条第２項の規定に基づき配置される看護職員に限

る。）を除き，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

 （運営規程） 

第７条 特別養護老人ホームは，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程

を定めておかなければならない。 

 (1) 目的及び運営の方針 

 (2) 職員の職種，数及び職務の内容 

 (3) 入所定員 

 (4) 入所者の処遇の内容及び費用の額 

 (5) 利用に当たっての留意事項 

 (6) 事故発生の防止及び発生時の対応 

 (7) 非常災害対策 

 (8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (10) 成年後見制度の活用支援 

 (11) 苦情解決体制の整備 

 (12) その他運営に関する重要事項 

 （非常災害対策） 

第８条 特別養護老人ホームは，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けな

ければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される

非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具

体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の体

制を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に職員に周知

しなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなければ

ならない。 
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４ 特別養護老人ホームは，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又は救出

に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければなら

ない。 

５ 特別養護老人ホームは，非常災害時における入所者等の安全の確保が図られるよう，

あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，老人福祉施設その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるもの

とする。 

６ 特別養護老人ホームは，非常災害時において，高齢者，障害者，乳幼児等特に配慮を

要する者の受入れに努めるものとする。 

 （記録の整備） 

第９条 特別養護老人ホームは，設備，職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 特別養護老人ホームは，入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければならない。 

 (1) 入所者の処遇に関する計画 

 (2) 行った具体的な処遇の内容等の記録 

 (3) 第１６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 (4) 第３０条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

 (5) 第３２条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

 （構造設備の一般原則） 

第１０条 特別養護老人ホームの配置，構造及び設備は，日照，採光，換気等の入所者の

保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

 （設備の基準） 

第１１条 特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物

を除く。）は，耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の

２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）でなければならない。ただし，次の各号

のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあって

50



は，準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とす

ることができる。 

(1) 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」という。）を２

階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

(2) 居室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 

ア 消防長又は当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防署長と相談の上，第

８条第２項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な

事項を定めること。 

イ 第８条第４項に規定する訓練については，同条第２項に規定する計画に従い，昼

間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との連

携体制を整備すること。 

２ 特別養護老人ホームには，次に掲げる設備を設けなければならない。ただし，他の社

会福祉施設等の設備を利用することにより，当該特別養護老人ホームの効果的な運営を

期待することができる場合であって，入所者の処遇に支障がないときは，当該設備の一

部を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 静養室（居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある入所者を静養させ   

ることを目的とする設備をいう。以下同じ。） 

(3) 食堂 

(4) 浴室 

(5) 洗面設備 

(6) 便所 

(7) 医務室 

(8) 調理室 

(9) 介護職員室 

(10) 看護職員室 
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(11) 機能訓練室 

(12) 面談室 

(13) 洗濯室又は洗濯場 

(14) 汚物処理室 

(15) 介護材料室 

(16) 前各号に掲げるもののほか，事務室その他の運営上必要な設備 

３ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，規則で定める入所者へのサービス

の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 入所者１人当たりの床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ １以上の出入口は，避難上有効な空地，廊下又は広間に直接面して設けること。 

カ 床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにす

ること。 

キ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

ク ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(2) 静養室 

ア 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

イ アに定めるもののほか，前号イ及びエからクまでに定めるところによること｡ 

(3) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，入所者等が

一の脱衣室を利用している際は，他の入所者等を入室させない等，プライバシーを

確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とするこ

とができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 
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エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，介護を必要とする者の入浴に適したものとす

ること。 

(4) 洗面設備 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 介護を必要とする者の使用に適したものとすること。 

(5) 便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 便房は，規則で定める基準を満たすものとすること。 

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか，介護を必要とする者の使用に適したものとす

ること。 

(6) 医務室 

ア 診療所（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する診療

所をいう。以下同じ。）とすること。 

イ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要に応じて

臨床検査設備を設けること。 

(7) 調理室 火気を使用する部分は，不燃材料を用いること。 

(8) 介護職員室 

ア  居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ  必要な備品を備えること。 

(9) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面

積は，３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし，食事

の提供又は機能訓練を行う場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がな

い広さを確保することができるときは，同一の場所とすることができる。 

イ 食堂は，居室のある階ごとに居室に近接して設けるものとし，各階ごとの面積は，

２平方メートルに当該階に設ける居室の入所定員の合計を乗じて得た面積以上とす
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ること。ただし，規則で定める基準を満たす場合は，この限りでない。 

ウ 必要な備品を備えること。 

４ 居室，静養室，食堂，浴室及び機能訓練室（以下「居室，静養室等」という。）は，

３階以上の階に設けてはならない。ただし，次の各号のいずれにも該当する建物に設け

られる居室，静養室等については，この限りでない。 

 (1) 居室，静養室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段（建築基準法施行令

（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条第３項に規定する特別避難階段をいう。以

下同じ。）を２以上（防災上有効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッ

チャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段（同

条第２項に規定する屋外に設ける避難階段をいう。以下同じ。）を有する場合は，１

以上）有すること。 

 (2) ３階以上の階にある居室，静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の

壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

 (3) 居室，静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備（建築基準

法施行令第１１２条第１項に規定する特定防火設備をいう。以下同じ。）により防災

上有効に区画されていること。 

５ 前各項に規定するもののほか，特別養護老人ホームの設備の基準は，次に定めるとこ

ろによる。 

 (1) 廊下の幅は，１．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メー

トル以上とすること。 

(2) 廊下，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

(3) 廊下及び階段には，手すりを設けること。 

(4) 階段の傾斜は，緩やかにすること。 

 (5) 居室，静養室等が２階以上の階にある場合は，１以上の傾斜路を設けること。ただ

し，エレベーターを設ける場合は，この限りでない。 

（設備の専用） 

第１２条 特別養護老人ホームの設備は，専ら当該特別養護老人ホームの用に供するもの

でなければならない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 
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（職員の配置の基準） 

第１３条 特別養護老人ホームには，次に掲げる職員を置かなければならない。ただし，

入所定員が４０人を超えない特別養護老人ホームにあっては，他の社会福祉施設等の栄

養士との連携を図ることにより当該特別養護老人ホームの効果的な運営を期待すること

ができる場合であって，入所者の処遇に支障がないときは，第５号の栄養士を置かない

ことができる。 

(1) 施設長 １ 

(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

(3) 生活相談員 入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１以上 

(4) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。） 

ア 介護職員及び看護職員の総数は，常勤換算方法で，入所者の数が３又はその端数

を増すごとに１以上とすること。 

イ 看護職員の数は，次のとおりとすること。 

(ｱ) 入所者の数が３０を超えない特別養護老人ホームにあっては，常勤換算方法で，

１以上 

(ｲ) 入所者の数が３０を超えて５０を超えない特別養護老人ホームにあっては，常

勤換算方法で，２以上 

(ｳ) 入所者の数が５０を超えて１３０を超えない特別養護老人ホームにあっては，

常勤換算方法で，３以上 

(ｴ) 入所者の数が１３０を超える特別養護老人ホームにあっては，常勤換算方法で，

３に，入所者の数が１３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１を加えて得

た数以上 

(5) 栄養士 １以上 

(6) 機能訓練指導員 １以上 

(7) 調理員，事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数 

２ 前項の入所者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規設置又は再開の場合は，

推定数による。 

３ 第１項の常勤換算方法とは，当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養
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護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の

数に換算する方法をいう。 

４ 第１項第１号の施設長及び同項第３号の生活相談員は，常勤の者でなければならない。 

５ 第１項第４号の看護職員のうち，１人以上は，常勤の者でなければならない。 

６ 第１項第６号の機能訓練指導員は，当該特別養護老人ホームの他の職務に従事するこ

とができる。 

７ 第１項第２号の医師及び同項第７号の調理員，事務員その他の職員の数は，サテライ

ト型居住施設（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養

護老人ホーム，介護老人保健施設（介護保険法第８条第２７項に規定する介護老人保健

施設をいう。以下同じ。）又は病院（医療法第１条の５第１項に規定する病院をいう。

以下同じ。）若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下

「本体施設」という。）と密接な連携を確保しつつ，本体施設とは別の場所で運営され

る地域密着型特別養護老人ホーム（入所定員が２９人以下の特別養護老人ホームをいう。

以下同じ。）をいう。以下同じ。）の本体施設である特別養護老人ホームであって，当

該サテライト型居住施設に医師又は調理員，事務員その他の職員を置かない場合にあっ

ては，特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の

合計数を基礎として算出しなければならない。 

（入退所） 

第１４条 特別養護老人ホームは，入所予定者の入所に際しては，その者に係る居宅介護

支援（介護保険法第８条第２３項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。）を行う

者に対する照会等により，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス（同

項に規定する指定居宅サービス等をいう。）の利用状況等の把握に努めなければならな

い。 

２ 特別養護老人ホームは，入所者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，そ

の者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなけ

ればならない。 

３ 前項の規定による検討に当たっては，生活相談員，介護職員，看護職員等の職員の間

で協議しなければならない。 
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４ 特別養護老人ホームは，その心身の状況，その置かれている環境等に照らし，居宅に

おいて日常生活を営むことができると認められる入所者に対し，その者及びその家族の

希望，その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し，その者の円滑な退所のた

めに必要な援助を行わなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは，入所者の退所に際しては，居宅サービス計画（介護保険法第

８条第２３項に規定する居宅サービス計画をいう。）の作成等の援助に資するため，居

宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか，その他の保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（入所者の処遇に関する計画） 

第１５条 特別養護老人ホームは，入所者について，その心身の状況，その置かれている

環境，その者及びその家族の希望等を勘案し，その者の同意を得て，その者の処遇に関

する計画を作成しなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，入所者の処遇に関する計画について，入所者の処遇の状況等

を勘案し，必要な見直しを行わなければならない。 

（処遇の方針） 

第１６条 特別養護老人ホームは，入所者について，その者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう，その者の心身の状況等に応じて，その者の処遇を妥当適切に行わ

なければならない。 

２ 入所者の処遇は，入所者の処遇に関する計画に基づき，漫然かつ画一的なものとなら

ないよう配慮して，行わなければならない。 

３ 特別養護老人ホームの職員は，入所者の処遇に当たっては，懇切丁寧を旨とし，入所

者又はその家族に対し，処遇上必要な事項について，理解しやすいように説明を行わな

ければならない。 

４ 特別養護老人ホームは，入所者の処遇に当たっては，当該入所者又は他の入所者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他入所者の

行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

５ 特別養護老人ホームは，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の

入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 
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６ 特別養護老人ホームは，多様な評価の手法を用いてその行う処遇の質の評価を行い，

常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果の

公表に努めなければならない。 

７ 特別養護老人ホームは，入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に

対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は，適切な病院若しくは診療所又

は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

（介護） 

第１７条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の心身

の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，１週間に２回以上，適切な方法により，入所者を入浴させ，

又は清拭

しき

しなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切な方法により，

排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替

えなければならない。 

５ 特別養護老人ホームは， 褥

じょく

瘡

そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに，その発

生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 特別養護老人ホームは，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，離床，着替え，

整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 特別養護老人ホームは，常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければな

らない。 

８ 特別養護老人ホームは，入所者に対し，その負担により，当該特別養護老人ホームの

職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第１８条 特別養護老人ホームは，栄養並びに入所者の心身の状況及びし好を考慮した食

事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，入所者が可能な限り離床して，食堂で食事をとることを支援

しなければならない。 
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（相談及び援助） 

第１９条 特別養護老人ホームは，常に入所者の心身の状況，その置かれている環境等の

的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，必

要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，必要に応じ，入所者が成年後見制度を活用することができる

ように支援しなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第２０条 特別養護老人ホームは，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜入所者のためのレ

クリエーション行事を行わなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，入所者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手

続について，その者又はその家族において行うことが困難である場合は，その者の同意

を得て，代わって行わなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその家

族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは，入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

（機能訓練） 

第２１条 特別養護老人ホームは，入所者に対し，その心身の状況等に応じて，日常生活

を営むために必要な機能を改善し，又はその減退を防止するための訓練を行わなければ

ならない。 

（健康管理） 

第２２条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は，常に入所者の健康の状況に注意し，

必要に応じて健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

（入所者の入院期間中の取扱い） 

第２３条 特別養護老人ホームは，入所者について，病院又は診療所に入院する必要が生

じた場合であって，入院後おおむね３月以内に退院することが明らかに見込まれるとき

は，その者及びその家族の希望等を勘案し，必要に応じて適切な便宜を供与するととも

に，やむを得ない事情がある場合を除き，退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に

入所することができるようにしなければならない。 
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（施設長の責務） 

第２４条 特別養護老人ホームの施設長は，特別養護老人ホームの職員の管理，業務の実

施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 特別養護老人ホームの施設長は，職員に第７条から第９条まで及び第１４条から第３

２条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第２５条 特別養護老人ホームは，入所者に対し，適切な処遇を行うことができるよう，

職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければ

ならない。ただし，入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，この限りで

ない。 

３ 特別養護老人ホームは，職員に対し，その資質の向上のための研修計画を作成し，当

該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは，職員の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第２６条 特別養護老人ホームは，入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならな

い。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（衛生管理等） 

第２７条 特別養護老人ホームは，入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する

水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，医薬品及

び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し，

又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに，その結果につ

いて，介護職員その他の職員に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該特別養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の指針を整備すること。 
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 (3) 当該特別養護老人ホームにおいて，介護職員その他の職員に対し，感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか，特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第４６号。以下「基準省令」という。）第２６条第２項第４号に規

定する平成１８年厚生労働省告示第２６８号により厚生労働大臣が定める感染症又は

食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

（協力病院等） 

第２８条 特別養護老人ホームは，入院治療を必要とする入所者のために，あらかじめ，

協力病院を定めておかなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけれ

ばならない。 

（秘密保持等） 

第２９条 特別養護老人ホームの職員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た入所者

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 特別養護老人ホームは，職員であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た

入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならな

い。 

（苦情処理） 

第３０条 特別養護老人ホームは，その行った処遇に関する入所者又はその家族からの苦

情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要

な措置を講じなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは，その行った処遇に関し，市町村から指導又は助言を受けた場

合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を市

町村に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 
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第３１条 特別養護老人ホームは，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的な活

動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 特別養護老人ホームは，その運営に当たっては，その提供したサービスに関する入所

者からの苦情に関して，市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町

村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３２条 特別養護老人ホームは，事故の発生又はその再発を防止するため，次に定める

措置を講じなければならない。 

 (1) 事故が発生した場合の対応，次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。 

 (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に，当該事実が

報告され，その分析を通した改善策について，職員に周知徹底を図る体制を整備する

こと。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 特別養護老人ホームは，入所者の処遇により事故が発生した場合は，速やかに市町村，

入所者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。 

３ 特別養護老人ホームは，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録

しなければならない。 

４ 特別養護老人ホームは，入所者の処遇により賠償すべき事故が発生した場合は，損害

賠償を速やかに行わなければならない。 

第３章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基

準 

（この章の趣旨） 

第３３条 前章（第１３条を除く。）の規定にかかわらず，ユニット型特別養護老人ホー

ム（施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当

該居室の入居者が交流し，共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。）によ

り一体的に構成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者の日常生活が営

まれ，これに対する支援が行われる特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の基本方
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針並びに設備及び運営に関する基準については，この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第３４条 ユニット型特別養護老人ホームは，入居者一人一人の意思及び人格を尊重し，

入居者へのサービスの提供に関する計画に基づき，その居宅における生活への復帰を念

頭に置いて，入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮

しながら，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常生活を

営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い，

市町村，地域包括支援センター，老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは，地域包括支援センターから求めがあった場合には，

地域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは，生計困難者等にサービスの提供を行うに当たり，

社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減

制度事業の適用を受け，ユニット型特別養護老人ホームにおける施設サービスに係る利

用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額についての軽減を実施するよう努

めなければならない。 

（運営規程） 

第３５条 ユニット型特別養護老人ホームは，次に掲げる施設の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種，数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

(5) 入居者へのサービスの提供の内容及び費用の額 

(6) 利用に当たっての留意事項 

(7) 事故発生の防止及び発生時の対応 
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(8) 非常災害対策 

 (9) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（設備の基準） 

第３６条 ユニット型特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない

附属の建物を除く。）は，耐火建築物でなければならない。ただし，次の各号のいずれ

かの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型特別養護老人ホームの建物にあっ

ては，準耐火建築物とすることができる。 

(1) 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

 (2) 居室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 

ア 消防長又は当該ユニット型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防署長と相

談の上，第８条第２項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するた

めに必要な事項を定めること。 

イ 第８条第４項に規定する訓練については，同条第２項に規定する計画に従い，昼

間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との連

携体制を整備すること。 

２ ユニット型特別養護老人ホームには，次に掲げる設備を設けなければならない。ただ

し，他の社会福祉施設等の設備を利用することにより，当該ユニット型特別養護老人ホ

ームの効果的な運営を期待することができる場合であって，入居者へのサービスの提供

に支障がないときは，当該設備（第１号に掲げる設備を除く。）の一部を設けないこと

ができる。 

(1) ユニット 

(2) 浴室 
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(3) 医務室 

(4) 調理室 

(5) 洗濯室又は洗濯場 

(6) 汚物処理室 

(7) 介護材料室 

(8) 前各号に掲げるもののほか，事務室その他の運営上必要な設備 

３ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) ユニット 

ア 居室 

(ｱ) 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，入居者へのサービスの提供上必

要と認められる場合は，２人とすることができる。 

(ｲ) 居室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。この場合において，一のユニットの入居定員は，

おおむね１０人以下としなければならない。 

(ｳ) 地階に設けてはならないこと。 

(ｴ) 一の居室の床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。ただし，

（ア）ただし書の場合にあっては，２１．３平方メートル以上とすること。 

(ｵ) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

(ｶ) １以上の出入口は，避難上有効な空地，廊下，共同生活室又は広間に直接面し

て設けること。 

(ｷ) 床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるように

すること。 

(ｸ) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

(ｹ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(ｺ) ユニットに属さない居室を改修したものについては，入居者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で，居室を隔てる壁について，天井との間に一定の隙間が

生じていても差し支えない。 

イ 共同生活室 
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(ｱ) 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの入居者

が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 地階に設けてはならないこと。 

(ｳ) 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユニッ

トの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｴ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 介護を必要とする者の使用に適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，介護を必要とする者の使用に

適したものとすること。 

(2) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，入所者等が

一の脱衣室を利用している際は，他の入所者等を入室させない等，プライバシーを

確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とするこ

とができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，介護を必要とする者の入浴に適したものとす

ること。 

(3) 医務室 

ア 診療所とすること。 

イ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要に応じて

臨床検査設備を設けること。 

(4) 調理室 火気を使用する部分は，不燃材料を用いること。 
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４ ユニット及び浴室は，３階以上の階に設けてはならない。ただし，次のいずれにも該

当する建物に設けられるユニット又は浴室については，この限りでない。 

 (1) ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災上有

効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な

幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は，１以上）有するこ

と。 

 (2) ３階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通

路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

 (3) ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防

災上有効に区画されていること。 

５ 前各項に規定するもののほか，ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は，次に

定めるところによる。 

 (1) 廊下の幅は，１．８メートル以上とすること。ただし，ユニット内の廊下（中廊下

を除く。）の幅は，円滑な避難に支障がないと認められる場合には，１．５メートル

以上とすることができる。 

(2) 廊下，共同生活室，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

(3) 廊下及び階段には手すりを設けること。 

(4) 階段の傾斜は，緩やかにすること。 

 (5) ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は，１以上の傾斜路を設けること。た

だし，エレベーターを設ける場合は，この限りでない。 

（サービスの取扱方針） 

第３７条 入居者へのサービスの提供は，入居者が，その有する能力に応じて，自らの生

活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため，入

居者へのサービスの提供に関する計画に基づき，入居者の日常生活上の活動について必

要な援助を行うことにより，入居者の日常生活を支援するものとして行われなければな

らない。 

２ 入居者へのサービスの提供は，各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って

生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 
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３ 入居者へのサービスの提供は，入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなけれ

ばならない。 

４ 入居者へのサービスの提供は，入居者の自立した生活を支援することを基本として，

入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を常に

把握しながら，適切に行われなければならない。 

５ ユニット型特別養護老人ホームの職員は，入居者へのサービスの提供に当たって，入

居者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を

行わなければならない。 

６ ユニット型特別養護老人ホームは，入居者へのサービスの提供に当たっては，当該入

居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身

体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型特別養護老人ホームは，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは，多様な評価の手法を用いてその提供するサービス

の質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評価を受け

て，それらの結果の公表に努めなければならない。 

（介護） 

第３８条 介護は，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常

生活を営むことを支援するよう，入居者の心身の状況等に応じ，適切な技術をもって行

われなければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは，入居者の日常生活における家事を，入居者が，そ

の心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければなら

ない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは，入居者が身体の清潔を維持し，精神的に快適な生

活を営むことができるよう，適切な方法により，入居者に入浴の機会を提供しなければ

ならない。ただし，やむを得ない場合には，清拭を行うことをもって入浴の機会の提供

に代えることができる。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは，入居者の心身の状況に応じて，適切な方法により，
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排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型特別養護老人ホームは，おむつを使用せざるを得ない入居者については，

排せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型特別養護老人ホームは，褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに，

その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型特別養護老人ホームは，前各項に規定するもののほか，入居者が行う離床，

着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型特別養護老人ホームは，常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させ

なければならない。 

９ ユニット型特別養護老人ホームは，入居者に対し，その負担により，当該ユニット型

特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第３９条 ユニット型特別養護老人ホームは，栄養並びに入居者の心身の状況及びし好を

考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは，入居者の心身の状況に応じて，適切な方法により，

食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは，入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を

提供するとともに，入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとるこ

とができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは，入居者が相互に社会的関係を築くことができるよ

う，その意思を尊重しつつ，入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければな

らない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第４０条 ユニット型特別養護老人ホームは，入居者のし好に応じた趣味，教養又は娯楽

に係る活動の機会を提供するとともに，入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しな

ければならない。 

２ ユニット型特別養護老人ホームは，入居者が日常生活を営むために必要な行政機関等

に対する手続について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その者の
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同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは，常に入居者の家族との連携を図るとともに，入居

者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは，入居者の外出の機会を確保するよう努めなければ

ならない。 

（勤務体制の確保等） 

第４１条 ユニット型特別養護老人ホームは，入居者に対し，適切なサービスを提供する

ことができるよう，職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては，入居者が安心して日常生活を送るこ

とができるよう，継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から，次に定める職

員配置を行わなければならない。 

 (1) 昼間については，ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する

こと。 

 (2) 夜間及び深夜については，２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜

間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

 (3) ユニットごとに，常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 (4) 前号のユニットリーダーのうち２人以上（２ユニット以下のときは１人以上）の者

は，規則で定めるものとすること。この場合において，ユニット型特別養護老人ホー

ムと併設するユニット型指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等の事業の

人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サ

ービス等基準」という。）第１４０条の４第１項に規定するユニット型指定短期入所

生活介護事業所をいう。）又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所（指

定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）第１５３条第１項に規定す

るユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。）とは同一の施設とみな

すことができる。 

３ ユニット型特別養護老人ホームは，当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によっ
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てサービスを提供しなければならない。ただし，入居者へのサービスの提供に直接影響

を及ぼさない業務については，この限りでない。 

４ ユニット型特別養護老人ホームは，職員に対し，その資質の向上のための研修計画を

作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ ユニット型特別養護老人ホームは，職員の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第４２条 ユニット型特別養護老人ホームは，ユニットごとの入居定員及び居室の定員を

超えて入居させてはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場

合は，この限りでない。 

（準用） 

第４３条 第５条，第６条，第８条，第９条，第１０条，第１２条，第１４条，第１５条，

第１６条第７項，第１９条，第２１条から第２４条まで及び第２７条から第３２条まで

の規定は，ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において，第９

条第２項第３号中「第１６条第５項」とあるのは「第３７条第７項」と，同項第４号中

「第３０条第２項」とあるのは「第４３条において準用する第３０条第２項」と，同項

第５号中「第３２条第３項」とあるのは「第４３条において準用する第３２条第３項」

と，第２４条第２項中「第７条から第９条まで及び第１４条から第３２条まで」とある

のは「第３５条及び第３７条から第４２条まで並びに第４３条において準用する第８条，

第９条，第１４条，第１５条，第１６条第７項，第１９条，第２１条から第２４条まで

及び第２７条から第３２条まで」と読み替えるものとする。 

第４章 地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基

準 

（この章の趣旨） 

第４４条 前２章の規定にかかわらず，地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに

設備及び運営に関する基準については，この章に定めるところによる。 

（設備の基準） 

第４５条 地域密着型特別養護老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない

附属の建物を除く。）は，耐火建築物でなければならない。ただし，次の各号のいずれ
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かの要件を満たす２階建て又は平屋建ての地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっ

ては，準耐火建築物とすることができる。 

(1) 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

 (2) 居室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 

ア 消防長又は当該地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防署長と相

談の上，第８条第２項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するた

めに必要な事項を定めること。 

イ 第８条第４項に規定する訓練については，同条第２項に規定する計画に従い，昼

間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との連

携体制を整備すること。 

２ 地域密着型特別養護老人ホームには，次に掲げる設備を設けなければならない。ただ

し，他の社会福祉施設等の設備を利用することにより，当該地域密着型特別養護老人ホ

ームの効果的な運営を期待することができる場合であって，入所者の処遇に支障がない

ときは，当該設備の一部を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 静養室 

(3) 食堂 

(4) 浴室 

(5) 洗面設備 

(6) 便所 

(7) 医務室 

(8) 調理室 

(9) 介護職員室 

(10) 看護職員室 

(11) 機能訓練室 

(12) 面談室 
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(13) 洗濯室又は洗濯場 

(14) 汚物処理室 

(15) 介護材料室 

(16) 前各号に掲げるもののほか，事務室その他の運営上必要な設備 

３ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，規則で定める入所者へのサービス

の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 入所者１人当たりの床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ １以上の出入口は，避難上有効な空地，廊下又は広間に直接面して設けること。 

カ 床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにす

ること。 

キ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

ク ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(2) 静養室 

ア 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

イ アに定めるもののほか，前号イ及びエからクまでに定めるところによること。 

(3) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，入所者等が

一の脱衣室を利用している際は，他の入所者等を入室させない等，プライバシーを

確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とするこ

とができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，介護を必要とする者の入浴に適したものとす
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ること。 

(4) 洗面設備 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 介護を必要とする者の使用に適したものとすること。 

(5) 便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 便房は，規則で定める基準を満たすものとすること。 

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか，介護を必要とする者の使用に適したものとす

ること。 

(6) 医務室 診療所とすることとし，入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機

器を備えるほか，必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし，本体施設が特別

養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず，入所者

を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要に応じて臨床検査設

備を設けることで足りるものとする。 

(7) 調理室 

ア 火気を使用する部分は，不燃材料を用いること。 

イ サテライト型居住施設の調理室については，本体施設の調理室で調理する場合で

あって，運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは，簡易な調理設

備を設けることで足りるものとする。 

(8) 介護職員室 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 必要な備品を備えること。 

(9) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面

積は，３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし，食事

の提供又は機能訓練を行う場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がな

い広さを確保することができるときは，同一の場所とすることができる。 
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イ 食堂は，居室のある階ごとに居室に近接して設けるものとし，各階ごとの面積は，

２平方メートルに当該階に設ける居室の入所定員の合計を乗じて得た面積以上とす

ること。ただし，規則で定める基準を満たす場合は，この限りでない。 

ウ 必要な備品を備えること。 

４ 居室，静養室等は，３階以上の階に設けてはならない。ただし，次の各号のいずれに

も該当する建物に設けられる居室，静養室等については，この限りでない。 

 (1) 居室，静養室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災上有効

な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅

を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は，１以上）有すること。 

 (2) ３階以上の階にある居室，静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通路の

壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

 (3) 居室，静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災

上有効に区画されていること。 

５ 前各項に規定するもののほか，地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は，次に

定めるところによる。 

 (1) 廊下の幅は，１．５メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，１．８メー

トル以上とすること。なお，廊下の一部の幅を拡張すること等により，入所者，職員

等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは，これによらないことができる。 

(2) 廊下，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

(3) 廊下及び階段には，手すりを設けること。 

(4) 階段の傾斜は，緩やかにすること。 

 (5) 居室，静養室等が２階以上の階にある場合は，１以上の傾斜路を設けること。ただ

し，エレベーターを設ける場合は，この限りでない。 

６ 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は，両施設が密接な連携を確保できる

範囲内としなければならない。 

（職員の配置の基準） 

第４６条 地域密着型特別養護老人ホームには，次に掲げる職員を置かなければならない。 

(1) 施設長 １ 
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(2) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

(3) 生活相談員 １以上 

(4) 介護職員又は看護職員 

ア 介護職員及び看護職員の総数は，常勤換算方法で，入所者の数が３又はその端数

を増すごとに１以上とすること。 

イ 看護職員の数は，１以上とすること。 

(5) 栄養士 １以上 

(6) 機能訓練指導員 １以上 

 (7) 調理員，事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた

適当数 

２ 前項の入所者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規設置又は再開の場合は，

推定数とする。 

３ 第１項，第６項及び第８項の常勤換算方法とは，当該職員のそれぞれの勤務延時間数

の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で

除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。 

４ 第１項第１号の施設長は，常勤の者でなければならない。 

５ 第１項第２号の規定にかかわらず，サテライト型居住施設の医師については，本体施

設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認め

られるときは，これを置かないことができる。 

６ 第１項第３号の生活相談員は，常勤の者でなければならない。ただし，サテライト型

居住施設にあっては，常勤換算方法で１以上とする。 

７ 第１項第４号の介護職員のうち，１人以上は，常勤の者でなければならない。 

８ 第１項第４号の看護職員のうち，１人以上は，常勤の者でなければならない。ただし，

サテライト型居住施設にあっては，常勤換算方法で１以上とする。 

９ 第１項第３号及び第５号から第７号までの規定にかかわらず，サテライト型居住施設

の生活相談員，栄養士，機能訓練指導員又は調理員，事務員その他の職員については，

次に掲げる本体施設の場合には，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める職員

により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められると
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きは，これを置かないことができる。 

(1) 特別養護老人ホーム 栄養士，機能訓練指導員又は調理員，事務員その他の職員 

 (2) 介護老人保健施設 支援相談員，栄養士，理学療法士若しくは作業療法士又は調理

員，事務員その他の職員 

(3) 病院 栄養士（病床数１００以上の病院の場合に限る。） 

(4) 診療所 事務員その他の職員 

１０ 第１項第６号の機能訓練指導員は，当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務

に従事することができる。 

１１ 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第１２１条第１項に規定

する指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等基準第１２９条第１項に

規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所

等」という。）が併設される場合においては，当該指定短期入所生活介護事業所等の医

師については，当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活

介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは，これを置かな

いことができる。 

１２ 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準第９３条第１項に規定す

る指定通所介護事業所若しくは指定介護予防サービス等基準第９７条第１項に規定する

指定介護予防通所介護事業所，指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サー

ビスの事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以

下「指定地域密着型サービス基準」という。）第４２条第１項に規定する併設型指定認

知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。以下「指定地

域密着型介護予防サービス基準」という。）第５条第１項に規定する併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては，当該併設さ

れる事業所の生活相談員，栄養士，機能訓練指導員又は調理員その他の職員については，

当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員，栄養士，機能訓練指導員又は調理員，

事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められると
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きは，これを置かないことができる。 

１３ 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所

定員は，当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。 

１４ 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準第６３条第１項に規

定する指定小規模多機能型居宅介護事業所，指定地域密着型サービス基準第１７１条第

１項に規定する指定複合型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準第

４４条第１項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（以下「指定小規

模多機能型居宅介護事業所等」という。）が併設される場合においては，当該地域密着

型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか，当

該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準第６３条若しく

は第１７１条又は指定地域密着型介護予防サービス基準第４４条に定める人員に関する

基準を満たす従業者が置かれているときは，当該地域密着型特別養護老人ホームの職員

は，当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。 

（介護） 

第４７条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の心身

の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 地域密着型特別養護老人ホームは，１週間に２回以上，適切な方法により，入所者を

入浴させ，又は清拭しなければならない。 

３ 地域密着型特別養護老人ホームは，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切な

方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 地域密着型特別養護老人ホームは，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適

切に取り替えなければならない。 

５ 地域密着型特別養護老人ホームは，褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに，

その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 地域密着型特別養護老人ホームは，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，離

床，着替え，整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 地域密着型特別養護老人ホームは，常時１人以上の介護職員を介護に従事させなけれ

ばならない。 
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８ 地域密着型特別養護老人ホームは，入所者に対し，その負担により，当該地域密着型

特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（地域との連携等） 

第４８条 地域密着型特別養護老人ホームは，その運営に当たっては，入所者，入所者の

家族，地域住民の代表者，本市の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在す

る区域を管轄する地域包括支援センターの職員，地域密着型特別養護老人ホームについ

て知見を有する者等により構成される協議会（以下「運営推進会議」という。）を設置

し，おおむね２月に１回以上，運営推進会議に対し活動状況を報告し，運営推進会議に

よる評価を受けるとともに，運営推進会議から必要な要望，助言等を聴く機会を設けな

ければならない。 

２ 地域密着型特別養護老人ホームは，前項の報告，評価，要望，助言等についての記録

を作成するとともに，当該記録を公表するものとする。 

３ 地域密着型特別養護老人ホームは，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

４ 地域密着型特別養護老人ホームは，その運営に当たっては，その提供したサービスに

関する入所者からの苦情に関して，市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業そ

の他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（準用） 

第４９条 第４条から第１０条まで，第１２条，第１４条から第１６条まで，第１８条か

ら第３０条まで及び第３２条の規定は，地域密着型特別養護老人ホームについて準用す

る。この場合において，第９条第２項第３号中「第１６条第５項」とあるのは「第４９

条において準用する第１６条第５項」と，同項第４号中「第３０条第２項」とあるのは

「第４９条において準用する第３０条第２項」と，同項第５号中「第３２条第３項」と

あるのは「第４９条において準用する第３２条第３項」と，第２４条第２項中「第７条

から第９条まで及び第１４条から第３２条まで」とあるのは「第４７条及び第４８条並

びに第４９条において準用する第７条から第９条まで，第１４条から第１６条まで，第

１８条から第３０条まで及び第３２条」と読み替えるものとする。 

第５章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営
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に関する基準 

（この章の趣旨） 

第５０条 前３章（第４６条を除く。）の規定にかかわらず，ユニット型地域密着型特別

養護老人ホーム（施設の全部においてユニットごとに入居者の日常生活が営まれ，これ

に対する支援が行われる地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の基本方

針並びに設備及び運営に関する基準については，この章に定めるところによる。 

（設備の基準） 

第５１条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物（入居者の日常生活のために

使用しない附属の建物を除く。）は，耐火建築物でなければならない。ただし，次の各

号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型地域密着型特別養護老

人ホームの建物にあっては，準耐火建築物とすることができる。 

(1) 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

 (2) 居室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 

ア 消防長又は当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの所在地を管轄する消

防署長と相談の上，第８条第２項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を

確保するために必要な事項を定めること。 

イ 第８条第４項に規定する訓練については，同条第２項に規定する計画に従い，昼

間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との連

携体制を整備すること。 

２ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームには，次に掲げる設備を設けなければなら

ない。ただし，他の社会福祉施設等の設備を利用することにより，当該ユニット型特別

養護老人ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって，入居者へのサー

ビスの提供に支障がないときは，当該設備（第１号に掲げる設備を除く。）の一部を設

けないことができる。 

(1) ユニット 

(2) 浴室 
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(3) 医務室 

(4) 調理室 

(5) 洗濯室又は洗濯場 

(6) 汚物処理室 

(7) 介護材料室 

(8) 前各号に掲げるもののほか，事務室その他の運営上必要な設備 

３ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) ユニット 

ア 居室 

(ｱ) 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，入居者へのサービスの提供上必

要と認められる場合は，２人とすることができる。 

(ｲ) 居室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。この場合において，一のユニットの入居定員は，

おおむね１０人以下としなければならない。 

(ｳ) 地階に設けてはならないこと。 

(ｴ) 一の居室の床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。ただし，

（ア）ただし書の場合にあっては，２１．３平方メートル以上とすること。 

(ｵ) 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

(ｶ) １以上の出入口は，避難上有効な空地，廊下，共同生活室又は広間に直接面し

て設けること。 

(ｷ) 床面積の１４分の１以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるように

すること。 

(ｸ）必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

(ｹ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(ｺ) ユニットに属さない居室を改修したものについては，入居者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で，居室を隔てる壁について，天井との間に一定の隙間が

生じていても差し支えない。 

イ 共同生活室 
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(ｱ) 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの入居者

が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 地階に設けてはならないこと。 

(ｳ) 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユニッ

トの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｴ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 介護を必要とする者の使用に適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，介護を必要とする者の使用に

適したものとすること。 

(2) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，入所者等が

一の脱衣室を利用している際は，他の入所者等を入室させない等，プライバシーを

確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とするこ

とができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，介護を必要とする者の入浴に適したものとす

ること。 

(3) 医務室 診療所とすることとし，入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機

器を備えるほか，必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし，本体施設が特別

養護老人ホームであるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず，入居者

を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要に応じて臨床検査設

備を設けることで足りるものとする。 
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(4) 調理室 

ア 火気を使用する部分は，不燃材料を用いること。 

イ サテライト型居住施設の調理室については，本体施設の調理室で調理する場合で

あって，運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは，簡易な調理設

備を設けることで足りるものとする。 

４ ユニット及び浴室は，３階以上の階に設けてはならない。ただし，次の各号のいずれ

にも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については，この限りでない。 

 (1) ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災上有

効な傾斜路を有する場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な

幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は，１以上）有するこ

と。 

 (2) ３階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他の通

路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

 (3) ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防

災上有効に区画されていること。 

５ 前各項に規定するもののほか，ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は，次に

定めるところによる。 

 (1) 廊下の幅は，１．５メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，１．８メー

トル以上とすること。なお，廊下の一部の幅を拡張すること等により，入居者，職員

等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは，これによらないことができる。 

 (2) 廊下，共同生活室，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

 (3) 廊下及び階段には手すりを設けること。 

 (4) 階段の傾斜は，緩やかにすること。 

 (5) ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は，１以上の傾斜路を設けること。た

だし，エレベーターを設ける場合は，この限りでない。 

６ 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は，両施設が密接な連携を確保できる

範囲内としなければならない。 

（介護） 
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第５２条 介護は，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常

生活を営むことを支援するよう，入居者の心身の状況等に応じ，適切な技術をもって行

われなければならない。 

２ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは，入居者の日常生活における家事を，入

居者が，その心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しな

ければならない。 

３ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは，入居者が身体の清潔を維持し，精神的

に快適な生活を営むことができるよう，適切な方法により，入居者に入浴の機会を提供

しなければならない。ただし，やむを得ない場合には，清拭を行うことをもって入浴の

機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは，入居者の心身の状況に応じて，適切な

方法により，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは，おむつを使用せざるを得ない入居者に

ついては，排せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは，褥瘡が発生しないよう適切な介護を行

うとともに，その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは，前各項に規定するもののほか，入居者

が行う離床，着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは，常時１人以上の介護職員を介護に従事

させなければならない。 

９ ユニット型地域密着型特別養護老人ホームは，入居者に対し，その負担により，当該

ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはな

らない。 

（準用） 

第５３条 第５条，第６条，第８条から第１０条まで，第１２条，第１４条，第１５条，

第１６条第７項，第１９条，第２１条から第２４条まで，第２７条から第３０条まで，

第３２条，第３４条，第３５条，第３７条，第３９条から第４２条まで及び第４８条の

規定は，ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合におい
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て，第９条第２項第３号中「第１６条第５項」とあるのは「第５３条において準用する

第３７条第７項」と，同項第４号中「第３０条第２項」とあるのは「第５３条において

準用する第３０条第２項」と，同項第５号中「第３２条第３項」とあるのは「第５３条

において準用する第３２条第３項」と，第２４条第２項中「第７条から第９条まで及び

第１４条から第３２条まで」とあるのは「第５２条並びに第５３条において準用する第

８条，第９条，第１４条，第１５条，第１６条第７項，第１９条，第２１条から第２４

条まで，第２７条から第３０条まで，第３２条，第３５条，第３７条，第３９条から第

４２条まで及び第４８条」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成１２年４月１日において存する特別養護老人ホームであって，児童福祉施設

最低基準等の一部を改正する省令（昭和６２年厚生省令第１２号）附則第４条第１項

（同令第４条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び

運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号。次条第２項において「設備運営基

準」という。）第１８条第２項第１６号の規定に係る部分に限る。）の規定の適用を受

けていたもの（平成１６年４月１日以後に全面的に改築されたものを除く。）について

は，第１１条第２項第１４号，第３６条第２項第６号，第４５条第２項第１４号及び第

５１条第２項第６号の規定は，適用しない。 

第３条 平成１２年４月１日において存する特別養護老人ホームの建物（基本的な設備が

完成しているものを含み，同日以後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。

次条において同じ。）について第１１条第３項第１号及び第４５条第３項第１号の規定

を適用する場合においては，第１１条第３項第１号ア及び第４５条第３項第１号ア中

「１人とすること。ただし，規則で定める入所者へのサービスの提供上必要と認めら

れる場合は，２人とすることができる」とあるのは「原則として４人以下とするこ

と」と，第１１条第３項第１号ウ及び第４５条第３項第１号ウ中「１０．６５平方メー

トル」とあるのは「収納設備等を除き，４．９５平方メートル」とする。 

85



２ 平成１２年４月１日において存する特別養護老人ホームであって，児童福祉施設最低

基準等の一部を改正する省令附則第４条第２項（設備運営基準第２０条の規定に係る部

分に限る。）の規定の適用を受けていたものについて，前項の規定を適用する場合にお

いては，同項中「原則として４人」とあるのは，「８人」とする。 

第４条 平成１２年４月１日において存する特別養護老人ホームの建物については，第１

１条第３項第９号ア（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。）及び第

４５条第３項第９号ア（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。）の規

定は，適用しない。 

第５条 一般病床，精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８

３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護

保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床に係るものに

限る。以下この条及び附則第７条において同じ。）又は療養病床を有する病院の一般病

床，精神病床又は療養病床を平成３０年３月３１日までの間に転換（当該病院の一般病

床，精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに，当該病院の施設を介護老人

保健施設，軽費老人ホーム（法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下同

じ。）その他の要介護者，要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に

供することをいう。）し，特別養護老人ホームを開設しようとする場合において，当該

転換に係る食堂及び機能訓練室については，第１１条第３項第９号ア及びイ並びに第４

５条第３項第９号ア及びイの規定にかかわらず，食堂は，１平方メートルに入所定員を

乗じて得た面積以上を有し，機能訓練室は，４０平方メートル以上の面積を有しなけれ

ばならない。ただし，食事の提供又は機能訓練を行う場合において，当該食事の提供又

は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは，同一の場所とすることが

できるものとする。 

第６条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成３０年３月

３１日までの間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとと

もに，当該診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホームその他の要介護者，要支

援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し，特別

養護老人ホームを開設しようとする場合において，当該転換に係る食堂及び機能訓練室
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については，第１１条第３項第９号ア及びイ並びに第４５条第３項第９号ア及びイの規

定にかかわらず，次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。 

 (1) 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面積

は，３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし，食事の提

供又は機能訓練を行う場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さ

を確保することができるときは，同一の場所とすることができること。 

(2) 食堂は，１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し，機能訓練室は， 

４０平方メートル以上の面積を有すること。ただし，食事の提供又は機能訓練を行う

場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができ

るときは，同一の場所とすることができること。 

第７条 一般病床，精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床，精神病床若しく

は療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床

を平成３０年３月３１日までの間に転換（当該病院の一般病床，精神病床若しくは療養

病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに，当該

病院又は診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホームその他の要介護者，要支援

者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し，特別養

護老人ホームを開設しようとする場合において，第１１条第５項第１号，第３６条第５

項第１号，第４５条第５項第１号及び第５１条第５項第１号の規定にかかわらず，当該

転換に係る廊下の幅については，１．２メートル以上とする。ただし，中廊下の幅は，

１．６メートル以上とする。 

第８条 平成１４年８月７日において存する特別養護老人ホーム（基本的な設備が完成し

ているものを含み，同日以後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）であ

って，第３章に規定する基準を満たすものについて，第３６条第３項第１号イ（ウ）の

規定を適用する場合においては，同号イ（ウ）中「２平方メートルに当該共同生活室が

属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの

入居者が交流し，共同で日常生活を営むために必要な広さ」とする。 

第９条 平成１５年４月１日以前に老人福祉法第１５条の規定により設置されている特別

養護老人ホームであって，平成２３年９月１日前に施設の一部においてユニットごとに
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入居者の日常生活が営まれ，これに対する支援が行われる特別養護老人ホームであるも

のについては，施行日以後最初の指定の更新までの間は，平成２３年厚生労働省令第１

０６号の規定による改正前の特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の規定に

よることができる。  

第１０条 施行日において現に存する特別養護老人ホーム（施行日後に増築され，又は全

面的に改築された部分を除く。以下同じ。）について，第１１条第３項第１号ア及び第

４５条第３項第１号アの規定を適用する場合においては，同号ア中「１人とすること。

ただし，規則で定める入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は，２人とす

ることができる」とあるのは「４人以下とすること」とする。 

第１１条 施行日において現に存する特別養護老人ホームについては，第１１条第３項第

３号，第３６条第３項第２号，第４５条第３項第３号又は第５１条第３項第２号の規定

にかかわらず，基準省令第１１条第４項第３号，第３５条第４項第２号，第５５条第４

項第３号又は第６１条第４項第２号の規定によることができる。 

第１２条 施行日において現に存する特別養護老人ホームについては，第１１条第３項第

５号又は第４５条第３項第５号の規定にかかわらず，基準省令第１１条第４項第５号又

は第５５条第４項第５号の規定によることができる。 

第１３条 施行日において現に存する特別養護老人ホームについては，第１１条第３項第

９号イ及び第４５条第３項第９号イの規定は，適用しない。 

第１４条 施行日において現に存する特別養護老人ホームについては，第３６条第５項第

１号の規定にかかわらず，基準省令第３５条第６項の規定によることができる。 

第１５条 当分の間，第４１条第２項第４号中「前号のユニットリーダー」とあるのは

「ユニット型特別養護老人ホームの施設長及び職員」と，第５３条において準用する第

４１条第２項第４号中「前号のユニットリーダー」とあるのは「ユニット型地域密着型

特別養護老人ホームの施設長及び職員」とする。 

 

 

提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す
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る法律の施行による老人福祉法の一部改正に伴い，特別養護老人ホームの設備及び運営に

関する基準について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２４３ 号 議 案 

   岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて 

 岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定する

ものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第３条） 

 第２章 基本方針（第４条） 

 第３章 設備及び運営に関する基準（第５条－第３５条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）第６

５条第１項の規定に基づき，軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３

号）第２０条の６の軽費老人ホームをいう。以下同じ。）の設備及び運営に関する基準

を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例で使用する用語は，法で使用する用語の例による。 

 （一般原則） 

第３条 軽費老人ホームの開設者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれ

らに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，
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事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等

以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び施設を管理する者は，岡山市

暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であ

ってはならない。 

２ 軽費老人ホームは，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等

必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講ずる

よう努めなければならない。 

   第２章 基本方針 

 （基本方針） 

第４条 軽費老人ホームは，無料又は低額な料金で，身体機能の低下等により自立した日

常生活を営むことについて不安があると認められる者であって，家族による援助を受け

ることが困難なものを入所させ，食事の提供，入浴等の準備，相談及び援助，社会生活

上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより，入所者が安心し

て生き生きと明るく生活することができるようにすることを目指すものでなければなら

ない。 

２ 軽費老人ホームは，入所者の意思及び人格を尊重し，常にその者の立場に立ってサー

ビスの提供を行うように努めなければならない。 

３ 軽費老人ホームは，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い，社会福祉事業

に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに，市

町村，地域包括支援センター（介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４

６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。），老人の福祉を増進す

ることを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 軽費老人ホームは，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地域ケア会議

に参加するよう努めなければならない。 

   第３章 設備及び運営に関する基準 

 （構造設備の一般原則） 

第５条 軽費老人ホームの配置，構造及び設備は，日照，採光，換気等入所者の保健衛生
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に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。 

２ 軽費老人ホームの立地に当たっては，入所者の外出の機会及び地域住民との交流の機

会が確保されるよう努めなければならない。 

 （設備の専用） 

第６条 軽費老人ホームの設備は，専ら当該軽費老人ホームの用に供するものでなければ

ならない。ただし，入所者に提供するサービスに支障がない場合は，この限りでない。 

 （職員の資格要件） 

第７条 軽費老人ホームの長（以下「施設長」という。）は，法第１９条第１項各号のい

ずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上

の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

２ 軽費老人ホームの生活相談員は，法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者又は

これと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければ

ならない。 

 （職員の専従） 

第８条 軽費老人ホームの職員は，専ら当該軽費老人ホームの職務に従事する者でなけれ

ばならない。ただし，入所者に提供するサービスに支障がない場合は，この限りでない。 

 （運営規程） 

第９条 軽費老人ホームは，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以

下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 (1) 目的及び運営の方針 

 (2) 職員の職種，数及び職務の内容 

 (3) 入所定員 

 (4) 入所者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 (5) 利用に当たっての留意事項 

 (6) 事故発生の防止及び発生時の対応 

 (7) 非常災害対策 

 (8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 
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 (10) 成年後見制度の活用支援 

 (11) 苦情解決体制の整備 

 (12) その他運営に関する重要事項 

 （非常災害対策） 

第１０条 軽費老人ホームは，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなけ

ればならない。 

２ 軽費老人ホームは，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非常

災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害に対する具体的計画を策

定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の体制を整備し，

それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に職員に周知しなければな

らない。 

３ 軽費老人ホームは，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなければなら

ない。 

４ 軽費老人ホームは，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又は救出に係

る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならない。 

５ 軽費老人ホームは，非常災害時における入所者等の安全の確保が図られるよう，あら

かじめ，近隣の自治体，地域住民，老人福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるものとす

る。 

６ 軽費老人ホームは，非常災害時において，高齢者，障害者，乳幼児等特に配慮を要す

る者の受入れに努めるものとする。 

 （記録の整備） 

第１１条 軽費老人ホームは，設備，職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。 

２ 軽費老人ホームは，入所者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備

し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 (1) 入所者に提供するサービスに関する計画 

 (2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 
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 (3) 第１８条第１項第１号の規定によるサービスの提供に要する費用の請求に関する記

録 

 (4) 第１９条第４項の規定による身体的拘束等の態様及び時間，その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 (5) 第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録 

 (6) 第３５条第３項の規定による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記

録 

 （設備の基準） 

第１２条 軽費老人ホームの建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除

く。）は，耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２の

耐火建築物をいう。以下同じ。）又は準耐火建築物（同条第９号の３の準耐火建築物を

いう。以下同じ。）でなければならない。 

２ 軽費老人ホームには，次に掲げる設備を設けなければならない。ただし，他の社会福

祉施設等の設備を利用することにより，当該軽費老人ホームの効果的な運営を期待する

ことができる場合であって，入所者に提供するサービスに支障がないときは，当該設備

の一部を設けないことができる。 

 (1) 居室 

 (2) 談話室，娯楽室又は集会室 

 (3) 食堂 

 (4) 浴室 

 (5) 洗面所 

 (6) 便所 

 (7) 調理室 

 (8) 面談室 

 (9) 洗濯室又は洗濯場 

 (10) 宿直室 

 (11) 前各号に掲げるもののほか，事務室その他の運営上必要な設備 

３ 前項第１号，第４号及び第７号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 
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 (1) 居室 

  ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，入所者へのサービスの提供上必要

と認められる場合は，２人とすることができる。 

  イ 地階に設けてはならないこと。 

  ウ 一の居室の床面積は，２１．６平方メートル（エの設備を除いた有効面積は，１

４．８５平方メートル）以上とすること。ただし，アただし書の場合にあっては，

３１．９平方メートル以上とすること。 

  エ 洗面所，便所，収納設備及び簡易な調理設備を設けること。 

  オ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

 (2) 浴室 

  ア 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，入所者等が

一の脱衣室を利用している際は，他の入所者等を入室させない等，プライバシーを

確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とするこ

とができる。 

  イ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

  ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

  エ アからウまでに掲げるもののほか，介護を必要とする者の入浴に適したものとす

ること。 

 (3) 調理室 火気を使用する部分は，不燃材料を用いること。 

４ 前項第１号の規定にかかわらず，１０程度の数の居室及び当該居室に近接して設けら

れる共同生活室（当該居室の入所者が談話室，娯楽室又は集会室及び食堂として使用す

ることが可能な部屋をいう。以下この項において同じ。）により構成される区画におけ

る設備の基準は，次に定めるところによる。 

 (1) 居室 

  ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，入所者へのサービスの提供上必要

と認められる場合は，２人とすることができる。 

  イ 地階に設けてはならないこと。 

  ウ 一の居室の床面積は，１５．６３平方メートル（エの設備を除いた有効面積は，
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１３．２平方メートル）以上とすること。ただし，アただし書の場合にあっては，

２３．４５平方メートル以上とすること。 

  エ 洗面所，便所，収納設備及び簡易な調理設備を設けること。ただし，共同生活室

ごとに便所及び調理設備を適当数設ける場合にあっては，居室ごとの便所及び簡易

な調理設備を設けないことができる。 

  オ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

 (2) 共同生活室 

  ア 同一区画内の入所者が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわし

い形状を有すること。 

  イ 必要な設備及び備品を備えること。 

５ 前各項に規定するもののほか，軽費老人ホームの設備の基準は，次に定めるところに

よる。 

 (1) 施設内に一斉に放送することができる設備を設置すること。 

 (2) 居室が２階以上の階にある場合にあっては，エレベーターを設けること。 

 （職員配置の基準） 

第１３条 軽費老人ホームに置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。ただし，

入所定員が４０人以下又は他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより効果

的な運営を期待することができる軽費老人ホーム（入所者に提供するサービスに支障が

ない場合に限る。）にあっては第４号の栄養士を，調理業務の全部を委託する軽費老人

ホームにあっては第６号の調理員を置かないことができる。 

 (1) 施設長 １ 

 (2) 生活相談員 入所者の数が１２０又はその端数を増すごとに１以上 

 (3) 介護職員 

  ア 一般入所者（入所者であって，指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス

等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号）第１

７４条第１項の指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。），指定介護予防

特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並

びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
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基準（平成１８年厚生労働省令第３５号）第２３０条第１項の指定介護予防特定施

設入居者生活介護をいう。以下同じ。）又は指定地域密着型特定施設入居者生活介

護（指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１８

年厚生労働省令第３４号）第１０９条第１項の指定地域密着型特定施設入居者生活

介護をいう。以下同じ。）の提供を受けていない者をいう。以下同じ。）の数が３

０以下の軽費老人ホームにあっては，常勤換算方法で，１以上とすること。 

  イ 一般入所者の数が３０を超えて８０以下の軽費老人ホームにあっては，常勤換算

方法で，２以上とすること。 

  ウ 一般入所者の数が８０を超える軽費老人ホームにあっては，常勤換算方法で，２

に実情に応じた適当数を加えて得た数とすること。 

 (4) 栄養士 １以上 

 (5) 事務員 １以上 

 (6) 調理員その他の職員 当該軽費老人ホームの実情に応じた適当数 

２ 前項の入所者及び一般入所者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規設置又は

再開の場合は，推定数とする。 

３ 第１項の常勤換算方法とは，当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該軽費老

人ホームにおいて常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に

換算する方法をいう。 

４ 第１項第１号の施設長は，専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。た

だし，当該軽費老人ホームの管理上支障がない場合には，同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事することができる。 

５ 第１項第２号の生活相談員を置く場合にあっては，当該生活相談員のうち１人以上は，

常勤の者でなければならない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護，指定介護予防特定施設入居者生活介護又は指定地域密

着型特定施設入居者生活介護を行う軽費老人ホームにあっては，入所者に提供するサー

ビスに支障がないときは，第１項第２号の生活相談員のうち１人を置かないことができ

る。 

７ 第１項第３号の介護職員のうち１人以上は，常勤の者でなければならない。 
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８ 第１項第３号の介護職員は，入所者の身体機能の状況，併設する社会福祉施設等との

連携，介護保険サービス等の活用その他の方法により当該軽費老人ホームの効果的な運

営を期待することができる場合であって，入所者に提供するサービスに支障がないとき

は，あらかじめ入所者の全員の同意を得て，当該介護職員のうち１人を置かないことが

できる。 

９ 第６項及び第８項の規定にかかわらず，生活相談員又は介護職員については，いずれ

か１人を置かなければならない。 

１０ 第１項第４号の栄養士及び同項第５号の事務員のそれぞれのうち１人は，常勤でな

ければならない。 

１１ 第１項第５号の事務員は，入所定員が６０人以下の場合又は他の社会福祉施設等を

併設する軽費老人ホームにおいては，入所者に提供するサービスに支障がない場合は，

当該事務員を置かないことができる。 

１２ 第１項第６号の規定にかかわらず，サテライト型軽費老人ホーム（当該施設を設置

しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設（介護保険法第８条

第２７項の介護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。）又は診療所（医療法

（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項の診療所をいう。以下この項において

同じ。）であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この項において「本体

施設」という。）との密接な連携を確保しつつ，本体施設とは別の場所で運営される入

所定員が２９人以下の軽費老人ホームをいう。以下この項において同じ。）の調理員そ

の他の職員については，次に掲げる本体施設の場合には，次の各号に掲げる区分に応じ，

当該各号に定める職員により当該サテライト型軽費老人ホームの入所者に提供するサー

ビスが適切に行われていると認められるときは，これを置かないことができる。 

 (1) 介護老人保健施設 調理員又はその他の職員 

 (2) 診療所 その他の職員 

１３ 夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務 

（宿直勤務を除く。）を行わせなければならない。ただし，当該軽費老人ホームの敷地

内に職員宿舎が整備されていること等により，職員が緊急時に迅速に対応することがで

きる体制が整備されている場合は，この限りでない。 
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 （入所申込者等に対する説明等） 

第１４条 軽費老人ホームは，サービスの提供の開始に際しては，あらかじめ，入所申込

者又はその家族に対し，運営規程の概要，職員の勤務の体制その他の入所申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，当該サ

ービスの提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 軽費老人ホームは，前項の契約において，入所者の権利を不当に狭めるような契約の

解除の条件を定めてはならない。 

３ 軽費老人ホームは，入所申込者又はその家族からの申出があった場合には，第１項の

重要事項を記した文書の交付に代えて，第６項で定めるところにより，当該入所申込者

又はその家族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用す

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条に

おいて「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において，当

該軽費老人ホームは，当該文書を交付したものとみなす。 

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る

電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第１

項の重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供し，当該

入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要

事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申

出をする場合にあっては，軽費老人ホームの使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルにその旨を記録する方法） 

 (2) 磁気ディスク，光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記

録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項の重要事項を記録した

ものを交付する方法 

４ 前項に掲げる方法は，入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

より文書を作成することができるものでなければならない。 
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５ 第３項第１号の電子情報処理組織とは，軽費老人ホームの使用に係る電子計算機と，

入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報

処理組織をいう。 

６ 軽費老人ホームは，第３項の規定により第１項の重要事項を提供しようとするときは，

あらかじめ，当該入所申込者又はその家族に対し，その用いる次に掲げる電磁的方法の

種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

 (1) 第３項各号に規定する方法のうち軽費老人ホームが使用するもの 

 (2) ファイルへの記録の方式 

７ 前項の承諾を得た軽費老人ホームは，当該承諾を得た後に，当該入所申込者又はその

家族から文書又は電磁的方法により第１項の重要事項について電磁的方法による提供を

受けない旨の申出があったときは，当該入所申込者又はその家族に対し，当該重要事項

を電磁的方法により提供してはならない。ただし，当該入所申込者又はその家族が再び

前項の承諾をした場合は，この限りでない。 

 （対象者） 

第１５条 軽費老人ホームの入所者は，次に掲げる要件を満たす者とする。 

 (1) 身体機能の低下等により自立した日常生活を営むことについて不安があると認めら

れる者であって，家族による援助を受けることが困難なものであること。 

 (2) ６０歳以上の者であること。ただし，その者の配偶者，３親等内の親族その他特別

な事情により当該者と共に入所させることが必要と認められる者については，この限

りでない。 

 （入退所） 

第１６条 軽費老人ホームは，入所予定者の入所に際しては，その者の心身の状況，生活

の状況，家庭の状況等の把握に努めなければならない。 

２ 軽費老人ホームは，入所者の心身の状況，入所中に提供することができるサービスの

内容等に照らし，軽費老人ホームにおいて日常生活を営むことが困難となったと認めら

れる入所者に対し，その者及びその家族の希望を十分に勘案し，その者の状態に適合す

るサービスに関する情報の提供を行うとともに，適切な他のサービスを受けることがで

きるよう必要な援助に努めなければならない。 
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３ 軽費老人ホームは，入所者の退所に際しては，居宅サービス計画（介護保険法第８条

第２３項の居宅サービス計画をいう。以下同じ。）又は施設サービス計画（同条第２５

項の施設サービス計画をいう。）の作成等の援助に資するため，居宅介護支援事業者 

（同条第２３項の居宅介護支援事業を行う者をいう。）又は介護保険施設（同条第２４

項の介護保険施設及び健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）

附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６

条の規定による改正前の介護保険法第４８条第１項第３号の指定介護療養型医療施設を

いう。）に対する情報の提供に努めるほか，他の保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 （サービスの提供の記録） 

第１７条 軽費老人ホームは，提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければなら

ない。 

 （利用料の受領） 

第１８条 軽費老人ホームは，入所者から利用料として，次に掲げる費用の支払を受ける

ことができる。 

 (1) サービスの提供に要する費用（入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収す

べき費用として岡山県知事が定める額に限る。） 

 (2) 生活費（食材料費及び共用部分に係る光熱水費に限る。） 

 (3) 居住に要する費用（前号の光熱水費及び次号に規定する費用を除く。） 

 (4) 居室に係る光熱水費 

 (5) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用 

 (6) 前各号に掲げるもののほか，軽費老人ホームにおいて提供される便宜のうち日常生

活においても通常必要となるものに係る費用であって，入所者に負担させることが適

当と認められるもの 

２ 軽費老人ホームは，前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては，

あらかじめ，入所者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用を記した書面を

交付して説明を行い，入所者の同意を得なければならない。 

３ 第１項第２号の生活費は，地域の実情，物価の変動その他の事情を勘案して岡山県知
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事が定める額を上限額とする。 

 （サービス提供の方針） 

第１９条 軽費老人ホームは，入所者について，安心して生き生きと明るく生活すること

ができるよう，その心身の状況及び希望に応じたサービスの提供を行うとともに，生き

がいをもって生活することができるようにするための機会を適切に提供しなければなら

ない。 

２ 軽費老人ホームの職員は，入所者に対するサービスの提供に当たっては，懇切丁寧に

行うことを旨とし，入所者又はその家族に対し，サービスの提供を行う上で必要な事項

について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 軽費老人ホームは，入所者に対するサービスの提供に当たっては，当該入所者又は他

の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束そ

の他入所者の行動を制限する行為（次項において「身体的拘束等」という。）を行って

はならない。 

４ 軽費老人ホームは，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の入所

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

 （食事） 

第２０条 軽費老人ホームは，栄養並びに入所者の心身の状況及びし好を考慮した食事を，

適切な時間に提供しなければならない。 

 （生活相談等） 

第２１条 軽費老人ホームは，常に入所者の心身の状況，その置かれている環境等の的確

な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，必要な

助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 軽費老人ホームは，要介護認定（介護保険法第１９条第１項の要介護認定をいう。）

の申請等入所者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手続について，その

者又はその家族が行うことが困難である場合には，その者の意思を踏まえて速やかに必

要な支援を行わなければならない。 

３ 軽費老人ホームは，必要に応じ，入所者が成年後見制度を活用することができるよう

に支援しなければならない。 
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４ 軽費老人ホームは，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその家族と

の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

５ 軽費老人ホームは，入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

６ 軽費老人ホームは，２日に１回以上の頻度で入浴の機会を提供する等適切な方法によ

り，入所者の清潔の保持に努めなければならない。 

７ 軽費老人ホームは，入所者からの要望を考慮し，適宜レクリエーション行事を実施す

るよう努めなければならない。 

 （居宅サービス等の利用） 

第２２条 軽費老人ホームは，入所者が要介護状態等（介護保険法第２条第１項の要介護

状態等をいう。）となった場合には，その心身の状況，置かれている環境等に応じ，適

切に居宅サービス等（同法第２３条の居宅サービス等をいう。以下同じ。）を受けるこ

とができるよう，必要な援助を行わなければならない。 

 （健康の保持） 

第２３条 軽費老人ホームは，入所者について，定期的に健康診断を受ける機会を提供し

なければならない。 

２ 軽費老人ホームは，入所者について，健康の保持に努めなければならない。 

 （施設長の責務） 

第２４条 軽費老人ホームの施設長は，軽費老人ホームの職員の管理，業務の実施状況の

把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 軽費老人ホームの施設長は，職員に第９条から第１１条まで，第１４条から前条まで

及び次条から第３５条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

 （生活相談員の責務） 

第２５条 軽費老人ホームの生活相談員は，入所者からの相談に応じるとともに，適切な

助言及び必要な支援を行うほか，次に掲げる業務を行わなければならない。 

 (1) 入所者の居宅サービス等の利用に際し，居宅サービス計画又は介護予防サービス計

画（介護保険法第８条の２第１８項の介護予防サービス計画をいう。）の作成等に資

するため，居宅介護支援事業（同法第８条第２３項の居宅介護支援事業をいう。）又

は介護予防支援事業（同法第８条の２第１８項の介護予防支援事業をいう。）を行う
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者との密接な連携を図るほか，居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との連携を図ること。 

 (2) 第３３条第２項の規定による苦情の内容等の記録を行うこと。 

 (3) 第３５条第３項の規定による事故の状況及び事故に際してとった処置についての記

録を行うこと。 

２ 前項の規定にかかわらず，生活相談員が置かれていない軽費老人ホームにあっては，

介護職員が同項各号に掲げる業務を行わなければならない。 

 （勤務体制の確保等） 

第２６条 軽費老人ホームは，入所者に対し，適切なサービスを提供することができるよ

う，職員の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の職員の勤務の体制を定めるに当たっては，入所者が安心して日常生活を送るた

めに継続性を重視したサービスを提供することができるよう配慮しなければならない。 

３ 軽費老人ホームは，職員に対し，その資質の向上のための研修計画を作成し，当該計

画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 軽費老人ホームは，職員の計画的な人材育成に努めなければならない。 

 （定員の遵守） 

第２７条 軽費老人ホームは，入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。

ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

 （衛生管理等） 

第２８条 軽費老人ホームは，入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水に

ついて，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 軽費老人ホームは，当該軽費老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し，又はま

ん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対

策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに，その結果について，

介護職員その他の職員に対し，周知徹底を図ること。 

 (2) 当該軽費老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指

針を整備すること。 
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 (3) 当該軽費老人ホームにおいて，介護職員その他の職員に対し，感染症及び食中毒の

予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか，軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成２

０年厚生労働省令第１０７号。以下「基準省令」という。）第２６条第２項第４号に

規定する平成１８年厚生労働省告示第２６８号により厚生労働大臣が定める感染症又

は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

 （協力医療機関等） 

第２９条 軽費老人ホームは，入所者の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，協力医

療機関を定めておかなければならない。 

２ 軽費老人ホームは，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければな

らない。 

 （掲示） 

第３０条 軽費老人ホームは，当該軽費老人ホームの見やすい場所に，運営規程の概要，

職員の勤務の体制，協力医療機関，利用料その他サービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなければならない。 

 （秘密保持等） 

第３１条 軽費老人ホームの職員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た入所者又は

その家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 軽費老人ホームは，職員であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た入所

者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

 （広告） 

第３２条 軽費老人ホームは，当該軽費老人ホームについて広告をする場合は，その内容

が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

 （苦情への対応） 

第３３条 軽費老人ホームは，その提供したサービスに関する入所者又はその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必

要な措置を講じなければならない。 

２ 軽費老人ホームは，前項の苦情を受け付けた場合は，当該苦情の内容等を記録しなけ
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ればならない。 

３ 軽費老人ホームは，その提供したサービスに関し，市町村から指導又は助言を受けた

場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 軽費老人ホームは，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を市町村

に報告しなければならない。 

５ 軽費老人ホームは，法第８３条の運営適正化委員会が行う法第８５条第１項の規定に

よる調査にできる限り協力しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第３４条 軽費老人ホームは，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的な活動等

との連携及び協力を行う等地域との交流を図らなければならない。 

２ 軽費老人ホームは，その運営に当たっては，その提供したサービスに関する入所者か

らの苦情に関して，市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が

実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第３５条 軽費老人ホームは，事故の発生又はその再発を防止するため，次に定める措置

を講じなければならない。 

 (1) 事故が発生した場合の対応，次号の規定による報告の方法等が記載された事故発生

の防止のための指針を整備すること。 

 (2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に，当該事実が報告さ

れ，その分析を通じた改善策について，職員に周知徹底する体制を整備すること。 

 (3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 軽費老人ホームは，入所者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は，速

やかに市町村，入所者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければなら

ない。 

３ 軽費老人ホームは，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しな

ければならない。 

４ 軽費老人ホームは，入所者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した

場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 
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   附 則  

 （施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過的軽費老人ホーム） 

第２条 平成２０年６月１日において存する軽費老人ホーム（同日後に増築され，又は全

面的に改築された部分を除く。）のうち，基準省令附則第２条第２号の軽費老人ホーム

Ｂ型に該当するものとして市長が指定したものに係る設備及び運営の基準については，

第４条から第３５条までの規定にかかわらず，次条から附則第９条までに定めるところ

による。 

 （軽費老人ホームＢ型に係る基本方針） 

第３条 軽費老人ホームＢ型は，無料又は低額な料金で，身体機能等の低下等が認められ

る者（自炊ができない程度の身体機能等の低下等が認められる者を除く。）又は高齢等

のため独立して生活するには不安が認められる者を入所させ，入浴等の準備，相談及び

援助，社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することにより，

入所者が安心して生き生きと明るく生活することができるようにすることを目指すもの

でなければならない。 

２ 軽費老人ホームＢ型は，入所者の意思及び人格を尊重し，常にその者の立場に立って

サービスの提供を行うように努めなければならない。 

３ 軽費老人ホームＢ型は，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い，社会福祉

事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切なサービスの提供に努めるとともに，

市町村，地域包括支援センター，老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者

その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

４ 軽費老人ホームＢ型は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地域ケア

会議に参加するよう努めなければならない。 

 （軽費老人ホームＢ型の規模） 

第４条 軽費老人ホームＢ型は，５０人以上（他の老人福祉施設に併設する場合にあって

は，２０人以上）の人員を入所させることができる規模を有しなければならない。 
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 （軽費老人ホームＢ型の設備の基準） 

第５条 軽費老人ホームＢ型の建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を

除く。）は，耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 軽費老人ホームＢ型には，次に掲げる設備を設けなければならない。ただし，他の社

会福祉施設等の設備を利用することにより，当該軽費老人ホームＢ型の効果的な運営を

期待することができる場合であって，入所者に提供するサービスに支障がないときは，

当該設備の一部を設けないことができる。 

 (1) 居室 

 (2) 談話室，娯楽室又は集会室 

 (3) 浴室 

 (4) 便所 

 (5) 面談室 

 (6) 洗濯室又は洗濯場 

 (7) 管理人居室 

 (8) 前各号に掲げるもののほか，運営上必要な設備 

３ 前項第１号，第３号及び第７号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

 (1) 居室 

  ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，入所者へのサービスの提供上必要

と認められる場合は，２人とすることができる。 

  イ 地階に設けてはならないこと。 

  ウ 一の居室の床面積は，１６．５平方メートル以上とすること。ただし，アただし

書の場合にあっては，２４．８平方メートル以上とすること。 

  エ 洗面所及び調理設備を設けること。 

  オ 調理設備について，火気を使用する部分は，不燃材料を用いること。 

 (2) 浴室 

  ア 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，入所者等が

一の脱衣室を利用している際は，他の入所者等を入室させない等，プライバシーを

確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とするこ
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とができる。 

  イ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

  ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

  エ アからウまでに掲げるもののほか，介護を必要とする者の入浴に適したものとす

ること。 

 (3) 管理人居室 宿直を置く軽費老人ホームＢ型にあっては，宿直室をもってこれに代

えることができる。 

 （軽費老人ホームＢ型の職員配置の基準） 

第６条 軽費老人ホームＢ型に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。 

 (1) 施設長 １ 

 (2) 当該軽費老人ホームＢ型の管理を行う職員 当該軽費老人ホームＢ型の実情に応じ

た適当数 

 (3) 入所者の生活，身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員 当該

軽費老人ホームＢ型の実情に応じた適当数 

２ 前項第１号の施設長は，専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただ

し，当該軽費老人ホームＢ型の管理上支障がない場合には，同一敷地内にある他の事業

所，施設等の職務に従事することができる。 

３ 第１項第２号の管理を行う職員のうち１人以上は，常勤の者でなければならない。 

４ 夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の職員に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務（宿

直勤務を除く。）を行わせなければならない。ただし，当該軽費老人ホームＢ型の敷地

内に職員が居住していることにより，職員が緊急時に迅速に対応することができる体制

が整備されている場合は，この限りでない。 

 （軽費老人ホームＢ型の利用料の受領） 

第７条 軽費老人ホームＢ型は，入所者から利用料として，次に掲げる費用の支払を受け

ることができる。 

 (1) サービスの提供に要する費用（入所者の所得の状況その他の事情を勘案して徴収す

べき費用として岡山県知事が定める額に限る。） 

 (2) 居住に要する費用（次号に規定する費用を除く。） 
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 (3) 居室に係る光熱水費 

 (4) 入所者が選定する特別なサービスの提供を行ったことに伴い必要となる費用 

 (5) 前各号に掲げるもののほか，日常生活においても通常必要となるものに係る費用で

あって，入所者に負担させることが適当と認められるもの 

２ 軽費老人ホームＢ型は，前項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たって

は，あらかじめ，入所者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用を記した書

面を交付して説明を行い，入所者の同意を得なければならない。 

 （軽費老人ホームＢ型における自炊の支援等） 

第８条 軽費老人ホームＢ型は，入所者が自炊を行うために必要な支援を行わなければな

らない。 

２ 軽費老人ホームＢ型は，一時的な疾病等により入所者の日常生活に支障がある場合に

は，入所者に対し，介助，給食サービス等日常生活上の世話を行うよう努めなければな

らない。 

 （準用） 

第９条 第５条，第６条，第７条第１項，第８条から第１１条まで，第１４条から第１７

条まで，第１９条，第２１条から第２４条まで及び第２６条から第３５条までの規定は，

軽費老人ホームＢ型について準用する。この場合において，第２４条第２項中「第９条

から第１１条まで，第１４条から前条まで及び次条から第３５条まで」とあるのは， 

「附則第７条及び附則第８条並びに附則第９条において準用する第９条から第１１条まで，

第１４条から第１７条まで，第１９条，第２１条から第２４条まで及び第２６条から第

３５条まで」と読み替えるものとする。 

（経過措置） 

第１０条 施行日において現に存する軽費老人ホームについては，第１２条第３項第２号

（軽費老人ホームＢ型にあっては，附則第５条第３項第２号）の規定にかかわらず，基

準省令第１０条第４項第２号（軽費老人ホームＢ型にあっては，同附則第１３条第４項

第２号）の規定によることができる。 
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提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による社会福祉法の一部改正に伴い，軽費老人ホームの設備及び運営に関す

る基準について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２４４ 号 議 案 

   岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の制定について 

 岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例を次の

ように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条）  

 第２章 児童発達支援  

  第１節 基本方針（第４条）  

  第２節 人員に関する基準（第５条－第８条）  

  第３節 設備に関する基準（第９条・第１０条）  

  第４節 運営に関する基準（第１１条－第５４条）  

第５節 基準該当通所支援に関する基準（第５５条－第６０条） 

 第３章 医療型児童発達支援  

  第１節 基本方針（第６１条）  

  第２節 人員に関する基準（第６２条・第６３条）  

  第３節 設備に関する基準（第６４条）  

  第４節 運営に関する基準（第６５条－第７０条）  

 第４章 放課後等デイサービス  

  第１節 基本方針（第７１条） 
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  第２節 人員に関する基準（第７２条・第７３条）  

  第３節 設備に関する基準（第７４条） 

  第４節 運営に関する基準（第７５条－第７７条）  

  第５節 基準該当通所支援に関する基準（第７８条－第８０条） 

 第５章 保育所等訪問支援  

  第１節 基本方針（第８１条） 

  第２節 人員に関する基準（第８２条・第８３条） 

  第３節 設備に関する基準（第８４条） 

  第４節 運営に関する基準（第８５条－第８８条） 

 第６章 多機能型事業所に関する特例（第８９条－第９１条） 

 附則  

第１章 総則  

（趣旨）  

第１条 この条例は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

２１条の５の４第１項第２号並びに第２１条の５の１８第１項及び第２項の規定に基づ

き，指定通所支援及び基準該当通所支援の事業の人員，設備及び運営に関する基準を定

めるとともに，法第２１条の５の１５第２項第１号の規定に基づき，指定通所支援の指

定に必要な申請者の要件を定めるものとする。 

（定義）  

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。  

(1) 通所給付決定保護者 法第６条の２第８項に規定する通所給付決定保護者をいう。 

(2) 指定障害児通所支援事業者等 法第２１条の５の３第１項に規定する指定障害児通

所支援事業者等をいう。 

(3) 指定通所支援 法第２１条の５の３第１項に規定する指定通所支援をいう。 

(4) 指定通所支援費用基準額 法第２１条の５の３第２項第１号（法第２１条の５の１

３第２項の規定により，同条第１項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付

費等の支給について適用する場合を含む。）に掲げる額をいう。 
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(5) 通所利用者負担額 法第２１条の５の３第２項第２号（法第２１条の５の１３第２

項の規定により，同条第１項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の

支給について適用する場合を含む。）に掲げる額及び肢体不自由児通所医療（法第２

１条の５の２８第１項に規定する肢体不自由児通所医療をいう。以下同じ。）につき

健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢

体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額

の合計額をいう。 

(6) 通所給付決定 法第２１条の５の５第１項に規定する通所給付決定をいう。 

(7) 支給量 法第２１条の５の７第７項に規定する支給量をいう。 

(8) 通所給付決定の有効期間 法第２１条の５の７第８項に規定する通所給付決定の有

効期間をいう。 

(9) 通所受給者証 法第２１条の５の７第９項に規定する通所受給者証をいう。 

(10) 法定代理受領 法第２１条の５の７第１１項（法第２１条の５の１３第２項の規

定により，同条第１項に規定する放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給に

ついて適用する場合を含む。）の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支

払う指定通所支援に要した費用の額又は法第２１条の５の２８第３項の規定により通

所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の

一部を指定障害児通所支援事業者等が受けることをいう。 

(11) 児童発達支援センター 法第４３条に規定する児童発達支援センターをいう。  

(12) 多機能型事業所 第４条に規定する指定児童発達支援の事業，第６１条に規定す

る指定医療型児童発達支援の事業，第７１条に規定する指定放課後等デイサービスの

事業及び第８１条に規定する指定保育所等訪問支援の事業並びに岡山市指定障害福祉

サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市

条例第  号）第７９条に規定する指定生活介護の事業，同条例第１４２条に規定す

る指定自立訓練（機能訓練）の事業，同条例第１５３条に規定する指定自立訓練（生

活訓練）の事業，同条例第１６３条に規定する指定就労移行支援の事業，同条例第１

７４条に規定する指定就労継続支援Ａ型の事業及び同条例第１８８条に規定する指定

就労継続支援Ｂ型の事業のうち２以上の事業を一体的に行う事業所（同条例に規定す
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る事業のみを行う事業所を除く。）のことをいう。 

(13) 基準省令 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関

する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号）をいう。 

（指定障害児通所支援事業者等の一般原則） 

第３条  法第２１条の５の１５第２項第１号の条例で定める者は，法人とする。ただし，

法第６条の２第３項に規定する医療型児童発達支援（病院又は診療所により行われるも

のに限る。）に係る指定の申請についてはこの限りでない。 

２ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者

をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者

に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡

山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員

であってはならない。 

３ 指定障害児通所支援事業者等は，通所給付決定保護者及び障害児の意向，障害児の適

性，障害の特性その他の事情を踏まえた計画（第２７条第１項において「通所支援計

画」という。）を作成し，これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するととも

に，その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障

害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。 

４ 指定障害児通所支援事業者等は，当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児

の意思及び人格を尊重して，常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努め

なければならない。  

５ 指定障害児通所支援事業者等は，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い，

都道府県，市町村，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定す

る障害福祉サービス（第２０条及び第４９条において「障害福祉サービス」という。）

を行う者，児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との

連携に努めなければならない。 

６ 指定障害児通所支援事業者等は，当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児
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の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとと

もに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 児童発達支援 

第１節 基本方針 

第４条 児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定児童発達支援」という。）の事業

は，障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し，並びに集団生活に適

応することができるよう，当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環

境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５条 指定児童発達支援の事業を行う者（以下「指定児童発達支援事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定児童発達支援事業所」という。）（児童発達支援

センターであるものを除く。以下この条において同じ。）に置くべき従業者及びその員

数は，次のとおりとする。  

(1) 指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて

専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる指導員又は保育士の合計数が，ア又はイに

掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれア又はイに定める数 

ア 障害児の数が１０までのもの ２以上 

イ 障害児の数が１０を超えるもの ２に，障害児の数が１０を超えて５又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

(2) 児童発達支援管理責任者（岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（平成２４年市条例第  号。以下「児童福祉施設最低基準条例」という。）

第６９条第１項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。） １以上 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において日常生活を営むの

に必要な機能訓練を行う場合には，規則で定める機能訓練担当職員（日常生活を営むの

に必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）を置かなければならない。この

場合において，当該機能訓練担当職員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う

時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には，当該機能訓練担当
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職員の数を指導員又は保育士の合計数に含めることができる。  

３ 前２項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児（法第７条第２項に規定する重

症心身障害児をいう。以下同じ。）を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業

者及びその員数は，次のとおりとする。  

(1) 嘱託医 １以上  

(2) 看護師 １以上  

(3) 児童指導員（児童福祉施設最低基準条例第２９条第６項に規定する児童指導員をい

う。以下同じ。）又は保育士 １以上 

(4) 機能訓練担当職員 １以上 

(5) 児童発達支援管理責任者 １以上 

４ 第１項第１号及び第２項の指定児童発達支援の単位は，指定児童発達支援であって，

その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。  

５ 第１項第１号の指導員又は保育士のうち，１人以上は，常勤でなければならない。  

６ 第１項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち，１人以上は，専任かつ常勤で

なければならない。  

第６条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであ

るものに限る。以下この条において同じ。）に置くべき従業者及びその員数は，次のと

おりとする。ただし，４０人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあって

は第３号の栄養士を，調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第

４号の調理員を置かないことができる。 

(1) 嘱託医 １以上 

(2) 児童指導員及び保育士 

ア 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに，通じておおむね

障害児の数を４で除して得た数以上 

イ 児童指導員 １以上 

ウ 保育士 １以上 

(3) 栄養士 １以上 

(4) 調理員 １以上 
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(5) 児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定児童発達支援事業所において日常生活を営むの

に必要な機能訓練を行う場合には，規則で定める機能訓練担当職員を置かなければなら

ない。この場合において，当該機能訓練担当職員の数を児童指導員及び保育士の総数に

含めることができる。  

３ 前項の規定にかかわらず，主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には，

第１項各号に掲げる従業者のほか，次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。

この場合において，当該各号に掲げる従業者については，その数を児童指導員及び保育

士の総数に含めることができる。 

(1) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに４以上 

(2) 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。） 機

能訓練を行うために必要な数 

４ 第２項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事

業所には，第１項各号に掲げる従業者のほか，次の各号に掲げる従業者を置かなければ

ならない。この場合において，当該各号に掲げる従業者については，その数を児童指導

員及び保育士の総数に含めることができる。  

(1) 看護師 １以上  

(2) 機能訓練担当職員 １以上  

５ 第１項第２号ア及び第３項第１号の指定児童発達支援の単位は，指定児童発達支援で

あって，その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。  

６ 第１項から第４項まで（第１項第１号を除く。）に規定する従業者は，専ら当該指定

児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指

定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし，障害児の支援に支障が

ない場合は，第１項第３号の栄養士及び同項第４号の調理員については，併せて設置す

る他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。 

（管理者） 

第７条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事

する管理者を置かなければならない。ただし，指定児童発達支援事業所の管理上障害児
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の支援に支障がない場合は，当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ，又は

同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事させることができる。  

２ 指定児童発達支援事業所の管理者は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１９

条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業（同法第２条第１項に規定

する社会福祉事業をいう。）に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有す

ると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例）  

第８条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターで

あるものを除く。）における主たる事業所（次項において「主たる事業所」という。）

と一体的に管理運営を行う事業所（次項において「従たる事業所」という。）を設置す

ることができる。  

２ 従たる事業所を設置する場合においては，主たる事業所及び従たる事業所の従業者

（児童発達支援管理責任者を除く。）のうちそれぞれ１人以上は，常勤かつ専ら当該主

たる事業所又は当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第９条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものを除く。）は，指導

訓練室のほか，指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならな

い。  

２ 前項に規定する指導訓練室は，訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。  

３ 第１項に規定する設備及び備品等は，専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供する

ものでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，この限りでない。  

第１０条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。以下この

条において同じ。）は，指導訓練室，遊戯室，屋外遊戯場（指定児童発達支援事業所の

付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項において同じ。），医務室，

相談室，調理室及び便所並びに指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設け

なければならない。ただし，主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業

所にあっては，遊戯室，屋外遊戯場，医務室及び相談室は，障害児の支援に支障がない
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場合は，設けないことができる。  

２ 前項に規定する設備の基準は，次のとおりとする。ただし，主として難聴児を通わせ

る指定児童発達支援事業所又は主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事

業所にあっては，この限りでない。 

(1) 指導訓練室 

ア 定員は，おおむね１０人とすること。 

イ 障害児１人当たりの床面積は，２．４７平方メートル以上とすること。 

(2) 遊戯室 障害児１人当たりの床面積は，１．６５平方メートル以上とすること。  

３ 第１項に規定する設備のほか，主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達

支援事業所は静養室を，主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所は聴力検査

室を設けなければならない。  

４ 第１項及び前項に規定する設備は，専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するも

のでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，併せて設置する他

の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。  

第４節 運営に関する基準  

（利用定員）  

第１１条 指定児童発達支援事業所は，その利用定員を１０人以上とする。ただし，主と

して重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては，利用定員を５人以

上とすることができる。 

（内容及び手続の説明及び同意）  

第１２条 指定児童発達支援事業者は，通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の

申込みを行ったときは，当該利用の申込みを行った通所給付決定保護者（以下「利用申

込者」という。）に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ，当該利用申

込者に対し，第３７条に規定する運営規程の概要，従業者の勤務体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，

当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならな

い。  

２ 指定児童発達支援事業者は，社会福祉法第７７条の規定に基づき書面の交付を行う場
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合は，利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。 

（契約支給量の報告等） 

第１３条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援を提供するときは，当該指定児

童発達支援の内容，通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の

量（次項において「契約支給量」という。）その他の必要な事項（第３項及び第４項に

おいて「通所受給者証記載事項」という。）を通所給付決定保護者の通所受給者証に記

載しなければならない。  

２ 契約支給量の総量は，当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。  

３ 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは，通所

受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。  

４ 前３項の規定は，通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。  

（提供拒否の禁止） 

第１４条 指定児童発達支援事業者は，正当な理由がなく，指定児童発達支援の提供を拒

んではならない。 

（連絡調整に対する協力） 

第１５条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援の利用について市町村又は障害

児相談支援事業を行う者（以下「障害児相談支援事業者」という。）が行う連絡調整に，

できる限り協力しなければならない。  

（サービス提供困難時の対応） 

第１６条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域

（当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第

３７条第６号及び第５１条第２項において同じ。）等を勘案し，利用申込者に係る障害

児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は，適

当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければ

ならない。  

（受給資格の確認） 

第１７条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援の提供を求められた場合は，通

所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって，通所給付決定の有無，通所給付決
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定をされた指定通所支援の種類，通所給付決定の有効期間，支給量等を確かめるものと

する。 

（障害児通所給付費の支給の申請に係る援助） 

第１８条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けてい

ない者から利用の申込みがあった場合は，その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所

給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標

準的な期間を考慮し，通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申

請について，必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１９条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援の提供に当たっては，障害児の

心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状

況等の把握に努めなければならない。 

（指定障害児通所支援事業者等との連携等） 

第２０条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援の提供に当たっては，都道府県，

市町村，障害福祉サービスを行う者，児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援の提供の終了に際しては，障害児又は

その家族に対して適切な援助を行うとともに，都道府県，市町村，障害福祉サービスを

行う者，児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録）  

第２１条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援を提供した際は，当該指定児童

発達支援の提供日，内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録し

なければならない。  

２ 指定児童発達支援事業者は，前項の規定による記録に際しては，通所給付決定保護者

から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。 

（指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範 
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囲等） 

第２２条 指定児童発達支援事業者が，指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者

に対して金銭の支払を求めることができるのは，当該金銭の使途が直接通所給付決定に

係る障害児の便益を向上させるものであって，当該通所給付決定保護者に支払を求める

ことが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は，当該金銭の使途及び額並びに通所給付決

定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに，通所

給付決定保護者に対して説明を行い，同意を得なければならない。ただし，次条第１項

から第３項までに規定する支払については，この限りでない。  

（通所利用者負担額の受領）  

第２３条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援を提供した際は，通所給付決定

保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定児童発達支援事業者は，法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際

は，通所給付決定保護者から，当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の

支払を受けるものとする。 

３ 指定児童発達支援事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定児童発達支援にお

いて提供される便宜に要する費用のうち，次に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保

護者から受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に

係るものに限る。） 

(2) 日用品費 

(3) 前２号に掲げるもののほか，指定児童発達支援において提供される便宜に要する費

用のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，通所給付決

定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号に掲げる費用については，基準省令第２３条第４項に規定する平成２４年

厚生労働省告示第２３１号により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定児童発達支援事業者は，第１項から第３項までの費用の額の支払を受けた場合は，

当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して交付しな
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ければならない。 

６ 指定児童発達支援事業者は，第３項の費用に係る便宜の提供に当たっては，あらかじ

め，通所給付決定保護者に対し，当該便宜の内容及び費用について説明を行い，通所給

付決定保護者の同意を得なければならない。 

（通所利用者負担額に係る管理） 

第２４条 指定児童発達支援事業者は，通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定

児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等

が提供する指定通所支援を受けた場合において，当該障害児の通所給付決定保護者から

依頼があったときは，当該指定児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用

者負担額の合計額（以下この条において「通所利用者負担額合計額」という。）を算定

しなければならない。この場合において，当該指定児童発達支援事業者は，当該指定児

童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上，通所利用者負担額合計額を市

町村に報告するとともに，当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供し

た指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。 

（障害児通所給付費の額に係る通知等） 

第２５条 指定児童発達支援事業者は，法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害

児通所給付費の支給を受けた場合は，通所給付決定保護者に対し，当該通所給付決定保

護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，第２３条第２項の法定代理受領を行わない指定児童発達

支援に係る費用の額の支払を受けた場合は，その提供した指定児童発達支援の内容，費

用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護

者に対して交付しなければならない。 

（指定児童発達支援の取扱方針） 

第２６条 指定児童発達支援事業者は，次条第１項に規定する児童発達支援計画に基づき，

障害児の心身の状況等に応じて，その者の支援を適切に行うとともに，指定児童発達支

援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業所の従業者は，指定児童発達支援の提供に当たっては，懇切丁

寧を旨とし，通所給付決定保護者及び障害児に対し，支援上必要な事項について，理解
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しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，多用な評価の手法を用いてその提供する指定児童発達支

援の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（児童発達支援計画の作成等） 

第２７条 指定児童発達支援事業所の管理者は，児童発達支援管理責任者に指定児童発達

支援に係る通所支援計画（以下この条及び第５４条第２項第２号において「児童発達支

援計画」という。）の作成に関する業務を担当させるものとする。  

２ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画の作成に当たっては，適切な方法によ

り，障害児について，その有する能力，その置かれている環境及び日常生活全般の状況

等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握

（以下この条において「アセスメント」という。）を行い，障害児の発達を支援する上

での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ 児童発達支援管理責任者は，アセスメントに当たっては，通所給付決定保護者及び障

害児に面接しなければならない。この場合において，児童発達支援管理責任者は，面接

の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し，理解を得なければなら

ない。 

４ 児童発達支援管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，通所給

付決定保護者及び障害児の生活に対する意向，障害児に対する総合的な支援目標及びそ

の達成時期，生活全般の質を向上させるための課題，指定児童発達支援の具体的内容，

指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援

計画の原案を作成しなければならない。この場合において，障害児の家族に対する援助

及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス

又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなけ

ればならない。 

５ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画の作成に当たっては，障害児に対する

指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し，児童発達支援

計画の原案について意見を求めるものとする。 

６ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画の作成に当たっては，通所給付決定保
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護者及び障害児に対し，当該児童発達支援計画について説明し，文書によりその同意を

得なければならない。 

７ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画を作成した際には，当該児童発達支援

計画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。 

８ 児童発達支援管理責任者は，児童発達支援計画の作成後，児童発達支援計画の実施状

況の把握（障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリン

グ」という。）を行うとともに，障害児について解決すべき課題を把握し，少なくとも

６月に１回以上，児童発達支援計画の見直しを行い，必要に応じて，当該児童発達支援

計画の変更を行うものとする。 

９ 児童発達支援管理責任者は，モニタリングに当たっては，通所給付決定保護者との連

絡を継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなけ

ればならない。 

(1) 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する児童発達支援計画の変更につい

て準用する。 

（児童発達支援管理責任者の責務）  

第２８条 児童発達支援管理責任者は，前条に規定する業務のほか，次に掲げる業務を行

うものとする。 

(1) 次条に規定する相談及び援助を行うこと。 

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談及び援助）  

第２９条 指定児童発達支援事業者は，常に障害児の心身の状況，その置かれている環境

等の的確な把握に努め，障害児又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，

必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（指導，訓練等） 

第３０条 指定児童発達支援事業者は，障害児の心身の状況に応じ，障害児の自立の支援

と日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって指導，訓練等を行わなければなら
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ない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，障害児が日常生活における適切な習慣を確立するととも

に，社会生活への適応性を高めるよう，あらゆる機会を通じて支援を行わなければなら

ない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児の適性に応じ，障害児ができる限り健全な社会生

活を営むことができるよう，より適切に指導，訓練等を行わなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は，常時１人以上の従業者を指導，訓練等に従事させなけれ

ばならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は，障害児に対して，当該障害児に係る通所給付決定保護者

の負担により，指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導，訓練等を受けさ

せてはならない。 

（食事） 

第３１条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。第４項に

おいて同じ。）において，障害児に食事を提供するときは，その献立は，できる限り，

変化に富み，障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。 

２ 食事は，前項の規定によるほか，食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児

の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。 

３ 調理は，あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 

４ 指定児童発達支援事業所においては，障害児の健康な生活の基本としての食を営む力

の育成に努めなければならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第３２条 指定児童発達支援事業者は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜障害児のため

のレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければなら

ない。 

（健康管理） 

第３３条 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである指定児童発達支援事業

所において，指定児童発達支援の事業を行う者に限る。）は，常に障害児の健康の状況
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に注意するとともに，通所する障害児に対し，通所開始時の健康診断，少なくとも１年

に２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を，学校保健安全法（昭和３３年法律第５６

号）に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 

２ 前項の指定児童発達支援事業者は，同項の規定にかかわらず，次の表の左欄に掲げる

健康診断が行われた場合であって，当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診

断の全部又は一部に相当すると認められるときは，同欄に掲げる健康診断の全部又は一

部を行わないことができる。この場合において，指定児童発達支援事業者は，それぞれ

同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における障害児の通所

開始前の健康診断  

通所する障害児に対する障害児の

通所開始時の健康診断 

障害児が通学する学校における健康

診断  

定期の健康診断又は臨時の健康診

断 

３ 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。）の従業者の健

康診断に当たっては，綿密な注意を払わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第３４条 指定児童発達支援事業所の従業者は，現に指定児童発達支援の提供を行ってい

るときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに医療機関への

連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知） 

第３５条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所

給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児

通所給付費の支給を受け，又は受けようとしたときは，遅滞なく，意見を付してその旨

を市町村に通知しなければならない。 

（管理者の責務） 

第３６条 指定児童発達支援事業所の管理者は，当該指定児童発達支援事業所の従業者及

び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業所の管理者は，当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの節

の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 
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（運営規程） 

第３７条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所ごとに，次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する運営規程（第４３条において「運営規程」とい

う。）を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 利用定員 

(5) 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びそ

の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービスの利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(11) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(13) 苦情解決体制の整備 

(14) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第３８条 指定児童発達支援事業者は，障害児に対し，適切な指定児童発達支援を提供す

ることができるよう，指定児童発達支援事業所ごとに，従業者の勤務の体制を定め，そ

の勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所ごとに，当該指定児童発達支援

事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし，障害児

の支援に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，従業者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計

画に従い，研修を実施しなければならない。 
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４ 指定児童発達支援事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守）  

第３９条 指定児童発達支援事業者は，利用定員及び指導訓練室の定員を超えて，指定児

童発達支援の提供を行ってはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情

がある場合は，この限りでない。 

（非常災害対策） 

第４０条 指定児童発達支援事業者は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を

設けなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，当該事業所が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定

される非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関

する具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連

絡の体制を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に従業

者に周知しなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，当該事業所の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しな

ければならない。 

４ 指定児童発達支援事業者は，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又は

救出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければ

ならない。 

５ 指定児童発達支援事業者は，非常災害時における利用者等の安全の確保が図られるよ

う，あらかじめ近隣の自治体，地域住民，指定障害児通所支援事業者その他の保健医療

サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整

備に努めるものとする。 

６ 指定児童発達支援事業者は，非常災害時において，障害者，高齢者，乳幼児等特に配

慮を要する者の受入れに努めるものとする。 

（衛生管理等） 

第４１条 指定児童発達支援事業者は，障害児の使用する設備及び飲用に供する水につい

て，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，健康管理等に必要

となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 
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２ 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発

生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関） 

第４２条 指定児童発達支援事業者は，障害児の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，

協力医療機関を定めておかなければならない。 

（掲示） 

第４３条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所の見やすい場所に，運営

規程の概要，従業者の勤務の体制，前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（身体拘束等の禁止） 

第４４条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援の提供に当たっては，障害児又

は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束

その他障害児の行動を制限する行為（次項において「身体拘束等」という。）を行って

はならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，やむを得ず身体拘束等を行う場合には，その態様及び時

間，その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録

しなければならない。 

（虐待等の禁止） 

第４５条 指定児童発達支援事業所の従業者は，障害児に対し，児童虐待の防止等に関す

る法律（平成１２年法律第８２号）第２条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に

有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第４６条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限る。）の長た

る指定児童発達支援事業所の管理者は，障害児に対し法第４７条第１項本文の規定によ

り親権を行う場合であって懲戒するとき又は同条第３項の規定により懲戒に関しその障

害児の福祉のために必要な措置をとるときは，身体的苦痛を与え，人格を辱める等その

権限を濫用してはならない。 

（秘密保持等） 

131



第４７条 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は，正当な理由がなく，その業務

上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，従業者又は管理者であった者が，正当な理由がなく，そ

の業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講

じなければならない。 

３ 指定児童発達支援事業者は，指定障害児入所施設等（法第２４条の２第１項に規定す

る指定障害児入所施設等をいう。），指定障害福祉サービス事業者等（障害者総合支援

法第２９条第２項に規定する指定障害福祉サービス事業者等をいう。）その他の福祉サ

ービスを提供する者等に対して，障害児又はその家族に関する情報を提供する際は，あ

らかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第４８条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援を利用しようとする障害児が，

これを適切かつ円滑に利用できるように，当該指定児童発達支援事業者が実施する事業

の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定児童発達支援事業者は，当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合に

おいて，その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止）  

第４９条 指定児童発達支援事業者は，障害児相談支援事業者若しくは障害者総合支援法

第５条第１７項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者（次項

において「障害児相談支援事業者等」という。），障害福祉サービスを行う者等又はそ

の従業者に対し，障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介する

ことの対償として，金品その他の財産上の利益を供与してはならない。  

２ 指定児童発達支援事業者は，障害児相談支援事業者等，障害福祉サービスを行う者等

又はその従業者から，障害児又はその家族を紹介することの対償として，金品その他の

財産上の利益を収受してはならない。  

（苦情解決）  

第５０条 指定児童発達支援事業者は，その提供した指定児童発達支援に関する障害児又

は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する
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ために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。  

２ 指定児童発達支援事業者は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を

記録しなければならない。  

３ 指定児童発達支援事業者は，その提供した指定児童発達支援に関し，法第２１条の５

の２１第１項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若し

くは帳簿書類その他の物件の検査に応じ，及び障害児又は通所給付決定保護者その他の

当該障害児の家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに，市町村

長から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。  

４ 指定児童発達支援事業者は，市町村長からの求めがあった場合には，前項の改善の内

容を市町村長に報告しなければならない。  

５ 指定児童発達支援事業者は，社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法

第８５条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。  

（地域との連携等）  

第５１条 指定児童発達支援事業者は，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。  

２ 指定児童発達支援事業者（児童発達支援センターである児童発達支援事業所において，

指定児童発達支援の事業を行うものに限る。）は，通常の事業の実施地域の障害児の福

祉に関し，その家庭からの相談に応じ，必要な援助を行うよう努めなければならない。  

（事故発生時の対応）  

第５２条 指定児童発達支援事業者は，障害児に対する指定児童発達支援の提供により事

故が発生した場合は，速やかに市町村，当該障害児の家族等に連絡を行うとともに，必

要な措置を講じなければならない。  

２ 指定児童発達支援事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について，

記録しなければならない。  

３ 指定児童発達支援事業者は，障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべ

き事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。  
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（会計の区分）  

第５３条 指定児童発達支援事業者は，指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分すると

ともに，指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならな

い。  

（記録の整備）  

第５４条 指定児童発達支援事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。  

２ 指定児童発達支援事業者は，障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。  

(1) 第２１条第１項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記

録  

(2) 児童発達支援計画  

(3) 第３５条の規定による市町村への通知に係る記録  

(4) 第３８条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(5) 第４４条第２項に規定する身体拘束等の記録  

(6) 第５０条第２項に規定する苦情の内容等の記録  

(7) 第５２条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

(8) 法第６条の２第２項に規定する障害児通所支援に関する費用等及び第２３条第１項

から第３項までに規定する利用者負担額等に関する請求及び受領等の記録 

第５節 基準該当通所支援に関する基準 

（従業員の員数） 

第５５条 児童発達支援に係る基準該当通所支援（以下「基準該当児童発達支援」とい

う。）の事業を行う者（以下「基準該当児童発達支援事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「基準該当児童発達支援事業所」という。）に置くべき従業者及びそ

の員数は，次のとおりとする。 

(1) 指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通

じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる指導員又は保育士の合計数が，ア

又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれア又はイに定める数 
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ア 障害児の数が１０までのもの ２以上 

イ 障害児の数が１０を超えるもの ２に，障害児の数が１０を超えて５又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

(2) 児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項第１号の基準該当児童発達支援の単位は，基準該当児童発達支援であって，その

提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。 

（設備） 

第５６条 基準該当児童発達支援事業所は，指導訓練を行う場所を確保するとともに，基

準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は，訓練に必要な機械器具等を備えなければなら

ない。 

３ 第１項に規定する設備及び備品等は，専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供

するものでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，この限りで

ない。 

（利用定員） 

第５７条 基準該当児童発達支援事業所は，その定員を１０人以上とする。 

（準用） 

第５８条 第４条，第７条及び前節（第１１条，第２３条第１項及び第４項，第２４条，

第２５条第１項，第３１条，第３３条，第４６条並びに第５１条第２項を除く。）の規

定は，基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において，第１２条第

１項中「第３７条」とあるのは「第５８条において準用する第３７条」と，第１６条中

「第３７条第６号及び第５１条第２項」とあるのは「第５８条において準用する第３７

条第６号」と，第２２条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第５８条

において準用する第２３条第２項及び第３項」と，第２３条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と，同条第５項中「第１項から第３項まで」とあるのは「第２項及び第３

項」と，第２５条第２項中「第２３条第２項」とあるのは「第５８条において準用する

第２３条第２項」と，第２６条第１項中「次条」とあるのは「第５８条において準用す

る第２７条」と，第２７条中「第５４条第２項第２号」とあるのは「第５８条において
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準用する第５４条第２項第２号」と，「児童発達支援計画」とあるのは「基準該当児童

発達支援計画」と，第２８条中「前条」とあるのは「第５８条において準用する第２７

条」と，「次条」とあるのは「第５８条において準用する第２９条」と，第３６条中

「この節」とあるのは「第２章第５節」と，第３７条中「第４３条」とあるのは「第５

８条において準用する第４３条」と，第４３条中「前条」とあるのは「第５８条におい

て準用する第４２条」と，第５４条第２項第１号中「第２１条第１項」とあるのは「第

５８条において準用する第２１条第１項」と，同項第２号中「児童発達支援計画」とあ

るのは「基準該当児童発達支援計画」と，同項第３号中「第３５条」とあるのは「第５

８条において準用する第３５条」と，同項第４号中「第３８条第１項」とあるのは「第

５８条において準用する第３８条第１項」と，同項第５号中「第４４条第２項」とある

のは「第５８条において準用する第４４条第２項」と，同項第６号中「第５０条第２

項」とあるのは「第５８条において準用する第５０条第２項」と，同項第７号中「第５

２条第２項」とあるのは「第５８条において準用する第５２条第２項」と，同項第８号

中「第２３条第１項から第３項まで」とあるのは「第５８条において準用する第２３条

第２項及び第３項」と読み替えるものとする。 

（指定生活介護事業所に関する特例） 

第５９条 次に掲げる要件を満たす指定生活介護事業者（岡山市指定障害福祉サービスの

事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例第８０条第１項に規定する指

定生活介護事業者をいう。）が地域において児童発達支援が提供されていないこと等に

より児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護（同条例第７９条

に規定する指定生活介護をいう。以下同じ。）を提供する場合には，当該指定生活介護

を基準該当児童発達支援と，当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所（同条例第８

０条第１項に規定する指定生活介護事業所をいう。以下同じ。）を基準該当児童発達支

援事業所とみなす。この場合において，この節（前条（第２３条第２項，第３項，第５

項及び第６項の規定を準用する部分に限る。）を除く。）の規定は，当該指定生活介護

事業所については適用しない。 

(1) 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が，当該指定生活介護事業所が提供する指

定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及びこの条の規定により基準該
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当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした

場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。 

(2) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障

害児に対して適切なサービスを提供するため，障害児入所施設その他の関係施設から

必要な技術的支援を受けていること。 

（指定通所介護事業所に関する特例） 

第６０条 次に掲げる要件を満たす指定通所介護事業者（岡山市指定居宅サービス等の事

業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号。以

下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第１０２条第１項に規定する指定通所介

護事業者をいう。）が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童

発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護（指定居宅サービス等基準

条例第１０１条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）を提供する場合には，当

該指定通所介護を基準該当児童発達支援と，当該指定通所介護を行う指定通所介護事業

所（指定居宅サービス等基準条例第１０２条第１項に規定する指定通所介護事業所をい

う。以下同じ。）を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において，この節

（第５８条（第２３条第２項，第３項，第５項及び第６項の規定を準用する部分に限

る。）を除く。）の規定は，当該指定通所介護事業所については適用しない。 

(1) 当該指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積を，指定通所介護の利用者の

数とこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護を受ける障

害児の数の合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であること。 

(2) 当該指定通所介護事業所の従業者の員数が，当該指定通所介護事業所が提供する指

定通所介護の利用者の数を指定通所介護の利用者の数及びこの条の規定により基準該

当児童発達支援とみなされる指定通所介護を受ける障害児の数の合計数であるとした

場合における当該指定通所介護事業所として必要とされる数以上であること。 

(3) この条の規定に基づき基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護を受ける障

害児に対して適切なサービスを提供するため，障害児入所施設その他の関係施設から

必要な技術的支援を受けていること。 

第３章 医療型児童発達支援  
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第１節 基本方針  

第６１条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援（以下「指定医療型児童発達支援」と

いう。）の事業は，障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し，並び

に集団生活に適応することができるよう，当該障害児の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなけ

ればならない。  

第２節 人員に関する基準  

（従業者の員数）  

第６２条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者（以下「指定医療型児童発達支援事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。  

(1) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する診療所として必要とされる従業者 

同法に規定する診療所として必要とされる数 

(2) 児童指導員 １以上 

(3) 保育士 １以上 

(4) 看護師 １以上 

(5) 理学療法士又は作業療法士 １以上 

(6) 児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を

営むのに必要な言語訓練等を行う場合には，規則で定める機能訓練担当職員を置かなけ

ればならない。 

３ 第１項各号及び前項に規定する従業者は，専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の

職務に従事する者でなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，障

害児の保護に直接従事する従業者を除き，併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従

事させることができる。 

（準用） 

第６３条 第７条第１項の規定は，指定医療型児童発達支援の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 
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（設備） 

第６４条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。 

(2) 指導訓練室，屋外訓練場，相談室及び調理室を有すること。 

(3) 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。 

２ 指定医療型児童発達支援事業所は，その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。 

３ 第１項各号に掲げる設備は，専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するも

のでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，同項第１号に掲げ

る設備を除き，併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用定員） 

第６５条 指定医療型児童発達支援事業所は，その利用定員を１０人以上とする。 

（通所利用者負担額の受領） 

第６６条 指定医療型児童発達支援事業者は，指定医療型児童発達支援を提供した際は，

通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を

受けるものとする。 

２ 指定医療型児童発達支援事業者は，法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援

を提供した際は，通所給付決定保護者から，次に掲げる費用の額の支払を受けるものと

する。 

(1) 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額 

(2) 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療（食事療養（健康保険法

（大正１１年法律第７０号）第６３条第２項第１号に規定する食事療養をいう。）を

除く。以下同じ。）に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の

例により算定した費用の額 

３ 指定医療型児童発達支援事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定医療型児童

発達支援において提供される便宜に要する費用のうち，次に掲げる費用の額の支払を通

所給付決定保護者から受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用 
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(2) 日用品費 

(3) 前２号に掲げるもののほか，指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要

する費用のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，通所

給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号に掲げる費用については，基準省令第６０条第４項に規定する平成２４年

厚生労働省告示第２３１号により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定医療型児童発達支援事業者は，第１項から第３項までの費用の額の支払を受けた

場合は，当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して

交付しなければならない。 

６ 指定医療型児童発達支援事業者は，第３項の費用に係る便宜の提供に当たっては，あ

らかじめ，通所給付決定保護者に対し，当該便宜の内容及び費用について説明を行い，

通所給付決定保護者の同意を得なければならない。 

（障害児通所給付費の額に係る通知等） 

第６７条 指定医療型児童発達支援事業者は，法定代理受領により指定医療型児童発達支

援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は，通所給

付決定保護者に対し，当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由

児通所医療費の額を通知しなければならない。 

２ 指定医療型児童発達支援事業者は，前条第２項の法定代理受領を行わない指定医療型

児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は，その提供した指定医療型児童発達

支援の内容，費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通

所給付決定保護者に対して交付しなければならない。 

（通所給付決定保護者に関する市町村への通知） 

第６８条 指定医療型児童発達支援事業者は，指定医療型児童発達支援を受けている障害

児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しく

は特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け，又は受けようとし

たときは，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

（運営規程） 

第６９条 指定医療型児童発達支援事業者は，指定医療型児童発達支援事業所ごとに，次

140



に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならな

い。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 利用定員 

(5) 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類

及びその額 

(6) 通常の事業の実施地域（当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型

児童発達支援を提供する地域をいう。） 

(7) サービスの利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第７０条 第１２条から第２２条まで，第２４条，第２６条から第３４条まで，第３６条，

第３８条から第４１条まで，第４３条から第４７条まで，第４８条第１項，第４９条か

ら第５２条まで及び第５４条の規定は，指定医療型児童発達支援の事業について準用す

る。この場合において，第１２条第１項中「第３７条」とあるのは「第６９条」と，第

１６条中「第３７条第６号及び第５１条第２項」とあるのは「第７０条において準用す

る第５１条第２項」と，第２２条第２項中「次条」とあるのは「第６６条」と，第２６

条中「次条」とあるのは「第７０条において準用する第２７条」と，第２７条中「児童

発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と，第２８条中「前条」とある

のは「第７０条において準用する第２７条」と，第３４条中「医療機関」とあるのは

「他の専門医療機関」と，第３６条中「この節」とあるのは「第３章第４節」と，第４
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３条中「従業者の勤務の体制，前条の協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体

制」と，第５４条第２項第１号中「第２１条第１項」とあるのは「第７０条において準

用する第２１条第１項」と，同項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児

童発達支援計画」と，同項第３号中「第３５条」とあるのは「第６８条」と，同項第４

号中「第３８条第１項」とあるのは「第７０条において準用する第３８条第１項」と，

同項第５号中「第４４条第２項」とあるのは「第７０条において準用する第４４条第２

項」と，同項第６号中「第５０条第２項」とあるのは「第７０条において準用する第５

０条第２項」と，同項第７号中「第５２条第２項」とあるのは「第７０条において準用

する第５２条第２項」と，同項第８号中「第２３条第１項から第３項まで」とあるのは

「第６６条第１項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

第４章 放課後等デイサービス 

第１節 基本方針 

第７１条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援（以下「指定放課後等デイサービ

ス」という。）の事業は，障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い，及び社

会との交流を図ることができるよう，当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置か

れている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第７２条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者（以下「指定放課後等デイサービス

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定放課後等デイサービス事業

所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯

を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる指導員又は保育士の合計

数が，ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれア又はイに定める数 

ア 障害児の数が１０までのもの ２以上 

イ 障害児の数が１０を超えるもの ２に，障害児の数が１０を超えて５又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

(2) 児童発達支援管理責任者 １以上  
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２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定放課後等デイサービス事業所において日常生活

を営むのに必要な機能訓練を行う場合には，規則で定める機能訓練担当職員を置かなけ

ればならない。この場合において，当該機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービス

の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供

に当たる場合には，当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合計数に含めるこ

とができる。 

３ 第１項第１号及び前項の指定放課後等デイサービスの単位は，指定放課後等デイサー

ビスであって，その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行われるものを

いう。 

４ 第１項第１号の指導員又は保育士のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

５ 第１項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち，１人以上は，専任かつ常勤で

なければならない。 

（準用） 

第７３条 第７条及び第８条の規定は，指定放課後等デイサービスの事業について準用す

る。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第７４条 指定放課後等デイサービス事業所は，指導訓練室のほか，指定放課後等デイサ

ービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。 

２ 前項に規定する指導訓練室は，訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。 

３ 第１項に規定する設備及び備品等は，専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用

に供するものでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，この限

りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（利用定員） 

第７５条 指定放課後等デイサービス事業所は，その利用定員を１０人以上とする。 

（通所利用者負担額の受領） 

第７６条 指定放課後等デイサービス事業者は，指定放課後等デイサービスを提供した際
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は，通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の

支払を受けるものとする。 

２ 指定放課後等デイサービス事業者は，法定代理受領を行わない指定放課後等デイサー

ビスを提供した際は，通所給付決定保護者から，当該指定放課後等デイサービスに係る

指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定放課後等デイサービス事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定放課後等

デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち，日常生活においても通常必

要となるものに係る費用であって，通所給付決定保護者に負担させることが適当と認め

られるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。 

４ 指定放課後等デイサービス事業者は，前３項の費用の額の支払を受けた場合は，当該

費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して交付しなけれ

ばならない。 

５ 指定放課後等デイサービス事業者は，第３項の費用に係るサービスの提供に当たって

は，あらかじめ，通所給付決定保護者に対し，当該サービスの内容及び費用について説

明を行い，通所給付決定保護者の同意を得なければならない。 

（準用） 

第７７条 第１２条から第２２条まで，第２４条から第３０条まで，第３２条，第３４条

から第３６条まで，第３８条から第４５条まで，第４７条から第５０条まで，第５１条

第１項，第５２条から第５４条まで及び第６９条の規定は，指定放課後等デイサービス

の事業について準用する。この場合において，第１２条第１項中「第３７条」とあるの

は「第７７条において準用する第６９条」と，第１６条中「第３７条第６号及び第５１

条第２項」とあるのは「第７７条において準用する第６９条第６号」と，第２２条第２

項中「次条」とあるのは「第７６条」と，第２５条第２項中「第２３条第２項」とある

のは「第７６条第２項」と，第２６条第１項中「次条」とあるのは「第７７条において

準用する第２７条」と，第２７条中「第５４条第２項第２号」とあるのは「第７７条に

おいて準用する第５４条第２項第２号」と，「児童発達支援計画」とあるのは「放課後

等デイサービス計画」と，第２８条中「前条」とあるのは「第７７条において準用する

第２７条」と，「次条」とあるのは「第７７条において準用する第２９条」と，第３６
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条中「この節」とあるのは「第４章第４節」と，第４３条中「前条」とあるのは「第７

７条において準用する第４２条」と，第５４条第２項第１号中「第２１条第１項」とあ

るのは「第７７条において準用する第２１条第１項」と，同項第２号中「児童発達支援

計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と，同項第３号中「第３５条」とある

のは「第７７条において準用する第３５条」と，同項第４号中「第３８条第１項」とあ

るのは「第７７条において準用する第３８条第１項」と，同項第５号中「第４４条第２

項」とあるのは「第７７条において準用する第４４条第２項」と，同項第６号中「第５

０条第２項」とあるのは「第７７条において準用する第５０条第２項」と，同項第７号

中「第５２条第２項」とあるのは「第７７条において準用する第５２条第２項」と，同

項第８号中「第２３条第１項から第３項まで」とあるのは「第７６条第１項から第３項

まで」と，第６９条第６号中「実施地域（当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時

に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。）」とあるのは「実施地域」と読み

替えるものとする。 

第５節 基準該当通所支援に関する基準 

（従業員の員数） 

第７８条 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援（以下「基準該当放課後等デイ

サービス」という。）の事業を行う者（以下「基準該当放課後等デイサービス事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」と

いう。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時

間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる指導員又は保育

士の合計数が，ア又はイに掲げる障害児の数の区分に応じ，それぞれア又はイに定め

る数 

ア 障害児の数が１０までのもの ２以上 

イ 障害児の数が１０を超えるもの ２に，障害児の数が１０を超えて５又はその端

数を増すごとに１を加えて得た数以上 

(2) 児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項第１号の基準該当放課後等デイサービスの単位は，基準該当放課後等デイサービ
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スであって，その提供が同時に１又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをい

う。 

（設備） 

第７９条 基準該当放課後等デイサービス事業所には，指導訓練を行う場所を確保すると

ともに，基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければ

ならない。 

２ 前項に規定する指導訓練を行う場所は，訓練に必要な機械器具等を備えなければなら

ない。 

３ 第１項に規定する設備及び備品等は，専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業

の用に供するものでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，こ

の限りでない。 

（準用） 

第８０条 第７条，第１２条から第２２条まで，第２５条第２項，第２６条から第３０条

まで，第３２条，第３４条から第３６条まで，第３８条から第４５条まで，第４７条か

ら第５０条まで，第５１条第１項，第５２条から第５４条まで，第５９条，第６０条，

第６９条，第７１条，第７５条及び第７６条（第１項を除く。）の規定は，基準該当放

課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において，第１２条第１項中

「第３７条」とあるのは「第８０条において準用する第６９条」と，第１６条中「第３

７条第６号及び第５１条第２項」とあるのは「第８０条において準用する第６９条第６

号」と，第２２条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは「第８０条におい

て準用する第７６条第２項及び第３項」と，第２５条第２項中「第２３条第２項」とあ

るのは「第８０条において準用する第７６条第２項」と，第２６条第１項中「次条」と

あるのは「第８０条において準用する第２７条」と，第２７条中「第５４条第２項第２

号」とあるのは「第８０条において準用する第５４条第２項第２号」と，「児童発達支

援計画」とあるのは「基準該当放課後等デイサービス計画」と，第２８条中「前条」と

あるのは「第８０条において準用する第２７条」と，「次条」とあるのは「第８０条に

おいて準用する第２９条」と，第３６条中「この節」とあるのは「第４章第５節」と，

第４３条中「前条」とあるのは「第８０条において準用する第４２条」と，第５４条第
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２項第１号中「第２１条第１項」とあるのは「第８０条において準用する第２１条第１

項」と，同項第２号中「児童発達支援計画」とあるのは「基準該当放課後等デイサービ

ス計画」と，同項第３号中「第３５条」とあるのは「第８０条において準用する第３５

条」と，同項第４号中「第３８条第１項」とあるのは「第８０条において準用する第３

８条第１項」と，同項第５号中「第４４条第２項」とあるのは「第８０条において準用

する第４４条第２項」と，同項第６号中「第５０条第２項」とあるのは「第８０条にお

いて準用する第５０条第２項」と，同項第７号中「第５２条第２項」とあるのは「第８

０条において準用する第５２条第２項」と，同項第８号中「第２３条第１項から第３項

まで」とあるのは「第８０条において準用する第７６条第２項及び第３項」と，第５９

条中「この節（前条（第２３条第２項，第３項，第５項及び第６項の規定を準用する部

分に限る。）を除く。）」とあるのは「第４章第５節（第８０条（第７６条第２項から

第５項までの規定を準用する部分に限る。）を除く。）」と，第６０条中「この節（第

５８条（第２３条第１項，第３項，第５項及び第６項の規定を準用する部分に限る。）

を除く。）」とあるのは「第４章第５節（第８０条（第７６条第２項から第５項までの

規定を準用する部分に限る。）を除く。）」と読み替えるものとする。 

第５章 保育所等訪問支援 

第１節 基本方針 

第８１条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援（以下「指定保育所等訪問支援」とい

う。）の事業は，障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう，

当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的

な支援を行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第８２条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者（以下「指定保育所等訪問支援事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。）

に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 訪問支援員（規則で定める要件を満たす者とする。） 事業規模に応じて訪問支

援を行うために必要な数 
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(2) 児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち１人以上は，専ら当該指定保育所

等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（管理者） 

第８３条 指定保育所等訪問支援事業者は，指定保育所等訪問支援事業所ごとに専らその

職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，前条第１項第１号に掲げる訪

問支援員及び同項第２号に掲げる児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き，

指定保育所等訪問支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は，当該指定保育

所等訪問支援事業所の他の職務に従事させ，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等

の職務に従事させることができる。  

２ 指定保育所等訪問支援事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれか

に該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力

を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第８４条 指定保育所等訪問支援事業所には，事業の運営を行うために必要な広さを有す

る専用の区画を設けるほか，指定保育所等訪問支援の提供に必要な設備及び備品等を備

えなければならない。 

２ 前項に規定する設備及び備品等は，専ら当該指定保育所等訪問支援の事業の用に供す

るものでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，この限りでな

い。 

第４節 運営に関する基準 

（身分を証する書類の携行） 

第８５条 指定保育所等訪問支援事業者は，従業者に身分を証する書類を携行させ，初回

訪問時及び障害児，通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族又は訪問する施設か

ら求められたときは，これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（通所利用者負担額の受領） 

第８６条 指定保育所等訪問支援事業者は，指定保育所等訪問支援を提供した際は，通所
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給付決定保護者から当該指定保育所等訪問支援に係る通所利用者負担額の支払を受ける

ものとする。 

２ 指定保育所等訪問支援事業者は，法定代理受領を行わない指定保育所等訪問支援を提

供した際は，通所給付決定保護者から，当該指定保育所等訪問支援に係る指定通所支援

費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定保育所等訪問支援事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，通所給付決定保護

者の選定により通常の事業の実施地域（当該指定保育所等訪問支援事業所が通常時に指

定保育所等訪問支援を提供する地域をいう。次条第５号において同じ。）以外の地域に

おいて指定保育所等訪問支援を提供する場合は，それに要した交通費の額の支払を通所

給付決定保護者から受けることができる。 

４ 指定保育所等訪問支援事業者は，前３項の費用の額の支払を受けた場合は，当該費用

に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければなら

ない。 

５ 指定保育所等訪問支援事業者は，第３項の交通費については，あらかじめ，通所給付

決定保護者に対し，その額について説明を行い，通所給付決定保護者の同意を得なけれ

ばならない。 

（運営規程） 

第８７条 指定保育所等訪問支援事業者は，指定保育所等訪問支援事業所ごとに，次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定保育所等訪問支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及

びその額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) サービスの利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(8) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 
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(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 苦情解決体制の整備 

(11) その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第８８条 第１２条から第２２条まで，第２４条から第３０条まで，第３２条，第３４条

から第３６条まで，第３８条，第４１条，第４３条から第４５条まで，第４７条から第

５０条まで，第５１条第１項及び第５２条から第５４条までの規定は，指定保育所等訪

問支援の事業について準用する。この場合において，第１２条第１項中「第３７条」と

あるのは「第８７条」と，第１６条中「いう。第３７条第６号及び第５１条第２項にお

いて同じ。」とあるのは「いう。」と，第２２条第２項中「次条」とあるのは「第８６

条」と，第２５条中「第２３条第２項」とあるのは「第８６条第２項」と，第２６条中

「次条」とあるのは「第８８条において準用する第２７条」と，第２７条中「児童発達

支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と，第２８条中「前条」とあるのは

「第８８条において準用する第２７条」と，第４３条中「従業者の勤務の体制，前条の

協力医療機関」とあるのは「従業者の勤務の体制」と，第５４条第２項第１号中「第２

１条第１項」とあるのは「第８８条において準用する第２１条第１項」と，同項第２号

中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と，同項第３号中「第３

５条」とあるのは「第８８条において準用する第３５条」と，同項第４号中「第３８条

第１項」とあるのは「第８８条において準用する第３８条第１項」と，同項第５号中

「第４４条第２項」とあるのは「第８８条において準用する第４４条第２項」と，同項

第６号中「第５０条第２項」とあるのは「第８８条において準用する第５０条第２項」

と，同項第７号中「第５２条第２項」とあるのは「第８８条において準用する第５２条

第２項」と，同項第８号中「第２３条第１項から第３項まで」とあるのは「第８６条第

１項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

第６章 多機能型事業所に関する特例 

（従業者の員数に関する特例） 

第８９条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限

る。）に係る事業を行う者に対する第５条第１項，第２項及び第４項，第６条，第６２
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条，第７２条第１項から第３項まで並びに第８２条第１項の規定の適用については，第

５条第１項中「事業所（以下「指定児童発達支援事業所」という。）」とあるのは「多

機能型事業所」と，同項第１号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，

同条第２項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指定児

童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第４項中「指定児童発達支援」とあ

るのは「指定通所支援」と，第６条第１項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは

「多機能型事業所」と，同項第２号ア中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支

援」と，同条第２項及び第３項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事

業所」と，同項第１号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第

４項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，同条第５項中

「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と，同条第６項中「指定児童発達支

援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指定児童発達支援の」とあるのは「指

定通所支援の」と，第６２条第１項中「事業所（以下「指定医療型児童発達支援事業

所」という。）」とあり，並びに同条第２項及び第３項中「指定医療型児童発達支援事

業所」とあるのは「多機能型事業所」と，第７２条第１項中「事業所（以下「指定放課

後等デイサービス事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」と，同項第１号

中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と，同条第２項中「指定

放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と，「指定放課後等デイ

サービスの」とあるのは「指定通所支援の」と，同条第３項中「指定放課後等デイサー

ビス」とあるのは「指定通所支援」と，第８２条第１項中「事業所（以下「指定保育所

等訪問支援事業所」という。）」とあるのは「多機能型事業所」とする。  

２ 利用定員の合計が２０人未満である多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを

行う多機能型事業所を除く。）は，第５条第５項及び第７２条第４項の規定にかかわら

ず，当該多機能型事業所に置くべき従業者（児童発達支援管理責任者，嘱託医及び管理

者を除く。）のうち，１人以上は，常勤でなければならないとすることができる。 

（設備に関する特例） 

第９０条 多機能型事業所については，サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ，

一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 
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（利用定員に関する特例） 

第９１条 多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限

る。）は，第１１条，第６５条及び第７５条の規定にかかわらず，その利用定員を，当

該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて１０人以上とすることがで

きる。 

２ 利用定員の合計が２０人以上である多機能型事業所（この条例に規定する事業のみを

行う多機能型事業所を除く。）は，第１１条，第６５条及び第７５条の規定にかかわら

ず，指定児童発達支援，指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用

定員を５人以上（指定児童発達支援の事業，指定医療型児童発達支援の事業又は指定放

課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては，これらの事業を通じて５人以

上）とすることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず，主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は，

第１１条，第６５条及び第７５条の規定にかかわらず，その利用定員を５人以上とする

ことができる。 

４ 第２項の規定にかかわらず，多機能型事業所は，主として重度の知的障害及び重度の

上肢，下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併

せて行う場合にあっては，第１１条，第６５条及び第７５条の規定にかかわらず，その

利用定員を，当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて５人以上とすることができ

る。 

５ 離島その他の地域であって基準省令第８２条第５項に規定する平成２４年厚生労働省

告示第２３２号により厚生労働大臣が定めるもののうち，将来的にも利用者の確保の見

込みがないものとして市長が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所（この条例

に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。）については，第２項中「２０人」

とあるのは，「１０人」とする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 
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第２条 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営

に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号）附則第５条に規定する旧指定児童

デイサービス事業所に係る事業を行う者であって，障がい者制度改革推進本部等におけ

る検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支

援するための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号。以下「整備法」

という。）附則第２２条第１項の規定により整備法第５条の規定による改正後の児童福

祉法（以下「新児童福祉法」という。）第２１条の５の３第１項の指定を受けたものと

みなされているものについては，平成２７年３月３１日までの間は，第５条第１項第２

号，第２項及び第６項並びに第７２条第１項第２号，第２項及び第５項の規定は適用せ

ず，第５条第１項第１号ア及びイ，第２７条，第２８条並びに第７２条第１項第１号ア

及びイの規定の適用については，第５条第１項第１号ア及びイ中「１０」とあるのは

「１５」と，第２７条第１項中「指定児童発達支援事業所の管理者は，児童発達支援管

理責任者に」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者は，」と，「担当させる」

とあるのは「行う」と，同条第２項から第９項まで及び第２８条中「児童発達支援管理

責任者」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」と，第７２条第１項第１号ア

及びイ中「１０」とあるのは「１５」とする。  

第３条 整備法附則第２２条第２項の規定により新児童福祉法第２１条の５の３第１項の

指定を受けたものとみなされている者に対する第６条第１項第２号ア及び第３項第１号

の規定の適用については，当分の間，同ア中「指定児童発達支援の単位ごとに，通じて

おおむね障害児の数を４で除して得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児であ

る乳児又は幼児の数を４で除して得た数及び障害児である少年の数を７．５で除して得

た数の合計数以上」と，同号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに４以上」

とあるのは「聴能訓練担当職員（聴能訓練を担当する職員をいう。）及び言語機能訓練

担当職員（言語機能の訓練を担当する職員をいう。） それぞれ２以上」とする。 

（管理者に関する経過措置） 

第４条 施行日において現に法第２１条の５の３第１項の規定に基づく指定を受けている

事業者の当該指定に係る指定障害児通所支援事業所の管理者（施行日後に管理者となる

者を除く。）については，平成２７年３月３１日までの間，第７条第２項（第５８条，
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第７３条及び第８０条において準用する場合を含む。）及び第８３条第２項の規定は適

用しない。 

（記録の整備に関する経過措置） 

第５条 施行日前の障害児通所支援の提供に関する記録の保存に当たっては，第５４条第

２項（第５８条，第７０条，第７７条，第８０条及び第８８条において準用する場合を

含む。）中「その完結の日から５年間」とあるのは，「当該障害児通所支援を提供した

日から５年間」とする。 

 

 

提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による児童福祉法の一部改正に伴い，指定通所支援の事業等の人員，設備及

び運営に関する基準等について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２４５ 号 議 案 

   岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の制定について 

 岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例を次の

ように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 指定福祉型障害児入所施設の人員，設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準（第４条） 

第２節 設備に関する基準（第５条） 

第３節 運営に関する基準（第６条－第５１条） 

第３章 指定医療型障害児入所施設の人員，設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準（第５２条） 

第２節 設備に関する基準（第５３条） 

第３節 運営に関する基準（第５４条－第５７条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

２４条の１２第１項及び第２項の規定に基づき，指定障害児入所施設等の人員，設備及
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び運営に関する基準を定めるとともに，法第２４条の９第２項において準用する法第２

１条の５の１５第２項第１号の規定に基づき，指定障害児入所施設の指定に必要な申請

者の要件を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 指定福祉型障害児入所施設 法第２４条の２第１項に規定する指定障害児入所施設

のうち法第４２条第１号に規定する福祉型障害児入所施設であるものをいう。 

(2) 指定医療型障害児入所施設 法第２４条の２第１項に規定する指定障害児入所施設

のうち法第４２条第２号に規定する医療型障害児入所施設であるものをいう。 

(3) 指定障害児入所施設等 法第２４条の２第１項に規定する指定障害児入所施設等を

いう。 

(4) 指定入所支援 法第２４条の２第１項に規定する指定入所支援をいう。 

(5) 指定入所支援費用基準額 指定入所支援に係る法第２４条の２第２項第１号（法第

２４条の２４第２項の規定により，同条第１項に規定する障害児入所給付費等の支給

について適用する場合を含む。）に掲げる額をいう。 

(6) 入所利用者負担額 法第２４条の２第２項第２号（法第２４条の２４第２項の規定

により，同条第１項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含

む。）に掲げる額及び障害児入所医療（法第２４条の２０第１項に規定する障害児入

所医療をいう。以下同じ。）につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例

により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費

の額を控除して得た額の合計額をいう。 

(7) 入所給付決定 法第２４条の３第４項に規定する入所給付決定をいう。 

(8) 入所給付決定保護者 法第２４条の３第６項に規定する入所給付決定保護者をいう。 

(9) 給付決定期間 法第２４条の３第６項に規定する給付決定期間をいう。 

(10) 入所受給者証 法第２４条の３第６項に規定する入所受給者証をいう。 

(11) 法定代理受領 法第２４条の３第８項（法第２４条の７第２項において準用する

場合及び法第２４条の２４第２項の規定により同条第１項に規定する障害児入所給付
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費等の支給について適用する場合を含む。）の規定により入所給付決定保護者に代わ

り都道府県（指定都市（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第

１項に規定する指定都市をいう。以下同じ。）及び児童相談所設置市（法第５９条の

４に規定する児童相談所設置市をいう。以下同じ。）を含む。以下同じ。）が支払う

指定入所支援に要した費用の額又は法第２４条の２０第３項（法第２４条の２４第２

項の規定により，同条第１項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する

場合を含む。）の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所

医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受けることをいう。 

(12) 基準省令 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員，設備及び運営に関

する基準（平成２４年厚生労働省令第１６号）をいう。 

（指定障害児入所施設等の一般原則） 

第３条 法第２４条の９第２項において準用する法第２１条の５の１５第２項第１号の条

例で定める者は，法人とする。 

２ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者

をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者

に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る施設を管理する者は，岡山

市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員で

あってはならない。 

３ 指定障害児入所施設等は，入所給付決定保護者及び障害児の意向，障害児の適性，障

害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「入所支援計画」という。）を作成し，こ

れに基づき障害児に対して指定入所支援を提供するとともに，その効果について継続的

な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的

に指定入所支援を提供しなければならない。 

４ 指定障害児入所施設等は，当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の意思及び人

格を尊重して，常に当該障害児の立場に立った指定入所支援の提供に努めなければなら

ない。 

５ 指定障害児入所施設等は，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い，都道府
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県，市町村，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害

福祉サービス（第４６条において「障害福祉サービス」という。）を行う者，他の児童

福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

６ 指定障害児入所施設等は，当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護，

虐待の防止等のため，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業

者に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 指定福祉型障害児入所施設の人員，設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第４条 指定福祉型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。

ただし，４０人以下の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって他の社会

福祉施設等との連携を図ることにより当該指定福祉型障害児入所施設の効果的な運営が

期待することができるとともに，児童の栄養管理に支障がないときは，第４号の栄養士

を，調理業務の全部を委託する指定福祉型障害児入所施設にあっては第５号の調理員を

置かないことができる。 

(1) 嘱託医 １以上 

(2) 看護師 ア又はイに掲げる指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ，それぞれア又

はイに定める数 

ア 主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童（以下「自閉症児」とい

う。）を入所させる指定福祉型障害児入所施設 おおむね障害児の数を２０で除し

て得た数以上 

イ 主として肢体不自由（法第６条の２第３項に規定する肢体不自由をいう。以下同

じ。）のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 １以上 

(3) 児童指導員（岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年市条例第  号。以下「児童福祉施設最低基準条例」という。）第２９条第６

項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。）及び保育士 
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ア 児童指導員及び保育士の総数 （ア）から（ウ）までに掲げる指定福祉型障害児

入所施設の区分に応じ，それぞれ（ア）から（ウ）までに定める数 

(ｱ) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じて

おおむね障害児の数を４．３で除して得た数以上（３０人以下の障害児を入所さ

せる指定福祉型障害児入所施設にあっては，当該数に１を加えた数以上） 

(ｲ) 主として盲児（強度の弱視児を含む。次条第２項第２号及び第４項において同

じ。）又はろうあ児（強度の難聴児を含む。次条第２項第３号において同じ。）

（次条第１項において「盲ろうあ児」という。）を入所させる指定福祉型障害児

入所施設 通じておおむね障害児である乳児又は幼児（次条第３項第３号及び第

５２条第１項第２号において「乳幼児」という。）の数を４で除して得た数及び

障害児である少年の数を５で除して得た数の合計数以上（３５人以下の障害児を

入所させる指定福祉型障害児入所施設にあっては，当該合計数に１を加えた数以

上） 

(ｳ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 通じ

ておおむね障害児の数を３．５で除して得た数以上 

イ 児童指導員 １以上 

ウ 保育士 １以上 

(4) 栄養士 １以上 

(5) 調理員 １以上 

(6) 児童発達支援管理責任者（児童福祉施設最低基準条例第６９条第１項に規定する児

童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。） １以上 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，主として自閉症児を入所させる指定福祉型障害児入

所施設である場合には医師を，指定福祉型障害児入所施設において，心理指導を行う必

要があると認められる障害児５人以上に心理指導を行う場合には心理指導担当職員（児

童福祉施設最低基準条例第６９条第１４項に規定する心理指導担当職員をいう。）を，

職業指導を行う場合には職業指導員（児童福祉施設最低基準条例第６９条第１４項に規

定する職業指導員をいう。以下同じ。）を置かなければならない。 

３ 第１項各号（第１号を除く。）及び前項に規定する従業者は，専ら当該指定福祉型障
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害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし，障害児の支援に支障が

ない場合は，第１項第４号の栄養士及び同項第５号の調理員については，併せて設置す

る他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。 

４ 指定福祉型障害児入所施設が，指定障害者支援施設（障害者総合支援法第２９条第１

項に規定する指定障害者支援施設をいう。次条第６項において同じ。）の指定を受け，

かつ，指定入所支援と施設障害福祉サービス（同法第５条第１項に規定する施設障害福

祉サービスをいう。次条第６項において同じ。）とを同一の施設において一体的に提供

している場合については，岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号。次条第６項において「指定障害者支

援施設基準条例」という。）第４条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，

前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第２節 設備に関する基準 

（設備） 

第５条 指定福祉型障害児入所施設は，居室，調理室，浴室，便所，医務室及び静養室を

設けなければならない。ただし，３０人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入

所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を，３

０人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として盲ろうあ児

を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。 

２ 次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設は，前項に規定する設備のほか，当該指

定福祉型障害児入所施設の区分に応じ，当該各号に定める設備を設けなければならない。 

(1) 主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 入所してい

る障害児の年齢，適性等に応じた職業指導に必要な設備（以下この項において「職業

指導に必要な設備」という。） 

(2) 主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室，訓練室，職業指導

に必要な設備，音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり，特殊表示等身体の機

能の不自由を助ける設備 

(3) 主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設 遊戯室，訓練室，職業

指導に必要な設備及び映像に関する設備 
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(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設 訓練室，

屋外訓練場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備 

３ 第１項の居室の基準は，次のとおりとする。 

(1) 一の居室の定員は，４人以下とすること。 

(2) 障害児１人当たりの床面積は，４．９５平方メートル以上とすること。 

(3) 前２号の規定にかかわらず，乳幼児のみの一の居室の定員は６人以下とし，１人

当たりの床面積は３．３平方メートル以上とすること。 

(4) 入所している障害児の年齢等に応じ，男子と女子の居室を別にすること。 

４ 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設は，

その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。 

５ 第１項及び第２項各号に規定する設備は，専ら当該指定福祉型障害児入所施設の用に

供するものでなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，第１項及

び第２項各号に規定する設備（居室を除く。）については，併せて設置する他の社会福

祉施設の設備に兼ねることができる。 

６ 指定福祉型障害児入所施設が，指定障害者支援施設の指定を受け，かつ，指定入所支

援と施設障害福祉サービスとを同一の施設において一体的に提供している場合について

は，指定障害者支援施設基準条例第８条に規定する設備に関する基準を満たすことをも

って，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第６条 指定福祉型障害児入所施設は，入所給付決定保護者が指定入所支援の利用の申込

みを行ったときは，当該利用申込みを行った入所給付決定保護者（以下「利用申込者」

という。）に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ，当該利用申込者に

対し，第３４条に規定する運営規程の概要，従業者の勤務体制その他の利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，当該

指定入所支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７７条の規

定に基づき書面の交付を行う場合は，利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適
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切な配慮をしなければならない。 

（提供拒否の禁止） 

第７条 指定福祉型障害児入所施設は，正当な理由がなく，指定入所支援の提供を拒んで

はならない。 

（あっせん，調整及び要請に対する協力） 

第８条 指定福祉型障害児入所施設は，法第２４条の１９第２項の規定により指定入所支

援の利用について都道府県が行うあっせん，調整及び要請に対し，できる限り協力しな

ければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定福祉型障害児入所施設は，利用申込者に係る障害児が入院治療を必要とする

場合その他利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である

場合は，適切な病院又は診療所の紹介その他の措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格の確認） 

第１０条 指定福祉型障害児入所施設は，指定入所支援の提供を求められた場合は，入所

給付決定保護者の提示する入所受給者証によって，入所給付決定の有無，給付決定期間

等を確かめるものとする。 

（障害児入所給付費の支給の申請に係る援助） 

第１１条 指定福祉型障害児入所施設は，入所給付決定を受けていない者から利用の申込

みがあった場合は，その者の意向を踏まえて速やかに障害児入所給付費の支給の申請が

行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，入所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し，

給付決定期間の終了に伴う障害児入所給付費の支給申請について，必要な援助を行わな

ければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１２条 指定福祉型障害児入所施設は，指定入所支援の提供に当たっては，障害児の心

身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況

等の把握に努めなければならない。 

（居住地の変更が見込まれる者への対応） 
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第１３条 指定福祉型障害児入所施設は，入所給付決定保護者の居住地の変更が見込まれ

る場合においては，速やかに当該入所給付決定保護者の居住地の都道府県に連絡しなけ

ればならない。 

（入退所の記録の記載等） 

第１４条 指定福祉型障害児入所施設は，入所又は退所に際しては，当該指定福祉型障害

児入所施設の名称，入所又は退所の年月日その他の必要な事項（次項において「入所受

給者証記載事項」という。）を，その入所給付決定保護者の入所受給者証に記載しなけ

ればならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，入所受給者証記載事項を遅滞なく都道府県に対し報告

しなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，入所している障害児の数の変動が見込まれる場合にお

いては，速やかに都道府県に報告しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第１５条 指定福祉型障害児入所施設は，指定入所支援を提供した際は，提供日，内容そ

の他必要な事項を記録しなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，前項の規定による記録に際しては，入所給付決定保護

者から指定入所支援を提供したことについて確認を受けなければならない。 

（指定福祉型障害児入所施設が入所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の 

範囲等） 

第１６条 指定福祉型障害児入所施設が，入所給付決定保護者に対して金銭の支払を求め

ることができるのは，当該金銭の使途が直接入所給付決定に係る障害児の便益を向上さ

せるものであって，当該入所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限

るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は，当該金銭の使途及び額並びに入所給付決

定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに，入所

給付決定保護者に対して説明を行い，同意を得なければならない。ただし，次条第１項

から第３項までに規定する支払については，この限りでない。 

（入所利用者負担額の受領） 
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第１７条 指定福祉型障害児入所施設は，指定入所支援を提供した際は，入所給付決定保

護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は，

入所給付決定保護者から，当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額の支払を受

けるものとする。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，前２項の支払を受ける額のほか，指定入所支援におい

て提供される便宜に要する費用のうち，次に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護

者から受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用及び光熱水費（法第２４条の７第１項の規定により特定入

所障害児食費等給付費が入所給付決定保護者に支給された場合は，児童福祉法施行令

（昭和２３年政令第７４号）第２７条の６第１項に規定する食費等の基準費用額（法

第２４条の７第２項において準用する法第２４条の３第９項の規定により特定入所障

害児食費等給付費が入所給付決定保護者に代わり当該福祉型障害児入所施設に支払わ

れた場合は，同令第２７条の６第１項に規定する食費等の負担限度額）を限度とす

る。） 

(2) 日用品費 

(3) 前２号に掲げるもののほか，指定入所支援において提供される便宜に要する費用の

うち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，入所給付決定保

護者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号に掲げる費用については，基準省令第１７条第４項に規定する平成２４年

厚生労働省告示第２３１号により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定福祉型障害児入所施設は，第１項から第３項までの費用の額の支払を受けた場合

は，当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付し

なければならない。 

６ 指定福祉型障害児入所施設は，第３項の費用に係る便宜の提供に当たっては，あらか

じめ，入所給付決定保護者に対し，当該便宜の内容及び費用について説明を行い，入所

給付決定保護者の同意を得なければならない。 

（入所利用者負担額に係る管理） 
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第１８条 指定福祉型障害児入所施設は，入所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指

定福祉型障害児入所施設が提供する指定入所支援及び他の指定障害児入所施設等が提供

する指定入所支援を受けたときは，これらの指定入所支援に係る入所利用者負担額の合

計額（以下この条において「入所利用者負担額合計額」という。）を算定しなければな

らない。この場合において，当該指定福祉型障害児入所施設は，これらの指定入所支援

の状況を確認の上，入所利用者負担額合計額を都道府県に報告するとともに，当該入所

給付決定保護者及び当該他の指定入所支援を提供した指定障害児入所施設等に通知しな

ければならない。 

（障害児入所給付費等の額に係る通知等） 

第１９条 指定福祉型障害児入所施設は，法定代理受領により指定入所支援に係る障害児

入所給付費の支給を受けた場合は，入所給付決定保護者に対し，当該入所給付決定保護

者に係る障害児入所給付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，第１７条第２項の法定代理受領を行わない指定入所支

援に係る費用の額の支払を受けた場合は，その提供した指定入所支援の内容，費用の額

その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対

して交付しなければならない。 

（指定入所支援の取扱方針） 

第２０条 指定福祉型障害児入所施設は，入所支援計画に基づき，障害児の心身の状況等

に応じて，その者の支援を適切に行うとともに，指定入所支援の提供が漫然かつ画一的

なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設の従業者は，指定入所支援の提供に当たっては，懇切丁寧

を旨とし，入所給付決定保護者及び障害児に対し，支援上必要な事項について，理解し

やすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，多用な評価の手法を用いてその提供する指定入所支援

の質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評価を受け

て，それらの結果の公表に努めなければならない。 

（入所支援計画の作成等） 

第２１条 指定福祉型障害児入所施設の管理者は，児童発達支援管理責任者に入所支援計
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画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 児童発達支援管理責任者は，入所支援計画の作成に当たっては，適切な方法により，

障害児について，その有する能力，その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の

評価を通じて入所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握（以下

この条において「アセスメント」という。）を行い，障害児の発達を支援する上での適

切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ 児童発達支援管理責任者は，アセスメントに当たっては，入所給付決定保護者及び障

害児に面接しなければならない。この場合において，児童発達支援管理責任者は，面接

の趣旨を入所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し，理解を得なければなら

ない。 

４ 児童発達支援管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，入所給

付決定保護者及び障害児の生活に対する意向，障害児に対する総合的な支援目標及びそ

の達成時期，生活全般の質を向上させるための課題，指定入所支援の具体的内容，指定

入所支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した入所支援計画の原案を

作成しなければならない。 

５ 児童発達支援管理責任者は，入所支援計画の作成に当たっては，障害児に対する指定

入所支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し，入所支援計画の原案に

ついて意見を求めるものとする。 

６ 児童発達支援管理責任者は，入所支援計画の作成に当たっては，入所給付決定保護者

及び障害児に対し，当該入所支援計画について説明し，文書によりその同意を得なけれ

ばならない。 

７ 児童発達支援管理責任者は，入所支援計画を作成した際には，当該入所支援計画を入

所給付決定保護者に交付しなければならない。 

８ 児童発達支援管理責任者は，入所支援計画の作成後，入所支援計画の実施状況の把握

（障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」とい

う。）を行うとともに，障害児について解決すべき課題を把握し，少なくとも６月に１

回以上，入所支援計画の見直しを行い，必要に応じて入所支援計画の変更を行うものと

する。 
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９ 児童発達支援管理責任者は，モニタリングに当たっては，入所給付決定保護者との連

絡を継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなけ

ればならない。 

(1) 定期的に入所給付決定保護者及び障害児に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する入所支援計画の変更について準

用する。 

（児童発達支援管理責任者の責務） 

第２２条 児童発達支援管理責任者は，前条に規定する業務のほか，次に掲げる業務を行

うものとする。 

(1) 次条に規定する検討及び必要な援助並びに第２４条に規定する相談及び援助を行う

こと。 

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（検討等） 

第２３条 指定福祉型障害児入所施設は，障害児について，その心身の状況等に照らし，

法第２１条の５の３第１項に規定する指定通所支援，障害者総合支援法第２９条第１項

に規定する指定障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスを利用す

ることにより，当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう定期的に検

討するとともに，居宅において日常生活を営むことができると認められる障害児に対し，

入所給付決定保護者及び障害児の希望等を勘案し，必要な援助を行わなければならない。 

（相談及び援助） 

第２４条 指定福祉型障害児入所施設は，常に障害児の心身の状況，その置かれている環

境等の的確な把握に努め，障害児又はその家族に対し，その相談に適切に応じるととも

に，必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

（指導，訓練等） 

第２５条 指定福祉型障害児入所施設は，障害児の心身の状況に応じ，障害児の自立の支

援と日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって指導，訓練等を行わなければな

らない。 
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２ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとと

もに，社会生活への適応性を高めるよう，あらゆる機会を通じて生活指導を行わなけれ

ばならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児の適性に応じ，障害児ができる限り健全な社会

生活を営むことができるよう，より適切に指導，訓練等を行わなければならない。 

４ 指定福祉型障害児入所施設は，常時１人以上の従業者を指導，訓練等に従事させなけ

ればならない。 

５ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児に対して，当該障害児に係る入所給付決定保護

者の負担により，当該指定福祉型障害児入所施設の従業者以外の者による指導，訓練等

を受けさせてはならない。 

（食事） 

第２６条 指定福祉型障害児入所施設において，障害児に食事を提供するときは，その献

立は，できる限り，変化に富み，障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するもので

なければならない。 

２ 食事は，前項の規定によるほか，食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児

の身体的状況及びし好を考慮したものでなければならない。 

３ 調理は，あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。 

４ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成

に努めなければならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第２７条 指定福祉型障害児入所施設は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜障害児のた

めのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する

手続等について，当該障害児又はその家族が行うことが困難である場合は，入所給付決

定保護者の同意を得て代わって行わなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，常に障害児の家族との連携を図るとともに，障害児と

その家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（健康管理） 
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第２８条 指定福祉型障害児入所施設は，常に障害児の健康の状況に注意するとともに，

入所した障害児に対し，入所時の健康診断，少なくとも１年に２回の定期健康診断及び

臨時の健康診断を，学校保健安全法（昭和３３年法律第５６号）に規定する健康診断に

準じて行わなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，前項の規定にかかわらず，次の表の左欄に掲げる健康

診断が行われた場合であって，当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の

全部又は一部に相当すると認められるときは，同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を

行わないことができる。この場合において，指定福祉型障害児入所施設は，それぞれ同

表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における障害児の入所前の

健康診断 

入所した障害児に対する障害児の入

所時の健康診断 

障害児が通学する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断 

３ 指定福祉型障害児入所施設の従業者の健康診断に当たっては，特に入所している者の

食事を調理する者につき，綿密な注意を払わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第２９条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は，現に指定入所支援の提供を行っている

ときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに医療機関への連

絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（障害児の入院期間中の取扱い） 

第３０条 指定福祉型障害児入所施設は，障害児について，病院又は診療所に入院する必

要が生じた場合であって，入院後おおむね３月以内に退院することが見込まれるときは，

当該障害児及び当該障害児に係る入所給付決定保護者の希望等を勘案し，必要に応じて

適切な便宜を供与するとともに，やむを得ない事情がある場合を除き，退院後再び当該

指定福祉型障害児入所施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第３１条 指定福祉型障害児入所施設は，当該指定福祉型障害児入所施設の設置者が障害

児に係る基準省令第３１条に規定する平成２４年厚生労働省告示第３０５号により厚生

労働大臣が定める給付金（以下この条において「給付金」という。）の支給を受けたと
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きは，給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならな

い。 

(1) 当該障害児に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益

を含む。以下この条において「障害児に係る金銭」という。）をその他の財産と区分

すること。 

(2) 障害児に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

(3) 障害児に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。 

(4) 当該障害児が退所した場合には，速やかに，障害児に係る金銭を当該障害児に取得

させること。 

（入所給付決定保護者に関する都道府県への通知） 

第３２条 指定福祉型障害児入所施設は，指定入所支援を受けている障害児に係る入所給

付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児入所給付費の支給を受け，又は受

けようとしたときは，遅滞なく，意見を付してその旨を都道府県に通知しなければなら

ない。 

（管理者による管理等） 

第３３条 指定福祉型障害児入所施設は，専らその職務に従事する管理者を置かなければ

ならない。ただし，指定福祉型障害児入所施設の管理上支障がない場合は，当該指定福

祉型障害児入所施設の他の職務に従事させ，又は当該指定福祉型障害児入所施設以外の

事業所，施設等の職務に従事させることができる。 

２ 指定福祉型障害児入所施設の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに

該当する者若しくは社会福祉事業（同法第２条第１項に規定する社会福祉事業をい

う。）に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であ

って，規則で定めるものでなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設の管理者は，当該指定福祉型障害児入所施設の従業者及び

業務の管理その他の管理を，一元的に行わなければならない。 

４ 指定福祉型障害児入所施設の管理者は，当該指定福祉型障害児入所施設の従業者にこ

の節の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 
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第３４条 指定福祉型障害児入所施設は，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関

する運営規程（第４０条において「運営規程」という。）を定めておかなければならな

い。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入所定員 

(4) 指定入所支援の内容並びに入所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 主として入所させる障害児の障害の種類 

(9) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 苦情解決体制の整備 

(12) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第３５条 指定福祉型障害児入所施設は，障害児に対し，適切な指定入所支援を提供する

ことができるよう，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておか

なければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，当該指定福祉型障害児入所施設の従業者によって指定

入所支援を提供しなければならない。ただし，障害児の支援に直接影響を及ぼさない業

務については，この限りでない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，従業者の資質の向上のために，研修計画を作成し，当

該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定福祉型障害児入所施設は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第３６条 指定福祉型障害児入所施設は，入所定員及び居室の定員を超えて入所させては

ならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでな
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い。 

（非常災害対策） 

第３７条 指定福祉型障害児入所施設は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

を設けなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定

される非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関

する具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連

絡の体制を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に従業

者に周知しなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しな

ければならない。 

４ 指定福祉型障害児入所施設は，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又

は救出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなけれ

ばならない。 

５ 指定福祉型障害児入所施設は，非常災害時における利用者等の安全の確保が図られる

よう，あらかじめ近隣の自治体，地域住民，指定障害児入所施設その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に

努めるものとする。 

６ 指定福祉型障害児入所施設は，非常災害時において，障害者，高齢者，乳幼児等特に

配慮を要する者の受入れに努めるものとする。 

（衛生管理等） 

第３８条 指定福祉型障害児入所施設は，障害児の使用する設備及び飲用に供する水につ

いて，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，健康管理等に必

要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，当該指定福祉型障害児入所施設において感染症又は食

中毒が発生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児の希望等を勘案し，適切な方法により，障害児

を入浴させ又は清拭

しき

しなければならない。 
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（協力医療機関等） 

第３９条 指定福祉型障害児入所施設は，障害児の病状の急変等に備えるため，あらかじ

め，協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努め

なければならない。 

（掲示） 

第４０条 指定福祉型障害児入所施設は，当該指定福祉型障害児入所施設の見やすい場所

に，運営規程の概要，従業者の勤務の体制，前条第１項の協力医療機関及び同条第２項

の協力歯科医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を掲示しなければならない。 

（身体拘束等の禁止） 

第４１条 指定福祉型障害児入所施設は，指定入所支援の提供に当たっては，当該障害児

又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘

束その他障害児の行動を制限する行為（次項において「身体拘束等」という。）を行っ

てはならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，やむを得ず身体拘束等を行う場合には，その態様及び

時間，その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記

録しなければならない。 

（虐待等の禁止） 

第４２条 指定福祉型障害児入所施設の従業者は，障害児に対し，法第３３条の１０各号

に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

（懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第４３条 指定福祉型障害児入所施設の長たる指定福祉型障害児入所施設の管理者は，障

害児に対し法第４７条第１項本文の規定により親権を行う場合であって懲戒するとき又

は同条第３項の規定により懲戒に関しその障害児の福祉のために必要な措置を採るとき

は，身体的苦痛を与え，人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

（秘密保持等） 

第４４条 指定福祉型障害児入所施設の従業者及び管理者は，正当な理由がなく，その業
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務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，従業者又は管理者であった者が，正当な理由がなく，

その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を

講じなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，法第２１条の５の３第１項に規定する指定障害児通所

支援事業者，障害者総合支援法第２９条第２項に規定する指定障害福祉サービス事業者

等その他の福祉サービスを提供する者等に対して，障害児又はその家族に関する情報を

提供する際は，あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなけれ

ばならない。 

（情報の提供等） 

第４５条 指定福祉型障害児入所施設は，当該指定福祉型障害児入所施設に入所しようと

する障害児が，適切かつ円滑に入所できるように，当該指定福祉型障害児入所施設が実

施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，当該指定福祉型障害児入所施設について広告をする場

合において，その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第４６条 指定福祉型障害児入所施設は，障害児相談支援事業を行う者若しくは障害者総

合支援法第５条第１７項に規定する一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う

者（次項において「障害児相談支援事業者等」という。），障害福祉サービスを行う者

等又はその従業者に対し，障害児又はその家族に対して当該指定福祉型障害児入所施設

を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児相談支援事業者等，障害福祉サービスを行う者

等又はその従業者から，障害児又はその家族を紹介することの対償として，金品その他

の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第４７条 指定福祉型障害児入所施設は，その提供した指定入所支援に関する障害児又は

入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するた

めに，苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 
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２ 指定福祉型障害児入所施設は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等

を記録しなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，その提供した指定入所支援に関し，法第２４条の１５

第１項の規定により都道府県知事（指定都市にあっては指定都市の市長とし，児童相談

所設置市にあっては児童相談所設置市の市長とする。以下この項及び次項において同

じ。）が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職

員からの質問若しくは指定福祉型障害児入所施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件

の検査に応じ，及び障害児又は入所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦

情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに，都道府県知事から指導又は助

言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定福祉型障害児入所施設は，都道府県知事からの求めがあった場合には，前項の改

善の内容を都道府県知事に報告しなければならない。 

５ 指定福祉型障害児入所施設は，社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同

法第８５条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（地域との連携等） 

第４８条 指定福祉型障害児入所施設は，その運営に当たっては，地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第４９条 指定福祉型障害児入所施設は，障害児に対する指定入所支援の提供により事故

が発生した場合は，速やかに都道府県，当該障害児の家族等に連絡を行うとともに，必

要な措置を講じなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置につい

て，記録しなければならない。 

３ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児に対する指定入所支援の提供により賠償すべき

事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第５０条 指定福祉型障害児入所施設は，当該指定福祉型障害児入所施設の事業の会計を

その他の事業の会計と区分しなければならない。 
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（記録の整備） 

第５１条 指定福祉型障害児入所施設は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定福祉型障害児入所施設は，障害児に対する指定入所支援の提供に関する次に掲げ

る記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 入所支援計画 

(2) 第１５条第１項に規定する提供した指定入所支援に係る必要な事項の提供の記録 

(3) 第３２条の規定による都道府県への通知に係る記録 

(4) 第３５条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(5) 第４１条第２項に規定する身体拘束等の記録 

(6) 第４７条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 第４９条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

(8) 法第７条第２項に規定する障害児入所支援に関する費用等及び第１７条第１項から

第３項までに規定する利用者負担額等に関する請求及び受領等の記録 

第３章 指定医療型障害児入所施設の人員，設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５２条 指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとす

る。 

(1) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する病院として必要とされる従業者 

同法に規定する病院として必要とされる数 

(2) 児童指導員及び保育士 

ア 児童指導員及び保育士の総数 （ア）又は（イ）に掲げる指定医療型障害児入所

施設の区分に応じ，それぞれ（ア）又は（イ）に定める数 

(ｱ) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じておおむね障

害児の数を６．７で除して得た数以上 

(ｲ) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 通じ

ておおむね障害児である乳幼児の数を１０で除して得た数及び障害児である少年
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の数を２０で除して得た数の合計数以上 

イ 児童指導員 １以上 

ウ 保育士 １以上 

(3) 心理指導を担当する職員 １以上（主として重症心身障害児（法第７条第２項に規

定する重症心身障害児をいう。次号において同じ。）を入所させる指定医療型障害児

入所施設に限る。） 

(4) 理学療法士又は作業療法士 １以上（主として肢体不自由のある児童又は重症心身

障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。） 

(5) 児童発達支援管理責任者 １以上 

２ 前項各号に掲げる従業者のほか，指定医療型障害児入所施設（主として肢体不自由の

ある児童を入所させるものに限る。）において職業指導を行う場合には，職業指導員を

置かなければならない。 

３ 第１項各号に掲げる従業者は，専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する

者でなければならない。ただし，障害児の支援に支障がない場合は，障害児の保護に直

接従事する従業者を除き，併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることが

できる。 

４ 指定医療型障害児入所施設が，療養介護（障害者総合支援法第５条第６項に規定する

療養介護をいう。以下この項及び次条第５項において同じ。）に係る指定障害福祉サー

ビス事業者（同法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。次条

第５項において同じ。）の指定を受け，かつ，指定入所支援と療養介護とを同一の施設

において一体的に提供している場合については，岡山市指定障害福祉サービスの事業等

の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号。次条

第５項において「指定障害福祉サービス基準条例」という。）第５１条に規定する人員

に関する基準を満たすことをもって，前３項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

第２節 設備に関する基準 

（設備） 

第５３条 指定医療型障害児入所施設の設備は，次のとおりとする。 
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(1) 医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。 

(2) 訓練室及び浴室を有すること。 

２ 次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設にあっては，前項各号に掲げる設備のほ

か，それぞれ次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし，第２号の義肢装

具を製作する設備にあっては，他に適当な設備がある場合は，これを置かないことがで

きる。 

(1) 主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設 静養室 

(2) 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設 屋外訓練

場，ギブス室，特殊手工芸等の作業を指導するのに必要な設備，義肢装具を製作する

設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備 

３ 主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は，その階段

の傾斜を緩やかにしなければならない。 

４ 第１項各号及び第２項各号に掲げる設備は，専ら当該指定医療型障害児入所施設が提

供する指定入所支援の用に供するものでなければならない。ただし，障害児の支援に支

障がない場合は，第１項第２号及び第２項各号に掲げる設備については，併せて設置す

る他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。 

５ 指定医療型障害児入所施設が，療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を

受け，かつ，指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場

合については，指定障害福祉サービス基準条例第５３条に規定する設備に関する基準を

満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 運営に関する基準 

（入所利用者負担額の受領） 

第５４条 指定医療型障害児入所施設は，指定入所支援を提供した際は，入所給付決定保

護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定医療型障害児入所施設は，法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は，

入所給付決定保護者から，次の各号に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。 

(1) 当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額 

(2) 当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療養に要す
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る費用の額の算定方法の例により算定した費用の額 

３ 指定医療型障害児入所施設は，前２項の支払を受ける額のほか，指定入所支援におい

て提供される便宜に要する費用のうち，次に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護

者から受けることができる。 

(1) 日用品費 

(2) 前号に掲げるもののほか，指定入所支援において提供される便宜に要する費用のう

ち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，入所給付決定保護

者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定医療型障害児入所施設は，前３項の費用の額の支払を受けた場合は，当該費用に

係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならな

い。 

５ 指定医療型障害児入所施設は，第３項の費用に係る便宜の提供に当たっては，あらか

じめ，入所給付決定保護者に対し，当該便宜の内容及び費用について説明を行い，入所

給付決定保護者の同意を得なければならない。 

（障害児入所給付費の額に係る通知等） 

第５５条 指定医療型障害児入所施設は，法定代理受領により指定入所支援に係る障害児

入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は，入所給付決定保護者に対

し，当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害児入所医療費の額を通知

しなければならない。 

２ 指定医療型障害児入所施設は，前条第２項の法定代理受領を行わない指定入所支援に

係る費用の額の支払を受けた場合は，その提供した指定入所支援の内容，費用の額その

他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して

交付しなければならない。 

（協力歯科医療機関） 

第５６条 指定医療型障害児入所施設（主として自閉症児を受け入れるものを除く。）は，

あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。 

（準用） 

第５７条 第６条から第１６条まで，第１８条，第２０条から第３８条まで（第３３条第
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２項を除く），第４０条から第４４条まで，第４５条第１項，第４６条から第４９条ま

で及び第５１条の規定は，指定医療型障害児入所施設について準用する。この場合にお

いて，第６条第１項中「第３４条」とあるのは「第５７条において準用する第３４条」

と，第１６条第２項中「次条」とあるのは「第５４条」と，第２０条第３項中「図ると

ともに，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果の公表に努めなければな

らない」とあるのは「図らなければならない」と，第２２条中「前条」とあるのは「第

５７条において準用する前条」と，同条第１号中「次条」とあるのは「第５７条におい

て準用する次条」と，「第２４条」とあるのは「第５７条において準用する第２４条」

と，第２９条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と，第３２条中「障害児

入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と，第３３条第４

項中「この節」とあるのは「第３章第３節」と，第３４条中「第４０条」とあるのは

「第５７条において準用する第４０条」と，第４０条中「前条第１項の協力医療機関及

び同条第２項の協力歯科医療機関」とあるのは「第５６条の協力歯科医療機関」と，第

５１条第２項第２号中「第１５条第１項」とあるのは「第５７条において準用する第１

５条第１項」と，同項第３号中「第３２条」とあるのは「第５７条において準用する第

３２条」と，同項第４号中「第３５条第１項」とあるのは「第５７条において準用する

第３５条第１項」と，同項第５号中「第４１条第２項」とあるのは「第５７条において

準用する第４１条第２項」と，同項第６号中「第４７条第２項」とあるのは「第５７条

において準用する第４７条第２項」と，同項第７号中「第４９条第２項」とあるのは

「第５７条において準用する第４９条第２項」と，同項第８号中「第１７条第１項から

第３号まで」とあるのは「第５４条第１項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（設備に関する特例） 

第２条 平成２３年６月１７日において存する障がい者制度改革推進本部等における検討

を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援する

ための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号。以下「整備法」とい
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う。）第５条による改正前の法第２４条の２第１項に規定する指定知的障害児施設等

（以下「旧指定知的障害児施設等」という。）（知的障害児施設又は盲ろうあ児施設で

あるものに限る。）であって，整備法附則第２７条の規定により整備法第５条による改

正後の法第２４条の２第１項の指定を受けたものとみなされたもの（同日以後に増築さ

れ，又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）については，当分の間，第

５条第３項の規定を適用する場合においては，同項第１号中「４人」とあるのは「１５

人」と，同項第２号中「４．９５平方メートル」とあるのは「３．３平方メートル」と

し，同項第３号の規定は適用しない。 

第３条 平成２４年４月１日において存する旧指定知的障害児施設等（肢体不自由児施設

であるものに限る。）であって，整備法附則第２７条の規定により整備法第５条による

改正後の法第２４条の２第１項の指定を受けたものとみなされたもの（同日以後に増築

され，又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）については，当分の間，

第５条第３項の規定は適用しない。 

（管理者に関する経過措置） 

第４条 施行日において現に法第２４条の２第１項の規定に基づく指定を受けている事業

者の当該指定に係る指定福祉型障害児入所施設の管理者（施行日後に管理者となる者を

除く。）については，平成２７年３月３１日までの間，第３３条第２項の規定は適用し

ない。 

（記録の整備に関する経過措置） 

第５条 施行日前の指定入所支援の提供に関する記録の保存に当たっては，第５１条第２

項（第５７条において準用する場合を含む。）中「その完結の日から５年間」とあるの

は，「当該指定入所支援を提供した日から５年間」とする。 

 

 

提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による児童福祉法の一部改正に伴い，指定障害児入所施設等の人員，設備及

び運営に関する基準等について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２４６ 号 議 案 

岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例の制定について 

 岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例を次のように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 居宅介護，重度訪問介護，同行援護及び行動援護 

第１節 基本方針（第４条） 

第２節 人員に関する基準（第５条－第７条） 

第３節 設備に関する基準（第８条） 

第４節 運営に関する基準（第９条－第４４条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第４５条－第４９条） 

第３章 療養介護 

第１節 基本方針（第５０条） 

第２節 人員に関する基準（第５１条・第５２条） 

第３節 設備に関する基準（第５３条） 

第４節 運営に関する基準（第５４条－第７８条） 

第４章 生活介護 

第１節 基本方針（第７９条） 
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第２節 人員に関する基準（第８０条－第８２条） 

第３節 設備に関する基準（第８３条） 

第４節 運営に関する基準（第８４条－第９５条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第９６条－第９８条） 

第５章 短期入所 

第１節 基本方針（第９９条） 

第２節 人員に関する基準（第１００条・第１０１条） 

第３節 設備に関する基準（第１０２条） 

第４節 運営に関する基準（第１０３条－第１１０条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１１１条・第１１２条） 

第６章 重度障害者等包括支援 

第１節 基本方針（第１１３条） 

第２節 人員に関する基準（第１１４条・第１１５条） 

第３節 設備に関する基準（第１１６条） 

第４節 運営に関する基準（第１１７条－第１２３条） 

第７章 共同生活介護 

第１節 基本方針（第１２４条） 

第２節 人員に関する基準（第１２５条・第１２６条） 

第３節 設備に関する基準（第１２７条） 

第４節 運営に関する基準（第１２８条－第１４１条） 

第８章 自立訓練（機能訓練） 

第１節 基本方針（第１４２条） 

第２節 人員に関する基準（第１４３条・第１４４条） 

第３節 設備に関する基準（第１４５条） 

第４節 運営に関する基準（第１４６条－第１５０条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１５１条・第１５２条） 

第９章 自立訓練（生活訓練） 

第１節 基本方針（第１５３条） 
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第２節 人員に関する基準（第１５４条・第１５５条） 

第３節 設備に関する基準（第１５６条） 

第４節 運営に関する基準（第１５７条－第１６０条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１６１条・第１６２条）  

第１０章 就労移行支援 

第１節 基本方針（第１６３条） 

第２節 人員に関する基準（第１６４条－第１６６条） 

第３節 設備に関する基準（第１６７条・第１６８条） 

第４節 運営に関する基準（第１６９条－第１７３条） 

第１１章 就労継続支援Ａ型 

第１節 基本方針（第１７４条） 

第２節 人員に関する基準（第１７５条－第１７７条） 

第３節 設備に関する基準（第１７８条） 

第４節 運営に関する基準（第１７９条－第１８７条） 

第１２章 就労継続支援Ｂ型 

第１節 基本方針（第１８８条） 

第２節 人員に関する基準（第１８９条） 

第３節 設備に関する基準（第１９０条） 

第４節 運営に関する基準（第１９１条・第１９２条） 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準（第１９３条－第１９６条） 

第１３章 共同生活援助 

第１節 基本方針（第１９７条） 

第２節 人員に関する基準（第１９８条・第１９９条） 

第３節 設備に関する基準（第２００条） 

第４節 運営に関する基準（第２０１条－第２０３条） 

第１４章 多機能型に関する特例（第２０４条・第２０５条） 

第１５章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例（第２０６条・第２０７条） 

第１６章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準（第２０
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８条－第２１２条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第３０条第１項第２号並びに第４３条

第１項及び第２項の規定に基づき，指定障害福祉サービス及び基準該当指定障害福祉サ

ービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定めるとともに，法第３６条第３項

第１号の規定に基づき，指定障害福祉サービス事業者の指定に必要な申請者の要件を定

めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児をいう。 

(2) 支給決定 法第１９条第１項に規定する支給決定をいう。 

(3) 支給決定障害者等 法第５条第２２項に規定する支給決定障害者等をいう。 

(4) 支給量 法第２２条第７項に規定する支給量をいう。 

(5) 受給者証 法第２２条第８項に規定する受給者証をいう。 

(6) 支給決定の有効期間 法第２３条に規定する支給決定の有効期間をいう。 

(7) 指定障害福祉サービス事業者 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス

事業者をいう。 

(8) 指定障害福祉サービス事業者等 法第２９条第２項に規定する指定障害福祉サービ

ス事業者等をいう。 

(9) 指定障害福祉サービス 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。 

(10) 指定障害福祉サービス等 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス等

をいう。 

(11) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第２９条

第３項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に
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当該指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用（法第２９条第１項に規定する

特定費用をいう。以下同じ。）を除く。）の額を超えるときは，当該現に指定障害福

祉サービス等に要した費用の額）をいう。 

(12) 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービ

ス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額及び障害者

自立支援法施行令（平成１８年政令第１０号。以下「令」という。）第４２条の２に

よって読み替えられた法第５８条第３項第１号に規定する指定療養介護医療（以下

「指定療養介護医療」という。）につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法

の例により算定した額又は法第７０条第２項において準用する法第５８条第４項に規

定する厚生労働大臣の定めるところにより算定した額から当該指定療養介護医療につ

き支給すべき療養介護医療費を控除して得た額の合計額をいう。 

(13) 法定代理受領 法第２９条第４項の規定により支給決定障害者等が指定障害福祉

サービス事業者に支払うべき指定障害福祉サービスに要した費用（特定費用を除

く。）について，介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給す

べき額又は法第７０条第２項において準用する法第５８条第５項の規定により，支給

決定障害者（法第１９条第１項の規定により支給決定を受けた障害者をいう。以下同

じ。）が指定障害福祉サービス事業者に支払うべき指定療養介護医療に要した費用に

ついて，療養介護医療費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度において，

当該支給決定障害者等に代わり，当該指定障害福祉サービス事業者に支払われること

をいう。 

(14) 基準該当障害福祉サービス 法第３０条第１項第２号に規定する基準該当障害福

祉サービスをいう。 

(15) 常勤換算方法 事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の従

業者が勤務すべき時間数で除することにより，当該事業所の従業者の員数を常勤の従

業者の員数に換算する方法をいう。 

(16) 多機能型 第７９条に規定する指定生活介護の事業，第１４２条に規定する指定

自立訓練（機能訓練）の事業，第１５３条に規定する指定自立訓練（生活訓練）の事

業，第１６３条に規定する指定就労移行支援の事業，第１７４条に規定する指定就労
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継続支援Ａ型の事業及び第１８８条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業並びに岡

山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第  号。以下「指定通所支援基準条例」という。）第４条に規定する

指定児童発達支援の事業，指定通所支援基準条例第６１条に規定する指定医療型児童

発達支援の事業，指定通所支援基準条例第７１条に規定する指定放課後等デイサービ

スの事業及び指定通所支援基準条例第８１条に規定する指定保育所等訪問支援の事業

のうち２以上の事業を一体的に行うこと（指定通所支援基準条例に規定する事業のみ

を行う場合を除く。）をいう。 

(17) 基準省令 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設

備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７１号）をいう。 

（指定障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 法第３６条第３項第１号の条例で定める者は，法人とする。ただし，療養介護に

係る指定又は短期入所（病院（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項

に規定する病院をいう。以下同じ。）又は診療所（同条第２項に規定する診療所をいう。

以下同じ。）により行われるものに限る。）に係る指定の申請については，この限りで

ない。 

２ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者

をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者

に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡

山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員

であってはならない。 

３ 指定障害福祉サービス事業者（第３章，第４章及び第７章から第１３章までに掲げる

事業を行うものに限る。）は，利用者の意向，適性，障害の特性その他の事情を踏まえ

た計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し，これに基づき利用者に対して指定

障害福祉サービスを提供するとともに，その効果について継続的な評価を実施すること

その他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定障害福祉サービ

スを提供しなければならない。 
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４ 指定障害福祉サービス事業者は，利用者又は障害児の保護者の意思及び人格を尊重し

て，常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立った指定障害福祉サービスの提供に

努めなければならない。 

５ 指定障害福祉サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者

を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等

の措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 居宅介護，重度訪問介護，同行援護及び行動援護 

第１節 基本方針 

第４条 居宅介護に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定居宅介護」と

いう。）の事業は，利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう，当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて，入浴，

排せつ及び食事等の介護，調理，洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び

助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

２ 重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業は，重度の肢体不自由者であって常

時介護を要する障害者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう，当該障害者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて，入浴，排

せつ及び食事等の介護，調理，洗濯及び掃除等の家事，外出時における移動中の介護並

びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行

うものでなければならない。 

３ 同行援護に係る指定障害福祉サービスの事業は，視覚障害により，移動に著しい困難

を有する障害者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う，当該障害者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて，外出時にお

いて，当該障害者等に同行し，移動に必要な情報の提供，移動の援護，排せつ及び食事

等の介護その他の当該障害者等の外出時に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでな

ければならない。 

４ 行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業は，利用者が居宅において自立した日常

生活又は社会生活を営むことができるよう，当該利用者の身体その他の状況及びその置

かれている環境に応じて，当該利用者が行動する際に生じ得る危険を回避するために必
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要な援護，外出時における移動中の介護，排せつ及び食事等の介護その他の当該利用者

が行動する際に必要な援助を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５条 指定居宅介護の事業を行う者（以下この章において「指定居宅介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下この章において「指定居宅介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者（指定居宅介護の提供に当たる者として基準省令第５条第

１項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５３８号により厚生労働大臣が定めるもの

をいう。以下この節及び第４節において同じ。）の員数は，常勤換算方法で，２．５以

上とする。 

２ 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所ごとに，常勤の従業者であって専ら指定

居宅介護の職務に従事するもののうち事業の規模（当該指定居宅介護事業者が重度訪問

介護，同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を併せて受け，

かつ，指定居宅介護の事業と重度訪問介護，同行援護又は行動援護に係る指定障害福祉

サービスの事業とを同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては，当該

事業所において一体的に運営している指定居宅介護及び重度訪問介護，同行援護又は行

動援護に係る指定障害福祉サービスの事業の規模）に応じて１人以上の者をサービス提

供責任者としなければならない。この場合において，当該サービス提供責任者の員数に

ついては，事業の規模に応じて常勤換算方法によることができる。 

３ 前項の事業の規模は，前３月の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

４ 第２項のサービス提供責任者は，介護福祉士その他規則で定める者でなければならな

い。 

（管理者） 

第６条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし，指定居宅介護事業所の管理上支障がない場

合は，当該指定居宅介護事業所の他の職務に従事させ，又は同一敷地内にある他の事業

所，施設等の職務に従事させることができるものとする。 
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（準用） 

第７条 前２条の規定は，重度訪問介護，同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サー

ビスの事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第８条 指定居宅介護事業所には，事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区

画を設けるほか，指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項の規定は，重度訪問介護，同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの

事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定居宅介護事業者は，支給決定障害者等が指定居宅介護の利用の申込みを行っ

たときは，当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ，当該利用申

込者に対し，第３２条に規定する運営規程の概要，従業者の勤務体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，

当該指定居宅介護の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７７条の規定に基

づき書面の交付を行う場合は，利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければな

らない。 

（契約支給量の報告等） 

第１０条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護を提供するときは，当該指定居宅介護の

内容，支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量（以下この章にお

いて「契約支給量」という。）その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記

載事項」という。）を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

２ 契約支給量の総量は，当該支給決定障害者等に係る支給量を超えてはならない。 

３ 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは，受給者証記載

事項その他の必要な事項を当該支給決定を行った市町村に対し遅滞なく報告しなければ

ならない。 
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４ 前３項の規定は，受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（提供拒否の禁止） 

第１１条 指定居宅介護事業者は，正当な理由がなく，指定居宅介護の提供を拒んではな

らない。 

（連絡調整に対する協力） 

第１２条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護の利用について市町村又は一般相談支援

事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に，できる限り協力しなければ

ならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１３条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事

業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し，利用申込者

に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は，適当な他

の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格の確認） 

第１４条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護の提供を求められた場合は，その者の提

示する受給者証によって，支給決定の有無，支給決定の有効期間，支給量等を確かめる

ものとする。 

（介護給付費の支給の申請に係る援助） 

第１５条 指定居宅介護事業者は，居宅介護に係る支給決定を受けていない者から利用の

申込みがあった場合は，その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費の支給の申請が行

われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，居宅介護に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮

し，支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費の支給申請について，必要な援助を行

わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１６条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護の提供に当たっては，利用者の心身の状

況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把

握に努めなければならない。 
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（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第１７条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護を提供するに当たっては，地域及び家庭

との結び付きを重視した運営を行い，市町村，他の指定障害福祉サービス事業者等その

他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。 

２ 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護の提供の終了に際しては，利用者又はその家族

に対して適切な援助を行うとともに，保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１８条 指定居宅介護事業者は，従業者に身分を証する書類を携行させ，初回訪問時及

び利用者又はその家族から求められたときは，これを提示すべき旨を指導しなければな

らない。 

（サービスの提供の記録） 

第１９条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護を提供した際は，当該指定居宅介護の提

供日，内容その他必要な事項を，指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，前項の規定による記録に際しては，支給決定障害者等から指

定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

（指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第２０条 指定居宅介護事業者が，指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金

銭の支払を求めることができるのは，当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させる

ものであって，当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るもの

とする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は，当該金銭の使途及び額並びに支給決定障

害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに，支給決

定障害者等に対し説明を行い，その同意を得なければならない。ただし，次条第１項か

ら第３項までに掲げる支払については，この限りでない。 

（利用者負担額等の受領） 

第２１条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護を提供した際は，支給決定障害者等から
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当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定居宅介護事業者は，法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は，支給

決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を

受けるものとする。 

３ 指定居宅介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，支給決定障害者等の選定に

より通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は，それに

要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。 

４ 指定居宅介護事業者は，前３項の費用の額の支払を受けた場合は，当該費用に係る領

収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。 

５ 指定居宅介護事業者は，第３項の費用に係るサービスの提供に当たっては，あらかじ

め，支給決定障害者等に対し，当該サービスの内容及び費用について説明を行い，支給

決定障害者等の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第２２条 指定居宅介護事業者は，支給決定障害者等の依頼を受けて，当該支給決定障害

者等が同一の月に当該指定居宅介護事業者が提供する指定居宅介護及び他の指定障害福

祉サービス等を受けたときは，当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サービス等に係

る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定居宅介護及び他の指定障害福祉サー

ビス等につき法第２９条第３項（法第３１条第１項の規定により読み替えて適用される

場合を含む。）の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額

の合計額（以下「利用者負担額合計額」という。）を算定しなければならない。この場

合において，当該指定居宅介護事業者は，利用者負担額合計額を市町村に報告するとと

もに，当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害

福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第２３条 指定居宅介護事業者は，法定代理受領により市町村から指定居宅介護に係る介

護給付費の支給を受けた場合は，支給決定障害者等に対し，当該支給決定障害者等に係

る介護給付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，第２１条第２項の法定代理受領を行わない指定居宅介護に係
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る費用の支払を受けた場合は，その提供した指定居宅介護の内容，費用の額その他必要

と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しな

ければならない。 

（指定居宅介護の基本取扱方針） 

第２４条 指定居宅介護は，利用者が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう，当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じ適

切に提供されなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，多用な評価の手法を用いてその提供する指定居宅介護の質の

評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（指定居宅介護の具体的取扱方針） 

第２５条 指定居宅介護事業所の従業者が提供する指定居宅介護の方針は，次に掲げると

ころによるものとする。 

(1) 指定居宅介護の提供に当たっては，次条第１項に規定する居宅介護計画に基づき，

利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行うこと。 

(2) 指定居宅介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその

家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行うこと。 

(3) 指定居宅介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術をも

ってサービスの提供を行うこと。 

(4) 常に利用者の心身の状況，その置かれている環境等の的確な把握に努め，利用者又

はその家族に対し，適切な相談及び助言を行うこと。 

２ 指定居宅介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することができる

ように支援しなければならない。 

（居宅介護計画の作成） 

第２６条 サービス提供責任者（第５条第２項に規定するサービス提供責任者をいう。以

下この節において同じ。）は，利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及び希

望等を踏まえて，具体的なサービスの内容等を記載した計画（以下「居宅介護計画」と

いう。）を作成しなければならない。 

２ サービス提供責任者は，居宅介護計画を作成した際は，利用者及びその同居の家族に
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その内容を説明するとともに，当該居宅介護計画を交付しなければならない。 

３ サービス提供責任者は，居宅介護計画作成後においても，当該居宅介護計画の実施状

況の把握を行い，必要に応じて当該居宅介護計画の変更を行うものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は，前項に規定する居宅介護計画の変更について準用する。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第２７条 指定居宅介護事業者は，従業者に，その同居の家族である利用者に対する居宅

介護の提供をさせてはならない。 

（別居親族に対するサービス提供の制限） 

第２８条 指定居宅介護事業者は，従業者に，その別居の親族である利用者であって，規

則で定めるものに対する指定居宅介護の提供をさせてはならない。ただし，別居の親族

である利用者に対する指定居宅介護が規則で定める基準に該当する場合には，この限り

でない。 

（緊急時等の対応） 

第２９条 指定居宅介護事業所の従業者は，現に指定居宅介護の提供を行っているときに

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに医療機関への連絡を行

う等必要な措置を講じなければならない。 

（支給決定障害者等に関する市町村への通知） 

第３０条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護を受けている支給決定障害者等が偽りそ

の他不正な行為によって介護給付費の支給を受け，又は受けようとしたときは，遅滞な

く，意見を付して，その旨を市町村に通知しなければならない。 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第３１条 指定居宅介護事業所の管理者は，当該指定居宅介護事業所の従業者及び業務の

管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業所の管理者は，当該指定居宅介護事業所の従業者にこの節の規定を

遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は，第２６条に規定する業務のほか，指定居宅介護事業所に対す

る指定居宅介護の利用の申込みに係る調整，従業者に対する技術指導等のサービスの内

容の管理等を行うものとする。 
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（運営規程） 

第３２条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する運営規程（第３６条において「運営規程」という。）を定め

ておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定居宅介護の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 成年後見制度の活用支援 

(10) 苦情解決体制の整備 

(11) その他運営に関する重要事項 

（介護等の総合的な提供） 

第３３条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護の提供に当たっては，入浴，排せつ，食

事等の介護又は調理，洗濯，掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし，特定の援

助に偏ることがあってはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第３４条 指定居宅介護事業者は，利用者に対し，適切な指定居宅介護を提供できるよう，

指定居宅介護事業所ごとに，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録

しておかなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所ごとに，当該指定居宅介護事業所の従業

者によって指定居宅介護を提供しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は，従業者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に

従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定居宅介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 
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（衛生管理等） 

第３５条 指定居宅介護事業者は，従業者の清潔の保持及び健康状態について，必要な管

理を行わなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所の設備及び備品等について，衛生的な管

理に努めなければならない。 

（掲示） 

第３６条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所の見やすい場所に，運営規程の概

要，従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第３７条 指定居宅介護事業所の従業者及び管理者は，正当な理由がなく，その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，従業者又は管理者であった者が，正当な理由がなく，その業

務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じな

ければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は，他の指定居宅介護事業者等に対して，利用者又はその家族に

関する情報を提供する際は，あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得

ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第３８条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護を利用しようとする者が，適切かつ円滑

に利用することができるように，当該指定居宅介護事業者が実施する事業の内容に関す

る情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，当該指定居宅介護事業者について広告をする場合においては，

その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第３９条 指定居宅介護事業者は，一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者

若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し，利用者又はそ

の家族に対して当該指定居宅介護事業者を紹介することの対償として，金品その他の財
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産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しく

は他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から，利用者又はその家族を

紹介することの対償として，金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第４０条 指定居宅介護事業者は，その提供した指定居宅介護に関する利用者又はその家

族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置す

る等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は，その提供した指定居宅介護に関し，法第１０条第１項の規定

により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該

職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検

査に応じ，及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力すると

ともに，市町村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。 

４ 指定居宅介護事業者は，その提供した指定居宅介護に関し，法第１１条第２項の規定

により市長が行う報告若しくは指定居宅介護の提供の記録，帳簿書類その他の物件の提

出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ，及び利用者又はその家族からの

苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに，市長から指導又は助言を受けた場合

は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 指定居宅介護事業者は，その提供した指定居宅介護に関し，法第４８条第１項の規定

により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又

は当該職員からの質問若しくは指定居宅介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物

件の検査に応じ，及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協

力するとともに，市町村長から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定居宅介護事業者は，市町村又は市町村長から求めがあった場合には，第３項から
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前項までの改善の内容を市町村又は市町村長に報告しなければならない。 

７ 指定居宅介護事業者は，社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第８

５条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第４１条 指定居宅介護事業者は，利用者に対する指定居宅介護の提供により事故が発生

した場合は，市町村，当該利用者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について，記

録しなければならない。 

３ 指定居宅介護事業者は，利用者に対する指定居宅介護の提供により賠償すべき事故が

発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第４２条 指定居宅介護事業者は，指定居宅介護事業所ごとに経理を区分するとともに，

指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第４３条 指定居宅介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定居宅介護事業者は，利用者に対する指定居宅介護の提供に関する規則で定める記

録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

（準用） 

第４４条 第９条から前条までの規定は，重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事

業について準用する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第

４４条第１項において準用する第３２条」と，第２０条第２項中「次条第１項」とある

のは「第４４条第１項において準用する次条第１項」と，第２３条第２項中「第２１条

第２項」とあるのは「第４４条第１項において準用する第２１条第２項」と，第２５条

第１項第１号中「次条第１項」とあるのは「第４４条第１項において準用する次条第１

項」と，第２６条第１項中「第５条第２項」とあるのは「第７条において準用する第５

条第２項」と，第３１条第３項中「第２６条」とあるのは「第４４条第１項において準
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用する第２６条」と，第３２条中「第３６条」とあるのは「第４４条第１項において準

用する第３６条」と，第３３条中「食事等の介護」とあるのは「食事等の介護，外出時

における移動中の介護」と読み替えるものとする。 

２ 第９条から第３２条まで及び第３４条から前条までの規定は，同行援護及び行動援護

に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。この場合において，第９条第１

項中「第３２条」とあるのは「第４４条第２項において準用する第３２条」と，第２０

条第２項中「次条第１項」とあるのは「第４４条第２項において準用する次条第１項」

と，第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第４４条第２項において準用す

る第２１条第２項」と，第２５条第１項第１号中「次条第１項」とあるのは「第４４条

第２項において準用する次条第１項」と，第２６条第１項中「第５条第２項」とあるの

は「第７条において準用する第５条第２項」と，第３１条第３項中「第２６条」とある

のは「第４４条第２項において準用する第２６条」と，第３２条中「第３６条」とある

のは「第４４条第２項において準用する第３６条」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（従業者の員数） 

第４５条 居宅介護に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準該当居

宅介護」という。）の事業を行う者（以下この節において「基準該当居宅介護事業者」

という。）が，当該事業を行う事業所（以下この節において「基準該当居宅介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（基準該当居宅介護の提供に当たる者として基準

省令第４４条第１項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５３８号により厚生労働大

臣が定めるものをいう。以下この節において同じ。）の員数は，３人以上とする。 

２ 離島その他の地域であって基準省令第４４条第２項に規定する平成１８年厚生労働省

告示第５４０号により厚生労働大臣が定めるものにおいて基準該当居宅介護を提供する

基準該当居宅介護事業者にあっては，前項の規定にかかわらず，基準該当居宅介護事業

所ごとに置くべき従業者の員数は，１人以上とする。 

３ 基準該当居宅介護事業者は，基準該当居宅介護事業所ごとに，従業者のうち１人以上

の者をサービス提供責任者としなければならない。 

（管理者） 
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第４６条 基準該当居宅介護事業者は，基準該当居宅介護事業所ごとに専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。ただし，基準該当居宅介護事業所の管理上支障

がない場合は，当該基準該当居宅介護事業所の他の職務に従事させ，又は同一敷地内に

ある他の事業所，施設等の職務に従事させることができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第４７条 基準該当居宅介護事業所には，事業の運営を行うために必要な広さの区画を設

けるほか，基準該当居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第４８条 基準該当居宅介護事業者は，従業者に，その同居の家族である利用者に対する

居宅介護の提供をさせてはならない。ただし，同居の家族である利用者に対する居宅介

護が規則で定める基準に該当する場合には，この限りでない。 

（運営に関する基準） 

第４９条 第４条第１項及び前節（第２１条第１項，第２２条，第２３条第１項，第２７

条，第３３条及び第４４条を除く。）の規定は，基準該当居宅介護の事業について準用

する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第４９条第１項に

おいて準用する第３２条」と，第２０条第２項中「次条第１項から第３項まで」とある

のは「第４９条第１項において準用する次条第２項及び第３項」と，第２３条第２項中

「第２１条第２項」とあるのは「第４９条第１項において準用する第２１条第２項」と，

第２５条第１項第１号中「次条第１項」とあるのは「第４９条第１項において準用する

次条第１項」と，第２６条第１項中「第５条第２項」とあるのは「第４５条第３項」と，

第３１条第３項中「第２６条」とあるのは「第４９条第１項において準用する第２６

条」と，第３２条中「第３６条」とあるのは「第４９条第１項において準用する第３６

条」と読み替えるものとする。 

２ 第４条第２項から第４項まで，前節（第２１条第１項，第２２条，第２３条第１項，

第２７条，第３３条及び第４４条を除く。）及び第４５条から前条までの規定は，重度

訪問介護，同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サービスの事業について準用

する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第４９条第２項に

おいて準用する第３２条」と，第２０条第２項中「次条第１項から第３項まで」とある
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のは「第４９条第２項において準用する次条第２項及び第３項」と，第２３条第２項中

「第２１条第２項」とあるのは「第４９条第２項において準用する第２１条第２項」と，

第２５条第１項第１号中「次条第１項」とあるのは「第４９条第２項において準用する

次条第１項」と，第２６条第１項中「第５条第２項」とあるのは「第４５条第３項」と，

第３１条第３項中「第２６条」とあるのは「第４９条第２項において準用する第２６

条」と，第３２条中「第３６条」とあるのは「第４９条第２項において準用する第３６

条」と読み替えるものとする。 

第３章 療養介護 

第１節 基本方針 

第５０条 療養介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定療養介護」という。）の事

業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，障害者自立支

援法施行規則（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「施行規則」という。）第２条

の２に規定する者に対して，当該者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応

じて，機能訓練，療養上の管理，看護，医学的管理の下における介護及び日常生活上の

世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５１条 指定療養介護の事業を行う者（以下「指定療養介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定療養介護事業所」という。）に置くべき従業者及びその

員数は，次のとおりとする。 

(1) 医師 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６５条第４項第１号に規定する厚

生労働大臣の定める基準以上 

(2) 看護職員（看護師，准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。） 指定

療養介護の単位ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を２で除した数以上 

(3) 生活支援員 指定療養介護の単位ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を４で除し

た数以上とすること。ただし，看護職員が，常勤換算方法で，利用者の数を２で除し

た数以上置かれている指定療養介護の単位については，置かれている看護職員の数か

ら利用者の数を２で除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるも
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のとする。 

(4) サービス管理責任者（指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者と

して基準省令第５０条第４項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４４号により

厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 指定療養介護事業所ごとに，ア又

はイに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 第１項第２号及び第３号の指定療養介護の単位は，指定療養介護であって，その提供

が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

４ 第１項第３号及び第４号に規定する指定療養介護事業所の従業者は，専ら当該指定療

養介護事業所の職務に従事する者又は前項の指定療養介護の単位ごとに専ら当該指定療

養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合

は，この限りでない。 

５ 第１項第３号の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

６ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

７ 指定療養介護事業者が，医療型障害児入所施設（児童福祉法（昭和２２年法律第１６

４号）第４２条第２号に規定する医療型障害児入所施設をいう。以下この項及び第５３

条第３項において同じ。）に係る指定障害児入所施設（同法第２４条の２第１項に規定

する指定障害児入所施設をいう。以下同じ。）の指定を受け，かつ，指定療養介護と指

定入所支援（同項に規定する指定入所支援をいう。次項及び第５３条第３項において同

じ。）とを同一の施設において一体的に提供している場合については，岡山市指定障害

児入所施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第  

号。第５３条第３項において「指定入所施設基準条例」という。）第５２条に規定する

人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 
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８ 指定療養介護事業者が，指定医療機関（児童福祉法第６条の２第３項に規定する指定

医療機関をいう。）の設置者である場合であって，療養介護と指定入所支援とを同一の

機関において一体的に提供しているときは，指定医療機関として適切な医療その他のサ

ービスを提供するのに必要な人員を確保していることをもって，第１項から第６項まで

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第５２条 指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所ごとに専らその職務に従事する管

理者を置かなければならない。ただし，指定療養介護事業所の管理上支障がない場合は，

当該指定療養介護事業所の他の職務に従事させ，又は当該指定療養介護事業所以外の事

業所，施設等の職務に従事させることができるものとする。 

２ 指定療養介護事業所の管理者は，医師でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第５３条 指定療養介護事業所は，医療法に規定する病院として必要とされる設備及び多

目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備は，専ら当該指定療養介護事業所の用に供するものでなければな

らない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

３ 指定療養介護事業者が，医療型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設の指定を受

け，かつ，指定療養介護と指定入所支援とを同一の施設において一体的に提供している

場合については，指定入所施設基準条例第５３条に規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって，前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（契約支給量の報告等） 

第５４条 指定療養介護事業者は，入所又は退所に際しては，入所又は退所の年月日その

他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事項」という。）を支給決定障害

者の受給者証に記載しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は，指定療養介護の利用に係る契約をしたときは，受給者証記載

事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 
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３ 前２項の規定は，受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（サービスの提供の記録） 

第５５条 指定療養介護事業者は，指定療養介護を提供した際は，当該指定療養介護の提

供日，内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は，前項の規定による記録に際しては，支給決定障害者等から指

定療養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第５６条 指定療養介護事業者は，指定療養介護を提供した際は，支給決定障害者から当

該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定療養介護事業者は，法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は，支給

決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療

養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又

は法第７０条第２項において準用する法第５８条第４項に規定する厚生労働大臣の定め

るところにより算定した額の支払を受けるものとする。 

３ 指定療養介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定療養介護において提供

される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けること

ができる。 

(1) 日用品費 

(2) 前号に掲げるもののほか，指定療養介護において提供される便宜に要する費用のう

ち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支給決定障害者に

負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定療養介護事業者は，前３項の費用の額の支払を受けた場合は，当該費用に係る領

収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定療養介護事業者は，第３項の費用に係る便宜の提供に当たっては，あらかじめ，

支給決定障害者に対し，当該便宜の内容及び費用について説明を行い，支給決定障害者

の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第５７条 指定療養介護事業者は，支給決定障害者が同一の月に当該指定療養介護事業者
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が提供する指定療養介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは，当該指定療

養介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額並びに指定療養介護

医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第

７０条第２項において準用する法第５８条第４項に規定する厚生労働大臣の定めるとこ

ろにより算定した額から当該指定療養介護医療につき支給すべき療養介護医療費の額を

控除して得た額の合計額（以下この条において「利用者負担額等合計額」という。）を

算定しなければならない。この場合において，当該指定療養介護事業者は，利用者負担

額等合計額を市町村に報告するとともに，当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福

祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

（介護給付費の額に係る通知等） 

第５８条 指定療養介護事業者は，法定代理受領により市町村から指定療養介護に係る介

護給付費及び療養介護医療費の支給を受けた場合は，支給決定障害者に対し，当該支給

決定障害者に係る介護給付費及び療養介護医療費の額を通知しなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は，第５６条第２項の法定代理受領を行わない指定療養介護に係

る費用の支払を受けた場合は，その提供した指定療養介護の内容，費用の額その他必要

と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者に対して交付しなけ

ればならない。 

（指定療養介護の取扱方針） 

第５９条 指定療養介護事業者は，次条第１項に規定する療養介護計画に基づき，利用者

の心身の状況等に応じて，その者の支援を適切に行うとともに，指定療養介護の提供が

漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定療養介護事業所の従業者は，指定療養介護の提供に当たっては，懇切丁寧を旨と

し，利用者又はその家族に対し，支援上必要な事項について，理解しやすいように説明

を行わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は，多用な評価の手法を用いてその提供する指定療養介護の質の

評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（療養介護計画の作成等） 

第６０条 指定療養介護事業所の管理者は，サービス管理責任者に指定療養介護に係る個
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別支援計画（以下この章において「療養介護計画」という。）の作成に関する業務を担

当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に当たっては，適切な方法により，利用

者について，その有する能力，その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価

を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を

行い，利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援

内容の検討をしなければならない。 

３ サービス管理責任者は，アセスメントに当たっては，利用者に面接して行わなければ

ならない。この場合において，サービス管理責任者は，面接の趣旨を利用者に対して十

分に説明し，理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，利用者及び

その家族の生活に対する意向，総合的な支援の方針，生活全般の質を向上させるための

課題，指定療養介護の目標及びその達成時期，指定療養介護を提供する上での留意事項

等を記載した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において，当該

指定療養介護事業所が提供する指定療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉

サービス等との連携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならな

い。 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する指定療養介

護の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し，前項に規定する療

養介護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者

又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，療養介護計画を作成した際には，当該療養介護計画を利用者

に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成後，療養介護計画の実施状況の把握（利

用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行う

とともに，少なくとも６月に１回以上，療養介護計画の見直しを行い，必要に応じて療

養介護計画の変更を行うものとする。 
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９ サービス管理責任者は，モニタリングに当たっては，利用者及びその家族等との連絡

を継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 

(1) 定期的に利用者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する療養介護計画の変更について準

用する。 

（サービス管理責任者の責務） 

第６１条 サービス管理責任者は，前条に規定する業務のほか，次に掲げる業務を行うも

のとする。 

(1) 利用申込者の利用に際して，その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する

照会等により，その者の心身の状況，当該指定療養介護事業所以外における指定障害

福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

(2) 利用者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，利用者が自立した日常生

活を営むことができるよう定期的に検討するとともに，自立した日常生活を営むこと

ができると認められる利用者に対し，必要な支援を行うこと。 

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談及び援助） 

第６２条 指定療養介護事業者は，常に利用者の心身の状況，その置かれている環境等の

的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，必

要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することができる

ように支援しなければならない。 

（機能訓練） 

第６３条 指定療養介護事業者は，利用者の心身の諸機能の維持回復を図り，日常生活の

自立を助けるため，必要な機能訓練を行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第６４条 看護及び医学的管理の下における介護は，利用者の病状及び心身の状況に応じ，
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利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって行われなけれ

ばならない。 

２ 指定療養介護事業者は，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切な方法により，排

せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替

えなければならない。 

４ 指定療養介護事業者は，前３項に定めるもののほか，利用者に対し，離床，着替え及

び整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

５ 指定療養介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指定療養介

護事業所の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（その他のサービスの提供） 

第６５条 指定療養介護事業者は，適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう

努めなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るとともに，利用者とその家

族の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第６６条 指定療養介護事業所の従業者は，現に指定療養介護の提供を行っているときに

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに他の専門医療機関への

連絡を行う等必要な措置を講じなければならない。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第６７条 指定療養介護事業者は，指定療養介護を受けている支給決定障害者が次の各号

のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知しなけれ

ばならない。 

(1) 正当な理由なしに指定療養介護の利用に関する指示に従わないことにより，障害の

状態等を悪化させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費若しくは特例介護給付費又は療養介護医

療費を受け，又は受けようとしたとき。 

（管理者の責務） 
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第６８条 指定療養介護事業所の管理者は，当該指定療養介護事業所の従業者及び業務の

管理その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定療養介護事業所の管理者は，当該指定療養介護事業所の従業者にこの節の規定を

遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第６９条 指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する運営規程（第７４条において「運営規程」という。）を定め

ておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 利用定員 

(4) 指定療養介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

(5) サービス利用に当たっての留意事項 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(9) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第７０条 指定療養介護事業者は，利用者に対し，適切な指定療養介護を提供できるよう，

指定療養介護事業所ごとに，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録

しておかなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所ごとに，当該指定療養介護事業所の従業

者によって指定療養介護を提供しなければならない。ただし，利用者の支援に直接影響

を及ぼさない業務については，この限りでない。 
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３ 指定療養介護事業者は，従業者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に

従い研修を実施しなければならない。 

４ 指定療養介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第７１条 指定療養介護事業者は，利用定員を超えて指定療養介護の提供を行ってはなら

ない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（非常災害対策） 

第７２条 指定療養介護事業者は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け

なければならない。 

２ 指定療養介護事業者は，当該事業所が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定され

る非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する

具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連絡の

体制を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に従業者に

周知しなければならない。 

３ 指定療養介護事業者は，当該事業所の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなけれ

ばならない。 

４ 指定療養介護事業者は，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又は救出

に係る訓練その他必要な訓練をその実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならな

い。 

５ 指定療養介護事業者は，非常災害における利用者等の安全の確保が図られるよう，あ

らかじめ，近隣の自治体，地域住民，指定障害福祉サービス事業を行う者その他の保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制

の整備に努めるものとする。 

６ 指定療養介護事業者は，非常災害時において，障害者，高齢者，乳幼児等特に配慮を

要する者の受入れに努めるものとする。 

（衛生管理等） 

第７３条 指定療養介護事業者は，利用者の使用する設備及び飲用に供する水について，

衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，医薬品及び医療機器の
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管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し，又

はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（掲示） 

第７４条 指定療養介護事業者は，指定療養介護事業所の見やすい場所に，運営規程の概

要，従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項を掲示しなければならない。 

（身体拘束等の禁止） 

第７５条 指定療養介護事業者は，指定療養介護の提供に当たっては，利用者又は他の利

用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利

用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 指定療養介護事業者は，やむを得ず身体拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しな

ければならない。 

（地域との連携等） 

第７６条 指定療養介護事業者は，その事業の運営に当たっては，地域住民又はその自発

的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（記録の整備） 

第７７条 指定療養介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定療養介護事業者は，利用者に対する指定療養介護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 第６０条第１項に規定する療養介護計画 

(2) 第５５条第１項に規定するサービスの提供の記録 

(3) 第６７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 第７５条第２項に規定する身体拘束等の記録 

(5) 次条において準用する第４０条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ
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た処置についての記録 

(7) 第７０条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(8) 法第６条に規定する自立支援給付及び第５６条第１項から第３項までに規定する利

用者負担額等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第７８条 第９条，第１１条，第１２条，第１４条から第１７条まで，第２０条，第３７

条，第３８条第１項及び第３９条から第４１条までの規定は，指定療養介護の事業につ

いて準用する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第６９

条」と，第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは「第５６条第１項」と読み替える

ものとする。 

第４章 生活介護 

第１節 基本方針 

第７９条 生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定生活介護」という。）の事

業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，施行規則第２

条の４に規定する者に対して，入浴，排せつ及び食事の介護，創作的活動又は生産活動

の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第８０条 指定生活介護の事業を行う者（以下「指定生活介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定生活介護事業所」という。）に置くべき従業者及びその

員数は，次のとおりとする。 

(1) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要

な数 

(2) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章，第８章，第９

章，第１６章及び附則第２条において同じ。），理学療法士又は作業療法士及び生活

支援員 

ア 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，指定生活介護の

単位ごとに，常勤換算方法で，（ア）から（ウ）までに掲げる平均障害程度区分
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（基準省令第７８条第１項第２号に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４２号

により厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害程度区分の平均値をいう。

以下同じ。）に応じ，それぞれ（ア）から（ウ）までに掲げる数とすること。 

(ｱ) 平均障害程度区分が４未満 利用者の数を６で除した数以上 

(ｲ) 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数以上 

(ｳ) 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除した数以上 

イ 看護職員の数は，指定生活介護の単位ごとに，１以上とすること。 

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は，利用者に対して日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う場合は，指定生活介護の単位ごとに，当該訓

練を行うために必要な数とすること。 

エ 生活支援員の数は，指定生活介護の単位ごとに，１以上とすること。 

(3) サービス管理責任者 指定生活介護事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用者の数の

区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 第１項の指定生活介護の単位は，指定生活介護であって，その提供が同時に１又は複

数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には，これら

の者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力

を有する看護師その他の規則で定める者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５ 第１項及び前項に規定する指定生活介護事業所の従業者は，専ら当該指定生活介護事

業所の職務に従事する者又は指定生活介護の単位ごとに専ら当該指定生活介護の提供に

当たる者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りで

ない。 

６ 第１項第２号の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 
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７ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（管理者） 

第８１条 指定生活介護事業者は，指定生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管

理者を置かなければならない。ただし，指定生活介護事業所の管理上支障がない場合は，

当該指定生活介護事業所の他の職務に従事させ，又は当該指定生活介護事業所以外の事

業所，施設等の職務に従事させることができるものとする。 

２ 指定生活介護事業所の管理者は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１９条第

１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業（同法第２条第１項に規定する

社会福祉事業をいう。以下同じ。）に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力

を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第８２条 指定生活介護事業者は，指定生活介護事業所における主たる事業所（以下この

条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条

において「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては，主たる事業所及び従たる事業所の従業者

（サービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ１人以上は，常勤かつ専ら当該主たる

事業所又は当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第８３条 指定生活介護事業所は，訓練・作業室，相談室，洗面所，便所及び多目的室そ

の他運営に必要な設備を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。 
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３ 第１項に規定する相談室及び多目的室は，利用者の支援に支障がない場合は，兼用す

ることができる。 

４ 第１項に規定する設備は，専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければ

ならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（利用者負担額等の受領） 

第８４条 指定生活介護事業者は，指定生活介護を提供した際は，支給決定障害者から当

該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定生活介護事業者は，法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は，支給

決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受

けるものとする。 

３ 指定生活介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定生活介護において提供

される便宜に要する費用のうち，次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けるこ

とができる。 

(1) 食事の提供に要する費用 

(2) 創作的活動に係る材料費 

(3) 日用品費 

(4) 前３号に掲げるもののほか，指定生活介護において提供される便宜に要する費用の

うち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支給決定障害者

に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号に掲げる費用については，基準省令第８２条第４項に規定する平成１８年

厚生労働省告示第５４５号により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定生活介護事業者は，第１項から第３項までの費用の額の支払を受けた場合は，当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければな

らない。 

６ 指定生活介護事業者は，第３項の費用に係る便宜の提供に当たっては，あらかじめ，

支給決定障害者に対し，当該便宜の内容及び費用について説明を行い，支給決定障害者

の同意を得なければならない。 
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（介護） 

第８５条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援及び日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切な方法により，排せつの自

立について必要な援助を行わなければならない。 

３ 指定生活介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替

えなければならない。 

４ 指定生活介護事業者は，前３項に定めるもののほか，利用者に対し，離床，着替え及

び整容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

５ 指定生活介護事業者は，常時１人以上の従業者を介護に従事させなければならない。 

６ 指定生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指定生活介

護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第８６条 指定生活介護事業者は，生産活動の機会の提供に当たっては，地域の実情並び

に製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は，生産活動の機会の提供に当たっては，生産活動に従事する者

の作業時間，作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

３ 指定生活介護事業者は，生産活動の機会の提供に当たっては，生産活動の能率の向上

が図られるよう，利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

４ 指定生活介護事業者は，生産活動の機会の提供に当たっては，防じん設備又は消火設

備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（工賃の支払） 

第８７条 指定生活介護事業者は，生産活動に従事している者に，生産活動に係る事業の

収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支

払わなければならない。 

（食事） 

第８８条 指定生活介護事業者は，あらかじめ，利用者に対し食事の提供の有無を説明し，

提供を行う場合には，その内容及び費用に関して説明を行い，利用者の同意を得なけれ
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ばならない。 

２ 指定生活介護事業者は，食事の提供に当たっては，利用者の心身の状況及びし好を考

慮し，適切な時間に食事の提供を行うとともに，利用者の年齢及び障害の特性に応じた，

適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため，必要な栄養管理を行わなければならな

い。 

３ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

４ 指定生活介護事業者は，食事の提供を行う場合であって，指定生活介護事業所に栄養

士を置かないときは，献立の内容，栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指

導を受けるよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第８９条 指定生活介護事業者は，常に利用者の健康の状況に注意するとともに，健康保

持のための適切な措置を講じなければならない。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第９０条 指定生活介護事業者は，指定生活介護を受けている支給決定障害者が次の各号

のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知しなけれ

ばならない。 

(1) 正当な理由なしに指定生活介護の利用に関する指示に従わないことにより，障害の

状態等を悪化させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は特例介護給付費を受け，又は受けよ

うとしたとき。 

（運営規程） 

第９１条 指定生活介護事業者は，指定生活介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する運営規程（第９４条において「運営規程」という。）を定め

ておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 利用定員 
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(5) 指定生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービスの利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(11) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(13) 成年後見制度の活用支援 

(14) 苦情解決体制の整備 

(15) その他運営に関する重要事項 

（衛生管理等） 

第９２条 指定生活介護事業者は，利用者の使用する設備及び飲用に供する水について，

衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，健康管理等に必要とな

る機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定生活介護事業者は，指定生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し，又

はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関） 

第９３条 指定生活介護事業者は，利用者の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，協

力医療機関を定めておかなければならない。 

（掲示） 

第９４条 指定生活介護事業者は，指定生活介護事業所の見やすい場所に，運営規程の概

要，従業者の勤務の体制，前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に

資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（準用） 

第９５条 第９条から第１７条まで，第１９条，第２０条，第２２条，第２３条，第２９

条，第３７条から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，第６８条，第７０条から

第７２条まで及び第７５条から第７７条までの規定は，指定生活介護の事業について準
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用する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第９１条」と，

第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは「第８４条第１項」と，第２３条第２項中

「第２１条第２項」とあるのは「第８４条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１

項」とあるのは「第９５条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とある

のは「生活介護計画」と，同条第３項中「図らなければならない」とあるのは「図ると

ともに，それらの結果の公表に努めなければならない」と，第６０条中「療養介護計

画」とあるのは「生活介護計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第９５条におい

て準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第９５条にお

いて準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と，同項第

２号中「第５５条第１項」とあるのは「第９５条において準用する第１９条第１項」と，

同項第３号中「第６７条」とあるのは「第９０条」と，同項第４号中「第７５条第２

項」とあるのは「第９５条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６

号中「次条」とあるのは「第９５条」と，同項第７号中「第７０条第１項」とあるのは

「第９５条において準用する第７０条第１項」と，同項第８号中「第５６条第１項から

第３項まで」とあるのは「第８４条第１項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当生活介護の基準） 

第９６条 生活介護に係る基準該当障害福祉サービス（第２０８条に規定する特定基準該

当生活介護を除く。以下この節において「基準該当生活介護」という。）の事業を行う

者（以下この節において「基準該当生活介護事業者」という。）が当該事業に関して満

たすべき基準は，次のとおりとする。 

(1) 指定通所介護事業者（岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関

する基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号。以下「指定居宅サービス等基

準条例」という。）第１０２条第１項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同

じ。）であって，地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を

受けることが困難な障害者に対して指定通所介護（指定居宅サービス等基準条例第１

０１条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）を提供するものであること。 

(2) 指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第１０２条第１項に規定する指
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定通所介護事業所をいう。以下同じ。）の食堂及び機能訓練室（指定居宅サービス等

基準条例第１０４条第２項第１号に規定する食堂及び機能訓練室をいう。以下同

じ。）の面積を，指定通所介護の利用者の数と基準該当生活介護を受ける利用者の数

の合計数で除して得た面積が３平方メートル以上であること。 

(3) 指定通所介護事業所の従業者の員数が，当該指定通所介護事業所が提供する指定通

所介護の利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該当生活介護を受ける利用者の

数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所として必要とされる数

以上であること。 

(4) 基準該当生活介護を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため，指定生

活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例） 

第９７条 次に掲げる要件を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業者（岡山市指定地域

密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年

市条例第  号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第８４条第１項

に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。）が地域において生

活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して

指定小規模多機能型居宅介護（指定地域密着型サービス基準条例第８３条に規定する指

定小規模多機能型居宅介護をいう。）のうち通いサービス（指定地域密着型サービス基

準条例第８４条第１項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。）を提供する場合に

は，当該通いサービスを基準該当生活介護と，当該通いサービスを行う指定小規模多機

能型居宅介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項に規定する指定

小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。）を基準該当生活介護事業所とみな

す。この場合において，前条の規定は，当該指定小規模多機能型居宅介護事業所につい

ては適用しない。 

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員（当該指定小規模多機能型居宅

介護事業所の登録者（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項に規定する登

録者をいう。）の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービ

ス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第３４条に規定する政令等規制事業に係る
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省令の特例に関する措置を定める省令（平成１５年厚生労働省令第１３２号。以下

「特区省令」という。）第４条第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービ

スを利用するために当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者の数の

合計数の上限をいう。以下この条において同じ。）を２５人以下とすること。 

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員（当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該

当生活介護とみなされる通いサービス又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓

練とみなされる通いサービスを受ける障害者の数の合計数の１日当たりの上限をいう。

以下同じ。）を登録定員の２分の１から１５人までの範囲内とすること。 

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂（指定地域密着型サービス

基準条例第８８条第２項第１号に規定する居間及び食堂をいう。）は，機能を十分に

発揮しうる適当な広さを有すること。 

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が，当該指定小規模多機能

型居宅介護事業所が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数及び

この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は特区省令第４条

第１項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者の数の合計数

であるとした場合における指定地域密着型サービス基準条例第８４条に規定する基準

を満たしていること。 

(5) この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に

対して適切なサービスを提供するため，指定生活介護事業所その他の関係施設から必

要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第９８条 第８４条第２項から第６項までの規定は，基準該当生活介護の事業について準

用する。 

第５章 短期入所 

第１節 基本方針 

第９９条 短期入所に係る指定障害福祉サービス（以下この章において「指定短期入所」

という。）の事業は，利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入
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浴，排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければ

ならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１００条 法第５条第８項に規定する施設が指定短期入所の事業を行う事業所（以下こ

の章において「指定短期入所事業所」という。）として当該施設と一体的に運営を行う

事業所（以下この章において「併設事業所」という。）を設置する場合において，当該

施設及び併設事業所に置くべき従業者の総数は，次の各号に掲げる場合に応じ，当該各

号に定める数とする。 

(1) 指定障害者支援施設（法第２９条第１項に規定する指定障害者支援施設をいう。以

下同じ。）その他の法第５条第８項に規定する施設（入所によるものに限り，次号に

掲げるものを除く。以下この章において「入所施設等」という。）である当該施設が，

指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 当該施設の利用者の数及び併

設事業所の利用者の数の合計数を当該施設の利用者の数とみなした場合において，当

該施設として必要とされる数以上 

(2) 第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護事業者，第１５４条第１項に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）事業者（施行規則第２５条第７号に規定する宿泊型自立

訓練の事業を行う者に限る。）又は第１９８条第１項に規定する指定共同生活援助事

業者（以下この章において「指定共同生活介護事業者等」という。）である当該施設

が，指定短期入所事業所として併設事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短

期入所を提供する時間帯に応じ，それぞれア又はイに定める数 

ア 指定短期入所と同時に第１２４条に規定する指定共同生活介護，第１５３条に規

定する指定自立訓練（生活訓練）（施行規則第２５条第７号に規定する宿泊型自立

訓練に係るものに限る。）又は第１９７条に規定する指定共同生活援助（以下この

章において「指定共同生活介護等」という。）を提供する時間帯 指定共同生活介

護事業所等（当該指定共同生活介護事業者等が設置する当該指定に係る指定共同生

活介護事業所（第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護事業所をいう。），

指定自立訓練（生活訓練）事業所（第１５４条第１項に規定する指定自立訓練（生
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活訓練）事業所をいう。）又は指定共同生活援助事業所（第１９８条第１項に規定

する指定共同生活援助事業所をいう。以下この章において同じ。）の利用者の数及

び併設事業所の利用者の数の合計数を当該指定共同生活介護事業所等の利用者の数

とみなした場合において，当該指定共同生活介護事業所等における生活支援員又は

これに準ずる従業者として必要とされる数以上 

イ 指定短期入所を提供する時間帯（アに掲げるものを除く。） （ア）又は（イ）

に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ，それぞれ（ア）又は

（イ）に定める数 

(ｱ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が６以下 １以上 

(ｲ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が７以上 １に当該日の指定短期入所の利

用者の数が６を超えて６又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

２ 法第５条第８項に規定する施設が，その施設の全部又は一部が利用者に利用されてい

ない居室を利用して指定短期入所の事業を行う場合において，当該事業を行う事業所

（以下この章において「空床利用型事業所」という。）に置くべき従業者の員数は，当

該施設の入所者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該施設の入所者と

みなした場合において，当該施設として必要とされる数以上とする。 

(1) 入所施設等である当該施設が，指定短期入所事業所として空床利用型事業所を設置

する場合 当該施設の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該

施設の利用者の数とみなした場合において，当該施設として必要とされる数以上 

(2) 指定共同生活介護事業者等である当該施設が，指定短期入所事業所として空床利用

型事業所を設置する場合 ア又はイに掲げる指定短期入所を提供する時間帯に応じ，

それぞれア又はイに定める数 

ア 指定短期入所と同時に指定共同生活介護等を提供する時間帯 当該指定共同生活

介護事業所等の利用者の数及び空床利用型事業所の利用者の数の合計数を当該指定

共同生活介護事業所等の利用者の数とみなした場合において，当該指定共同生活介

護事業所等における生活支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 

イ 指定短期入所を提供する時間帯（アに掲げるものを除く。） （ア）又は（イ）

に掲げる当該日の指定短期入所の利用者の数の区分に応じ，それぞれ（ア）又は
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（イ）に掲げる数 

(ｱ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が６以下 １以上 

(ｲ) 当該日の指定短期入所の利用者の数が７以上 １に当該日の指定短期入所の利

用者の数が６を超えて６又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

３ 併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入所事業所（以下この章において

「単独型事業所」という。）に置くべき生活支援員の員数は，次の各号に掲げる場合に

応じ，当該各号に定める数とする。 

(1) 指定生活介護事業所，第１２５条第１項に規定する指定共同生活介護事業所，第１

４３条第１項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所，第１５４条第１項に規定

する指定自立訓練（生活訓練）事業所，第１６４条第１項に規定する指定就労移行支

援事業所，第１７５条第１項に規定する指定就労継続支援Ａ型事業所，指定就労継続

支援Ｂ型事業所（第１８８条に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う者が当該

事業を行う事業所をいう。），第１９８条第１項に規定する指定共同生活援助事業所

又は指定障害児通所支援事業所（児童福祉法第２１条の５の３第１項に規定する指定

通所支援の事業等を行う者が当該事業を行う事業所をいう。）（以下この章において

「指定生活介護事業所等」という。）において指定短期入所の事業を行う場合 ア又

はイに掲げる指定短期入所の事業を行う時間帯に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 指定生活介護，第１２４条に規定する指定共同生活介護，第１４２条に規定する

指定自立訓練（機能訓練），第１５３条に規定する指定自立訓練（生活訓練），第

１７４条に規定する指定就労継続支援Ａ型，第１８８条に規定する指定就労継続支

援Ｂ型，第１９７条に規定する指定共同生活援助又は児童福祉法第２１条の５の３

第１項に規定する指定通所支援のサービス提供時間 当該指定生活介護事業所等の

利用者の数及び当該単独型事業所の利用者の数の合計数を当該指定生活介護事業所

等の利用者の数とみなした場合において，当該指定生活介護事業所等における生活

支援員又はこれに準ずる従業者として必要とされる数以上 

イ 指定生活介護事業所等が指定短期入所の事業を行う時間帯であって，アに掲げる

時間以外の時間 （ア）又は（イ）に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ，そ

れぞれ（ア）又は（イ）に掲げる数 
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(ｱ) 当該日の利用者の数が６以下 １以上 

(ｲ) 当該日の利用者の数が７以上 １に当該日の利用者の数が６を超えて６又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

(2) 指定生活介護事業所等以外で行われる単独型事業所において指定短期入所の事業を

行う場合 前号の（ア）又は（イ）に掲げる当該日の利用者の数の区分に応じ，それ

ぞれ前号の（ア）又は（イ）に掲げる数 

（準用） 

第１０１条 第８１条の規定は，指定短期入所の事業について準用する。この場合におい

て，病院又は診療所により行われる指定短期入所については，第８１条第２項の規定は，

適用しない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第１０２条 指定短期入所事業所は，併設事業所又は法第５条第８項に規定する施設の居

室であって，その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなけれ

ばならない。 

２ 併設事業所にあっては，当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第

５条第８項に規定する施設（以下この章において「併設本体施設」という。）の効率的

運営が可能であり，かつ，当該併設本体施設の入所者の支援に支障がないときは，当該

併設本体施設の設備（居室を除く。）を指定短期入所の事業の用に供することができる

ものとする。 

３ 空床利用型事業所にあっては，当該施設として必要とされる設備を有することで足り

るものとする。 

４ 単独型事業所は，居室，食堂，浴室，洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設け

なければならない。 

５ 前項に規定する設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，４人以下とすること。 

イ 地階に設けてはならないこと。 
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ウ 利用者１人当たりの床面積は，収納設備等を除き８平方メートル以上とすること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(2) 食堂 

ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。 

イ 必要な備品を備えること。 

(3) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 

(4) 洗面所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

(5) 便所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

第４節 運営に関する基準 

（指定短期入所の開始及び終了） 

第１０３条 指定短期入所の事業を行う者（以下この章において「指定短期入所事業者」

という。）は，介護を行う者の疾病その他の理由により居宅において介護を受けること

が一時的に困難となった利用者を対象に，指定短期入所を提供するものとする。 

２ 指定短期入所事業者は，他の指定障害福祉サービス事業者その他保健医療サービス又

は福祉サービスを提供する者との密接な連携により，指定短期入所の提供後においても

提供前と同様に利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう

必要な援助に努めなければならない。 

（入退所の記録の記載等） 

第１０４条 指定短期入所事業者は，入所又は退所に際しては，指定短期入所事業所の名

称，入所又は退所の年月日その他の必要な事項（以下この章において「受給者証記載事

項」という。）を，支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 

２ 指定短期入所事業者は，自らの指定短期入所の提供により，支給決定障害者等が提供

を受けた指定短期入所の量の総量が支給量に達した場合は，当該支給決定障害者等に係
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る受給者証の指定短期入所の提供に係る部分の写しを市町村に提出しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第１０５条 指定短期入所事業者は，指定短期入所を提供した際は，支給決定障害者等か

ら当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定短期入所事業者は，法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は，支給

決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を

受けるものとする。 

３ 指定短期入所事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定短期入所において提供

される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けるこ

とができる。 

(1) 食事の提供に要する費用 

(2) 光熱水費 

(3) 日用品費 

(4) 前３号に掲げるもののほか，指定短期入所において提供される便宜に要する費用の

うち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支給決定障害者

等に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号及び第２号に掲げる費用については，基準省令第１２０条第４項に規定す

る平成１８年厚生労働省告示第５４５号により厚生労働大臣が定めるところによるもの

とする。 

５ 指定短期入所事業者は，第１項から第３項までの費用の額の支払を受けた場合は，当

該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければ

ならない。 

６ 指定短期入所事業者は，第３項の費用に係る便宜の提供に当たっては，あらかじめ，

支給決定障害者等に対し，当該便宜の内容及び費用について説明を行い，支給決定障害

者等の同意を得なければならない。 

（指定短期入所の取扱方針） 

第１０６条 指定短期入所は，利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応

じて，適切に提供されなければならない。 
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２ 指定短期入所事業所の従業者は，指定短期入所の提供に当たっては，懇切丁寧を旨と

し，利用者又はその介護を行う者に対し，サービスの提供方法等について，理解しやす

いように説明を行わなければならない。 

３ 指定短期入所事業者は，多用な評価の手法を用いてその提供する指定短期入所の質の

評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（サービスの提供） 

第１０７条 指定短期入所の提供に当たっては，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自

立の支援と日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定短期入所事業者は，適切な方法により，利用者を入浴させ，又は清拭

し き

しなければ

ならない。 

３ 指定短期入所事業者は，その利用者に対して，支給決定障害者等の負担により，当該

指定短期入所事業所の従業者以外の者による保護を受けさせてはならない。 

４ 指定短期入所事業者は，支給決定障害者等の依頼を受けた場合には，利用者に対して

食事の提供を行わなければならない。 

５ 利用者の食事は，栄養並びに利用者の身体の状況及びし好を考慮したものとするとと

もに，適切な時間に提供しなければならない。 

（運営規程） 

第１０８条 指定短期入所事業者は，次の各号（第１００条第２項の規定の適用を受ける

施設にあっては，第３号を除く。）に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運

営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 利用定員 

(4) 指定短期入所の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額 

(5) サービス利用に当たっての留意事項 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 
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(9) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第１０９条 指定短期入所事業者は，次に掲げる利用者の数以上の利用者に対して同時に

指定短期入所を提供してはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情が

ある場合は，この限りでない。 

(1) 併設事業所にあっては，利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 

(2) 空床利用型事業所にあっては，当該施設の利用定員（第１２５条第１項に規定する

指定共同生活介護事業所又は第１９８条第１項に規定する指定共同生活援助事業所に

あっては，共同生活住居（法第３４条第１項に規定する共同生活住居をいう。以下同

じ。）及びユニット（居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることがで

きる設備により一体的に構成される場所をいう。以下同じ。）の入居定員）及び居室

の定員を超えることとなる利用者の数 

(3) 単独型事業所にあっては，利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者の数 

（準用） 

第１１０条 第９条，第１１条から第１７条まで，第１９条，第２０条，第２２条，第２

３条，第２９条，第３０条，第３７条から第４３条まで，第６２条，第６８条，第７０

条，第７２条，第７５条，第７６条，第８９条及び第９２条から第９４条までの規定は，

指定短期入所の事業について準用する。この場合において，第９条第１項中「第３２

条」とあるのは「第１０８条」と，第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１

０５条第１項」と，第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１０５条第２

項」と，第６８条第２項中「この節」とあるのは「第５章第４節」と，第９４条中「前

条」とあるのは「第１１０条において準用する前条」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例） 
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第１１１条 短期入所に係る基準該当障害福祉サービス（以下この節において「基準該当

短期入所」という。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとお

りとする。 

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業者であって，第９７条の規定により基準該当生活

介護とみなされる通いサービス又は特区省令第４条第１項の規定により自立訓練とみ

なされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に登

録を受けた利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護のうち宿泊サービス（指定地

域密着型サービス基準条例第８４条第５項に規定する宿泊サービスをいう。以下この

条において同じ。）を提供するものであること。 

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスの利用定員（当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所の宿泊サービスを利用する者の数と基準該当短期入所の提

供を受ける利用者の数の合計数の１日当たりの上限をいう。以下この条において同

じ。）を通いサービスの利用定員の３分の１から９人までの範囲内とすること。 

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に個室（指定地域密着型サービス基準条例

第８８条第２項第２号ウに規定する個室をいう。以下この号において同じ。）以外の

宿泊室を設ける場合は，個室以外の宿泊室の面積を宿泊サービスの利用定員から個室

の定員数を減じて得た数で除して得た面積が，おおむね７．４３平方メートル以上で

あること。 

(4) 基準該当短期入所の提供を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため，

指定短期入所事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 

（準用） 

第１１２条 第１０５条第２項から第６項までの規定は，基準該当短期入所の事業につい

て準用する。 

第６章 重度障害者等包括支援 

第１節 基本方針 

第１１３条 重度障害者等包括支援に係る指定障害福祉サービス（以下この章において

「指定重度障害者等包括支援」という。）の事業は，常時介護を要する利用者であって，

その介護の必要の程度が著しく高いものが自立した日常生活又は社会生活を営むことが
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できるよう，当該利用者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて，障害福祉

サービスを包括的に提供し，生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものでなけ

ればならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１１４条 指定重度障害者等包括支援の事業を行う者（以下この章において「指定重度

障害者等包括支援事業者」という。）は，当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定

を受けている指定障害福祉サービス事業者（指定療養介護事業者及び第１９８条第１項

に規定する指定共同生活援助事業者を除く。第１１７条において同じ。）又は指定障害

者支援施設の基準を満たさなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業者は，指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所

（以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。）ごとに，サービ

ス提供責任者を１以上置かなければならない。 

３ 前項のサービス提供責任者は，指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理

を行う者として基準省令第１２７条第３項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４

７号により厚生労働大臣が定めるものでなければならない。 

４ 第２項のサービス提供責任者のうち，１人以上は，専任かつ常勤でなければならない。 

（準用） 

第１１５条 第６条の規定は，指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第１１６条 第８条第１項の規定は，指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（実施主体） 

第１１７条 指定重度障害者等包括支援事業者は，指定障害福祉サービス事業者又は指定

障害者支援施設でなければならない。 

（事業所の体制） 

第１１８条 指定重度障害者等包括支援事業所は，利用者からの連絡に随時対応できる体
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制を有していなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業所は，自ら又は第三者に委託することにより，２以上

の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。 

３ 指定重度障害者等包括支援事業所は，その事業の主たる対象とする利用者に関する専

門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。 

（障害福祉サービスの提供に係る基準） 

第１１９条 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（生活介護，

自立訓練，就労移行支援及び就労継続支援に限る。）を自ら又は第三者に委託すること

により提供する場合にあっては，当該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を

受けて障害福祉サービスを提供する事業所は，岡山市障害福祉サービス事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第  号）又は岡山市障害者支援施

設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第  号）に規定する

基準を満たさなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業者は，従業者に，その同居の家族である利用者に対す

る指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（居宅介護，重度訪問

介護，同行援護及び行動援護に限る。）の提供をさせてはならない。 

３ 指定重度障害者等包括支援において提供する障害福祉サービス（短期入所及び共同生

活介護に限る。）を自ら又は第三者に委託することにより提供する場合にあっては，当

該指定重度障害者等包括支援事業所又は当該委託を受けて障害福祉サービスを提供する

事業所は，その提供する障害福祉サービスごとに，この条例に規定する基準を満たさな

ければならない。 

（指定重度障害者等包括支援の取扱方針） 

第１２０条 指定重度障害者等包括支援事業者は，次条第１項に規定するサービス利用計

画に基づき，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，当該利

用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて，その者の支援を適切に行

うとともに，指定重度障害者等包括支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう

配慮しなければならない。 

２ 指定重度障害者等包括支援事業所の従業者は，指定重度障害者等包括支援の提供に当
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たっては，懇切丁寧を旨とし，利用者又はその家族に対し，支援上必要な事項について，

理解しやすいように説明を行わなければならない。 

３ 指定重度障害者等包括支援事業者は，多用な評価の手法を用いてその提供する指定重

度障害者等包括支援の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

４ 指定重度障害者等包括支援事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用する

ことができるように支援しなければならない。 

（サービス利用計画の作成） 

第１２１条 サービス提供責任者は，利用者又は障害児の保護者の日常生活全般の状況及

び希望等を踏まえて，週を単位として，具体的なサービスの内容等を記載した重度障害

者等包括支援サービス利用計画（以下この章において「サービス利用計画」という。）

を作成しなければならない。 

２ サービス提供責任者は，サービス利用計画の作成に当たっては，サービス担当者会議

（サービス提供責任者がサービス利用計画の作成のためにサービス利用計画の原案に位

置付けた障害福祉サービスの担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集

して行う会議をいう。）の開催，担当者に対する照会等により担当者から専門的な見地

からの意見を求めるものとする。 

３ サービス提供責任者は，サービス利用計画を作成した際は，利用者及びその同居の家

族にその内容を説明するとともに，当該サービス利用計画を交付しなければならない。 

４ サービス提供責任者は，サービス利用計画作成後においても，当該サービス利用計画

の実施状況の把握を行い，必要に応じて当該サービス利用計画の変更を行うものとする。 

５ 第１項から第３項までの規定は，前項に規定するサービス利用計画の変更について準

用する。 

（運営規程） 

第１２２条 指定重度障害者等包括支援事業者は，指定重度障害者等包括支援事業所ごと

に，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければ

ならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 
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(3) 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数 

(4) 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類

及びその額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 事業の主たる対象とする利用者 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 成年後見制度の活用支援 

(10) 苦情解決体制の整備 

(11) その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第１２３条 第９条から第２１条まで，第２３条，第２９条，第３０条，第３５条から第

４３条まで及び第６８条の規定は，指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。

この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第１２２条」と，第２０

条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１２３条において準用する次条第１項」と，

第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１２３条において準用する第２１

条第２項」と，第６８条第２項中「この節」とあるのは「第６章第４節」と読み替える

ものとする。 

第７章 共同生活介護 

第１節 基本方針 

第１２４条 共同生活介護に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活介護」とい

う。）の事業は，利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう，当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応

じて共同生活住居において入浴，排せつ及び食事等の介護，相談その他の日常生活上の

支援を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１２５条 指定共同生活介護の事業を行う者（以下「指定共同生活介護事業者」とい
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う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定共同生活介護事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 世話人 指定共同生活介護事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を６で除し

た数以上 

(2) 生活支援員 指定共同生活介護事業所ごとに，常勤換算方法で，次のアからエまで

に掲げる数の合計数以上 

ア 障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平

成１８年厚生労働省令第４０号。以下「区分省令」という。）第２条第３号に規定

する区分３に該当する利用者の数を９で除した数 

イ 区分省令第２条第４号に規定する区分４に該当する利用者の数を６で除した数 

ウ 区分省令第２条第５号に規定する区分５に該当する利用者の数を４で除した数 

エ 区分省令第２条第６号に規定する区分６に該当する利用者の数を２．５で除した 

数 

(3) サービス管理責任者 指定共同生活介護事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用者の

数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が３０以下 １以上 

イ 利用者の数が３１以上 １に，利用者の数が３０を超えて３０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 第１項に規定する指定共同生活介護の従業者は，専ら指定共同生活介護事業所の職務

に従事する者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限

りでない。 

（管理者） 

第１２６条 指定共同生活介護事業者は，指定共同生活介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定共同生活介護事業所の管

理上支障がない場合は，当該指定共同生活介護事業所の他の職務に従事させ，又は他の

事業所，施設等の職務に従事させることができるものとする。 

236



２ 指定共同生活介護事業所の管理者は，適切な指定共同生活介護を提供するために必要

な知識及び経験を有する者でなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該

当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有

すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第１２７条 指定共同生活介護に係る共同生活住居は，住宅地又は住宅地と同程度に利用

者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり，かつ，入所により日中及

び夜間を通してサービスを提供する施設（以下「入所施設」という。）又は病院の敷地

外にあるようにしなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業所は，１以上の共同生活住居を有するものとし，当該共同生活

住居の入居定員の合計は４人以上とする。 

３ 共同生活住居の配置，構造及び設備は，利用者の特性に応じて工夫されたものでなけ

ればならない。 

４ 共同生活住居は，その入居定員を２人以上１０人以下とする。ただし，既存の建物を

共同生活住居とする場合にあっては，当該共同生活住居の入居定員を２人以上２０人

（市長が特に必要があると認めるときは３０人）以下とすることができる。 

５ 共同生活住居は，１以上のユニットを有するほか，日常生活を営む上で必要な設備を

設けなければならない。 

６ ユニットの入居定員は，２人以上１０人以下とする。 

７ ユニットには，居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設

備を設けることとし，その基準は，次のとおりとする。 

(1) 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，利用者のサービス提供上必要と認め

られる場合は，２人とすることができる。 

(2) 一の居室の面積は，収納設備等を除き，７．４３平方メートル以上とすること。 

第４節 運営に関する基準 

（入退居） 
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第１２８条 指定共同生活介護は，共同生活住居への入居を必要とする利用者（入院治療

を要する者を除く。）に提供するものとする。 

２ 指定共同生活介護事業者は，利用申込者の入居に際しては，その者の心身の状況，生

活歴，病歴等の把握に努めなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業者は，利用者の退居の際は，利用者の希望を踏まえた上で，退

居後の生活環境及び援助の継続性に配慮し，退居に必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定共同生活介護事業者は，利用者の退居に際しては，利用者に対し，適切な援助を

行うとともに，保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。 

（入退居の記録の記載等） 

第１２９条 指定共同生活介護事業者は，入居又は退居に際しては，当該指定共同生活介

護事業者の名称，入居又は退居の年月日その他の必要な事項（次項において「受給者証

記載事項」という。）を，利用者の受給者証に記載しなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は，受給者証記載事項その他の必要な事項を遅滞なく市町村

に対し報告しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） 

第１３０条 指定共同生活介護事業者は，指定共同生活介護を提供した際は，支給決定障

害者から当該指定共同生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定共同生活介護事業者は，法定代理受領を行わない指定共同生活介護を提供した際

は，支給決定障害者から当該指定共同生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準

額の支払を受けるものとする。 

３ 指定共同生活介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定共同生活介護にお

いて提供される便宜に要する費用のうち，次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から

受けることができる。 

(1) 食材料費 

(2) 家賃（法第３４条第１項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された

場合（同条第２項において準用する法第２９条第４項の規定により特定障害者特別給

付費が利用者に代わり当該指定共同生活介護事業者に支払われた場合に限る。）は，
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当該利用者に係る家賃の月額から法第３４条第２項において準用する法第２９条第５

項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の

額を控除した額を限度とする。） 

(3) 光熱水費 

(4) 日用品費 

(5) 前各号に掲げるもののほか，指定共同生活介護において提供される便宜に要する費

用のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支給決定障

害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定共同生活介護事業者は，前３項の費用の額の支払を受けた場合は，当該費用に係

る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。 

５ 指定共同生活介護事業者は，第３項の費用に係る便宜の提供に当たっては，あらかじ

め，支給決定障害者に対し，当該便宜の内容及び費用について説明を行い，支給決定障

害者の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 

第１３１条 指定共同生活介護事業者は，支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生

活介護を受けている者を除く。）が同一の月に当該指定共同生活介護事業者が提供する

指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは，当該指定共同生活

介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければなら

ない。この場合において，当該指定共同生活介護事業者は，利用者負担額合計額を市町

村に報告するとともに，当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提

供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は，支給決定障害者（入居前の体験的な指定共同生活介護を

受けている者に限る。）の依頼を受けて，当該支給決定障害者が同一の月に当該指定共

同生活介護事業者が提供する指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等を受け

たときは，当該指定共同生活介護及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額

合計額を算定しなければならない。この場合において，当該指定共同生活介護事業者は，

利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに，当該支給決定障害者及び当該他の指

定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければなら
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ない。 

（指定共同生活介護の取扱方針） 

第１３２条 指定共同生活介護事業者は，第１４１条において準用する第６０条に規定す

る共同生活介護計画（以下「共同生活介護計画」という。）に基づき，利用者が地域に

おいて日常生活を営むことができるよう，当該利用者の身体及び精神の状況並びにその

置かれている環境に応じて，その者の支援を適切に行うとともに，指定共同生活介護の

提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は，入居前の体験的な利用を希望する者に対して指定共同生

活介護の提供を行う場合には，共同生活介護計画に基づき，当該利用者が，継続した指

定共同生活介護の利用に円滑に移行できるよう配慮するとともに，継続して入居してい

る他の利用者の処遇に支障がないようにしなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業所の従業者は，指定共同生活介護の提供に当たっては，懇切丁

寧を旨とし，利用者又はその家族に対し，支援上必要な事項について，理解しやすいよ

うに説明を行わなければならない。 

４ 指定共同生活介護事業者は，多用な評価の手法を用いてその提供する指定共同生活介

護の質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評価を受

けて，それらの結果の公表に努めなければならない。 

（サービス管理責任者の責務） 

第１３３条 サービス管理責任者は，第１４１条において準用する第６０条に規定する業

務のほか，次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し，その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照

会等により，その者の身体及び精神の状況，当該指定共同生活介護事業所以外におけ

る指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

(2) 利用者の身体及び精神の状況，その置かれている環境等に照らし，利用者が自立し

た日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに，自立した日常生活を

営むことができると認められる利用者に対し，必要な支援を行うこと。 

(3) 利用者が自立した社会生活を営むことができるよう指定生活介護事業所等との連絡

調整を行うこと。 

240



(4) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（介護及び家事等） 

第１３４条 介護は，利用者の身体及び精神の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生

活の充実に資するよう，適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 調理，洗濯その他の家事等は，原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなけ

ればならない。 

３ 指定共同生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指定共

同生活介護事業所の従業者以外の者による介護又は家事等を受けさせてはならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第１３５条 指定共同生活介護事業者は，利用者について，指定生活介護事業所等との連

絡調整，余暇活動の支援等に努めなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は，利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手

続等について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その者の同意を得

て代わって行わなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るとともに，利用者とそ

の家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第１３６条 指定共同生活介護事業者は，指定共同生活介護事業所ごとに，次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) 指定共同生活介護の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

(5) 入居に当たっての留意事項 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(9) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 
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(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１３７条 指定共同生活介護事業者は，利用者に対し，適切な指定共同生活介護を提供

できるよう，指定共同生活介護事業所ごとに，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の

実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は，前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，利用

者が安心して日常生活を送ることができるよう，継続性を重視した指定共同生活介護の

提供に配慮しなければならない。 

３ 指定共同生活介護事業者は，指定共同生活介護事業所ごとに，当該指定共同生活介護

事業所の従業者によって指定共同生活介護を提供しなければならない。ただし，当該指

定共同生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は，こ

の限りでない。 

４ 指定共同生活介護事業者は，前項ただし書の規定により指定共同生活介護に係る生活

支援員の業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては，当該

事業者の業務の実施状況について定期的に確認し，その結果等を記録しなければならな

い。 

５ 指定共同生活介護事業者は，従業者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計

画に従い研修を実施しなければならない。 

６ 指定共同生活介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（支援体制の確保） 

第１３８条 指定共同生活介護事業者は，利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支

援を行うことができるよう，他の障害福祉サービス事業を行う者その他の関係機関との

連携その他の適切な支援体制を確保しなければならない。 

（定員の遵守） 

第１３９条 指定共同生活介護事業者は，共同生活住居及びユニットの入居定員並びに居
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室の定員を超えて入居させてはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事

情がある場合は，この限りでない。 

（協力医療機関等） 

第１４０条 指定共同生活介護事業者は，利用者の病状の急変等に備えるため，あらかじ

め，協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定共同生活介護事業者は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努めな

ければならない。 

（準用） 

第１４１条 第９条，第１１条，第１２条，第１４条から第１７条まで，第２０条，第２

３条，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５５条，第６０条，第６２条，第６８

条，第７２条，第７５条から第７７条まで，第９０条，第９２条及び第９４条の規定は，

指定共同生活介護の事業について準用する。この場合において，第９条第１項中「第３

２条」とあるのは「第１３６条」と，第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは「第

１３０条第１項」と，第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１３０条第

２項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活介護計画」と，第６８条

第２項中「この節」とあるのは「第７章第４節」と，第７７条第２項第１号中「第６０

条」とあるのは「第１４１条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とある

のは「共同生活介護計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１４１

条において準用する第５５条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１

４１条において準用する第９０条」と，同項第４号中「第７５条第２項」とあるのは

「第１４１条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号中「次条」

とあるのは「第１４１条」と，同項第７号中「第７０条第１項」とあるのは「第１３７

条第１項」と，同項第８号中「第５６条第１項から第３項まで」とあるのは「第１３０

条第１項から第３項まで」と，第９４条中「前条の協力医療機関」とあるのは「第１４

０条第１項の協力医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と読み替えるものとす

る。 

第８章 自立訓練（機能訓練） 

第１節 基本方針 
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第１４２条 自立訓練（機能訓練）（施行規則第６条の６第１号に規定する自立訓練（機

能訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（機

能訓練）」という。）の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう，施行規則第６条の７第１号に規定する者に対し，施行規則第６条の６第１

号に規定する期間にわたり，身体機能又は生活能力の維持，向上等のために必要な訓練

その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１４３条 指定自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（機能訓

練）事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立訓練（機能訓練）事

業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ア 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，指定自立訓練

（機能訓練）事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を６で除した数以上とす

ること。 

イ 看護職員の数は，指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，１以上とすること。 

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は，指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，１

以上とすること。 

エ 生活支援員の数は，指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，１以上とすること。 

(2) サービス管理責任者 指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，ア又はイに掲げる

利用者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者が，指定自立訓練（機能訓練）事業所における指定

自立訓練（機能訓練）に併せて，利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練（機

能訓練）（以下この条において「訪問による指定自立訓練（機能訓練）」という。）を

提供する場合は，指定自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，前項に規定する員数の従業
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者に加えて，当該訪問による指定自立訓練（機能訓練）を提供する生活支援員を１人以

上置くものとする。 

３ 第１項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

４ 第１項第１号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には，これら

の者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力

を有する看護師その他の規則で定める者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５ 第１項，第２項及び前項に規定する指定自立訓練（機能訓練）事業所の従業者は，専

ら当該指定自立訓練（機能訓練）事業所の職務に従事する者でなければならない。ただ

し，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

６ 第１項第１号の看護職員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

７ 第１項第１号の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

８ 第１項第２号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（準用） 

第１４４条 第８１条及び第８２条の規定は，指定自立訓練（機能訓練）の事業について

準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第１４５条 第８３条の規定は，指定自立訓練（機能訓練）の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（利用者負担額等の受領） 

第１４６条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は，指定自立訓練（機能訓練）を提供した

際は，支給決定障害者から当該指定自立訓練（機能訓練）に係る利用者負担額の支払を

受けるものとする。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は，法定代理受領を行わない指定自立訓練（機能訓

練）を提供した際は，支給決定障害者から当該指定自立訓練（機能訓練）に係る指定障

害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定自立訓練
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（機能訓練）において提供される便宜に要する費用のうち次に掲げる費用の支払を支給

決定障害者から受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用 

(2) 日用品費 

(3) 前２号に掲げるもののほか，指定自立訓練（機能訓練）において提供される便宜に

要する費用のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支

給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号に掲げる費用については，基準省令第１５９条第４項に規定する平成１８

年厚生労働省告示第５４５号により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は，第１項から第３項までに係る費用の額の支払を

受けた場合は，当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し

交付しなければならない。 

６ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は，第３項の費用に係る便宜の提供に当たっては，

あらかじめ，支給決定障害者に対し，当該便宜の内容及び費用について説明を行い，支

給決定障害者の同意を得なければならない。 

（自立訓練（機能訓練）計画の作成等） 

第１４７条 指定自立訓練（機能訓練）事業所の管理者は，サービス管理責任者に指定自

立訓練（機能訓練）に係る個別支援計画（以下この章において「自立訓練（機能訓練）

計画」という。）の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は，自立訓練（機能訓練）計画の作成に当たっては，適切な方法

により，アセスメントを行い，利用者が自立した日常生活を営むことができるように支

援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ サービス管理責任者は，アセスメントに当たっては，利用者に面接して行わなければ

ならない。この場合において，サービス管理責任者は，面接の趣旨を利用者に対して十

分に説明し，理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，利用者及び

その家族の生活に対する意向，総合的な支援の方針，生活全般の質を向上させるための

課題，指定自立訓練（機能訓練）の目標及びその達成時期，指定自立訓練（機能訓練）
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を提供する上での留意事項等を記載した自立訓練（機能訓練）計画の原案を作成しなけ

ればならない。この場合において，当該指定自立訓練（機能訓練）事業所が提供する指

定自立訓練（機能訓練）以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携

も含めて自立訓練（機能訓練）計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は，自立訓練（機能訓練）計画の作成に係る会議（利用者に対す

る指定自立訓練（機能訓練）の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を

開催し，前項に規定する自立訓練（機能訓練）計画の原案の内容について意見を求める

ものとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定する自立訓練（機能訓練）計画の原案の内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なければなら

ない。 

７ サービス管理責任者は，自立訓練（機能訓練）計画を作成した際には，当該自立訓練

（機能訓練）計画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，自立訓練（機能訓練）計画の作成後，モニタリングを行うと

ともに，少なくとも３月に１回以上，自立訓練（機能訓練）計画の見直しを行い，必要

に応じて自立訓練（機能訓練）計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は，モニタリングに当たっては，利用者及びその家族等との連絡

を継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 

(1) 定期的に利用者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する自立訓練（機能訓練）計画の変

更について準用する。 

（訓練） 

第１４８条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の

自立の支援と日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって訓練を行わなければな

らない。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は，利用者に対し，その有する能力を活用すること
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により，自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，利用者の心身の特性

に応じた必要な訓練を行わなければならない。 

３ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は，常時１人以上の従業者を訓練に従事させなけれ

ばならない。 

４ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当

該指定自立訓練（機能訓練）事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならな

い。 

（地域生活への移行のための支援） 

第１４９条 指定自立訓練（機能訓練）事業者は，利用者が地域において自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう，第１６４条第１項に規定する指定就労移行支

援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し，必要な調整を行わなけれ

ばならない。 

２ 指定自立訓練（機能訓練）事業者は，利用者が地域において安心した日常生活又は社

会生活を営むことができるよう，当該利用者が住宅等における生活に移行した後も，一

定期間，定期的な連絡，相談等を行わなければならない。 

（準用） 

第１５０条 第９条から第２０条まで，第２２条，第２３条，第２９条，第３７条から第

４２条まで，第５９条，第６１条，第６２条，第６８条，第７０条から第７２条まで，

第７５条から第７７条まで及び第８８条から第９４条までの規定は，指定自立訓練（機

能訓練）の事業について準用する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」と

あるのは「第１５０条において準用する第９１条」と，第２０条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第１４６条第１項」と，第２３条第２項中「第２１条第２項」とある

のは「第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１４７

条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，第６１

条中「前条」とあるのは「第１４７条」と，第６８条第２項中「この節」とあるのは

「第８章第４節」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１４７条」

と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，同項第２号中「第

５５条第１項」とあるのは「第１５０条において準用する第１９条第１項」と，同項第
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３号中「第６７条」とあるのは「第１５０条において準用する第９０条」と，同項第４

号中「第７５条第２項」とあるのは「第１５０条において準用する第７５条第２項」と，

同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第１５０条」と，同項第７号中「第７０

条第１項」とあるのは「第１５０条において準用する第７０条第１項」と，同項第８号

中「第５６条第１項から第３項まで」とあるのは「第１４６条第１項から第３項まで」

と，第９１条中「第９４条」とあるのは「第１５０条において準用する第９４条」と，

第９４条中「前条」とあるのは「第１５０条において準用する前条」と読み替えるもの

とする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当自立訓練（機能訓練）の基準） 

第１５１条 自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第２０８条に規定

する特定基準該当自立訓練（機能訓練）を除く。以下この節において「基準該当自立訓

練（機能訓練）」という。）の事業を行う者（以下この節において「基準該当自立訓練

（機能訓練）事業者」という。）が当該事業に関して満たすべき基準は，次のとおりと

する。 

(1) 指定通所介護事業者であって，地域において自立訓練（機能訓練）が提供されてい

ないこと等により自立訓練（機能訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定通

所介護を提供するものであること。 

(2) 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積を，指定通所介護の利用者の数と

基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が３平

方メートル以上であること。 

(3) 指定通所介護事業所の従業者の員数が，当該指定通所介護事業所が提供する指定通

所介護の利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該当自立訓練（機能訓練）を受

ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所として必

要とされる数以上であること。 

(4) 基準該当自立訓練（機能訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを提供する

ため，指定自立訓練（機能訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受

けていること。 
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（準用） 

第１５２条 第１４６条第２項から第６項までの規定は，基準該当自立訓練（機能訓練）

の事業について準用する。 

第９章 自立訓練（生活訓練） 

第１節 基本方針 

第１５３条 自立訓練（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号に規定する自立訓練（生

活訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（生

活訓練）」という。）の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう，施行規則第６条の７第２号に規定する者に対して，施行規則第６条の６第

２号に規定する期間にわたり生活能力の維持，向上等のために必要な支援，訓練その他

の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１５４条 指定自立訓練（生活訓練）の事業を行う者（以下「指定自立訓練（生活訓

練）事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定自立訓練（生活訓練）事

業所」という。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 生活支援員 指定自立訓練（生活訓練）事業所ごとに，常勤換算方法で，アに掲げ

る利用者の数を６で除した数とイに掲げる利用者の数を１０で除した数の合計数以上 

ア イに掲げる利用者以外の利用者 

イ 指定宿泊型自立訓練（指定自立訓練（生活訓練）のうち，施行規則第２５条第７

号に規定する宿泊型自立訓練に係るものをいう。以下同じ。）の利用者 

(2) 地域移行支援員 指定宿泊型自立訓練を行う場合にあっては，指定自立訓練（生活

訓練）事業所ごとに，１以上 

(3) サービス管理責任者 指定自立訓練（生活訓練）事業所ごとに，ア又はイに掲げる

利用者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 
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２ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練

（生活訓練）事業所については，前項第１号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員

及び看護職員」と，「指定自立訓練（生活訓練）事業所」とあるのは「生活支援員及び

看護職員の総数は，指定自立訓練（生活訓練）事業所」と読み替えるものとする。この

場合において，生活支援員及び看護職員の数は，当該指定自立訓練（生活訓練）事業所

ごとに，それぞれ１以上とする。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者が，指定自立訓練（生活訓練）事業所における指定

自立訓練（生活訓練）に併せて，利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練（生

活訓練）（以下この項において「訪問による指定自立訓練（生活訓練）」という。）を

提供する場合は，前２項に規定する員数の従業者に加えて，当該訪問による指定自立訓

練（生活訓練）を提供する生活支援員を１人以上置くものとする。 

４ 第１項（第２項において読み替えられる場合を含む。）の利用者の数は，前年度の平

均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，推定数とする。 

５ 第１項及び第２項に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業所の従業者は，専ら当該

指定自立訓練（生活訓練）事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，利

用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

６ 第１項第１号又は第２項の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

７ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。

ただし，指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所であって，利用者

の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

（準用） 

第１５５条 第８１条及び第８２条の規定は，指定自立訓練（生活訓練）の事業について

準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第１５６条 指定自立訓練（生活訓練）事業所は，訓練・作業室，相談室，洗面所，便所

及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は，次のとおりとする。 
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(1) 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練（生活訓練）事業所にあっては，第１項に規

定する設備のほか，居室及び浴室を設けるものとし，その基準は次のとおりとする。た

だし，指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練（生活訓練）事業所にあっては，同

項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，１人とすること。 

イ 一の居室の面積は，収納設備等を除き，７．４３平方メートル以上とすること。 

(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室は，利用者の支援に支障がない場合は，兼用す

ることができる。 

５ 第１項及び第３項に規定する設備は，専ら当該指定自立訓練（生活訓練）事業所の用

に供するものでなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限

りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第１５７条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，指定自立訓練（生活訓練）（指定宿泊

型自立訓練を除く。）を提供した際は，当該指定自立訓練（生活訓練）の提供日，内容

その他必要な事項を，指定自立訓練（生活訓練）の提供の都度記録しなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，指定宿泊型自立訓練を提供した際は，当該指定

宿泊型自立訓練の提供日，内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，前２項の規定による記録に際しては，支給決定

障害者等から指定自立訓練（生活訓練）を提供したことについて確認を受けなければな
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らない。 

（利用者負担額等の受領） 

第１５８条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，指定自立訓練（生活訓練）を提供した

際は，支給決定障害者から当該指定自立訓練（生活訓練）に係る利用者負担額の支払を

受けるものとする。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，法定代理受領を行わない指定自立訓練（生活訓

練）を提供した際は，支給決定障害者から当該指定自立訓練（生活訓練）に係る指定障

害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定自立訓練

（生活訓練）（指定宿泊型自立訓練を除く。この項において同じ。）において提供され

る便宜に要する費用のうち，次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることが

できる。 

(1) 食事の提供に要する費用 

(2) 日用品費 

(3) 前２号に掲げるもののほか，指定自立訓練（生活訓練）において提供される便宜に

要する費用のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支

給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，指定宿泊型自立訓練を行う場合には，第１項及

び第２項の支払を受ける額のほか，指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要す

る費用のうち，次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用 

(2) 光熱水費 

(3) 居室（国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受け

て建築され，買収され，又は改造されたものを除く。）の提供を行ったことに伴い必

要となる費用 

(4) 日用品費 

(5) 前各号に掲げるもののほか，指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する

費用のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支給決定
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障害者に負担させることが適当と認められるもの 

５ 第３項第１号及び前項第１号から第３号までに掲げる費用については，基準省令第１

７０条第５項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４５号により厚生労働大臣が定

めるところによるものとする。 

６ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，第１項から第４項までに係る費用の額の支払を

受けた場合は，当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し

交付しなければならない。 

７ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，第３項及び第４項の費用に係る便宜の提供に当

たっては，あらかじめ，支給決定障害者に対し，当該便宜の内容及び費用について説明

を行い，支給決定障害者の同意を得なければならない。 

（記録の整備） 

第１５９条 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定自立訓練（生活訓練）事業者は，利用者に対する指定自立訓練（生活訓練）の提

供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 次条において準用する第１４７条第１項の規定により作成する自立訓練（生活訓

練）計画 

(2) 第１５７条第１項及び第２項に規定するサービスの提供の記録 

(3) 次条において準用する第９０条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第７５条第２項に規定する身体拘束等の記録 

(5) 次条において準用する第４０条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第７０条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(8) 法第６条に規定する自立支援給付及び第１５８条第１項から第４項までに規定する

利用者負担額等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第１６０条 第９条から第１８条まで，第２０条，第２２条，第２３条，第２９条，第３
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７条から第４２条まで，第５９条，第６１条，第６２条，第６８条，第７０条から第７

２条まで，第７５条，第７６条，第８８条から第９４条まで，第１３１条，第１４７条，

第１４８条及び第１４９条の規定は，指定自立訓練（生活訓練）の事業について準用す

る。この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第１６０条において

準用する第９１条」と，第２０条第２項中「次条第１項から第３項まで」とあるのは

「第１５８条第１項から第４項まで」と，第２２条中「支給決定障害者等の」とあるの

は「支給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７１条に規定す

る平成１８年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定める者を除く。以下こ

の条において同じ。）の」と，「当該支給決定障害者等」とあるのは「当該支給決定障

害者」と，第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第１５８条第２項」と，

第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１６０条において準用する第１４７条

第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と，第６１条

中「前条」とあるのは「第１６０条において準用する第１４７条」と，第６８条第２項

中「この節」とあるのは「第９章第４節」と，第９１条中「第９４条」とあるのは「第

１６０条において準用する第９４条」と，第９４条中「前条」とあるのは「第１６０条

において準用する前条」と，第１３１条第２項中「支給決定障害者が」とあるのは「支

給決定障害者（指定宿泊型自立訓練を受ける者及び基準省令第１７１条に規定する平成

１８年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定める者に限る。以下この条に

おいて同じ。）が」と，第１４７条中「自立訓練（機能訓練）計画」とあるのは「自立

訓練（生活訓練）計画」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（基準該当自立訓練（生活訓練）の基準） 

第１６１条 自立訓練（生活訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（第２０８条に規定

する特定基準該当自立訓練（生活訓練）を除く。以下この節において「基準該当自立訓

練（生活訓練）」という。）の事業を行う者が当該事業に関して満たすべき基準は，次

のとおりとする。 

(1) 指定通所介護事業者であって，地域において自立訓練（生活訓練）が提供されてい

ないこと等により自立訓練（生活訓練）を受けることが困難な障害者に対して指定通
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所介護を提供するものであること。 

(2) 指定通所介護事業所の食堂及び機能訓練室の面積を，指定通所介護の利用者の数と

基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が３平

方メートル以上であること。 

(3) 指定通所介護事業所の従業者の員数が，当該指定通所介護事業所が提供する指定通

所介護の利用者の数を指定通所介護の利用者及び基準該当自立訓練（生活訓練）を受

ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所として必

要とされる数以上であること。 

(4) 基準該当自立訓練（生活訓練）を受ける利用者に対して適切なサービスを提供する

ため，指定自立訓練（生活訓練）事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受

けていること。 

（準用） 

第１６２条 第１５８条（第１項及び第４項を除く。）の規定は，基準該当自立訓練（生

活訓練）の事業について準用する。 

第１０章 就労移行支援 

第１節 基本方針 

第１６３条 就労移行支援に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労移行支援」とい

う。）の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，施

行規則第６条の９に規定する者に対して，施行規則第６条の８に規定する期間にわたり，

生産活動その他の活動の機会の提供を通じて，就労に必要な知識及び能力の向上のため

に必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１６４条 指定就労移行支援の事業を行う者（以下「指定就労移行支援事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労移行支援事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は，指定就労移行支援事業所ごとに，常勤換算
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方法で，利用者の数を６で除した数以上とすること。 

イ 職業指導員の数は，指定就労移行支援事業所ごとに，１以上とすること。 

ウ 生活支援員の数は，指定就労移行支援事業所ごとに，１以上とすること。 

(2) 就労支援員 指定就労移行支援事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を１５

で除した数以上 

(3) サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用者の

数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 第１項に規定する指定就労移行支援事業所の従業者は，専ら当該指定就労移行支援事

業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合

は，この限りでない。 

４ 第１項第１号の職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以上は，常勤でなけ

ればならない。 

５ 第１項第２号の就労支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

６ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（認定指定就労移行支援事業所の従業者の員数） 

第１６５条 前条の規定にかかわらず，あん摩マツサージ指圧師，はり師及びきゆう師に

係る学校養成施設認定規則（昭和２６年文部省・厚生省令第２号）によるあん摩マッサ

ージ指圧師，はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移

行支援事業所（以下この章において「認定指定就労移行支援事業所」という。）に置く

べき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は，指定就労移行支援事業所ごとに，常勤換算

方法で，利用者の数を１０で除した数以上とすること。 
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イ 職業指導員の数は，指定就労移行支援事業所ごとに，１以上とすること。 

ウ 生活支援員の数は，指定就労移行支援事業所ごとに，１以上とすること。 

(2) サービス管理責任者 指定就労移行支援事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用者の

数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の従業者及びその員数については，前条第２項から第４項まで及び第６項の規定

を準用する。 

（準用） 

第１６６条 第８１条及び第８２条の規定は，指定就労移行支援の事業について準用する。

この場合において，認定指定就労移行支援事業所については，第８２条の規定は，適用

しない。 

第３節 設備に関する基準 

（認定指定就労移行支援事業所の設備） 

第１６７条 次条において準用する第８３条の規定にかかわらず，認定指定就労移行支援

事業所の設備の基準は，あん摩マツサージ指圧師，はり師及びきゆう師に係る学校養成

施設認定規則の規定によりあん摩マッサージ指圧師，はり師又はきゅう師に係る学校又

は養成施設として必要とされる設備を有することとする。 

（準用） 

第１６８条 第８３条の規定は，指定就労移行支援の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（実習の実施） 

第１６９条 指定就労移行支援事業者は，利用者が第１７３条において準用する第１４７

条の就労移行支援計画に基づいて実習できるよう，実習の受入先を確保しなければなら

ない。 

２ 指定就労移行支援事業者は，前項の実習の受入先の確保に当たっては，公共職業安定

所，障害者就業・生活支援センター，特別支援学校等の関係機関と連携して，利用者の
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意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第１７０条 指定就労移行支援事業者は，公共職業安定所での求職の登録その他の利用者

が行う求職活動を支援しなければならない。 

２ 指定就労移行支援事業者は，公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，特別

支援学校等の関係機関と連携して，利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めな

ければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第１７１条 指定就労移行支援事業者は，利用者の職場への定着を促進するため，障害者

就業・生活支援センター等の関係機関と連携して，利用者が就職した日から６月以上，

職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。 

（就職状況の報告） 

第１７２条 指定就労移行支援事業者は，毎年，前年度における就職した利用者の数その

他の就職に関する状況を，市長に報告しなければならない。 

（準用） 

第１７３条 第９条から第１７条まで，第１９条，第２０条，第２２条，第２３条，第２

９条，第３７条から第４２条まで，第５９条，第６１条，第６２条，第６８条，第７０

条から第７２条まで，第７５条から第７７条まで，第８６条から第９４条まで，第１３

１条，第１４６条から第１４８条までの規定は，指定就労移行支援の事業について準用

する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第１７３条におい

て準用する第９１条」と，第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１７３条に

おいて準用する第１４６条第１項」と，第２２条中「支給決定障害者等の」とあるのは

「支給決定障害者（基準省令第１８４条に規定する平成１８年厚生労働省告示第５５３

号において厚生労働大臣が定める者を除く。以下この条において同じ。）の」と，「当

該支給決定障害者等」とあるのは「当該支給決定障害者」と，第２３条第２項中「第２

１条第２項」とあるのは「第１７３条において準用する第１４６条第２項」と，第５９

条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１７３条において準用する第１４７条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労移行支援計画」と，第６１条中「前条」と
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あるのは「第１７３条において準用する第１４７条」と，第６８条第２項中「この節」

とあるのは「第１０章第４節」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは

「第１７３条において準用する第１４７条」と，「療養介護計画」とあるのは「就労移

行支援計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１７３条において準

用する第１９条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１７３条におい

て準用する第９０条」と，同項第４号中「第７５条第２項」とあるのは「第１７３条に

おいて準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第

１７３条」と，同項第７号中「第７０条第１項」とあるのは「第１７３条において準用

する第７０条第１項」と，同項第８号中「第５６条第１項から第３項まで」とあるのは

「第１７３条において準用する第１４６条第１項から第３項まで」と，第９１条中「第

９４条」とあるのは「第１７３条において準用する第９４条」と，第９４条中「前条」

とあるのは「第１７３条において準用する前条」と，第１３１条第２項中「支給決定障

害者が」とあるのは「支給決定障害者（基準省令第１８４条に規定する平成１８年厚生

労働省告示第５５３号において厚生労働大臣が定める者に限る。以下この条において同

じ。）が」，第１４７条中「自立訓練（機能訓練）計画」とあるのは「就労移行支援計

画」と読み替えるものとする。 

第１１章 就労継続支援Ａ型 

第１節 基本方針 

第１７４条 施行規則第６条の１０第１号に規定する就労継続支援Ａ型に係る指定障害福

祉サービス（以下「指定就労継続支援Ａ型」という。）の事業は，利用者が自立した日

常生活又は社会生活を営むことができるよう，専ら施行規則第６条の１０第１号に規定

する者を雇用して就労の機会を提供するとともに，その知識及び能力の向上のために必

要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１７５条 指定就労継続支援Ａ型の事業を行う者（以下「指定就労継続支援Ａ型事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定就労継続支援Ａ型事業所」とい

う。）に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 
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(1) 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は，指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに，常勤

換算方法で，利用者の数を１０で除した数以上とすること。 

イ 職業指導員の数は，指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに，１以上とすること。 

ウ 生活支援員の数は，指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに，１以上とすること。 

(2) サービス管理責任者 指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用

者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 第１項に規定する指定就労継続支援Ａ型事業所の従業者は，専ら当該指定就労継続支

援Ａ型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障が

ない場合は，この限りでない。 

４ 第１項第１号の職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以上は，常勤でなけ

ればならない。 

５ 第１項第２号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（管理者） 

第１７６条 指定就労継続支援Ａ型事業者は，指定就労継続支援Ａ型事業所ごとに専らそ

の職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，指定就労継続支援Ａ型事業

所の管理上支障がない場合は，当該指定就労継続支援Ａ型事業所の他の職務に従事させ，

又は当該指定就労継続支援Ａ型事業所以外の事業所，施設等の職務に従事させることが

できるものとする。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれか

に該当する者，社会福祉事業に２年以上従事した者若しくは企業を経営した経験を有す

る者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるもの

でなければならない。 
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（準用） 

第１７７条 第８２条の規定は，指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第１７８条 指定就労継続支援Ａ型事業所は，訓練・作業室，相談室，洗面所，便所及び

多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 

２ 前項に規定する設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 第１項に規定する訓練・作業室は，指定就労継続支援Ａ型の提供に当たって支障がな

い場合は，設けないことができる。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室その他必要な設備については，利用者への支援

に支障がない場合は，兼用することができる。 

５ 第１項に規定する設備は，専ら当該指定就労継続支援Ａ型事業所の用に供するもので

なければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（実施主体） 

第１７９条 指定就労継続支援Ａ型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は，当該指

定就労継続支援Ａ型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法

律第１２３号）第４４条第１項に規定する子会社以外の者でなければならない。 

（雇用契約の締結等） 

第１８０条 指定就労継続支援Ａ型事業者は，指定就労継続支援Ａ型の提供に当たっては，

利用者と雇用契約を締結しなければならない。 
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２ 前項の規定にかかわらず，指定就労継続支援Ａ型事業者（多機能型により第１８８条

に規定する指定就労継続支援Ｂ型の事業を一体的に行う者を除く。）は，施行規則第６

条の１０第２号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援Ａ型を提

供することができる。 

（就労） 

第１８１条 指定就労継続支援Ａ型事業者は，就労の機会の提供に当たっては，地域の実

情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，就労の機会の提供に当たっては，作業の能率の向上

が図られるよう，利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

（賃金及び工賃） 

第１８２条 指定就労継続支援Ａ型事業者は，第１８０条第１項の規定により雇用契約を

締結した利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため，賃金の水

準を高めるよう努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，第１８０条第２項の規定により雇用契約を締結して

いない利用者（以下この条において「雇用契約を締結していない利用者」という。）に

対しては，生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した

額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，雇用契約を締結していない利用者の自立した日常生

活又は社会生活を営むことを支援するため，前項の規定により支払われる工賃の水準を

高めるよう努めなければならない。 

４ 第２項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる１月

あたりの工賃の平均額は，３千円を下回ってはならない。 

（実習の実施） 

第１８３条 指定就労継続支援Ａ型事業者は，利用者が第１８７条において準用する第６

０条の就労継続支援Ａ型計画に基づいて実習できるよう，実習の受入先の確保に努めな

ければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，前項の実習の受入先の確保に当たっては，公共職業

安定所，障害者就業・生活支援センター，特別支援学校等の関係機関と連携して，利用
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者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第１８４条 指定就労継続支援Ａ型事業者は，公共職業安定所での求職の登録その他の利

用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。 

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は，公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，

特別支援学校等の関係機関と連携して，利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求

人の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援等の実施） 

第１８５条 指定就労継続支援Ａ型事業者は，利用者の職場への定着を促進するため，障

害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して，利用者が就職した日から６月以

上，職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

（利用者及び従業者以外の者の雇用） 

第１８６条 指定就労継続支援Ａ型事業者は，利用者及び従業者以外の者を指定就労継続

支援Ａ型の事業に従事する作業員として雇用する場合は，次の各号に掲げる利用定員の

区分に応じ，当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。 

(1) 利用定員が１０人以上２０人以下 利用定員に１００分の５０を乗じて得た数 

(2) 利用定員が２１人以上３０人以下 １０又は利用定員に１００分の４０を乗じて得

た数のいずれか多い数 

(3) 利用定員が３１人以上 １２又は利用定員に１００分の３０を乗じて得た数のいず

れか多い数 

（準用） 

第１８７条 第９条から第１７条まで，第１９条，第２０条，第２２条，第２３条，第２

９条，第３７条から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，第６８条，第７０条か

ら第７２条まで，第７５条から第７７条まで，第８８条から第９４条まで，第１４６条，

第１４８条及び第１７２条の規定は，指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。

この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第１８７条において準用

する第９１条」と，第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１８７条において

準用する第１４６条第１項」と，第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第
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１８７条において準用する第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条第１項」と

あるのは「第１８７条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは

「就労継続支援Ａ型計画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援

Ａ型計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１８７条において準用する前条」と，

第６８条第２項中「この節」とあるのは「第１１章第４節」と，第７７条第２項第１号

中「第６０条」とあるのは「第１８７条において準用する第６０条」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とある

のは「第１８７条において準用する第１９条第１項」と，同項第３号中「第６７条」と

あるのは「第１８７条において準用する第９０条」と，同項第４号中「第７５条第２

項」とあるのは「第１８７条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第

６号中「次条」とあるのは「第１８７条」と，同項第７号中「第７０条第１項」とある

のは「第１８７条において準用する第７０条第１項」と，同項第８号中「第５６条第１

項から第３項まで」とあるのは「第１８７条において準用する第１４６条第１項から第

３項まで」と，第９１条中「第９４条」とあるのは「第１８７条において準用する第９

４条」と，第９４条中「前条」とあるのは「第１８７条において準用する前条」と読み

替えるものとする。 

第１２章 就労継続支援Ｂ型 

第１節 基本方針 

第１８８条 施行規則第６条の１０第２号に規定する就労継続支援Ｂ型（以下「就労継続

支援Ｂ型」という。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労継続支援Ｂ型」と

いう。）の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，

施行規則第６条の１０第２号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに，生

産活動その他の活動の機会の提供を通じて，その知識及び能力の向上のために必要な訓

練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（準用） 

第１８９条 第８２条，第１７５条及び第１７６条の規定は，指定就労継続支援Ｂ型の事

業について準用する。 
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第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第１９０条 第１７８条の規定は，指定就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（工賃の支払等） 

第１９１条 指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う者（以下「指定就労継続支援Ｂ型事業

者」という。）は，利用者に，生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必

要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

２ 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額（第４

項において「工賃の平均額」という。）は，３千円を下回ってはならない。 

３ 指定就労継続支援Ｂ型事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと

を支援するため，工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 指定就労継続支援Ｂ型事業者は，年度ごとに，工賃の目標水準を設定し，当該工賃の

目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するととも

に，岡山県知事及び市長に報告しなければならない。 

（準用） 

第１９２条 第９条から第１７条まで，第１９条，第２０条，第２２条，第２３条，第２

９条，第３７条から第４２条まで，第５９条から第６２条まで，第６８条，第７０条か

ら第７２条まで，第７５条から第７７条まで，第８６条，第８８条から第９４条まで，

第１４６条，第１４８条及び第１８３条から第１８５条までの規定は，指定就労継続支

援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあ

るのは「第１９２条において準用する第９１条」と，第２０条第２項中「次条第１

項」とあるのは「第１９２条において準用する第１４６条第１項」と，第２３条第２項

中「第２１条第２項」とあるのは「第１９２条において準用する第１４６条第２項」と，

第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第１９２条において準用する次条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養

介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあるのは

「第１９２条において準用する前条」と，第６８条第２項中「この節」とあるのは「第
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１２章第４節」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１９２条にお

いて準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，

同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１９２条において準用する第１９条第

１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１９２条において準用する第９０

条」と，同項第４号中「第７５条第２項」とあるのは「第１９２条において準用する第

７５条第２項」と，同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第１９２条」と，同

項第７号中「第７０条第１項」とあるのは「第１９２条において準用する第７０条第１

項」と，同項第８号中「第５６条第１項から第３項まで」とあるのは「第１９２条にお

いて準用する第１４６条第１項から第３項まで」と，第９１条中「第９４条」とあるの

は「第１９２条において準用する第９４条」と，第９４条中「前条」とあるのは「第１

９２条において準用する前条」と，第１８３条第１項中「第１８７条」とあるのは「第

１９２条」と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み

替えるものとする。 

第５節 基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（実施主体等） 

第１９３条 就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サービス（第２０８条に規定する

特定基準該当就労継続支援Ｂ型を除く。以下「基準該当就労継続支援Ｂ型」という。）

の事業を行う者（以下「基準該当就労継続支援Ｂ型事業者」という。）は，社会福祉法

第２条第２項第７号に掲げる授産施設又は生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第

３８条第１項第４号に掲げる授産施設を経営する者でなければならない。 

２ 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は，基準該当就労継続支援Ｂ型の事業を行う事業所

（以下「基準該当就労継続支援Ｂ型事業所」という。）ごとに，岡山市保護施設の設備

及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第  号。以下この条において

「保護施設基準条例」という。）第３１条に掲げる職員のうちから１人以上の者をサー

ビス管理責任者としなければならない。 

３ 基準該当就労継続支援Ｂ型事業所は，保護施設基準条例に規定する授産施設として必

要とされる設備を有しなければならない。 

（工賃の支払） 
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第１９４条 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は，利用者に，生産活動に係る事業の収入

から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わ

なければならない。 

２ 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は，利用者の自立した日常生活又は社会生活を営む

ことを支援するため，工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第１９５条 基準該当就労継続支援Ｂ型事業者は，基準該当就労継続支援Ｂ型事業所ごと

に，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければ

ならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 基準該当就労継続支援Ｂ型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及

びその額 

(5) サービスの利用に当たっての留意事項 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(9) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（準用） 

第１９６条 第９条から第１２条まで，第１４条から第１７条まで，第１９条，第２０条，

第２３条（第１項を除く。），第２９条，第３７条から第４２条まで，第５９条から第

６２条まで，第７０条，第７２条，第７５条から第７７条まで，第８６条，第８９条，

第９０条，第９２条から第９４条まで，第１４６条（第１項を除く。），第１４８条，
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第１７６条，第１８３条から第１８５条まで及び第１８８条の規定は，基準該当就労継

続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合において，第９条第１項中「第３２条」

とあるのは「第１９５条」と，第２０条第２項中「次条第１項」とあるのは「第１９６

条において準用する第１４６条第２項」と，第２３条第２項中「第２１条第２項」とあ

るのは「第１９６条において準用する第１４６条第２項」と，第５９条第１項中「次条

第１項」とあるのは「第１９６条において準用する次条第１項」と，「療養介護計画」

とあるのは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，第６０条中「療養介護計画」とある

のは「基準該当就労継続支援Ｂ型計画」と，第６１条中「前条」とあるのは「第１９６

条において準用する前条」と，第７７条第２項第１号中「第６０条」とあるのは「第１

９６条において準用する第６０条」と，「療養介護計画」とあるのは「基準該当就労継

続支援Ｂ型計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第１９６条におい

て準用する第１９条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第１９６条に

おいて準用する第９０条」と，同項第４号中「第７５条第２項」とあるのは「第１９６

条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは

「第１９６条」と，同項第７号中「第７０条第１項」とあるのは「第１９６条において

準用する第７０条第１項」と，同項第８号中「第５６条第１項から第３項まで」とある

のは「第１９６条において準用する第１４６条第２項及び第３項」と，第９４条中「前

条」とあるのは「第１９６条において準用する前条」と，第１８３条第１項中「第１８

７条」とあるのは「第１９６条」と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「基準該当

就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるものとする。 

第１３章 共同生活援助 

第１節 基本方針 

第１９７条 共同生活援助に係る指定障害福祉サービス（以下「指定共同生活援助」とい

う。）の事業は，利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営む

ことができるよう，当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応

じて共同生活住居において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うもの

でなければならない。 

第２節 人員に関する基準 
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（従業者の員数） 

第１９８条 指定共同生活援助の事業を行う者（以下「指定共同生活援助事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定共同生活援助事業所」という。）に置くべ

き従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 世話人 指定共同生活援助事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を１０で除

した数以上 

(2) サービス管理責任者 指定共同生活援助事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用者の

数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が３０以下 １以上 

イ 利用者の数が３１以上 １に，利用者の数が３０を超えて３０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 第１項に規定する指定共同生活援助の従業者は，専ら指定共同生活援助事業所の職務

に従事する者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限

りでない。 

（準用） 

第１９９条 第１２６条の規定は，指定共同生活援助の事業について準用する。 

第３節 設備に関する基準 

（準用） 

第２００条 第１２７条の規定は，指定共同生活援助の事業について準用する。 

第４節 運営に関する基準 

（家事等） 

第２０１条 調理，洗濯その他の家事等は，原則として利用者と従業者が共同で行うよう

努めなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指定共

同生活援助事業所の従業者以外の者による家事等を受けさせてはならない。 

（勤務体制の確保等） 
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第２０２条 指定共同生活援助事業者は，利用者に対し，適切な指定共同生活援助を提供

できるよう，指定共同生活援助事業所ごとに，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の

実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定共同生活援助事業者は，前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，利用

者が安心して日常生活を送ることができるよう，継続性を重視した指定共同生活援助の

提供に配慮しなければならない。 

３ 指定共同生活援助事業者は，指定共同生活援助事業所ごとに，当該指定共同生活援助

事業所の従業者によって指定共同生活援助を提供しなければならない。 

４ 指定共同生活援助事業者は，従業者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計

画に従い研修を実施しなければならない。 

５ 指定共同生活援助事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（準用） 

第２０３条 第９条，第１１条，第１２条，第１４条から第１７条まで，第２０条，第２

３条，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５５条，第６０条，第６２条，第６８

条，第７２条，第７５条から第７７条まで，第９０条，第９２条，第９４条，第１２８

条から第１３３条まで，第１３５条，第１３６条及び第１３８条から第１４０条までの

規定は，指定共同生活援助の事業について準用する。この場合において，第９条第１項

中「第３２条」とあるのは「第２０３条において準用する第１３６条」と，第２０条第

２項中「次条第１項」とあるのは「第２０３条において準用する第１３０条第１項」と，

第２３条第２項中「第２１条第２項」とあるのは「第２０３条において準用する第１３

０条第２項」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と，第

６８条第２項中「この節」とあるのは「第１３章第４節」と，第７７条第２項第１号中

「第６０条」とあるのは「第２０３条において準用する第６０条」と，「療養介護計

画」とあるのは「共同生活援助計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは

「第２０３条において準用する第５５条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とある

のは「第２０３条において準用する第９０条」と，同項第４号中「第７５条第２項」と

あるのは「第２０３条において準用する第７５条第２項」と，同項第５号及び第６号中

「次条」とあるのは「第２０３条」と，同項第７号中「第７０条第１項」とあるのは
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「第２０２条第１項」と，同項第８号中「第５６条第１項から第３項まで」とあるのは

「第２０３条において準用する第１３０条第１項から第３項まで」と，第９４条中「前

条の協力医療機関」とあるのは「第２０３条において準用する第１４０条第１項の協力

医療機関及び同条第２項の協力歯科医療機関」と，「第１３０条第３項第２号中「当該

指定共同生活介護事業者」とあるのは「当該指定共同生活援助事業者」と，第１３２条

第１項及び第２項中「共同生活介護計画」とあるのは「共同生活援助計画」と，第１３

２条第１項及び第１３３条第１項中「第１４１条」とあるのは「第２０３条」と，第１

３３条第３号及び第１３５条第１項中「指定生活介護事業所」とあるのは「指定自立訓

練（生活訓練）事業所」と読み替えるものとする。 

第１４章 多機能型に関する特例 

（従業者の員数等に関する特例） 

第２０４条 多機能型による指定生活介護事業所，指定自立訓練（機能訓練）事業所，指

定自立訓練（生活訓練）事業所，指定就労移行支援事業所，指定就労継続支援Ａ型事業

所及び指定就労継続支援Ｂ型事業所（指定就労継続支援Ｂ型事業者が指定就労継続支援

Ｂ型の事業を行う事業所をいう。）並びに指定児童発達支援事業所（指定通所支援基準

条例第５条に規定する指定児童発達支援事業所をいう。），指定医療型児童発達支援事

業所（指定通所支援基準条例第６２条に規定する指定医療型児童発達支援事業所をい

う。）及び指定放課後等デイサービス事業所（指定通所支援基準条例第７２条に規定す

る指定放課後等デイサービス事業所をいう。）（以下「多機能型事業所」と総称す

る。）は，一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が２０人未満である

場合は，第８０条第６項，第１４３条第６項及び第７項，第１５４条第６項，第１６４

条第４項及び第５項並びに第１７５条第４項（第１８９条において準用する場合を含

む。）の規定にかかわらず，当該多機能型事業所に置くべき従業者（医師及びサービス

管理責任者を除く。）のうち，１人以上の者を常勤でなければならないものとすること

ができる。 

２ 多機能型事業所（指定児童発達支援事業所，指定医療型児童発達支援事業所及び指定

放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。以下この条に

おいて同じ。）は，第８０条第１項第３号及び第７項，第１４３条第１項第２号及び第
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８項，第１５４条第１項第３号及び第７項，第１６４条第１項第３号及び第６項並びに

第１７５条第１項第２号及び第５項（これらの規定を第１８９条において準用する場合

を含む。）の規定にかかわらず，一体的に事業を行う多機能型事業所のうち基準省令第

２１５条第２項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４４号により厚生労働大臣が

定めるものを一の事業所であるとみなして，当該一の事業所とみなされた事業所に置く

べきサービス管理責任者の数を，次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の

合計の区分に応じ，当該各号に定める数とし，この項の規定により置くべきものとされ

るサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならないものとすることが

できる。 

(1) 利用者の数の合計が６０以下 １以上 

(2) 利用者の数の合計が６１以上 １に，利用者の数の合計が６０を超えて４０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

（設備の特例） 

第２０５条 多機能型事業所については，サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつ

つ，一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 

第１５章 一体型指定共同生活介護事業所等に関する特例 

（従業者の員数に関する特例） 

第２０６条 指定共同生活介護の事業及び指定共同生活援助の事業（以下「指定共同生活

介護の事業等」という。）を一体的に行う指定共同生活介護事業所（以下「一体型指定

共同生活介護事業所」という。）及び指定共同生活援助事業所（以下「一体型指定共同

生活援助事業所」という。）に置くべき世話人及びサービス管理責任者の員数は，第１

２５条第１項第１号及び第３号並びに第１９８条第１項の規定にかかわらず，次のとお

りとする。 

(1) 世話人 当該一体型指定共同生活介護事業所及び当該一体型指定共同生活援助事業

所を一の事業所であるとみなして，当該一の事業所とみなされた事業所ごとに，常勤

換算方法で，当該一体型指定共同生活介護事業所及び当該一体型指定共同生活援助事

業所の利用者の数の合計を６で除した数以上 

(2) サービス管理責任者 当該一体型指定共同生活介護事業所及び当該一体型指定共同
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生活援助事業所を一の事業所であるとみなして，当該一の事業所とみなされた事業所

ごとに，ア又はイに掲げる当該一体型指定共同生活介護事業所及び当該一体型指定共

同生活援助事業所の利用者の数の合計の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数の合計が３０以下 １以上 

イ 利用者の数の合計が３１以上 １に，利用者の数の合計が３０を超えて３０又は

その端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

（設備及び定員の遵守に関する特例） 

第２０７条 一体型指定共同生活介護事業所及び一体型指定共同生活援助事業所において

は，これらの事業所の利用者の数の合計及びその入居定員の合計をこれらの事業所の利

用者の数及び入居定員とみなして第１２７条（第２００条において準用する場合を含

む。）及び第１３９条（第２０３条において準用する場合を含む。）の規定を適用する。 

第１６章 離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準 

（離島その他の地域における基準該当障害福祉サービスに関する基準） 

第２０８条 離島その他の地域であって基準省令第２１９条に規定する平成１８年厚生労

働省告示第５４０号により厚生労働大臣が定めるもののうち，将来的にも利用者の確保

の見込みがないとして市長が認めるものであって，障害福祉サービスが提供されていな

いこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおける生活介護に係る

基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当生活介護」という。），

自立訓練（機能訓練）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定基

準該当自立訓練（機能訓練）」という。），自立訓練（生活訓練）（宿泊型自立訓練を

除く。）に係る基準該当障害福祉サービス（以下この章において「特定基準該当自立訓

練（生活訓練）」という。）又は就労継続支援Ｂ型に係る基準該当障害福祉サービス

（以下この章において「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」という。）（以下「特定基準

該当障害福祉サービス」と総称する。）の事業のうち２以上の事業を一体的に行う事業

者（以下「特定基準該当障害福祉サービス事業者」という。）が当該特定基準該当障害

福祉サービスの事業に関して満たすべき基準は，次条から第２１２条までに定めるとこ

ろによる。 

（従業者の員数） 
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第２０９条 特定基準該当障害福祉サービス事業者が特定基準該当障害福祉サービスを行

う事業所（以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。）に

置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 医師（特定基準該当生活介護を提供する事業所に限る。） 利用者に対して日常生

活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

(2) 看護職員（特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練（機能訓練）を提供す

る事業所に限る。） １以上 

(3) 理学療法士又は作業療法士（特定基準該当生活介護を提供する事業所における利用

者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練又は特定基準

該当自立訓練（機能訓練）を提供する事業所に限る。） １以上 

(4) 生活支援員 常勤換算方法で，アに掲げる利用者の数を６で除して得た数及びイに

掲げる利用者の数を１０で除して得た数の合計数以上 

ア 特定基準該当生活介護，特定基準該当自立訓練（機能訓練）及び特定基準該当自

立訓練（生活訓練）の利用者 

イ 特定基準該当就労継続支援Ｂ型の利用者 

(5) 職業指導員（特定基準該当就労継続支援Ｂ型を提供する事業所に限る。） １以上 

(6) サービス管理責任者 １以上 

２ 前項第３号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な特定基準該当障害福

祉サービス事業所（特定基準該当自立訓練（機能訓練）を提供する事業所を除く。）は，

これらの者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行

う能力を有する看護師その他の規則で定める者を機能訓練指導員として置くことができ

る。 

３ 第１項第４号の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

４ 第１項第６号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（管理者） 

第２１０条 特定基準該当障害福祉サービス事業者は，特定基準該当障害福祉サービス事

業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，特定基準

該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は，当該特定基準該当障害福祉サ
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ービス事業所の他の職務に従事させることができるものとする。 

（利用定員） 

第２１１条 特定基準該当障害福祉サービス事業所の利用定員は，その利用定員を１０人

以上とする。 

（準用） 

第２１２条 第９条から第１２条まで，第１４条から第１７条まで，第１９条，第２０条，

第２３条第２項，第２９条，第３７条から第４２条まで，第５９条から第６１条まで，

第６８条，第７０条から第７２条まで，第７７条，第８３条，第９１条（第１０号を除

く。）及び第９４条の規定は，特定基準該当障害福祉サービスの事業について準用する。

この場合において，第９条第１項中「第３２条」とあるのは「第２１２条第１項におい

て準用する第９１条（第１０号を除く。）」と，第１５条中「介護給付費」とあるのは

「特例介護給付費又は特例訓練等給付費」と，第２０条第２項中「次条第１項から第３

項まで」とあるのは「第２１２条第２項において準用する第８４条第２項及び第３項，

第２１２条第３項及び第５項において準用する第１４６条第２項及び第３項並びに第２

１２条第４項において準用する第１５８条第２項及び第３項」と，第２３条第２項中

「第２１条第２項」とあるのは「第２１２条第２項において準用する第８４条第２項，

第２１２条第３項及び第５項において準用する第１４６条第２項並びに第２１２条第４

項において準用する第１５８条第２項」と，第３７条第３項中「指定居宅介護事業者

等」とあるのは「障害福祉サービス事業を行う者等」と，第４２条中「指定居宅介護事

業所ごとに経理を区分するとともに，指定居宅介護の事業の会計をその他の事業の会計

と」とあるのは「その提供する特定基準該当障害福祉サービスの事業ごとに，その会計

を」と，第５９条第１項中「次条第１項」とあるのは「第２１２条第１項において準用

する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計

画」と，第６０条中「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計

画」と，同条第８項中「６月」とあるのは「６月（特定基準該当障害福祉サービス計画

のうち特定基準該当自立訓練（機能訓練）に係る計画又は特定基準該当自立訓練（生活

訓練）に係る計画にあっては，３月）」と，第６１条中「前条」とあるのは「第２１２

条第１項において準用する前条」と，第６８条第２項中「この節」とあるのは「第１６
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章」と，第７７条第２項第１号中「第６０条第１項」とあるのは「第２１２条第１項に

おいて準用する第６０条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「特定基準該当障害

福祉サービス計画」と，同項第２号中「第５５条第１項」とあるのは「第２１２条第１

項において準用する第１９条第１項」と，同項第３号中「第６７条」とあるのは「第２

１２条第２項から第５項までにおいて準用する第９０条」と，同項第４号中「第７５条

第２項」とあるのは「第２１２条第２項から第５項までにおいて準用する第７５条第２

項」と，同項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第２１２条第１項」と，同項第

７号中「第７０条第１項」とあるのは「第２１２条第１項において準用する第７０条第

１項」と，同項第８号中「第５６条第１項から第３項まで」とあるのは「第２１２条第

２項において準用する第８４条第２項及び第３項，第２１２条第３項及び第５項におい

て準用する第１４６条第２項及び第３項並びに第２１２条第４項において準用する第１

５８条第２項及び第３項」と，第９４条中「前条」とあるのは「第２１２条第２項から

第５項までにおいて準用する第９３条」と読み替えるものとする。 

２ 第６２条，第７５条，第７６条，第７９条，第８４条（第１項を除く。），第８５条

（第５項を除く。），第８６条から第９０条まで，第９２条及び第９３条の規定は，特

定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準該当生活介護の事業を行う者に限る。）

について準用する。この場合において，第７５条第１項中「指定療養介護」とあるのは

「特定基準該当生活介護」と，第７９条中「生活介護に係る指定障害福祉サービス（以

下「指定生活介護」という。）」とあるのは「特定基準該当生活介護」と，第８４条中

「指定生活介護」とあるのは「特定基準該当生活介護」と，第８５条第６項及び第８８

条第４項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業

所」と，第９０条第２号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例介護給

付費」と，第９２条第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福

祉サービス事業所」と読み替えるものとする。 

３ 第６２条，第７５条，第７６条，第８８条から第９０条まで，第９２条，第９３条，

第１４２条，第１４６条（第１項を除く。），第１４８条（第３項を除く。）及び第１

４９条第２項の規定は，特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準該当自立訓練

（機能訓練）の事業を行う者に限る。）について準用する。この場合において，第７５
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条第１項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当自立訓練（機能訓練）」と，第

８８条第４項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事

業所」と，第９０条第２号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるのは「特例訓練

等給付費」と，第９２条第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障

害福祉サービス事業所」と，第１４２条中「自立訓練（機能訓練）（施行規則第６条の

６第１号に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サ

ービス（以下「指定自立訓練（機能訓練）」という。）」とあるのは「特定基準該当自

立訓練（機能訓練）」と，第１４６条中「指定自立訓練（機能訓練）」とあるのは「特

定基準該当自立訓練（機能訓練）」と，第１４８条第４項中「指定自立訓練（機能訓

練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と読み替えるものと

する。 

４ 第６２条，第７５条，第７６条，第８８条から第９０条まで，第９２条，第９３条，

第１４８条（第３項を除く。），第１４９条第２項，第１５３条及び第１５８条（第１

項及び第４項を除く。）の規定は，特定基準該当障害福祉サービス事業者（特定基準該

当自立訓練（生活訓練）の事業を行う者に限る。）について準用する。この場合におい

て，第７５条第１項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該当自立訓練（生活訓

練）」と，第８８条第４項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定基準該当障害福

祉サービス事業所」と，第９０条第２号中「介護給付費又は特例介護給付費」とあるの

は「特例訓練等給付費」と，第９２条第２項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特

定基準該当障害福祉サービス事業所」と，第１４８条第４項中「指定自立訓練（機能訓

練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と，第１５３条中

「自立訓練（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓練）

をいう。以下同じ。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定自立訓練（生活訓

練）」という。）」とあるのは「特定基準該当自立訓練（生活訓練）」と，第１５８条

中「指定自立訓練（生活訓練）」とあるのは「特定基準該当自立訓練（生活訓練）」と

読み替えるものとする。 

５ 第６２条，第７５条，第７６条，第８６条，第８８条から第９０条まで，第９２条，

第９３条，第１４６条（第１項を除く。），第１４８条（第３項を除く。），第１８３
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条から第１８５条まで，第１８８条及び第１９１条の規定は，特定基準該当障害福祉サ

ービス事業者（特定基準該当就労継続支援Ｂ型の事業を行う者に限る。）について準用

する。この場合において，第７５条第１項中「指定療養介護」とあるのは「特定基準該

当就労継続支援Ｂ型」と，第８８条第４項中「指定生活介護事業所」とあるのは「特定

基準該当障害福祉サービス事業所」と，第９０条第２号中「介護給付費又は特例介護給

付費」とあるのは「特例訓練等給付費」と，第９２条第２項中「指定生活介護事業所」

とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業所」と，第１４６条中「指定自立訓練

（機能訓練）」とあるのは「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と，第１４８条第４項中

「指定自立訓練（機能訓練）事業所」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス事業

所」と，第１８３条第１項中「第１８７条」とあるのは「第２１２条第１項」と，「就

労継続支援Ａ型計画」とあるのは「特定基準該当障害福祉サービス計画」と，第１８８

条中「施行規則第６条の１０第２号に規定する就労継続支援Ｂ型（以下「就労継続支援

Ｂ型」という。）に係る指定障害福祉サービス（以下「指定就労継続支援Ｂ型」とい

う。）」とあるのは「特定基準該当就労継続支援Ｂ型」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（指定生活介護事業所に置くべき従業者の員数に関する経過措置） 

第２条 第８０条第１項第２号アの規定にかかわらず，第１号の厚生労働大臣が定める者

に対し指定生活介護を提供する指定生活介護事業所に置くべき看護職員，理学療法士又

は作業療法士及び生活支援員の総数は，当分の間，指定生活介護の単位ごとに，常勤換

算方法で，次に掲げる数を合計した数以上とする。 

(1) 次のアからウまでに掲げる利用者（基準省令附則第４条第１項第１号に規定する平

成１８年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定める者を除く。以下この

号において同じ。）の平均障害程度区分に応じ，それぞれアからウまでに掲げる数 

ア 平均障害程度区分が４未満 利用者の数を６で除した数 

イ 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数 

ウ 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除した数 
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(2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した数 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合の前

項の利用者の数は，推定数とする。 

（地域移行型ホームの特例） 

第３条 第１２７条第１項（第２００条において準用する場合を含む。）の規定にかかわ

らず，次の各号のいずれにも該当するものとして市長が認めた場合であって，平成２４

年４月１日において入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居とする指定

共同生活介護の事業等を行っている者については，当該共同生活介護の事業等を行う事

業所において指定共同生活介護の事業等を行う場合に限り，同日以後においても指定共

同生活介護の事業等を行うことができる。 

(1) 岡山県又は当該共同生活住居の所在地を含む区域（法第８９条第２項第１号の規定

により都道府県が定める区域をいう。以下この号において同じ。）における指定共同

生活介護又は指定共同生活援助（以下「指定共同生活介護等」という。）の量が事業

を開始する時点において，法第８９条第１項に規定する都道府県障害福祉計画におい

て定める岡山県又は当該区域の指定共同生活介護等の必要な量に満たない岡山県又は

区域内において事業を行うものであること。 

(2) 当該入所施設の入所定員又は当該病院の精神病床の減少を伴うものであること。た

だし，法附則第３５条の規定による改正前の身体障害者福祉法（以下「旧身体障害者

福祉法」という。）第３０条の２に規定する身体障害者福祉ホーム（以下「身体障害

者福祉ホーム」という。），法附則第４８条の規定によりなお従前の例により運営を

することができることとされていた法附則第４６条の規定による改正前の精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号。以下「旧精神保健福祉

法」という。）第５０条の２第１項第１号に掲げる精神障害者生活訓練施設（以下

「精神障害者生活訓練施設」という。），法附則第５８条第１項の規定によりなお従

前の例により運営をすることができることとされていた法附則第５２条の規定による

改正前の知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号。以下「旧知的障害者福祉法」

という。）第２１条の８に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第１

５条の１１第１項の指定を受けていたもの（以下「指定知的障害者通勤寮」とい
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う。）若しくは旧知的障害者福祉法第２１条の９に規定する知的障害者福祉ホーム

（以下「知的障害者福祉ホーム」という。）又は旧精神保健福祉法第５０条の２第１

項第３号に掲げる精神障害者福祉ホーム（附則第１９条及び附則第２２条において

「旧精神障害者福祉ホーム」という。）を共同生活住居とする場合においては，この

限りでない。 

２ 前項の規定により指定共同生活介護の事業等を行う事業所（以下「地域移行型ホー

ム」という。）における指定共同生活介護の事業等については，第１２７条第２項中

「４人以上」とあるのは，「４人以上３０人以下」とする。 

  （地域移行型ホームにおける指定共同生活介護等の提供期間） 

第４条 地域移行型ホームにおいて指定共同生活介護の事業等を行う者（以下「地域移行

型ホーム事業者」という。）は，利用者に対し，原則として，２年を超えて，指定共同

生活介護等を提供してはならない。 

（地域移行型ホームにおける指定共同生活介護等の取扱方針） 

第５条 地域移行型ホーム事業者は，入居している利用者が住宅又は地域移行型ホーム以

外の指定共同生活介護事業所若しくは指定共同生活援助事業所（以下「住宅等」とい

う。）において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するととも

に，当該利用者が入居の日から前条に定める期間内に住宅等に移行できるよう，適切な

支援を行わなければならない。 

（地域移行型ホームにおける共同生活介護計画の作成等） 

第６条 地域移行型ホームにおける指定共同生活介護の事業等について第１４１条又は第

２０３条において準用する第６０条の規定を適用する場合においては，同条第２項中

「営むこと」とあるのは「営み，入居の日から附則第４条に定める期間内に附則第５条

に規定する住宅等に移行すること」と，同条第４項中「達成時期」とあるのは「達成時

期，入所施設又は病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。 

（地域移行型ホームに係る協議の場の設置） 

第７条 地域移行型ホーム事業者は，指定共同生活介護等の提供に当たっては，利用者の

地域への移行を推進するための関係者により構成される協議会（以下「地域移行推進協

議会」という。）を設置し，定期的に地域移行推進協議会に活動状況を報告し，必要な

281



要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。 

（基準日において入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として，指定

共同生活援助事業を行う者に関する特例） 

第８条 指定共同生活援助事業者（平成１８年１０月１日（以下「基準日」という。）に

おいて入所施設又は病院の敷地内に存する建物を共同生活住居として指定共同生活援助

の事業を行う者に限る。）は，第１２７条第１項（第２００条において準用する場合を

含む。）の規定にかかわらず，当該建物を共同生活住居とする指定共同生活介護の事業

等を行うことができる。 

（経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における従業者の員数に関する特例） 

第９条 指定共同生活援助事業者は，基準日において指定共同生活援助の事業を行ってい

る事業所のうち，次の各号のいずれにも該当するものとして岡山県知事が認めたものに

ついては，指定共同生活介護の事業を行う場合に限り，平成２７年３月３１日までの間，

当該事業所（以下「経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所」という。）には，

第１２５条第１項第２号に掲げる生活支援員及び同項第３号に掲げるサービス管理責任

者を置かないことができる。 

(1) 基準日において居宅介護の支給決定を受けていた利用者が，同日以降も引き続き入

居していること。 

(2) 生活支援員を置くことが困難であること。 

（経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における運営に関する特例） 

第１０条 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所における指定共同生活介護の事

業については，第１４１条において準用する第６０条及び第１３４条第３項の規定は適

用しない。 

２ 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所の管理者は，第１４１条において準用

する第６８条に掲げる業務のほか，第１３３条各号に掲げる業務を行うものとする。 

（経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所に関する特例） 

第１１条 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所において指定共同生活介護の事

業等を一体的に行う指定共同生活援助事業所（以下「経過的居宅介護利用型一体型指定

共同生活援助事業所」という。）については，平成２７年３月３１日までの間，第１９
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８条第１項第２号のサービス管理責任者を置かないことができる。 

２ 経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所における指定共同生活援助の事

業については，第２０３条において準用する第６０条の規定は適用しない。 

３ 経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所の管理者は，第２０３条におい

て準用する第６８条に掲げる業務のほか，第２０３条において準用する第１３３条各号

に掲げる業務を行うものとする。 

（経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所等に関する準用） 

第１２条 経過的居宅介護利用型指定共同生活介護事業所のうち指定共同生活介護の事業

等を一体的に行うもの及び経過的居宅介護利用型一体型指定共同生活援助事業所におけ

る指定共同生活介護の事業等については，第１５章の規定を準用する。 

（基準日において指定共同生活援助の事業を行っていた事業所に係る設備に関する特

例） 

第１３条 指定共同生活援助事業者は，基準日において存する指定共同生活援助事業所に

おいて，指定共同生活介護の事業等を行う場合には，当該事業所の共同生活住居（基準

日において基本的な設備が完成しているものを含み，基準日以後に増築され，又は改築

される等建物の構造を変更したものを除く。）が満たすべき設備に関する基準について

は，第１２７条第６項及び第７項（これらの規定を第２００条において準用する場合を

含む。）の規定にかかわらず，平成１８年厚生労働省令第１７１号による改正前の障害

者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準

等に関する省令（平成１８年厚生労働省令第５８号）第１０９条第２項及び第３項に定

める基準によることができる。 

（指定共同生活介護事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例） 

第１４条 第１３４条第３項の規定は，指定共同生活介護事業所の利用者のうち，重度訪

問介護，同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けることができる者であって，区分

省令第２条第４号に規定する区分４，同条第５号に規定する区分５又は同条第６号に規

定する区分６に該当するものが，共同生活住居内において，当該指定共同生活介護事業

所の従業者以外の者による居宅介護又は重度訪問介護の利用を希望する場合にあっては，

平成２７年３月３１日までの間，当該利用者については，適用しない。 
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２ 第１３４条第３項の規定は，指定共同生活介護事業所の利用者のうち，区分省令第２

条第４号に規定する区分４，同条第５号に規定する区分５又は同条第６号に規定する区

分６に該当するものが，共同生活住居内において，当該指定共同生活介護事業所の従業

者以外の者による居宅介護（身体介護に係るものに限る。以下この項において同じ。）

の利用を希望し，次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合については，平成２

７年３月３１日までの間，当該利用者については，適用しない。 

(1) 当該利用者の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること 

(2) 当該利用者が居宅介護を利用することについて，市町村が必要と認めること 

３ 前２項の場合において，第１２５条第１項第２号イからエまでの規定中「利用者の

数」とあるのは「利用者の数（附則第１４条第１項又は第２項の規定の適用を受ける者

にあっては，当該利用者の数に２分の１を乗じて得た数）」とする。 

（基準日において存する精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例） 

第１５条 基準日において存する身体障害者福祉ホーム，精神障害者生活訓練施設，指定

知的障害者通勤寮若しくは知的障害者福祉ホーム又は旧精神障害者福祉ホーム（これら

の施設のうち，基準日において基本的な設備が完成しているものを含み，基準日以後に

増築され，又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）において行われる指

定共同生活介護の事業等について，第１２７条（第２００条において準用する場合を含

む。）の規定を適用する場合においては，当分の間，第１２７条第６項中「２人以上１

０人以下」とあるのは「２人以上３０人以下」とし，同条第７項第２号の規定は，旧精

神障害者福祉ホーム（令附則第８条の２に規定する厚生労働大臣が定めるものを除

く。）を除き，当分の間，適用しない。 

（指定宿泊型自立訓練に関する経過措置） 

第１６条 精神障害者生活訓練施設，法附則第４８条の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた旧精神保健福祉法第５０条の２第１項第２号に掲げ

る精神障害者授産施設（以下「精神障害者授産施設」という。）（障害者自立支援法の

一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平成１８年厚生労働省令

第１６９号。以下「整備省令」という。）による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設

備及び運営に関する基準（平成１２年厚生省令第８７号。以下「旧精神障害者社会復帰
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施設基準」という。）第２３条第１号に掲げる精神障害者通所授産施設及び同条第２号

に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。），法附則第５８条第１項の規定によ

りなお従前の例により運営をすることができることとされた旧知的障害者福祉法第２１

条の６に規定する知的障害者更生施設のうち旧知的障害者福祉法第１５条の１１第１項

の指定を受けていたもの（以下「指定知的障害者更生施設」という。）（整備省令によ

る廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成１４年厚生労

働省令第８１号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。）第２条第１号イ

に掲げる指定知的障害者入所更生施設に限る。），旧知的障害者福祉法第２１条の７に

規定する知的障害者授産施設（以下「知的障害者授産施設」という。）のうち旧知的障

害者福祉法第１５条の１１第１項の指定を受けていたもの（以下「指定特定知的障害者

授産施設」という。）（旧知的障害者更生施設等指定基準第２条第２号イに掲げる指定

特定知的障害者入所授産施設に限る。）及び指定知的障害者通勤寮において行われる指

定自立訓練（生活訓練）の事業について，第１５６条第３項の規定を適用する場合にお

いては，同項第１号ア中「１人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授

産施設（旧精神障害者社会復帰施設基準附則第３条の適用を受けるものを除く。）につ

いては「２人以下」と，精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設（旧精神障害

者社会復帰施設基準附則第３条の適用を受けるものに限る。），指定知的障害者更生施

設，指定特定知的障害者授産施設並びに指定知的障害者通勤寮については「４人以下」

と，同号イ中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者１人当たりの床面積は」と，

「７．４３平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設

については「４．４平方メートル」と，指定知的障害者更生施設，指定特定知的障害者

授産施設及び指定知的障害者通勤寮については「６．６平方メートル」とする。 

２ 旧知的障害者更生施設等指定基準附則第４条の規定の適用を受ける指定知的障害者通

勤寮については，第１５６条第３項の規定を適用する場合においては，同項第１号ア中

「１人」とあるのは「原則として４人以下」と，同号イ中「７．４３平方メートル」と

あるのは「３．３平方メートル」とする。 

（指定就労継続支援Ａ型に関する経過措置） 

第１７条 基準日において存する法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により
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運営をすることができることとされた旧身体障害者福祉法第３１条に規定する身体障害

者授産施設（以下「身体障害者授産施設」という。）のうち厚生労働大臣が定めるもの，

精神障害者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者授産施設のうち厚

生労働大臣が定めるもの（これらの施設のうち，基準日において基本的な設備が完成し

ているものを含み，基準日以後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更したも

のを除く。）において，指定就労継続支援Ａ型を行う場合については，第１８６条の基

準を満たすための計画を提出したときには，当分の間，同条の規定は適用しない。 

（身体障害者更生施設等に関する経過措置） 

第１８条 法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができ

ることとされた旧身体障害者福祉法第２９条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身

体障害者福祉法第１７条の１０第１項の指定を受けていたもの，旧身体障害者福祉法第

３０条に規定する身体障害者療護施設のうち旧身体障害者福祉法第１７条の１０第１項

の指定を受けていたもの若しくは身体障害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第１７

条の１０第１項の指定を受けていたもの（以下「指定特定身体障害者授産施設」とい

う。），旧精神障害者福祉ホーム（令附則第８条の２に規定する厚生労働大臣が定める

ものを除く。）又は指定知的障害者更生施設，指定特定知的障害者授産施設若しくは指

定知的障害者通勤寮（これらの施設のうち，基準日において基本的な設備が完成してい

るものを含み，基準日以後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更したものを

除く。）において，指定療養介護の事業，指定生活介護の事業，指定自立訓練（機能訓

練）の事業，指定自立訓練（生活訓練）の事業，指定就労移行支援の事業，指定就労継

続支援Ａ型の事業又は指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合におけるこれらの施設の

建物については，当分の間，第５３条第１項，第８３条第１項（第１４５条及び第１６

８条において準用する場合を含む。），第１５６条第１項又は第１７８条第１項（第１

９０条において準用する場合を含む。）に規定する多目的室を設けないことができる。 

（従たる事業所に関する経過措置） 

第１９条 指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知

的障害者授産施設が，指定生活介護の事業，指定自立訓練（機能訓練）の事業，指定自

立訓練（生活訓練）の事業，指定就労移行支援の事業，指定就労継続支援Ａ型の事業又
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は指定就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合において，基準日において存する分場（整備

省令による改正前の指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成１４

年厚生労働省令第７９号）第５１条第１項並びに旧知的障害者更生施設等指定基準第６

条第１項及び第４７条の１０第１項に規定する分場をいい，これらの施設のうち，基準

日において基本的な設備が完成しているものを含み，基準日以後に増築され，又は改築

される等建物の構造を変更したものを除く。）を指定生活介護事業所，指定自立訓練

（機能訓練）事業所，指定自立訓練（生活訓練）事業所，指定就労移行支援事業所，指

定就労継続支援Ａ型事業所又は指定就労継続支援Ｂ型事業所と一体的に管理運営を行う

事業所として設置する場合については，当分の間，第８２条第２項（第１４４条，第１

５５条，第１６６条，第１７７条及び第１８９条において準用する場合を含む。）の規

定は，適用しない。この場合において，当該従たる事業所に置かれる従業者（サービス

管理責任者を除く。）のうち１人以上は，専ら当該従たる事業所の職務に従事するもの

でなければならない。 

（管理者に関する経過措置） 

第２０条 施行日において現に法第２９条第１項の規定に基づく指定を受けている事業者

の当該指定に係る短期入所事業所，共同生活介護事業所又は共同生活援助事業所の管理

者（施行日後に管理者となる者を除く。）については，平成２７年３月３１日までの間，

第１０１条において準用する第８１条第２項又は第１２６条第３項（第１９９条におい

て準用する場合を含む。）の規定は適用しない。 

（記録の整備に関する経過措置） 

第２１条 施行日前の障害福祉サービスの提供に関する記録の保存に当たっては，第４３

条第２項（第４４条，第４９条，第１１０条及び第１２３条において準用する場合を含

む。），第７７条第２項（第９５条，第１４１条，第１５０条，第１７３条，第１８７

条，第１９２条，第１９６条，第２０３条及び第２１２条において準用する場合を含

む。）及び第１５９条第２項中「その完結の日から５年間」とあるのは，「当該障害福

祉サービスを提供した日から５年間」とする。 
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提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による障害者自立支援法の一部改正に伴い，指定障害福祉サービスの事業等

の人員，設備及び運営に関する基準等について定めるため，本条例を制定しようとするも

のである。 
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甲 第 ２４７ 号 議 案 

   岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の制定について 

 岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例を次の

ように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準 

第１節 人員に関する基準（第４条－第７条） 

第２節 設備に関する基準（第８条・第９条） 

第３節 運営に関する基準（第１０条－第６０条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第４４条第１項及び第２項の規定に基

づき，指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準を定めるとともに，法

第３８条第３項において準用する法第３６条第３項第１号の規定に基づき，指定障害者

支援施設の指定に必要な申請者の要件を定めるものとする。 

（定義） 
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第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 

(2) 施設障害福祉サービス 法第５条第１項に規定する施設障害福祉サービスをいう。 

(3) 支給決定 法第１９条第１項に規定する支給決定をいう。 

(4) 支給決定障害者 法第１９条第１項の規定により同項に規定する支給決定を受けた

障害者をいう。 

(5) 支給量 法第２２条第７項に規定する支給量をいう。 

(6) 受給者証 法第２２条第８項に規定する受給者証をいう。 

(7) 支給決定の有効期間 法第２３条に規定する支給決定の有効期間をいう。 

(8) 指定障害福祉サービス 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービスをいう。  

(9) 指定障害福祉サービス等 法第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス等を

いう。 

(10) 指定障害福祉サービス事業者等 法第２９条第２項に規定する指定障害福祉サー

ビス事業者等をいう。 

(11) 指定障害者支援施設等 法第３４条第１項に規定する指定障害者支援施設等をい

う。 

(12) 指定障害福祉サービス等費用基準額 指定障害福祉サービス等につき法第２９条  

第３項第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額

が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用（法第２９条第１項に規

定する特定費用をいう。以下同じ。）を除く。）の額を超えるときは，当該現に指定

障害福祉サービス等に要した費用の額）をいう。 

(13) 利用者負担額 指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定障害福祉サービ

ス等につき支給された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除して得た額をいう。 

(14) 法定代理受領 法第２９条第４項の規定により支給決定障害者が指定障害者支援

施設等に支払うべき指定障害福祉サービス等に要した費用（特定費用を除く。）につ

いて，介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者に支給すべき額の限度

において，当該支給決定障害者に代わり，当該指定障害者支援施設等に支払われるこ
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とをいう。 

(15) 常勤換算方法 指定障害者支援施設等の従業者の勤務延べ時間数を当該指定障害

者支援施設等において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより，当該指

定障害者支援施設等の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

(16) 昼間実施サービス 指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスのう

ち施設入所支援を除いたものをいう。 

(17) 基準省令 障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員，設備及び運

営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号）をいう。 

（指定障害者支援施設等の一般原則） 

第３条 法第３８条第３項において準用する法第３６条第３項第１号で定める者は，法人

とする。 

２ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者

をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者

に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る施設を管理する者は，岡山

市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員で

あってはならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，利用者の意向，適性，障害の特性その他の事情を踏まえた

計画（以下「個別支援計画」という。）を作成し，これに基づき利用者に対して施設障

害福祉サービスを提供するとともに，その効果について継続的な評価を実施することそ

の他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービス

を提供しなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に当該利用者の立場

に立った施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置

を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に関する基準 
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第１節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第４条 指定障害者支援施設等に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 生活介護を行う場合 

ア 生活介護を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(ｱ) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必

要な数 

(ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。），理学療

法士又は作業療法士及び生活支援員 

ａ 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，生活介護の

単位ごとに，常勤換算方法で，（ａ）及び（ｂ）に掲げる数を合計した数以上

とすること。 

(a) iからⅲまでに掲げる平均障害程度区分（基準省令第４条第１項第１号に

規定する平成１８年厚生労働省告示第５４２号により厚生労働大臣が定める

ところにより算定した障害程度区分の平均値をいう。以下同じ。）に応じ，

それぞれⅰからⅲまでに定める数 

i  平均障害程度区分が４未満 利用者（基準省令第４条第１項第１号に規

定する平成１８年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定める

者を除く。ⅱ及びⅲにおいて同じ。）の数を６で除した数 

ⅱ 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数 

ⅲ 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除した数 

(b) （ａ）ⅰの厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した数 

ｂ 看護職員の数は，生活介護の単位ごとに，１以上とすること。 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は，利用者に対して日常生活を営むのに必要

な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は，生活介護の単位ごとに，当

該訓練を行うために必要な数とすること。 

ｄ 生活支援員の数は，生活介護の単位ごとに，１以上とすること。 

(ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う
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者として基準省令第４条第１項第３号に規定する平成１８年厚生労働省告示第５

４４号により厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） ａ又はｂに掲げ

る利用者の数の区分に応じ，それぞれａ又はｂに掲げる数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ ア（イ）の生活介護の単位は，生活介護であって，その提供が同時に１又は複数

の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

ウ ア（イ）の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には，これら

の者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う

能力を有する看護師その他の規則で定める者を機能訓練指導員として置くことがで

きる。 

エ ア（イ）の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

オ ア（ウ）のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

(2) 自立訓練（機能訓練）（障害者自立支援法施行規則（平成１８年厚生労働省令第１

９号。以下「施行規則」という。）第６条の６第１号に規定する自立訓練（機能訓

練）をいう。以下同じ。）を行う場合 

ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，次のとおり

とする。 

(ｱ) 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ａ 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，常勤換算方

法で，利用者の数を６で除した数以上とすること。 

ｂ 看護職員の数は，１以上とすること。 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は，１以上とすること。 

ｄ 生活支援員の数は，１以上とすること。 

(ｲ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれａ

又はｂに掲げる数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 
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ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ 指定障害者支援施設等が，指定障害者支援施設等における自立訓練（機能訓練）

に併せて利用者の居宅を訪問することにより，自立訓練（機能訓練）（以下この条

において「訪問による自立訓練（機能訓練）」という。）を提供する場合は，アに

掲げる員数の従業者に加えて，当該訪問による自立訓練（機能訓練）を提供する生

活支援員を１人以上置くものとする。 

ウ ア（ア）の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には，これら

の者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う

能力を有する看護師その他の規則で定める者を機能訓練指導員として置くことがで

きる。 

エ ア（ア）の看護職員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

オ ア（ア）の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

カ ア（イ）のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

(3) 自立訓練（生活訓練）（施行規則第６条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓

練）をいう。以下同じ。）を行う場合 

ア 自立訓練（生活訓練）を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，次のとおり

とする。 

(ｱ) 生活支援員 常勤換算方法で，利用者の数を６で除した数以上 

(ｲ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれａ

又はｂに掲げる数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合につ

いては，ア（ア）中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と，

「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は，常勤換算方法」

と読み替えるものとする。この場合において，生活支援員及び看護職員の数は，そ
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れぞれ１以上とする。 

ウ 指定障害者支援施設等が，指定障害者支援施設等における自立訓練（生活訓練）

に併せて，利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓練）（以下この条

において「訪問による自立訓練（生活訓練）」という。）を提供する場合は，ア及

びイに掲げる員数の従業者に加えて，当該訪問による自立訓練（生活訓練）を提供

する生活支援員を１人以上置くものとする。 

エ ア（ア）又はイの生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

オ ア（イ）のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

(4) 就労移行支援を行う場合 

ア 就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数を６で除

した数以上とすること。 

ｂ 職業指導員の数は，１以上とすること。 

ｃ 生活支援員の数は，１以上とすること。 

(ｲ) 就労支援員 常勤換算方法で，利用者の数を１５で除した数以上 

(ｳ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれａ

又はｂに掲げる数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ アの規定にかかわらず，あん摩マツサージ指圧師，はり師及びきゆう師に係る学

校養成施設認定規則（昭和２６年文部省・厚生省令第２号）によるあん摩マッサー

ジ指圧師，はり師又はきゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定障害

者支援施設（以下「認定指定障害者支援施設」という。）が就労移行支援を行う場

合に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数を１０で
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除した数以上とすること。 

ｂ 職業指導員の数は，１以上とすること。 

ｃ 生活支援員の数は，１以上とすること。 

(ｲ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれａ

又はｂに掲げる数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

ウ ア（ア）又はイ（ア）の職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以上は，

常勤でなければならない。 

エ ア（イ）の就労支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

オ ア（ウ）又はイ（イ）のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなけれ

ばならない。  

(5) 就労継続支援Ｂ型（施行規則第６条の１０第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をい

う。以下同じ。）を行う場合 

ア 就労継続支援Ｂ型を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとす

る。 

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数を１０で

除した数以上とすること。 

ｂ 職業指導員の数は，１以上とすること。 

ｃ 生活支援員の数は，１以上とすること。 

(ｲ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれａ

又はｂに定める数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ ア（ア）の職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以上は，常勤でなけ
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ればならない。 

ウ ア（イ）のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

(6) 施設入所支援を行う場合 

ア 施設入所支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は，次のとおりとする。 

(ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに，ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分

に応じ，それぞれａ又はｂに掲げる数とする。ただし，自立訓練（機能訓練），

自立訓練（生活訓練），就労移行支援若しくは就労継続支援Ｂ型を受ける利用者

又は基準省令第４条第１項第６号に規定する平成１８年厚生労働省告示第５５３

号により厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位にあって

は，宿直勤務を行う生活支援員を１以上とする。 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

(ｲ) サービス管理責任者 当該指定障害者支援施設等において昼間実施サービスを

行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。 

イ アの施設入所支援の単位は，施設入所支援であって，その提供が同時に１又は複

数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 第１項に規定する指定障害者支援施設等の従業者は，生活介護の単位若しくは施設入

所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当たる者又は

専ら自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援若しくは就労継続支

援Ｂ型の提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合

は，この限りでない。 

（従業者の員数に関する特例） 

第５条 指定障害者支援施設等が，福祉型障害児入所施設（児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第４２条第１号に規定する福祉型障害児入所施設をいう。第９条において

同じ。）に係る指定障害児入所施設等（同法第２４条の２第１項に規定する指定障害児
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入所施設等をいう。第９条において同じ。）の指定を受け，かつ，施設障害福祉サービ

スと指定入所支援（同項に規定する指定入所支援をいう。第９条において同じ。）とを

同一の施設において一体的に提供している場合については，岡山市指定障害児入所施設

等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号。第

９条において「指定入所施設基準条例」という。）第４条に規定する人員に関する基準

を満たすことをもって，前条第１項第１号及び第６号の基準を満たしているものとみな

すことができる。 

（複数の昼間実施サービスを行う場合における従業者の員数） 

第６条 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は，昼間実施サービスの利

用定員の合計が２０人未満である場合は，第４条第１項第１号エ，第２号エ及びオ，第

３号エ，第４号ウ（イ（ア）に係る部分を除く。）及びエ並びに第５号イの規定にかか

わらず，当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスを行う場合に置くべき

従業者（医師及びサービス管理責任者を除く。）のうち，１人以上は，常勤でなければ

ならないとすることができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う指定障害者支援施設等は，第４条第１項第１号ア

（ウ）及びオ，第２号ア（イ）及びカ，第３号ア（イ）及びオ，第４号ア（ウ），イ 

（イ）及びオ並びに第５号ア（イ）及びウの規定にかかわらず，サービス管理責任者の

数を，次の各号に掲げる当該指定障害者支援施設等が提供する昼間実施サービスのうち

基準省令第５条第２項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４４号により厚生労働

大臣が定めるものの利用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に掲げる数とし，この規

定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなけれ

ばならないとすることができる。 

(1) 利用者の数の合計が６０以下 １以上 

(2) 利用者の数の合計が６１以上 １に，利用者の数の合計が６０を超えて４０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第７条 指定障害者支援施設等は，当該指定障害者支援施設等における主たる事業所（以

下この条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下
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この条において「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては，主たる事業所及び従たる事業所の従業者

（サービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ１人以上は，常勤かつ専ら当該主たる

事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

第２節 設備に関する基準 

（設備） 

第８条 指定障害者支援施設等は，訓練・作業室，居室，食堂，浴室，洗面所，便所，相

談室及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 訓練・作業室 

ア 専ら当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用

に供するものであること。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りで

ない。 

イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

(2) 居室 

ア 一の居室の定員は，４人以下とすること。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 利用者１人当たりの床面積は，収納設備等を除き，９．９平方メートル以上とす

ること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ １以上の出入口は，避難上有効な空地，廊下又は広間に直接面して設けること。 

カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

キ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(3) 食堂 

ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。 

イ 必要な備品を備えること。 

(4) 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。 
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(5) 洗面所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

(6) 便所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

(7) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

(8) 廊下幅 

ア １．５メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，１．８メートル以上と

すること。 

イ 廊下の一部の幅を拡張することにより，利用者，従業者等の円滑な往来に支障が

ないようにしなければならないこと。 

３ 認定指定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合の設備の基準は，前項に規定する

ほか，あん摩マツサージ指圧師，はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則の規

定によりあん摩マッサージ指圧師，はり師又はきゅう師に係る学校又は養成施設として

必要とされる設備を有することとする。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室については，利用者へのサービスの提供に当た

って支障がない範囲で兼用することができる。 

（設備に関する特例） 

第９条 指定障害者支援施設等が，福祉型障害児入所施設に係る指定障害児入所施設等の

指定を受け，かつ，施設障害福祉サービスと指定入所支援とを同一の施設において一体

的に提供している場合については，指定入所施設基準条例第５条に規定する設備に関す

る基準を満たすことをもって，前条の基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第１０条 指定障害者支援施設等は，支給決定障害者が施設障害福祉サービスの利用の申

込みを行ったときは，当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ，

当該利用申込者に対し，実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに，第４５条に規定
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する運営規程の概要，従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，当該施設障害福祉サービス

の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第７７条の規定に

基づき書面の交付を行う場合は，利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければ

ならない。 

（契約支給量の報告等） 

第１１条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスを提供するときは，当該施設

障害福祉サービスの種類ごとの内容，支給決定障害者に提供することを契約した施設障

害福祉サービスの種類ごとの量（以下「契約支給量」という。）その他の必要な事項

（以下「受給者証記載事項」という。）を支給決定障害者の受給者証に記載しなければ

ならない。 

２ 契約支給量の総量は，当該支給決定障害者の支給量を超えてはならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの利用に係る契約をしたときは，受

給者証記載事項その他の必要な事項を当該支給決定を行った市町村に対し遅滞なく報告

しなければならない。 

４ 前３項までの規定は，受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 

（提供拒否の禁止） 

第１２条 指定障害者支援施設等は，正当な理由がなく，施設障害福祉サービスの提供を

拒んではならない。 

（連絡調整に対する協力） 

第１３条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの利用について市町村又は一

般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に，できる限り協力

しなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１４条 指定障害者支援施設等は，生活介護，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活

訓練），就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の事業の実施地域（当該指定障

害者支援施設等が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同
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じ。）等を勘案し，利用申込者に対し自ら適切な生活介護，自立訓練（機能訓練），自

立訓練（生活訓練），就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を提供することが困難である

と認めた場合は，適当な他の指定障害者支援施設等，指定生活介護事業者（岡山市指定

障害福祉サービスの事業等の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２

４年市条例第  号）第８０条第１項に規定する指定生活介護事業者をいう。），指定

自立訓練（機能訓練）事業者（同条例第１４３条第１項に規定する指定自立訓練（機能

訓練）事業者をいう。），指定自立訓練（生活訓練）事業者（同条例第１５４条第１項

に規定する指定自立訓練（生活訓練）事業者をいう。），指定就労移行支援事業者（同

条例第１６４条第１項に規定する指定就労移行支援事業者をいう。），指定就労継続支

援Ｂ型事業者（同条例第１９１条第１項に規定する指定就労継続支援Ｂ型事業者をい

う。）等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者

に対し自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は，適切な病院又は診療所の紹

介その他の措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格の確認） 

第１５条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの提供を求められた場合は，

その者の提示する受給者証によって，支給決定の有無，支給決定をされたサービスの種

類，支給決定の有効期間，支給量等を確かめるものとする。 

（介護給付費又は訓練等給付費の支給の申請に係る援助） 

第１６条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスに係る支給決定を受けていな

い者から利用の申込みがあった場合は，その者の意向を踏まえて速やかに介護給付費又

は訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスに係る支給決定に通常要すべき標準

的な期間を考慮し，支給決定の有効期間の終了に伴う介護給付費又は訓練等給付費の支

給申請について，必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１７条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，利用者

の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用
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状況等の把握に努めなければならない。 

（指定障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第１８条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，地域及

び家庭との結び付きを重視した運営を行い，市町村，他の指定障害福祉サービス事業者

等その他の保健医療サービス又は福祉サービス等を提供する者等との連携に努めなけれ

ばならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては，利用者又

はその家族に対して適切な援助を行うとともに，保健医療サービス又は福祉サービスを

提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１９条 指定障害者支援施設等は，利用者の居宅を訪問して，自立訓練（機能訓練）又

は自立訓練（生活訓練）を行う場合には，従業者に身分を証する書類を携行させ，初回

訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは，これを提示すべき旨を指導しな

ければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２０条 指定障害者支援施設等は，当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を

受ける者以外の者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は，当該施設障害福祉サ

ービスの種類ごとに，提供日，内容その他必要な事項を，当該施設障害福祉サービスの

提供の都度記録しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，当該指定障害者支援施設等において施設入所支援を受ける

者に対して施設障害福祉サービスを提供した際は，当該施設障害福祉サービスの種類ご

とに，提供日，内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，前２項の規定による記録に際しては，提供した施設障害福

祉サービスの種類ごとに，支給決定障害者から施設障害福祉サービスを提供したことに

ついて確認を受けなければならない。 

（指定障害者支援施設等が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第２１条 指定障害者支援施設等が，施設障害福祉サービスを提供する支給決定障害者に

対して金銭の支払を求めることができるのは，当該金銭の使途が直接利用者の便益を向
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上させるものであって，当該支給決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限

るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は，当該金銭の使途及び額並びに支給決定障

害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに，支給決定

障害者に対して説明を行い，その同意を得なければならない。ただし，次条第１項から

第３項までに掲げる支払については，この限りではない。 

（利用者負担額等の受領） 

第２２条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスを提供した際は，支給決定障

害者から施設障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。 

２ 指定障害者支援施設等は，法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供した

際は，支給決定障害者から施設障害福祉サービスに係る指定障害福祉サービス等費用基

準額の支払を受けるものとする。 

３ 指定障害者支援施設等は，前２項の支払を受ける額のほか，施設障害福祉サービスに

おいて提供される便宜に要する費用のうち，次に掲げる費用の支払を支給決定障害者か

ら受けることができる。 

(1) 生活介護を行う場合 次のアからエまでに掲げる費用 

ア 食事の提供に要する費用 

イ 創作的活動に係る材料費 

ウ 日用品費 

エ アからウまでに掲げるもののほか，生活介護において提供される便宜に要する費

用のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支給決定

障害者に負担させることが適当と認められるもの 

(2) 自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援又は就労継続支援Ｂ

型を行う場合 次のアからウまでに掲げる費用 

ア 食事の提供に要する費用 

イ 日用品費 

ウ ア及びイに掲げるもののほか，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），

就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型において提供される便宜に要する費用のうち，
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日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支給決定障害者に負

担させることが適当と認められるもの 

(3) 施設入所支援を行う場合 次のアからオまでに掲げる費用 

ア 食事の提供に要する費用及び光熱水費（法第３４条第１項の規定により特定障害

者特別給付費が利用者に支給された場合は，障害者自立支援法施行令（平成１８年

政令第１０号）第２１条第１項第１号に規定する食費等の基準費用額（法第３４条

第２項において準用する法第２９条第５項の規定により当該特定障害者特別給付費

が利用者に代わり当該指定障害者支援施設等に支払われた場合は，同令第２１条第

１項第１号に規定する食費等の負担限度額）を限度とする。） 

イ 基準省令第１９条第３項第３号に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４１号

により厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室（国若しく

は地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され，買

収され，又は改造されたものを除く。）の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

ウ 被服費 

エ 日用品費 

オ アからエまでに掲げるもののほか，施設入所支援において提供される便宜に要す

る費用のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，支給

決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号ア，第２号ア及び第３号アに掲げる費用については，基準省令第１９条第

４項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４５号により厚生労働大臣が定めるとこ

ろによるものとする。 

５ 指定障害者支援施設等は，第１項から第３項までに係る費用の額の支払を受けた場合

は，当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなけ

ればならない。 

６ 指定障害者支援施設等は，第３項の費用に係る便宜の提供に当たっては，あらかじめ，

支給決定障害者に対し，当該便宜の内容及び費用について説明を行い，支給決定障害者

の同意を得なければならない。 

（利用者負担額に係る管理） 
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第２３条 指定障害者支援施設等は，支給決定障害者（当該指定障害者支援施設等におい

て施設入所支援を受ける者に限る。）が同一の月に当該指定障害者支援施設等が提供す

る施設障害福祉サービス等及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは，当該施設

障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用

基準額から当該施設障害福祉サービス及び当該他の指定障害福祉サービス等につき法第

２９条第３項（法第３１条の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定に

より算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額（以下「利用者

負担額合計額」という。）を算定しなければならない。この場合において，当該指定障

害者支援施設等は，利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに，当該支給決定障

害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に

通知しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，支給決定障害者（当該指定障害者支援施設等において施設

入所支援を受ける者を除く。）の依頼を受けて，当該支給決定障害者が同一の月に当該

指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス

等を受けたときは，当該施設障害福祉サービス及び他の指定障害福祉サービス等に係る

利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において，当該指定障害者支

援施設等は，利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに，当該支給決定障害者及

び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知し

なければならない。 

（介護給付費又は訓練等給付費の額に係る通知等） 

第２４条 指定障害者支援施設等は，法定代理受領により市町村から施設障害福祉サービ

スに係る介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けた場合は，支給決定障害者に対し，

当該支給決定障害者に係る介護給付費又は訓練等給付費の額を通知しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，第２２条第２項の法定代理受領を行わない施設障害福祉サ

ービスに係る費用の支払を受けた場合は，その提供した施設障害福祉サービスの種類ご

との内容，費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給

決定障害者に対して交付しなければならない。 

（施設障害福祉サービスの取扱方針） 
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第２５条 指定障害者支援施設等は，次条第１項に規定する施設障害福祉サービス計画に

基づき，利用者の心身の状況等に応じて，その者の支援を適切に行うとともに，施設障

害福祉サービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等の従業者は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，懇切

丁寧を旨とし，利用者又はその家族に対し，支援上必要な事項について，理解しやすい

ように説明を行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，多様な評価の手法を用いてその提供する施設障害福祉サー

ビスの質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評価を

受けて，それらの結果の公表に努めなければならない。 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第２６条 指定障害者支援施設等の管理者は，サービス管理責任者に施設障害福祉サービ

スに係る個別支援計画（以下「施設障害福祉サービス計画」という。）の作成に関する

業務を担当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては，適切な方法

により，利用者について，その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通

じて利用者の希望する生活及び課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を行い，

利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の

検討をしなければならない。 

３ サービス管理責任者は，アセスメントに当たっては，利用者に面接して行わなければ

ならない。この場合において，サービス管理責任者は，面接の趣旨を利用者に対して十

分に説明し，理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，利用者及び

その家族の生活に対する意向，総合的な支援の方針，生活全般の質を向上させるための

課題，施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期，施設障害福祉サービスを提

供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければ

ならない。この場合において，当該指定障害者支援施設等が提供する施設障害福祉サー

ビス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福

祉サービス計画の原案に位置付けるように努めなければならない。 
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５ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者に対す

る施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開

催し，前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるも

のとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なければなら

ない。 

７ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画を作成した際には，当該施設障害

福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成後，施設障害福祉サービス

計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタ

リング」という。）を行うとともに，少なくとも６月に１回以上（自立訓練（機能訓

練），自立訓練（生活訓練）又は就労移行支援を提供する場合にあっては，少なくとも

３月に１回以上），施設障害福祉サービス計画の見直しを行い，必要に応じて，施設障

害福祉サービス計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は，モニタリングに当たっては，利用者及びその家族等との連絡

を継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 

(1) 定期的に利用者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する施設障害福祉サービス計画の変

更について準用する。 

（サービス管理責任者の責務） 

第２７条 サービス管理責任者は，前条に規定する業務のほか，次に掲げる業務を行うも

のとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し，その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照

会等により，その者の心身の状況，当該指定障害者支援施設等以外における指定障害

福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 
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(2) 利用者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，利用者が自立した日常生

活を営むことができるよう定期的に検討するとともに，自立した日常生活を営むこと

ができると認められる利用者に対し，必要な援助を行うこと。 

(3) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談等） 

第２８条 指定障害者支援施設等は，常に利用者の心身の状況，その置かれている環境等 

の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，

必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，利用者が，当該指定障害者支援施設等以外において生活介

護，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援，就労継続支援Ａ型

（施行規則第６条の１０第１号に規定する就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）又は

就労継続支援Ｂ型の利用を希望する場合には，他の指定障害福祉サービス事業者等との

利用調整等必要な支援を実施しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することができ

るように支援しなければならない。 

（介護） 

第２９条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，施設入所支援の提供に当たっては，適切な方法により，利

用者を入浴させ，又は清拭

しき

しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては，利用者の

心身の状況に応じ，適切な方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

４ 指定障害者支援施設等は，生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては，おむつを

使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は，生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては，利用者に

対し，離床，着替え，整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければ

ならない。 
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６ 指定障害者支援施設等は，常時１人以上の従業者を介護に従事させなければならない。 

７ 指定障害者支援施設等は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指定障害

者支援施設等の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（訓練） 

第３０条 指定障害者支援施設等は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と

日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行

支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者に対し，自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう，利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなけ

ればならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，常時１人以上の従業者を訓練に従事させなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指定障害

者支援施設等の従業者以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第３１条 指定障害者支援施設等は，生活介護，就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型にお

ける生産活動の機会の提供に当たっては，地域の実情並びに製品及びサービスの需給状

況等を考慮して行うように努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，生活介護，就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型における生

産活動の機会の提供に当たっては，生産活動に従事する者の作業時間，作業量等がその

者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，生活介護，就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型における生

産活動の機会の提供に当たっては，生産活動の能率の向上が図られるよう，利用者の障

害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は，生活介護，就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型における生

産活動の機会の提供に当たっては，防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に

行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（工賃の支払等） 

第３２条 指定障害者支援施設等は，生活介護，就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型にお
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いて行われる生産活動に従事している者に，当該生活介護，就労移行支援又は就労継続

支援Ｂ型ごとに，生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控

除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，前項の規定により

利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額（第４項において「工賃の

平均額」という。）を，３千円を下回るものとしてはならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者が自立した

日常生活又は社会生活を営むことを支援するため，工賃の水準を高めるよう努めなけれ

ばならない。 

４ 指定障害者支援施設等は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，年度ごとに，工賃

の目標水準を設定し，当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われ

た工賃の平均額を利用者に通知するとともに，岡山県知事及び市長に報告しなければな

らない。 

（実習の実施） 

第３３条 指定障害者支援施設等は，就労移行支援の提供に当たっては，利用者が施設障

害福祉サービス計画に基づいて実習できるよう，実習の受入先を確保しなければならな

い。 

２ 指定障害者支援施設等は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者が施設障害

福祉サービス計画に基づいて実習できるよう，実習の受入先の確保に努めなければなら

ない。 

３ 指定障害者支援施設等は，前２項の実習の受入先の確保に当たっては，公共職業安定

所，障害者就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年

法律第１２３号）第２７条第２項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以

下同じ。），特別支援学校等の関係機関と連携して，利用者の意向及び適性を踏まえて

行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第３４条 指定障害者支援施設等は，就労移行支援の提供に当たっては，公共職業安定所

での求職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。 
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２ 指定障害者支援施設等は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，公共職業安定所で

の求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，

公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，特別支援学校等の関係機関と連携し

て，利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第３５条 指定障害者支援施設等は，就労移行支援の提供に当たっては，利用者の職場へ

の定着を促進するため，障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して，利用

者が就職した日から６月以上，職業生活における相談等の支援を継続しなければならな

い。 

２ 指定障害者支援施設等は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者の職場への

定着を促進するため，障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して，利用者

が就職した日から６月以上，職業生活における相談等の支援の継続に努めなければなら

ない。 

（就職状況の報告） 

第３６条 指定障害者支援施設等は，就労移行支援の提供に当たっては，毎年，前年度に

おける就職した利用者の数その他の就職に関する状況を，市長に報告しなければならな

い。 

（食事） 

第３７条 指定障害者支援施設等（施設入所支援を提供する場合に限る。）は，正当な理

由がなく，食事の提供を拒んではならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，食事の提供を行う場合には，当該食事の提供に当たり，あ

らかじめ，利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い，その同意を得なければ

ならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，食事の提供に当たっては，利用者の心身の状況及びし好を

考慮し，適切な時間に食事の提供を行うとともに，利用者の年齢及び障害の特性に応じ

た，適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため，必要な栄養管理を行わなければな

らない。 

312



４ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は，食事の提供を行う場合であって，指定障害者支援施設等に

栄養士を置かないときは，献立の内容，栄養価の算定及び調理の方法について保健所等

の指導を受けるよう努めなければならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第３８条 指定障害者支援施設等は，適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよ

う努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続

等について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その者の同意を得て

代わって行わなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，常に利用者の家族との連携を図るとともに，利用者とその

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第３９条 指定障害者支援施設等は，常に利用者の健康の状況に注意するとともに，健康

保持のための適切な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，施設入所支援を利用する利用者に対して，毎年２回以上定

期に健康診断を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第４０条 指定障害者支援施設等の従業者は，現に施設障害福祉サービスの提供を行って

いるときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに医療機関へ

の連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い） 

第４１条 指定障害者支援施設等は，施設入所支援を利用する利用者について，病院又は

診療所に入院する必要が生じた場合であって，入院後おおむね３月以内に退院すること

が見込まれるときは，その者の希望等を勘案し，必要に応じて適切な便宜を供与すると

ともに，やむを得ない事情がある場合を除き，退院後再び当該指定障害者支援施設等の

施設入所支援を円滑に利用することができるようにしなければならない。 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） 
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第４２条 指定障害者支援施設等は，当該指定障害者支援施設等の設置者が利用者に係る

基準省令第３８条の２第１号に規定する平成２３年厚生労働省告示第３７８号により厚

生労働大臣が定める給付金（以下この条において「給付金」という。）の支給を受けた

ときは，給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければなら

ない。 

(1) 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益

を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。）をその他の財産と区分

すること。 

(2) 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

(3) 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。 

(4) 当該利用者が退所した場合には，速やかに，利用者に係る金銭を当該利用者に取得

させること。 

（支給決定障害者に関する市町村への通知） 

第４３条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスを受けている支給決定障害者

が次の各号のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通

知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに施設障害福祉サービスの利用に関する指示に従わないことにより，

障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって介護給付費又は訓練等給付費を受け，又は受けよう

としたとき。 

（管理者による管理等） 

第４４条 指定障害者支援施設等は，専らその職務に従事する管理者を置かなければなら

ない。ただし，当該指定障害者支援施設等の管理上支障がない場合は，当該指定障害者

支援施設等の他の職務に従事させ，又は当該指定障害者支援施設等以外の事業所，施設

等の職務に従事させることができるものとする。 

２ 指定障害者支援施設等の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当

する者若しくは社会福祉事業（同法第２条第１項に規定する社会福祉事業をいう。）に

２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規
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則で定めるものでなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等の管理者は，当該指定障害者支援施設等の従業者及び業務の管

理その他の管理を，一元的に行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等の管理者は，当該指定障害者支援施設等の従業者にこの節の規

定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第４５条 指定障害者支援施設等は，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する 

運営規程（第５１条において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(1) 指定障害者支援施設等の目的及び運営の方針 

(2) 提供する施設障害福祉サービスの種類 

(3) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(4) 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 

(5) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 

(6) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに支給決定障害者から受領す

る費用の種類及びその額 

(7) 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 

(8) サービスの利用に当たっての留意事項 

(9) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(10) 非常災害対策 

(11) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定め

た場合には当該障害の種類 

(12) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(13) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(14) 成年後見制度の活用支援 

(15) 苦情解決体制の整備 

(16) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第４６条 指定障害者支援施設等は，利用者に対し，適切な施設障害福祉サービスを提供
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できるよう，施設障害福祉サービスの種類ごとに，従業者の勤務の体制を定め，その勤

務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの種類ごとに，当該指定障害者支援

施設等の従業者によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし，利

用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

３ 指定障害者支援施設等は，従業者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画

に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第４７条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用

定員及び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし，

災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（非常災害対策） 

第４８条 指定障害者支援施設等は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定され

る非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する

具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連絡の

体制を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に従業者に

周知しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなけれ

ばならない。 

４ 指定障害者支援施設等は，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又は救

出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければな

らない。 

５ 指定障害者支援施設等は，非常災害における利用者等の安全の確保が図られるよう，

あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，指定障害者支援施設その他の保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努め
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るものとする。 

６ 指定障害者支援施設等は，非常災害時において，障害者，高齢者，乳幼児等特に配慮

を要する者の受入れに努めるものとする。 

（衛生管理等） 

第４９条 指定障害者支援施設等は，利用者の使用する設備及び飲用に供する水について， 

衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，健康管理等に必要とな

る機械器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，指定障害者支援施設等において感染症又は食中毒が発生し，

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関等） 

第５０条 指定障害者支援施設等は，利用者の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，

協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけ

ればならない。 

（掲示） 

第５１条 指定障害者支援施設等は，指定障害者支援施設等の見やすい場所に，運営規程

の概要，従業者の勤務の体制，前条の協力医療機関及び協力歯科医療機関その他の利用

申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（身体拘束等の禁止） 

第５２条 指定障害者支援施設等は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，利用者

又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはなら

ない。 

２ 指定障害者支援施設等は，やむを得ず身体拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しな

ければならない。 

（秘密保持等） 

第５３条 指定障害者支援施設等の従業者及び管理者は，正当な理由がなく，その業務上
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知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，従業者又は管理者であった者が，正当な理由がなく，その

業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じ

なければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，他の指定障害福祉サービス事業者等に対して，利用者又は

その家族に関する情報を提供する際は，あらかじめ文書により当該利用者又はその家族

の同意を得ておかなければならない。 

（情報の提供等） 

第５４条 指定障害者支援施設等は，当該指定障害者支援施設等を利用しようとする者が，

適切かつ円滑に利用することができるように，当該指定障害者支援施設等が実施する事

業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，当該指定障害者支援施設等について広告をする場合におい

ては，その内容を虚偽又は誇大なものとしてはならない。 

（利益供与等の禁止） 

第５５条 指定障害者支援施設等は，一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う

者若しくは他の障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し，利用者又はその家

族に対して当該指定障害者支援施設等を紹介することの対償として，金品その他の財産

上の利益を供与してはならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若し

くは他の障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から，利用者又はその家族を紹介

することの対償として，金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（苦情解決） 

第５６条 指定障害者支援施設等は，その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者

又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓

口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，その提供した施設障害福祉サービスに関し，法第１０条第
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１項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命

令又は当該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書類その

他の物件の検査に応じ，及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査

に協力するとともに，市町村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従

って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定障害者支援施設等は，その提供した施設障害福祉サービスに関し，法第１１条第

２項の規定により市長が行う報告若しくは施設障害福祉サービスの提供の記録，帳簿書

類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ，及び利用者

又はその家族からの苦情に関して市長が行う調査に協力するとともに，市長から指導又

は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

５ 指定障害者支援施設等は，その提供した施設障害福祉サービスに関し，法第４８条第

１項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提

示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定障害者支援施設等の設備若しくは帳簿書

類その他の物件の検査に応じ，及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村長が

行う調査に協力するとともに，市町村長から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定障害者支援施設等は，市町村又は市町村長からの求めがあった場合には，第３項

から前項までの改善の内容を市町村又は市町村長に報告しなければならない。 

７ 指定障害者支援施設等は，社会福祉法第８３条に規定する運営適正化委員会が同法第

８５条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。 

（地域との連携等） 

第５７条 指定障害者支援施設等は，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第５８条 指定障害者支援施設等は，利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により

事故が発生した場合は，市町村，当該利用者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措

置を講じなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について，
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記録しなければならない。 

３ 指定障害者支援施設等は，利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償す

べき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第５９条 指定障害者支援施設等は，実施する施設障害福祉サービスの種類ごとに経理を

区分するとともに，指定障害者支援施設等の事業の会計をその他の事業の会計と区分し

なければならない。 

（記録の整備） 

第６０条 指定障害者支援施設等は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定障害者支援施設等は，利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に

掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 第２０条第１項及び第２項に規定するサービスの提供の記録 

(2) 施設障害福祉サービス計画 

(3) 第４３条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 第４６条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(5) 第５２条第２項に規定する身体拘束等の記録 

(6) 第５６条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 第５８条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録  

(8) 法第６条に規定する自立支援給付及び第２２条第１項から第３項までに規定する利

用者負担額等に関する請求及び受領等の記録 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（多目的室の経過措置） 

第２条 平成１８年１０月１日（以下「基準日」という。）において存する法附則第４１

条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則

第３５条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下
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「旧身体障害者福祉法」という。）第２９条に規定する身体障害者更生施設のうち旧身

体障害者福祉法第１７条の１０第１項の指定を受けていたもの（以下「指定身体障害者

更生施設」という。），旧身体障害者福祉法第３０条に規定する身体障害者療護施設の

うち旧身体障害者福祉法第１７条の１０第１項の指定を受けていたもの（以下「指定身

体障害者療護施設」という。）若しくは旧身体障害者福祉法第３１条に規定する身体障

害者授産施設のうち旧身体障害者福祉法第１７条の１０第１項の指定を受けていたもの

（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（平

成１８年厚生労働省令第１６９号。以下「整備省令」という。）による廃止前の指定身

体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成１４年厚生労働省令第７９号。

以下「旧身体障害者更生施設等指定基準」という。）第２条第３号イに規定する指定特

定身体障害者入所授産施設に限る。以下「指定特定身体障害者授産施設」という。），

法附則第５８条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることと

された法附則第５２条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７

号。以下「旧知的障害者福祉法」という。）第２１条の６に規定する知的障害者更生施

設のうち旧知的障害者福祉法第１５条の１１第１項の指定を受けていたもの（整備省令

による廃止前の指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準（平成１４年厚

生労働省令第８１号。以下「旧知的障害者更生施設等指定基準」という。）第２条第１

号イに規定する指定知的障害者入所更生施設に限る。以下「指定知的障害者更生施設」

という。），旧知的障害者福祉法第２１条の７に規定する知的障害者授産施設のうち旧

知的障害者福祉法第１５条の１１第１項の指定を受けていたもの（旧知的障害者更生施

設等指定基準第２条第２号イに規定する指定特定知的障害者入所授産施設に限る。以下

「指定特定知的障害者授産施設」という。）若しくは旧知的障害者福祉法第２１条の８

に規定する知的障害者通勤寮のうち旧知的障害者福祉法第１５条の１１第１項の指定を

受けていたもの（以下「指定知的障害者通勤寮」という。）又は法附則第４８条の規定

によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第４６条の規定

による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）第５０条の２第１項第１号に規定する精神障害者生活訓練施設（以下「精神障害者

生活訓練施設」という。）若しくは同項第２号に規定する精神障害者授産施設（整備省
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令による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成１２年厚

生省令第８７号）第２３条第１号に規定する精神障害者通所授産施設及び同条第２号に

規定する精神障害者小規模通所授産施設を除く。以下「精神障害者授産施設」とい

う。）において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物（基

本的な設備が完成しているものを含み，基準日以後に増築され，又は改築される等建物

の構造を変更したものを除く。以下同じ。）については，第８条第１項に規定する多目

的室を設けないことができる。 

（居室の定員の経過措置） 

第３条 基準日において存する指定知的障害者更生施設，指定特定知的障害者授産施設又

は指定知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれら

の施設の建物について，第８条第２項の規定を適用する場合においては，同項第２号ア

中「４人」とあるのは，「原則として４人」とする。 

（居室面積の経過措置） 

第４条 基準日において存する指定身体障害者更生施設，指定身体障害者療護施設（旧身

体障害者更生施設等指定基準附則第３条の適用を受けていたものに限る。），指定特定

身体障害者授産施設，指定知的障害者更生施設，指定特定知的障害者授産施設又は指定

知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設

の建物について，第８条第２項の規定を適用する場合においては，同項第２号ウ中「９．

９平方メートル」とあるのは，「６．６平方メートル」とする。 

２ 基準日において存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設

障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について，第８条第２項

の規定を適用する場合においては，同項第２号ウ中「９．９平方メートル」とあるのは，

「４．４平方メートル」とする。 

３ 基準日において存する指定身体障害者更生施設若しくは指定特定身体障害者授産施設

であって旧身体障害者更生施設等指定基準附則第２条第１項若しくは第４条第１項の規

定の適用を受けているもの又は指定知的障害者更生施設，指定特定知的障害者授産施設

若しくは指定知的障害者通勤寮であって旧知的障害者更生施設等指定基準附則第２条か

ら第４条までの規定の適用を受けていたものにおいて，施設障害福祉サービスを提供す
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る場合におけるこれらの施設の建物について，第８条第２項の規定を適用する場合にお

いては，同項第２号ウ中「９．９平方メートル」とあるのは，「３．３平方メートル」

とする。 

４ 平成２４年４月１日において存する障がい者制度改革推進本部等における検討を踏ま

えて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための

関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号）第５条による改正前の児童福

祉法第２４条の２第１項に規定する指定知的障害児施設等（以下「旧指定知的障害児施

設等」という。）であって，同日以後指定障害者支援施設等となるものに対する第８条

第２項の規定の適用については，当分の間，同項第２号ウ中「９．９平方メートル」と

あるのは，「４．９５平方メートル」とする。ただし，指定障害者支援施設等となった

後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更した部分については，この限りでな

い。 

（ブザー又はこれに代わる設備の経過措置） 

第５条 基準日において存する指定身体障害者更生施設，指定特定身体障害者授産施設，

指定知的障害者更生施設，指定特定知的障害者授産施設，指定知的障害者通勤寮，精神

障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する

場合におけるこれらの施設の建物については，当分の間，第８条第２項第２号キのブザ

ー又はこれに代わる設備を設けないことができる。 

２ 平成２４年４月１日において存する旧指定知的障害児施設等であって，同日以後指定

障害者支援施設等となるものについては，当分の間，第８条第２項第２号キの規定は適

用しない。ただし，指定障害者支援施設等となった後に増築され，又は改築される等建

物の構造を変更した部分については，この限りでない。 

（廊下幅の経過措置） 

第６条 基準日において存する指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設

において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について， 

第８条第２項の規定を適用する場合においては，同項第８号ア中「１．５メートル」

とあるのは「１．３５メートル」とする。 

２ 基準日において存する指定知的障害者通勤寮，精神障害者生活訓練施設又は精神障害
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者授産施設において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物

については，第８条第２項第８号の規定は，当分の間，適用しない。 

３ 基準日において存する指定身体障害者更生施設，指定身体障害者療護施設，指定特定

身体障害者授産施設，指定知的障害者更生施設又は指定特定知的障害者授産施設におい

て施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については，第８

条第２項第８号の規定は，当分の間，適用しない。 

４ 平成２４年４月１日において存する旧知的障害児施設等であって，同日以後指定障害

者支援施設等となるものについては，当分の間，第８条第２項第８号の規定は適用しな

い。ただし，指定障害者支援施設等となった後に増築され，又は改築される等建物の構

造を変更した部分については，この限りでない。 

（記録の整備に関する経過措置） 

第７条 施行日前の施設障害福祉サービスの提供に関する記録の保存に当たっては，第６

０条第２項中「その完結の日」とあるのは「当該施設障害福祉サービスを提供した日」

と読み替えるものとする。 

 

 

提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による障害者自立支援法の一部改正に伴い，指定障害者支援施設等の人員，

設備及び運営に関する基準等について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２４８ 号 議 案 

   岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について 

 岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制

定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 療養介護（第４条－第３２条） 

第３章 生活介護（第３３条－第５０条） 

第４章 自立訓練（機能訓練）（第５１条－第５６条） 

第５章 自立訓練（生活訓練）（第５７条－第６１条） 

第６章 就労移行支援（第６２条－第７０条） 

第７章 就労継続支援Ａ型（第７１条－第８５条） 

第８章 就労継続支援Ｂ型（第８６条－第８８条） 

第９章 多機能型に関する特例（第８９条－第９１条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８０条第１項の規定に基づき，障害

福祉サービス事業の設備及び運営に関する最低基準を定めるものとする。 
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（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 

(2) 常勤換算方法 事業所の職員の勤務延べ時間数を当該事業所において常勤の職員が

勤務すべき時間数で除することにより，当該事業所の職員の員数を常勤の職員の員数

に換算する方法をいう。 

(3) 多機能型 生活介護の事業，自立訓練（機能訓練）（障害者自立支援法施行規則

（平成１８年厚生労働省令第１９号。以下「施行規則」という。）第６条の６第１号

に規定する自立訓練（機能訓練）をいう。以下同じ。）の事業，自立訓練（生活訓

練）（施行規則第６条の６第２号に規定する自立訓練（生活訓練）をいう。以下同

じ。）の事業，就労移行支援の事業，就労継続支援Ａ型（施行規則第６条の１０第１

号に規定する就労継続支援Ａ型をいう。以下同じ。）の事業及び就労継続支援Ｂ型

（施行規則第６条の１０第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をいう。以下同じ。）の

事業並びに児童発達支援（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２第２

項に規定する児童発達支援をいう。）の事業，医療型児童発達支援（同条第３項に規

定する医療型児童発達支援をいう。）の事業，放課後等デイサービス（同条第４項に

規定する放課後等デイサービスをいう。）の事業及び保育所等訪問支援（同条第５項

に規定する保育所等訪問支援をいう。）の事業のうち２以上の事業を一体的に行うこ

と（同法に規定する事業のみを行う場合を除く。）をいう。 

(4) 最低基準省令 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号）をいう。 

（障害福祉サービス事業者の一般原則） 

第３条 障害福祉サービス事業を行う者（以下「障害福祉サービス事業者」という。）の

役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧

問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者に対し業務を執行す

る社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め

られる者を含む。）及び事業所を管理する者は，岡山市暴力団排除基本条例（平成２４
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年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であってはならない。 

２ 障害福祉サービス事業者（次章から第８章までに掲げる事業を行うものに限る。）は，

利用者の意向，適性，障害の特性その他の事情を踏まえた計画（以下「個別支援計画」

という。）を作成し，これに基づき利用者に対して障害福祉サービスを提供するととも

に，その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利

用者に対して適切かつ効果的に障害福祉サービスを提供しなければならない。 

３ 障害福祉サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に当該利用者の立

場に立った障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

４ 障害福祉サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設

置する等必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置

を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 療養介護 

（基本方針） 

第４条 療養介護の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう，施行規則第２条の２に規定する者に対して，当該利用者の身体その他の状況及び

その置かれている環境に応じて，機能訓練，療養上の管理，看護，医学的管理の下にお

ける介護及び日常生活上の世話を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（構造設備） 

第５条 療養介護の事業を行う者（以下「療養介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「療養介護事業所」という。）の配置，構造及び設備は，利用者の特性に

応じて工夫され，かつ，日照，採光，換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災

について十分考慮されたものでなければならない。 

（管理者の資格要件） 

第６条 療養介護事業所の管理者は，医師でなければならない。 

（運営規程） 

第７条 療養介護事業者は，療養介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重

要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 
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(2) 職員の職種，員数及び職務の内容 

(3) 利用定員 

(4) 療養介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

(5) サービス利用に当たっての留意事項 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(9) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第８条 療養介護事業者は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

２ 療養介護事業者は，当該事業所が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非

常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体

的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連絡の体制

を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に職員に周知し

なければならない。 

３ 療養介護事業者は，当該事業所の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなければな

らない。 

４ 療養介護事業者は，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又は救出に係

る訓練その他必要な訓練をその実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならない。 

５ 療養介護事業者は，非常災害における利用者等の安全の確保が図られるよう，あらか

じめ，近隣の自治体，地域住民，障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に

努めるものとする。 
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６ 療養介護事業者は，非常災害時において，障害者，高齢者，乳幼児等特に配慮を要す

る者の受入れに努めるものとする。 

（記録の整備） 

第９条 療養介護事業者は，職員，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 療養介護事業者は，利用者に対する療養介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，

その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 第１７条第１項に規定する療養介護計画 

(2) 第２８条第２項に規定する身体拘束等の記録 

(3) 第３０条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(4) 第３２条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

（規模） 

第１０条 療養介護事業所は，２０人以上の人員を利用させることができる規模を有する

ものでなければならない。 

（設備の基準） 

第１１条 療養介護事業所は，医療法（昭和２３年法律第２０５号）に規定する病院とし

て必要とされる設備及び多目的室その他運営上必要な設備を備えなければならない。 

２ 前項に規定する設備は，専ら当該療養介護事業所の用に供するものでなければならな

い。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第１２条 療養介護事業者が療養介護事業所に置くべき職員及びその員数は，次のとおり

とする。 

(1) 管理者 １ 

(2) 医師 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６５条第４項第１号に規定する厚

生労働大臣の定める基準以上 

(3) 看護職員（看護師，准看護師又は看護補助者をいう。次号において同じ。） 療養

介護の単位ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を２で除した数以上 

(4) 生活支援員 療養介護の単位ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を４で除した数
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以上。ただし，看護職員が，常勤換算方法で，利用者の数を２で除した数以上置かれ

ている療養介護の単位については，置かれている看護職員の数から利用者の数を２で

除した数を控除した数を生活支援員の数に含めることができるものとする。 

(5) サービス管理責任者（障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として

最低基準省令第１２条第１項第５号に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４４号

により厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。） 療養介護事業所ごとに，ア

又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に事業を開始する場合は，

推定数とする。 

３ 第１項の療養介護の単位は，療養介護であって，その提供が同時に１又は複数の利用

者に対して一体的に行われるものをいい，複数の療養介護の単位を置く場合の療養介護

の単位の利用定員は２０人以上とする。 

４ 第１項に規定する療養介護事業所の職員（第１号から第３号までに掲げる者を除

く。）は，専ら当該療養介護事業所の職務に従事する者又は療養介護の単位ごとに専ら

当該療養介護の提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がな

い場合は，この限りでない。 

５ 第１項第１号の管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，

療養介護事業所の管理上支障がない場合は，当該療養介護事業所の他の業務に従事し，

又は当該療養介護事業所以外の事業所，施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

６ 第１項第４号の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

７ 第１項第５号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１３条 療養介護事業者は，療養介護の提供に当たっては，利用者の心身の状況，その

置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努め
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なければならない。 

（障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第１４条 療養介護事業者は，療養介護を提供するに当たっては，地域及び家庭との結び

付きを重視した運営を行い，市町村，他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。 

２ 療養介護事業者は，療養介護の提供の終了に際しては，利用者又はその家族に対して

適切な援助を行うとともに，保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接

な連携に努めなければならない。 

（療養介護事業者が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第１５条 療養介護事業者が療養介護を提供する利用者に対して金銭の支払を求めること

ができるのは，当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって，当該利

用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は，当該金銭の使途及び額並びに利用者に金

銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに，利用者に対し説明

を行い，その同意を得なければならない。 

（療養介護の取扱方針） 

第１６条 療養介護事業者は，次条第１項に規定する療養介護計画に基づき，利用者の心

身の状況等に応じて，その者の支援を適切に行うとともに，療養介護の提供が漫然かつ

画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 療養介護事業所の職員は，療養介護の提供に当たっては，懇切丁寧を旨とし，利用者

又はその家族に対し，支援上必要な事項について，理解しやすいように説明を行わなけ

ればならない。 

３ 療養介護事業者は，多用な評価の手法を用いてその提供する療養介護の質の評価を行

い，常にその改善を図らなければならない。 

（療養介護計画の作成等） 

第１７条 療養介護事業所の管理者は，サービス管理責任者に療養介護に係る個別支援計

画（以下この章において「療養介護計画」という。）の作成に関する業務を担当させる

ものとする。 
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２ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に当たっては，適切な方法により，利用

者について，その有する能力，その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価

を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を

行い，利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援

内容の検討をしなければならない。 

３ サービス管理責任者は，アセスメントに当たっては，利用者に面接して行わなければ

ならない。この場合において，サービス管理責任者は，面接の趣旨を利用者に対して十

分に説明し，理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，利用者及び

その家族の生活に対する意向，総合的な支援の方針，生活全般の質を向上させるための

課題，療養介護の目標及びその達成時期，療養介護を提供する上での留意事項等を記載

した療養介護計画の原案を作成しなければならない。この場合において，当該療養介護

事業所が提供する療養介護以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連

携も含めて療養介護計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成に係る会議（利用者に対する療養介護の

提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催し，前項に規定する療養介

護計画の原案の内容について意見を求めるものとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定する療養介護計画の原案の内容について利用者

又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なければならない。 

７ サービス管理責任者は，療養介護計画を作成した際には，当該療養介護計画を利用者

に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，療養介護計画の作成後，療養介護計画の実施状況の把握（利

用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。）を行う

とともに，少なくとも６月に１回以上，療養介護計画の見直しを行い，必要に応じて療

養介護計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は，モニタリングに当たっては，利用者及びその家族等との連絡

を継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 
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(1) 定期的に利用者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する療養介護計画の変更について準

用する。 

（サービス管理責任者の責務） 

第１８条 サービス管理責任者は，前条に規定する業務のほか，次に掲げる業務を行うも

のとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し，その者に係る障害福祉サービス事業者等に対する照会等

により，その者の心身の状況，当該療養介護事業所以外における障害福祉サービス等

の利用状況等を把握すること。 

(2) 利用者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，利用者が自立した日常生

活を営むことができるよう定期的に検討するとともに，自立した日常生活を営むこと

ができると認められる利用者に対し，必要な支援を行うこと。 

(3) 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談及び援助） 

第１９条 療養介護事業者は，常に利用者の心身の状況，その置かれている環境等の的確

な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，必要な

助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 療養介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することができるよう

に支援しなければならない。 

（機能訓練） 

第２０条 療養介護事業者は，利用者の心身の諸機能の維持回復を図り，日常生活の自立

を助けるため，必要な機能訓練を行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第２１条 看護及び医学的管理の下における介護は，利用者の病状及び心身の状況に応じ，

利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって行われなけれ

ばならない。 

２ 療養介護事業者は，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切な方法により，排せつ
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の自立について必要な援助を行わなければならない。 

３ 療養介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えな

ければならない。 

４ 療養介護事業者は，前３項に定めるもののほか，利用者に対し，離床，着替え及び整

容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

５ 療養介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該療養介護事業所

の職員以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（その他のサービスの提供） 

第２２条 療養介護事業者は，適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努め

なければならない。 

２ 療養介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るとともに，利用者とその家族の

交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第２３条 療養介護事業所の職員は，現に療養介護の提供を行っているときに利用者に病

状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに他の専門医療機関への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者の責務） 

第２４条 療養介護事業所の管理者は，当該療養介護事業所の職員及び業務の管理その他

の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 療養介護事業所の管理者は，当該療養介護事業所の職員にこの章の規定を遵守させる

ため必要な指揮命令を行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第２５条 療養介護事業者は，利用者に対し，適切な療養介護を提供できるよう，療養介

護事業所ごとに，職員の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておかなけ

ればならない。 

２ 療養介護事業者は，療養介護事業所ごとに，当該療養介護事業所の職員によって療養

介護を提供しなければならない。ただし，利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務に

ついては，この限りでない。 
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３ 療養介護事業者は，職員の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，

研修を実施しなければならない。 

４ 療養介護事業者は，職員の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第２６条 療養介護事業者は，利用定員を超えて療養介護の提供を行ってはならない。た

だし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（衛生管理等） 

第２７条 療養介護事業者は，利用者の使用する設備及び飲用に供する水について，衛生

的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，医薬品及び医療機器の管理

を適正に行わなければならない。 

２ 療養介護事業者は，療養介護事業所において感染症又は食中毒が発生し，又はまん延

しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（身体拘束等の禁止） 

第２８条 療養介護事業者は，療養介護の提供に当たっては，利用者又は他の利用者の生

命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用者の行

動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 療養介護事業者は，やむを得ず身体拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなけれ

ばならない。 

（秘密保持等） 

第２９条 療養介護事業所の職員及び管理者は，正当な理由がなく，その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 療養介護事業者は，職員及び管理者であった者が，正当な理由がなく，その業務上知

り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければ

ならない。 

３ 療養介護事業者は，他の療養介護事業者等に対して，利用者又はその家族に関する情

報を提供する際は，あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ておかな

ければならない。 
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（苦情解決） 

第３０条 療養介護事業者は，その提供した療養介護に関する利用者又はその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必

要な措置を講じなければならない。 

２ 療養介護事業者は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記録しな

ければならない。 

３ 療養介護事業者は，その提供した療養介護に関し，市町村から指導又は助言を受けた

場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 療養介護事業者は，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を市町村

に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第３１条 療養介護事業者は，その事業の運営に当たっては，地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第３２条 療養介護事業者は，利用者に対する療養介護の提供により事故が発生した場合

は，市町村，当該利用者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければな

らない。 

２ 療養介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について，記録し

なければならない。 

３ 療養介護事業者は，利用者に対する療養介護の提供により賠償すべき事故が発生した

場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

第３章 生活介護 

（基本方針） 

第３３条 生活介護の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう，施行規則第２条の４に規定する者に対して，入浴，排せつ及び食事の介護，創

作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなけれ

ばならない。 

（構造設備） 
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第３４条 生活介護の事業を行う者（以下「生活介護事業者」という。）が当該事業を行

う事業所（以下「生活介護事業所」という。）の配置，構造及び設備は，利用者の特性

に応じて工夫され，かつ，日照，採光，換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防

災について十分考慮されたものでなければならない。 

（管理者の資格要件） 

第３５条 生活介護事業所の管理者は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１９条

第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業（同法第２条第１項に規定す

る社会福祉事業をいう。以下同じ。）に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能

力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（運営規程） 

第３６条 生活介護事業者は，生活介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 利用定員 

(5) 生活介護の内容並びに利用者から受領する費用の種類及びその額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービスの利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 

(11) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(12) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(13) 成年後見制度の活用支援 

(14) 苦情解決体制の整備 

(15) その他運営に関する重要事項 

（規模） 
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第３７条 生活介護事業所は，２０人以上の人員を利用させることができる規模を有する

ものでなければならない。ただし，離島その他の地域であって最低基準省令第３７条に

規定する平成１８年厚生労働省告示第５４０号により厚生労働大臣が定めるもののうち，

将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が認めるものにおいて事業を行う生

活介護事業所については，１０人以上とすることができる。 

（設備の基準） 

第３８条 生活介護事業所は，訓練・作業室，相談室，洗面所，便所及び多目的室その他

運営上必要な設備を設けなければならない。ただし，他の社会福祉施設等の設備を利用

することにより当該生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て，利用者の支援に支障がないときは，その一部を設けないことができる。 

２ 前項に規定する設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 第１項に規定する相談室及び多目的室は，利用者の支援に支障がない場合は，兼用す

ることができる。 

４ 第１項に規定する設備は，専ら当該生活介護事業所の用に供するものでなければなら

ない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第３９条 生活介護事業者が生活介護事業所に置くべき職員及びその員数は，次のとおり

とする。 

(1) 管理者 １ 

(2) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な

数 

(3) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この章，次章及び第５
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章において同じ。），理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ア 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，生活介護の単位

ごとに，常勤換算方法で，（ア）から（ウ）までに掲げる利用者の平均障害程度区

分（最低基準省令第３９条第１項第３号に規定する平成１８年厚生労働省告示第５

４２号により厚生労働大臣が定めるところにより算定した障害程度区分の平均値を

いう。以下同じ。）に応じ，それぞれ（ア）から（ウ）までに掲げる数とすること。 

(ｱ) 平均障害程度区分が４未満 利用者の数を６で除した数以上 

(ｲ) 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数以上 

(ｳ) 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除した数以上 

イ 看護職員の数は，生活介護の単位ごとに，１以上とすること。 

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は，利用者に対して日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う場合は，生活介護の単位ごとに，当該訓練を

行うために必要な数とすること。 

エ 生活支援員の数は，生活介護の単位ごとに，１以上とすること。 

(4) サービス管理責任者 生活介護事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用者の数の区分

に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に事業を開始する場合は，

推定数とする。 

３ 第１項の生活介護の単位は，生活介護であって，その提供が同時に１又は複数の利用

者に対して一体的に行われるものをいい，複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護

の単位の利用定員は２０人以上とする。 

４ 第１項第３号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には，これら

の者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力

を有する看護師その他の規則で定める者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５ 第１項（第１号に掲げる者を除く。）及び前項に規定する生活介護事業所の職員は，
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専ら当該生活介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介

護の提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，

この限りでない。 

６ 第１項第１号の管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，

生活介護事業所の管理上支障がない場合は，当該生活介護事業所の他の業務に従事し，

又は当該生活介護事業所以外の事業所，施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

７ 第１項第３号の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

８ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第４０条 生活介護事業者は，生活介護事業所における主たる事業所（以下この条におい

て「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において

「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所は，６人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしな

ければならない。 

３ 従たる事業所を設置する場合においては，主たる事業所及び従たる事業所の職員（管

理者及びサービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ１人以上は，常勤かつ専ら当該

主たる事業所又は当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第４１条 生活介護事業者は，当該生活介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所

が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し，利用申込者に対

し自ら適切な生活介護を提供することが困難であると認めた場合は，適当な他の生活介

護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（介護） 

第４２条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切な方法により，排せつの自立に

ついて必要な援助を行わなければならない。 
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３ 生活介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えな

ければならない。 

４ 生活介護事業者は，前３項に定めるもののほか，利用者に対し，離床，着替え及び整

容その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならない。 

５ 生活介護事業者は，常時１人以上の職員を介護に従事させなければならない。 

６ 生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該生活介護事業所

の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第４３条 生活介護事業者は，生産活動の機会の提供に当たっては，地域の実情並びに製

品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 生活介護事業者は，生産活動の機会の提供に当たっては，生産活動に従事する者の作

業時間，作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならない。 

３ 生活介護事業者は，生産活動の機会の提供に当たっては，生産活動の能率の向上が図

られるよう，利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

４ 生活介護事業者は，生産活動の機会の提供に当たっては，防じん設備又は消火設備の

設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（工賃の支払） 

第４４条 生活介護事業者は，生産活動に従事している者に，生産活動に係る事業の収入

から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わ

なければならない。 

（食事） 

第４５条 生活介護事業者は，あらかじめ，利用者に対し食事の提供の有無を説明し，提

供を行う場合には，その内容及び費用に関して説明を行い，利用者の同意を得なければ

ならない。 

２ 生活介護事業者は，食事の提供に当たっては，利用者の心身の状況及びし好を考慮し，

適切な時間に食事の提供を行うとともに，利用者の年齢及び障害の特性に応じた，適切

な栄養量及び内容の食事の提供を行うため，必要な栄養管理を行わなければならない。 

３ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 
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４ 生活介護事業者は，食事の提供を行う場合であって，生活介護事業所に栄養士を置か

ないときは，献立の内容，栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受け

るよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第４６条 生活介護事業者は，常に利用者の健康の状況に注意するとともに，健康保持の

ための適切な措置を講じなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第４７条 生活介護事業所の職員は，現に生活介護の提供を行っているときに利用者に病

状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに医療機関への連絡を行う等の必要

な措置を講じなければならない。 

（衛生管理等） 

第４８条 生活介護事業者は，利用者の使用する設備及び飲用に供する水について，衛生

的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，健康管理等に必要となる機

械器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 生活介護事業者は，生活介護事業所において感染症又は食中毒が発生し，又はまん延

しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関） 

第４９条 生活介護事業者は，利用者の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，協力医

療機関を定めておかなければならない。 

（準用） 

第５０条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６条まで，第

２８条から第３２条までの規定は，生活介護の事業について準用する。この場合におい

て，第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第５０条において準用する

第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と，同項第２号中

「第２８条第２項」とあるのは「第５０条において準用する第２８条第２項」と，同項

第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第５０条において準用する第３０条第２項」

と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第５０条において準用する第３２条

第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第５０条において準用する
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次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「生活介護計画」と，第１７条中「療養

介護計画」とあるのは「生活介護計画」と，第１８条中「前条」とあるのは「第５０条

において準用する前条」と，第２４条中「この章」とあるのは「第３章」と読み替える

ものとする。 

第４章 自立訓練（機能訓練） 

（基本方針） 

第５１条 自立訓練（機能訓練）の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう，施行規則第６条の７第１号に規定する者に対して，施行規則第６

条の６第１号に規定する期間にわたり，身体機能又は生活能力の維持，向上等のために

必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（職員の配置の基準） 

第５２条 自立訓練（機能訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（機能訓練）事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（機能訓練）事業所」という。）

に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 管理者 １ 

(2) 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ア 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，自立訓練（機能

訓練）事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を６で除した数以上とすること。 

イ 看護職員の数は，自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，１以上とすること。 

ウ 理学療法士又は作業療法士の数は，自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，１以上

とすること。 

エ 生活支援員の数は，自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，１以上とすること。 

(3) サービス管理責任者 自立訓練（機能訓練）事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用

者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 自立訓練（機能訓練）事業者が，自立訓練（機能訓練）事業所における自立訓練（機
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能訓練）に併せて，利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（機能訓練）（以下こ

の条において「訪問による自立訓練（機能訓練）」という。）を提供する場合は，自立

訓練（機能訓練）事業所ごとに，前項に規定する員数の職員に加えて，当該訪問による

自立訓練（機能訓練）を提供する生活支援員を１人以上置くものとする。 

３ 第１項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に事業を開始する場合

は，推定数とする。 

４ 第１項第２号の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には，これら

の者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力

を有する看護師その他の規則で定める者を機能訓練指導員として置くことができる。 

５ 第１項（第１号に掲げる者を除く。），第２項及び前項に規定する自立訓練（機能訓

練）事業所の職員は，専ら当該自立訓練（機能訓練）事業所の職務に従事する者でなけ

ればならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

６ 第１項第１号の管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，

自立訓練（機能訓練）事業所の管理上支障がない場合は，当該自立訓練（機能訓練）事

業所の他の業務に従事し，又は当該自立訓練（機能訓練）事業所以外の事業所，施設等

の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第２号の看護職員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

８ 第１項第２号の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

９ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（自立訓練（機能訓練）計画の作成等） 

第５３条 自立訓練（機能訓練）事業所の管理者は，サービス管理責任者に自立訓練（機

能訓練）に係る個別支援計画（以下この章において「自立訓練（機能訓練）計画」とい

う。）の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は，自立訓練（機能訓練）計画の作成に当たっては，適切な方法

により，アセスメントを行い，利用者が自立した日常生活を営むことができるように支

援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。 

３ サービス管理責任者は，アセスメントに当たっては，利用者に面接して行わなければ

ならない。この場合において，サービス管理責任者は，面接の趣旨を利用者に対して十
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分に説明し，理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，利用者及び

その家族の生活に対する意向，総合的な支援の方針，生活全般の質を向上させるための

課題，自立訓練（機能訓練）の目標及びその達成時期，自立訓練（機能訓練）を提供す

る上での留意事項等を記載した自立訓練（機能訓練）計画の原案を作成しなければなら

ない。この場合において，当該自立訓練（機能訓練）事業所が提供する自立訓練（機能

訓練）以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて自立訓練

（機能訓練）計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は，自立訓練（機能訓練）計画の作成に係る会議（利用者に対す

る自立訓練（機能訓練）の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開催

し，前項に規定する自立訓練（機能訓練）計画の原案の内容について意見を求めるもの

とする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定する自立訓練（機能訓練）計画の原案の内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なければなら

ない。 

７ サービス管理責任者は，自立訓練（機能訓練）計画を作成した際には，当該自立訓練

（機能訓練）計画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，自立訓練（機能訓練）計画の作成後，モニタリングを行うと

ともに，少なくとも３月に１回以上，自立訓練（機能訓練）計画の見直しを行い，必要

に応じて自立訓練（機能訓練）計画の変更を行うものとする。 

９ サービス管理責任者は，モニタリングに当たっては，利用者及びその家族等との連絡

を継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなけれ

ばならない。 

(1) 定期的に利用者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する自立訓練（機能訓練）計画の変

更について準用する。 

  （訓練） 
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第５４条 自立訓練（機能訓練）事業者は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の

支援と日常生活の充実に資するよう，適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

２ 自立訓練（機能訓練）事業者は，利用者に対し，その有する能力を活用することによ

り，自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，利用者の心身の特性に応

じた必要な訓練を行わなければならない。 

３ 自立訓練（機能訓練）事業者は，常時１人以上の職員を訓練に従事させなければなら

ない。 

４ 自立訓練（機能訓練）事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該自

立訓練（機能訓練）事業所の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

（地域生活への移行のための支援） 

第５５条 自立訓練（機能訓練）事業者は，利用者が地域において自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるよう，第６４条第１項に規定する就労移行支援事業者その

他の障害福祉サービス事業者等と連携し，必要な調整を行わなければならない。 

２ 自立訓練（機能訓練）事業者は，利用者が地域において安心した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう，当該利用者が住宅等における生活に移行した後も，一定期

間，定期的な連絡，相談等を行わなければならない。 

（準用） 

第５６条 第８条，第９条，第１３条から第１６条まで，第１８条，第１９条，第２４条

から第２６条まで，第２８条から第３２条まで，第３４条から第３８条まで，第４０条，

第４１条及び第４５条から第４９条までの規定は，自立訓練（機能訓練）の事業につい

て準用する。この場合において，第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは

「第５３条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，

同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第５６条において準用する第２８条第２

項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第５６条において準用する第３

０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第５６条において準用

する第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第５３条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（機能訓練）計画」と，第１８条中

「前条」とあるのは「第５３条」と，第２４条第２項中「この章」とあるのは「第４
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章」と読み替えるものとする。 

第５章 自立訓練（生活訓練） 

（基本方針） 

第５７条 自立訓練（生活訓練）の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営

むことができるよう，施行規則第６条の７第２号に規定する者に対して，施行規則第６

条の６第２号に規定する期間にわたり，生活能力の維持，向上等のために必要な支援，

訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（規模） 

第５８条 自立訓練（生活訓練）の事業を行う者（以下「自立訓練（生活訓練）事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「自立訓練（生活訓練）事業所」という。）

は，２０人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。

ただし，離島その他の地域であって最低基準省令第５７条第１項に規定する平成１８年

厚生労働省告示第５４０号により厚生労働大臣が定めるもののうち，将来的にも利用者

の確保の見込みがないとして市長が認めるものにおいて事業を行う自立訓練（生活訓

練）事業所（宿泊型自立訓練（施行規則第２５条第７号に規定する宿泊型自立訓練をい

う。以下同じ。）のみを行うものを除く。）については，１０人以上とすることができ

る。 

２ 前項の規定にかかわらず，宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活

訓練）を併せて行う自立訓練（生活訓練）事業所は，宿泊型自立訓練に係る１０人以上

の人員及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）に係る２０人以上（前項ただし

書の市長が認める地域において事業を行うものにあっては，１０人以上）の人員を利用

させることができる規模を有するものでなければならない。 

（設備の基準） 

第５９条 自立訓練（生活訓練）事業所は，訓練・作業室，相談室，洗面所，便所及び多

目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。ただし，他の社会福祉施設等

の設備を利用することにより当該自立訓練（生活訓練）事業所の効果的な運営を期待す

ることができる場合であって，利用者の支援に支障がないときは，その一部を設けない

ことができる。 
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２ 前項に規定する設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 宿泊型自立訓練を行う自立訓練（生活訓練）事業所にあっては，第１項に規定する設

備のほか，居室及び浴室を備えるものとし，その基準は次のとおりとする。ただし，宿

泊型自立訓練のみを行う自立訓練（生活訓練）事業所にあっては，同項に規定する訓

練・作業室を設けないことができる。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，１人とすること。 

イ 一の居室の面積は，収納設備等を除き，７．４３平方メートル以上とすること。 

(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室は，利用者の支援に支障がない場合は，兼用す

ることができる。 

５ 第１項及び第３項に規定する設備は，専ら当該自立訓練（生活訓練）事業所の用に供

するものでなければならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りで

ない。 

６ 宿泊型自立訓練の事業を行う者が当該事業を行う事業所（以下「宿泊型自立訓練事業

所」という。）の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は，

耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐

火建築物をいう。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をい

う。）でなければならない。 

（職員の配置の基準） 

第６０条 自立訓練（生活訓練）事業者が自立訓練（生活訓練）事業所に置くべき職員及

びその員数は，次のとおりとする。 
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(1) 管理者 １ 

(2) 生活支援員 自立訓練（生活訓練）事業所ごとに，常勤換算方法で，アに掲げる利

用者の数を６で除した数とイに掲げる利用者の数を１０で除した数の合計数以上 

ア イに掲げる利用者以外の利用者 

イ 宿泊型自立訓練の利用者 

(3) 地域移行支援員 宿泊型自立訓練を行う場合，自立訓練（生活訓練）事業所ごとに，

１以上 

(4) サービス管理責任者 自立訓練（生活訓練）事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用

者の数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている自立訓練

（生活訓練）事業所については，前項第２号中「生活支援員」とあるのは「生活支援員

及び看護職員」と，「自立訓練（生活訓練）事業所」とあるのは「生活支援員及び看護

職員の総数は，自立訓練（生活訓練）事業所」と読み替えるものとする。この場合にお

いて，生活支援員及び看護職員の数は，当該自立訓練（生活訓練）事業所ごとに，それ

ぞれ１以上とする。 

３ 自立訓練（生活訓練）事業者が，自立訓練（生活訓練）事業所における自立訓練（生

活訓練）に併せて，利用者の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓練）（以下こ

の項において「訪問による自立訓練（生活訓練）」という。）を提供する場合は，前２

項に規定する員数の職員に加えて，当該訪問による自立訓練（生活訓練）を提供する生

活支援員を１人以上置くものとする。 

４ 第１項（第２項において読み替えられる場合を含む。）の利用者の数は，前年度の平

均値とする。ただし，新規に事業を開始する場合は，推定数とする。 

５ 第１項（第１号に掲げる者を除く。）及び第２項に規定する自立訓練（生活訓練）事

業所の職員は，専ら当該自立訓練（生活訓練）事業所の職務に従事する者でなければな

らない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 
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６ 第１項第１号の管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，

自立訓練（生活訓練）事業所の管理上支障がない場合は，当該自立訓練（生活訓練）事

業所の他の業務に従事し，又は当該自立訓練（生活訓練）事業所以外の事業所，施設等

の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第２号又は第２項の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

８ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（準用） 

第６１条 第８条，第９条，第１３条から第１６条まで，第１８条，第１９条，第２４条

から第２６条まで，第２８条から第３２条まで，第３４条から第３６条まで，第４０条，

第４１条，第４５条から第４９条まで及び第５３条から第５５条までの規定は，自立訓

練（生活訓練）の事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号中

「第１７条第１項」とあるのは「第６１条において準用する第５３条第１項」と，「療

養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と，同項第２号中「第２８条第

２項」とあるのは「第６１条において準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第

３０条第２項」とあるのは「第６１条において準用する第３０条第２項」と，同項第４

号中「第３２条第２項」とあるのは「第６１条において準用する第３２条第２項」と，

第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第６１条において準用する第５３条第１

項」と，「療養介護計画」とあるのは「自立訓練（生活訓練）計画」と，第１８条中

「前条」とあるのは「第６１条において準用する第５３条」と，第２４条第２項中「こ

の章」とあるのは「第５章」と，第４０条第２項中「６人以上」とあるのは「宿泊型自

立訓練以外の自立訓練（生活訓練）については６人以上，宿泊型自立訓練については１

０人以上」と，第５３条中「自立訓練（機能訓練）計画」とあるのは「自立訓練（生活

訓練）計画」と読み替えるものとする。 

第６章 就労移行支援 

（基本方針） 

第６２条 就労移行支援の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるよう，施行規則第６条の９に規定する者に対して，施行規則第６条の８に規定す

る期間にわたり，生産活動その他の活動の機会の提供を通じて，就労に必要な知識及び
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能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければな

らない。 

（認定就労移行支援事業所の設備） 

第６３条 第７０条において準用する第３８条の規定にかかわらず，あん摩マツサージ指

圧師，はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和２６年文部省・厚生省令

第２号）によるあん摩マッサージ指圧師，はり師又はきゅう師の学校又は養成施設とし

て認定されている就労移行支援事業所（以下「認定就労移行支援事業所」という。）の

設備の基準は，同令の規定によりあん摩マッサージ指圧師，はり師又はきゅう師に係る

学校又は養成施設として必要とされる設備を有することとする。 

（職員の配置の基準） 

第６４条 就労移行支援の事業を行う者（以下「就労移行支援事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「就労移行支援事業所」という。）に置くべき職員及びその員

数は，次のとおりとする。 

(1) 管理者 １ 

(2) 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は，就労移行支援事業所ごとに，常勤換算方法

で，利用者の数を６で除した数以上とすること。 

イ 職業指導員の数は，就労移行支援事業所ごとに，１以上とすること。 

ウ 生活支援員の数は，就労移行支援事業所ごとに，１以上とすること。 

(3) 就労支援員 就労移行支援事業所ごとに，常勤換算方法で，利用者の数を１５で除

した数以上 

(4) サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用者の数の

区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に事業を開始する場合は，

推定数とする。 
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３ 第１項（第１号に掲げる者を除く。）に規定する就労移行支援事業所の職員は，専ら

当該就労移行支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，利用者の支

援に支障がない場合は，この限りでない。 

４ 第１項第１号の管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，

就労移行支援事業所の管理上支障がない場合は，当該就労移行支援事業所の他の業務に

従事し，又は当該就労移行支援事業所以外の事業所，施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

５ 第１項第２号の職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以上は，常勤でなけ

ればならない。 

６ 第１項第３号の就労支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

７ 第１項第４号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（認定就労移行支援事業所の職員の員数） 

第６５条 前条の規定にかかわらず，認定就労移行支援事業所に置くべき職員及びその員

数は，次のとおりとする。 

(1) 管理者 １ 

(2) 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は，就労移行支援事業所ごとに，常勤換算方法

で，利用者の数を１０で除した数以上とすること。 

イ 職業指導員の数は，就労移行支援事業所ごとに，１以上とすること。 

ウ 生活支援員の数は，就労移行支援事業所ごとに，１以上とすること。 

(3) サービス管理責任者 就労移行支援事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用者の数の

区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の職員及びその員数については，前条第２項から第５項まで及び第７項の規定を

準用する。 

（実習の実施） 
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第６６条 就労移行支援事業者は，利用者が第７０条において準用する第５３条の就労移

行支援計画に基づいて実習できるよう，実習の受入先を確保しなければならない。 

２ 就労移行支援事業者は，前項の実習の受入先の確保に当たっては，公共職業安定所，

障害者就業・生活支援センター，特別支援学校等の関係機関と連携して，利用者の意向

及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第６７条 就労移行支援事業者は，公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う

求職活動を支援しなければならない。 

２ 就労移行支援事業者は，公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，特別支援

学校等の関係機関と連携して，利用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなけれ

ばならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第６８条 就労移行支援事業者は，利用者の職場への定着を促進するため，障害者就業・

生活支援センター等の関係機関と連携して，利用者が就職した日から６月以上，職業生

活における相談等の支援を継続しなければならない。 

（就職状況の報告） 

第６９条 就労移行支援事業者は，毎年，前年度における就職した利用者の数その他の就

職に関する状況を，市長に報告しなければならない。 

（準用） 

第７０条 第８条，第９条，第１３条から第１６条まで，第１８条，第１９条，第２４条

から第２６条まで，第２８条から第３２条まで，第３４条から第３８条まで，第４０条，

第４１条，第４３条から第４９条まで，第５３条及び第５４条の規定は，就労移行支援

の事業について準用する。この場合において，第９条第２項第１号中「第１７条第１

項」とあるのは「第７０条において準用する第５３条第１項」と，「療養介護計画」と

あるのは「就労移行支援計画」と，同項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第７

０条において準用する第２８条第２項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるの

は「第７０条において準用する第３０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」

とあるのは「第７０条において準用する第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次条
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第１項」とあるのは「第７０条において準用する第５３条第１項」と，「療養介護計

画」とあるのは「就労移行支援計画」と，第１８条中「前条」とあるのは「第７０条に

おいて準用する第５３条」と，第２４条第２項中「この章」とあるのは「第６章」と，

第３７条ただし書及び第４０条第１項中「生活介護事業所」とあるのは「就労移行支援

事業所（認定就労移行支援事業所を除く。）」と，第５３条中「自立訓練（機能訓練）

計画」とあるのは「就労移行支援計画」と読み替えるものとする。 

第７章 就労継続支援Ａ型 

（基本方針） 

第７１条 就労継続支援Ａ型の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう，専ら施行規則第６条の１０第１号に規定する者を雇用して就労の機会

を提供するとともに，その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切

かつ効果的に行うものでなければならない。 

（管理者の資格要件） 

第７２条 就労継続支援Ａ型の事業を行う者（以下「就労継続支援Ａ型事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「就労継続支援Ａ型事業所」という。）の管理者

は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者，社会福祉事業に２年以上

従事した者若しくは企業を経営した経験を有する者又はこれらと同等以上の能力を有す

ると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（規模） 

第７３条 就労継続支援Ａ型事業所は，１０人以上の人員を利用させることができる規模

を有するものでなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者が第７８条第２項の規定により雇用契約を締結していない利

用者（以下「雇用契約を締結していない利用者」という。）に対して就労継続支援Ａ型

を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は，１０を下回

ってはならない。 

３ 就労継続支援Ａ型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は，

当該就労継続支援Ａ型事業所の利用定員の１００分の５０及び９を超えてはならない。 

（設備の基準） 
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第７４条 就労継続支援Ａ型事業所は，訓練・作業室，相談室，洗面所，便所及び多目的

室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし，他の社会福祉施設等の設

備を利用することにより当該就労継続支援Ａ型事業所の効果的な運営を期待することが

できる場合であって，利用者の支援に支障がないときは，その一部を設けないことがで

きる。 

２ 前項に規定する設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 訓練・作業室 

ア 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

イ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

(2) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

(3) 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。 

(4) 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

３ 第１項に規定する訓練・作業室は，就労継続支援Ａ型の提供に当たって支障がない場

合は，設けないことができる。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室は，利用者の支援に支障がない場合は，兼用す

ることができる。 

５ 第１項に規定する設備は，専ら当該就労継続支援Ａ型事業所の用に供するものでなけ

ればならない。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

（職員の配置の基準） 

第７５条 就労継続支援Ａ型事業者が就労継続支援Ａ型事業所に置くべき職員及びその員

数は，次のとおりとする。 

(1) 管理者 １ 

(2) 職業指導員及び生活支援員 

ア 職業指導員及び生活支援員の総数は，就労継続支援Ａ型事業所ごとに，常勤換算

方法で，利用者の数を１０で除した数以上とすること。 

イ 職業指導員の数は，就労継続支援Ａ型事業所ごとに，１以上とすること。 

ウ 生活支援員の数は，就労継続支援Ａ型事業所ごとに，１以上とすること。 

(3) サービス管理責任者 就労継続支援Ａ型事業所ごとに，ア又はイに掲げる利用者の
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数の区分に応じ，それぞれア又はイに掲げる数 

ア 利用者の数が６０以下 １以上 

イ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数を増

すごとに１を加えて得た数以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に事業を開始する場合は，

推定数とする。 

３ 第１項（第１号に掲げる者を除く。）に規定する就労継続支援Ａ型事業所の職員は，

専ら当該就労継続支援Ａ型事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし，利

用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

４ 第１項第１号の管理者は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，

就労継続支援Ａ型事業所の管理上支障がない場合は，当該就労継続支援Ａ型事業所の他

の業務に従事し，又は当該就労継続支援Ａ型事業所以外の事業所，施設等の職務に従事

することができるものとする。 

５ 第１項第２号の職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以上は，常勤でなけ

ればならない。 

６ 第１項第３号のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第７６条 就労継続支援Ａ型事業者は，就労継続支援Ａ型事業所における主たる事業所

（以下この条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所

（以下この条において「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所は，１０人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとし

なければならない。 

３ 従たる事業所を設置する場合においては，主たる事業所及び従たる事業所の職員（管

理者及びサービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ１人以上は，常勤かつ専ら当該

主たる事業所又は当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（実施主体） 

第７７条 就労継続支援Ａ型事業者が社会福祉法人以外の者である場合は，当該就労継続

支援Ａ型事業者は専ら社会福祉事業を行う者でなければならない。 
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２ 就労継続支援Ａ型事業者は，障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第

１２３号）第４４条第１項に規定する子会社以外の者でなければならない。 

（雇用契約の締結等） 

第７８条 就労継続支援Ａ型事業者は，就労継続支援Ａ型の提供に当たっては，利用者と

雇用契約を締結しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，就労継続支援Ａ型事業者（多機能型により就労継続支援Ｂ

型の事業を一体的に行う者を除く。）は，施行規則第６条の１０第２号に規定する者に

対して雇用契約を締結せずに就労継続支援Ａ型を提供することができる。 

（就労） 

第７９条 就労継続支援Ａ型事業者は，就労の機会の提供に当たっては，地域の実情並び

に製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は，就労の機会の提供に当たっては，作業の能率の向上が図

られるよう，利用者の障害の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。 

（賃金及び工賃） 

第８０条 就労継続支援Ａ型事業者は，第７８条第１項の規定により雇用契約を締結した

利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため，賃金の水準を高め

るよう努めなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は，雇用契約を締結していない利用者に対しては，生産活動

に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を

工賃として支払わなければならない。 

３ 就労継続支援Ａ型事業者は，雇用契約を締結していない利用者が自立した日常生活又

は社会生活を営むことを支援するため，前項の規定により支払われる工賃の水準を高め

るよう努めなければならない。 

４ 第２項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支払われる１月

当たりの工賃の平均額は，３千円を下回ってはならない。 

（実習の実施） 

第８１条 就労継続支援Ａ型事業者は，利用者が第８５条において準用する第１７条の就

労継続支援Ａ型計画に基づいて実習できるよう，実習の受入先の確保に努めなければな
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らない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は，前項の実習の受入先の確保に当たっては，公共職業安定

所，障害者就業・生活支援センター，特別支援学校等の関係機関と連携して，利用者の

就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 

第８２条 就労継続支援Ａ型事業者は，公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が

行う求職活動の支援に努めなければならない。 

２ 就労継続支援Ａ型事業者は，公共職業安定所，障害者就業・生活支援センター，特別

支援学校等の関係機関と連携して，利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の

開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援等の実施） 

第８３条 就労継続支援Ａ型事業者は，利用者の職場への定着を促進するため，障害者就

業・生活支援センター等の関係機関と連携して，利用者が就職した日から６月以上，職

業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

（利用者及び職員以外の者の雇用） 

第８４条 就労継続支援Ａ型事業者は，利用者及び職員以外の者を就労継続支援Ａ型の事

業に従事する作業員として雇用する場合は，次の各号に掲げる利用定員の区分に応じ，

当該各号に定める数を超えて雇用してはならない。 

(1) 利用定員が１０人以上２０人以下 利用定員に１００分の５０を乗じて得た数 

(2) 利用定員が２１人以上３０人以下 １０又は利用定員に１００分の４０を乗じて得

た数のいずれか多い数 

(3) 利用定員が３１人以上 １２又は利用定員に１００分の３０を乗じて得た数のいず

れか多い数 

（準用） 

第８５条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６条まで，第

２８条から第３２条まで，第３４条，第３６条，第４１条，第４５条から第４９条まで

及び第５４条の規定は，就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合において，

第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第８５条において準用する第１
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７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，同項第２

号中「第２８条第２項」とあるのは「第８５条において準用する第２８条第２項」と，

同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８５条において準用する第３０条第２

項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８５条において準用する第３

２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第８５条において準用

する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，第１

７条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と，第１８条中「前条」

とあるのは「第８５条において準用する前条」と，第２４条第２項中「この章」とある

のは「第７章」と読み替えるものとする。 

第８章 就労継続支援Ｂ型 

（基本方針） 

第８６条 就労継続支援Ｂ型の事業は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこ

とができるよう，施行規則第６条の１０第２号に規定する者に対して就労の機会を提供

するとともに，生産活動その他の活動の機会の提供を通じて，その知識及び能力の向上

のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

（工賃の支払等） 

第８７条 就労継続支援Ｂ型の事業を行う者（以下「就労継続支援Ｂ型事業者」とい

う。）は，利用者に，生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費

を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

２ 前項の規定により利用者それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額（第４

項において「工賃の平均額」という。）は，３千円を下回ってはならない。 

３ 就労継続支援Ｂ型事業者は，利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支

援するため，工賃の水準を高めるよう努めなければならない。 

４ 就労継続支援Ｂ型事業者は，年度ごとに，工賃の目標水準を設定し，当該工賃の目標

水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに，

岡山県知事及び市長に報告しなければならない。 

（準用） 

第８８条 第８条，第９条，第１３条から第１９条まで，第２４条から第２６条まで，第
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２８条から第３２条まで，第３４条，第３６条，第３７条，第４１条，第４３条，第４

５条から第４９条まで，第５４条，第７２条，第７４条から第７６条まで及び第８１条

から第８３条までの規定は，就労継続支援Ｂ型の事業について準用する。この場合にお

いて，第９条第２項第１号中「第１７条第１項」とあるのは「第８８条において準用す

る第１７条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，同

項第２号中「第２８条第２項」とあるのは「第８８条において準用する第２８条第２

項」と，同項第３号中「第３０条第２項」とあるのは「第８８条において準用する第３

０条第２項」と，同項第４号中「第３２条第２項」とあるのは「第８８条において準用

する第３２条第２項」と，第１６条第１項中「次条第１項」とあるのは「第８８条にお

いて準用する次条第１項」と，「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」

と，第１７条中「療養介護計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と，第１８条中

「前条」とあるのは「第８８条において準用する前条」と，第２４条第２項中「この

章」とあるのは「第８章」と，第８１条第１項中「第８５条」とあるのは「第８８条」

と，「就労継続支援Ａ型計画」とあるのは「就労継続支援Ｂ型計画」と読み替えるもの

とする。 

第９章 多機能型に関する特例 

（規模に関する特例） 

第８９条 多機能型による生活介護事業所（以下「多機能型生活介護事業所」という。），

自立訓練（機能訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（機能訓練）事業所」とい

う。），自立訓練（生活訓練）事業所（以下「多機能型自立訓練（生活訓練）事業所」

という。），就労移行支援事業所（以下「多機能型就労移行支援事業所」という。），

就労継続支援Ａ型事業所（以下「多機能型就労継続支援Ａ型事業所」という。）及び就

労継続支援Ｂ型事業所（以下「多機能型就労継続支援Ｂ型事業所」という。）（以下

「多機能型事業所」と総称する。）は，一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員

（多機能型による指定児童発達支援（岡山市指定通所支援の事業等の人員，設備及び運

営に関する基準（平成２４年市条例第  号。以下「指定通所支援基準条例」とい

う。）第４条に規定する指定児童発達支援をいう。）の事業，指定医療型児童発達支援

（指定通所支援基準条例第６１条に規定する指定医療型児童発達支援をいう。）の事業
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又は指定放課後等デイサービス（指定通所支援基準条例第７１条に規定する指定放課後

等デイサービスをいう。）の事業（以下「多機能型児童発達支援事業等」という。）を

一体的に行う場合にあっては，当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし，宿泊

型自立訓練の利用定員を除く。）の合計が２０人以上である場合は，当該多機能型事業

所の利用定員を，次の各号に掲げる多機能型事業所の区分に応じ，当該各号に掲げる人

数とすることができる。 

(1) 多機能型生活介護事業所，多機能型自立訓練（機能訓練）事業所及び多機能型就労

移行支援事業所（認定就労移行支援事業所を除く。） ６人以上 

(2) 多機能型自立訓練（生活訓練）事業所 ６人以上。ただし，宿泊型自立訓練及び宿

泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）を併せて行う場合にあっては，宿泊型自立

訓練の利用定員が１０人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練（生活訓練）の利用

定員が６人以上とする。 

(3) 多機能型就労継続支援Ａ型事業所及び多機能型就労継続支援Ｂ型事業所 １０人以

上 

２ 前項の規定にかかわらず，主として重度の知的障害及び重度の上肢，下肢又は体幹の

機能の障害が重複している障害者を通わせる多機能型生活介護事業所が，多機能型児童

発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては，第３７条の規定にかかわらず，その利

用定員を，当該多機能型生活介護事業所が行う全ての事業を通じて５人以上とすること

ができる。 

３ 多機能型生活介護事業所が，主として重症心身障害児（児童福祉法第７条第２項に規

定する重症心身障害児をいう。）につき行う多機能型児童発達支援事業等を一体的に行

う場合にあっては，第３７条の規定にかかわらず，その利用定員を，当該多機能型生活

介護事業所が行う全ての事業を通じて５人以上とすることができる。 

４ 離島その他の地域であって最低基準省令第８９条第４項に規定する平成１８年厚生労

働省告示第５４０号により厚生労働大臣が定めるもののうち，将来的にも利用者の確保

の見込みがないとして市長が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については，

第１項中「２０人」とあるのは「１０人」とする。この場合において，地域において障

害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困
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難なものにおいて事業を行う多機能型事業所（多機能型生活介護事業所，多機能型自立

訓練（機能訓練）事業所，多機能型自立訓練（生活訓練）事業所，多機能型就労継続支

援Ｂ型事業所に限る。以下この条及び第９１条第３項において同じ。）については，当

該多機能型事業所の利用定員を，１人以上とすることができる。 

（設備の特例） 

第９０条 多機能型事業所については，サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ，

一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 

（職員の員数等の特例） 

第９１条 多機能型事業所は，一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員（多機能型

児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては，当該事業を行う事業所の利用定員

を含む。）の合計が２０人未満である場合は，第３９条第７項，第５２条第７項及び第

８項，第６０条第７項，第６４条第５項及び第６項並びに第７５条第５項（第８８条に

おいて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，当該多機能型事業所に置くべき職

員（多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては，指定通所支援基準条

例の規定により当該事業を行う事業所に置くべきものとされる職員（指定通所支援基準

条例第５条第１項第２号に規定する児童発達支援管理責任者を除く。）を含むものとし，

管理者，医師及びサービス管理責任者を除く。）のうち，１人以上は，常勤でなければ

ならないとすることができる。 

２ 多機能型事業所は，第３９条第１項第４号及び第８項，第５２条第１項第３号及び第

９項，第６０条第１項第４号及び第８項，第６４条第１項第４号及び第７項並びに第７

５条第１項第３号（第８８条において準用する場合を含む。）及び第６項（第８８条に

おいて準用する場合を含む。）の規定にかかわらず，一体的に事業を行う多機能型事業

所のうち最低基準省令第９０条第２項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４４号

により厚生労働大臣が定めるものを一の事業所であるとみなして，当該一の事業所とみ

なされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を，次の各号に掲げる当該多機能型

事業所の利用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に掲げる数とすることができる。こ

の場合において，この項の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち，

１人以上は，常勤でなければならないとすることができる。 
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(1) 利用者の数の合計が６０以下 １以上 

(2) 利用者の数の合計が６１以上 １に，利用者の数の合計が６０を超えて４０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

３ 第８９条第４項後段の規定により，多機能型事業所の利用定員を１人以上とすること

ができることとされた多機能型事業所は，第３９条第１項第３号エ及び第７項，第５２

条第１項第２号イ及びエ，第７項並びに第８項，第６０条第１項第２号及び第７項並び

に第８８条において準用する第７５条第１項第２号及び第５項の規定にかかわらず，一

体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして，当該一の事業所とみ

なされた事業所に置くべき生活支援員の数を，常勤換算方法で，第１号に掲げる利用者

の数を６で除した数と第２号に掲げる利用者の数を１０で除した数の合計数以上とする

ことができる。この場合において，この項の規定により置くべきものとされる生活支援

員のうち，１人以上は常勤でなければならない。 

(1) 生活介護，自立訓練（機能訓練）及び自立訓練（生活訓練）の利用者 

(2) 就労継続支援Ｂ型の利用者 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（生活介護事業所に置くべき職員の員数に関する経過措置） 

第２条 第３９条第１項第３号アの規定にかかわらず，第１号の厚生労働大臣が定める者

に対し生活介護を提供する生活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若し

くは准看護師をいう。以下この条において同じ。），理学療法士又は作業療法士及び生

活支援員の総数は，当分の間，生活介護の単位ごとに，常勤換算方法で，次の各号に掲

げる数の合計以上の数とする。 

(1) 次のアからウまでに掲げる利用者（最低基準省令附則第３条第１項第１号に規定す

る平成１８年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が定める者を除く。以下

この号において同じ。）の平均障害程度区分に応じ，それぞれアからウまでに掲げる

数 

ア 平均障害程度区分が４未満 利用者の数を６で除した数 
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イ 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数 

ウ 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除した数 

(2) 前号の厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した数 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に事業を開始する場合の

前項の利用者の数は，推定数とする。 

（宿泊型自立訓練に関する経過措置） 

第３条 法附則第４８条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることと

された法附則第４６条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和２５年法律第１２３号。以下「旧精神保健福祉法」という。）第５０条の２第１

項第１号に掲げる精神障害者生活訓練施設（以下「精神障害者生活訓練施設」とい

う。），同項第２号に掲げる精神障害者授産施設（以下「精神障害者授産施設」とい

う。）（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省

令（平成１８年厚生労働省令第１６９号。以下「整備省令」という。）による廃止前の

精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成１２年厚生省令第８７号。

以下「旧精神障害者社会復帰施設基準」という。）第２３条第１号に掲げる通所施設及

び同条第２号に掲げる精神障害者小規模通所授産施設を除く。），法附則第５８条第１

項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第５２

条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号。以下「旧知的障

害者福祉法」という。）第２１条の６に規定する知的障害者更生施設（以下「知的障害

者更生施設」という。）（整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営

に関する基準（平成１５年厚生労働省令第２２号。以下「旧知的障害者援護施設最低基

準」という。）第２２条第１号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。），旧知的

障害者福祉法第２１条の７に規定する知的障害者授産施設（以下「知的障害者授産施

設」という。）（旧知的障害者援護施設最低基準第４６条第１号に規定する知的障害者

入所授産施設に限る。）及び旧知的障害者福祉法第２１条の８に規定する知的障害者通

勤寮について，第５９条第３項の規定を適用する場合においては，同項第１号ア中「１

人」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設（旧精神障害者社会復

帰施設基準附則第３条の適用を受けるものを除く。）については「２人以下」と，精神
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障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設（旧精神障害者社会復帰施設基準附則第３

条の適用を受けるものに限る。），知的障害者更生施設，知的障害者授産施設並びに知

的障害者通勤寮については「４人以下」と，同号イ中「一の居室の面積は」とあるのは

「利用者１人当たりの床面積は」と，「７．４３平方メートル」とあるのは精神障害者

生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「４．４平方メートル」と，知的障害

者更生施設，知的障害者授産施設及び知的障害者通勤寮については「６．６平方メート

ル」とする。 

２ 旧知的障害者援護施設最低基準附則第４条の適用を受ける知的障害者通勤寮について

は，第５９条第３項の規定を適用する場合においては，同項第１号ア中「１人」とある

のは「原則として４人以下」と，同号イ中「７．４３平方メートル」とあるのは「３．

３平方メートル」とする。 

（規模に関する経過措置等） 

第４条 次に掲げる者が法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運営をす

ることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設，法附則第４１条

第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規

定する知的障害者援護施設又は法附則第４８条の規定によりなお従前の例により運営を

することができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設（第３号におい

て「身体障害者更生援護施設等」という。）に併設して引き続き生活介護，自立訓練

（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の事業を行

う間は，第３７条（第５６条，第７０条及び第８８条において準用する場合を含む。以

下この条において同じ。）及び第５８条第１項の規定にかかわらず，当該事業に係る生

活介護事業所，自立訓練（機能訓練）事業所，自立訓練（生活訓練）事業所，就労移行

支援事業所又は就労継続支援Ｂ型事業所（当該事業を多機能型により行う場合並びにこ

れらの事業所が第３７条ただし書及び第５８条第１項ただし書の規定の適用を受ける場

合を除く。）の利用定員は，１０人以上とすることができる。 

(1) 平成１８年１０月１日（以下「基準日」という。）において法附則第８条第１項第

６号に規定する障害者デイサービスの事業を行っている者 

(2) 基準日において旧精神保健福祉法第５０条の２第６項に規定する精神障害者地域生
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活支援センターを経営する事業を行っている者 

(3) 身体障害者更生援護施設等（障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備

に関する政令（平成１８年政令３２０号）第１６条の規定による改正前の社会福祉法

施行令（昭和３３年政令第１８５号）第１条第１号に規定する身体障害者授産施設，

同条第２号に規定する知的障害者授産施設又は同条第３号に規定する精神障害者授産

施設に限る。）を経営する事業を行っていた者 

２ 法第５条第２６項に規定する地域活動支援センター又は小規模作業所（障害者基本法

（昭和４５年法律第８４号）第２条第１号に規定する障害者の地域社会における作業活

動の場として同法第１８条第３項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をい

う。）が，平成２０年４月１日から平成２４年３月３１日までの間に障害福祉サービス

事業を開始した場合における第３７条（第５６条，第７０条及び第８８条において準用

する場合を含む。）中「離島その他の地域であって最低基準省令第３７条に規定する平

成１８年厚生労働省告示第５４０号により厚生労働大臣が定めるもののうち，将来的に

も利用者の確保の見込みがないとして市長が認めるもの」とあるのは「将来的にも利用

者の確保の見込みがないとして市長が認める地域」と，第５８条第１項中「離島その他

の地域であって最低基準省令第５７条第１項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５

４０号により厚生労働大臣が定めるもののうち，将来的にも利用者の確保の見込みがな

いとして市長が認めるもの」とあるのは「将来的にも利用者の確保の見込みがないとし

て市長が認める地域」と，第８９条第４項中「離島その他の地域であって最低基準省令

第８９条第４項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４０号により厚生労働大臣が

定めるもののうち，将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が認めるもの」

とあるのは，「将来的にも利用者の確保の見込みがないとして市長が認める地域」と読

み替えて適用する。 

（就労継続支援Ａ型に関する経過措置） 

第５条 基準日において存する法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運

営をすることができることとされた法附則第３５条の規定による改正前の身体障害者福

祉法（以下「旧身体障害者福祉法」という。）第３１条に規定する身体障害者授産施設

（以下「身体障害者授産施設」という。）のうち厚生労働大臣が定めるもの，精神障害
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者授産施設のうち厚生労働大臣が定めるもの又は知的障害者授産施設のうち厚生労働大

臣が定めるもの（これらの施設のうち，基準日において基本的な設備が完成しているも

のを含み，基準日以後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更したものを除

く。）において就労継続支援Ａ型を行う場合については，第８４条の基準を満たすため

の計画を提出したときは，当分の間，同条の規定は適用しない。 

（身体障害者更生施設等に関する経過措置） 

第６条 法附則第４１条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができる

こととされた旧身体障害者福祉法第２９条に規定する身体障害者更生施設，旧身体障害

者福祉法第３０条に規定する身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設，旧精神

保健福祉法第５０条の２第１項第３号に掲げる精神障害者福祉ホーム又は知的障害者更

生施設，知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮（これらの施設のうち，基準日

において基本的な設備が完成しているものを含み，基準日以後に増築され，又は改築さ

れる等建物の構造を変更したものを除く。）において，療養介護の事業，生活介護の事

業，自立訓練（機能訓練）の事業，自立訓練（生活訓練）の事業，就労移行支援の事業，

就労継続支援Ａ型の事業又は就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合におけるこれらの施設

の建物については，当分の間，第１１条第１項，第３８条第１項（第５６条，第７０条

において準用する場合を含む。），第５９条第１項又は第７４条第１項（第８８条にお

いて準用する場合を含む。）に規定する多目的室を設けないことができる。 

（従たる事業所に関する経過措置） 

第７条 身体障害者授産施設又は知的障害者更生施設若しくは知的障害者授産施設が，生

活介護の事業，自立訓練（機能訓練）の事業，自立訓練（生活訓練）の事業，就労移行

支援の事業，就労継続支援Ａ型の事業又は就労継続支援Ｂ型の事業を行う場合において，

基準日において存する分場（整備省令による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及

び運営に関する基準（平成１５年厚生労働省令第２１号）第５１条第２項並びに旧知的

障害者援護施設最低基準第２３条第２項及び第４７条第２項に規定する分場をいい，こ

れらの施設のうち，基準日において基本的な設備が完成しているものを含み，基準日以

後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）を生活介護事業

所，自立訓練（機能訓練）事業所，自立訓練（生活訓練）事業所，就労移行支援事業所，
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就労継続支援Ａ型事業所又は就労継続支援Ｂ型事業所と一体的に管理運営を行う事業所

（以下この条において「従たる事業所」という。）として設置する場合については，当

分の間，第４０条第２項及び第３項（これらの規定を第５６条，第６１条及び第７０条

において準用する場合を含む。）並びに第７６条第２項及び第３項（これらの規定を第

８８条において準用する場合を含む。）の規定は適用しない。この場合において，当該

従たる事業所に置かれる職員（サービス管理責任者を除く。）のうち１人以上は，専ら

当該従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（記録の整備に関する経過措置） 

第８条 施行日前の利用者に対する障害福祉サービスの提供に関する諸記録については，

第９条第２項（第５０条，第５６条，第６１条，第７０条，第８５条及び第８８条にお

いて準用する場合を含む。）中「その完結の日」とあるのは「当該障害福祉サービスを

提供した日」と読み替えるものとする。 

（宿泊型自立訓練事業所の構造設備に関する経過措置） 

第９条 施行日において現に存する第５９条第６項に定める宿泊型自立訓練事業所の建物

（施行日において基本的な設備が完成しているものを含み，施行日以後に増築され，又

は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）については，最低基準省令第５８

条第７項の例によることができる。 

 

 

 

提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による障害者自立支援法の一部改正に伴い，障害福祉サービス事業の設備及

び運営に関する基準について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２４９ 号 議 案 

   岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて 

 岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定する

ものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 設備及び運営に関する基準（第４条－第４５条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８４条第１項の規定に基づき，障害

者支援施設の設備及び運営に関する最低基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 利用者 障害福祉サービスを利用する障害者をいう。 

(2) 施設障害福祉サービス 法第５条第１項に規定する施設障害福祉サービスをいう。 

(3) 常勤換算方法 障害者支援施設の職員の勤務延べ時間数を当該障害者支援施設にお

いて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより，当該障害者支援施設の職員
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の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。 

(4) 昼間実施サービス 障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスのうち施設入

所支援を除いたものをいう。 

(5) 最低基準省令 障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号）をいう。 

（障害者支援施設の一般原則） 

第３条 障害者支援施設の開設者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれ

らに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，

事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等

以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び施設を管理する者は，岡山市

暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であ

ってはならない。 

２ 障害者支援施設は，利用者の意向，適性，障害の特性その他の事情を踏まえた計画

（以下「個別支援計画」という。）を作成し，これに基づき利用者に対して施設障害福

祉サービスを提供するとともに，その効果について継続的な評価を実施することその他

の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提

供しなければならない。 

３ 障害者支援施設は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に当該利用者の立場に立っ

た施設障害福祉サービスの提供に努めなければならない。 

４ 障害者支援施設は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等

必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講ずる

よう努めなければならない。 

第２章 設備及び運営に関する基準 

（構造設備） 

第４条 障害者支援施設の配置，構造及び設備は，利用者の特性に応じて工夫され，かつ，

日照，採光，換気等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮された

ものでなければならない。 

２ 障害者支援施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）
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は，耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定す

る耐火建築物をいう）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をい

う。）でなければならない。 

（施設長の資格要件） 

第５条 障害者支援施設の施設長は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１９条第

１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業（同法第２条第１項に規定する

社会福祉事業をいう。）に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると

認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（運営規程） 

第６条 障害者支援施設は，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程

を定めておかなければならない。 

(1) 障害者支援施設の目的及び運営の方針 

(2) 提供する施設障害福祉サービスの種類 

(3) 職員の職種，員数及び職務の内容 

(4) 昼間実施サービスに係る営業日及び営業時間 

(5) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの利用定員 

(6) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの内容並びに利用者から受領する費用の

種類及びその額 

(7) 昼間実施サービスに係る通常の事業の実施地域 

(8) サービスの利用に当たっての留意事項 

(9) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(10) 非常災害対策 

(11) 提供する施設障害福祉サービスの種類ごとに主たる対象とする障害の種類を定め

た場合には当該障害の種類 

(12) 身体拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の手続 

(13) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(14) 成年後見制度の活用支援 

(15) 苦情解決体制の整備 
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(16) その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第７条 障害者支援施設は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなけれ

ばならない。 

２ 障害者支援施設は，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非常

災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的

計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連絡の体制を

整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に職員に周知しな

ければならない。 

３ 障害者支援施設は，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなければなら

ない。 

４ 障害者支援施設は，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又は救出に係 

る訓練その他必要な訓練をその実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならない。 

５ 障害者支援施設は，非常災害における利用者等の安全の確保が図られるよう，あらか 

じめ近隣の自治体，地域住民，障害者支援施設その他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるものとする。 

６ 障害者支援施設は，非常災害時において，障害者，高齢者，乳幼児等特に配慮を要す

る者の受入れに努めるものとする。 

（記録の整備） 

第８条 障害者支援施設は，職員，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 障害者支援施設は，利用者に対する施設障害福祉サービスの提供に関する次に掲げる

記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 第１９条第１項に規定する施設障害福祉サービス計画 

(2) 第４１条第２項に規定する身体拘束等の記録 

(3) 第４３条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(4) 第４５条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録  

（規模） 
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第９条 障害者支援施設は，次の各号に掲げる当該障害者支援施設が提供する施設障害福

祉サービスの種類の区分に応じ，当該各号に掲げる人員を利用させることができる規模

を有するものでなければならない。 

(1) 生活介護，自立訓練（機能訓練）（障害者自立支援法施行規則（平成１８年厚生労

働省令第１９号。以下「施行規則」という。）第６条の６第１号に規定する自立訓練

（機能訓練）をいう。以下同じ。），自立訓練（生活訓練）（同条第２号に規定する

自立訓練（生活訓練）をいう。以下同じ。），就労移行支援及び就労継続支援Ｂ型

（施行規則第６条の１０第２号に規定する就労継続支援Ｂ型をいう。以下同じ。）２ 

０人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害者支援施設（次条第

３項に規定する認定障害者支援施設を除く。次項において同じ。）にあっては，１０

人以上） 

(2) 施設入所支援 ３０人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害

者支援施設にあっては，１０人以上） 

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は，その利用定員を，次の各号に掲げ

る当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類の区分に応じ，当該各号

に定める数としなければならない。ただし，当該障害者支援施設が提供する昼間実施サ

ービスの利用定員の合計が２０人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設す

る障害者支援施設にあっては，１２人以上）でなければならないものとする。 

(1) 生活介護，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練）又は就労移行支援 ６人

以上 

(2) 就労継続支援Ｂ型 １０人以上 

(3) 施設入所支援 ３０人以上（入所を目的とする他の社会福祉施設等に併設する障害

者支援施設にあっては，１０人以上） 

（設備の基準） 

第１０条 障害者支援施設は，訓練・作業室，居室，食堂，浴室，洗面所，便所，相談室

及び多目的室その他運営上必要な設備を設けなければならない。ただし，他の社会福祉

施設等の設備を利用することにより当該障害者支援施設の効果的な運営を期待すること

ができる場合であって，利用者の支援に支障がないときは，その一部を設けないことが
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できる。 

２ 障害者支援施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 訓練・作業室 

ア 専ら当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービスの種類ごとの用に供す

るものであること。ただし，利用者の支援に支障がない場合は，この限りでない。 

イ 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。 

ウ 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。 

(2) 居室 

ア 一の居室の定員は，４人以下とすること。 

イ 地階に設けてはならないこと。 

ウ 利用者１人当たりの床面積は，収納設備等を除き，９．９平方メートル以上とす

ること。 

エ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

オ １以上の出入口は，避難上有効な空地，廊下又は広間に直接面して設けること。 

カ 必要に応じて利用者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

キ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(3) 食堂 

ア 食事の提供に支障がない広さを有すること。 

イ 必要な備品を備えること。 

(4) 浴室 利用者の特性に応じたものとすること。 

(5) 洗面所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

(6) 便所 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 利用者の特性に応じたものであること。 

(7) 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。 

(8) 廊下幅 
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ア １．５メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，１．８メートル以上と

すること。 

イ 廊下の一部の幅を拡張することにより，利用者，職員等の円滑な往来に支障がな

いようにすること。 

３ あん摩マツサージ指圧師，はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則（昭和２

６年文部省・厚生省令第２号）の規定によりあん摩マッサージ指圧師，はり師又はきゅ

う師の学校又は養成施設として認定されている障害者支援施設（以下「認定障害者支援

施設」という。）が就労移行支援を行う場合の設備の基準は，前項に規定するもののほ

か，あん摩マッサージ指圧師，はり師及びきゅう師に係る学校又は養成施設として必要

とされる設備を有することとする。 

４ 第１項に規定する相談室及び多目的室については，利用者へのサービスの提供に当た

って支障がない範囲で兼用することができる。 

（職員の配置の基準） 

第１１条 障害者支援施設に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 施設長 １ 

(2) 生活介護を行う場合 

ア 生活介護を行う場合に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。 

(ｱ) 医師 利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必

要な数 

(ｲ) 看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下同じ。），理学療

法士又は作業療法士及び生活支援員 

ａ 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，生活介護の

単位ごとに，常勤換算方法で，（ａ）及び（ｂ）に掲げる数を合計した数以上

とする。 

(a) ⅰからⅲまでに掲げる平均障害程度区分（最低基準省令第１１条第１項第

２号に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４２号により厚生労働大臣が

定めるところにより算定した障害程度区分の平均値をいう。以下同じ。）に

応じ，それぞれⅰからⅲまでに定める数 
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ⅰ 平均障害程度区分が４未満 利用者（最低基準省令第１１条第１項第２

号に規定する平成１８年厚生労働省告示第５５３号により厚生労働大臣が

定める者を除く。ⅱ及びⅲにおいて同じ。）の数を６で除した数 

ⅱ 平均障害程度区分が４以上５未満 利用者の数を５で除した数 

ⅲ 平均障害程度区分が５以上 利用者の数を３で除した数 

(b) （ａ）ⅰの厚生労働大臣が定める者である利用者の数を１０で除した数 

ｂ 看護職員の数は，生活介護の単位ごとに，１以上とする。 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は，利用者に対して日常生活を営むのに必要

な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は，生活介護の単位ごとに，当

該訓練を行うために必要な数とする。 

ｄ 生活支援員の数は，生活介護の単位ごとに，１以上とする。 

(ｳ) サービス管理責任者（施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う

者として最低基準省令第１１条第１項第２号に規定する平成１８年厚生労働省告

示第５４４号により厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。）ａ又はｂに

掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれａ又はｂに掲げる数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ ア（イ）の生活介護の単位は，生活介護であって，その提供が同時に一又は複数

の利用者に対して一体的に行われるものをいい，複数の生活介護の単位を置く場合

の生活介護の単位の利用定員は２０人以上とする。 

ウ ア（イ）の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には，これら

の者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う

能力を有する看護師その他の規則で定める者を機能訓練指導員として置くことがで

きる。 

エ ア（イ）の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

オ ア（ウ）のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

(3) 自立訓練（機能訓練）を行う場合 
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ア 自立訓練（機能訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は，次のとおりと

する。 

(ｱ) 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員 

ａ 看護職員，理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は，常勤換算方

法で，利用者の数を６で除した数以上とする。 

ｂ 看護職員の数は，１以上とする。 

ｃ 理学療法士又は作業療法士の数は，１以上とする。 

ｄ 生活支援員の数は，１以上とする。 

(ｲ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれａ

又はｂに掲げる数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ 障害者支援施設が，障害者支援施設における自立訓練（機能訓練）に併せて，利

用者の居宅を訪問することにより，自立訓練（機能訓練）（以下この号において

「訪問による自立訓練（機能訓練）」という。）を提供する場合は，アに掲げる員

数の職員に加えて，当該訪問による自立訓練（機能訓練）を提供する生活支援員を

１人以上置くものとする。 

ウ ア（ア）の理学療法士又は作業療法士を確保することが困難な場合には，これら

の者に代えて，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う

能力を有する看護師その他の規則で定める者を機能訓練指導員として置くことがで

きる。 

エ ア（ア）の看護職員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

オ ア（ア）の生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

カ ア（イ）のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

(4) 自立訓練（生活訓練）を行う場合 

ア 自立訓練（生活訓練）を行う場合に置くべき職員及びその員数は，次のとおりと

する。 
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(ｱ) 生活支援員 常勤換算方法で，利用者の数を６で除した数以上 

(ｲ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれａ

又はｂに掲げる数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ 健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護職員を置いている場合につ

いては，ア（ア）中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と，

「常勤換算方法」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は，常勤換算方法」

と読み替えるものとする。この場合において，生活支援員及び看護職員の数は，そ

れぞれ１以上とする。 

ウ 障害者支援施設が，障害者支援施設における自立訓練（生活訓練）に併せて，利

用者の居宅を訪問することにより自立訓練（生活訓練）（以下この号において「訪

問による自立訓練（生活訓練）」という。）を行う場合は，ア及びイに掲げる員数

の職員に加えて，当該訪問による自立訓練（生活訓練）を提供する生活支援員を１

人以上置くものとする。 

エ ア（ア）及びイの生活支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

オ ア（イ）のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

(5) 就労移行支援を行う場合 

ア 就労移行支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。 

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数を６で除

した数以上とする。 

ｂ 職業指導員の数は，１以上とする。 

ｃ 生活支援員の数は，１以上とする。 

(ｲ) 就労支援員 常勤換算方法で，利用者の数を１５で除した数以上 

(ｳ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれａ

又はｂに掲げる数 
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ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ アの規定にかかわらず，認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合に置くべ

き職員及びその員数は，次のとおりとする。 

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数を１０で

除した数以上とする。 

ｂ 職業指導員の数は，１以上とする。 

ｃ 生活支援員の数は，１以上とする。 

(ｲ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれａ

又はｂに掲げる数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

ウ ア（ア）又はイ（ア）の職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以上は，

常勤でなければならない。 

エ ア（イ）の就労支援員のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

オ ア（ウ）又はイ（イ）のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなけれ

ばならない。 

(6) 就労継続支援Ｂ型を行う場合 

ア 就労継続支援Ｂ型を行う場合に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。  

(ｱ) 職業指導員及び生活支援員 

ａ 職業指導員及び生活支援員の総数は，常勤換算方法で，利用者の数を１０で

除した数以上とする。 

ｂ 職業指導員の数は，１以上とする。 

ｃ 生活支援員の数は，１以上とする。 

(ｲ) サービス管理責任者 ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分に応じ，それぞれａ
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又はｂに掲げる数 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

イ ア（ア）の職業指導員又は生活支援員のうち，いずれか１人以上は，常勤でなけ

ればならない。  

ウ ア（イ）のサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならない。 

(7) 施設入所支援を行う場合 

ア 施設入所支援を行う場合に置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。 

(ｱ) 生活支援員 施設入所支援の単位ごとに，ａ又はｂに掲げる利用者の数の区分

に応じ，それぞれａ又はｂに掲げる数とする。ただし，自立訓練（機能訓練），

自立訓練（生活訓練），就労移行支援若しくは就労継続支援Ｂ型を受ける利用者

又は最低基準省令第１１条第１項第７号に規定する平成１８年厚生労働省告示第

５５３号により厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる単位に

あっては，宿直勤務を行う生活支援員を１以上とする。 

ａ 利用者の数が６０以下 １以上 

ｂ 利用者の数が６１以上 １に，利用者の数が６０を超えて４０又はその端数

を増すごとに１を加えて得た数以上 

(ｲ) サービス管理責任者 当該障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場

合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。 

イ アの施設入所支援の単位は，施設入所支援であって，その提供が同時に一又は複

数の利用者に対して一体的に行われるものをいい，複数の施設入所支援の単位を置

く場合の施設入所支援の単位の利用定員は３０人以上とする。 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に事業を開始する場合は，

推定数とする。 

３ 第１項に規定する障害者支援施設の職員（施設長を除く。）は，生活介護の単位若し

くは施設入所支援の単位ごとに専ら当該生活介護若しくは当該施設入所支援の提供に当

たる者又は専ら自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援若しくは
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就労継続支援Ｂ型の提供に当たる者でなければならない。ただし，利用者の支援に支障

がない場合は，この限りでない。 

４ 第１項の施設長は，専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，障害者

支援施設の管理上支障がない場合は，当該障害者支援施設の他の業務に従事し，又は当

該障害者支援施設以外の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

 （複数の昼間実施サービスを行う場合における職員の員数） 

第１２条 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は，昼間実施サービスの利用定

員の合計が２０人未満である場合は，前条第１項第２号エ，第３号エ及びオ，第４号エ，

第５号ウ（イ（ア）に係る部分を除く。）及びエ並びに第６号イの規定にかかわらず，

当該障害者支援施設が昼間実施サービスを行う場合に置くべき職員（施設長，医師及び

サービス管理責任者を除く。）のうち，１人以上は，常勤でなければならないとするこ

とができる。 

２ 複数の昼間実施サービスを行う障害者支援施設は，前条第１項第２号ア（ウ）及びオ，

第３号ア（イ）及びカ，第４号ア（イ）及びオ，第５号ア（ウ），イ（イ）及びオ並び

に第６号ア（イ）及びウの規定にかかわらず，サービス管理責任者の数を，次の各号に

掲げる当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち最低基準省令第１２条第

２項に規定する平成１８年厚生労働省告示第５４４号により厚生労働大臣が定めるもの

の利用者の数の合計の区分に応じ，当該各号に掲げる数とし，この規定により置くべき

ものとされるサービス管理責任者のうち，１人以上は，常勤でなければならないとする

ことができる。 

(1) 利用者の数の合計が６０以下 １以上 

(2) 利用者の数の合計が６１以上 １に，利用者の数の合計が６０を超えて４０又はそ

の端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第１３条 障害者支援施設は，障害者支援施設における主たる事業所（以下この条におい

て「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下この条において

「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所は，６人以上の人員を利用させることができる規模を有するものとしな
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ければならない。 

３ 従たる事業所を設置する場合においては，主たる事業所及び従たる事業所の従業者

（サービス管理責任者を除く。）のうちそれぞれ１人以上は，常勤かつ専ら当該主たる

事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１４条 障害者支援施設は，生活介護，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），

就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型に係る通常の事業の実施地域（当該障害者支援施設

が通常時に当該施設障害福祉サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し，

利用申込者に対し自ら適切な生活介護，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），

就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型を提供することが困難であると認めた場合は，適当

な他の障害者支援施設等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

２ 障害者支援施設は，利用申込者が入院治療を必要とする場合その他利用申込者に対し

自ら適切な便宜を供与することが困難である場合は，適切な病院又は診療所の紹介その

他の措置を速やかに講じなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１５条 障害者支援施設は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，利用者の心身

の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 

（障害福祉サービス事業者等との連携等） 

第１６条 障害者支援施設は，施設障害福祉サービスを提供するに当たっては，地域及び

家庭との結び付きを重視した運営を行い，市町村，他の障害者支援施設，障害福祉サー

ビス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接

な連携に努めなければならない。 

２ 障害者支援施設は，施設障害福祉サービスの提供の終了に際しては，利用者又はその

家族に対して適切な援助を行うとともに，保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

（障害者支援施設が利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第１７条 障害者支援施設が，施設障害福祉サービスを提供する利用者に対して金銭の支
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払を求めることができるのは，当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるもので

あって，当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は，当該金銭の使途及び額並びに利用者に金

銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに，利用者に対して説

明を行い，その同意を得なければならない。 

（施設障害福祉サービスの取扱方針） 

第１８条 障害者支援施設は，次条第１項に規定する施設障害福祉サービス計画に基づき，

利用者の心身の状況等に応じて，その者の支援を適切に行うとともに，施設障害福祉サ

ービスの提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。 

２ 障害者支援施設の職員は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，懇切丁寧を旨

とし，利用者又はその家族に対し，支援上必要な事項について，理解しやすいように説

明を行わなければならない。 

３ 障害者支援施設は，多用な評価の手法を用いてその提供する施設障害福祉サービスの

質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評価を受けて，

それらの結果の公表に努めなければならない。 

（施設障害福祉サービス計画の作成等） 

第１９条 障害者支援施設の施設長は，サービス管理責任者に施設障害福祉サービスに係

る個別支援計画（以下「施設障害福祉サービス計画」という。）の作成に関する業務を

担当させるものとする。 

２ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に当たっては，適切な方法

により，利用者について，その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通

じて利用者の希望する生活及び課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を行い，

利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の

検討をしなければならない。 

３ サービス管理責任者は，アセスメントに当たっては，利用者に面接して行わなければ

ならない。この場合において，サービス管理責任者は，面接の趣旨を利用者に対して十

分に説明し，理解を得なければならない。 

４ サービス管理責任者は，アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき，利用者及び
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その家族の生活に対する意向，総合的な支援の方針，生活全般の質を向上させるための

課題，施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期，施設障害福祉サービスを提

供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければ

ならない。この場合において，当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以

外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて施設障害福祉サー

ビス計画の原案に位置付けるように努めなければならない。 

５ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議（利用者に対す

る施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等を招集して行う会議をいう。）を開

催し，前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるも

のとする。 

６ サービス管理責任者は，第４項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なければなら

ない。 

７ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画を作成した際には，当該施設障害

福祉サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

８ サービス管理責任者は，施設障害福祉サービス計画の作成後，施設障害福祉サービス

計画の実施状況の把握（利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタ

リング」という。）を行うとともに，少なくとも６月に１回以上，施設障害福祉サービ

ス計画の見直しを行い，必要に応じて，施設障害福祉サービス計画の変更を行うものと

する。 

９ サービス管理責任者は，モニタリングに当たっては，利用者及びその家族等と連絡を

継続的に行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなければ

ならない。 

(1) 定期的に利用者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１０ 第２項から第７項までの規定は，第８項に規定する施設障害福祉サービス計画の変

更について準用する。 

（サービス管理責任者の責務） 
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第２０条 サービス管理責任者は，前条に規定する業務のほか，次に掲げる業務を行うも

のとする。 

(1) 利用申込者の利用に際し，その者が現に利用している障害福祉サービス事業を行う

者等に対する照会等により，その者の心身の状況，当該障害者支援施設以外における

障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 

(2) 利用者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，利用者が自立した日常生

活を営むことができるよう定期的に検討するとともに，自立した日常生活を営むこと

ができると認められる利用者に対し，必要な援助を行うこと。 

(3) 他の職員に対する技術指導及び助言を行うこと。 

（相談等） 

第２１条 障害者支援施設は，常に利用者の心身の状況，その置かれている環境等の的確

な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，必要な

助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 障害者支援施設は，利用者が，当該障害者支援施設以外において生活介護，自立訓練

（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援，就労継続支援Ａ型（施行規則第

６条の１０第１号に規定する就労継続支援Ａ型をいう。）又は就労継続支援Ｂ型の利用

を希望する場合には，他のサービス事業所（法第３６条第１項に規定するサービス事業

所をいう。）等との利用調整等必要な支援を実施しなければならない。 

３ 障害者支援施設は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することができるよう

に支援しなければならない。 

（介護） 

第２２条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 障害者支援施設は，施設入所支援の提供に当たっては，適切な方法により，利用者を

入浴させ，又は清拭

しき

しなければならない。 

３ 障害者支援施設は，生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては，利用者の心身の

状況に応じ，適切な方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなければなら

ない。 
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４ 障害者支援施設は，生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては，おむつを使用せ

ざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければならない。 

５ 障害者支援施設は，生活介護又は施設入所支援の提供に当たっては，利用者に対し，

離床，着替え，整容等の介護その他日常生活上必要な支援を適切に行わなければならな

い。 

６ 障害者支援施設は，常時１人以上の職員を介護に従事させなければならない。 

７ 障害者支援施設は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該障害者支援施設

の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（訓練） 

第２３条 障害者支援施設は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生

活の充実に資するよう，適切な技術をもって訓練を行わなければならない。 

２ 障害者支援施設は，自立訓練（機能訓練），自立訓練（生活訓練），就労移行支援又

は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者に対し，自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう，利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行わなければな

らない。 

３ 障害者支援施設は，常時１人以上の職員を訓練に従事させなければならない。 

４ 障害者支援施設は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該障害者支援施設

の職員以外の者による訓練を受けさせてはならない。 

（生産活動） 

第２４条 障害者支援施設は，生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供

に当たっては，地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように

努めなければならない。 

２ 障害者支援施設は，生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当た

っては，生産活動に従事する者の作業時間，作業量等がその者に過重な負担とならない

ように配慮しなければならない。 

３ 障害者支援施設は，生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当た

っては，生産活動の能率の向上が図られるよう，利用者の障害の特性等を踏まえた工夫

を行わなければならない。 
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４ 障害者支援施設は，生活介護又は就労移行支援における生産活動の機会の提供に当た

っては，防じん設備又は消火設備の設置等生産活動を安全に行うために必要かつ適切な

措置を講じなければならない。 

（工賃の支払等） 

第２５条 障害者支援施設は，生活介護，就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型において行

われる生産活動に従事している者に，当該生活介護，就労移行支援又は就労継続支援Ｂ

型ごとに，生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した

額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 

２ 障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，前項の規定により利用者

それぞれに対し支払われる１月当たりの工賃の平均額（第４項において「工賃の平均

額」という。）を，３千円を下回るものとしてはならない。 

３ 障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者が自立した日常生

活又は社会生活を営むことを支援するため，工賃の水準を高めるよう努めなければなら

ない。 

４ 障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，年度ごとに，工賃の目標

水準を設定し，当該工賃の目標水準及び前年度に利用者それぞれに対し支払われた工賃

の平均額を利用者に通知するとともに，岡山県知事及び市長に報告しなければならない。 

（実習の実施） 

第２６条 障害者支援施設は，就労移行支援の提供に当たっては，利用者が施設障害福祉

サービス計画に基づいて実習できるよう，実習の受入先を確保しなければならない。 

２ 障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者が施設障害福祉サ

ービス計画に基づいて実習できるよう，実習の受入先の確保に努めなければならない。 

３ 障害者支援施設は，前２項の実習の受入先の確保に当たっては，公共職業安定所，障 

害者就業・生活支援センター（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第

１２３号） 第２７条第２項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同

じ。），特別支援学校等の関係機関と連携して，利用者の意向及び適性を踏まえて行う

よう努めなければならない。 

（求職活動の支援等の実施） 
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第２７条 障害者支援施設は，就労移行支援の提供に当たっては，公共職業安定所での求

職の登録その他の利用者が行う求職活動を支援しなければならない。 

２ 障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，公共職業安定所での求職

の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めなければならない。 

３ 障害者支援施設は，就労移行支援又は就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，公共職

業安定所，障害者就業・生活支援センター，特別支援学校等の関係機関と連携して，利

用者の意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。 

（職場への定着のための支援の実施） 

第２８条 障害者支援施設は，就労移行支援の提供に当たっては，利用者の職場への定着

を促進するため，障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して，利用者が就

職した日から６月以上，職業生活における相談等の支援を継続しなければならない。 

２ 障害者支援施設は，就労継続支援Ｂ型の提供に当たっては，利用者の職場への定着を

促進するため，障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して，利用者が就職

した日から６月以上，職業生活における相談等の支援の継続に努めなければならない。 

（就職状況の報告） 

第２９条 障害者支援施設は，就労移行支援の提供に当たっては，毎年，前年度における

就職した利用者の数その他の就職に関する状況を，市長に報告しなければならない。 

（食事） 

第３０条 障害者支援施設（施設入所支援を提供する場合に限る。）は，正当な理由がな

く，食事の提供を拒んではならない。 

２ 障害者支援施設は，食事の提供を行う場合には，当該食事の提供に当たり，あらかじ

め，利用者に対しその内容及び費用に関して説明を行い，その同意を得なければならな

い。 

３ 障害者支援施設は，食事の提供に当たっては，利用者の心身の状況及びし好を考慮し，

適切な時間に食事の提供を行うとともに，利用者の年齢及び障害の特性に応じた，適切

な栄養量及び内容の食事の提供を行うため，必要な栄養管理を行わなければならない。 

４ 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われなければならない。 

５ 障害者支援施設は，食事の提供を行う場合であって，障害者支援施設に栄養士を置か
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ないときは，献立の内容，栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受け

るよう努めなければならない。 

（社会生活上の便宜の供与等） 

第３１条 障害者支援施設は，適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努め

なければならない。 

２ 障害者支援施設は，利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等につ

いて，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その者の同意を得て代わっ

て行わなければならない。 

３ 障害者支援施設は，常に利用者の家族との連携を図るとともに，利用者とその家族と

の交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（健康管理） 

第３２条 障害者支援施設は，常に利用者の健康の状況に注意するとともに，健康保持の

ための適切な措置を講じなければならない。 

２ 障害者支援施設は，施設入所支援を利用する利用者に対して，毎年２回以上定期に健

康診断を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第３３条 障害者支援施設の職員は，現に施設障害福祉サービスの提供を行っているとき

に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに医療機関への連絡を

行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（施設入所支援利用者の入院期間中の取扱い） 

第３４条 障害者支援施設は，施設入所支援を利用する利用者について，病院又は診療所

に入院する必要が生じた場合であって，入院後おおむね３月以内に退院することが見込

まれるときは，その者の希望等を勘案し，必要に応じて適切な便宜を供与するとともに，

やむを得ない事情がある場合を除き，退院後再び当該障害者支援施設の施設入所支援を

円滑に利用することができるようにしなければならない。 

（給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第３５条 障害者支援施設は，当該障害者支援施設の設置者が利用者に係る最低基準省令

第３３条の２に規定する平成２３年厚生労働省告示第３７９号により厚生労働大臣が定
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める給付金（以下この条において「給付金」という。）の支給を受けたときは，給付金

として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。 

(1) 当該利用者に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益

を含む。以下この条において「利用者に係る金銭」という。）をその他の財産と区分

すること。 

(2) 利用者に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

(3) 利用者に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。 

(4) 当該利用者が退所した場合には，速やかに，利用者に係る金銭を当該利用者に取得

させること。 

（施設長の責務） 

第３６条 障害者支援施設の施設長は，当該障害者支援施設の職員及び業務の管理その他

の管理を，一元的に行わなければならない。 

２ 障害者支援施設の施設長は，当該障害者支援施設の職員にこの章の規定を遵守させる

ため必要な指揮命令を行うものとする。 

（勤務体制の確保等） 

第３７条 障害者支援施設は，利用者に対し，適切な施設障害福祉サービスを提供できる

よう，施設障害福祉サービスの種類ごとに，職員の勤務の体制を定め，その勤務の実績

とともに記録しておかなければならない。 

２ 障害者支援施設は，施設障害福祉サービスの種類ごとに，当該障害者支援施設の職員

によって施設障害福祉サービスを提供しなければならない。ただし，利用者の支援に直

接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

３ 障害者支援施設は，職員の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，

研修を実施しなければならない。 

４ 障害者支援施設等は，職員の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第３８条 障害者支援施設は，施設障害福祉サービスの種類ごとのそれぞれの利用定員及

び居室の定員を超えて施設障害福祉サービスの提供を行ってはならない。ただし，災害，

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 
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（衛生管理等） 

第３９条 障害者支援施設は，利用者の使用する設備及び飲用に供する水について，衛生

的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，健康管理等に必要となる機

械器具等の管理を適正に行わなければならない。 

２ 障害者支援施設は，障害者支援施設において感染症又は食中毒が発生し，又はまん延

しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（協力医療機関等） 

第４０条 障害者支援施設は，利用者の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，協力医

療機関を定めておかなければならない。 

２ 障害者支援施設は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければな

らない。 

（身体拘束等の禁止） 

第４１条 障害者支援施設は，施設障害福祉サービスの提供に当たっては，利用者又は他

の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その

他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 障害者支援施設は，やむを得ず身体拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その

際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなけれ

ばならない。 

（秘密保持等） 

第４２条 障害者支援施設の職員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 障害者支援施設は，職員であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用 

者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

（苦情解決） 

第４３条 障害者支援施設は，その提供した施設障害福祉サービスに関する利用者又はそ

の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設

置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 障害者支援施設は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記録しな
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ければならない。 

３ 障害者支援施設は，その提供した施設障害福祉サービスに関し，市町村から指導又は 

助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 障害者支援施設は，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を市町村

に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第４４条 障害者支援施設は，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的な活動等

との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第４５条 障害者支援施設は，利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により事故が

発生した場合は，市町村，当該利用者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講

じなければならない。 

２ 障害者支援施設は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について，記録し

なければならない。 

３ 障害者支援施設は，利用者に対する施設障害福祉サービスの提供により賠償すべき事

故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（多目的室の経過措置） 

第２条 平成１８年１０月１日（以下「基準日」という。）において存する法附則第４１

条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則

第３５条の規定による改正前の身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号。以下

「旧身体障害者福祉法」という。）第２９条に規定する身体障害者更生施設（以下「身

体障害者更生施設」という。），旧身体障害者福祉法第３０条に規定する身体障害者療

護施設（以下「身体障害者療護施設」という。）若しくは旧身体障害者福祉法第３１条

に規定する身体障害者授産施設（障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係

省令の整備等に関する省令（平成１８年厚生労働省令第１６９号。以下「整備省令」と
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いう。）による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準（平成１

５年厚生労働省令第２１号。以下「旧身体障害者更生援護施設最低基準」という。）第

５０条第１号に規定する身体障害者入所授産施設に限る。以下「身体障害者授産施設」

という。），法附則第５８条第１項の規定によりなお従前の例により運営をすることが

できることとされた法附則第５２条の規定による改正前の知的障害者福祉法（昭和３５

年法律第３７号。以下「旧知的障害者福祉法」という。）第２１条の６に規定する知的

障害者更生施設（整備省令による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する

基準（平成１５年厚生労働省令第２２号。以下「旧知的障害者援護施設最低基準」とい

う。）第２２条第１号に規定する知的障害者入所更生施設に限る。以下「知的障害者更

生施設」という。），旧知的障害者福祉法第２１条の７に規定する知的障害者授産施設

（旧知的障害者援護施設最低基準第４６条第１号に規定する知的障害者入所授産施設に

限る。以下「知的障害者授産施設」という。）若しくは旧知的障害者福祉法第２１条の

８に規定する知的障害者通勤寮（以下「知的障害者通勤寮」という。）又は法附則第４

８条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた法附則第４

６条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律

第１２３号。以下「旧精神保健福祉法」という。）第５０条の２第１項第１号に規定す

る精神障害者生活訓練施設（以下「精神障害者生活訓練施設」という。）若しくは同項

第２号に規定する精神障害者授産施設（整備省令による廃止前の精神障害者社会復帰施

設の設備及び運営に関する基準（平成１２年厚生省令第８７号）第２３条第１号に規定

する精神障害者通所授産施設及び同条第２号に規定する精神障害者小規模通所授産施設

を除く。以下「精神障害者授産施設」という。）において施設障害福祉サービスを提供

する場合におけるこれらの施設の建物（これらの施設のうち，基準日において基本的な

設備が完成しているものを含み，基準日以後に増築され，又は改築される等建物の構造

を変更したものを除く。以下同じ。）については，当分の間，第１０条第１項に規定す

る多目的室を設けないことができる。 

（居室の定員の経過措置） 

第３条 基準日において存する知的障害者更生施設，知的障害者授産施設又は知的障害者

通勤寮において施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物（基
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準日において基本的な設備が完成しているものを含み，基準日以後に増築され，又は改

築される等建物の構造を変更したものを除く。以下同じ。）について，第１０条第２項

の規定を適用する場合においては，同項第２号ア中「４人」とあるのは，「原則として

４人」とする。 

（居室面積の経過措置） 

第４条 基準日において存する身体障害者更生施設，身体障害者授産施設，知的障害者更

生施設，知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮において施設障害福祉サービスを提

供する場合におけるこれらの施設の建物について，第１０条第２項の規定を適用する場

合においては，同項第２号ウ中「９．９平方メートル」とあるのは，「６．６平方メー

トル」とする。 

２ 基準日において存する精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授産施設において施設

障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について，第１０条第２

項の規定を適用する場合においては，同項第２号ウ中「９．９平方メートル」とあるの

は，「４．４平方メートル」とする。 

３ 基準日において存する身体障害者更生施設若しくは身体障害者授産施設であって旧身

体障害者更生援護施設最低基準附則第２条若しくは第４条の規定の適用を受けていたも

の又は知的障害者更生施設，知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮であって旧

知的障害者援護施設最低基準附則第２条から第４条までの規定の適用を受けていたもの

において，施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について，

第１０条第２項の規定を適用する場合においては，同項第２号ウ中「９．９平方メート

ル」とあるのは，「３．３平方メートル」とする。 

４ 基準日において存する身体障害者療護施設であって，旧身体障害者更生援護施設最低

基準附則第３条の規定の適用を受けていたものが施設障害福祉サービスを提供する場合

におけるこの施設の建物について，第１０条第２項の規定を適用する場合においては，

同項第２号ウ中「９．９平方メートル」とあるのは，「６．６平方メートル」とする。 

（ブザー又はこれに代わる設備の経過措置） 

第５条 基準日において存する身体障害者更生施設，身体障害者授産施設，知的障害者更

生施設，知的障害者授産施設，知的障害者通勤寮，精神障害者生活訓練施設又は精神障
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害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物につ

いては，当分の間，第１０条第２項第２号キのブザー又はこれに代わる設備を設けない

ことができる。 

（廊下幅の経過措置） 

第６条 基準日において存する知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福

祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物について，第１０条第２項の規

定を適用する場合においては，同項第８号ア中「１．５メートル」とあるのは，「１．

３５メートル」とする。 

２ 基準日において存する知的障害者通勤寮，精神障害者生活訓練施設又は精神障害者授

産施設が施設障害福祉サービスを提供する場合におけるこれらの施設の建物については，

第１０条第２項第８号の規定は，当分の間，適用しない。 

３ 基準日において存する身体障害者更生施設，身体障害者療護施設，身体障害者授産施

設，知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設が施設障害福祉サービスを提供する場

合におけるこれらの施設の建物については，第１０条第２項第８号イの規定は，当分の

間，適用しない。 

（構造設備の経過措置） 

第７条 施行日において現に存する第４条第２項に定める障害者支援施設の建物（施行日

において基本的な設備が完成しているものを含み，施行日以後に増築され，又は改築さ

れる等建物の構造を変更したものを除く。）については，最低基準省令第４条第３項の

規定によることができる。 

（記録の整備に関する経過措置） 

第８条 施行日前の施設障害福祉サービスの提供に関する記録については，第８条第２項

中「その完結の日」とあるのは「当該施設障害福祉サービスを提供した日」と読み替え

るものとする。 

 

 

提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す
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る法律の施行による障害者自立支援法の一部改正に伴い，障害者支援施設の設備及び運営

に関する基準について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２５０ 号 議 案 

   岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例の制定について 

 岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例を

次のように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第    号 

岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定 

める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第３条） 

 第２章 訪問介護 

第１節 基本方針（第４条） 

第２節 人員に関する基準（第５条・第６条） 

第３節 設備に関する基準（第７条） 

第４節 運営に関する基準（第８条－第４２条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第４３条－第４７条） 

第３章 訪問入浴介護 

第１節 基本方針（第４８条） 

第２節 人員に関する基準（第４９条・第５０条） 

第３節 設備に関する基準（第５１条） 

第４節 運営に関する基準（第５２条－第６０条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第６１条－第６４条） 

第４章 訪問看護 

397



第１節 基本方針（第６５条） 

第２節 人員に関する基準（第６６条・第６７条） 

第３節 設備に関する基準（第６８条） 

第４節 運営に関する基準（第６９条－第８１条） 

第５章 訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針（第８２条） 

第２節 人員に関する基準（第８３条） 

第３節 設備に関する基準（第８４条） 

第４節 運営に関する基準（第８５条－第９１条） 

第６章 居宅療養管理指導 

第１節 基本方針（第９２条） 

第２節 人員に関する基準（第９３条） 

第３節 設備に関する基準（第９４条） 

第４節 運営に関する基準（第９５条－第１００条） 

第７章 通所介護 

第１節 基本方針（第１０１条） 

第２節 人員に関する基準（第１０２条・第１０３条） 

第３節 設備に関する基準（第１０４条） 

第４節 運営に関する基準（第１０５条－第１１５条） 

第５節 指定療養通所介護の事業の基本方針，人員並びに設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１１６条・第１１７条） 

第２款 人員に関する基準（第１１８条・第１１９条） 

第３款 設備に関する基準（第１２０条・第１２１条） 

第４款 運営に関する基準（第１２２条－第１３３条） 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第１３４条－第１３７条） 

第８章 通所リハビリテーション 

第１節 基本方針（第１３８条） 

第２節 人員に関する基準（第１３９条） 
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第３節 設備に関する基準（第１４０条） 

第４節 運営に関する基準（第１４１条－第１４８条） 

第９章 短期入所生活介護 

第１節 基本方針（第１４９条） 

第２節 人員に関する基準（第１５０条・第１５１条） 

第３節 設備に関する基準（第１５２条・第１５３条） 

第４節 運営に関する基準（第１５４条－第１７０条） 

第５節 ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関

する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１７１条・第１７２条） 

第２款 設備に関する基準（第１７３条・第１７４条） 

第３款 運営に関する基準（第１７５条－第１８３条） 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準（第１８４条－第１９０条） 

第１０章 短期入所療養介護 

第１節 基本方針（第１９１条） 

第２節 人員に関する基準（第１９２条） 

第３節 設備に関する基準（第１９３条） 

第４節 運営に関する基準（第１９４条－第２０６条） 

第５節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関

する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２０７条・第２０８条） 

第２款 設備に関する基準（第２０９条） 

第３款 運営に関する基準（第２１０条－第２１８条） 

第１１章 特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第２１９条） 

第２節 人員に関する基準（第２２０条・第２２１条） 

第３節 設備に関する基準（第２２２条） 

第４節 運営に関する基準（第２２３条－第２３９条） 
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第５節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針，人員並

びに設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２４０条・第２４１条） 

第２款 人員に関する基準（第２４２条・第２４３条） 

第３款 設備に関する基準（第２４４条） 

第４款 運営に関する基準（第２４５条－第２５０条） 

第１２章 福祉用具貸与 

第１節 基本方針（第２５１条） 

第２節 人員に関する基準（第２５２条・第２５３条） 

第３節 設備に関する基準（第２５４条） 

第４節 運営に関する基準（第２５５条－第２６５条） 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準（第２６６条・第２６７条） 

第１３章 特定福祉用具販売 

第１節 基本方針（第２６８条） 

第２節 人員に関する基準（第２６９条・第２７０条） 

第３節 設備に関する基準（第２７１条） 

第４節 運営に関する基準（第２７２条－第２７８条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第４

２条第１項第２号並びに第７４条第１項及び第２項の規定に基づき，指定居宅サービス

及び基準該当居宅サービスの事業の人員，設備及び運営の基準を定めるとともに，法第

７０条第２項第１号の規定に基づき，指定居宅サービス事業者の指定に必要な申請者の

要件を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 
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(1) 居宅サービス事業者 法第８条第１項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう。 

(2) 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス それぞれ法第４１条第１項に規定

する指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービスをいう。 

(3) 利用料 法第４１条第１項に規定する居宅介護サービス費の支給の対象となる費用

に係る対価をいう。 

(4) 居宅介護サービス費用基準額 法第４１条第４項第１号又は第２号に規定する厚生

労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定居宅サービス

に要した費用の額を超えるときは，当該現に指定居宅サービスに要した費用の額とす

る。）をいう。 

(5) 法定代理受領サービス 法第４１条第６項の規定により居宅介護サービス費が利用

者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費

に係る指定居宅サービスをいう。 

(6) 基準該当居宅サービス 法第４２条第１項第２号に規定する基準該当居宅サービス

をいう。 

(7) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従

業者が勤務すべき時間数で除することにより，当該事業所の従業者の員数を常勤の従

業者の員数に換算する方法をいう。 

(8) 基準省令 指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準（平成１

１年厚生省令第３７号）をいう。 

（指定居宅サービスの事業の一般原則）  

第３条 法第７０条第２項第１号の条例で定める者は，法人とする。ただし，病院（医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をいう。以下同じ。），診療

所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。）若しくは薬局（薬事法（昭和３５年法律

第１４５号）第２条第１１項の薬局をいう。以下同じ。）により行われる居宅療養管理

指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護，訪問リハビリテーション，通所

リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては，この限り

でない。 

２ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者
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をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者

に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡

山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員

であってはならない。 

３ 指定居宅サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に利用者の立場に

立ったサービスの提供に努めなければならない。 

４ 指定居宅サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設

置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措

置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 指定居宅サービス事業者は，指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては，地域

との結び付きを重視し，市町村，地域包括支援センター（法第１１５条の４６第１項に

規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。），居宅サービス事業者その他の保

健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 

６ 指定居宅サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地域

ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

第２章 訪問介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第４条 指定居宅サービスに該当する訪問介護（以下「指定訪問介護」という。）の事業

は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居宅において，

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，入浴，排せつ，食事

の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。                     

第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第５条 指定訪問介護の事業を行う者（以下「指定訪問介護事業者」という。）が当該事

業を行う事業所（以下「指定訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等

（指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める
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者をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）の員数は，常勤換算方法で，

２．５以上とする。 

２ 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所ごとに，常勤の訪問介護員等のうち，利

用者（当該指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者（岡山市指定介護予防サ

ービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号。

以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第５条第１項に規定する指定介護

予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定訪問介護の

事業と指定介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準条例第４条に規定する指定

介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合にあっては，当該事業所における指定訪問介護及び指定介護予防訪問介

護の利用者。以下この条において同じ。）の数が４０又はその端数を増すごとに１人以

上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において，当該サービス

提供責任者の員数については，利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。 

３ 前項の利用者の数は，前３月の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

４ 第２項のサービス提供責任者は，介護福祉士その他基準省令第５条第４項に規定する

平成２４年厚生労働省告示第１１８号により厚生労働大臣が定める者であって，専ら指

定訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし，利用者に対する指

定訪問介護の提供に支障がない場合は，同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所（岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関す

る基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号。以下「指定地域密着型サービス基

準条例」という。）第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所をいう。）又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例

第４８条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）に従事することが

できる。 

５ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営
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されている場合については，指定介護予防サービス等基準条例第５条第１項から第４項

までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第６条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤

の管理者を置かなければならない。ただし，指定訪問介護事業所の管理上支障がない場

合は，当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第７条 指定訪問介護事業所には，事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区

画を設けるほか，指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者が指定介護予防訪問介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

訪問介護の事業と指定介護予防訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については，指定介護予防サービス等基準条例第７条第１項に規定する

設備に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第８条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の提供の開始に際し，あらかじめ，利用申

込者又はその家族に対し，第３０条に規定する重要事項に関する規程の概要，訪問介護

員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を記した文書を交付して説明を行い，当該提供の開始について利用申込者の同意を得な

ければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，利用申込者又はその家族からの申出があった場合には，前項

の規定による文書の交付に代えて，第５項で定めるところにより，当該利用申込者又は

その家族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条におい
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て「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において，当該指

定訪問介護事業者は，当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に

係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された

前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に

供し，当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受け

ない旨の申出をする場合にあっては，指定訪問介護事業者の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要

事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は，利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは，指定訪問介護事業者の使用に係る電子計

算機と，利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した

電子情報処理組織をいう。 

５ 指定訪問介護事業者は，第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しよう

とするときは，あらかじめ，当該利用申込者又はその家族に対し，その用いる次に掲げ

る電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければなら

ない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち指定訪問介護事業者が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定訪問介護事業者は，当該利用申込者又はその家族か

ら文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは，
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当該利用申込者又はその家族に対し，第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法に

よってしてはならない。ただし，当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による

承諾をした場合は，この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第９条 指定訪問介護事業者は，正当な理由なく指定訪問介護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１０条 指定訪問介護事業者は，当該指定訪問介護事業所の通常の事業の実施地域（当

該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し，利

用申込者に対し自ら適切な指定訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は，

当該利用申込者に係る居宅介護支援事業者（法第８条第２３項に規定する居宅介護支援

を行う者をいう。以下同じ。）への連絡，適当な他の指定訪問介護事業者等の紹介その

他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１１条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の提供を求められた場合は，その者の提

示する被保険者証によって，被保険者資格，要介護認定の有無及び要介護認定の有効期

間を確かめるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は，前項の被保険者証に，法第７３条第２項に規定する認定審査

会意見が記載されているときは，当該認定審査会意見に配慮して，指定訪問介護を提供

するように努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１２条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の提供の開始に際し，要介護認定を受け

ていない利用申込者については，要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認

し，申請が行われていない場合は，当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請

が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者

に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは，要介護認定の更新の申

請が，遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する３０日前には

なされるよう，必要な援助を行わなければならない。 
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（心身の状況等の把握） 

第１３条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の提供に当たっては，利用者に係る居宅

介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事業の人員及び

運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下「指定居宅介護支援等基準」と

いう。）第１３条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等を通じ

て，利用者の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サー

ビスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第１４条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護を提供するに当たっては，居宅介護支援

事業者，地域包括支援センター又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の提供の終了に際しては，利用者又はその家族

に対して適切な指導を行うとともに，当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情

報の提供及び地域包括支援センター又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めなければならない。 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第１５条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の提供の開始に際し，利用申込者が介護

保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」という。）第６４条

各号のいずれにも該当しないときは，当該利用申込者又はその家族に対し，居宅サービ

ス計画（同条第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。）の作成を居宅介護支

援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等により，指定訪問介護の提供を

法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること，居宅介護支援事業

者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助

を行わなければならない。 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第１６条 指定訪問介護事業者は，居宅サービス計画が作成されている場合は，当該計画

に沿った指定訪問介護を提供しなければならない。 

（居宅サービス計画等の変更の援助） 
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第１７条 指定訪問介護事業者は，利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は，

当該利用者に係る居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければなら

ない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１８条 指定訪問介護事業者は，訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ，初回訪

問時及び利用者又はその家族から求められたときは，これを提示すべき旨を指導しなけ

ればならない。 

（サービスの提供の記録） 

第１９条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護を提供した際には，当該指定訪問介護の

提供日及び内容，当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用者に代

わって支払を受ける居宅介護サービス費の額その他必要な事項を，利用者の居宅サービ

ス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護を提供した際には，提供した具体的なサービス

の内容等を記録するとともに，利用者からの申出があった場合には，文書の交付その他

適切な方法により，その情報を利用者に対して提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第２０条 指定訪問介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定訪問介護を提供

した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定訪問介護に係る居宅介護サ

ービス費用基準額から当該指定訪問介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護を提供した

際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定訪問介護に係る居宅介護サービス

費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，利用者の選定により通常の

事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問介護を行う場合は，それに要した交

通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問介護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては，あらか

じめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について説明を行い，
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利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２１条 指定訪問介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係

る利用料の支払を受けた場合は，提供した指定訪問介護の内容，費用の額その他必要と

認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならな

い。 

（指定訪問介護の基本取扱方針） 

第２２条 指定訪問介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，そ

の目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定訪問介護の質の

評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問介護の具体的取扱方針） 

第２３条 訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は，次に掲げるところによるものとす

る。 

(1) 指定訪問介護の提供に当たっては，次条第１項に規定する訪問介護計画に基づき，

利用者が日常生活を営むために必要な援助を行うこと。 

(2) 指定訪問介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその

家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行うこと。 

(3) 指定訪問介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術をも

ってサービスの提供を行うこと。 

(4) 指定訪問介護の提供に当たっては，常に利用者の心身の状況，その置かれている環

境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な相談及び助言を行うこ

と。 

２ 指定訪問介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することができる

ように支援しなければならない。 

（訪問介護計画の作成） 

第２４条 サービス提供責任者（第５条第２項に規定するサービス提供責任者をいう。以

下この条及び第２９条において同じ。）は，利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏
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まえて，指定訪問介護の目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を

記載した訪問介護計画を作成しなければならない。 

２ 訪問介護計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当該計画の内容に

沿って作成しなければならない。 

３ サービス提供責任者は，訪問介護計画の作成に当たっては，その内容について利用者

又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

４ サービス提供責任者は，訪問介護計画を作成した際には，当該訪問介護計画を利用者

に交付しなければならない。 

５ サービス提供責任者は，訪問介護計画の作成後，当該訪問介護計画の実施状況の把握

を行い，必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は，前項に規定する訪問介護計画の変更について準用す

る。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第２５条 指定訪問介護事業者は，訪問介護員等に，その同居の家族である利用者に対す

る指定訪問介護の提供をさせてはならない。 

 （別居親族に対するサービス提供の制限） 

第２６条 指定訪問介護事業者は，訪問介護員等に，その別居の親族である利用者であっ

て，規則で定めるものに対する指定訪問介護の提供をさせてはならない。ただし，別居

の親族である利用者に対する指定訪問介護が規則で定める基準に該当する場合には，こ

の限りでない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第２７条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれ

かに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知しなければならな

い。 

(1) 正当な理由なしに指定訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより，要介護

状態の程度を増進させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け，又は受けようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 
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第２８条 訪問介護員等は，現に指定訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の

急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第２９条 指定訪問介護事業所の管理者は，当該指定訪問介護事業所の従業者及び業務の

管理を，一元的に行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業所の管理者は，当該指定訪問介護事業所の従業者にこの節の規定を

遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者は，第２４条に規定する業務のほか，次に掲げる業務を行うもの

とする。 

(1) 指定訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。 

(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。 

(3) サービス担当者会議への出席等により，居宅介護支援事業者等と連携を図ること。 

(4) 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。）に対し，

具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに，利用者の状況についての情報を

伝達すること。 

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

(6) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。 

(7) 訪問介護員等に対する研修，技術指導等を実施すること。 

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

（運営規程） 

第３０条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 
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(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 成年後見制度の活用支援 

(9) 苦情解決体制の整備 

(10) その他運営に関する重要事項 

（介護等の総合的な提供） 

第３１条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護の事業の運営に当たっては，入浴，排せ

つ，食事等の介護又は調理，洗濯，掃除等の家事（以下この条において「介護等」とい

う。）を常に総合的に提供するものとし，介護等のうち特定の援助に偏することがあっ

てはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第３２条 指定訪問介護事業者は，利用者に対し適切な指定訪問介護を提供できるよう，

指定訪問介護事業所ごとに，訪問介護員等の勤務の体制を定め，その勤務の実績ととも

に記録しておかなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所ごとに，当該指定訪問介護事業所の訪問

介護員等によって指定訪問介護を提供しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は，訪問介護員等の資質の向上のために研修計画を作成し，当該

計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定訪問介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第３３条 指定訪問介護事業者は，訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について，必

要な管理を行わなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所の設備及び備品等について，衛生的な管

理に努めなければならない。 

（掲示） 

第３４条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所の見やすい場所に，重要事項に関

する規程の概要，訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資

すると認められる重要事項を掲示しなければならない。 
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（秘密保持等） 

第３５条 指定訪問介護事業所の従業者は，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，当該指定訪問介護事業所の従業者であった者が，正当な理由

がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要

な措置を講じなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は，サービス担当者会議等において，利用者の個人情報を用いる

場合は利用者の同意を，利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を，あ

らかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第３６条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所について広告をする場合において

は，その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３７条 指定訪問介護事業者は，居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，利用者に

対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として，金品その他の財産

上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 

第３８条 指定訪問介護事業者は，提供した指定訪問介護に係る利用者又はその家族から

の苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等の

必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は，提供した指定訪問介護に関し，法第２３条の規定により市町

村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問

若しくは照会に応じ，及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとと

もに，市町村から指導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従って必

要な改善を行わなければならない。 

４ 指定訪問介護事業者は，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を市
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町村に報告しなければならない。 

５ 指定訪問介護事業者は，提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民

健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に

規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第１７６条第１項第３

号の調査に協力するとともに，国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け

た場合においては，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定訪問介護事業者は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には，前項

の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携） 

第３９条 指定訪問介護事業者は，その事業の運営に当たっては，提供した指定訪問介護

に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業そ

の他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第４０条 指定訪問介護事業者は，利用者に対する指定訪問介護の提供により事故が発生

した場合は，市町村，当該利用者の家族，当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連

絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録

しなければならない。 

３ 指定訪問介護事業者は，利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が

発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第４１条 指定訪問介護事業者は，指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに，

指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第４２条 指定訪問介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は，利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 
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(1) 訪問介護計画 

(2) 第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 第３２条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(5) 第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

(7) 法第４０条に規定する介護給付及び第２０条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第４３条 基準該当居宅サービスに該当する訪問介護又はこれに相当するサービス（以下

「基準該当訪問介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当訪問介護事業者」と

いう。）が，当該事業を行う事業所（以下「基準該当訪問介護事業所」という。）ごと

に置くべき訪問介護員等（基準該当訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第

２項に規定する政令で定める者をいう。以下この節において同じ。）の員数は，３人以

上とする。 

２ 基準該当訪問介護事業者は，基準該当訪問介護事業所ごとに，訪問介護員等のうち１

人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 

３ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護（指定介護予防サービス等基準

条例第４３条第１項に規定する基準該当介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）の事業

とが，同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は，同項及び同条第２項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前２項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第４４条 基準該当訪問介護事業者は，基準該当訪問介護事業所ごとに専らその職務に従

事する管理者を置かなければならない。ただし，基準該当訪問介護事業所の管理上支障

がない場合は，当該基準該当訪問介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にあ

る他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 
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（設備及び備品等） 

第４５条 基準該当訪問介護事業所には，事業の運営を行うために必要な広さの区画を設

けるほか，基準該当訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 基準該当訪問介護の事業と基準該当介護予防訪問介護の事業とが，同一の事業者によ

り同一の事業所において一体的に運営される場合については，指定介護予防サービス等

基準条例第４５条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第４６条 基準該当訪問介護事業者は，訪問介護員等に，その同居の家族である利用者に

対する基準該当訪問介護の提供をさせてはならない。ただし，同居の家族である利用者

に対する基準該当訪問介護が規則で定める基準に該当する場合には，この限りでない。 

２ 基準該当訪問介護事業者は，前項ただし書の規定に基づき，訪問介護員等にその同居

の家族である利用者に対する基準該当訪問介護の提供をさせる場合において，当該利用

者の意向，当該利用者に係る次条において準用する第２４条第１項の訪問介護計画の実

施状況等からみて，当該基準該当訪問介護が適切に提供されていないと認めるときは，

当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（準用） 

第４７条 第１節及び第４節（第１５条，第２０条第１項，第２５条，第３１条並びに第

３８条第５項及び第６項を除く。）の規定は，基準該当訪問介護の事業について準用す

る。この場合において，第８条第１項中「第３０条」とあるのは「第４７条において準

用する第３０条」と，第１９条第１項中「内容，当該指定訪問介護について法第４１条

第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるの

は「内容」と，第２０条第２項及び第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない指

定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問介護」と，第２０条第３項中「前２項」とある

のは「前項」と，第２３条第１項第１号中「次条第１項」とあるのは「第４７条におい

て準用する次条第１項」と，第２４条第１項中「第５条第２項」とあるのは「第４３条

第２項」と，「第２９条」とあるのは「第４７条において準用する第２９条」と，第２

９条第２項中「この節」とあるのは「第２章第５節」と，同条第３項中「第２４条」と
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あるのは「第４７条において準用する第２４条」と，第４２条第２項第２号中「第１９

条第２項」とあるのは「第４７条において準用する第１９条第２項」と，同項第３号中

「第２７条」とあるのは「第４７条において準用する第２７条」と，同項第４号中「第

３２条第１項」とあるのは「第４７条において準用する第３２条第１項」と，同項第５

号中「第３８条第２項」とあるのは「第４７条において準用する第３８条第２項」と，

同項第６号中「第４０条第２項」とあるのは「第４７条において準用する第４０条第２

項」と，同項第７号中「第２０条第１項から第３項」とあるのは「第４７条において準

用する第２０条第２項及び第３項」と読み替えるものとする。 

第３章 訪問入浴介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第４８条 指定居宅サービスに該当する訪問入浴介護（以下「指定訪問入浴介護」とい

う。）の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居

宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，居宅に

おける入浴の援助を行うことによって，利用者の身体の清潔の保持，心身機能の維持等

を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第４９条 指定訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定訪問入浴介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置

くべき指定訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節から第４節までにおいて

「訪問入浴介護従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） １以上 

(2) 介護職員 ２以上 

２ 前項の訪問入浴介護従業者のうち１人以上は，常勤でなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者（指定介護予防サービス

等基準条例第４９条第１項に規定する指定介護予防訪問入浴介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介
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護（指定介護予防サービス等基準条例第４８条に規定する指定介護予防訪問入浴介護を

いう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては，指定介護予防サービス等基準条例第４９条第１項及び第２項に規定する人員に

関する基準を満たすことに加え，介護職員を１人置くことをもって，前２項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第５０条 指定訪問入浴介護事業者は，指定訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従

事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定訪問入浴介護事業所の管理

上支障がない場合は，当該指定訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地

内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第５１条 指定訪問入浴介護事業所には，事業の運営を行うために必要な広さを有する専

用の区画を設けるほか，指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備

えなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者が指定介護予防訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け，か

つ，指定訪問入浴介護の事業と指定介護予防訪問入浴介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については，指定介護予防サービス等基準条例第５１

条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第５２条 指定訪問入浴介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定訪問入浴介

護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定訪問入浴介護に係

る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問入浴介護事業者に支払われる居宅介護

サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介護を

提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定訪問入浴介護に係る居宅
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介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費用の額の

支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問入浴

介護を行う場合のそれに要する交通費 

(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 

４ 指定訪問入浴介護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては，あ

らかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について説明を行

い，利用者の同意を得なければならない。 

（指定訪問入浴介護の基本取扱方針） 

第５３条 指定訪問入浴介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，

利用者の状態に応じて，適切に行われなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定訪問入浴介

護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第５４条 訪問入浴介護従業者の行う指定訪問入浴介護の方針は，次に掲げるところによ

るものとする。 

(1) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，次条第１項に規定する訪問入浴介護計画に

基づき，利用者が日常生活を営むために必要なサービスを適切に提供すること。 

(2) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又は

その家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行うこ

と。 

(3) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術

をもってサービスの提供を行うこと。 

(4) 指定訪問入浴介護の提供は，１回の訪問につき，看護職員１人及び介護職員２人を

もって行うものとし，これらの者のうち１人を当該サービスの提供の責任者とするこ

と。ただし，利用者の身体の状況が安定していること等から，入浴により利用者の身

体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては，主治の医師の
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意見を確認した上で，看護職員に代えて介護職員を充てることができる。 

(5) 指定訪問入浴介護の提供に当たっては，サービスの提供に用いる設備，器具その他

の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し，特に利用者の身体に接触する設

備，器具その他の用品については，サービスの提供ごとに消毒したものを使用するこ

と。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することがで

きるように支援しなければならない。 

（訪問入浴介護計画の作成） 

第５５条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は，利用者の心身の状況，希望及びその置か

れている環境を踏まえて，指定訪問入浴介護の目標，当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した訪問入浴介護計画を作成しなければならない。 

２ 訪問入浴介護計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当該計画の内

容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定訪問入浴介護事業所の管理者は，訪問入浴介護計画の作成に当たっては，その内

容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定訪問入浴介護事業所の管理者は，訪問入浴介護計画を作成した際は，当該訪問入

浴介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 指定訪問入浴介護事業所の管理者は，訪問入浴介護計画の作成後，当該訪問入浴介護

計画の実施状況の把握を行い，必要に応じて当該訪問入浴介護計画の変更を行うものと

する。 

６ 第１項から第４項までの規定は，前項に規定する訪問入浴介護計画の変更について準

用する。 

（緊急時等の対応） 

第５６条 訪問入浴介護従業者は，現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用

者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに主治の医師又はあらかじめ

当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講

じなければならない。 

（管理者の責務） 
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第５７条 指定訪問入浴介護事業所の管理者は，指定訪問入浴介護事業所の従業者の管理

及び指定訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整，業務の実施状況の把握その他の管理

を一元的に行うものとする。 

２ 指定訪問入浴介護事業所の管理者は，当該指定訪問入浴介護事業所の従業者にこの節

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第５８条 指定訪問入浴介護事業者は，指定訪問入浴介護事業所ごとに，次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) サービスの利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 成年後見制度の活用支援 

(10) 苦情解決体制の整備 

(11) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第５９条 指定訪問入浴介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定訪問入浴介護事業者は，利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 訪問入浴介護計画 

(2) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(3) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 
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(4) 次条において準用する第３２条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 法第４０条に規定する介護給付及び第５２条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第６０条 第８条から第１９条まで，第２１条，第２７条及び第３２条から第４１条まで

の規定は，指定訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において，これらの規

定中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と，第８条第１項中「第３０

条」とあるのは「第５８条」と，第３３条第２項中「設備及び備品等」とあるのは「指

定訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（従業者の員数） 

第６１条 基準該当居宅サービスに該当する訪問入浴介護又はこれに相当するサービス

（以下「基準該当訪問入浴介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当訪問入浴

介護事業者」という。）が，当該事業を行う事業所（以下「基準該当訪問入浴介護事業

所」という。）ごとに置くべき基準該当訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この

節において「訪問入浴介護従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 看護職員 １以上 

(2) 介護職員 ２以上 

２ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護（指定介護予防サービ

ス等基準条例第６０条第１項に規定する基準該当介護予防訪問入浴介護をいう。以下同

じ。）の事業とが，同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている

場合については，同項に規定する人員に関する基準を満たすことに加え，介護職員を１

人置くことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第６２条 基準該当訪問入浴介護事業者は，基準該当訪問入浴介護事業所ごとに専らその
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職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，基準該当訪問入浴介護事業所

の管理上支障がない場合は，当該基準該当訪問入浴介護事業所の他の職務に従事し，又

は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第６３条 基準該当訪問入浴介護事業所には，事業の運営を行うために必要な広さの区画

を設けるほか，基準該当訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品等を備えな

ければならない。 

２ 基準該当訪問入浴介護の事業と基準該当介護予防訪問入浴介護の事業とが，同一の事

業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については，指定介護予防サ

ービス等基準条例第６２条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第６４条 第８条から第１４条まで，第１６条から第１９条まで，第２１条，第２７条，

第３２条から第３７条まで，第３８条（第５項及び第６項を除く。），第３９条から第

４１条まで及び第４８条並びに前節（第５２条第１項及び第６０条を除く。）の規定は，

基準該当訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において，これらの規定中

「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」と，第８条第１項中「第３０条」

とあるのは「第６４条において準用する第５８条」と，第１９条第１項中「内容，当該

指定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居

宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と，第２１条中「法定代理受領サービスに

該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と，第３３条第２項中

「設備及び備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び

備品等」と，第５２条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問入浴介

護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と，同条第３項中「前２項」とあるのは「前

項」と，第５４条第１項第１号中「次条第１項」とあるのは「第６４条において準用す

る次条第１項」と，第５７条第２項中「この節」とあるのは「第３章第５節」と，第５

９条第２項第２号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第６４条」と，同項第

７号中「第５２条第１項から第３項」とあるのは「第６４条において準用する第５２条
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第２項及び第３項」と読み替えるものとする。 

第４章 訪問看護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第６５条 指定居宅サービスに該当する訪問看護（以下「指定訪問看護」という。）の事

業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居宅において，

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，その療養生活を支援

し，心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（看護師等の員数） 

第６６条 指定訪問看護の事業を行う者（以下「指定訪問看護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定訪問看護事業所」という。）ごとに置くべき看護師その

他の指定訪問看護の提供に当たる従業者（以下「看護師等」という。）の員数は，次に

掲げる指定訪問看護事業所の種類の区分に応じて，次のとおりとする。 

(1) 病院又は診療所以外の指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護ステーション」と

いう。） 

ア 保健師，看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」という。） 常

勤換算方法で，２．５以上となる員数 

イ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士 指定訪問看護ステーションの実情に応

じた適当数 

(2) 病院又は診療所である指定訪問看護事業所（以下「指定訪問看護を担当する医療機

関」という。） 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を適当数置くべきものとする。 

２ 前項第１号アの看護職員のうち１人は，常勤でなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者（指定介護予防サービス等基準条

例第６５条第１項に規定する指定介護予防訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け，かつ，指定訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護（指定介護予防サー

ビス等基準条例第６４条に規定する指定介護予防訪問看護をいう。以下同じ。）の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予防サー
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ビス等基準条例第６５条第１項及び第２項に規定する人員に関する基準を満たすことを

もって，前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

４ 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（指定地域密着

型サービス基準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定訪問看護の事業と指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護（指定地域密着型サービス基準条例第４条に規定する指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。）の事業が同一の事業所において一体的

に運営されている場合に，指定地域密着型サービス基準条例第６条第１項第４号アに規

定する人員に関する基準を満たすとき（次項の規定により第１項第１号ア及び第２号に

規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。）は，当該指定訪問看

護事業者は，同項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

５ 指定訪問看護事業者が指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービス基準条例

第１９３条第１項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。）の指定を併せて受け，

かつ，指定訪問看護の事業と指定複合型サービス（指定地域密着型サービス基準条例第

１９２条に規定する指定複合型サービスをいう。）の事業が同一の事業所において一体

的に運営されている場合に，指定地域密着型サービス基準条例第１９３条第４項に規定

する人員に関する基準を満たすとき（前項の規定により第１項第１号ア及び第２号に規

定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。）は，当該指定訪問看護

事業者は，同項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

（管理者） 

第６７条 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定訪問看護ステーションの管理

上支障がない場合は，当該指定訪問看護ステーションの他の職務に従事し，又は同一敷

地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定訪問看護ステーションの管理者は，保健師又は看護師でなければならない。ただ

し，やむを得ない理由がある場合は，この限りでない。 
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３ 指定訪問看護ステーションの管理者は，適切な指定訪問看護を行うために必要な知識

及び技能を有する者でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第６８条 指定訪問看護ステーションには，事業の運営を行うために必要な広さを有する

専用の事務室を設けるほか，指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけれ

ばならない。ただし，当該指定訪問看護ステーションの同一敷地内に他の事業所，施設

等がある場合は，事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けること

で足りるものとする。 

２ 指定訪問看護を担当する医療機関は，事業の運営を行うために必要な広さを有する専

ら指定訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに，指定訪問看護の提供に必

要な設備及び備品等を備えなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者が指定介護予防訪問看護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

訪問看護の事業と指定介護予防訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については，指定介護予防サービス等基準条例第６７条第１項又は第２

項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前２項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービス提供困難時の対応） 

第６９条 指定訪問看護事業者は，利用申込者の病状，当該指定訪問看護事業所の通常の

事業の実施地域等を勘案し，自ら適切な指定訪問看護を提供することが困難であると認

めた場合は，主治の医師及び居宅介護支援事業者への連絡を行い，適当な他の指定訪問

看護事業者等を紹介する等必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第７０条 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護を提供するに当たっては，居宅介護支援

事業者，地域包括支援センター又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護の提供の終了に際しては，利用者又はその家族
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に対して適切な指導を行うとともに，主治の医師及び居宅介護支援事業者に対する情報

の提供並びに地域包括支援センター又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供

する者との密接な連携に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第７１条 指定訪問看護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定訪問看護を提供

した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定訪問看護に係る居宅介護サ

ービス費用基準額から当該指定訪問看護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定訪問看護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定訪問看護を提供した

際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪問看護に係る居宅介護サービス

費用基準額と，健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第１項に規定する療養

の給付若しくは同法第８８条第１項に規定する指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に

関する法律（昭和５７年法律第８０号）第６４条第１項に規定する療養の給付若しくは

同法第７８条第１項に規定する指定訪問看護に要する費用の額との間に，不合理な差額

が生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，利用者の選定により通常の

事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問看護を行う場合は，それに要した交

通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問看護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては，あらか

じめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について説明を行い，

利用者の同意を得なければならない。 

（指定訪問看護の基本取扱方針） 

第７２条 指定訪問看護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，療

養上の目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定訪問看護の質の

評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問看護の具体的取扱方針） 

第７３条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 
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(1) 指定訪問看護の提供に当たっては，主治の医師との密接な連携及び第７５条第１項

に規定する訪問看護計画書に基づき，利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当

適切に行うこと。 

(2) 指定訪問看護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその

家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は説明を行うこ

と。 

(3) 指定訪問看護の提供に当たっては，医学の進歩に対応し，適切な看護技術をもって，

これを行うこと。 

(4) 指定訪問看護の提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状況及びその置かれ

ている環境の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な指導を行うこと。 

(5) 特殊な看護等については，これを行ってはならないこと。 

２ 指定訪問看護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することができる

ように支援しなければならない。 

（主治の医師との関係） 

第７４条 指定訪問看護事業所の管理者は，主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看

護が行われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護の提供の開始に際し，主治の医師による指示を

文書で受けなければならない。 

３ 指定訪問看護事業者は，主治の医師に次条第１項に規定する訪問看護計画書及び同条

第５項に規定する訪問看護報告書を提出し，指定訪問看護の提供に当たって主治の医師

との密接な連携を図らなければならない。 

４ 当該指定訪問看護事業所が指定訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては，

前２項の規定にかかわらず，第２項に規定する主治の医師の文書による指示並びに前項

の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出は，診療録その他の診療に関す

る記録（以下「診療記録」という。）への記載をもって代えることができる。 

（訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成） 

第７５条 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ。）は，利用者の希望，

主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて，療養上の目標，当該目標を達成するた
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めの具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。 

２ 看護師等は，既に居宅サービス計画等が作成されている場合は，当該計画の内容に沿

って訪問看護計画書を作成しなければならない。 

３ 看護師等は，訪問看護計画書の作成に当たっては，その主要な事項について利用者又

はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

４ 看護師等は，訪問看護計画書を作成した際には，当該訪問看護計画書を利用者に交付

しなければならない。 

５ 看護師等は，訪問日，提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなけれ

ばならない。 

６ 指定訪問看護事業所の管理者は，訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し，

必要な指導及び管理を行わなければならない。 

７ 前条第４項の規定は，訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成について準用する。 

（同居家族に対する訪問看護の禁止） 

第７６条 指定訪問看護事業者は，看護師等に，その同居の家族である利用者に対する指

定訪問看護の提供をさせてはならない。 

（別居親族に対する訪問看護の制限） 

第７７条 指定訪問看護事業者は，看護師等に，その別居の親族である利用者であって，

規則で定めるものに対する指定訪問看護の提供をさせてはならない。ただし，別居の親

族である利用者に対する指定訪問看護が規則で定める基準に該当する場合には，この限

りでない。 

（緊急時等の対応） 

第７８条 看護師等は，現に指定訪問看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変

等が生じた場合には，必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに，速やかに主治の医

師への連絡を行い指示を求める等必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第７９条 指定訪問看護事業者は，指定訪問看護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営に

ついての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 
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(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 成年後見制度の活用支援 

(9) 苦情解決体制の整備 

(10) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第８０条 指定訪問看護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定訪問看護事業者は，利用者に対する指定訪問看護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 訪問看護計画書 

(2) 訪問看護報告書 

(3) 第７４条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

(4) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(5) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３２条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(7) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(8) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(9) 法第４０条に規定する介護給付及び第７１条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第８１条 第８条，第９条，第１１条から第１３条まで，第１５条から第１９条まで，第
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２１条，第２７条，第３２条から第４１条まで及び第５７条の規定は，指定訪問看護の

事業について準用する。この場合において，これらの規定中「訪問介護員等」とあるの

は「看護師等」と，第８条第１項中「第３０条」とあるのは「第７９条」と，第１３条

中「心身の状況」とあるのは「心身の状況，病歴」と，第５７条第２項中「この節」と

あるのは「第４章第４節」と読み替えるものとする。 

第５章 訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第８２条 指定居宅サービスに該当する訪問リハビリテーション（以下「指定訪問リハビ

リテーション」という。）の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者

が可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう，利用者の居宅において，理学療法，作業療法その他必要なリハビリテーシ

ョンを行うことにより，利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第８３条 指定訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定訪問リハビリテーシ

ョン事業者」という。）は，当該事業を行う事業所（以下「指定訪問リハビリテーショ

ン事業所」という。）ごとに，指定訪問リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，

作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において「理学療法士，作業療法士又は言語聴

覚士」という。）を置かなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者

（指定介護予防サービス等基準条例第８１条第１項に規定する指定介護予防訪問リハビ

リテーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定訪問リハビ

リテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション（指定介護予防サービス等

基準条例第８０条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定

介護予防サービス等基準条例第８１条第１項に規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等の要件） 

第８４条 指定訪問リハビリテーション事業所は，病院，診療所又は介護老人保健施設で

あって，事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか，指定訪

問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者の

指定を併せて受け，かつ，指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハ

ビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は，指定介護予防サービス等基準条例第８２条第１項に規定する設備に関する基準を満

たすことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第８５条 指定訪問リハビリテーション事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定

訪問リハビリテーションを提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該

指定訪問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定訪問リハ

ビリテーション事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を

受けるものとする。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定訪問

リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定訪

問リハビリテーションに係る居宅介護サービス費用基準額と，健康保険法第６３条第１

項又は高齢者の医療の確保に関する法律第６４条第１項に規定する療養の給付のうち指

定訪問リハビリテーションに相当するものに要する費用の額との間に，不合理な差額が

生じないようにしなければならない。 

３ 指定訪問リハビリテーション事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，利用者の選

定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定訪問リハビリテーション

を行う場合は，それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定訪問リハビリテーション事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当た

っては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用につい
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て説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（指定訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第８６条 指定訪問リハビリテーションは，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう，リハビリテーションの目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定

訪問リハビリテーションの質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（指定訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第８７条 指定訪問リハビリテーションの提供は，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚

士が行うものとし，その方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては，医師の指示及び次条第１項に規

定する訪問リハビリテーション計画に基づき，利用者の心身機能の維持回復を図り，

日常生活の自立に資するよう，妥当適切に行うこと。 

(2) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，

利用者又はその家族に対し，リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項

について，理解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

(3) 指定訪問リハビリテーションの提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状況，

希望及びその置かれている環境の的確な把握に努め，利用者に対し，適切なサービス

を提供すること。 

(4) それぞれの利用者について，次条第１項に規定する訪問リハビリテーション計画に

従ったサービスの実施状況及びその評価について，速やかに診療記録を作成するとと

もに，医師に報告すること。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用す

ることができるように支援しなければならない。 

（訪問リハビリテーション計画の作成） 

第８８条 医師及び理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士は，当該医師の診療に基づき，

利用者の病状，心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，当該サービス

の目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪問リハビリ

テーション計画を作成しなければならない。 
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２ 訪問リハビリテーション計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当

該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 医師又は理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士は，訪問リハビリテーション計

画の作成に当たっては，その内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者

の同意を得なければならない。 

４ 医師又は理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士は，訪問リハビリテーション計

画を作成した際には，当該訪問リハビリテーション計画を利用者に交付しなければなら

ない。 

（運営規程） 

第８９条 指定訪問リハビリテーション事業者は，指定訪問リハビリテーション事業所ご

とに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければな

らない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 事故発生時における対応方法 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 成年後見制度の活用支援 

(9) 苦情解決体制の整備 

(10) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第９０条 指定訪問リハビリテーション事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定訪問リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定訪問リハビリテーション

の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 
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(1) 訪問リハビリテーション計画 

(2) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(3) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第３２条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 法第４０条に規定する介護給付及び第８５条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第９１条 第８条から第１３条まで，第１５条から第１９条まで，第２１条，第２７条，

第３２条から第３５条まで，第３７条から第４１条まで，第５７条及び第７０条の規定

は，指定訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において，これら

の規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士」と，

第８条第１項中「第３０条」とあるのは「第８９条」と，第１３条中「心身の状況」と

あるのは「心身の状況，病歴」と，第５７条第２項中「この節」とあるのは「第５章第

４節」と読み替えるものとする。 

第６章 居宅療養管理指導 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第９２条 指定居宅サービスに該当する居宅療養管理指導（以下「指定居宅療養管理指

導」という。）の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限

りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，

医師，歯科医師，薬剤師，看護職員（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当するも

のを行う保健師，看護師及び准看護師を除いた保健師，看護師又は准看護師をいう。以

下この章において同じ。），歯科衛生士（歯科衛生士が行う居宅療養管理指導に相当す

るものを行う保健師，看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。）又は管

435



理栄養士が，通院が困難な利用者に対して，その居宅を訪問して，その心身の状況，置

かれている環境等を把握し，それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより，

その者の療養生活の質の向上を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第９３条 指定居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定居宅療養管理指導事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定居宅療養管理指導事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下この章において「居宅療養管理指導従業者」とする。）の

員数は，次に掲げる指定居宅療養管理指導事業所の種類の区分に応じ，次のとおりとす

る。 

(1) 病院又は診療所である指定居宅療養管理指導事業所 

ア 医師又は歯科医師 

イ 薬剤師，看護職員，歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定居宅療養管理

指導の内容に応じた適当数 

(2) 薬局である指定居宅療養管理指導事業所 薬剤師 

(3) 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステーション及び指定介護予防訪問看

護ステーション（指定介護予防サービス等基準条例第６５条第１項にいう指定介護予

防訪問看護ステーションをいう。）をいう。以下この章において同じ。）である指定

居宅療養管理指導事業所 看護職員 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者（指定介護予防

サービス等基準条例第９０条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指導事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定居宅療養管理指導の事業と指定介

護予防居宅療養管理指導（指定介護予防サービス等基準条例第８９条に規定する指定介

護予防居宅療養管理指導をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については，指定介護予防サービス等基準条例第９０条第１項に

規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 
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（設備及び備品等） 

第９４条 指定居宅療養管理指導事業所は，病院，診療所，薬局又は指定訪問看護ステー

ション等であって，指定居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さを有するほか，指

定居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者が指定介護予防居宅療養管理指導事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定居宅療養管理指導の事業と指定介護予防居宅療養管理指導の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予防サービス

等基準条例第９１条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第９５条 指定居宅療養管理指導事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定居宅療

養管理指導を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定居宅療養

管理指導に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定居宅療養管理指導事業者に支

払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定居宅療養管

理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定居宅療養管理指

導に係る居宅介護サービス費用基準額と，健康保険法第６３条第１項又は高齢者の医療

の確保に関する法律第６４条第１項に規定する療養の給付のうち指定居宅療養管理指導

に相当するものに要する費用の額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければ

ならない。 

３ 指定居宅療養管理指導事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定居宅療養管理

指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定居宅療養管理指導事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては，

あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について説明を

行い，利用者の同意を得なければならない。 

（指定居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第９６条 指定居宅療養管理指導は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

437



よう，計画的に行われなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定居宅療

養管理指導の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第９７条 医師又は歯科医師の行う指定居宅療養管理指導の方針は，次に掲げるところに

よるものとする。 

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，訪問診療等により常に利用者の病状及

び心身の状況を把握し，計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づい

て，居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並び

に利用者又はその家族に対し，居宅サービスの利用に関する留意事項，介護方法等に

ついての指導，助言等を行うこと。 

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，利用者又はその家族からの介護に関す

る相談に懇切丁寧に応ずるとともに，利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項

等について，理解しやすいように指導又は助言を行うこと。 

(3) 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については，療養上必要

な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならないこと。 

(4) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，療養上適切な居宅サービスが提供され

るために必要があると認める場合又は居宅介護支援事業者若しくは居宅サービス事業

者から求めがあった場合は，居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対し，居

宅サービス計画の作成，居宅サービスの提供等に必要な情報提供又は助言を行うこと。 

(5) 前号に規定する居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対する情報提供又は

助言については，原則として，サービス担当者会議に参加することにより行わなけれ

ばならないこと。 

(6) 前号の場合において，サービス担当者会議への参加によることが困難な場合につい

ては，居宅介護支援事業者又は居宅サービス事業者に対して，原則として，情報提供

又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならないこと。 

(7) それぞれの利用者について，提供した指定居宅療養管理指導の内容について，速や

かに診療録に記録すること。 
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２ 薬剤師，歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定居宅療養管理指導の方針は，次に掲げ

るところによるものとする。 

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤

師による指定居宅療養管理指導にあっては，医師又は歯科医師の指示に基づき当該薬

剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき，利用者の心身機能の維持回復を図り，

居宅における日常生活の自立に資するよう，妥当適切に行うこと。 

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者

又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は説明

を行うこと。 

(3) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状況及びそ

の置かれている環境の的確な把握に努め，利用者に対し適切なサービスを提供するこ

と。 

(4) それぞれの利用者について，提供した指定居宅療養管理指導の内容について，速や

かに診療記録を作成するとともに，医師又は歯科医師に報告すること。 

３ 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，居宅介護支援事業者等に対する居宅サ

ービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相談及び支援を

行うこと。 

(2) 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者

又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は助言

を行うこと。 

(3) それぞれの利用者について，提供した指定居宅療養管理指導の内容について，速や

かに記録を作成するとともに，医師又は居宅介護支援事業者等に報告すること。 

４ 指定居宅療養管理指導事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用すること

ができるように支援しなければならない。 

（運営規程） 

第９８条 指定居宅療養管理指導事業者は，指定居宅療養管理指導事業所ごとに，次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

439



(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 

(5) 事故発生時における対応方法 

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(7) 成年後見制度の活用支援 

(8) 苦情解決体制の整備 

(9) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第９９条 指定居宅療養管理指導事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

２ 指定居宅療養管理指導事業者は，利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(2) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第３２条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(4) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(6) 法第４０条に規定する介護給付及び第９５条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第１００条 第８条から第１３条まで，第１６条，第１８条，第１９条，第２１条，第２

７条，第３２条から第３５条まで，第３７条から第４１条まで，第５７条及び第７０条

の規定は，指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において，これら

の規定中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と，第８条第１項中
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「第３０条」とあるのは「第９８条」と，第１３条中「心身の状況」とあるのは「心身

の状況，病歴，服薬歴」と，第１８条中「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用

者」と，第５７条第２項中「この節」とあるのは「第６章第４節」と読み替えるものと

する。 

第７章 通所介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第１０１条 指定居宅サービスに該当する通所介護（以下「指定通所介護」という。）の

事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居宅におい

て，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，必要な日常生活

上の世話及び機能訓練を行うことにより，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能

の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならな

い。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１０２条 指定通所介護の事業を行う者（以下「指定通所介護事業者」という。）が当

該事業を行う事業所（以下「指定通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者

（以下この節から第４節までにおいて「通所介護従業者」という。）の員数は，次のと

おりとする。 

(1) 生活相談員 指定通所介護の提供日ごとに，当該指定通所介護を提供している時間

帯に生活相談員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している

時間数の合計数を当該指定通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が

１以上確保されるために必要と認められる数 

(2) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定通所介護

の単位ごとに，専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員が１以上確保されるた

めに必要と認められる数 

(3) 介護職員 指定通所介護の単位ごとに，当該指定通所介護を提供している時間帯に

介護職員（専ら当該指定通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数
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の合計数を当該指定通所介護を提供している時間数（次項において「提供単位時間

数」という。）で除して得た数が利用者（当該指定通所介護事業者が指定介護予防通

所介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第９９条第１項に規定する指定介護

予防通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定通所介護

の事業と指定介護予防通所介護（指定介護予防サービス等基準条例第９８条に規定す

る指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては，当該事業所における指定通所介護又は指定介護

予防通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が１５人までの場

合にあっては１以上，１５人を超える場合にあっては１５人を超える部分の数を５で

除して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

(4) 機能訓練指導員 １以上 

２ 当該指定通所介護事業所の利用定員（当該指定通所介護事業所において同時に指定通

所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第４節ま

でにおいて同じ。）が１０人以下である場合にあっては，前項の規定にかかわらず，看

護職員及び介護職員の員数を，指定通所介護の単位ごとに，当該指定通所介護を提供し

ている時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該指定通所介護の提供に当たる

者に限る。）が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上

確保されるために必要と認められる数とすることができる。 

３ 指定通所介護事業者は，指定通所介護の単位ごとに，第１項第３号の介護職員（前項

の規定の適用を受ける場合にあっては，同項の看護職員又は介護職員。次項及び第８項

において同じ。）を，常時１人以上当該指定通所介護に従事させなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず，介護職員は，利用者の処遇に支障がない場合

は，他の指定通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。 

５ 前各項の指定通所介護の単位は，指定通所介護であってその提供が同時に１又は複数

の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

６ 第１項第１号の生活相談員は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１９条第１

項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であ

って，規則で定めるものでなければならない。 
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７ 第１項第４号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，当該指定通所介

護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

８ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以上は，常勤でなければならない。 

９ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については，指定介護予防サービス等基準条例第９９条第１項から第８

項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１０３条 指定通所介護事業者は，指定通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は，当該指定通所介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事

業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定通所介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当す

る者若しくは社会福祉事業（同法第２条第１項に規定する社会福祉事業をいう。以下同

じ。）に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であ

って，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第１０４条 指定通所介護事業所は，食堂，機能訓練室，静養室，相談室，便所，洗面設

備及び事務室を有するほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定

通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面

積は，３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず，食堂及び機能訓練室は，食事の提供の際にはその提供に支障が
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ない広さを確保することができ，かつ，機能訓練を行う際にはその実施に支障がな

い広さを確保することができる場合にあっては，同一の場所とすることができる。 

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

(3) 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければな

らない。ただし，利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は，この限りで

ない。 

４ 指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

通所介護の事業と指定介護予防通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については，指定介護予防サービス等基準条例第１０１条第１項から第

３項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前３項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第１０５条 指定通所介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提

供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定通所介護に係る居宅介護

サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定通所介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護を提供した

際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定通所介護に係る居宅介護サービス

費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定通所介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費用の額の支払

を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行

う送迎に要する費用 

(2) 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利用者の選定に係る

ものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において，通常の指定通所介護に係る居宅

介護サービス費用基準額を超える費用 
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(3) 食事の提供に要する費用 

(4) おむつ代 

(5) 前各号に掲げるもののほか，指定通所介護の提供において提供される便宜のうち，

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者に負担させ

ることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については，基準省令第９６条第４項に規定する平成１７年

厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定通所介護事業者は，第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては，あら

かじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について説明を行い，

利用者の同意を得なければならない。 

（指定通所介護の基本取扱方針） 

第１０６条 指定通所介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，

その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定通所介護の質の

評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（指定通所介護の具体的取扱方針） 

第１０７条 指定通所介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定通所介護の提供に当たっては，次条第１項に規定する通所介護計画に基づき，

利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう心要な援助を行うこ

と。 

(2) 通所介護従業者は，指定通所介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨と

し，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいよう

に説明を行うこと。 

(3) 指定通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術をも

ってサービスの提供を行うこと。 

(4) 指定通所介護の提供に当たっては，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，

相談援助等の生活指導，生活機能の改善又は維持のための機能訓練その他必要なサー

ビスを利用者の希望を踏まえて適切に提供すること。特に，認知症（法第５条の２に
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規定する認知症をいう。以下同じ。）である要介護者に対しては，必要に応じ，その

特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えること。 

(5) 指定通所介護事業者は，指定通所介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その

他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならな

いこと。 

(6) 指定通所介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。  

２ 指定通所介護事業者は，必要に応じ，利用者の送迎が可能となるよう，体制の整備に

努めるものとする。 

３ 指定通所介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することができる

ように支援しなければならない。 

（通所介護計画の作成） 

第１０８条 指定通所介護事業所の管理者は，利用者の心身の状況，希望及びその置かれ

ている環境を踏まえて，機能訓練等の目標，当該目標を達成するための具体的なサービ

スの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 通所介護計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当該居宅サービス

計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定通所介護事業所の管理者は，通所介護計画の作成に当たっては，その内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

４ 指定通所介護事業所の管理者は，通所介護計画を作成した際には，当該通所介護計画

を利用者に交付しなければならない。 

５ 通所介護従業者は，それぞれの利用者について，通所介護計画に従ったサービスの実

施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。 

（運営規程） 

第１０９条 指定通所介護事業者は，指定通所介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 
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(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定通所介護の利用定員 

(5) 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１１０条 指定通所介護事業者は，利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう，

指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録し

ておかなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は，指定通所介護事業所ごとに，当該指定通所介護事業所の従業

者によって指定通所介護を提供しなければならない。ただし，利用者の処遇に直接影響

を及ぼさない業務については，この限りでない。 

３ 指定通所介護事業者は，通所介護従業者の資質の向上のために研修計画を作成し，当

該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定通所介護事業者は，通所介護従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第１１１条 指定通所介護事業者は，利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはな

らない。ただし，災害その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（非常災害対策） 

第１１２条 指定通所介護事業者は，指定通所介護事業所が立地する地域の自然条件等を

踏まえ，想定される非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害
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への対応に関する具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び

関係者との連携の体制を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を

定期的に従業者に周知しなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は，当該事業所の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなけれ

ばならない。 

３ 指定通所介護事業者は，非常災害に備えるため，第１項の計画に従い，避難又は救出

に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければなら

ない。 

４ 指定通所介護事業者は，非常災害時における利用者等の安全の確保が図られるよう，

あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，居宅サービス事業者その他の保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努め

るものとする。 

５ 指定通所介護事業者は，非常災害時において，高齢者，障害者，乳幼児等特に配慮を

要する者の受入れに努めるものとする。 

（衛生管理等） 

第１１３条 指定通所介護事業者は，利用者の使用する施設，食器その他の設備又は飲用

に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講じなければなら

ない。 

２ 指定通所介護事業者は，当該指定通所介護事業所において感染症が発生し，又はまん

延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１１４条 指定通所介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備

しておかなければならない。 

２ 指定通所介護事業者は，利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録

を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 通所介護計画 

(2) 第１０７条第１項第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 
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(3) 第１１０条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(4) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(5) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(8) 法第４０条に規定する介護給付及び第１０５条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第１１５条 第８条から第１７条まで，第１９条，第２１条，第２７条，第２８条，第３

４条から第４１条まで及び第５７条の規定は，指定通所介護の事業について準用する。

この場合において，これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と，

第８条第１項中「第３０条」とあるのは「第１０９条」と，第５７条第２項中「この

節」とあるのは「第７章第４節」と読み替えるものとする。 

第５節  指定療養通所介護の事業の基本方針，人員並びに設備及び運営に関する 

基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第１１６条 第１節から前節までの規定にかかわらず，指定療養通所介護（指定通所介護

であって，難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって，サービス提供に当

たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし，療養通所介護計画に基づき，入

浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。

以下同じ。）の事業の基本方針，人員並びに設備及び運営に関する基準については，こ

の節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第１１７条 指定療養通所介護の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用

者が可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと
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ができるよう，必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，利用者の社会

的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽

減を図るものでなければならない。 

２ 指定療養通所介護の事業を行う者（以下「指定療養通所介護事業者」という。）は，

指定療養通所介護の提供に当たっては，利用者の主治の医師及び当該利用者の利用して

いる訪問看護事業者（指定訪問看護事業者又は健康保険法第８８条第１項に規定する指

定訪問看護事業者をいう。以下この節において同じ。）等との密接な連携に努めなけれ

ばならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１１８条 指定療養通所介護事業者が当該事業を行う事業所（以下「指定療養通所介護

事業所」という。）ごとに置くべき指定療養通所介護の提供に当たる看護職員又は介護

職員（以下この節において「療養通所介護従業者」という。）の員数は，利用者の数が

１．５に対し，提供時間帯を通じて専ら当該指定療養通所介護の提供に当たる療養通所

介護従業者が１以上確保されるために必要と認められる数以上とする。 

２ 前項の療養通所介護従業者のうち１人以上は，常勤の看護師であって専ら指定療養通

所介護の職務に従事する者でなければならない。 

（管理者） 

第１１９条 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定療養通所介護事業所の管

理上支障がない場合は，当該指定療養通所介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷

地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は，看護師でなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業所の管理者は，適切な指定療養通所介護を行うために必要な知

識及び技能を有する者でなければならない。 

第３款 設備に関する基準 

（利用定員） 

第１２０条 指定療養通所介護事業所は，その利用定員（当該指定療養通所介護事業所に
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おいて同時に指定療養通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。

以下この節において同じ。）を９人以下とする。 

（設備及び備品等） 

第１２１条 指定療養通所介護事業所は，指定療養通所介護を行うのにふさわしい専用の

部屋，便所及び洗面設備を有するほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

並びに指定療養通所介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 専用の部屋 ６．４平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

(2) 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該指定療養通所介護の事業の用に供するものでなけれ

ばならない。ただし，利用者に対する指定療養通所介護の提供に支障がない場合は，こ

の限りでない。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第１２２条 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護の提供の開始に際し，あらか

じめ，利用申込者又はその家族に対し，第１２９条に規定する重要事項に関する規程の

概要，療養通所介護従業者の勤務の体制，第１２７条第１項に規定する利用者ごとに定

めた緊急時等の対応策，主治の医師及び第１３０条第１項に規定する緊急時対応医療機

関との連絡体制並びにその他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い，当該提供の開始について利用申込者の同意を

得なければならない。 

２ 第８条第２項から第６項までの規定は，前項の規定による文書の交付について準用す

る。 

（心身の状況等の把握） 

第１２３条 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護の提供に当たっては，利用者

に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて，利用者の心身の

状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の

把握に努めなければならない。 
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２ 指定療養通所介護事業者は，体調の変化等に応じた適切なサービスを提供することが

できるよう，特に利用者の主治の医師及び当該利用者が利用する訪問看護事業者等との

密接な連携を図り，利用者の心身の状況等の把握に努めなければならない。 

（居宅介護支援事業者等との連携） 

第１２４条 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護を提供するに当たっては，居

宅介護支援事業者，地域包括支援センター又は保健医療サービス若しくは福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は，利用者に対する指定療養通所介護の提供の適否について，

主治の医師を含めたサービス担当者会議において検討するため，当該利用者に係る居宅

介護支援事業者に対して必要な情報を提供するように努めなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は，利用者に係る居宅介護支援事業者に対して，居宅サービ

ス計画の作成及び変更等に必要な情報を提供するように努めなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護の提供の終了に際しては，利用者又は

その家族に対して適切な指導を行うとともに，当該利用者に係る居宅介護支援事業者に

対する情報の提供及び地域包括支援センター又は保健医療サービス若しくは福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（指定療養通所介護の具体的取扱方針） 

第１２５条 指定療養通所介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定療養通所介護の提供に当たっては，次条第１項に規定する療養通所介護計画に

基づき，利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助

を行うこと。 

(2) 療養通所介護従業者は，指定療養通所介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うこ

とを旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しや

すいように説明を行うこと。 

(3) 指定療養通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術

をもってサービスの提供を行うこと。 

(4) 指定療養通所介護事業者は，利用者の体調の変化等に応じた適切なサービスを提供

することができるよう，利用者の主治の医師，当該利用者の利用する訪問看護事業者
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等との密接な連携を図り，サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を十

分に図ること。 

(5) 指定療養通所介護事業者は，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，相談援

助等の生活指導，生活機能の改善又は維持のための機能訓練その他必要なサービスを

利用者の希望を踏まえて適切に提供すること。 

(6) 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護の提供に当たっては，当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的

拘束等を行ってはならないこと。 

(7) 指定療養通所介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，そ

の際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこ

と。 

２ 指定療養通所介護事業者は，必要に応じ，利用者の送迎が可能となるよう，体制の整

備に努めるものとする。 

３ 指定療養通所介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することがで

きるように支援しなければならない。 

（療養通所介護計画の作成） 

第１２６条 指定療養通所介護事業所の管理者は，利用者の心身の状況，希望及びその置

かれている環境を踏まえて，機能訓練等の目標，当該目標を達成するための具体的なサ

ービスの内容等を記載した療養通所介護計画を作成しなければならない。 

２ 療養通所介護計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当該居宅サー

ビス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 療養通所介護計画は，既に訪問看護計画書（第７５条第１項に規定する訪問看護計画

書又は指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準（平成１２年厚生省令第８０

号）第１７条第１項に規定する訪問看護計画書をいう。以下この節において同じ。）が

作成されている場合は，当該訪問看護計画の内容との整合を図りつつ，作成しなければ

ならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は，療養通所介護計画の作成に当たっては，その内

容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 
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５ 指定療養通所介護事業所の管理者は，療養通所介護計画を作成した際には，当該療養

通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 療養通所介護従業者は，それぞれの利用者について，療養通所介護計画に従ったサー

ビスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１２７条 指定療養通所介護事業者は，現に指定療養通所介護の提供を行っているとき

に利用者の病状の急変が生じた場合等に備え，主治の医師とともに，その場合の対応策

（以下この節において「緊急時等の対応策」という。）について利用者ごとに検討し，

緊急時等の対応策をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は，緊急時等の対応策について，利用者及びその家族に対し

て十分に説明し，利用者及びその家族が安心してサービスを利用できるよう配慮しなけ

ればならない。 

３ 療養通所介護従業者は，現に指定療養通所介護の提供を行っているときに利用者の病

状の急変が生じた場合その他必要な場合は，緊急時等の対応策に基づき，速やかに主治

の医師又は第１３０条第１項に規定する緊急時対応医療機関への連絡を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

４ 指定療養通所介護事業者は，利用者の主治の医師と密接な連携をとりながら，利用者

の状態の変化に応じて緊急時等の対応策の変更を行うものとする。 

５ 第１項及び第２項の規定は，前項に規定する緊急時等の対応策の変更について準用す

る。 

（管理者の責務） 

第１２８条 指定療養通所介護事業所の管理者は，指定療養通所介護事業所の従業者の管

理及び指定療養通所介護の利用の申込みに係る調整，業務の実施状況の把握その他の管

理を一元的に行うものとする。 

２ 指定療養通所介護事業所の管理者は，利用者の体調の変化等に応じた適切なサービス

を提供することができるよう，利用者の主治の医師，当該利用者が利用する訪問看護事

業者等との密接な連携を図り，サービスの提供方法及び手順等についての情報の共有を

十分に行わなければならない。 
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３ 指定療養通所介護事業所の管理者は，指定療養通所介護の提供に適切な環境を整備し

なければならない。 

４ 指定療養通所介護事業所の管理者は，指定療養通所介護の利用者ごとの療養通所介護

計画の作成に関し，必要な指導及び管理を行わなければならない。 

５ 指定療養通所介護事業所の管理者は，当該指定療養通所介護事業所の従業者にこの款

の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第１２９条 指定療養通所介護事業者は，指定療養通所介護事業所ごとに次に掲げる事業

の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定療養通所介護の利用定員 

(5) 指定療養通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（緊急時対応医療機関） 

第１３０条 指定療養通所介護事業者は，利用者の病状の急変等に備えるため，あらかじ

め，緊急時対応医療機関を定めておかなければならない。 

２ 緊急時対応医療機関は，指定療養通所介護事業所と同一の敷地内に存し，又は隣接し，

若しくは近接していなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は，緊急時において円滑な協力を得るため，当該緊急時対応
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医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておかなければならない。 

（安全・サービス提供管理委員会の設置） 

第１３１条 指定療養通所介護事業者は，安全かつ適切なサービスの提供を確保するため，

地域の医療関係団体に属する者，地域の保健，医療又は福祉の分野を専門とする者その

他指定療養通所介護の安全かつ適切なサービスの提供を確保するために必要と認められ

る者から構成される安全・サービス提供管理委員会（以下この条において「委員会」と

いう。）を設置しなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は，おおむね６月に１回以上委員会を開催することとし，事

故事例等，安全管理に必要なデータの収集を行うとともに，当該データ等を踏まえ，指

定療養通所介護事業所における安全かつ適切なサービスの提供を確保するための方策の

検討を行い，当該検討の結果についての記録を作成しなければならない。 

３ 指定療養通所介護事業者は，前項の検討の結果を踏まえ，必要に応じて対策を講じな

ければならない。 

（記録の整備） 

第１３２条 指定療養通所介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定療養通所介護事業者は，利用者に対する指定療養通所介護の提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 療養通所介護計画 

(2) 第１２５条第１項第７号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(3) 前条第２項に規定する検討の結果についての記録 

(4) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(5) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 
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(8) 次条において準用する第１１０条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(9) 法第４０条に規定する介護給付及び次条において準用する第１０５条第１項から第

３項（第３項第２号を除く。）までに規定する利用料等に関する請求及び受領等の記

録 

（準用） 

第１３３条 第９条から第１２条まで，第１５条から第１７条まで，第１９条，第２１条，

第２７条，第３４条から第４１条まで，第１０５条（第３項第２号を除く。），第１０

６条及び第１１０条から第１１３条までの規定は，指定療養通所介護の事業について準

用する。この場合において，第３４条中「訪問介護員等」とあるのは「療養通所介護従

業者」と，第１１０条第３項及び第４項中「通所介護従業者」とあるのは「療養通所介

護従業者」と読み替えるものとする。 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（従業者の員数） 

第１３４条 基準該当居宅サービスに該当する通所介護又はこれに相当するサービス（以

下「基準該当通所介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当通所介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当通所介護事業所」という。）ごと

に置くべき従業者（以下この節において「通所介護従業者」という。）の員数は，次の

とおりとする。 

(1) 生活相談員 基準該当通所介護の提供日ごとに，当該基準該当通所介護を提供して

いる時間帯に生活相談員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。）が

勤務している時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間帯の時間数

で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数 

(2) 看護職員 基準該当通所介護の単位ごとに，専ら当該基準該当通所介護の提供に当

たる看護職員が１以上確保されるために必要と認められる数 

(3) 介護職員 基準該当通所介護の単位ごとに，当該基準該当通所介護を提供している

時間帯に介護職員（専ら当該基準該当通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務し

ている時間数の合計数を当該基準該当通所介護を提供している時間数（次項において

「提供単位時間数」という。）で除して得た数が利用者（当該基準該当通所介護事業
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者が基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護（指定介護予防サービス等

基準条例第１１５条第１項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。以下同

じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあっては，当該事

業所における基準該当通所介護又は基準該当介護予防通所介護の利用者。以下この条

において同じ。）の数が１５人までの場合にあっては１以上，１５人を超える場合に

あっては１５人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保される

ために必要と認められる数 

(4) 機能訓練指導員 １以上 

２ 当該基準該当通所介護事業所の利用定員（当該基準該当通所介護事業所において同時

に基準該当通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節

において同じ。）が１０人以下である場合にあっては，前項の規定にかかわらず，看護

職員及び介護職員の員数を，基準該当通所介護の単位ごとに，当該基準該当通所介護を

提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該基準該当通所介護の提

供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た

数が１以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。 

３ 基準該当通所介護事業者は，基準該当通所介護の単位ごとに，第１項第３号の介護職

員（前項の規定の適用を受ける場合にあっては，同項の看護職員又は介護職員。次項に

おいて同じ。）を，常時１人以上当該基準該当通所介護に従事させなければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず，介護職員は，利用者の処遇に支障がない場合

は，他の基準該当通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。 

５ 前各項の基準該当通所介護の単位は，基準該当通所介護であってその提供が同時に１

又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいうものとする。 

６ 第１項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する

者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでな

ければならない。 

７ 第１項第４号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，当該基準該当通

所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 
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８ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護の事業とが，同一の事業者によ

り同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予防サービ

ス等基準条例第１１５条第１項から第７項までに規定する人員に関する基準を満たすこ

とをもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１３５条 基準該当通所介護事業所は，専らその職務に従事する管理者を置かなければ

ならない。ただし，基準該当通所介護事業所の管理上支障がない場合は，当該基準該当

通所介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務

に従事することができるものとする。 

２ 基準該当通所介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該

当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有

すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（設備及び備品等） 

第１３６条 基準該当通所介護事業所には，食事を行う場所，機能訓練を行う場所，静養

のための場所，生活相談のための場所，便所，洗面のための場所及び事務連絡のための

場所を確保するとともに，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに基準該

当通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 

ア 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は，それぞれ必要な広さを有するものと

し，その合計した面積は，３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする

こと。 

イ アにかかわらず，食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は，食事の提供の際に

はその提供に支障がない広さを確保することができ，かつ，機能訓練を行う際には

その実施に支障がない広さを確保することができる場合にあっては，同一の場所と

することができる。 

(2) 生活相談を行う場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮さ

れていること。 
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(3) 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該基準該当通所介護の事業の用に供するものでなけれ

ばならない。ただし，利用者に対する基準該当通所介護の提供に支障がない場合は，こ

の限りでない。 

４ 基準該当通所介護の事業と基準該当介護予防通所介護の事業とが，同一の事業者によ

り同一の事業所において一体的に運営される場合については，指定介護予防サービス等

基準条例第１１７条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を満たすことを

もって，前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第１３７条 第８条から第１４条まで，第１６条，第１７条，第１９条，第２１条，第２

７条，第２８条，第３４条から第３７条まで，第３８条（第５項及び第６項を除く。），

第３９条から第４１条まで，第５７条，第１０１条及び第４節（第１０５条第１項及び

第１１５条を除く。）の規定は，基準該当通所介護の事業について準用する。この場合

において，これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と，第８条

第１項中「第３０条」とあるのは「第１３７条において準用する第１０９条」と，第１

９条第１項中「内容，当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用者

に代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「内容」と，第２１条中

「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあるのは「基準該当通所介護」

と，第５７条第２項中「この節」とあるのは「第７章第６節」と，第１０５条第２項中

「法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護」とあるのは「基準該当通所介護」

と，同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と，第１０７条第１項第１号中「次条

第１項」とあるのは「第１３７条において準用する次条第１項」と，第１１４条第２項

第２号中「第１０７条第１項第６号」とあるのは「第１３７条において準用する第１０

７条第１項第６号」と，同項第３号中「第１１０条第１項」とあるのは「第１３７条に

おいて準用する第１１０条第１項」と，同項第４号から第７号までの規定中「次条」と

あるのは「第１３７条」と，同項第８号中「第１０５条第１項から第３項」とあるのは

「第１３７条において準用する第１０５条第２項及び第３項」と読み替えるものとする。 

第８章 通所リハビリテーション 
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第１節 基本方針 

（基本方針） 

第１３８条 指定居宅サービスに該当する通所リハビリテーション（以下「指定通所リハ

ビリテーション」という。）の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用

者が可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこと

ができるよう，理学療法，作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより，

利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１３９条 指定通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定通所リハビリテー

ション事業者」という。）が，当該事業を行う事業所（以下「指定通所リハビリテーシ

ョン事業所」という。）ごとに置くべき指定通所リハビリテーションの提供に当たる従

業者（以下「通所リハビリテーション従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 医師 指定通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以上の数 

(2) 理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師（以下こ

の章において「看護職員」という。）若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすた

めに必要と認められる数 

ア 指定通所リハビリテーションの単位ごとに，利用者（当該指定通所リハビリテー

ション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者（指定介護予防サービ

ス等基準条例第１２０条第１項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定通所リハビリテーショ

ンの事業と指定介護予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス等基準条

例第１１９条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，

当該事業所における指定通所リハビリテーション又は指定介護予防通所リハビリテ

ーションの利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が１０人以下の場合

は，その提供を行う時間帯（以下この条において「提供時間帯」という。）を通じ

て専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士若
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しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が１以上確保されていること，

又は，利用者の数が１０人を超える場合は，提供時間帯を通じて専ら当該指定通所

リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又

は看護職員若しくは介護職員が，利用者の数を１０で除して得た数以上確保されて

いること。 

イ アに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業

療法士又は言語聴覚士が，利用者が１００又はその端数を増すごとに１以上確保さ

れていること。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は，前項第２号の規定にかか

わらず，次のとおりとすることができる。 

(1) 指定通所リハビリテーションの単位ごとに，利用者の数が１０人以下の場合は，提

供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，

作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が１以上確保されてい

ること，又は，利用者の数が１０人を超える場合は，提供時間帯を通じて専ら当該指

定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚

士又は看護職員若しくは介護職員が，利用者の数を１０で除して得た数以上確保され

ていること。 

(2) 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学

療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに

類するサービスに１年以上従事した経験を有する看護師が，常勤換算方法で，０．１

以上確保されること。 

３ 第１項第１号の医師は，常勤でなければならない。 

４ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の

指定を併せて受け，かつ，指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハ

ビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は，指定介護予防サービス等基準条例第１２０条第１項から第３項までに規定する人員

に関する基準を満たすことをもって，前３項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 
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第３節 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第１４０条 指定通所リハビリテーション事業所は，指定通所リハビリテーションを行う

にふさわしい専用の部屋等，便所及び洗面設備を有するほか，消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備並びに指定通所リハビリテーションを行うために必要な専用の機

械及び器具を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 専用の部屋等 ３平方メートルに利用定員（当該指定通所リハビリテーション事業

所において同時に指定通所リハビリテーションの提供を受けることができる利用者の

数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。）を乗じて得た面積以上とする

こと。ただし，当該指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設である場

合にあっては，当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されている食堂（リハビリ

テーションに供用されるものに限る。）の面積を加えるものとする。 

(2) 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

３ 指定通所リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の

指定を併せて受け，かつ，指定通所リハビリテーションの事業と指定介護予防通所リハ

ビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は，指定介護予防サービス等基準条例第１２１条第１項及び第２項に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって，前２項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

第４節 運営に関する基準 

（指定通所リハビリテーションの基本取扱方針） 

第１４１条 指定通所リハビリテーションは，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定

通所リハビリテーションの質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（指定通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第１４２条 指定通所リハビリテーションの方針は，次に掲げるところによるものとする。 
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(1) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては，医師の指示及び次条第１項に規

定する通所リハビリテーション計画に基づき，利用者の心身の機能の維持回復を図り，

日常生活の自立に資するよう，妥当適切に行うこと。 

(2) 通所リハビリテーション従業者は，指定通所リハビリテーションの提供に当たって

は，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，リハビリテーション

の観点から療養上必要とされる事項について，理解しやすいように指導又は説明を行

うこと。 

(3) 指定通所リハビリテーションの提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状況

及びその置かれている環境の的確な把握に努め，利用者に対し適切な理学療法，作業

療法その他必要なリハビリテーションを提供すること。特に，認知症である要介護者

に対しては，必要に応じ，その特性に対応したサービス提供ができる体制を整えるこ

と。 

(4) 指定通所リハビリテーション事業者は，指定通所リハビリテーションの提供に当た

っては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き，身体的拘束等を行ってはならないこと。 

(5) 指定通所リハビリテーション事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及

び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならないこと。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は，必要に応じ，利用者の送迎が可能となるよう，

体制の整備に努めるものとする。 

３ 指定通所リハビリテーション事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用す

ることができるように支援しなければならない。 

（通所リハビリテーション計画の作成） 

第１４３条 医師及び理学療法士，作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの

提供に当たる通所リハビリテーション従業者（以下「医師等の従業者」という。）は，

診療又は運動機能検査，作業能力検査等を基に，共同して，利用者の心身の状況，希望

及びその置かれている環境を踏まえて，リハビリテーションの目標，当該目標を達成す

るための具体的なサービスの内容等を記載した通所リハビリテーション計画を作成しな

464



ければならない。 

２ 通所リハビリテーション計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合におい

ては，当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 医師等の従業者は，通所リハビリテーション計画の作成に当たっては，その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

４ 医師等の従業者は，通所リハビリテーション計画を作成した際には，当該通所リハビ

リテーション計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 通所リハビリテーション従業者は，それぞれの利用者について，通所リハビリテーシ

ョン計画に従ったサービスの実施状況及びその評価を診療記録に記載しなければならな

い。 

（管理者等の責務） 

第１４４条 指定通所リハビリテーション事業所の管理者は，医師，理学療法士，作業療

法士又は専ら指定通所リハビリテーションの提供に当たる看護師のうちから選任した者

に，必要な管理の代行をさせることができる。 

２ 指定通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は，指定通

所リハビリテーション事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるための必要な指揮命

令を行うものとする。 

（運営規程） 

第１４５条 指定通所リハビリテーション事業者は，指定通所リハビリテーション事業所

ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定通所リハビリテーションの利用定員 

(5) 指定通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 
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(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（衛生管理等） 

第１４６条 指定通所リハビリテーション事業者は，利用者の使用する施設，食器その他

の設備又は飲用に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講

ずるとともに，医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は，当該事業所において感染症が発生し，又はま

ん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１４７条 指定通所リハビリテーション事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定通所リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定通所リハビリテーション

の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

(1) 通所リハビリテーション計画 

(2) 第１４２条第１項第５号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(3) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(4) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第１１０条第１項に規定する勤務の体制等の記録 
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(8) 法第４０条に規定する介護給付及び次条において準用する第１０５条第１項から第

３項までに規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第１４８条 第８条から第１３条まで，第１５条から第１７条まで，第１９条，第２１条，

第２７条，第２８条，第３４条，第３５条，第３７条から第４１条まで，第７０条，第

１０５条及び第１１０条から第１１２条までの規定は，指定通所リハビリテーションの

事業について準用する。この場合において，これらの規定中「訪問介護員等」とあるの

は「通所リハビリテーション従業者」と，第８条第１項中「第３０条」とあるのは「第

１４５条」と，第１３条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況，病歴」と，第１１

０条第３項及び第４項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業

者」と読み替えるものとする。 

第９章 短期入所生活介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第１４９条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護（以下「指定短期入所生活介

護」という。）の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限

りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，

入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，

利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るも

のでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１５０条 指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定短期入所生活介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所生活介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下この節から第

５節までにおいて「短期入所生活介護従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。

ただし，利用定員（当該指定短期入所生活介護事業所において同時に指定短期入所生活

介護の提供を受けることができる利用者（当該指定短期入所生活介護事業者が指定介護
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予防短期入所生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第１３３条第１項に規

定する指定介護予防短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，

かつ，指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護（指定介護予防サ

ービス等基準条例第１３２条に規定する指定介護予防短期入所生活介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，当該

事業所における指定短期入所生活介護又は指定介護予防短期入所生活介護の利用者。以

下この節及び次節並びに第１６７条において同じ。）の数の上限をいう。以下この節か

ら第４節までにおいて同じ。）が４０人を超えない指定短期入所生活介護事業所にあっ

ては，他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定短期入所生活介

護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって，利用者の処遇に支障が

ないときは，第４号の栄養士を置かないことができる。 

(1) 医師 １人以上 

(2) 生活相談員 常勤換算方法で，利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１以

上 

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」とい

う。） 常勤換算方法で，利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

(4) 栄養士 １人以上 

(5) 機能訓練指導員 １人以上 

(6) 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当数 

２ 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定

する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）であって，その全部又は一部が入所者に

利用されていない居室を利用して指定短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前

項各号に掲げる短期入所生活介護従業者の員数は，同項の規定にかかわらず，これらの

従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合における特別

養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

３ 第１項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

４ 特別養護老人ホーム，養護老人ホーム（老人福祉法第２０条の４に規定する養護老人
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ホームをいう。以下同じ。），病院，診療所，介護老人保健施設，特定施設入居者生活

介護，地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定

を受けている施設（以下「特別養護老人ホーム等」という。）に併設される指定短期入

所生活介護事業所であって，当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの

（以下「併設事業所」という。）については，特別養護老人ホーム等として必要とされ

る数の従業者に加えて，第１項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものと

する。 

５ 第１項第２号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する

者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでな

ければならない。 

６ 第１項第２号の生活相談員並びに同項第３号の介護職員及び看護職員のそれぞれのう

ち１人は，常勤でなければならない。ただし，利用定員が２０人未満である併設事業所

の場合にあっては，この限りでない。 

７ 第１項第５号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，当該指定短期入

所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

８ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予防サービス

等基準条例第１３３条第１項から第７項までに規定する人員に関する基準を満たすこと

をもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１５１条 指定短期入所生活介護事業者は，指定短期入所生活介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定短期入所生活介

護事業所の管理上支障がない場合は，当該指定短期入所生活介護事業所の他の職務に従

事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものと

する。 

２ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれか
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に該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力

を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（利用定員等） 

第１５２条 指定短期入所生活介護事業所は，その利用定員を２０人以上とし，指定短期

入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし，第１５０条第２項の規

定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては，この限りでない。 

２ 併設事業所の場合又は指定短期入所生活介護事業所（ユニット型指定短期入所生活介

護事業所（第１７３条に規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。以下

この項において同じ。）を除く。）とユニット型指定短期入所生活介護事業所とが併設

され一体的に運営される場合であって，それらの利用定員の総数が２０人以上である場

合にあっては，前項本文の規定にかかわらず，その利用定員を２０人未満とすることが

できる。 

３ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予防サービス

等基準条例第１３５条第１項及び第２項に規定する利用定員等に関する基準を満たすこ

とをもって，前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第１５３条 指定短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のために使用しない

附属の建物を除く。以下この項において同じ。）は，耐火建築物（建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）で

なければならない。ただし，次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建て

の指定短期入所生活介護事業所の建物にあっては，準耐火建築物（同条第９号の３に規

定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることができる。 

(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」という。）を２

階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

(2) 居室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満たす
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こと。 

ア 消防長又は当該指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署長と相談

の上，第１７０条において準用する第１１２条第１項に規定する計画に利用者の円

滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

イ 第１７０条において準用する第１１２条第３項に規定する訓練については，同条

第１項に規定する計画に従い，昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との連

携体制を整備すること。 

２ 指定短期入所生活介護事業所には，次に掲げる設備を設けるとともに，指定短期入所

生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。た

だし，他の社会福祉施設等の設備を利用することにより，当該社会福祉施設等及び当該

指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり，当該社会福祉施設等の入所者

等及び当該指定短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない場合は，居室，便

所，洗面設備，静養室，介護職員室及び看護職員室を除き，これらの設備を設けないこ

とができる。 

(1) 居室 

(2) 食堂 

(3) 機能訓練室 

(4) 浴室 

(5) 便所 

(6) 洗面設備 

(7) 医務室 

(8) 静養室 

(9) 面談室 

(10) 介護職員室 

(11) 看護職員室 

(12) 調理室 

(13) 洗濯室又は洗濯場 
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(14) 汚物処理室 

(15) 介護材料室 

３ 併設事業所の場合にあっては，前項の規定にかかわらず，当該併設事業所及び当該併

設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この章において「併設本体施設」とい

う。）の効率的運営が可能であり，かつ，当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施

設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは，当該併設本体施設の前項に掲げる

設備（居室を除く。）を指定短期入所生活介護の事業の用に供することができるものと

する。 

４ 第１５０条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては，第２

項及び第６項第１号の規定にかかわらず，特別養護老人ホームとして必要とされる設備

を有することで足りるものとする。 

５ 第２項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，規則で定める利用者へのサービス

の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

イ 利用者１人当たりの床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。 

ウ 日照，採光，換気等利用者の保健衛生，防災等について十分考慮すること。 

(2) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面

積は，３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず，食堂及び機能訓練室は，食事の提供の際にはその提供に支障が

ない広さを確保することができ，かつ，機能訓練を行う際にはその実施に支障がな

い広さを確保することができる場合にあっては，同一の場所とすることができる。 

ウ 食堂は，居室のある階ごとに居室に近接して設けるものとし，各階ごとの面積は，

２平方メートルに当該階に設ける居室の利用定員の合計数を乗じて得た面積以上と

すること。ただし，規則で定める基準を満たすときは，この限りでない。 

エ 必要な備品を備えること。 

(3) 浴室 
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ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，要介護者等

が一の脱衣室を利用している際は，他の要介護者等を入室させない等，プライバシ

ーを確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とす

ることができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，要介護者が入浴するのに適したものとするこ

と。 

(4) 便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 便房は，規則で定める基準を満たすものとすること。 

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか，要介護者が使用するのに適したものとするこ

と。 

(5) 洗面設備 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

６ 前各項に規定するもののほか，指定短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は，次

のとおりとする。 

(1) 廊下の幅は，１．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メー

トル以上とすること。 

(2) 廊下，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。 

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

(5) 居室，機能訓練室，食堂，浴室及び静養室が２階以上の階にある場合は，１以上の

傾斜路を設けること。ただし，エレベーターを設けるときは，この限りでない。 

７ 指定短期入所生活介護事業者が指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定短期入所生活介護の事業と指定介護予防短期入所生活介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予防サービス
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等基準条例第１３６条第１項から第６項までに規定する設備に関する基準を満たすこと

をもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第１５４条 指定短期入所生活介護事業者は，指定短期入所生活介護の提供の開始に際し，

あらかじめ，利用申込者又はその家族に対し，第１６６条に規定する重要事項に関する

規程の概要，短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，サービスの内容

及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 第８条第２項から第６項までの規定は，前項の規定による文書の交付について準用す

る。 

（指定短期入所生活介護の開始及び終了） 

第１５５条 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況により，若しくはその

家族の疾病，冠婚葬祭，出張等の理由により，又は利用者の家族の身体的及び精神的な

負担の軽減等を図るために，一時的に居宅において日常生活を営むために支障がある者

を対象に，指定短期入所生活介護を提供するものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，居宅介護支援事業者，地域包括支援センター又は保

健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携により，指定短期入

所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又

は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は，指定短期入所生活介護を提供するに当たっては，利

用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き，短期入所生活介護を

利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないように，当該利用者に

係る居宅介護支援事業者等との密接な連携に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１５６条 指定短期入所生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定短期

入所生活介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定短期入

所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所生活介護事業者に
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支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生

活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定短期入所生活介

護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなけ

ればならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費用の

額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定

短期入所生活介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定する食費の負

担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同

条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期

入所生活介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の負担

限度額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第１２７条第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ

り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第１２７条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ

り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(5) 送迎に要する費用（基準省令第１２７条第３項第５号に規定する平成１２年厚生省

告示第１９号により厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち，

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者に負担させ
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ることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１２７条第４項に規

定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによる

ものとする。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は，第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たって

は，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用を記した文

書を交付して説明を行い，利用者の同意を得なければならない。ただし，同項第１号か

ら第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

（指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第１５７条 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，日常生活に必要な援助

を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は，相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については，

次条第１項に規定する短期入所生活介護計画に基づき，漫然かつ画一的なものとならな

いよう配慮して行われなければならない。 

３ 短期入所生活介護従業者は，指定短期入所生活介護の提供に当たっては，懇切丁寧を

旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいよ

うに説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は，指定短期入所生活介護の提供に当たっては，当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身

体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定短期入

所生活介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（短期入所生活介護計画の作成） 

第１５８条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は，相当期間以上にわたり継続して入

所することが予定される利用者については，利用者の心身の状況，希望及びその置かれ
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ている環境を踏まえて，指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの

利用者が利用するサービスの継続性に配慮して，他の短期入所生活介護従業者と協議の

上，サービスの目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した

短期入所生活介護計画を作成しなければならない。 

２ 短期入所生活介護計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当該計画

の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は，短期入所生活介護計画の作成に当たっては，

その内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければなら

ない。 

４ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は，短期入所生活介護計画を作成した際には，

当該短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

（介護） 

第１５９条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，１週間に２回以上，適切な方法により，利用者を入

浴させ，又は清拭

しき

しなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切な方法により，排

せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所生活介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切

に取り替えなければならない。 

５ 指定短期入所生活介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者に対し，離床，着替え，

整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所生活介護事業者は，常時１人以上の介護職員を介護に従事させなければ

ならない。 

７ 指定短期入所生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指

定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第１６０条 指定短期入所生活介護事業者は，栄養並びに利用者の心身の状況及びし好を
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考慮した食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，利用者が可能な限り離床して，食堂で食事をとるこ

とを支援しなければならない。 

（機能訓練） 

第１６１条 指定短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況等を踏まえ，必要に応

じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなけれ

ばならない。 

（健康管理） 

第１６２条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は，常に利用者の健康の状

況に注意するとともに，健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

（相談及び援助） 

第１６３条 指定短期入所生活介護事業者は，常に利用者の心身の状況，その置かれてい

る環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応じると

ともに，必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用すること

ができるように支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第１６４条 指定短期入所生活介護事業者は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜利用者

のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければ

ならない。 

（緊急時等の対応） 

第１６５条 短期入所生活介護従業者は，現に指定短期入所生活介護の提供を行っている

ときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに主治の医師又は

あらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等必要な

措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第１６６条 指定短期入所生活介護事業者は，次に掲げる事業の運営についての重要事項
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に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 利用定員（第１５０条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除

く。） 

(4) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の送迎の実施地域 

(6) サービス利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(8) 非常災害対策 

(9) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第１６７条 指定短期入所生活介護事業者は，次に掲げる利用者数以上の利用者に対して

同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを

得ない事情がある場合は，この限りでない。 

(1) 第１５０条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定短期入所生活介護

事業所にあっては，当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超えること

となる利用者数 

(2) 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあっては，利用定員及び居室の定

員を超えることとなる利用者数 

（地域等との連携） 

第１６８条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たっては，地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めなければならない。 

（記録の整備） 
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第１６９条 指定短期入所生活介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は，利用者に対する指定短期入所生活介護の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 短期入所生活介護計画 

(2) 第１５７条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(3) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(4) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第１１０条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(8) 法第４０条に規定する介護給付及び第１５６条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第１７０条 第９条から第１３条まで，第１５条，第１６条，第１９条，第２１条，第２

７条，第３４条から第４１条まで，第５７条，第１１０条，第１１２条及び第１１３条

は，指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において，第３４条中

「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と，第５７条第２項中「この

節」とあるのは「第９章第４節」と，第１１０条第３項及び第４項中「通所介護従業

者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節  ユニット型指定短期入所生活介護の事業の基本方針並びに設備及び運営

に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第１７１条 第１節及び前２節の規定にかかわらず，ユニット型指定短期入所生活介護の
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事業（指定短期入所生活介護の事業であって，その全部において少数の居室及び当該居

室に近接して設けられる共同生活室（当該居室の利用者が交流し，共同で日常生活を営

むための場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構成される場所（以

下この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ，これに対

する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する

基準については，この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第１７２条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業は，利用者一人一人の意思及び人格

を尊重し，利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮し

ながら，各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常生活を営

むことを支援することにより，利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第１７３条 ユニット型指定短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定短

期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定短

期入所生活介護事業所」という。）の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属

の建物を除く。以下この項において同じ。）は，耐火建築物でなければならない。ただ

し，次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型指定短期入

所生活介護事業所の建物にあっては，準耐火建築物とすることができる。 

(1) 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

(2) 居室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 

ア 消防長又は当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防

署長と相談の上，第１８３条において準用する第１７０条において準用する第１１

２条第１項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な

事項を定めること。 

イ 第１８３条において準用する第１７０条において準用する第１１２条第３項に規
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定する訓練については，同条第１項に規定する計画に従い，昼間及び夜間において

行うこと。 

ウ 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との連

携体制を整備すること。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業所には，次に掲げる設備を設けるとともに，指

定短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなければな

らない。ただし，他の社会福祉施設等の設備を利用することにより，当該社会福祉施設

等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり，当該社

会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の利用者への

サービスの提供に支障がない場合は，第１号のユニットを除き，これらの設備を設けな

いことができる。 

(1) ユニット 

(2) 浴室 

(3) 医務室 

(4) 調理室 

(5) 洗濯室又は洗濯場 

(6) 汚物処理室 

(7) 介護材料室 

３ 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定短期入所生活介護事業所であって，

当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設ユニット型事業

所」という。）にあっては，前項の規定にかかわらず，当該併設ユニット型事業所及び

当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この節において「ユ

ニット型事業所併設本体施設」という。）の効率的運営が可能であり，かつ，当該併設

ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又は入院患

者に対するサービスの提供上支障がないときは，当該ユニット型事業所併設本体施設の

前項各号に掲げる設備（ユニットを除く。）をユニット型指定短期入所生活介護の事業

の用に供することができるものとする。 

４ 第１５０条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム（岡山市特別
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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第 

 号）第３３条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の場合に

あっては，第２項及び第６項第１号の規定にかかわらず，ユニット型特別養護老人ホー

ムとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 

５ 第２項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) ユニット 

ア 居室 

(ｱ) 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，利用者への指定短期入所生活介

護の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

(ｲ) 居室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。この場合において，一のユニットの利用定員（当

該ユニット型指定短期入所生活介護事業所において同時にユニット型指定短期入

所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該ユニット型指定短期入所生

活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者（指定介護予防

サービス等基準条例第１５７条第１項に規定するユニット型指定介護予防短期入

所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，ユニット型

指定短期入所生活介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業

（指定介護予防サービス等基準条例第１５５条に規定するユニット型指定介護予

防短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては，ユニット型指定短期入所生活介護又はユニ

ット型指定介護予防短期入所生活介護の利用者。第１８２条において同じ。）の

数の上限をいう。以下この節において同じ。）は，おおむね１０人以下としなけ

ればならない。 

(ｳ) 利用者１人当たりの床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。 

(ｴ) ユニットに属さない居室を改修したものについては，利用者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で，居室を隔てる壁について，天井との間に一定の隙間が

生じても差し支えない。 

(ｵ) 日照，採光，換気等利用者の保健衛生，防災等について十分考慮すること。 
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イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの利用者

が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユニッ

トの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに要介護者が使用するのに適し

たものとすること。 

 (2) 浴室 

    ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，要介護者等

が一の脱衣室を利用している際は，他の要介護者等を入室させない等，プライバシ

ーを確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とす

ることができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，要介護者が入浴するのに適したものとするこ

と。 

６ 前各項に規定するもののほか，ユニット型指定短期入所生活介護事業所の構造設備の

基準は，次のとおりとする。 

(1) 廊下の幅は，１．８メートル以上とすること。ただし，ユニット内の廊下（中廊下

を除く。）の幅は，円滑な避難に支障がないと認められる場合には，１．５メートル

以上とすることができる。 
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(2) 廊下，共同生活室，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。 

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

(5) ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は，１以上の傾斜路を設けること。た

だし，エレベーターを設けるときは，この限りでない。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業者の指定を併せて受け，かつ，ユニット型指定短期入所生活介護の事業とユニット

型指定介護予防短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については，指定介護予防サービス等基準条例第１５７条第１項から第６項ま

でに規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

（準用） 

第１７４条 第１５２条の規定は，ユニット型指定短期入所生活介護事業所について準用

する。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第１７５条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当す

る指定短期入所生活介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該

指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期

入所生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受

けるものとする。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定

短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定短期

入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じないよ

うにしなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲

げる費用の額の支払を受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー
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ビス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニ

ット型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定す

る食費の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同

条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット

型指定短期入所生活介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居

住費の負担限度額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第１４０条の６第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号

により厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行っ

たことに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第１４０条の６第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号

により厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行っ

たことに伴い必要となる費用 

(5) 送迎に要する費用（基準省令第１４０条の６第３項第５号に規定する平成１２年厚

生省告示第１９号により厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定短期入所生活介護において提供される便宜のうち，

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１４０条の６第４項

に規定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところに

よるものとする。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，第３項の費用の額に係るサービスの提供

に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用

を記した文書を交付して説明を行い，利用者の同意を得なければならない。ただし，同

項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 
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（指定短期入所生活介護の取扱方針） 

第１７６条 指定短期入所生活介護は，利用者が，その有する能力に応じて，自らの生活

様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため，利用

者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより，利用者の日常生活を支援

するものとして行われなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護は，各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活

を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定短期入所生活介護は，利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければな

らない。 

４ 指定短期入所生活介護は，利用者の自立した生活を支援することを基本として，利用

者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を常に把握

しながら，適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者は，指定短期入所生活介護の提供に

当たって，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすい

ように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，指定短期入所生活介護の提供に当たって

は，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様

及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する

指定短期入所生活介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（介護） 

第１７７条 介護は，各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き，自律的な日

常生活を営むことを支援するよう，利用者の心身の状況等に応じ，適切な技術をもって

行われなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，利用者の日常生活における家事を，利用
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者が，その心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなけ

ればならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，利用者が身体の清潔を維持し，精神的に

快適な生活を営むことができるよう，適切な方法により，利用者に入浴の機会を提供し

なければならない。ただし，やむを得ない場合には，清拭を行うことをもって入浴の機

会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じて，適切な方

法により，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者につ

いては，排せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者が行う離床，

着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，常時１人以上の介護職員を介護に従事さ

せなければならない。 

８ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担によ

り，当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさ

せてはならない。 

（食事） 

第１７８条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，栄養並びに利用者の心身の状況

及びし好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じて，適切な方

法により，食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，利用者の生活習慣を尊重した適切な時間

に食事を提供するとともに，利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事

をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，利用者が相互に社会的関係を築くことが

できるよう，その意思を尊重しつつ，利用者が共同生活室で食事をとることを支援しな

ければならない。 
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（その他のサービスの提供） 

第１７９条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，利用者のし好に応じた趣味，教

養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに，利用者が自律的に行うこれらの活動

を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るよう努

めなければならない。 

（運営規程） 

第１８０条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 利用定員（第１５０条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム

である場合を除く。） 

(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員（第１５０条第２項の規定の適用を受け

るユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。） 

(5) 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の送迎の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(12) 成年後見制度の活用支援 

(13) 苦情解決体制の整備 

(14) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１８１条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，利用者に対し適切なユニット型

指定短期入所生活介護を提供できるよう，ユニット型指定短期入所生活介護事業所ごと
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に従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，次に定める職員配置を行わなけれ

ばならない。 

(1) 昼間については，ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する

こと。 

(2) 夜間及び深夜については，２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜

間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに，常勤のユニットリーダーを配置すること。 

(4) 前号のユニットリーダーのうち２人以上（２ユニット以下のときは１人以上）の者

は，規則で定めるものとすること。この場合において，併設ユニット型事業所と当該

併設ユニット型事業所に係るユニット型事業所併設本体施設とは同一の事業所とみな

すことができる。 

３ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，ユニット型指定短期入所生活介護事業所

ごとに，当該ユニット型指定短期入所生活介護事業所の従業者によってユニット型指定

短期入所生活介護を提供しなければならない。ただし，利用者の処遇に直接影響を及ぼ

さない業務については，この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，短期入所生活介護従業者の資質の向上の

ために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなけれ

ばならない。 

（定員の遵守） 

第１８２条 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は，次に掲げる利用者数以上の利用

者に対して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし，災害，虐待その

他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

(1) 第１５０条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニ

ット型指定短期入所生活介護事業所にあっては，当該ユニット型特別養護老人ホーム

のユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

(2) 前号に該当しないユニット型指定短期入所生活介護事業所にあっては，ユニットご
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との利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第１８３条 第１５４条，第１５５条，第１５８条，第１６１条から第１６３条まで，第

１６５条及び第１６８条から第１７０条（第１１０条の準用に係る部分を除く。）まで

の規定は，ユニット型指定短期入所生活介護の事業について準用する。この場合におい

て，第１５４条第１項中「第１６６条」とあるのは「第１８０条」と，第１６９条第２

項第２号中「第１５７条第５項」とあるのは「第１７６条第７項」と，同項第３号から

第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１８３条において準用する第１７０条」と，

同項第７号中「次条において準用する第１１０条第１項」とあるのは「第１８１条第１

項」と，同項第８号中「第１５６条第１項から第３項」とあるのは「第１７５条第１項

から第３項」と，第１７０条中「第９章第４節」とあるのは「第９章第５節第３款」と

読み替えるものとする。 

第６節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（指定通所介護事業所等との併設） 

第１８４条 基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護又はこれに相当するサー

ビス（以下「基準該当短期入所生活介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該当

短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当短期入

所生活介護事業所」という。）は，指定通所介護事業所若しくは指定認知症対応型通所

介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第６３条第１項に規定する指定認知症対

応型通所介護事業所をいう。）又は社会福祉施設（以下「指定通所介護事業所等」とい

う。）に併設しなければならない。 

（従業者の員数） 

第１８５条 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該当短期入所生活介護事業所ごとに

置くべき従業者（以下この節において「短期入所生活介護従業者」という。）の員数は，

次のとおりとする。ただし，他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当

該基準該当短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て，利用者の処遇に支障がないときは，第３号の栄養士を置かないことができる。 

(1) 生活相談員 １人以上 
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(2) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で，利用者（当該基準該当短期入所生活介護

事業者が基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護（指

定介護予防サービス等基準条例第１６９条に規定する基準該当介護予防短期入所生活

介護をいう。以下同じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合

にあっては，当該事業所における基準該当短期入所生活介護又は基準該当介護予防短

期入所生活介護の利用者。以下この条及び第１８７条において同じ。）の数が３又は

その端数を増すごとに１以上 

(3) 栄養士 １人以上 

(4) 機能訓練指導員 １人以上 

(5) 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活介護事業所の実情に応じた適当

数 

２ 前項第２号の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に基準該当短期入

所生活介護の事業を開始する場合は，推定数とする。 

３ 第１項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する

者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでな

ければならない。 

４ 第１項第４号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，当該基準該当短

期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

５ 基準該当短期入所生活介護事業者は，指定通所介護事業所等として必要とされる数の

従業者に加えて，第１項各号に掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 

６ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが，

同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指

定介護予防サービス等基準条例第１７０条第１項から第５項までに規定する人員に関す

る基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

（管理者） 

第１８６条 基準該当短期入所生活介護事業者は，基準該当短期入所生活介護事業所ごと
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に専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，基準該当短期入所

生活介護事業所の管理上支障がない場合は，当該基準該当短期入所生活介護事業所の他

の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

２ 基準該当短期入所生活介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいず

れかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の

能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（利用定員等） 

第１８７条 基準該当短期入所生活介護事業所は，その利用定員（当該基準該当短期入所

生活介護事業所において同時に基準該当短期入所生活介護の提供を受けることができる

利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を２０人未満とし，基準該当短

期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。 

２ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが同

一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定

介護予防サービス等基準条例第１７２条第１項に規定する利用定員等に関する基準を満

たすことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第１８８条 基準該当短期入所生活介護事業所には，次に掲げる設備を設けるとともに，

基準該当短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなけ

ればならない。ただし，指定通所介護事業所等の設備を利用することにより，当該指定

通所介護事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり，

当該指定通所介護事業所等の利用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用

者の処遇に支障がない場合は，居室を除き，これらの設備を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 食堂 

(3) 機能訓練室 

(4) 浴室 

(5) 便所 
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(6) 洗面所 

(7) 静養室 

(8) 面接室 

(9) 介護職員室 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，規則で定める利用者へのサービス

の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

イ 利用者１人当たりの床面積は，７．４３平方メートル以上とすること。 

ウ 日照，採光，換気等利用者の保健衛生，防災等に十分考慮すること。 

(2) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面

積は，３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず，食堂及び機能訓練室は，食事の提供の際にはその提供に支障が

ない広さを確保することができ，かつ，機能訓練を行う際にはその実施に支障がな

い広さを確保することができる場合にあっては，同一の場所とすることができる。 

ウ 食堂は，居室のある階ごとに居室に近接して設けるものとし，各階ごとの面積は，

２平方メートルに当該階に設ける居室の利用定員の合計数を乗じて得た面積以上と

すること。ただし，規則で定める基準を満たすときは，この限りでない。 

エ 必要な備品を備えること。 

(3) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，要介護者等

が一の脱衣室を利用している際は，他の要介護者等を入室させない等，プライバシ

ーを確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とす

ることができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 
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オ アからエまでに掲げるもののほか，身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

とすること。 

  (4) 便所 

 ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 便房は，規則で定める基準を満たすものとすること。  

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか，身体の不自由な者が使用するのに適したもの

とすること。 

(5) 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

３ 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は，利用者が車椅子で円滑に移動すること

が可能なものでなければならない。 

４ 基準該当短期入所生活介護の事業と基準該当介護予防短期入所生活介護の事業とが，

同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指

定介護予防サービス等基準条例第１７３条第１項から第３項までに規定する設備に関す

る基準を満たすことをもって，前３項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

（指定通所介護事業所等との連携） 

第１８９条 基準該当短期入所生活介護事業者は，基準該当短期入所生活介護の提供に際

し，常に指定通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

（準用） 

第１９０条 第９条から第１３条まで，第１６条，第１９条，第２１条，第２７条，第３

４条から第３７条まで，第３８条（第５項及び第６項を除く。），第３９条から第４１

条まで，第５７条，第１１０条，第１１２条，第１１３条，第１４９条並びに第４節

（第１５６条第１項及び第１７０条を除く。）の規定は，基準該当短期入所生活介護の

事業について準用する。この場合において，第１９条第１項中「内容，当該指定訪問介

護について法第４１条第６項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サー

ビス費の額」とあるのは「内容」と，第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない

指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と，第３４条中「訪問介護員
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等」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と，第５７条第２項中「この節」とあるの

は「第９章第６節」と，第１１０条第３項及び第４項中「通所介護従業者」とあるのは

「短期入所生活介護従業者」と，第１５４条第１項中「第１６６条」とあるのは「第１

９０条において準用する第１６６条」と，第１５６条第２項中「法定代理受領サービス

に該当しない指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介護」と，同

条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と，第１５７条第２項中「次条第１項」とあ

るのは「第１９０条において準用する次条第１項」と，第１６２条中「医師及び看護職

員」とあるのは「看護職員」と，第１６９条第２項第２号中「第１５７条第５項」とあ

るのは「第１９０条において準用する第１５７条第５項」と，同項第３号から第７号ま

での規定中「次条」とあるのは「第１９０条」と，同項第８号中「第１５６条第１項か

ら第３項」とあるのは「第１９０条において準用する第１５６条第２項及び第３項」と

読み替えるものとする。 

第１０章 短期入所療養介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第１９１条 指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護（以下「指定短期入所療養介

護」という。）の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限

りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，

看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の

世話を行うことにより，療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担

の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１９２条 指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定短期入所療養介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定短期入所療養介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき指定短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「短期入所療

養介護従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては，当該指定短期入
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所療養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，看護職員（看護師及び准看護師をいう。

以下この章において同じ。），介護職員，支援相談員，理学療法士又は作業療法士及

び栄養士の員数は，それぞれ，利用者（当該指定短期入所療養介護事業者が指定介護

予防短期入所療養介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第１７７条第１項に

規定する指定介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて

受け，かつ，指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護（指定介

護予防サービス等基準条例第１７６条に規定する指定介護予防短期入所療養介護をい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあ

っては，当該事業所における指定短期入所療養介護又は指定介護予防短期入所療養介

護の利用者。以下この条及び第２０４条において同じ。）を当該介護老人保健施設の

入所者とみなした場合における介護老人保健施設として必要とされる数が確保される

ために必要な数以上とする。 

(2) 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の

２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による

改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介

護療養型医療施設」という。）である指定短期入所療養介護事業所にあっては，当該

指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，看護職員，介護職員，栄養士

及び理学療法士又は作業療法士の員数は，それぞれ，利用者を当該指定介護療養型医

療施設の入院患者とみなした場合における指定介護療養型医療施設として必要とされ

る数が確保されるために必要な数以上とする。 

(3) 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を

有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護

事業所にあっては，当該指定短期入所療養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，看護

職員，介護職員（同法に規定する看護補助者をいう。），栄養士及び理学療法士又は

作業療法士の員数は，それぞれ療養病床を有する病院又は診療所として必要とされる

数が確保されるために必要な数以上とする。 

(4) 診療所（前２号に該当するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあ

っては，当該指定短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護職員又は介護職員
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の員数の合計は，常勤換算方法で，利用者及び入院患者の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上であること，かつ，夜間における緊急連絡体制を整備することとし，看

護師若しくは准看護師又は介護職員を１人以上配置していること。 

２ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予防サービス

等基準条例第１７７条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第１９３条 指定短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は，次のとおりとする。 

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては，介護老人保健施

設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設（岡山市介護老人

保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成２４年市

条例第  号）第４４条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同

じ。）に関するものを除く。）を有すること。 

(2) 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては，指定介護

療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施設（岡山

市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

４年市条例第  号）第４３条に規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。

以下同じ。）に関するものを除く。）を有すること。 

(3) 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除く。）

である指定短期入所療養介護事業所にあっては，療養病床を有する病院又は診療所と

して必要とされる設備を有すること。 

(4) 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあ

っては，次に掲げる要件に適合すること。 

ア 指定短期入所療養介護を提供する病室の床面積は，利用者１人につき６．４平方

メートルとすること。 
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イ 食堂及び浴室を有すること。 

ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

２ 前項第３号及び第４号に該当する指定短期入所療養介護事業所にあっては，前項に定

めるもののほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するものとする。 

３ 指定短期入所療養介護事業者が指定介護予防短期入所療養介護事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予防サービス

等基準条例第１７８条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをも

って，前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（対象者） 

第１９４条 指定短期入所療養介護事業者は，利用者の心身の状況若しくは病状により，

若しくはその家族の疾病，冠婚葬祭，出張等の理由により，又は利用者の家族の身体的

及び精神的な負担の軽減等を図るために，一時的に入所して看護，医学的管理の下にお

ける介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象に，介護老人保

健施設の療養室，病院の療養病床に係る病室，診療所の指定短期入所療養介護を提供す

る病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等の一部を改正する法律附則

第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行

令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床により構成される病棟を

いう。以下同じ。）において指定短期入所療養介護を提供するものとする。 

（利用料等の受領） 

第１９５条 指定短期入所療養介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定短期

入所療養介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定短期入

所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定短期入所療養介護事業者に

支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定短期入所療

養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定短期入所療養介

護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなけ
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ればならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費用の

額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定

短期入所療養介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定する食費の負

担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同

条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該指定短期

入所療養介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の負担

限度額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第１４５条第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ

り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行っ

たことに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第１４５条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ

り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(5) 送迎に要する費用（基準省令第１４５条第３項第５号に規定する平成１２年厚生省

告示第１９号により厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち，

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１４５条第４項に規

定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによる

ものとする。 
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５ 指定短期入所療養介護事業者は，第３項に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当

たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費用を記し

た文書を交付して説明を行い，利用者の同意を得なければならない。ただし，同項第１

号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

（指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第１９６条 指定短期入所療養介護事業者は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止

に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，当該利用者の療養を妥

当適切に行わなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は，相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については，

次条第１項に規定する短期入所療養介護計画に基づき，漫然かつ画一的なものとならな

いよう配慮して行わなければならない。 

３ 短期入所療養介護従業者は，指定短期入所療養介護の提供に当たっては，懇切丁寧を

旨とし，利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように

指導又は説明を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は，指定短期入所療養介護の提供に当たっては，当該利

用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身

体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定短期入

所療養介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

７ 指定短期入所療養介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用すること

ができるように支援しなければならない。 

（短期入所療養介護計画の作成） 

第１９７条 指定短期入所療養介護事業所の管理者は，相当期間以上にわたり継続して入

所することが予定される利用者については，利用者の心身の状況，病状，希望及びその

置かれている環境並びに医師の診療の方針に基づき，指定短期入所療養介護の提供の開

始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して，他の短期
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入所療養介護従業者と協議の上，サービスの目標，当該目標を達成するための具体的な

サービスの内容等を記載した短期入所療養介護計画を作成しなければならない。 

２ 短期入所療養介護計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当該計画

の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は，短期入所療養介護計画の作成に当たっては，

その内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければなら

ない。 

４ 指定短期入所療養介護事業所の管理者は，短期入所療養介護計画を作成した際には，

当該短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければならない。 

（診療の方針） 

第１９８条 医師の診療の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 診療は，一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して，

的確な診断を基とし，療養上妥当適切に行うこと。 

(2) 診療に当たっては，常に医学の立場を堅持して，利用者の心身の状況を観察し，要

介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して，心理的な効果をもあげることがで

きるよう適切な指導を行うこと。 

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確

な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な指導を行うこと。 

(4) 検査，投薬，注射，処置等は，利用者の病状に照らして妥当適切に行うこと。 

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については，基準省令第１４８条第５号に規定する平

成１２年厚生省告示第１２４号により厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはなら

ないこと。 

(6) 基準省令第１４８条第６号に規定する平成１２年厚生省告示第１２５号により厚生

労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し，又は処方してはならないこ

と。 

(7) 入院患者の病状の急変等により，自ら必要な医療を提供することが困難であると認

めたときは，他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければなら

ないこと。 
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（機能訓練） 

第１９９条 指定短期入所療養介護事業者は，利用者の心身の諸機能の維持回復を図り，

日常生活の自立を助けるため，必要な理学療法，作業療法その他必要なリハビリテーシ

ョンを行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第２００条 看護及び医学的管理の下における介護は，利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切な技術をもって行われな

ければならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は，１週間に２回以上，適切な方法により，利用者を入

浴させ，又は清拭しなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護事業者は，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切な方法に

より，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定短期入所療養介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむつを適切

に取り替えなければならない。 

５ 指定短期入所療養介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者に対し，離床，着替え，

整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

６ 指定短期入所療養介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，当該指

定短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならな

い。 

（食事の提供） 

第２０１条 利用者の食事は，栄養並びに利用者の身体の状況，病状及びし好を考慮した

ものとするとともに，適切な時間に行われなければならない。 

２ 利用者の食事は，その者の自立の支援に配慮し，できるだけ離床して食堂で行われる

よう努めなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第２０２条 指定短期入所療養介護事業者は，適宜利用者のためのレクリエーション行事

を行うよう努めるものとする。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければ

503



ならない。 

（運営規程） 

第２０３条 指定短期入所療養介護事業者は，次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(4) 通常の送迎の実施地域 

(5) 施設利用に当たっての留意事項 

(6) 事故発生時における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 成年後見制度の活用支援 

(11) 苦情解決体制の整備 

(12) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第２０４条 指定短期入所療養介護事業者は，次に掲げる利用者数以上の利用者に対して

同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを

得ない事情がある場合は，この限りでない。 

(1) 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては，利用者を当該介

護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員を超える

こととなる利用者数 

(2) 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

である指定短期入所療養介護事業所にあっては，療養病床又は老人性認知症疾患療養

病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員を超

えることとなる利用者数 

(3) 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定短期入所療養介護事業所にあって
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は，指定短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超えることとなる利用

者数 

（記録の整備） 

第２０５条 指定短期入所療養介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護事業者は，利用者に対する指定短期入所療養介護の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 短期入所療養介護計画 

(2) 第１９６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(3) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(4) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第１１０条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(8) 法第４０条に規定する介護給付及び第１９５条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第２０６条 第９条から第１３条まで，第１５条，第１６条，第１９条，第２１条，第２

７条，第３４条，第３５条，第３７条から第４１条まで，第５７条，第１１０条，第１

１２条，第１４６条，第１５４条，第１５５条第２項及び第１６８条の規定は，指定短

期入所療養介護の事業について準用する。この場合において，第３４条中「訪問介護員

等」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と，第５７条第２項中「この節」とあるの

は「第１０章第４節」と，第１１０条第３項及び第４項中「通所介護従業者」とあるの

は「短期入所療養介護従業者」と，第１５４条第１項中「第１６６条」とあるのは「第

２０３条」と，「短期入所生活介護従業者」とあるのは「短期入所療養介護従業者」と
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読み替えるものとする。 

第５節 ユニット型指定短期入所療養介護の事業の基本方針並びに設備及び運営

に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第２０７条 第１節及び前２節の規定にかかわらず，ユニット型指定短期入所療養介護の

事業（指定短期入所療養介護の事業であって，その全部において少数の療養室等及び当

該療養室等に近接して設けられる共同生活室（当該療養室等の利用者が交流し，共同で

日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構成さ

れる場所（以下この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営ま

れ，これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び

運営に関する基準については，この節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第２０８条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業は，利用者一人一人の意思及び人格

を尊重し，利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮し

ながら，看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常

生活上の世話を行うことにより，各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き，

自律的な日常生活を営むことを支援することにより，利用者の心身の機能の維持並びに

利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第２０９条 ユニット型指定短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット型指定短

期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「ユニット型指定短

期入所療養介護事業所」という。）の設備に関する基準は，次のとおりとする。 

(1) 介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては，介護

老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設に関す

るものに限る。）を有することとする。 

(2) 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては，
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指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施

設に関するものに限る。）を有することとする。 

(3) 療養病床を有する病院であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては，

指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施

設（療養病床を有する病院に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。 

(4) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっては，

指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施

設（療養病床を有する診療所に限る。）に関するものに限る。）を有することとする。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業者（指定介護予防サービス等基準条例第１９５条第１項に規定するユニット型指定

介護予防短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，ユ

ニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事

業（指定介護予防サービス等基準条例第１９３条に規定する指定介護予防短期入所療養

介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については，指定介護予防サービス等基準条例第１９５条第１項に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

ができる。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第２１０条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，法定代理受領サービスに該当す

る指定短期入所療養介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該

指定短期入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定短期

入所療養介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受

けるものとする。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定

短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定短期

入所療養介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じないよ

うにしなければならない。 
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３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲

げる費用の額の支払を受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニ

ット型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定す

る食費の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同

条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該ユニット

型指定短期入所療養介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居

住費の負担限度額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第１５５条の５第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号

により厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を

行ったことに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第１５５条の５第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号

により厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行っ

たことに伴い必要となる費用 

(5) 送迎に要する費用（基準省令第１５５条の５第３項第５号に規定する平成１２年厚

生省告示第１９号により厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定短期入所療養介護において提供される便宜のうち，

日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者に負担させ

ることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１５５条の５第４項

に規定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところに

よるものとする。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，第３項に掲げる費用の額に係るサービス
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の提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及

び費用を記した文書を交付して説明を行い，利用者の同意を得なければならない。ただ

し，同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものと

する。 

（指定短期入所療養介護の取扱方針） 

第２１１条 指定短期入所療養介護は，利用者が，その有する能力に応じて，自らの生活

様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため，利用

者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより，利用者の日常生活を支援

するものとして行われなければならない。 

２ 指定短期入所療養介護は，各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持って生活

を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定短期入所療養介護は，利用者のプライバシーの確保に配慮して行われなければな

らない。 

４ 指定短期入所療養介護は，利用者の自立した生活を支援することを基本として，利用

者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を常に把握

しながら，適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者は，指定短期入所療養介護の提供に

当たっては，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやす

いように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，指定短期入所療養介護の提供に当たって

は，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様

及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならない。 

８ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する

指定短期入所療養介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

９ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活
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用することができるように支援しなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第２１２条 看護及び医学的管理の下における介護は，各ユニットにおいて利用者が相互

に社会的関係を築き，自律的な日常生活を営むことを支援するよう，利用者の病状及び

心身の状況等に応じ，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，利用者の日常生活における家事を，利用

者が，その病状及び心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切に支

援しなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，利用者が身体の清潔を維持し，精神的に

快適な生活を営むことができるよう，適切な方法により，利用者に入浴の機会を提供し

なければならない。ただし，やむを得ない場合には，清拭を行うことをもって入浴の機

会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，利用者の病状及び心身の状況に応じて，

適切な方法により，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者につ

いては，排せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者が行う離床，

着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担によ

り，当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者以外の者による看護及び介護

を受けさせてはならない。 

（食事） 

第２１３条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，栄養並びに利用者の心身の状況

及びし好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，利用者の心身の状況に応じて，適切な方

法により，食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，利用者の生活習慣を尊重した適切な時間

に食事を提供するとともに，利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事

510



をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，利用者が相互に社会的関係を築くことが

できるよう，その意思を尊重しつつ，利用者が共同生活室で食事をとることを支援しな

ければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第２１４条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，利用者のし好に応じた趣味，教

養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに，利用者が自律的に行うこれらの活動

を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るよう努

めなければならない。 

（運営規程） 

第２１５条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 指定短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(4) 通常の送迎の実施地域 

(5) 施設利用に当たっての留意事項 

(6) 事故発生時における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 成年後見制度の活用支援 

(11) 苦情解決体制の整備 

(12) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２１６条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，利用者に対し適切なユニット型

指定短期入所療養介護を提供できるよう，ユニット型指定短期入所療養介護事業所ごと
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に従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，次に定める職員配置を行わなけれ

ばならない。 

(1) 昼間については，ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する

こと。 

(2) 夜間及び深夜については，２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜

間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに，常勤のユニットリーダーを配置すること。 

(4) 前号のユニットリーダーのうち２人以上（２ユニット以下のときは１人以上）の者

は，規則で定めるものとすること。 

３ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，ユニット型指定短期入所療養介護事業所

ごとに，当該ユニット型指定短期入所療養介護事業所の従業者によってユニット型指定

短期入所療養介護を提供しなければならない。ただし，利用者の処遇に直接影響を及ぼ

さない業務については，この限りでない。 

４ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，短期入所療養介護従業者の資質の向上の

ために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなけれ

ばならない。 

（定員の遵守） 

第２１７条 ユニット型指定短期入所療養介護事業者は，次に掲げる利用者（当該ユニッ

ト型指定短期入所療養介護事業者がユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者の

指定を併せて受け，かつ，ユニット型指定短期入所療養介護の事業とユニット型指定介

護予防短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

にあっては，当該事業所におけるユニット型指定短期入所療養介護又はユニット型指定

介護予防短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。）数以上の利用者に対

して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし，災害，虐待その他のや

むを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所にあっ
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ては，利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合において入

居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定短期入所療養介護事業所

にあっては，利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした

場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第２１８条 第１９４条，第１９７条から第１９９条まで，第２０５条及び第２０６条

（第１１０条の準用に係る部分を除く。）の規定は，ユニット型指定短期入所療養介護

の事業について準用する。この場合において，第２０５条第２項第２号中「第１９６条

第５項」とあるのは「第２１１条第７項」と，同項第３号から第６号までの規定中「次

条」とあるのは「第２１８条において準用する第２０６条」と，同項第７号中「次条に

おいて準用する第１１０条第１項」とあるのは「第２１６条第１項」と，同項第８号中

「第１９５条第１項から第３項」とあるのは「第２１０条第１項から第３項」と，第２

０６条中「第１０章第４節」とあるのは「第１０章第５節第３款」と，「第２０３条」

とあるのは「第２１５条」と読み替えるものとする。 

第１１章 特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第２１９条 指定居宅サービスに該当する特定施設入居者生活介護（以下「指定特定施設

入居者生活介護」という。）の事業は，特定施設サービス計画（法第８条第１１項に規

定する計画をいう。以下同じ。）に基づき，入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常

生活上の世話，機能訓練及び療養上の世話を行うことにより，要介護状態となった場合

でも，当該指定特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この章において

「利用者」という。）が当該指定特定施設（特定施設であって，当該指定特定施設入居

者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。）においてその有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定特定施設入居者生活介護事

業者」という。）は，安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 
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３ 養護老人ホームが指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合については，第５節

に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行うこととする。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第２２０条 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごとに置くべき指定特定

施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「特定施設従業者」という。）の員数

は，次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 常勤換算方法で，利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１以

上 

(2) 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は介護職

員 

ア 看護職員及び介護職員の合計数は，常勤換算方法で，要介護者である利用者の数

が３又はその端数を増すごとに１以上であること。 

イ 看護職員の数は，次のとおりとすること。 

(ｱ) 利用者の数が３０を超えない指定特定施設にあっては，常勤換算方法で，１以

上 

(ｲ) 利用者の数が３０を超える指定特定施設にあっては，常勤換算方法で，１に利

用者の数が３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

ウ 常に１以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保される

こと。 

(3) 機能訓練指導員 １以上 

(4) 計画作成担当者 １以上（利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

（指定介護予防サービス等基準条例第２０６条第２項に規定する指定介護予防特定施設

入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定特定施設

入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防サービス

等基準条例第２０６条第１項に規定する指定介護予防特定施設入居者生活介護をいう。
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以下同じ。）の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合にあっては，

前項の規定にかかわらず，特定施設従業者の員数は，それぞれ次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 常勤換算方法で，利用者及び指定介護予防特定施設入居者生活介護の

提供を受ける入居者（以下この条において「介護予防サービスの利用者」という。）

の合計数（以下この条において「総利用者数」という。）が１００又はその端数を増

すごとに１以上 

(2) 看護職員又は介護職員 

ア 看護職員又は介護職員の合計数は，常勤換算方法で，利用者及び介護予防サービ

スの利用者のうち要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等

に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号。以下「認定省令」という。）第２条

第１項第２号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が３又はその端数を増す

ごとに１並びに介護予防サービスの利用者のうち認定省令第２条第１項第１号に規

定する要支援状態区分に該当する者の数が１０又はその端数を増すごとに１以上で

あること。 

イ 看護職員の数は，次のとおりとすること。 

(ｱ) 総利用者数が３０を超えない指定特定施設にあっては，常勤換算方法で，１以

上 

(ｲ) 総利用者数が３０を超える指定特定施設にあっては，常勤換算方法で，１に総

利用者数が３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数以上 

ウ 常に１以上の指定特定施設入居者生活介護及び指定介護予防特定施設入居者生活

介護の提供に当たる介護職員が確保されること。ただし，指定介護予防特定施設入

居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については，この限りでない。 

(3) 機能訓練指導員 １以上 

(4) 計画作成担当者 １以上（総利用者数が１００又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

３ 前２項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は，前年度の平

均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，推定数とする。 

４ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のい
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ずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則

で定めるものでなければならない。 

５ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち１人以上は，常勤でなければなら

ない。 

６ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は，主として指定特定施設入居者生活介護の提

供に当たるものとし，看護職員のうち１人以上，及び介護職員のうち１人以上は，常勤

の者でなければならない。 

７ 第１項第３号又は第２項第３号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，

当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 

８ 第１項第４号又は第２項第４号の計画作成担当者は，専らその職務に従事する介護支

援専門員であって，特定施設サービス計画（第２項の場合にあっては，特定施設サービ

ス計画及び介護予防特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認められる

ものとする。ただし，利用者（第２項の場合にあっては，利用者及び介護予防サービス

の利用者）の処遇に支障がない場合は，当該特定施設における他の職務に従事すること

ができるものとする。 

９ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は，主として指定特定施設入居者生活介護及び

指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし，看護職員のうち１人以

上，及び介護職員のうち１人以上は，常勤の者でなければならない。 

（管理者） 

第２２１条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設ごとに専らその職務に

従事する管理者を置かなければならない。ただし，指定特定施設の管理上支障がない場

合は，当該指定特定施設における他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定特定施設の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者若

しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認め

られる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 
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（設備に関する基準） 

第２２２条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除

く。）は，耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 指定特定施設は，介護居室（指定特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室を

いう。以下同じ。），一時介護室（一時的に利用者を移して指定特定施設入居者生活介

護を行うための室をいう。以下同じ。），浴室，便所，食堂及び機能訓練室を有しなけ

ればならない。ただし，他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されて

いる場合にあっては一時介護室を，他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保

することができる場合にあっては機能訓練室を設けないことができるものとする。 

３ 指定特定施設の介護居室，一時介護室，浴室，便所，食堂及び機能訓練室は，次の基

準を満たさなければならない。 

(1) 介護居室は，次の基準を満たすこと。 

ア 一の居室の定員は，１人とする。ただし，利用者の処遇上必要と認められる場合

は，２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し，介護を行うことができる適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は，避難上有効な空き地，廊下又は広間に直接面して設けること。 

(2) 一時介護室は，介護を行うために適当な広さを有すること。 

(3) 浴室は，身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

(4) 便所は，居室のある階ごとに設置し，非常用設備を備えていること。 

(5) 食堂は，機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

(6) 機能訓練室は，機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

４ 指定特定施設は，利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有する

ものでなければならない。 

５ 指定特定施設は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。 

６ 前各項に定めるもののほか，指定特定施設の構造設備の基準については，建築基準法

及び消防法（昭和２３年法律第１８６号）の定めるところによる。 

７ 指定特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者の
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指定を併せて受け，かつ，指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設

入居者生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合については，

指定介護予防サービス等基準条例第２０９条第１項から第６項までに規定する設備に関

する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第２２３条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，あらかじめ，入居申込者又はその家

族に対し，第２３４条の重要事項に関する規程の概要，従業者の勤務の体制，利用料の

額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い，入居及び指定特定施設入居者生活介護の提供

に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，前項の契約において，入居者の権利を不当に

狭めるような契約の解除の条件を定めてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，より適切な指定特定施設入居者生活介護を提

供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合に

あっては，利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適

切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記しなければならない。 

４ 第８条第２項から第６項までの規定は，第１項の規定による文書の交付について準用

する。 

（指定特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第２２４条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，正当な理由なく入居者に対する指定

特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，入居者が指定特定施設入居者生活介護に代え

て当該指定特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用する

ことを妨げてはならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，入居申込者又は入居者（以下「入居者等」と

いう。）が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供
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することが困難であると認めた場合は，適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措

置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっ

ては，利用者の心身の状況，その置かれている環境等の把握に努めなければならない。 

（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意） 

第２２５条 老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームである指定特定施設に

おいて指定特定施設入居者生活介護（利用期間を定めて行うものを除く。以下この条に

おいて同じ。）を提供する指定特定施設入居者生活介護事業者は，当該指定特定施設入

居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は，利用者の同意がその条件

であることを当該利用者に説明し，その意思を確認しなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，当該指定特定施設入居者生活介護を法定代理

受領サービスとして提供する場合は，前項に規定する利用者の同意を得た旨及びその者

の氏名等が記載された書類を作成し，当該書類を市町村（法第４１条第１０項の規定に

より審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあって

は，当該国民健康保険団体連合会とする。）に提出しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２２６条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設入居者生活介護の開始

に際しては，当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を，指定特定施設

入居者生活介護の終了に際しては，当該終了の年月日を，利用者の被保険者証に記載し

なければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設入居者生活介護を提供した際に

は，提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第２２７条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指

定特定施設入居者生活介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当

該指定特定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定特定施

設入居者生活介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払

を受けるものとする。 
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２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定特定

施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定特

定施設入居者生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる

費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 

(2) おむつ代 

(3) 前２号に掲げるもののほか，指定特定施設入居者生活介護において提供される便宜

のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者に

負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当た

っては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（指定特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第２２８条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化

の防止に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，日常生活に必要

な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護は，次条第１項に規定する特定施設サービス計画に基づ

き，漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定特定施設の特定施設従業者は，指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっては，

懇切丁寧を旨とし，利用者又はその家族から求められたときは，サービスの提供方法等

について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設入居者生活介護の提供に当たっ

ては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び

時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければなら
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ない。 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定

特定施設入居者生活介護の質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外

部の者による評価を受けて，それらの結果の公表に努めなければならない。 

（特定施設サービス計画の作成） 

第２２９条 指定特定施設の管理者は，計画作成担当者（第２２０条第１項第４号の計画

作成担当者をいう。以下この条において同じ。）に特定施設サービス計画の作成に関す

る業務を担当させるものとする。 

２ 計画作成担当者は，特定施設サービス計画の作成に当たっては，適切な方法により，

利用者について，その有する能力，その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現

に抱える問題点を明らかにし，利用者が自立した日常生活を営むことができるように支

援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

３ 計画作成担当者は，利用者又はその家族の希望，利用者について把握された解決すべ

き課題に基づき，他の特定施設従業者と協議の上，サービスの目標及びその達成時期，

サービスの内容並びにサービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ特定施設サービ

ス計画の原案を作成しなければならない。 

４ 計画作成担当者は，特定施設サービス計画の作成に当たっては，その原案の内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なければならな

い。 

５ 計画作成担当者は，特定施設サービス計画を作成した際には，当該特定施設サービス

計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 計画作成担当者は，特定施設サービス計画作成後においても，他の特定施設従業者と

の連絡を継続的に行うことにより，特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとと

もに，利用者についての解決すべき課題の把握を行い，必要に応じて特定施設サービス

計画の変更を行うものとする。 

７ 第２項から第５項までの規定は，前項に規定する特定施設サービス計画の変更につい

て準用する。 

（介護） 
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第２３０条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，自ら入浴が困難な利用者について，１週間に

２回以上，適切な方法により，入浴させ，又は清拭しなければならない。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切な方法によ

り，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，前３項に定めるほか，利用者に対し，食事，

離床，着替え，整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

（健康管理） 

第２３１条 指定特定施設の看護職員は，常に利用者の健康の状況に注意するとともに，

健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（相談及び援助） 

第２３２条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の心身の状況，その置か

れている環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に応

じるとともに，利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用す

ることができるように支援しなければならない。 

（利用者の家族との連携等） 

第２３３条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図ると

ともに，利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第２３４条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設ごとに，次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 特定施設従業者の職種，員数及び職務内容 

(3) 入居定員及び居室数 

(4) 指定特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 
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(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(8) 非常災害対策 

(9) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２３５条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対し，適切な指定特定施設

入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう，従業者の勤務の体制を定め，その

勤務実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，当該指定特定施設の従業者によって指定特定

施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし，当該指定特定施設入居者生活

介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は，この限りでな

い。 

３ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，前項ただし書の規定により指定特定施設入居

者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあって

は，当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し，その結果等を記録しなけれ

ばならない。 

４ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，特定施設従業者の資質の向上のために研修計 

画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければな

らない。 

（協力医療機関等） 

第２３６条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の病状の急変等に備えるため，

あらかじめ，協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておく
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よう努めなければならない。 

（地域との連携等） 

第２３７条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，その事業の運営に当たっては，地域

住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければ

ならない。 

（記録の整備） 

第２３８条 指定特定施設入居者生活介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する指定特定施設入居者生活介護

の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

(1) 特定施設サービス計画 

(2) 第２２５条第２項に規定する利用者の同意等に係る書類 

(3) 第２２６条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(4) 第２２８条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(5) 第２３５条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(6) 第２３５条第３項に規定する結果等の記録 

(7) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(8) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(9) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

 (10) 法第４０条に規定する介護給付及び第２２７条第１項から第３項までに規定する

利用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第２３９条 第１１条，第１２条，第２１条，第２７条，第３４条から第４１条まで，第

５６条，第５７条，第１１２条，第１１３条及び第１６１条の規定は，指定特定施設入

居者生活介護の事業について準用する。この場合において，第３４条中「訪問介護員
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等」とあるのは「特定施設従業者」と，第５６条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは

「特定施設従業者」と，第５７条第２項中「この節」とあるのは「第１１章第４節」と

読み替えるものとする。 

第５節 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業の基本方針，人

員並びに設備及び運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第２４０条 第１節から前節までの規定にかかわらず，外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護（指定特定施設入居者生活介護であって，当該指定特定施設の従業者に

より行われる特定施設サービス計画の作成，利用者の安否の確認，利用者の生活相談等

（以下「基本サービス」という。）及び当該指定特定施設の事業者が委託する指定居宅

サービス事業者（以下「受託居宅サービス事業者」という。）により，当該特定施設サ

ービス計画に基づき行われる入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話，

機能訓練及び療養上の世話（以下「受託居宅サービス」という。）をいう。）の事業を

行うものの基本方針，人員並びに設備及び運営に関する基準については，この節に定め

るところによる。 

（基本方針） 

第２４１条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業は，特定施設サービ

ス計画に基づき，受託居宅サービス事業者による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提

供することにより，利用者が要介護状態になった場合でも，当該指定特定施設において

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければ

ならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者」という。）は，安定的かつ継続的な事業

運営に努めなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第２４２条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設ごと
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に置くべき基本サービスを提供する従業者（以下「外部サービス利用型特定施設従業

者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 常勤換算方法で，利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１以

上 

(2) 介護職員 常勤換算方法で，利用者の数が１０又はその端数を増すごとに１以上 

(3) 計画作成担当者 １以上（利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介

護予防特定施設入居者生活介護事業者（指定介護予防サービス等基準条例第２３０条第

２項に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，外部サービス利用型指定特定施設入居者生活

介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介護予防

サービス等基準条例第２２９条に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入

居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の施設において一体的に運営されて

いる場合については，前項の規定にかかわらず，外部サービス利用型特定施設従業者の

員数は，それぞれ次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 常勤換算方法で，利用者及び外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この条において「介護予防サービスの

利用者」という。）の合計数（以下この条において「総利用者数」という。）が１０

０又はその端数を増すごとに１以上 

(2) 介護職員 常勤換算方法で，利用者の数が１０又はその端数を増すごとに１及び介

護予防サービスの利用者の数が３０又はその端数を増すごとに１以上 

(3) 計画作成担当者 １以上（総利用者数が１００又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

３ 前２項の利用者及び介護予防サービスの利用者の数並びに総利用者数は，前年度の平

均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，推定数とする。 

４ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業者は，常に１以上の指定特定施設の

従業者（第１項に規定する外部サービス利用型特定施設従業者を含む。）を確保しなけ
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ればならない。ただし，宿直時間帯にあっては，この限りでない。 

５ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のい

ずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則

で定めるものでなければならない。 

６ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち１人以上は，専らその職務に従事

し，かつ，常勤でなければならない。ただし，利用者（第２項の場合にあっては，利用

者及び介護予防サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は，当該特定施設における

他の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第３号又は第２項第３号の計画作成担当者は，専らその職務に従事する介護支

援専門員であって，特定施設サービス計画（第２項の場合にあっては，特定施設サービ

ス計画及び介護予防特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認められる

ものとし，そのうち１人以上は，常勤でなければならない。ただし，利用者（第２項の

場合にあっては，利用者及び介護予防サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は，

当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 

（管理者） 

第２４３条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設ご

とに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，指定特定施設の

管理上支障がない場合は，当該指定特定施設における他の職務に従事し，又は同一敷地

内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定特定施設の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者若

しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認め

られる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３款 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第２４４条 指定特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除

く。）は，耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 指定特定施設は，居室，浴室，便所及び食堂を有しなければならない。ただし，居室

の面積が２５平方メートル以上である場合には，食堂を設けないことができるものとす
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る。 

３ 指定特定施設の居室，浴室，便所及び食堂は，次の基準を満たさなければならない。 

(1) 居室は，次の基準を満たすこと。 

ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，利用者の処遇上必要と認められる

場合は，２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し，介護を行うことができる適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入り口は，避難上有効な空き地，廊下又は広間に直接面して設けるこ

と。 

オ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。 

(2) 浴室は，身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

(3) 便所は，居室のある階ごとに設置し，非常用設備を備えていること。 

(4) 食堂は，機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

４ 指定特定施設は，利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有する

ものでなければならない。 

５ 指定特定施設は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。 

６ 前各項に定めるもののほか，指定特定施設の構造設備の基準については，建築基準法

及び消防法の定めるところによる。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用型指定介

護予防特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け，かつ，外部サービス利用型

指定特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業とが同一の施設において一体的に運営されている場合については，指定

介護予防サービス等基準条例第２３３条第１項から第６項までに規定する設備に関する

基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第２４５条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，あらかじめ，入

528



居申込者又はその家族に対し，第２４７条の重要事項に関する規程の概要，従業者の勤

務の体制，外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者と受託居宅サービス

事業者の業務の分担の内容，受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業者が受

託居宅サービスの事業を行う事業所（以下「受託居宅サービス事業所」という。）の名

称，受託居宅サービスの種類，利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，入居

（養護老人ホームに入居する場合は除く。）及び外部サービス利用型指定特定施設入居

者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，前項の契約において，入

居者の権利を不当に狭めるような契約の解除の条件を定めてはならない。 

３ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，より適切な外部サービス

利用型指定特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室に移して介護を行

うこととしている場合にあっては，利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確

認等の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記しなければならない。 

４ 第８条第２項から第６項までの規定は，第１項の規定による文書の交付について準用

する。 

（受託居宅サービスの提供） 

第２４６条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，特定施設サービ

ス計画に基づき，受託居宅サービス事業者により，適切かつ円滑に受託居宅サービスが

提供されるよう，必要な措置を講じなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，受託居宅サービス事業者

が受託居宅サービスを提供した場合にあっては，提供した日時，時間，具体的なサービ

スの内容等を文書により報告させなければならない。 

（運営規程） 

第２４７条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定特定施設ご

とに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければな

らない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 
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(2) 外部サービス利用型特定施設従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入居定員及び居室数 

(4) 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 受託居宅サービス事業者及び受託居宅サービス事業所の名称及び所在地 

(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 

(7) 施設の利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(12) 成年後見制度の活用支援 

(13) 苦情解決体制の整備 

(14) その他運営に関する重要事項 

（受託居宅サービス事業者への委託） 

第２４８条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者が，受託居宅サービ

スの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは，受託居宅サービス事業所ごと

に文書により行わなければならない。 

２ 受託居宅サービス事業者は，指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事

業者（法第４２条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。）でな

ければならない。 

３ 受託居宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスの種類は，指定訪問介護，指定

訪問入浴介護，指定訪問看護，指定訪問リハビリテーション，指定通所介護，指定通所

リハビリテーション，第２５１条に規定する指定福祉用具貸与及び指定認知症対応型通

所介護（指定地域密着型サービス基準条例第６２条に規定する指定認知症対応型通所介

護をいう。以下同じ。）とする。 

４ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，事業の開始に当たっては，

指定訪問介護，指定訪問看護及び指定通所介護を提供する事業者と，第１項に規定する

方法によりこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 
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５ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，第３項に規定する受託居

宅サービス事業者が提供する受託居宅サービスのうち，前項の規定により事業の開始に

当たって契約を締結すべき受託居宅サービス以外のものについては，利用者の状況に応

じて，第１項に規定する方法により，これらの提供に関する業務を委託する契約を締結

するものとする。 

６ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，指定認知症対応型通所介

護の提供に関する業務を受託居宅サービス事業者に委託する契約を締結する場合にあっ

ては，本市に所在する指定認知症対応型通所介護の事業を行う受託居宅サービス事業所

において受託居宅サービスが提供される契約を締結しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，受託居宅サービス事業者

に，業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

８ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，受託居宅サービスに係る

業務の実施状況について定期的に確認し，その結果等を記録しなければならない。 

（記録の整備） 

第２４９条 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，従業者，設備，

備品，会計及び受託居宅サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなければならな

い。 

２ 外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する外部サー

ビス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その

完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 特定施設サービス計画 

(2) 第２４６条第２項に規定する受託居宅サービス事業者から受けた報告に係る記録 

(3) 前条第８項に規定する結果等の記録 

(4) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第２２５条第２項に規定する利用者の同意等に係る書類 
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(8) 次条において準用する第２２６条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(9) 次条において準用する第２２８条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(10) 次条において準用する第２３５条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(11) 次条において準用する第２３５条第３項に規定する結果等の記録 

(12) 法第４０条に規定する介護給付及び次条において準用する第２２７条第１項から

第３項までに規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第２５０条 第１１条，第１２条，第２１条，第２７条，第３４条から第４１条まで，第

５６条，第５７条，第１１２条，第１１３条，第２２４条から第２２９条まで，第２３

２条，第２３３条及び第２３５条から第２３７条までの規定は，外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において，第３４条中

「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型特定施設従業者」と，第３５条第１

項及び第２項中「指定訪問介護事業所」とあるのは「指定特定施設及び受託居宅サービ

ス事業所」と，第５６条中「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定特定施設の従業

者」と，第５７条第２項中「この節」とあるのは「第１１章第５節第４款」と，第２２

６条第２項中「指定特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービスを」と，第

２２８条第２項中「次条第１項」とあるのは「第２５０条で準用する次条第１項」と，

第２２９条第３項及び第６項中「他の特定施設従業者」とあるのは「他の外部サービス

利用型特定施設従業者及び受託居宅サービス事業者」と，第２３５条第１項から第３項

までの規定中「指定特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替え

るものとする。 

第１２章 福祉用具貸与 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第２５１条 指定居宅サービスに該当する福祉用具貸与（以下「指定福祉用具貸与」とい

う。）の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限りその居
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宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，利用者

の心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具（法第８条第

１２項の規定により厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章において同

じ。）の選定の援助，取付け，調整等を行い，福祉用具を貸与することにより，利用者

の日常生活上の便宜を図り，その機能訓練に資するとともに，利用者を介護する者の負

担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第２５２条 指定福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定福祉用具貸与事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定福祉用具貸与事業所」という。）ごとに置

くべき福祉用具専門相談員（介護保険法施行令第４条第１項に規定する福祉用具専門相

談員をいう。以下同じ。）の員数は，常勤換算方法で，２以上とする。 

２ 指定福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合であっ

て，当該指定に係る事業と指定福祉用具貸与の事業とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合については，次の各号に掲げる事業者の区分に応じ，それぞれ当該

各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者（指定介護予防サービス等基準条例第２４２条第

１項に規定する指定介護予防福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。） 指定介護予

防サービス等基準条例第２４２条第１項 

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者（指定介護予防サービス等基準条例第２５９

条第１項に規定する指定特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。） 指

定介護予防サービス等基準条例第２５９条第１項 

(3) 指定特定福祉用具販売事業者 第２６９条第１項 

（管理者） 

第２５３条 指定福祉用具貸与事業者は，指定福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に

従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定福祉用具貸与事業所の管

理上支障がない場合は，当該指定福祉用具貸与事業所の他の職務に従事し，又は同一敷
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地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第２５４条 指定福祉用具貸与事業者は，福祉用具の保管及び消毒のために必要な設備及

び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか，指定福祉用具貸

与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。ただし，第２６２

条第３項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わせる場合にあって

は，福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しないことができるもの

とする。 

２ 前項の設備及び器材の基準は，次のとおりとする。 

(1) 福祉用具の保管のために必要な設備 

ア 清潔であること。 

イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分すること

が可能であること。 

(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定福祉用具貸与事業者が取り扱う福祉

用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。 

３ 指定福祉用具貸与事業者が指定介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け，か

つ，指定福祉用具貸与の事業と指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービス等基

準条例第２４１条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予防サービ

ス等基準条例第２４４条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすことを

もって，前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第２５５条 指定福祉用具貸与事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定福祉用具

貸与を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定福祉用具貸与に

係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定福祉用具貸与事業者に支払われる居宅介

護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 
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２ 指定福祉用具貸与事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与を

提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定福祉用具貸与に係る居宅

介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費用の額の

支払を利用者から受けることができる。 

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定福祉用具貸与を行う場合の交通費 

(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

４ 指定福祉用具貸与事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては，あ

らかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について説明を行

い，利用者の同意を得なければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は，あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料又はその

一部の支払がなく，その後の請求にもかかわらず，正当な理由なく支払に応じない場合

は，当該指定福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により，当該指定福祉用具

貸与の提供を中止することができる。 

（指定福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第２５６条 指定福祉用具賃与は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止並びに利用

者を介護する者の負担の軽減に資するよう，その目標を設定し，計画的に行わなければ

ならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，常に，清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具を貸

与しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定福祉用具貸

与の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第２５７条 福祉用具専門相談員の行う指定福祉用具貸与の方針は，次に掲げるところに

よるものとする。 

(1) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，次条第１項に規定する福祉用具貸与計画に

基づき，福祉用具が適切に選定され，かつ，使用されるよう，専門的知識に基づき相

談に応じるとともに，目録等の文書を示して福祉用具の機能，使用方法，利用料等に
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関する情報を提供し，個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。 

(2) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，貸与する福祉用具の機能，安全性，衛生状

態等に関し，点検を行うこと。 

(3) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者の身体の状況等に応じて福祉用具の

調整を行うとともに，当該福祉用具の使用方法，使用上の留意事項，故障時の対応等

を記載した文書を利用者に交付し，十分な説明を行った上で，必要に応じて利用者に

実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。 

(4) 指定福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者等からの要請等に応じて，貸与した

福祉用具の使用状況を確認し，必要な場合は，使用方法の指導，修理等を行うこと。 

(5) 居宅サービス計画に指定福祉用具貸与が位置づけられる場合には，当該計画に指定

福祉用具貸与が必要な理由が記載されるとともに，当該利用者に係る介護支援専門員

により，必要に応じて随時その必要性が検討された上で，継続が必要な場合にはその

理由が居宅サービス計画に記載されるように必要な措置を講ずること。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することがで

きるように支援しなければならない。 

（福祉用具貸与計画の作成） 

第２５８条 福祉用具専門相談員は，利用者の希望，心身の状況及びその置かれている環

境を踏まえ，指定福祉用具貸与の目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの

内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において，指

定特定福祉用具販売の利用があるときは，第２７６条第１項に規定する特定福祉用具販

売計画と一体のものとして作成されなければならない。 

２ 福祉用具貸与計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当該居宅サー

ビス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は，福祉用具貸与計画の作成に当たっては，その内容について利

用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は，福祉用具貸与計画を作成した際には，当該福祉用具貸与計画

を利用者に交付しなければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は，福祉用具貸与計画の作成後，当該福祉用具貸与計画の実施状
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況の把握を行い，必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は，前項に規定する福祉用具貸与計画の変更について準

用する。 

（運営規程） 

第２５９条 指定福祉用具貸与事業者は，指定福祉用具貸与事業所ごとに，次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定福祉用具貸与の提供方法，取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 事故発生時における対応方法 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 成年後見制度の活用支援 

(9) 苦情解決体制の整備 

(10) その他運営に関する重要事項 

（適切な研修の機会の確保） 

第２６０条 指定福祉用具貸与事業者は，福祉用具専門相談員の資質の向上のために研修

計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（福祉用具の取扱種目） 

第２６１条 指定福祉用具貸与事業者は，利用者の身体の状態の多様性，変化等に対応す

ることができるよう，できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしなければな

らない。 

（衛生管理等） 

第２６２条 指定福祉用具貸与事業者は，従業者の清潔の保持及び健康状態について，必

要な管理を行わなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，回収した福祉用具を，その種類，材質等からみて適切な
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消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに，既に消毒が行われた福祉用具

と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。 

３ 指定福祉用具貸与事業者は，前項の規定にかかわらず，福祉用具の保管又は消毒を委

託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において，当該指定福祉用具

貸与事業者は，当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行わ

れることを担保しなければならない。 

４ 指定福祉用具貸与事業者は，前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委託等によ

り他の事業者に行わせる場合にあっては，当該事業者の業務の実施状況について定期的

に確認し，その結果等を記録しなければならない。 

５ 指定福祉用具貸与事業者は，事業所の設備及び備品について，衛生的な管理に努めな

ければならない。 

（掲示及び目録の備え付け） 

第２６３条 指定福祉用具貸与事業者は，事業所の見やすい場所に，重要事項に関する規

程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示し

なければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，利用者の福祉用具の選択に資するため，指定福祉用具貸

与事業所に，その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その他の必要事項が記

載された目録等を備え付けなければならない。 

（記録の整備） 

第２６４条 指定福祉用具貸与事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定福祉用具貸与事業者は，利用者に対する指定福祉用具貸与の提供に関する次に掲

げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 福祉用具貸与計画 

(2) 第２６２条第４項に規定する結果等の記録 

(3) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(4) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 
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(5) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第１１０条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(8) 法第４０条に規定する介護給付及び第２５５条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第２６５条 第８条から第１９条まで，第２１条，第２７条，第３５条から第４１条まで，

第５７条並びに第１１０条第１項及び第２項の規定は，指定福祉用具貸与の事業につい

て準用する。この場合において，第８条第１項中「第３０条」とあるのは「第２５９

条」と，「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と，第１０条中「地域を

いう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下同じ。），取り扱う福祉用具の種

目」と，第１４条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と，第１

８条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と，「初回訪問時及び利用者」とあるの

は「利用者」と，第１９条第１項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開始日及び

終了日並びに種目及び品名」と，第２１条中「内容」とあるのは「種目，品名」と，第

５７条第２項中「この節」とあるのは「第１２章第４節」と，第１１０条第２項中「処

遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものとする。 

第５節 基準該当居宅サービスに関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第２６６条 基準該当居宅サービスに該当する福祉用具貸与又はこれに相当するサービス

（以下「基準該当福祉用具貸与」という。）の事業を行う者が，当該事業を行う事業所

ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は，常勤換算方法で，２以上とする。 

２ 基準該当福祉用具貸与の事業と基準該当介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サービ

ス等基準条例第２５６条第１項に規定する基準該当介護予防福祉用具貸与をいう。以下

同じ。）の事業とが，同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合については，同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 
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（準用） 

第２６７条 第８条から第１４条まで，第１６条から第１９条まで，第２１条，第２７条，

第３５条から第３７条まで，第３８条（第５項及び第６項を除く。），第３９条から第

４１条まで，第５７条，第１１０条第１項及び第２項，第２５１条，第２５３条，第２

５４条並びに第４節（第２５５条第１項及び第２６５条を除く。）の規定は，基準該当

福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において，第８条第１項中「第３０条」とあ

るのは「第２６７条において準用する第２５９条」と，「訪問介護員等」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と，第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地

域をいう。以下同じ。），取り扱う福祉用具の種目」と，第１４条第２項中「適切な指

導」とあるのは「適切な相談又は助言」と，第１８条中「訪問介護員等」とあるのは

「従業者」と，「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と，第１９条第１項中

「提供日及び内容，当該指定訪問介護について法第４１条第６項の規定により利用者に

代わって支払を受ける居宅介護サービス費の額」とあるのは「提供の開始日及び終了日，

種目，品名」と，第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護」とあ

るのは「基準該当福祉用具貸与」と，第５７条第２項中「この節」とあるのは「第１２

章第５節」と，第１１０条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と，第２５

５条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定福祉用具貸与」とあるのは「基

準該当福祉用具貸与」と，同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と，第２５７条

第１項第１号中「次条第１項」とあるのは「第２６７条において準用する次条第１項」

と，第２６４条第２項第２号中「第２６２条第４項」とあるのは「第２６７条において

準用する第２６２条第４項」と，同項第３号から第７号までの規定中「次条」とあるの

は「第２６７条」と，同項第８号中「第２５５条第１項から第３項」とあるのは「第２

６７条において準用する第２５５条第２項及び第３項」と読み替えるものとする。 

第１３章 特定福祉用具販売 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第２６８条 指定居宅サービスに該当する特定福祉用具販売（以下「指定特定福祉用具販

売」という。）の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が可能な限
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りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，

利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具

（法第８条第１３項の規定により厚生労働大臣が定める特定福祉用具をいう。以下この

章において同じ。）の選定の援助，取付け，調整等を行い，特定福祉用具を販売するこ

とにより，利用者の日常生活上の便宜を図り，その機能訓練に資するとともに，利用者

を介護する者の負担の軽減を図るものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第２６９条 指定特定福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定福祉用具販売事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定特定福祉用具販売事業所」とい

う。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は，常勤換算方法で，２以上とする。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場合で

あって，当該指定に係る事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合については，次の各号に掲げる事業者の区分に応じ，それ

ぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって，前項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

(1) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 指定介護予防サービス等基準条例第２４２条第

１項 

(2) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 指定介護予防サービス等基準条例第２５９

条第１項 

(3) 指定福祉用具貸与事業者 第２５２条第１項 

（管理者） 

第２７０条 指定特定福祉用具販売事業者は，指定特定福祉用具販売事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定特定福祉用具販

売事業所の管理上支障がない場合は，当該指定特定福祉用具販売事業所の他の職務に従

事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものと

する。 

第３節 設備に関する基準 
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（設備及び備品等） 

第２７１条 指定特定福祉用具販売事業者は，事業の運営を行うために必要な広さの区画

を有するほか，指定特定福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えな

ければならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者が指定特定介護予防福祉用具販売事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定特定福祉用具販売の事業と指定特定介護予防福祉用具販売（指定介護

予防サービス等基準条例第２５８条に規定する指定介護予防福祉用具販売をいう。）の

事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定介護予防

サービス等基準条例第２６１条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第２７２条 指定特定福祉用具販売事業者は，指定特定福祉用具販売を提供した際には，

提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに，利用者からの申出があった場

合には，文書の交付その他適切な方法により，その情報を利用者に対して提供しなけれ

ばならない。 

（販売費用の額等の受領） 

第２７３条 指定特定福祉用具販売事業者は，指定特定福祉用具販売を提供した際には，

法第４４条第３項に規定する現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額（以下「販

売費用の額」という。）の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は，前項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費用の額

の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定福祉用具販売を行う場合の交通

費 

(2) 特定福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

３ 指定特定福祉用具販売事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては，

あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について説明を

行い，利用者の同意を得なければならない。 
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（保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 

第２７４条 指定特定福祉用具販売事業者は，指定特定福祉用具販売に係る販売費用の額

の支払を受けた場合は，次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対して交付しなけれ

ばならない。 

(1) 当該指定特定福祉用具販売事業所の名称 

(2) 販売した特定福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載した証明書 

(3) 領収書 

(4) 当該特定福祉用具のパンフレットその他の当該特定福祉用具の概要 

（指定特定福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第２７５条 福祉用具専門相談員の行う指定特定福祉用具販売の方針は，次に掲げるとこ

ろによるものとする。 

(1) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，次条第１項に規定する特定福祉用具販

売計画に基づき，特定福祉用具が適切に選定され，かつ，使用されるよう，専門的知

識に基づき相談に応じるとともに，目録等の文書を示して特定福祉用具の機能，使用

方法，販売費用の額等に関する情報を提供し，個別の特定福祉用具の販売に係る同意

を得ること。 

(2) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，販売する特定福祉用具の機能，安全性，

衛生状態等に関し，点検を行うこと。 

(3) 指定特定福祉用具販売の提供に当たっては，利用者の身体の状況等に応じて特定福

祉用具の調整を行うとともに，当該特定福祉用具の使用方法，使用上の留意事項等を

記載した文書を利用者に交付し，十分な説明を行った上で，必要に応じて利用者に実

際に当該特定福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。 

(4) 居宅サービス計画に指定特定福祉用具販売が位置づけられる場合には，当該計画に

特定福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を講ずること。 

２ 指定福祉用具販売事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用することがで

きるように支援しなければならない。 

（特定福祉用具販売計画の作成） 
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第２７６条 福祉用具専門相談員は，利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環

境を踏まえて，指定特定福祉用具販売の目標，当該目標を達成するための具体的なサー

ビスの内容等を記載した特定福祉用具販売計画を作成しなければならない。この場合に

おいて，指定福祉用具貸与の利用があるときは，第２５８条第１項に規定する福祉用具

貸与計画と一体のものとして作成しなければならない。 

２ 特定福祉用具販売計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当該居宅

サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は，特定福祉用具販売計画の作成に当たっては，その内容につい

て利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は，特定福祉用具販売計画を作成した際には，当該特定福祉用具

販売計画を利用者に交付しなければならない。 

（記録の整備） 

第２７７条 指定特定福祉用具販売事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定特定福祉用具販売事業者は，利用者に対する指定特定福祉用具販売の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 特定福祉用具販売計画 

(2) 第２７２条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第２７３条第１項及び第２項に規定する販売費用の額等の受領の記録 

(4) 次条において準用する第２７条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４０条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第１１０条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

（準用） 

第２７８条 第８条から第１４条まで，第１６条から第１８条まで，第２７条，第３３条，

第３５条から第４１条まで，第５７条，第１１０条第１項及び第２項，第２５６条，第

２５９条から第２６１条まで並びに第２６３条の規定は，指定特定福祉用具販売の事業
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について準用する。この場合において，第８条第１項中「第３０条」とあるのは「第２

７８条において準用する第２５９条」と，「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門

相談員」と，第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下

同じ。），取り扱う特定福祉用具の種目」と，第１４条第２項中「適切な指導」とある

のは「適切な相談又は助言」と，第１８条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と，

「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と，第５７条第２項中「この節」とあ

るのは「第１３章第４節」と，第１１０条第２項中「処遇」とあるのは「サービス利

用」と，第２５６条第２項中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と，「貸与」と

あるのは「販売」と，第２５９条第４号中「利用料」とあるのは「販売費用の額」と，

第２６１条及び第２６３条第２項中「福祉用具」とあるのは「特定福祉用具」と読み替

えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 平成１２年４月１日において存する老人短期入所事業（介護保険法施行法（平成

９年法律第１２４号）第２０条による改正前の老人福祉法（以下この条において「旧老

福法」という。）第５条の２第４項に規定する老人短期入所事業をいう。）の用に供す

る施設（専ら当該事業の用に供するものに限る。）又は老人短期入所施設（旧老福法第

２０条の３に規定する老人短期入所施設をいう。）（基本的な設備が完成されているも

のを含み，同日以後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）については，

第１５３条第５項第１号ア及びイ，第２号ア並びに第６項の規定は適用しない。 

第３条 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生労働省令第８号。以下

「平成１３年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する既存病院建

物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による

旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業

所であって，同条の規定の適用を受けている病室を有するものについては，当該規定に

かかわらず，療養病床に係る一の病室の病床数は，４床以下としなければならない。 
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第４条 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養

介護事業所であって，平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第６条の規定の適用を

受けている病室を有するものについては，当該規定にかかわらず，療養病床に係る病室

の床面積は，内法による測定で，入院患者１人につき６．４平方メートル以上としなけ

ればならない。 

第５条 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定短期入所療養

介護事業所であって，平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第２１条の規定の適用

を受けるものについては，当該規定にかかわらず，機能訓練室は，内法による測定で４

０平方メートル以上の床面積を有し，必要な器械及び器具を備えなければならない。 

第６条 平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物内の

旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所

旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定短期入所療養介護事

業所であって，同条の規定の適用を受けている病室を有するものについては，当該規定

にかかわらず，療養病床に係る一の病室の病床数は，４床以下としなければならない。 

第７条 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定短期

入所療養介護事業所であって，平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第７条の規定

の適用を受けている病室を有するものについては，当該規定にかかわらず，療養病床に

係る病室の床面積は，内法による測定で，入院患者１人につき６．４平方メートル以上

としなければならない。 

第８条 平成１１年３月３１日において存する老人福祉法第２９条第１項に規定する有料

老人ホームであって，次のいずれにも該当するものとして基準省令附則第１３条に規定

する平成１２年厚生省告示第４８号により厚生労働大臣が定めるものにあっては，第２

２２条第２項又は第２４４条第２項の規定にかかわらず，浴室及び食堂を設けないこと

ができるものとする。 

(1) 養護老人ホーム，特別養護老人ホーム又は軽費老人ホーム（以下「養護老人ホーム

等」という。）を併設しており，入所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び食堂を利

用することができるものであること。 

(2) 入所定員が５０人未満であること。 
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(3) 入所者から支払を受ける家賃並びに管理及び運営費の合計額（以下「家賃等」とい

う。）が比較的低廉であること。 

(4) 入所者から利用料，第２２７条第３項各号に掲げる費用及び家賃等以外の金品（一

定期間経過後又は退所時に全額返還することを条件として入所時に支払を受ける金銭

を除く。）の支払を受けないこと。 

第９条 平成１５年４月１日において存する指定短期入所生活介護事業所（同日以後に増

築され，又は改築された部分を除く。）であって，第９章第５節（第１７３条第５項第

１号イ（イ）を除く。）に規定する基準を満たすものについて，同号イ（イ）の規定を

適用する場合においては，同号イ（イ）中「２平方メートルに当該共同生活室が属する

ユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの利用者

が交流し，共同で日常生活を営むために必要な広さ」とする。 

第１０条 介護保険法の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）附則第１０条第

１項の規定により指定特定施設入居者生活介護事業者とみなされた者が指定特定施設入

居者生活介護の事業を行う指定特定施設の介護居室であって，平成１８年４月１日にお

いて定員４人以下であるものについては，第２２２条第３項第１号ア及び第２４４条第

３項第１号アの規定は適用しない。 

第１１条 平成１８年４月１日において存する養護老人ホーム（建築中のものを含む。）

にあっては，第２４４条第３項第１号アの規定は適用しない。 

第１２条 平成１５年４月１日以前に法第４１条第１項に規定する指定居宅サービス（以

下「指定居宅サービス」という。）に該当する短期入所生活介護の事業を行っている事

業所（同日において建築中のものであって，同日後に指定居宅サービスに該当する短期

入所生活介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成１５年前指定短期入

所生活介護事業所」という。）であって，平成２３年厚生労働省令第１０６号による改

正前の基準省令（以下「指定居宅サービス等旧基準」という。）第１４０条の１６第１

項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所であるもの（平成２３年９月

１日において改修，改築又は増築中の平成１５年前指定短期入所生活介護事業所（ユニ

ット型指定短期入所生活介護事業所を除く。）であって，同日後に指定居宅サービス等

旧基準第１４０条の１６第１項に規定する一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所
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に該当することとなるものを含む。）については，施行日以後最初の指定の更新までの

間は，指定居宅サービス等旧基準の規定によることができる。 

２ 平成１７年１０月１日以前に指定居宅サービスに該当する短期入所療養介護の事業を

行っている事業所（同日において建築中のものであって，同日後に指定居宅サービスに

該当する短期入所療養介護の事業を行う事業所となったものを含む。以下「平成１７年

前指定短期入所療養介護事業所」という。）であって，指定居宅サービス等旧基準第１

５５条の１５第１項に規定する一部ユニット型指定短期入所療養介護事業所であるもの

（平成２３年９月１日において改修，改築又は増築中の平成１７年前指定短期入所療養

介護事業所（ユニット型指定短期入所療養介護事業所を除く。）であって，同日後に指

定居宅サービス等旧基準第１５５条の１５第１項に規定する一部ユニット型指定短期入

所療養介護事業所に該当することとなるものを含む。）については，施行日以後最初の

指定の更新までの間は，指定居宅サービス等旧基準の規定によることができる。 

第１３条 施行日において現に法第４１条第１項本文の規定に基づく指定を受けている通

所介護事業者，短期入所生活介護事業者又は特定施設入居者生活介護事業者の当該指定

に係る事業所の管理者（施行日後に管理者となる者を除く。）については，平成２７年

３月３１日までの間，第１０３条第２項，第１５１条第２項，第２２１条第２項又は第

２４３条第２項の規定は適用しない。 

第１４条 施行日において現に法第４１条第１項本文の規定に基づく指定を受けている特

定施設入居者生活介護事業者の当該指定に係る事業所の生活相談員（施行日後に生活相

談員となる者を除く。）については，平成２７年３月３１日までの間，第２２０条第４

項又は第２４２条第５項の規定は適用しない。 

第１５条 施行日において現に法第４１条第１項本文の規定に基づく指定を受けている短

期入所生活介護事業者又は特定施設入居者生活介護事業者の当該指定に係る事業所の建

物（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）が木造かつ平屋建て

である場合は，基準省令第１２４条第２項若しくは第１４０条の４第２項又は第１７７

条第２項若しくは第１９２条の６第２項の規定によることができる。 

第１６条 施行日において現に法第４１条第１項本文の規定に基づく指定を受けている短

期入所生活介護事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）
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において，第１５３条第５項第１号アの規定を適用する場合については，「１人とする

こと。ただし，規則で定める利用者へのサービスの提供上必要と認められる場合は，２

人とすることができる」とあるのは「４人以下とすること」とする。 

第１７条 施行日において現に法第４１条第１項本文の規定に基づく指定を受けている短

期入所生活介護事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）

については，第１５３条第５項第２号ウの規定は，適用しない。 

第１８条 施行日において現に法第４１条第１項本文の規定に基づく指定を受けている短

期入所生活介護事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）

については，第１５３条第５項第３号又は第１７３条第５項第２号の規定にかかわらず，

基準省令第１２４条第６項第３号又は第１４０条の４第６項第２号の規定によることが

できる。 

第１９条 施行日において現に法第４１条第１項本文の規定に基づく指定を受けている短

期入所生活介護事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）

については，第１５３条第５項第４号又は第１７３条第５項第１号エの規定にかかわら

ず，基準省令第１２４条第６項第４号又は第１４０条の４第６項第１号ニの規定による

ことができる。 

２ 施行日において現に法第４１条第１項本文の規定に基づく指定を受けている通所介護

事業者又は通所リハビリテーション事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築さ

れた部分を除く。）については，第１０４条第２項第３号若しくは第１２１条第２項第

２号又は第１４０条第２項第２号の規定は，当分の間適用しない。 

第２０条 施行日において現に法第４１条第１項本文の規定に基づく指定を受けている短

期入所生活介護事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）

については，第１７３条第６項第１号の規定にかかわらず，基準省令第１４０条の４第

７項第１号の規定によることができる。 

第２１条 当分の間，第１８１条第２項第４号又は第２１６条第２項第４号の規定中「前

号のユニットリーダー」とあるのは「ユニット型指定短期入所生活介護事業所の管理者

及び従業者」又は「ユニット型指定短期入所療養介護事業所の管理者及び従業者」とす

る。 
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提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す 

る法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い，指定居宅サービス等の事業の人員，設 

備及び運営に関する基準等について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２５１ 号 議 案 

岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等 

を定める条例の制定について 

 岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条

例を次のように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男    

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第１節 基本方針等（第４条・第５条） 

第２節 人員に関する基準（第６条・第７条） 

第３節 設備に関する基準（第８条） 

第４節 運営に関する基準（第９条－第４３条） 

第５節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び設備及び運営に関

する基準の特例（第４４条・第４５条） 

第３章 夜間対応型訪問介護 

第１節 基本方針等（第４６条・第４７条） 

第２節 人員に関する基準（第４８条・第４９条） 

第３節 設備に関する基準（第５０条） 

第４節 運営に関する基準（第５１条－第６１条） 

第４章 認知症対応型通所介護 
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第１節 基本方針（第６２条） 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護

（第６３条－第６５条） 

第２款 共用型指定認知症対応型通所介護（第６６条－第６８条） 

第３節 運営に関する基準（第６９条－第８２条） 

第５章 小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第８３条） 

第２節 人員に関する基準（第８４条－第８６条） 

第３節 設備に関する基準（第８７条・第８８条） 

第４節 運営に関する基準（第８９条－第１１０条） 

第６章 認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針（第１１１条） 

第２節 人員に関する基準（第１１２条－第１１４条） 

第３節 設備に関する基準（第１１５条） 

第４節 運営に関する基準（第１１６条－第１３０条） 

第７章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第１３１条） 

第２節 人員に関する基準（第１３２条・第１３３条） 

第３節 設備に関する基準（第１３４条） 

第４節 運営に関する基準（第１３５条－第１５１条） 

第８章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

第１節 基本方針（第１５２条） 

第２節 人員に関する基準（第１５３条） 

第３節 設備に関する基準（第１５４条） 

第４節 運営に関する基準（第１５５条－第１７９条） 

第５節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営

に関する基準 
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第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１８０条・第１８１条） 

第２款 設備に関する基準（第１８２条） 

第３款 運営に関する基準（第１８３条－１９１条） 

第９章 複合型サービス 

第１節 基本方針（第１９２条） 

第２節 人員に関する基準（第１９３条－第１９５条） 

第３節 設備に関する基準（第１９６条・第１９７条） 

第４節 運営に関する基準（第１９８条－第２０４条） 

附則 

第１章  総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第７

８条の２第１項の規定に基づき，指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事

業を行う地域密着型介護老人福祉施設の入所定員を定め，同条第４項第１号の規定に基

づき必要な申請者の要件を定め，法第７８条の４第１項及び第２項の規定に基づき，指

定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 地域密着型サービス事業者 法第８条第１４項に規定する地域密着型サービス事業

を行う者をいう。 

(2) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス それぞれ法第４２条

の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスを

いう。 

(3) 利用料 法第４２条の２第１項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象

となる費用に係る対価をいう。 

(4) 地域密着型介護サービス費用基準額 法第４２条の２第２項各号に規定する厚生労

働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域密着型サー
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ビスに要した費用の額を超えるときは，当該現に指定地域密着型サービスに要した費

用の額とする。）をいう。 

(5) 法定代理受領サービス 法第４２条の２第６項の規定により地域密着型介護サービ

ス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地

域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。 

(6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従

業者が勤務すべき時間数で除することにより，当該事業所の従業者の員数を常勤の従

業者の員数に換算する方法をいう。 

(7) 基準省令 指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３４号）をいう。 

（指定地域密着型サービスの事業の一般原則） 

第３条  法第７８条の２第１項の条例で定める数は，２９人以下とする。 

２ 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は，法人とする。 

３ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者

をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者

に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡

山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員

であってはならない。 

４ 指定地域密着型サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に利用者の

立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定地域密着型サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任

者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する

等の措置を講ずるよう努めなければならない。 

６ 指定地域密着型サービス事業者は，指定地域密着型サービスの事業を運営するに当た

っては，地域との結び付きを重視し，本市，地域包括支援センター（法第１１５条の４

６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。），地域密着型サービス

事業者又は居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。）その
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他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 

７ 指定地域密着型サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，

地域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

第２章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

第１節 基本方針等 

（基本方針） 

第４条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護（以下

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。）の事業は，要介護状態となった

場合においても，その利用者が尊厳を保持し，可能な限りその居宅において，その有す

る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，定期的な巡回又は随時通報に

よりその者の居宅を訪問し，入浴，排せつ，食事等の介護，日常生活上の緊急時の対応

その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行

うとともに，その療養生活を支援し，心身の機能の維持回復を目指すものでなければな

らない。 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 

第５条 前条に規定する援助等を行うため，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護にお

いては，次に掲げるサービスを提供するものとする。 

(1) 訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士

又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。）

が，定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話（以下この章において

「定期巡回サービス」という。） 

(2) あらかじめ利用者の心身の状況，その置かれている環境等を把握した上で，随時，

利用者又はその家族等からの通報を受け，通報内容等を基に相談援助を行う又は訪問

介護員等の訪問若しくは看護師等（保健師，看護師，准看護師，理学療法士，作業療

法士又は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。）による対応の要否等を判断

するサービス（以下この章において「随時対応サービス」という。） 

(3) 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき，訪問介護員等が利用者の

居宅を訪問して行う日常生活上の世話（以下この章において「随時訪問サービス」と
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いう。） 

(4) 法第８条第１５項第１号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部

として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助

（以下この章において「訪問看護サービス」という。） 

第２節 人員に関する基準 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数） 

第６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者（以下「指定定期巡回・

随時対応型訪問介護看護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。）の職種及び員数は，次のとおりとす

る。 

(1) オペレーター（随時対応サービスとして，利用者又はその家族等からの通報に対応

する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。） 

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯（以下この条において「提

供時間帯」という。）を通じて１以上確保されるために必要な数以上とする。 

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。以下

この章において同じ。） 交通事情，訪問頻度等を勘案し，利用者に適切に定期巡回

サービスを提供するために必要な数以上とする。 

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて，随時訪問サービスの

提供に当たる訪問介護員等が１以上確保されるために必要な数以上とする。 

(4) 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ，それぞれ次に定

める員数とする。 

ア 保健師，看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 常

勤換算方法で２．５以上 

イ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業所の実情に応じた適当数 

２ オペレーターは，看護師，介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者（基準省令第３
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条の４第２項に規定する平成２４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大臣が定

める者（以下この章においてこれらの者を「看護師，介護福祉士等」という。））をも

って充てなければならない。ただし，利用者の処遇に支障がない場合であって，提供時

間帯を通じて，看護師，介護福祉士等又は第１項第４号アの看護職員との連携を確保し

ているときは，サービス提供責任者（岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及

び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号。以下「指定居宅サー

ビス等基準条例」という。）第５条第２項のサービス提供責任者又は岡山市指定介護予

防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第         

号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）第５条第２項のサービス提供

責任者をいう。以下同じ。）の業務に３年以上従事した経験を有する者をもって充てる

ことができる。 

３ オペレーターのうち１人以上は，常勤の看護師，介護福祉士等でなければならない。 

４ オペレーターは専らその職務に従事する者でなければならない。ただし，利用者の処

遇に支障がない場合は，当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回

サービス若しくは訪問看護サービス，同一敷地内の指定訪問介護事業所（指定居宅サー

ビス等基準条例第５条第１項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。），指

定訪問看護事業所（指定居宅サービス等基準条例第６６条第１項に規定する指定訪問看

護事業所をいう。）若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所（第４８条第１項に規定す

る指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下この条において同じ。）の職務又は利用

者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に次の各号に掲げるいずれかの施設等

が併設されている場合において，当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は，前

項本文の規定にかかわらず，午後６時から午前８時までの間において，当該施設等の職

員をオペレーターとして充てることができる。 

(1) 指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第１５０条第１項に規

定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第１５３条第１２項において同じ。） 

(2) 指定短期入所療養介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第１９２条第１項に規
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定する指定短期入所療養介護事業所をいう。） 

(3) 指定特定施設（指定居宅サービス等基準条例第２１９条第１項に規定する指定特定

施設をいう。） 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所（第８４条第１項に規定する指定小規模多機能

型居宅介護事業所をいう。） 

(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所（第１１２条第１項に規定する指定認知症対

応型共同生活介護事業所をいう。第６６条第１項，第６７条，第８４条第６項第１号，

第８５条第３項及び第８６条において同じ。） 

(6) 指定地域密着型特定施設（第１３１条第１項に規定する指定地域密着型特定施設を

いう。第６６条第１項，第６７条第１項及び第８４条第６項第２号において同じ。） 

(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設（第１５２条第１項に規定する指定地域密着型介

護老人福祉施設をいう。第６６条第１項，第６７条第１項及び第８４条第６項第３号

において同じ。） 

(8) 指定複合型サービス事業所（第１９３条第１項に規定する指定複合型サービス事業

所をいう。第５章から第８章までにおいて同じ。） 

(9) 指定介護老人福祉施設 

(10) 介護老人保健施設 

(11) 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条

の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定によ

る改正前の介護保険法（以下「平成１８年旧介護保険法」という。）第４８条第１項

第３号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医療施設」とい

う。） 

６ 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は，専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる

者でなければならない。ただし，利用者の処遇に支障がない場合は，当該定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事

業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。 

７ 午後６時から午前８時までの間は，当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業

所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は，第４項本文及び前項
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の規定にかかわらず，オペレーターは，随時訪問サービスに従事することができる。 

８ 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において，当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの

提供に支障がないときは，第１項の規定にかかわらず，午後６時から午前８時までの間

は，随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。 

９ 看護職員のうち１人以上は，常勤の保健師又は看護師（第２５条第１項並びに第２６

条第５項及び第１１項において「常勤看護師等」という。）でなければならない。 

１０ 看護職員のうち１人以上は，提供時間帯を通じて，指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。 

１１ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所ごとに，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師，

介護福祉士等であるもののうち１人以上を，利用者に対する第２６条第１項に規定する

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者（以下この章において「計

画作成責任者」という。）としなければならない。 

１２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サ

ービス等基準条例第６６条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け，かつ，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問

看護（指定居宅サービス等基準条例第６５条に規定する指定訪問看護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に，指定居宅サー

ビス等基準条例第６６条第１項第１号アに規定する人員に関する基準を満たすとき（同

条第５項の規定により同条第１項第１号ア及び第２号に規定する基準を満たしているも

のとみなされているとき及び第１９３条第１０項の規定により指定居宅サービス等基準

条例第６０条第１項第１号アに規定する基準を満たしているものとみなされているとき

を除く。）は，当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，第１項第４号ア

に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。
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ただし，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は，当

該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内

にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には，事業の運営を行うために必

要な広さを有する専用の区画を設けるほか，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用者が円滑に通報し，迅速な対

応を受けることができるよう，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに，

次に掲げる機器等を備え，必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければ

ならない。ただし，第１号に掲げる機器等については，指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保して

いる場合であって，オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは，これを備えない

ことができる。 

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用者が援助を必要とする状態と

なったときに適切にオペレーターに通報できるよう，利用者に対し，通信のための端末

機器を配布しなければならない。ただし，利用者が適切にオペレーターに随時の通報を

行うことができる場合は，この限りでない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者（第

４８条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。）の指定を併せて受け，

かつ，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護（第４

６条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については，第５０条に規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって，前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 
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（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の提供の開始に際し，あらかじめ，利用申込者又はその家族に対し，第３２

条に規定する運営規程の概要，定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制

その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交

付して説明を行い，当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用申込者又はその家族からの申

出があった場合には，前項の規定による文書の交付に代えて，第５項で定めるところに

より，当該利用申込者又はその家族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げ

るもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。

この場合において，当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，当該文書を

交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申

込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信

し，受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申

込者又はその家族の閲覧に供し，当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供

を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては，指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその

旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要

事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は，利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに
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より文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業者の使用に係る電子計算機と，利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，第２項の規定により第１項に規定

する重要事項を提供しようとするときは，あらかじめ，当該利用申込者又はその家族に

対し，その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が

使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，当該

利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けな

い旨の申出があった場合は，当該利用申込者又はその家族に対し，第１項に規定する重

要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし，当該利用申込者又はその

家族が再び前項の規定による承諾をした場合は，この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第１０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，正当な理由なく指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１１条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，当該指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービス

を提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案し，利用申込者に対し自ら適切な指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は，当該利

用申込者に係る指定居宅介護支援事業者（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支

援事業者をいう。以下同じ。）への連絡，適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 
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第１２条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供を求められた場合は，その者の提示する被保険者証によって，被保

険者資格，要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，前項の被保険者証に，法第７８条

の３第２項の規定により認定審査会意見が記載されているときは，当該認定審査会意見

に配慮して，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めなければな

らない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１３条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供の開始に際し，要介護認定を受けていない利用申込者については，

要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し，申請が行われていない場合は，

当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わな

ければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定居宅介護支援が利用者に対し

て行われていない等の場合であって必要と認めるときは，要介護認定の更新の申請が，

遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の３０日前までに

行われるよう，必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供に当たっては，計画作成責任者による利用者の面接によるほか，利

用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援

等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下「指定居宅

介護支援等基準」という。）第１３条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以

下この章及び第６９条において同じ。）等を通じて，利用者の心身の状況，その置かれ

ている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 

（指定居宅介護支援事業者等との連携） 

第１５条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型
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訪問介護看護を提供するに当たっては，指定居宅介護支援事業者，地域包括支援センタ

ー又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の提供の終了に際しては，利用者又はその家族に対して適切な指導を行うととも

に，当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び地域包括支援セ

ンター又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。 

（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助） 

第１６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供の開始に際し，利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年厚生

省令第３６号。以下「施行規則」という。）第６５条の４各号のいずれにも該当しない

ときは，当該利用申込者又はその家族に対し，居宅サービス計画（同条第１号ハに規定

する計画を含む。以下同じ。）の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を本市に

対して届け出ること等により，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代

理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること，指定居宅介護支援事業者

に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を

行わなければならない。 

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第１７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，居宅サービス計画が作成さ

れている場合は，当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護を提供しなければならない。 

（居宅サービス計画等の変更の援助） 

第１８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用者が居宅サービス計画

の変更を希望する場合は，当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の

必要な援助を行わなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，定期巡回・随時対応型訪問
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介護看護従業者に身分を証する書類を携行させ，面接時，初回訪問時及び利用者又はそ

の家族から求められたときは，これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を提供した際には，当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日

及び内容，当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第４２条の２第６項

の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要

な事項を，利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しな

ければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護を提供した際には，提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに，利

用者からの申出があった場合には，文書の交付その他適切な方法により，その情報を利

用者に対して提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第２１条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，法定代理受領サービスに該

当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には，その利用者から利用

料の一部として，当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サ

ービス費用基準額から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われる

地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，法定代理受領サービスに該当しな

い指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料の額と，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス

費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，

利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護を行う場合は，それに要した交通費の額の支払を利用者から受け

ることができる。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの
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提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び

費用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２２条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，法定代理受領サービスに該

当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は，

提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容，費用の額その他必要と認めら

れる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針） 

第２３条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は，定期巡回サービス及び訪問看護サ

ービスについては，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その目標

を設定し，計画的に行うとともに，随時対応サービス及び随時訪問サービスについては，

利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし，利用者が安心してその居宅に

おいて生活を送ることができるようにしなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提

供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行うとともに，定期的に外

部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなければなら

ない。 

（指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針） 

第２４条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては，第２６条第１項に規定する定期巡回・随時

対応型訪問介護看護計画に基づき，利用者が安心してその居宅において生活を送るの

に必要な援助を行うこと。 

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため，オペレーターは，計画作成責任者及び定期巡

回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し，利用者の心身の状況，その置かれて

いる環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な相談及び助言を

行うこと。 

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては，第２６条第１項に規定する定期巡回・随時
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対応型訪問介護看護計画に基づき，利用者からの随時の連絡に迅速に対応し，必要な

援助を行うこと。 

(4) 訪問看護サービスの提供に当たっては，主治の医師との密接な連携及び第２６条第

１項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき，利用者の心身の機

能の維持回復を図るよう妥当適切に行うこと。 

(5) 訪問看護サービスの提供に当たっては，常に利用者の病状，心身の状況及びその置

かれている環境の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な指導等を行

うこと。 

(6) 特殊な看護等については，これを行ってはならないこと。 

(7) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うこと

を旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやす

いように説明を行うこと。 

(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては，介護技術及び医学の

進歩に対応し，適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うこと。 

(9) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場

合には，その管理を厳重に行うとともに，管理方法，紛失した場合の対処方法その他

必要な事項を記載した文書を利用者に交付すること。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制

度を活用することができるように支援しなければならない。 

（主治の医師との関係） 

第２５条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は，主治の医師

の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならな

い。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，訪問看護サービスの提供の開始に

際し，主治の医師による指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，主治の医師に次条第１項に規定す

る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（訪問看護サービスの利用者に係るものに限

る。）及び同条第１１項に規定する訪問看護報告書を提出し，訪問看護サービスの提供
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に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。 

４ 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあっ

ては，前２項の規定にかかわらず，第２項の主治の医師の文書による指示並びに前項の

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び次条第１０項に規定する訪問看護報告書の

提出は，診療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」という。）への記載をも

って代えることができる。 

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成） 

第２６条 計画作成責任者は，利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて，定期巡

回サービス及び随時訪問サービスの目標，当該目標を達成するための具体的な定期巡回

サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画を作成しなければならない。 

２ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は，既に居宅サービス計画が作成されている

場合は，当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。ただし，定期

巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

提供する日時等については，当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず，当該居宅サービス計画の内容及び

利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ，計画作成責任者が決定することができ

る。この場合において，計画作成責任者は，当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計

画を，当該利用者を担当する介護支援専門員に提出するものとする。 

３ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は，看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問

して行うアセスメント（利用者の心身の状況を勘案し，自立した日常生活を営むことが

できるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。）の結果を踏まえ，

作成しなければならない。 

４ 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については，

第１項に規定する事項に加え，当該利用者の希望，心身の状況，主治の医師の指示等を

踏まえて，療養上の目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載

しなければならない。 

５ 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には，常勤看護師等は，前項の記載に際し，
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必要な指導及び管理を行うとともに，次項に規定する利用者又はその家族に対する定期

巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には，計画作成責任者に対し，必要

な協力を行わなければならない。 

６ 計画作成責任者は，定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては，そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならな

い。 

７ 計画作成責任者は，定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には，当該

定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。 

８ 計画作成責任者は，定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後，当該定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い，必要に応じて当該定期巡

回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行うものとする。 

９ 第１項から第７項までの規定は，前項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護

計画の変更について準用する。 

１０ 訪問看護サービスを行う看護師等（准看護師を除く。）は，訪問看護サービスにつ

いて，訪問日，提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならな

い。 

１１ 常勤看護師等は，訪問看護報告書の作成に関し，必要な指導及び管理を行わなけれ

ばならない。 

１２ 前条第４項の規定は，定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画（訪問看護サービス

の利用者に係るものに限る。）及び訪問看護報告書の作成について準用する。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第２７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者に，その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護（随時対応サービスを除く。）の提供をさせてはならない。 

（別居親族に対するサービス提供の制限） 

第２８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者に，その別居の親族である利用者であって，規則で定めるものに対する

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（随時対応サービス及び随時訪問サービスを除
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く。）の提供をさせてはならない。ただし，別居の親族である利用者に対する指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護が規則で定める基準に該当する場合には，この限りでな

い。 

（利用者に関する本市への通知） 

第２９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，

意見を付してその旨を本市に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従

わないことにより，要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け，又は受けようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第３０条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は，現に指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な

場合は，速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあっては，

必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。 

（管理者等の責務） 

第３１条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は，当該指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を，一元的に行わなければ

ならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は，当該指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を

行うものとする。 

３ 計画作成責任者は，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を

行うものとする。 

（運営規程） 

第３２条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型
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訪問介護看護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程

（以下この章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 成年後見制度の活用支援 

(10) 苦情解決体制の整備 

(11) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第３３条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用者に対し適切な指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう，指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所ごとに，定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定め，

その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所ごとに，当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供

しなければならない。ただし，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が，適切

に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており，他

の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所（以下この条において「指定

訪問介護事業所等」という。）との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって，利

用者の処遇に支障がないときは，市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内におい

て，定期巡回サービス，随時対応サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を，当該
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他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき，当該指定訪問介護事業所等の従業者に行

わせることができる。 

３ 前項本文の規定にかかわらず，午後６時から午前８時までの間に行われる随時対応サ

ービスについては，市長が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内において，複数の

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき，当該複数の指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより，一体的に利用

者又はその家族等からの通報を受けることができる。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなけ

ればならない。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，定期巡回・随時対応型訪問介護看

護従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第３４条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，定期巡回・随時対応型訪問

介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態について，必要な管理を行わなければならな

い。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の設備及び備品等について，衛生的な管理に努めなければならない。 

（掲示） 

第３５条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の見やすい場所に，運営規程の概要，定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第３６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は，正当な理由がなく，

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，当該指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護事業所の従業者であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用
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者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，サービス担当者会議等において，

利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を，利用者の家族の個人情報を用いる場

合は当該家族の同意を，あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第３７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所について広告をする場合においては，その内容が虚偽又は誇大なも

のとしてはならない。 

（指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３８条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定居宅介護支援事業者又

はその従業者に対し，利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償と

して，金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 

第３９条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，提供した指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する

ために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならな

い。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，前項の苦情を受け付けた場合には，

当該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，提供した指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護に関し，法第２３条の規定により本市が行う文書その他の物件の提出若

しくは提示の求め又は本市の職員からの質問若しくは照会に応じ，及び利用者からの苦

情に関して本市が行う調査に協力するとともに，本市から指導又は助言を受けた場合に

おいては，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，本市からの求めがあった場合には，

前項の改善の内容を本市に報告しなければならない。 

５ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，提供した指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保
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険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会

をいう。以下同じ。）が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに，国

民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は

助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，国民健康保険団体連合会からの求

めがあった場合には，前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければな

らない。 

（地域との連携等） 

第４０条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の提供に当たっては，利用者，利用者の家族，地域住民の代表者，地域の

医療関係者，本市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在

する区域を管轄する地域包括支援センターの職員，定期巡回・随時対応型訪問介護看護

について知見を有する者等により構成される協議会（以下この項において「介護・医療

連携推進会議」という。）を設置し，おおむね３月に１回以上，介護・医療連携推進会

議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し，介護・医療

連携推進会議による評価を受けるとともに，介護・医療連携推進会議から必要な要望，

助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，前項の報告，評価，要望，助言等

についての記録を作成するとともに，当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，その事業の運営に当たっては，提

供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して本市

等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう

努めなければならない。 

４ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護を提供する場合には，当該建物に居住する利用者以外の者に対し

ても，指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行うよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 
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第４１条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用者に対する指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は，本市，当該利用者の

家族，当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに，必要な措置

を講じなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際し

てとった処置について記録しなければならない。 

３ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用者に対する指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速や

かに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第４２条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに，指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第４３条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，従業者，設備，備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，利用者に対する指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

(2) 第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第２５条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

(4) 第２６条第１０項に規定する訪問看護報告書 

(5) 第２９条に規定する本市への通知に係る記録 

(6) 第３３条第１項に規定する従業者の勤務の体制等の記録 

(7) 第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(8) 第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

(9) 法第４０条に規定する介護給付及び第２１条第１項から第３項までに規定する利用

575



料等に関する請求及び受領等の記録 

第５節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する

基準の特例 

（適用除外） 

第４４条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護（指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護のうち法第８条第１５項第２号に該当するものをいう。次条において同

じ。）の事業を行う者（以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所」という。）ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職

種及び員数については，第６条第１項第４号，第９項，第１０項及び第１２項の規定は

適用しない。 

２ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については，第２５条，第２６

条第４項（同条第９項において準用する場合を含む。），第５項（同条第９項において

準用する場合を含む。）及び第１０項から第１２項まで並びに第４３条第２項第３号及

び第４号の規定は適用しない。 

（指定訪問看護事業者との連携） 

第４５条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，連携型指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに，当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業所の利用者に対して指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携

しなければならない。 

２ 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は，連携する指定訪問看護事業

者（以下この項において「連携指定訪問看護事業者」という。）との契約に基づき，当

該連携指定訪問看護事業者から，次に掲げる事項について必要な協力を得なければなら

ない。 

(1) 第２６条第３項に規定するアセスメント 

(2) 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保 

(3) 第４０条第１項に規定する介護・医療連携推進会議への参加 

(4) その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導
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及び助言 

第３章 夜間対応型訪問介護 

第１節 基本方針等 

（基本方針） 

第４６条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護（以下「指定夜間対応

型訪問介護」という。）の事業は，要介護状態となった場合においても，その利用者が

可能な限りその居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるよう，夜間において，定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し，排

せつの介護，日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅におい

て生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。 

（指定夜間対応型訪問介護） 

第４７条 前条に規定する援助を行うため，指定夜間対応型訪問介護においては，定期的

に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護（以下この章において「定期巡回サ

ービス」という。），あらかじめ利用者の心身の状況，その置かれている環境等を把握

した上で，随時，利用者からの通報を受け，通報内容等を基に訪問介護員等（指定夜間

対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める

者をいう。以下この章において同じ。）の訪問の要否等を判断するサービス（以下「オ

ペレーションセンターサービス」という。）及びオペレーションセンター（オペレーシ

ョンセンターサービスを行うための次条第１項第１号に規定するオペレーションセンタ

ー従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。）等からの随時の連絡に対応して行う

夜間対応型訪問介護（以下この章において「随時訪問サービス」という。）を提供する

ものとする。 

２ オペレーションセンターは，通常の事業の実施地域内に１か所以上設置しなければな

らない。ただし，定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けること

により適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められ

る場合は，オペレーションセンターを設置しないことができる。 

第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 
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第４８条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者（以下「指定夜間対応型訪問介護事業

者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者（以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。）の職種及

び員数は，次のとおりとする。ただし，前条第２項ただし書の規定に基づきオペレーシ

ョンセンターを設置しない場合においては，オペレーションセンター従業者を置かない

ことができる。 

(1) オペレーションセンター従業者 オペレーター（指定夜間対応型訪問介護を提供す

る時間帯を通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以

下この章において同じ。）として１以上及び利用者の面接その他の業務を行う者とし

て１以上確保されるために必要な数以上とする。ただし，利用者の処遇に支障がない

場合は，オペレーターは，当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス，同一

敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。 

(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員

数は，交通事情，訪問頻度等を勘案し，利用者に適切に定期巡回サービスを提供する

ために必要な数以上とする。 

(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員

数は，指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら随時訪問サービスの提

供に当たる訪問介護員等が１以上確保されるために必要な数以上とする。ただし，利

用者の処遇に支障がない場合は，当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス

又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所の職務に従事することができる。 

２ オペレーターは，看護師，介護福祉士その他基準省令第６条第２項に規定する平成２

４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大臣が定める者をもって充てなければな

らない。ただし，利用者の処遇に支障がない場合であって，指定夜間対応型訪問介護を

提供する時間帯を通じて，これらの者との連携を確保しているときは，３年以上サービ

ス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。 

（管理者） 
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第４９条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専ら

その職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定夜間対応型訪

問介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職

務又は同一敷地内の他の事業所，施設等（当該指定夜間対応型訪問介護事業者が，指定

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け，かつ，当該同一敷地内

の他の事業所，施設等と一体的に運営している場合に限る。）の職務に従事することが

できるものとし，日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって，指

定訪問介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第５条第１項に規定する指定訪問介護

事業者をいう。）の指定を併せて受けて，一体的に運営するときは，指定訪問介護事業

所の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第５０条 指定夜間対応型訪問介護事業所には，事業の運営を行うために必要な広さを有

する専用の区画を設けるほか，指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等

を備えなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者が円滑に通報し，迅速な対応を受けること

ができるよう，オペレーションセンターごとに，次に掲げる機器等を備え，必要に応じ，

オペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし，第１号に掲げる機器

等については，指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を

蓄積するための体制を確保している場合であって，オペレーターが当該情報を常時閲覧

できるときは，これを備えないことができる。 

(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 

(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 

３ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者が援助を必要とする状態となったときに適

切にオペレーションセンターに通報できるよう，利用者に対し，通信のための端末機器

を配布しなければならない。ただし，利用者が適切にオペレーションセンターに随時の

通報を行うことができる場合は，この限りでない。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指
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定を併せて受け，かつ，指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については，

第８条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前３項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針） 

第５１条 指定夜間対応型訪問介護は，定期巡回サービスについては，利用者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われるとともに，

オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては，利用者からの随時

の通報に適切に対応して行われるものとし，利用者が夜間において安心してその居宅に

おいて生活を送ることができるものでなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定夜間

対応型訪問介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針） 

第５２条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は，次に掲げ

るところによるものとする。 

(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては，夜間対応型訪問介護計画に基づき，利用者

が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うこと。 

(2) 随時訪問サービスを適切に行うため，オペレーションセンター従業者は，利用者の

面接及び１月ないし３月に１回程度の利用者の居宅への訪問を行い，随時利用者の心

身の状況，その置かれている環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，

適切な相談及び助言を行うこと。 

(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては，夜間対応型訪問介護計画に基づき，利用者

からの随時の連絡に迅速に対応し，必要な援助を行うこと。 

(4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用

者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を

行うこと。 

(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介

580



護技術をもってサービスの提供を行うこと。 

(6) 夜間対応型訪問介護従業者は，利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案

し，必要があると認めるときは，利用者が利用する指定訪問看護ステーション（指定

居宅サービス等基準条例第６６条第１項第１号に規定する指定訪問看護ステーション

をいう。）への連絡を行う等の適切な措置を講ずること。 

(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には，その管

理を厳重に行うとともに，管理方法，紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記

載した文書を利用者に交付すること。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用するこ

とができるように支援しなければならない。 

 （夜間対応型訪問介護計画の作成） 

第５３条 オペレーションセンター従業者（オペレーションセンターを設置しない場合に

あっては，訪問介護員等。以下この章において同じ。）は，利用者の日常生活全般の状

況及び希望を踏まえて，定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標，当該目標を達

成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間

対応型訪問介護計画を作成しなければならない。 

２ 夜間対応型訪問介護計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当該居

宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ オペレーションセンター従業者は，夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては，そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならな

い。 

４ オペレーションセンター従業者は，夜間対応型訪問介護計画を作成した際には，当該

夜間対応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ オペレーションセンター従業者は，夜間対応型訪問介護計画の作成後，当該夜間対応

型訪問介護計画の実施状況の把握を行い，必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の

変更を行うものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は，前項に規定する夜間対応型訪問介護計画の変更につ

いて準用する。 
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 （別居親族に対するサービス提供の制限） 

第５４条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，訪問介護員等に，その別居の親族である利

用者であって，規則で定めるものに対する指定夜間対応型訪問介護（オペレーションセ

ンターサービス及び随時訪問サービスを除く。）の提供をさせてはならない。ただし，

別居の親族である利用者に対する指定夜間対応型訪問介護が規則で定める基準に該当す

る場合には，この限りでない。 

（緊急時等の対応） 

第５５条 訪問介護員等は，現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用

者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに主治の医師への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者等の責務） 

第５６条 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は，当該指定夜間対応型訪問介護事業

所の従業者及び業務の管理を，一元的に行わなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は，当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従

業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ オペレーションセンター従業者は，指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間

対応型訪問介護の利用の申込みに係る調整，訪問介護員等に対する技術指導等のサービ

スの内容の管理を行うものとする。 

（運営規程） 

第５７条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに，次

に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法 
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(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 成年後見制度の活用支援 

(10) 苦情解決体制の整備 

(11) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第５８条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介

護を提供できるよう，指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに，夜間対応型訪問介護従業

者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに，当該指定

夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サー

ビスを提供しなければならない。ただし，随時訪問サービスについては，他の指定訪問

介護事業所との連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運

営を期待することができる場合であって，利用者の処遇に支障がないときは，当該他の

指定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせることができる。 

３ 前項の規定にかかわらず，指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定夜間対応型訪問介護の事業と指

定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一敷地内において一体的に運営され

ている場合（第３３条第２項ただし書の規定により当該夜間対応型訪問介護事業所の従

業者が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務を行うことにつき市長

に認められている場合に限る。）であって，利用者の処遇に支障がないときは，市長が

地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において，定期巡回サービス又は随時訪問サー

ビスの事業の一部を他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の従業

者に行わせることができる。 

４ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，夜間対応型訪問介護従業者の資質の向上のために

研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，夜間対応型訪問介護従業者の計画的な人材育成に

努めなければならない。 

（地域との連携等） 
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第５９条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，その事業の運営に当たっては，提供した指

定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して本市等が派遣する者が相談及

び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第６０条 指定夜間対応型訪問介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定夜間対応型訪問介護事業者は，利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に

関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 夜間対応型訪問介護計画 

(2) 第５８条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(3) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(4) 次条において準用する第２９条に規定する本市への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 法第４０条に規定する介護給付及び次条において準用する第２１条第１項から第３

項までに規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第６１条 第９条から第２２条まで，第２７条，第２９条，第３４条から第３９条まで，

第４１条及び第４２条の規定は，夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場

合において，第９条第１項中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「第５７条に

規定する重要事項に関する規程」と，同項，第１９条，第３４条第１項及び第３５条中

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業

者」と，第１４条中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者

（オペレーションセンターを設置しない場合にあっては，訪問介護員等）」と，第２７

条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と，

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護（随時対応サービスを除く。）」とあるのは「夜
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間対応型訪問介護（オペレーションセンターサービスを除く。）」と，第３５条中「運

営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。 

第４章 認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針 

第６２条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護（以下「指定認知症

対応型通所介護」という。）の事業は，要介護状態となった場合においても，認知症

（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）である利用者（その者の認知症

の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が可能な限りその居宅に

おいて，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう，必要な日常

生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，利用者の社会的孤立感の解消及び心身の

機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければな

らない。 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介

護 

（従業者の員数） 

第６３条 単独型指定認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特別養護老人ホー

ム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホ

ームをいう。以下同じ。），同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム，病院（医療

法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をいう。以下同じ。），診療

所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。），介護老人保健施設，社会福祉施設，特

定施設（法第８条第１１項に規定する特定施設をいう。）又は地域密着型特定施設入居

者生活介護（同条第２０項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。）を

いう。以下同じ。）に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所

介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護（特別

養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護

をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「単独型・併設型指定認知症対応
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型通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者の員数は，次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護（単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。）の提供日ごとに，当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供してい

る時間帯に生活相談員（専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に

当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症

対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるた

めに必要と認められる数 

(2) 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は介護職

員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに，専ら当該単独型・併設

型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が１以上及び当該

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護

職員（いずれも専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者

に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通

所介護を提供している時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認めら

れる数 

(3) 機能訓練指導員 １以上 

２ 前項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する者

又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなけ

ればならない。 

３ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は，単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護の単位ごとに，第１項第２号の看護職員又は介護職員を，常時１人以上当該

単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。 

４ 第１項第２号の規定にかかわらず，同号の看護職員又は介護職員は，利用者の処遇に

支障がない場合は，他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又

は介護職員として従事することができるものとする。 

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，当該単独型・併
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設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

６ 第１項第１号及び第２号の生活相談員，看護職員又は介護職員のうち１人以上は，常

勤でなければならない。 

７ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合については，指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第５条第１項から第６項までに規定する人員に関する基準を満たすことを

もって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

８ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は，単独型・併設型指定認知症対応

型通所介護であってその提供が同時に１又は複数の利用者（当該単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第５条第１項に規定する単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，か

つ，単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護（同項第１号に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されてい

る場合にあっては，当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同

じ。）に対して一体的に行われるものをいい，その利用定員（当該単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第６５条第２項第１号アにおい

て同じ。）を１２人以下とする。 

（管理者） 

第６４条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は，単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければな

らない。ただし，単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない

場合は，当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，又
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は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，適切な単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって，

基準省令第４３条第２項に規定する平成２４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労

働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

３ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第

１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業（同法第２条第１項に規定する

社会福祉事業をいう。以下同じ。）に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力

を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（設備及び備品等） 

第６５条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は，食堂，機能訓練室，静養

室，相談室，便所，洗面設備及び事務室を有するほか，消火設備その他の非常災害に際

して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他

の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面

積は，３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず，食堂及び機能訓練室は，食事の提供の際にはその提供に支障が

ない広さを確保でき，かつ，機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確

保できる場合にあっては，同一の場所とすることができる。 

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

(3) 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の

用に供するものでなければならない。ただし，利用者に対する単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護の提供に支障がない場合は，この限りでない。 

４ 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，単独型・併設型指定認知症対応型
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通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合については，指定地域密着型介護予防サー

ビス基準条例第７条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を満たすことを

もって，前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第２款 共用型指定認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第６６条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同

生活介護事業所（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第７２条第１項に規定する

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。）の居間若

しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食

堂若しくは共同生活室において，これらの事業所又は施設の利用者，入居者又は入所者

とともに行う指定認知症対応型通所介護（以下「共用型指定認知症対応型通所介護」と

いう。）の事業を行う者（以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。）

に置くべき従業者の員数は，当該利用者，当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型

指定認知症対応型通所介護の利用者（当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（指定地域密着型介護予防サービス基準

条例第８条第１項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共

用型指定介護予防認知症対応型通所介護（同項に規定する共用型指定介護予防認知症対

応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合にあっては，当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用

型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。）の数を合計した

数について，第１１２条，第１３２条若しくは第１５３条又は指定地域密着型介護予防

サービス基準条例第７２条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護

事業者の指定を併せて受け，かつ，共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指

定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて
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いる場合については，指定地域密着型介護予防サービス基準条例第８条第１項に規定す

る人員に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

（利用定員等） 

第６７条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用型指定認知症対

応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けるこ

とができる利用者の数の上限をいう。）は，指定認知症対応型共同生活介護事業所，指

定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所，指定地域密着型特定施設又は指定地域密

着型介護老人福祉施設ごとに１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，指定居宅サービス（法第４１条第１項に

規定する指定居宅サービスをいう。），指定地域密着型サービス，指定居宅介護支援

（法第４６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。），指定介護予防サービス

（法第５３条第１項に規定する指定介護予防サービスをいう。），指定地域密着型介護

予防サービス（法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをい

う。）若しくは指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をい

う。）の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営（第８４条第７

項において「指定居宅サービス事業等」という。）について３年以上の経験を有する者

でなければならない。 

（管理者） 

第６８条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は，共用型指定認知症対応型通所介護

事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，

共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は，当該共用型指定認

知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施

設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，適切な共用型指定認知症対応型

通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって，第６４条第２項に

規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

３ 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号
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のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等

以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第６９条 指定認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）は，指定認知

症対応型通所介護の提供に当たっては，利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催す

るサービス担当者会議等を通じて，利用者の心身の状況，その置かれている環境，他の

保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第７０条 指定認知症対応型通所介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定認

知症対応型通所介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定

認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対

応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支

払を受けるものとする。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定認知症

対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定認知症

対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行

う送迎に要する費用 

(2) 指定認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定認知症対応型通所介護で

あって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において，通常

の指定認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用 

(3) 食事の提供に要する費用 

(4) おむつ代 
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(5) 前各号に掲げるもののほか，指定認知症対応型通所介護の提供において提供される

便宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用

者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については，基準省令第４９条第４項に規定する平成１７年

厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定認知症対応型通所介護事業者は，第３項の費用の額に係るサービスの提供に当た

っては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用につい

て説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針） 

第７１条 指定認知症対応型通所介護は，利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよ

う，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定認

知症対応型通所介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） 

第７２条 指定認知症対応型通所介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定認知症対応型通所介護は，利用者が住み慣れた地域での生活を継続することが

できるよう，地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ，利用者の心身の状

況を踏まえ，妥当適切に行うこと。 

(2) 指定認知症対応型通所介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞれ

の役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。 

(3) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，認知症対応型通所介護計画に基づ

き，漫然かつ画一的にならないように，利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営

むことができるよう必要な援助を行うこと。 

(4) 認知症対応型通所介護従業者（第６３条第１項又は第６６条第１項の従業者をいう。

以下同じ。）は，指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うこ

とを旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しや

すいように説明を行うこと。 

(5) 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通所介護の提供に当たって
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は，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）を行ってはならないこと。 

(6) 指定認知症対応型通所介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び

時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らないこと。 

(7) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な

介護技術をもってサービスの提供を行うこと。 

(8) 指定認知症対応型通所介護は，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ，相談

援助等の生活指導，生活機能の改善又は維持のための機能訓練その他必要なサービス

を利用者の希望を踏まえて適切に提供すること。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用する

ことができるように支援しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，必要に応じ，利用者の送迎が可能となるよう，

体制の整備に努めるものとする。 

（認知症対応型通所介護計画の作成） 

第７３条 指定認知症対応型通所介護事業所（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）の管理者（第

６４条又は第６８条の管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。）は，利用者

の心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，機能訓練等の目標，当該目

標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を

作成しなければならない。 

２ 認知症対応型通所介護計画は，既に居宅サービス計画が作成されている場合は，当該

居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，認知症対応型通所介護計画の作成に当

たっては，その内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得な

ければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，認知症対応型通所介護計画を作成した
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際には，当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 認知症対応型通所介護従業者は，それぞれの利用者について，認知症対応型通所介護

計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行わなければならない。 

（管理者の責務） 

第７４条 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，指定認知症対応型通所介護事業

所の従業者の管理及び指定認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整，業務の実

施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は，当該指定認知症対応型通所介護事業所

の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第７５条 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通所介護事業所ごとに，

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員（第６３条第８項又は第６７条第１項の利用

定員をいう。第７７条において同じ。） 

(5) 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8)  緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第７６条 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対し適切な指定認知症対応型通
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所介護を提供できるよう，指定認知症対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制

を定め，その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通所介護事業所ごとに，当該

指定認知症対応型通所介護事業所の従業者によって指定認知症対応型通所介護を提供し

なければならない。ただし，利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，こ

の限りでない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，認知症対応型通所介護従業者の資質の向上のた

めに研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は，認知症対応型通所介護従業者の計画的な人材育

成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第７７条 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用定員を超えて指定認知症対応型通所

介護の提供を行ってはならない。ただし，災害その他のやむを得ない事情がある場合は，

この限りでない。 

（非常災害対策） 

第７８条 指定認知症対応型通所介護事業者は，指定認知症対応型通所介護事業所が立地

する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非常災害の種類ごとに，その規模及び被害

の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計画を策定するとともに，非常災害時

の関係機関への通報及び関係者との連携の体制を整備し，それらの内容（次項において

「計画等」という。）を定期的に従業者に周知しなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，当該事業所の見やすい場所に，計画等の概要を

掲示しなければならない。 

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は，非常災害に備えるため，第１項の計画に従い，

避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わ

なければならない。 

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は，非常災害時における利用者等の安全の確保が図

られるよう，あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，地域密着型サービス事業者その他

の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うため
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の体制の整備に努めるものとする。 

５ 指定認知症対応型通所介護事業者は，非常災害時において，高齢者，障害者，乳幼児

等特に配慮を要する者の受入れに努めるものとする。 

（衛生管理等） 

第７９条 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者の使用する施設，食器その他の設

備又は飲用に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講じな

ければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，当該指定認知症対応型通所介護事業所において

感染症が発生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

（地域との連携等） 

第８０条 指定認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営に当たっては，地域住民

又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければなら

ない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営に当たっては，提供した指定認

知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して，本市等が派遣する者が相談及

び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第８１条 指定認知症対応型通所介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提

供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 認知症対応型通所介護計画 

(2) 第７２条第１項第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(3) 第７６条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(4) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 
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(5) 次条において準用する第２９条に規定する本市への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(8) 法第４０条に規定する介護給付及び第７０条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第８２条 第９条から第１３条まで，第１５条から第１８条まで，第２０条，第２２条，

第２９条，第３５条から第３９条まで，第４１条，第４２条及び第５５条の規定は，指

定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において，第９条第１項中

「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「第７５条に規定する重要事項に関する規

程」と，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所

介護従業者」と，第３５条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と，

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業

者」と，第５５条中「訪問介護員等」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と読

み替えるものとする。 

第４章 小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針 

第８３条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護（以下「指定小規

模多機能型居宅介護」という。）の事業は，要介護者について，その居宅において，又

はサービスの拠点に通わせ，若しくは短期間宿泊させ，当該拠点において，家庭的な環

境と地域住民との交流の下で，入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話

及び機能訓練を行うことにより，利用者がその有する能力に応じその居宅において自立

した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第８４条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定小規模多機能型居宅

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護
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事業所」という。）ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者

（以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。）の員数は，夜間及び深夜の時間帯

以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従

業者については，常勤換算方法で，通いサービス（登録者（指定小規模多機能型居宅介

護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下

この章において同じ。）を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多

機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。）の提供に当たる者をその利用者

（当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項に規定する指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。）の指定を併せて受

け，かつ，指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護

（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４４条に規定する指定介護予防小規模多

機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。）の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合にあっては，当該事業所における指定小規模多機能型居宅

介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において

同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに１以上及び訪問サービス（小規模多機能型

居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し，当該居宅において行う小規模多機能型居宅介

護，（第７項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあって

は当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を，同項に規定するサテラ

イト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機

能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同

項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において

行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章において同じ。）の提

供に当たる者を１以上とし，夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介

護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については，夜間及び深夜の勤務（夜

間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第５項において同

じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とす
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る。 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は，常勤でなければならない。 

４ 小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は，看護師又は准看護師でなければ

ならない。 

５ 宿泊サービス（登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小

規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介

護事業所にあっては，当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し，その処遇に支障がない場合に，

当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。）

をいう。以下この章において同じ。）の利用者がいない場合であって，夜間及び深夜の

時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備し

ているときは，第１項の規定にかかわらず，夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深

夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができ

る。 

６ 指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設され

ている場合において，前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介

護従業者を置くほか，当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置

いているときは，当該小規模多機能型居宅介護従業者は，当該各号に掲げる施設等の職

務に従事することができる。 

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

(2) 指定地域密着型特定施設 

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(4) 指定介護療養型医療施設（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する

診療所であるものに限る。） 

７ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所（指定

小規模多機能型居宅介護事業所であって，指定居宅サービス事業等その他の保健医療又
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は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業

者又は指定複合型サービス事業者により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事

業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所であって

当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に

係る支援を行うもの（以下「本体事業所」という。）との密接な連携の下に運営される

ものをいう。以下同じ。）に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅

介護従業者については，本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは，１人以上とする

ことができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所につい

ては，夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能

型居宅介護従業者又は複合型サービス従業者（第１９３条第１項に規定する複合型サー

ビス従業者をいう。）により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登

録者の処遇が適切に行われると認められるときは，夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直

勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

９ 第４項の規定にかかわらず，サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所につい

ては，本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認めら

れるときは，看護師又は准看護師を置かないことができる。 

１０ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者に係る居宅サービス計画及び小規模

多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。

ただし，当該介護支援専門員は，利用者の処遇に支障がない場合は，当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業

所に併設する第６項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

１１ 前項の介護支援専門員は，基準省令第６３条第１１項に規定する平成２４年厚生労

働省告示第１１３号により厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければなら

ない。 

１２ 第１０項の規定にかかわらず，サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に

ついては，本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居
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宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは，介護

支援専門員に代えて，小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の厚生労

働大臣が定める研修を修了している者（第９８条において「研修修了者」という。）を

置くことができる。 

１３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者

の指定を併せて受け，かつ，指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につい

ては，指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項から第１２項までに規

定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

（管理者） 

第８５条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護事業所ご

とに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定小規

模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所の他の職務に従事し，又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する

前条第６項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が，指

定夜間対応型訪問介護事業者，指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併

せて受け，一体的な運営を行っている場合には，これらの事業に係る職務を含む。）に

従事することができるものとする。 

２ 前項本文及び第１９４条第１項の規定にかかわらず，指定小規模多機能型居宅介護事

業所の管理上支障がない場合は，サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管

理者は，本体事業所の管理者をもって充てることができる。 

３ 前２項の管理者は，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンター（老人福祉法第

２０条の２の２に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。），介護老人

保健施設，指定小規模多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応型共同生活介護事業所，

指定複合型サービス事業所等の従業者又は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２

項に規定する政令で定める者をいう。次条，第１１３条第２項，第１１４条及び第１９
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５条において同じ。）として３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者

であって，基準省令第６４条第３項に規定する平成２４年厚生労働省告示第１１３号に

より厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第８６条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は，特別養護老人ホーム，老人デ

イサービスセンター，介護老人保健施設，指定小規模多機能型居宅介護事業所，指定認

知症対応型共同生活介護事業所，指定複合型サービス事業所等の従業者，訪問介護員等

として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは

福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって，基準省令第６５条に規定する

平成２４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大臣が定める研修を修了している

ものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（登録定員及び利用定員） 

第８７条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は，その登録定員（登録者の数（当該指定

小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を

併せて受け，かつ，指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，登

録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項に規定する登録

者の数の合計数）の上限をいう。以下この章において同じ。）を２５人（サテライト型

指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，１８人）以下とする。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業所は，次に掲げる範囲内において，通いサービス及

び宿泊サービスの利用定員（当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービス

ごとの１日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。）を定めるも

のとする。 

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（サテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては，１２人）まで 

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人（サテライト型指定小

規模多機能型居宅介護事業所にあっては，６人）まで 

602



（設備及び備品等） 

第８８条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は，居間，食堂，台所，宿泊室，浴室，便

所及び洗面設備を有するほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指

定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は，機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

(2) 宿泊室 

ア 一の宿泊室の定員は，１人とする。ただし，利用者の処遇上必要と認められる場

合は，２人とすることができるものとする。 

イ 一の宿泊室の床面積は，７．４３平方メートル以上とすること。 

ウ ア及びイを満たす宿泊室（以下「個室」という。）以外の宿泊室を設ける場合は，

個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は，おおむね７．４３平方メートルに宿泊

サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするもの

とし，その構造は利用者のプライバシーが確保されたものとすること。 

エ プライバシーが確保された居間については，ウの個室以外の宿泊室の面積に含め

ることができる。 

(3) 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するも

のでなければならない。ただし，利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に

支障がない場合は，この限りでない。 

４ 指定小規模多機能型居宅介護事業所は，利用者の家族との交流の機会の確保及び地域

住民との交流を図る観点から，住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民

との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の

指定を併せて受け，かつ，指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多

機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は，指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４９条第１項から第４項までに規定す

る設備に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているもの
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とみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第８９条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護の提供に

当たっては，介護支援専門員（第８４条第１２項の規定により介護支援専門員を配置し

ていないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，本体事業所の介

護支援専門員。以下この条及び第９５条において同じ。）が開催するサービス担当者会

議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置

付けた指定居宅サービス等（法第８条第２３項に規定する指定居宅サービス等をいう。

以下同じ。）の担当者を招集して行う会議をいう。）等を通じて，利用者の心身の状況，

その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に

努めなければならない。 

（居宅サービス事業者等との連携） 

第９０条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護を提供す

るに当たっては，居宅サービス事業者，地域包括支援センター又は保健医療サービス若

しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当

たっては，利用者の健康管理を適切に行うため，主治の医師との密接な連携に努めなけ

ればならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護の提供の終了に

際しては，利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに，当該利用者に係る

指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び地域包括支援センター又は保健医療サ

ービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第９１条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，小規模多機能型居宅介護従業者のうち

訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ，初回訪問時及び利用

者又はその家族から求められたときは，これを提示すべき旨を指導しなければならない。 

（利用料等の受領） 
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第９２条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定

小規模多機能型居宅介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該

指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小

規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得

た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定小規

模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定小

規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に，不合理な差

額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる

費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行

う送迎に要する費用 

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービス

を提供する場合は，それに要した交通費の額 

(3) 食事の提供に要する費用 

(4) 宿泊に要する費用 

(5) おむつ代 

(6) 前各号に掲げるもののほか，指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供され

る便宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利

用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号及び第４号に掲げる費用については，基準省令第７１条第４項に規定する

平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるものと

する。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，第３項の費用の額に係るサービスの提供に当

たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用につ

いて説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針） 
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第９３条 指定小規模多機能型居宅介護は，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に

資するよう，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定

小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに，定期的に外部の者による評価を受

けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなければならない。 

（指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第９４条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定小規模多機能型居宅介護は，利用者が住み慣れた地域での生活を継続すること

ができるよう，地域住民との交流及び地域活動への参加を図りつつ，利用者の心身の

状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，通いサービス，訪問サービス及び

宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより，妥当適切に行うこと。 

(2) 指定小規模多機能型居宅介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞ

れの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う

こと。 

(3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，小規模多機能型居宅介護計画に

基づき，漫然かつ画一的にならないように，利用者の機能訓練及びその者が日常生活

を営むことができるよう必要な援助を行うこと。 

(4) 小規模多機能型居宅介護従業者は，指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たって

は，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供等に

ついて，理解しやすいように説明を行うこと。 

(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護の提供に当た

っては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き，身体的拘束等を行ってはならないこと。 

(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及

び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければ

ならないこと。 

(7) 指定小規模多機能型居宅介護は，通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく

少ない状態が続くものであってはならないこと。 
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(8) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者が通いサービスを利用していない日

においては，可能な限り，訪問サービスの提供，電話連絡による見守り等を行う等登

録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならないこ

と。 

（居宅サービス計画の作成） 

第９５条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は，介護支援専門員に，登録者の

居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 介護支援専門員は，前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては，指定居宅

介護支援等基準第１３条各号に掲げる具体的取扱方針に沿って行うものとする。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第９６条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，毎月，国民健康保険団体連合会に対し，

居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領

サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。 

（利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付） 

第９７条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者が他の指定小規模多機能型居宅

介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には，当該登録

者に対し，直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければな

らない。 

（小規模多機能型居宅介護計画の作成） 

第９８条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は，介護支援専門員（第８４条第

１２項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型

居宅介護事業所にあっては，研修修了者。以下この条において同じ。）に，小規模多機

能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 介護支援専門員は，小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては，地域における

活動への参加の機会が提供されること等により，利用者の多様な活動が確保されるもの

となるように努めなければならない。 

３ 介護支援専門員は，利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，

他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上，援助の目標，当該目標を達成するため
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の具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するととも

に，これを基本としつつ，利用者の日々の様態，希望等を勘案し，随時適切に通いサー

ビス，訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。 

４ 介護支援専門員は，小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては，その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

５ 介護支援専門員は，小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には，当該小規模多機

能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 介護支援専門員は，小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても，常に小規模多

機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い，必要に応じて

小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。 

７ 第２項から第５項までの規定は，前項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の変更

について準用する。 

（介護等） 

第９９条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう，適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，

利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者

による介護を受けさせてはならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は，可能な

限り利用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第１００条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者の外出の機会の確保その他の

利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関

に対する手続等について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その者

の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用す

ることができるように支援しなければならない。 
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４ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るとともに利

用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第１０１条 小規模多機能型居宅介護従業者は，現に指定小規模多機能型居宅介護の提供

を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに主

治の医師又はあらかじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関

への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第１０２条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護事業所

ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利

用定員 

(5) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(12) 成年後見制度の活用支援 

(13) 苦情解決体制の整備 

(14) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第１０３条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，登録定員並びに通いサービス及び宿
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泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。

ただし，通いサービス及び宿泊サービスの利用は，利用者の様態，希望等により特に必

要と認められる場合は，一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。

なお，災害その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（非常災害対策） 

第１０４条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護事業所

が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非常災害の種類ごとに，その規模及

び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計画を策定するとともに，非常

災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の体制を整備し，それらの内容（次項に

おいて「計画等」という。）を定期的に従業者に周知しなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，当該事業所の見やすい場所に，計画等の概要

を掲示しなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，非常災害に備えるため，第１項の計画に従い，

避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わ

なければならない。 

４ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たって，地域

住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，非常災害時における利用者等の安全の確保が

図られるよう，あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，地域密着型サービス事業者その

他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うた

めの体制の整備に努めるものとする。 

６ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，非常災害時において，高齢者，障害者，乳幼

児等特に配慮を要する者の受入れに努めるものとする。 

（協力医療機関等） 

第１０５条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，主治の医師との連携を基本としつつ，

利用者の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，協力医療機関を定めておかなければ

ならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておく
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よう努めなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，サービスの提供体制の確保，夜間における緊

急時の対応等のため，特別養護老人ホーム，介護老人保健施設，病院等との間の連携及

び支援の体制を整えなければならない。 

（調査への協力等） 

第１０６条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，提供した指定小規模多機能型居宅介

護に関し，利用者の心身の状況を踏まえ，妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行

われているかどうかを確認するために本市が行う調査に協力するとともに，本市から指

導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。 

（地域との連携等） 

第１０７条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護の提供

に当たっては，利用者，利用者の家族，地域住民の代表者，本市の職員又は当該指定小

規模多機能型居宅介護事業所が所在する区域を管轄する地域包括支援センターの職員，

小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下この

項において「運営推進会議」という。）を設置し，おおむね２月に１回以上，運営推進

会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し，運営推進

会議による評価を受けるとともに，運営推進会議から必要な要望，助言等を聴く機会を

設けなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，前項の報告，評価，要望，助言等についての

記録を作成するとともに，当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，その事業の運営に当たっては，地域住民又は

その自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

４ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，その事業の運営に当たっては，提供した指定

小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して，本市等が派遣する者が相

談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めなければならな

い。 

５ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，指定小規模多機能型居宅介護事業所の所在す
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る建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を提供する

場合には，当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定小規模多機能型居宅介護

の提供を行うよう努めなければならない。 

（居住機能を担う併設施設等への入居） 

第１０８条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，可能な限り，利用者がその居宅にお

いて生活を継続できるよう支援することを前提としつつ，利用者が第８４条第６項各号

に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は，円滑にそれらの施設へ入所等

が行えるよう，必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（記録の整備） 

第１０９条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護

の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければなら

ない。 

(1) 居宅サービス計画 

(2) 小規模多機能型居宅介護計画 

(3) 第９４条第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 第１０７条第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記録 

(5) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(6) 次条において準用する第２９条に規定する本市への通知に係る記録 

(7) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(8) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(9) 次条において準用する第７６条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(10) 法第４０条に規定する介護給付及び第９２条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 
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（準用） 

第１１０条 第９条から第１３条まで，第２０条，第２２条，第２９条，第３５条から第

３９条まで，第４１条，第４２条，第７４条，第７６条及び第７９条の規定は，指定小

規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において，第９条第１項中

「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「第１０２条に規定する重要事項に関する

規程」と，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型

居宅介護従業者」と，第３５条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」

と，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介

護従業者」と，第７４条第２項中「この節」とあるのは「第５章第４節」と，第７６条

第３項及び第４項中「認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅

介護従業者」と読み替えるものとする。 

第６章 認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針 

第１１１条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護（以下「指定

認知症対応型共同生活介護」という。）の事業は，要介護者であって認知症であるもの

について，共同生活住居（法第８条第１９項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。

以下同じ。）において，家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴，排せつ，食事等

の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより，利用者がその有する

能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１１２条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者（以下「指定認知症対応型共

同生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定認知症対応型共同

生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当

たる従業者（以下「介護従業者」という。）の員数は，当該事業所を構成する共同生活

住居ごとに，夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提

供に当たる介護従業者を，常勤換算方法で，当該共同生活住居の利用者（当該指定認知

症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者（指定地
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域密着型介護予防サービス基準条例第７２条第１項に規定する指定介護予防認知症対応

型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定認知症対

応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護（同条例第７１条に

規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，当該事業所における指定認

知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下こ

の条及び第１１５条において同じ。）の数が３又はその端数を増すごとに１以上とする

ほか，夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務（夜間

及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。）を行わせるために必

要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 介護従業者のうち１以上の者は，常勤でなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業所に，指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指

定複合型サービス事業所が併設されている場合において，前３項に定める員数を満たす

介護従業者を置くほか，第８４条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に

関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第１９３条に

定める指定複合型サービス事業所の人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を

置いているときは，当該介護従業者は，当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指

定複合型サービス事業所の職務に従事することができる。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，共同生活住居ごとに，保健医療サービス又

は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって，認知

症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職

務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし，利用者の処遇に支障がな

い場合は，当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。 

６ 前項の計画作成担当者は，基準省令第９０条第６項に規定する平成２４年厚生労働省

告示第１１３号により厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならな

い。 
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７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は，介護支援専門員をもって充てなければ

ならない。ただし，併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービ

ス事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介

護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって，利用者の処遇に支障が

ないときは，これを置かないことができるものとする。 

８ 前項の介護支援専門員は，介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督す

るものとする。 

９ 介護支援専門員でない計画作成担当者は，特別養護老人ホームの生活相談員，介護老

人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関

し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。 

１０ 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事

業者の指定を併せて受け，かつ，指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防

認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については，指定地域密着型介護予防サービス基準条例第７２条第１項から第１０項

までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１１３条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，共同生活住居ごとに専らその職務

に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，共同生活住居の管理上支障

がない場合は，当該共同生活住居の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業

所，施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定複合型サ

ービス事業所の職務に従事することができるものとする。 

２ 共同生活住居の管理者は，適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必

要な知識及び経験を有し，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンター，介護老人

保健施設，指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として，

３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって，基準省令第９１条

第２項に規定する平成２４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大臣が定める研

修を修了しているものでなければならない。 
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（指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第１１４条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は，特別養護老人ホーム，老

人デイサービスセンター，介護老人保健施設，指定認知症対応型共同生活介護事業所等

の従業者若しくは訪問介護員等として，認知症である者の介護に従事した経験を有する

者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験

を有する者であって，基準省令第９２条に規定する平成２４年厚生労働省告示第１１３

号により厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

第１１５条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は，共同生活住居を有するものとし，

その数は１又は２とする。 

２ 共同生活住居は，その入居定員（当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型

共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第１２６条におい

て同じ。）を５人以上９人以下とし，居室，居間，食堂，台所，浴室，便所及び洗面設

備を有するほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生

活を営む上で必要な設備を設けるものとする。 

３ 一の居室の定員は，１人とする。ただし，利用者の処遇上必要と認められる場合は，

２人とすることができるものとする。 

４ 一の居室の床面積は，７．４３平方メートル以上としなければならない。 

５ 居間及び食堂は，同一の場所とすることができる。 

６ 便所は，居室ごとに設けるか，又は共同生活住居ごとにその入居定員の３分の１以上

の数を設けるものとし，要介護者が使用するのに適したものとすること。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業所は，利用者の家族との交流の機会の確保及び地

域住民との交流を図る観点から，住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住

民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。 

８ 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認

知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

については，指定地域密着型介護予防サービス基準条例第７５条第１項から第６項まで
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に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（入退居） 

第１１６条 指定認知症対応型共同生活介護は，要介護者であって認知症である者のうち，

少人数による共同生活を営むことに支障がないものに提供するものとする。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者の入居に際しては，主治の医師

の診断書により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならな

い。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者が入院治療を要する者であるこ

と等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は，

適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者，介護保険施設，病院又は診療所を紹

介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者の入居に際しては，その者の心

身の状況，生活歴，病歴等の把握に努めなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の退居の際には，利用者及びその家

族の希望を踏まえた上で，退居後の生活環境及び介護の継続性に配慮し，退居に必要な

援助を行わなければならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の退居に際しては，利用者又はその

家族に対し，適切な指導を行うとともに，指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及

び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

（サービスの提供の記録） 

第１１７条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，入居に際しては入居の年月日及び

入居している共同生活住居の名称を，退居に際しては退居の年月日を，利用者の被保険

者証に記載しなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，指定認知症対応型共同生活介護を提供した

際には，提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 
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（利用料等の受領） 

第１１８条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する

指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，

当該指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該

指定認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控

除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定認

知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指

定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に，不合

理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げ

る費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 食材料費 

(2) 理美容代 

(3) おむつ代 

(4) 前３号に掲げるもののほか，指定認知症対応型共同生活介護において提供される便

宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当

たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用につ

いて説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針） 

第１１９条 指定認知症対応型共同生活介護は，利用者の認知症の症状の進行を緩和し，

安心して日常生活を送ることができるよう，利用者の心身の状況を踏まえ，妥当適切に

行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護は，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞ

れの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われ

なければならない。 
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３ 指定認知症対応型共同生活介護は，認知症対応型共同生活介護計画に基づき，漫然か

つ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

４ 共同生活住居における介護従業者は，指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっ

ては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法

等について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

５ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，指定認知症対応型共同生活介護の提供に当

たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得な

い場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

６ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及

び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

７ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指

定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに，定期的に外部の者による評価

を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなければならない。 

（認知症対応型共同生活介護計画の作成） 

第１２０条 共同生活住居の管理者は，計画作成担当者（第１１２条第５項の計画作成担

当者をいう。以下この条において同じ。）に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関

する業務を担当させるものとする。 

２ 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては，地域における活動への参加の機

会の提供等により，利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。 

３ 計画作成担当者は，利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，

他の介護従業者と協議の上，援助の目標，当該目標を達成するための具体的なサービス

の内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。 

４ 計画作成担当者は，認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては，その内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

５ 計画作成担当者は，認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には，当該認知症対

応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 計画作成担当者は，認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても，他の介護従
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業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービ

ス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより，認知症対応型共同生活介護計画の実

施状況の把握を行い，必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものと

する。 

７ 第２項から第５項までの規定は，前項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の変

更について準用する。 

（介護等） 

第１２１条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，

当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

３ 利用者の食事その他の家事等は，原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努

めるものとする。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第１２２条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の趣味又はし好に応じた活

動の支援に努めなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者が日常生活を営む上で必要な行政機

関に対する手続等について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その

者の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用

することができるように支援しなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るとともに

利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

（管理者による管理） 

第１２３条 共同生活住居の管理者は，同時に介護保険施設，指定居宅サービス，指定地

域密着型サービス，指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの事業

を行う事業所，病院，診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただ

し，これらの事業所，施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理
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上支障がない場合は，この限りでない。 

（運営規程） 

第１２４条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，共同生活住居ごとに，次に掲げる

事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務内容 

(3) 利用定員 

(4) 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 入居に当たっての留意事項 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 成年後見制度の活用支援 

(11) 苦情解決体制の整備 

(12) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１２５条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対し，適切な指定認知症

対応型共同生活介護を提供できるよう，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績と

ともに記録しておかなければならない。 

２ 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，利用者が安心して日常生活を

送ることができるよう，継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，介護従業者の資質の向上のために研修計画

を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，介護従業者の計画的な人材育成に努めなけ

ればならない。 

（定員の遵守） 

第１２６条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，入居定員及び居室の定員を超えて
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入居させてはならない。ただし，災害その他のやむを得ない事情がある場合は，この限

りでない。 

（協力医療機関等） 

第１２７条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の病状の急変等に備えるた

め，あらかじめ，協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めてお

くよう努めなければならない。 

３ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，サービスの提供体制の確保，夜間における

緊急時の対応等のため，特別養護老人ホーム，介護老人保健施設，病院等との間の連携

及び支援の体制を整えなければならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第１２８条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，居宅介護支援事業者又はその従業

者に対し，要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として，金

品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，居宅介護支援事業者又はその従業者から，

当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利

益を収受してはならない。 

（記録の整備） 

第１２９条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対する指定認知症対応型共同生活

介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

(1) 認知症対応型共同生活介護計画 

(2) 第１１７条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第１１９条第６項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 第１２５条第１項に規定する勤務の体制等の記録 
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(5) 次条において準用する第２９条に規定する本市への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(8) 次条において準用する第１０７条第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記

録 

(9) 法第４０条に規定する介護給付及び第１１８条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第１３０条 第９条，第１０条，第１２条，第１３条，第２２条，第２９条，第３５条か

ら第３７条まで，第３９条，第４１条，第４２条，第７４条，第７９条，第１０１条，

第１０４条，第１０６条及び第１０７条第１項から第４項までの規定は，指定認知症対

応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において，第９条第１項中「第３

２条に規定する運営規程」とあるのは「第１２４条に規定する重要事項に関する規程」

と，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と，第１

３条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し」とあるの

は「入居の際に」と，同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていな

い等の場合であって必要と認めるときは，要介護認定」とあるのは「要介護認定」と，

第３５条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と，「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と，第７４条中「指定認知症対応

型通所介護事業所の管理者」とあるのは「共同生活住居の管理者」と，同条第２項中

「この節」とあるのは「第６章第４節」と，第１０１条中「小規模多機能型居宅介護従

業者」とあるのは「介護従業者」と，第１０７条第１項中「小規模多機能型居宅介護に

ついて知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する

者」と，「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「運営

状況」と読み替えるものとする。 

第７章 地域密着型特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針 
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第１３１条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護（以

下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。）の事業は，地域密着型特定施

設サービス計画（法第８条第２０項に規定する計画をいう。以下同じ。）に基づき，入

浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の世話，機能訓練及び療養上の世話を行

うことにより，当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以

下この章において「利用者」という。）が指定地域密着型特定施設（同項に規定する地

域密着型特定施設であって，当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行わ

れるものをいう。以下同じ。）においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるようにするものでなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定地域密着型特定

施設入居者生活介護事業者」という。）は，安定的かつ継続的な事業運営に努めなけれ

ばならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１３２条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が指定地域密着型特定施設ご

とに置くべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「地

域密着型特定施設従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 １以上 

(2) 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は介護職

員 

ア 看護職員及び介護職員の合計数は，常勤換算方法で，利用者の数が３又はその端

数を増すごとに１以上とすること。 

イ 看護職員の数は，常勤換算方法で，１以上とすること。 

ウ 常に１以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が

確保されること。 

(3) 機能訓練指導員 １以上 

(4) 計画作成担当者 １以上 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，
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推定数とする。 

３ 第１項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する

者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものとし，

生活相談員のうち１人以上は，常勤の者でなければならない。 

４ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は，主として指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の提供に当たるものとし，看護職員のうち１人以上，及び介護職員のうち１人以

上は，常勤の者でなければならない。ただし，サテライト型特定施設（当該施設を設置

しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診

療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この章において「本体施

設」という。）との密接な連携を確保しつつ，本体施設とは別の場所で運営される指定

地域密着型特定施設をいう。以下同じ。）にあっては，常勤換算方法で１以上とする。 

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止する

ための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，当該地域密着型特

定施設における他の職務に従事することができるものとする。 

６ 第１項第４号の計画作成担当者は，専らその職務に従事する介護支援専門員であって，

地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。

ただし，利用者の処遇に支障がない場合は，当該地域密着型特定施設における他の職務

に従事することができるものとする。 

７ 第１項第１号，第３号及び第４号並びに前項の規定にかかわらず，サテライト型特定

施設の生活相談員，機能訓練指導員又は計画作成担当者については，次に掲げる本体施

設の場合には，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める職員により当該サテラ

イト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置かない

ことができる。 

(1) 介護老人保健施設 支援相談員，理学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門

員 

(2) 病院 介護支援専門員（指定介護療養型医療施設の場合に限る。） 

８ 第１項第１号の生活相談員，同項第２号の看護職員及び介護職員，同項第３号の機能

訓練指導員並びに同項第４号の計画作成担当者は，当該職務の遂行に支障がない場合は，

625



同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

９ 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービ

ス事業所が併設されている場合においては，当該指定地域密着型特定施設の員数を満た

す従業者を置くほか，第８４条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関

する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第１９３条に定

める指定複合型サービス事業所の人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置

いているときは，当該指定地域密着型特定施設の従業者は，当該指定小規模多機能型居

宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の職務に従事することができる。 

１０ 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については，併設される指定小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の介護支援専門員により当該指定地

域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置かな

いことができる。 

（管理者） 

第１３３条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密着型特定施設

ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，指定地域密着

型特定施設の管理上支障がない場合は，当該指定地域密着型特定施設における他の職務

に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等，本体施設の職務（本体施設が病

院又は診療所の場合は，管理者としての職務を除く。）若しくは併設する指定小規模多

機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の職務に従事することができるも

のとする。 

２ 指定地域密着型特定施設の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該

当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有

すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

第１３４条 指定地域密着型特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属

の建物を除く。）は，耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第

９号の２に規定する耐火建築物をいう。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定す

る準耐火建築物をいう。）でなければならない。 
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２ 指定地域密着型特定施設は，介護居室（指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行

うための専用の居室をいう。以下同じ。），一時介護室（一時的に利用者を移して指定

地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。），浴室，便所，

食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし，他に利用者を一時的に移して介

護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を，他に機能訓練を行う

ために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を，利用者が同一敷地

内にある他の事業所，施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあっては浴室及び食堂

を設けないことができるものとする。 

３ 指定地域密着型特定施設の介護居室，一時介護室，浴室，便所，食堂及び機能訓練室

は，次の基準を満たさなければならない。 

(1) 介護居室は，次の基準を満たすこと。 

ア 一の居室の定員は，１人とする。ただし，利用者の処遇上必要と認められる場合

は，２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し，介護を行える適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は，避難上有効な空き地，廊下又は広間に直接面して設けること。 

(2) 一時介護室は，介護を行うために適当な広さを有すること。 

(3) 浴室は，身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

(4) 便所は，居室のある階ごとに設置し，非常用設備を備えていること。 

(5) 食堂は，機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

(6) 機能訓練室は，機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

４ 指定地域密着型特定施設は，利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構

造を有するものでなければならない。 

５ 指定地域密着型特定施設は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設ける

ものとする。 

６ 前各項に定めるもののほか，指定地域密着型特定施設の構造設備の基準については，

建築基準法及び消防法（昭和２３年法律第１８６号）の定めるところによる。 

第４節 運営に関する基準 
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（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第１３５条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，あらかじめ，入居申込者

又はその家族に対し，第１４７条の重要事項に関する規程の概要，従業者の勤務の体制，

利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，入居及び指定地域密着型特定施設入

居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，前項の契約において，入居者の権

利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，より適切な指定地域密着型特定施

設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行う

こととしている場合にあっては，利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用

者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記しなければ

ならない。 

４ 第９条第２項から第６項までの規定は，第１項の規定による文書の交付について準用

する。 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第１３６条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，正当な理由なく入居者に

対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，入居者が指定地域密着型特定施設

入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が

提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，入居申込者又は入居者（以下「入

居者等」という。）が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサー

ビスを提供することが困難であると認めた場合は，適切な病院又は診療所の紹介その他

の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の提供に当たっては，利用者の心身の状況，その置かれている環境等の把握に努

めなければならない。 
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（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意） 

第１３７条 老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームである指定地域密着型

特定施設において指定地域密着型特定施設入居者生活介護（利用期間を定めて行うもの

を除く。以下この条において同じ。）を提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介

護事業者は，当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとし

て提供する場合は，利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し，その意

思を確認しなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，毎月，当該指定地域密着型特定施

設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は，前項に規定する利用

者の同意を得た旨及びその者の氏名等が記載された書類を作成し，当該書類を国民健康

保険団体連合会に提出しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第１３８条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密着型特定施設

入居者生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特

定施設の名称を，指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の

年月日を，利用者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密着型特定施設入居者生

活介護を提供した際には，提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならな

い。 

（利用料等の受領） 

第１３９条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，法定代理受領サービスに

該当する指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には，その利用者から利

用料の一部として，当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護

サービス費用基準額から当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に支払われ

る地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しな

い指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料の額と，指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス
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費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，

次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 

(2) おむつ代 

(3) 前２号に掲げるもののほか，指定地域密着型特定施設入居者生活介護において提供

される便宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び

費用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針） 

第１４０条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の要介護状態の軽

減又は悪化の防止に資するよう，認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて，日常

生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は，地域密着型特定施設サービス計画に基づ

き，漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 地域密着型特定施設従業者は，指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当た

っては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者又はその家族から求められたときは，サ

ービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密着型特定施設入居者生

活介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，そ

の態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

６ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提

供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い，常にその改善を図る
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とともに，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果の公表に努めなければ

ならない。 

（地域密着型特定施設サービス計画の作成） 

第１４１条 指定地域密着型特定施設の管理者は，計画作成担当者（第１３２条第１項第

４号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。）に地域密着型特定施設サー

ビス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 計画作成担当者は，地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては，適切な方

法により，利用者について，その有する能力，その置かれている環境等の評価を通じて

利用者が現に抱える問題点を明らかにし，利用者が自立した日常生活を営むことができ

るように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

３ 計画作成担当者は，利用者又はその家族の希望，利用者について把握された解決すべ

き課題に基づき，他の地域密着型特定施設従業者と協議の上，サービスの目標及びその

達成時期，サービスの内容，サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ地域密着

型特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

４ 計画作成担当者は，地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては，その原案

の内容について利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得なけ

ればならない。 

５ 計画作成担当者は，地域密着型特定施設サービス計画を作成した際には，当該地域密

着型特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

６ 計画作成担当者は，地域密着型特定施設サービス計画作成後においても，他の地域密

着型特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより，地域密着型特定施設サービス

計画の実施状況の把握を行うとともに，利用者についての解決すべき課題の把握を行い，

必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画の変更を行うものとする。 

７ 第２項から第５項までの規定は，前項に規定する地域密着型特定施設サービス計画の

変更について準用する。 

（介護） 

第１４２条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行われなければならない。 
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２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，自ら入浴が困難な利用者について，

１週間に２回以上，適切な方法により，入浴させ，又は清拭

しき

しなければならない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切

な方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，前３項に定めるほか，利用者に対

し，食事，離床，着替え，整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

（機能訓練） 

第１４３条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の心身の状況等を

踏まえ，必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能

訓練を行わなければならない。 

（健康管理） 

第１４４条 指定地域密着型特定施設の看護職員は，常に利用者の健康の状況に注意する

とともに，健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（相談及び援助） 

第１４５条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の心身の状況，

その置かれている環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に

適切に応じるとともに，利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制

度を活用することができるように支援しなければならない。 

（利用者の家族との連携等） 

第１４６条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の家族との連

携を図るとともに，利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければな

らない。 

（運営規程） 

第１４７条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，指定地域密着型特定施設

ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 
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(2) 地域密着型特定施設従業者の職種，員数及び職務内容 

(3) 入居定員及び居室数 

(4) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(8) 非常災害対策 

(9) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１４８条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対し，適切な指

定地域密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう，従業者の勤

務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，当該指定地域密着型特定施設の従

業者によって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただ

し，当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確

実に行うことができる場合は，この限りでない。 

３ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，前項ただし書の規定により指定地

域密着型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に

行わせる場合にあっては，当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し，その

結果等を記録しなければならない。 

４ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，地域密着型特定施設従業者の資質

の向上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，地域密着型特定施設従業者の計画

的な人材育成に努めなければならない。 
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（協力医療機関等） 

第１４９条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の病状の急変等に

備えるため，あらかじめ，協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，あらかじめ，協力歯科医療機関を

定めておくよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１５０条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，従業者，設備，備品及び

会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する指定地域密着型特

定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

(1) 地域密着型特定施設サービス計画 

(2) 第１３７条第２項に規定する同意等に係る記録 

(3) 第１３８条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(4) 第１４０条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心

身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(5) 第１４８条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(6) 第１４８条第３項に規定する結果等の記録 

(7) 次条において準用する第２９条に規定する本市への通知に係る記録 

(8) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(9) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(10) 次条において準用する第１０７条第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の

記録 

(11) 法第４０条に規定する介護給付及び第１３９条第１項から第３項までに規定する

利用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第１５１条 第１２条，第１３条，第２２条，第２９条，第３５条から第３９条まで，第
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４１条，第４２条，第７４条，第７８条，第７９条，第１０１条及び第１０７条第１項

から第４項までの規定は，指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用

する。この場合において，第１３条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

の提供の開始に際し」とあるのは「入居の際に」と，同条第２項中「指定居宅介護支援

が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは，要介護認定」

とあるのは「要介護認定」と，第３５条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する

規程」と，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定

施設従業者」と，第７４条第２項中「この節」とあるのは「第７章第４節」と，第１０

１条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」

と，第１０７条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるの

は「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と，「通いサービス

及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「運営状況」と読み替えるもの

とする。 

第８章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第１５２条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。）の事業を行

う地域密着型介護老人福祉施設（以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。）

は，地域密着型施設サービス計画（法第８条第２１項に規定する地域密着型施設サービ

ス計画をいう。以下同じ。）に基づき，可能な限り，居宅における生活への復帰を念頭

に置いて，入浴，排せつ，食事等の介護，相談及び援助，社会生活上の便宜の供与その

他の日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世話を行うことにより，入所

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指

すものでなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域及び家庭と

の結び付きを重視した運営を行い，本市，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，

地域密着型サービス事業者，介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービス
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を提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，生計困難者等に指定地域密着型介護老人福祉施

設サービスの提供を行うに当たり，社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保

険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の適用を受け，指定地域密着型介護老人福

祉施設における施設サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負

担額についての軽減を実施するよう努めなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１５３条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は，次のとおりと

する。 

(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

(2) 生活相談員 １以上 

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」とい

う。） 

ア 介護職員及び看護職員の総数は，常勤換算方法で，入所者の数が３又はその端数

を増すごとに１以上とすること。 

イ 看護職員の数は，１以上とすること。 

(4) 栄養士 １以上 

(5) 機能訓練指導員 １以上 

(6) 介護支援専門員 １以上 

２ 前項の入所者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，専ら当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の職務に従事する者でなければならない。ただし，指定地域密着型介護老人福祉施

設（ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設（第１８０条に規定するユニット型指

定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。以下この

条において同じ。）及びユニット型指定介護老人福祉施設（岡山市指定介護老人福祉施

設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号）第
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４４条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。）を併設する場合又は指定

地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設す

る場合の介護職員及び看護職員（第１８９条第２項の規定に基づき配置される看護職員

に限る。）を除き，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

４ 第１項第１号の規定にかかわらず，サテライト型居住施設（当該施設を設置しようと

する者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設，介護老人保健施設又は

病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの（以下この章にお

いて「本体施設」という。）との密接な連携を確保しつつ，本体施設とは別の場所で運

営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）の医師については，本

体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると

認められるときは，これを置かないことができる。 

５ 第１項第２号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する

者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものとし，

常勤のものでなければならない。ただし，サテライト型居住施設にあっては，常勤のも

のとあるのは常勤換算方法で１以上とする。 

６ 第１項第３号の介護職員のうち，１人以上は，常勤の者でなければならない。 

７ 第１項第３号の看護職員のうち，１人以上は，常勤の者でなければならない。ただし，

サテライト型居住施設にあっては，常勤換算方法で１以上とする。 

８ 第１項第２号及び第４号から第６号までの規定にかかわらず，サテライト型居住施設

の生活相談員，栄養士，機能訓練指導員又は介護支援専門員については，次に掲げる本

体施設の場合には，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める職員により当該サ

テライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置か

ないことができる。 

(1) 指定介護老人福祉施設 栄養士，機能訓練指導員又は介護支援専門員 

(2) 介護老人保健施設 支援相談員，栄養士，理学療法士若しくは作業療法士又は介護

支援専門員 

(3) 病院 栄養士（病床数１００以上の病院の場合に限る。）又は介護支援専門員（指

定介護療養型医療施設の場合に限る。） 
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９ 第１項第５号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能を改善し，又は

その減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者であって，規則で定

めるものでなければならない。 

１０ 第１項第５号の機能訓練指導員は，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職

務に従事することができる。 

１１ 第１項第６号の介護支援専門員は，専らその職務に従事する常勤の者でなければな

らない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の他の職務に従事することができる。 

１２ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防

サービス等基準条例第１３３条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所

（以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。）が併設される場合においては，当

該指定短期入所生活介護事業所等の医師については，当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行わ

れると認められるときは，これを置かないことができる。 

１３ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所（指定居宅サービス等基準

条例第１０２条第１項に規定する指定通所介護事業所をいう。以下同じ。）若しくは指

定介護予防サービス等基準条例第９９条第１項に規定する指定介護予防通所介護事業所，

指定短期入所生活介護事業所等又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業

所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準条例第５条第１項に規定する併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては，当

該併設される事業所の生活相談員，栄養士又は機能訓練指導員については，当該指定地

域密着型介護老人福祉施設の生活相談員，栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所

の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置かないことができる。 

１４ 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入

所定員は，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。 

１５ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複

合型サービス事業所が併設される場合においては，当該指定地域密着型介護老人福祉施

設の介護支援専門員については，当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又
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は指定複合型サービス事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉

施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは，これを置かないことができ

る。 

１６ 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所，指定複合

型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４５条第１項に規定

する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所（以下「指定小規模多機能型居宅介護

事業所等」という。）が併設される場合においては，当該指定地域密着型介護老人福祉

施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか，当該指定小規模多

機能型居宅介護事業所等に第８４条若しくは第１９３条又は指定地域密着型介護予防サ

ービス基準条例第４５条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているとき

は，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，当該指定小規模多機能型居宅介

護事業所等の職務に従事することができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備） 

第１５４条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，規則で定める入所者への指定地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は，２人と

することができる。 

イ 入所者１人当たりの床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。 

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(2) 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

(3) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める規準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，要介護者等

が一の脱衣室を利用している際は，他の要介護者等を入室させない等，プライバシ

ーを確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とす

ることができる。 
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ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，要介護者が入浴するのに適したものとするこ

と。 

(4) 洗面設備 

ア  居室のある階ごとに設けること。 

イ 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

(5) 便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 便房は，規則で定める基準を満たすものとすること。 

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか，要介護者が使用するのに適したものとするこ

と。 

(6) 医務室 診療所とすることとし，入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機

器を備えるほか，必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし，本体施設が指定

介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず，入所

者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要に応じて臨床検査

設備を設けることで足りるものとする。 

(7) 食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面積は，３平方メートルに

入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし，食事の提供又は機能訓練を行

う場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することが

できるときは，同一の場所とすることができる。 

イ 食堂は，居室のある階ごとに居室に近接して設けるものとし，各階ごとの面積は，

２平方メートルに当該階に設ける居室の入所定員の合計数を乗じて得た面積以上と

すること。ただし，規則で定める基準を満たすときは，この限りでない。 

ウ 必要な備品を備えること。 

(8) 廊下幅 １．５メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，１．８メートル
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以上とすること。なお，廊下の一部の幅を拡張すること等により，入所者，従業者等

の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは，これによらないことができる。 

(9) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

２ 前項各号に掲げる設備は，専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するも

のでなければならない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

第４節 運営に関する基準 

（サービス提供困難時の対応） 

第１５５条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所申込者が入院治療を必要とする場

合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は，適切な

病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を速やかに講じな

ければならない。 

（入退所） 

第１５６条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体上又は精神上著しい障害があるた

めに常時の介護を必要とし，かつ，居宅においてこれを受けることが困難な者に対し，

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差

し引いた数を超えている場合には，介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し，指定

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申

込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所申込者の入所に際しては，その者に係る指

定居宅介護支援事業者に対する照会等により，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指

定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の心身の状況，その置かれている環境等

に照らし，その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的

に検討しなければならない。 

５ 前項の規定による検討に当たっては，生活相談員，介護職員，看護職員，介護支援専

門員等の従業者の間で協議しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，その心身の状況，その置かれている環境等に照
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らし，居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し，その者及

びその家族の希望，その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し，その者の円

滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の退所に際しては，居宅サービス計画の

作成等の援助に資するため，指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか，

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな

い。 

（サービスの提供の記録） 

第１５７条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所に際しては入所の年月日並びに入

所している介護保険施設の種類及び名称を，退所に際しては退所の年月日を，当該者の

被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護を提供した際には，提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１５８条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，法定代理受領サービスに該当する指定

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には，入所者から利用料の一

部として，当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護

サービス費用基準額（介護保険法施行法（平成９年法律第１２４号。以下「施行法」と

いう。）第１３条第３項に規定する要介護旧措置入所者にあっては，当該指定地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護に要した費用の額を超えるときは，当該現に指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護に要した費用の額とする。）とする。次項並びに第１８３条第１項及び第

２項において同じ。）から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着

型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，法定代理受領サービスに該当しない指定地域密

着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の

額と，地域密着型介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにし
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なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費

用の額の支払を受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入所者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

（特定要介護旧措置入所者（施行法第１３条第５項に規定する特定要介護旧措置入所

者をいう。以下同じ。）にあっては，同項第１号に規定する食費の特定基準費用額。

第１８３条第３項第１号において同じ。）（法第５１条の３第４項の規定により当該

特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に

支払われた場合は，同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額（特定要介護旧措

置入所者にあっては，施行法第１３条第５項第１号に規定する食費の特定負担限度額。

第１８３条第３項第１号において同じ。））を限度とする。） 

(2) 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入所者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（特

定要介護旧措置入所者にあっては，施行法第１３条第５項第２号に規定する居住費の

特定基準費用額。第１８３条第３項第２号において同じ。）（法第５１条の３第４項

の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介

護老人福祉施設に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度

額（特定要介護旧措置入所者にあっては，施行法第１３条第５項第２号に規定する居

住費の特定負担限度額。第１８３条第３項第２号において同じ。））を限度とす

る。） 

(3) 基準省令第１３６条第３項第３号に規定する平成１２年厚生労働省告示第１２３号

により厚生労働大臣の定める基準に基づき，入所者が選定する特別な居室の提供を行

ったことに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第１３６条第３項第４号に規定する平成１２年厚生労働省告示第１２３号

により厚生労働大臣の定める基準に基づき，入所者が選定する特別な食事の提供を行

ったことに伴い必要となる費用 

(5) 理美容代 
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(6) 前各号に掲げるもののほか，指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にお

いて提供される便宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であ

って，その入所者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１３６条第４項に規

定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによる

ものとする。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの

提供に当たっては，あらかじめ，入所者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び

費用を記した文書を交付して説明を行い，入所者の同意を得なければならない。ただし，

同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第１５９条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，地域密着型施設サービス計画に基づき，

入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等に応じ

て，その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，地域密着型施設サービス計画に

基づき，漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，指定地域密着型介護老人福祉施設入所

者生活介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，入所者又はその家族に

対し，処遇上必要な事項について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の提供に当たっては，当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊

急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時

間，その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定地

域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い，常にその改善を図るとと

もに，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果の公表に努めなければなら
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ない。 

（地域密着型施設サービス計画の作成） 

第１６０条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は，介護支援専門員に地域密着型

施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担

当介護支援専門員」という。）は，地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては，

入所者の日常生活全般を支援する観点から，当該地域の住民による自発的な活動による

サービス等の利用も含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなけれ

ばならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は，地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては，適切

な方法により，入所者について，その有する能力，その置かれている環境等の評価を通

じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし，入所者が自立した日常生活を営むことが

できるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメ

ント」という。）に当たっては，入所者及びその家族に面接して行わなければならない。

この場合において，計画担当介護支援専門員は，面接の趣旨を入所者及びその家族に対

して十分に説明し，理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は，入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果

に基づき，入所者の家族の希望を勘案して，入所者及びその家族の生活に対する意向，

総合的な援助の方針，生活全般の解決すべき課題，指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の目標及びその達成時期，指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護の内容，指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項

等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は，サービス担当者会議（入所者に対する指定地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当

者」という。）を招集して行う会議をいう。以下この章において同じ。）の開催，担当

者に対する照会等により，当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について，担

当者から，専門的な見地からの意見を求めるものとする。 
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７ 計画担当介護支援専門員は，地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所

者又はその家族に対して説明し，文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は，地域密着型施設サービス計画を作成した際には，当該地

域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は，地域密着型施設サービス計画の作成後，地域密着型施設

サービス計画の実施状況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を

行い，必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。 

１０ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリン

グ」という。）に当たっては，入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行

うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなければならない。 

(1) 定期的に入所者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１１ 計画担当介護支援専門員は，次に掲げる場合においては，サービス担当者会議の開

催，担当者に対する照会等により，地域密着型施設サービス計画の変更の必要性につい

て，担当者から，専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

(1) 入所者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

(2) 入所者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

１２ 第２項から第８項までの規定は，第９項に規定する地域密着型施設サービス計画の

変更について準用する。 

 （介護） 

第１６１条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の心

身の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，１週間に２回以上，適切な方法により，入所者

を入浴させ，又は清拭

しき

しなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切

な方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを

適切に取り替えなければならない。 
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５ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，褥

じょく

瘡

そう

が発生しないよう適切な介護を行うとと

もに，その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，

離床，着替え，整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常時１人以上の介護職員を介護に従事させなけ

ればならない。 

８ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，その負担により，当該指定地域

密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第１６２条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，栄養並びに入所者の心身の状況及びし

好を考慮した食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者が可能な限り離床して，食堂で食事をと

ることを支援しなければならない。 

（相談及び援助） 

第１６３条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常に入所者の心身の状況，その置かれ

ている環境等の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じ

るとともに，必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，必要に応じ，入所者が成年後見制度を活用する

ことができるように支援しなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第１６４条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜入

所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者が日常生活を営むために必要な行政機関

等に対する手続について，その者又はその家族において行うことが困難である場合は，

その者の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入

所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の外出の機会を確保するよう努めなけれ
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ばならない。 

（機能訓練） 

第１６５条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況等に応

じて，日常生活を営むために必要な機能を改善し，又はその減退を防止するための訓練

を行わなければならない。 

（健康管理） 

第１６６条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は，常に入所者の健康

の状況に注意し，必要に応じて健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

（入所者の入院期間中の取扱い） 

第１６７条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者について，病院又は診療所に入

院する必要が生じた場合であって，入院後おおむね３月以内に退院することが明らかに

見込まれるときは，その者及びその家族の希望等を勘案し，必要に応じて適切な便宜を

供与するとともに，やむを得ない事情がある場合を除き，退院後再び当該指定地域密着

型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。 

（管理者による管理） 

第１６８条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は，専ら当該指定地域密着型介護

老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし，当該指定地域密

着型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は，同一敷地内にある他の事業所，施設

等又は本体施設の職務（本体施設が病院又は診療所の場合は，管理者としての職務を除

く。）に従事することができる。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいず

れかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の

能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第１６９条 計画担当介護支援専門員は，第１６０条に規定する業務のほか，次に掲げる

業務を行うものとする。 

(1) 入所申込者の入所に際し，その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等に

より，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等の利用状況等を把握
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すること。 

(2) 入所者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，その者が居宅において日

常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 

(3) その心身の状況，その置かれている環境等に照らし，居宅において日常生活を営む

ことができると認められる入所者に対し，その者及びその家族の希望，その者が退所

後に置かれることとなる環境等を勘案し，その者の円滑な退所のために必要な援助を

行うこと。 

(4) 入所者の退所に際し，居宅サービス計画の作成等の援助に資するため，指定居宅介

護支援事業者に対して情報を提供するほか，保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者と密接に連携すること。 

(5) 第１５９条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

 (6) 第１７７条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置について記録

すること。 

(7) 第１７９条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等を記録するこ

と。 

（運営規程） 

第１７０条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入所定員 

(4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料

その他の費用の額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 事故発生の防止及び発生時の対応 

(7) 非常災害対策 

(8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 
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(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 成年後見制度の活用支援 

(11) 苦情解決体制の整備 

(12) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１７１条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対し，適切な指定地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう，従業者の勤務の体制を

定め，その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者

によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。

ただし，入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，従業者に対し，その資質の向上のために研修計

画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，従業者の計画的な人材育成に努めなければなら

ない。 

（定員の遵守） 

第１７２条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所定員及び居室の定員を超えて入所

させてはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この

限りでない。 

（衛生管理等） 

第１７３条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者の使用する食器その他の設備又

は飲用に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとと

もに，医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，当該指定地域密着型介護老人福祉施設において

感染症又は食中毒が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければ

ならない。 

(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに，
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その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延

の防止のための指針を整備すること。 

(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において，介護職員その他の従業者に対し，

感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，基準省令第１５１条第２項第４号に規定する平成１８

年厚生労働省告示第２６８号により厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われ

る際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

（協力病院等） 

第１７４条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入院治療を必要とする入所者のために，

あらかじめ，協力病院を定めておかなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよ

う努めなければならない。 

（秘密保持等） 

第１７５条 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，正当な理由がなく，その業務

上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，従業者であった者が，正当な理由がなく，その

業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じ

なければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定居宅介護支援事業者等に対して，入所者に

関する情報を提供する際には，あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければ

ならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第１７６条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定居宅介護支援事業者又はその従業

者に対し，要介護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対

償として，金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定居宅介護支援事業者又はその従業者から，

当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として，金品
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その他の財産上の利益を収受してはならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第１７７条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，事故の発生又はその再発を防止するた

め，次に定める措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応，次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に，当該事実が

報告され，その分析を通じた改善策について，従業者に周知徹底を図る体制を整備す

ること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は，速やかに本市，入所者の家族等

に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置

について記録しなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに

行わなければならない。 

（記録の整備） 

第１７８条 指定地域密着型介護老人福祉施設は，従業者，設備及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設は，入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

(1) 地域密着型施設サービス計画 

(2) 第１５７条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第１５９条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入所者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 
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(4) 第１７１条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(5) 前条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

(6) 次条において準用する第２９条に規定する本市への通知に係る記録 

(7) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(8) 法第４０条に規定する介護給付及び第１５８条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

 (準用） 

第１７９条 第９条，第１０条，第１２条，第１３条，第２２条，第２９条，第３５条，

第３７条，第３９条，第４２条，第７４条，第７８条，第１０７条第１項から第４項ま

での規定は，指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において，

第９条第１項中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「第１７０条に規定する重

要事項に関する規程」と，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは

「従業者」と，第１３条第１項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開

始に際し」とあるのは「入所の際に」と，同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に

対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは，要介護認定」とあるのは

「要介護認定」と，第３５条中「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と，

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と，第７４条第２

項中「この節」とあるのは「第８章第４節」と，第１０７条第１項中「小規模多機能型

居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生

活介護について知見を有する者」と，「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の

活動状況」とあるのは「運営状況」と読み替えるものとする。 

第５節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び

運営に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第１８０条 第１節及び前２節の規定にかかわらず，ユニット型指定地域密着型介護老人

福祉施設（施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活

室（当該居室の入居者が交流し，共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同
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じ。）により一体的に構成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者の日

常生活が営まれ，これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をい

う。以下同じ。）の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については，この節に定

めるところによる。 

（基本方針） 

第１８１条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者一人一人の意思及び

人格を尊重し，地域密着型施設サービス計画に基づき，その居宅における生活への復帰

を念頭に置いて，入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう

配慮しながら，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常生

活を営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，地域及び家庭との結び付きを重視し

た運営を行い，本市，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，地域密着型サービス

事業者，介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密

接な連携に努めなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，生計困難者等に指定地域密着型介護

老人福祉施設サービスの提供を行うに当たり，社会福祉法人等による生計困難者等に対

する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業の適用を受け，ユニット型指定

地域密着型介護老人福祉施設における施設サービスに係る利用者負担額並びに食費及び

居住費に係る利用者負担額についての軽減を実施するよう努めなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

（設備） 

第１８２条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は，次のとおりと

する。 

(1) ユニット 

ア 居室 

(ｱ) 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，入居者への指定地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は，２人とすること

ができる。 
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(ｲ) 居室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。この場合において，一のユニットの入居定員は，

おおむね１０人以下としなければならない。 

(ｳ) 一の居室の床面積等は，１０．６５平方メートル以上とすること。ただし， 

（ア）ただし書の場合にあっては，２１．３平方メートル以上とすること。 

(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(ｵ) ユニットに属さない居室を改修したものについては，入居者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で，居室を隔てる壁について，天井との間に一定の隙間が

生じていても差し支えない。 

イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの入居者

が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユニッ

トの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，要介護者が使用するのに適し

たものとすること。 

(2) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，要介護者等

が一の脱衣室を利用している際は，他の要介護者等を入室させない等，プライバシ

ーを確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とす

ることができる。 
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ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，要介護者が入浴するのに適したものとするこ

と。 

(3) 医務室 診療所とすることとし，入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機

器を備えるほか，必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし，本体施設が指定

介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず，入居

者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要に応じて臨床検査

設備を設けることで足りるものとする。 

(4) 廊下幅 １．５メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，１．８メートル

以上とすること。なお，廊下の一部の幅を拡張すること等により，入居者，従業者等

の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは，これによらないことができる。 

(5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

２ 前項第２号から第５号までに掲げる設備は，専ら当該ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし，入居者に対する指定地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は，この限りでない。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第１８３条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，法定代理受領サービスに該

当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には，入居者から

利用料の一部として，地域密着型介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定地域

密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，法定代理受領サービスに該当しない

指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入居者から支払を受け

る利用料の額と，地域密着型介護サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じな

いようにしなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，前２項の支払を受ける額のほか，次
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に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入居者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニ

ット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は，同条第２項第１号に規

定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入居者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同

条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット

型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定す

る居住費の負担限度額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第１６１条第３項第３号に規定する平成１２年厚生労働省告示第１２３号

により厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行っ

たことに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第１６１条第３項第４号に規定する平成１２年厚生労働省告示第１２３号

により厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行っ

たことに伴い必要となる費用 

(5) 理美容代 

(6) 前各号に掲げるもののほか，指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にお

いて提供される便宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であ

って，その入居者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１６１条第４項に規

定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによる

ものとする。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，第３項各号に掲げる費用の額に係る

サービスの提供に当たっては，あらかじめ，入居者又はその家族に対し，当該サービス

の内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い，入居者の同意を得なければならな

い。ただし，同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によ
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るものとする。 

（指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針） 

第１８４条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，入居者が，その有する

能力に応じて，自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことがで

きるようにするため，地域密着型施設サービス計画に基づき，入居者の日常生活上の活

動について必要な援助を行うことにより，入居者の日常生活を支援するものとして行わ

れなければならない。 

２ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，各ユニットにおいて入居者がそ

れぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，入居者のプライバシーの確保に

配慮して行われなければならない。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は，入居者の自立した生活を支援す

ることを基本として，入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者

の心身の状況等を常に把握しながら，適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は，指定地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護の提供に当たって，入居者又はその家族に対し，サービスの提供

方法等について，理解しやすいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，指定地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護の提供に当たっては，当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，身体的拘束等を行う場合には，その

態様及び時間，その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，多様な評価の手法を用いてその提供

する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い，常にその改善

を図るとともに，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果の公表に努めな

ければならない。 

（介護） 
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第１８５条 介護は，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日

常生活を営むことを支援するよう，入居者の心身の状況等に応じ，適切な技術をもって

行われなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の日常生活における家事を，

入居者が，その心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切に支援し

なければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者が身体の清潔を維持し，精神

的に快適な生活を営むことができるよう，適切な方法により，入居者に入浴の機会を提

供しなければならない。ただし，やむを得ない場合には，清拭を行うことをもって入浴

の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の心身の状況に応じて，適切

な方法により，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入居者

については，排せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，褥瘡が発生しないよう適切な介護を

行うとともに，その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，前各項に規定するもののほか，入居

者が行う離床，着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，常時１人以上の介護職員を介護に従

事させなければならない。 

９ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者に対し，その負担により，当

該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせ

てはならない。 

（食事） 

第１８６条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，栄養並びに入居者の心身の

状況及びし好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の心身の状況に応じて，適切

な方法により，食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 
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３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の生活習慣を尊重した適切な

時間に食事を提供するとともに，入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して

食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者が相互に社会的関係を築くこ

とができるよう，その意思を尊重しつつ，入居者が共同生活室で食事をとることを支援

しなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第１８７条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者のし好に応じた趣味，

教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに，入居者が自律的に行うこれらの活

動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者が日常生活を営むために必要

な行政機関等に対する手続について，その者又はその家族が行うことが困難である場合

は，その者の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，常に入居者の家族との連携を図ると

ともに，入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者の外出の機会を確保するよう

努めなければならない。 

（運営規程） 

第１８８条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，次に掲げる施設の運営につ

いての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

(5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料

その他の費用の額 

(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 事故発生の防止及び発生時の対応 
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(8) 非常災害対策 

(9) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１８９条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，入居者に対し，適切な指定

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう，従業者の勤

務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，入居者が安心して日常生活を送る

ことができるよう，継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から，次に定める

職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については，ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する

こと。 

(2) 夜間及び深夜については，２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜

間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに，常勤のユニットリーダーを配置すること。 

(4) 前号のユニットリーダーのうち２人以上（２ユニット以下のときは１人以上）の者

は，規則で定めるものとすること。この場合において，ユニット型指定地域密着型介

護老人福祉施設と当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に併設するユニッ

ト型指定短期入所生活介護事業所（指定居宅サービス等基準条例第１７３条第１項に

規定するユニット型指定短期入所生活介護事業所をいう。）又はユニット型指定介護

予防短期入所生活介護事業所（指定介護予防サービス等基準条例第１５７条第１項に

規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。）とは，同一の施

設とみなすことができる。 

３ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，当該ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供
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しなければならない。ただし，入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護の提供に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

４ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，従業者に対し，その資質の向上のた

めに研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，従業者の計画的な人材育成に努めな

ければならない。 

（定員の遵守） 

第１９０条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は，ユニットごとの入居定員及

び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得な

い事情がある場合は，この限りでない。 

（準用） 

第１９１条 第９条，第１０条，第１２条，第１３条，第２２条，第２９条，第３５条，

第３７条，第３９条，第４２条，第７４条，第７８条，第１０７条第１項から第４項ま

で，第１５５条から第１５７条まで，第１６０条，第１６３条，第１６５条から第１６

９条まで及び第１７３条から第１７８条までの規定は，ユニット型指定地域密着型介護

老人福祉施設について準用する。この場合において，第９条第１項中「第３２条に規定

する運営規程」とあるのは「第１８８条に規定する重要事項に関する規程」と，「定期

巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と，第１３条第１項中

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し」とあるのは「入居の際

に」と，同条第２項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合で

あって必要と認めるときは，要介護認定」とあるのは「要介護認定」と，第３５条中

「運営規程」とあるのは「重要事項に関する規程」と，「定期巡回・随時対応型訪問介

護看護従業者」とあるのは「従業者」と，第７４条第２項中「この節」とあるのは「第

８章第５節第３款」と，第１０７条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を

有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有

する者」と，「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは

「運営状況」と，第１６９条中「第１６０条」とあるのは「第１９１条において準用す

る第１６０条」と，同条第５号中「第１５９条第５項」とあるのは「第１８４条第７
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項」と，同条第６号中「第１７７条第３項」とあるのは「第１９１条において準用する

第１７７条第３項」と，同条第７号中「第１７９条」とあるのは「第１９１条」と，第

１７８条第２項第２号中「第１５７条第２項」とあるのは「第１９１条において準用す

る第１５７条第２項」と，同項第３号中「第１５９条第５項」とあるのは「第１８４条

第７項」と，同項第４号中「第１７１条第１項」とあるのは「第１８９条第１項」と，

同項第５号中「前条第３項」とあるのは「第１９１条において準用する前条第３項」

と，同項第６号及び第７号中「次条」とあるのは「第１９１条」と，同項第８号中「第

１５８条第１項から第３項」とあるのは「第１８３条第１項から第３項」と読み替える

ものとする。 

第９章 複合型サービス 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第１９２条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（以下「指定複合型サー

ビス」という。）の事業は，指定居宅サービス等基準条例第６５条に規定する訪問看護

の基本方針及び第８３条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行う

ものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第１９３条 指定複合型サービスの事業を行う者（以下「指定複合型サービス事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定複合型サービス事業所」という。）ごと

に置くべき指定複合型サービスの提供に当たる従業者（以下「複合型サービス従業者」

という。）の員数は，夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定複合型サービスの提供

に当たる複合型サービス従業者については，常勤換算方法で，通いサービス（登録者

（指定複合型サービスを利用するために指定複合型サービス事業所に登録を受けた者を

いう。以下同じ。）を指定複合型サービス事業所に通わせて行う指定複合型サービス事

業をいう。以下同じ。）の提供に当たる者をその利用者の数が３又はその端数を増すご

とに１以上及び訪問サービス（複合型サービス従業者が登録者の居宅を訪問し，当該居

宅において行う複合型サービス（本体事業所である指定複合型サービス事業所にあって
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は当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライ

ト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定複合

型サービスを含む。）をいう。以下この章において同じ。）の提供に当たる者を２以上

とし，夜間及び深夜の時間帯を通じて指定複合型サービスの提供に当たる複合型サービ

ス従業者については，夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿

直勤務を除く。）をいう。第６項において同じ。）に当たる者を１以上及び宿直勤務に

当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 複合型サービス従業者のうち１以上の者は，常勤の保健師又は看護師でなければなら

ない。 

４ 複合型サービス従業者のうち，常勤換算方法で２．５以上の者は，保健師，看護師又

は准看護師（以下この章において「看護職員」という。）でなければならない。 

５ 第１項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち，１以上の者は，

看護職員でなければならない。 

６ 宿泊サービス（登録者を指定複合型サービス事業所に宿泊させて行う指定複合型サー

ビス（本体事業所である指定複合型サービス事業所にあっては，当該本体事業所に係る

サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し，その処遇に支障がない場合に，

当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定複合型サービスを含む。）をいう。

以下同じ。）の利用者がいない場合であって，夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に

対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは，第１項の

規定にかかわらず，夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務

に当たる複合型サービス従業者を置かないことができる。 

７ 指定複合型サービス事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場

合において，前各項に定める人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置くほ

か，当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは，

当該複合型サービス従業者は，当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。 
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(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

(2) 指定地域密着型特定施設 

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(4) 指定介護療養型医療施設（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する

診療所であるものに限る。） 

８ 指定複合型サービス事業者は，登録者に係る居宅サービス計画及び複合型サービス計

画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし，当該介護支

援専門員は，利用者の処遇に支障がない場合は，当該指定複合型サービス事業所の他の

職務に従事し，又は当該指定複合型サービス事業所に併設する前項各号に掲げる施設等

の職務に従事することができる。 

９ 前項の介護支援専門員は，基準省令第１７１条第９項に規定する平成２４年厚生労働

省告示第１１３号により厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならな

い。 

１０ 指定複合型サービス事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

複合型サービスの事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合に，指定居宅サービス等基準条例第６６条第１項第１号アに規定する人員

に関する基準を満たすとき（同条第４項の規定により同条第１項第１号ア及び第２号に

規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第６条第１２項の規定によ

り同条第１項第４号アに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除

く。）は，当該指定複合型サービス事業者は，第４項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

（管理者） 

第１９４条 指定複合型サービス事業者は，指定複合型サービス事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定複合型サービス事業

所の管理上支障がない場合は，当該指定複合型サービス事業所の他の職務に従事し，又

は同一敷地内にある他の事業所，施設等若しくは当該指定複合型サービス事業所に併設

する前条第７項各号に掲げる施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定複合型サービス事業所の管理者は，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセン
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ター，介護老人保健施設，指定小規模多機能型居宅介護事業所，指定認知症対応型共同

生活介護事業所，指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として３

年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって，基準省令第１７２条

第２項に規定する平成２４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大臣が定める研

修を修了しているもの，又は保健師若しくは看護師でなければならない。 

（指定複合型サービス事業者の代表者） 

第１９５条 指定複合型サービス事業者の代表者は，特別養護老人ホーム，老人デイサー

ビスセンター，介護老人保健施設，指定小規模多機能型居宅介護事業所，指定認知症対

応型共同生活介護事業所，指定複合型サービス事業所等の従業者，訪問介護員等として

認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福

祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって，基準省令第１７３条に規定する

平成２４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大臣が定める研修を修了している

もの，又は保健師若しくは看護師でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（登録定員及び利用定員） 

第１９６条 指定複合型サービス事業所は，その登録定員（登録者の数の上限をいう。以

下この章において同じ。）を２５人以下とする。 

２ 指定複合型サービス事業所は，次に掲げる範囲内において，通いサービス及び宿泊サ

ービスの利用定員（当該指定複合型サービス事業所におけるサービスごとの１日当たり

の利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。）を定めるものとする。 

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人まで 

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人まで 

（設備及び備品等） 

第１９７条 指定複合型サービス事業所は，居間，食堂，台所，宿泊室，浴室，便所及び

洗面設備を有するほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定複合

型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は，機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 
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(2) 宿泊室 

ア 一の宿泊室の定員は，１人とする。ただし，利用者の処遇上必要と認められる場

合は，２人とすることができる。 

イ 一の宿泊室の床面積は，７．４３平方メートル以上としなければならない。ただ

し，指定複合型サービス事業所が病院又は診療所である場合であって定員が１人で

ある宿泊室の床面積については，６．４平方メートル以上とすることができる。 

ウ ア及びイを満たす宿泊室（以下「個室」という。）以外の宿泊室を設ける場合

は，個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は，おおむね７．４３平方メートルに

宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とする

ものとし，その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならな

い。 

エ プライバシーが確保された居間については，ウの個室以外の宿泊室の面積に含め

ることができる。 

 (3) 便所 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該指定複合型サービスの事業の用に供するものでなけ

ればならない。ただし，利用者に対する指定複合型サービスの提供に支障がない場合は，

この限りでない。 

４ 指定複合型サービス事業所は，利用者の家族との交流の機会の確保及び地域住民との

交流を図る観点から，住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び地域住民との交流

の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。 

第４節 運営に関する基準 

（指定複合型サービスの基本取扱方針） 

第１９８条 指定複合型サービスは，利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資する

よう，その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定複合型サ

ービスの質の評価を行うとともに，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結

果を公表し，常にその改善を図らなければならない。 

（指定複合型サービスの具体的取扱方針） 
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第１９９条 指定複合型サービスの方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定複合型サービスは，利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができる

よう，利用者の病状，心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，通い

サービス，訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより，療養上

の管理の下で妥当適切に行うこと。 

(2) 指定複合型サービスは，利用者一人一人の人格を尊重し，利用者がそれぞれの役割

を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うこと。 

(3) 指定複合型サービスの提供に当たっては，複合型サービス計画に基づき，漫然かつ

画一的にならないように，利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができ

るよう必要な援助を行うこと。 

(4) 複合型サービス従業者は，指定複合型サービスの提供に当たっては，懇切丁寧に行

うことを旨とし，利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項その他サービスの提

供の内容等について，理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うこと。 

(5) 指定複合型サービス事業者は，指定複合型サービスの提供に当たっては，当該利用

者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身

体的拘束等を行ってはならないこと。 

(6) 指定複合型サービス事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない

こと。 

(7) 指定複合型サービスは，通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状

態が続くものであってはならないこと。 

(8) 指定複合型サービス事業者は，登録者が通いサービスを利用していない日において

は，可能な限り，訪問サービスの提供，電話連絡による見守り等を行う等登録者の居

宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならないこと。 

(9) 看護サービス（指定複合型サービスのうち，保健師，看護師，准看護師，理学療法

士，作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において「看護師等」という。）が利用

者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章に

おいて同じ。）の提供に当たっては，主治の医師との密接な連携により，及び第２０
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１条第１項に規定する複合型サービス計画に基づき，利用者の心身の機能の維持回復

が図られるよう妥当適切に行わなければならないこと。 

(10) 看護サービスの提供に当たっては，医学の進歩に対応し，適切な看護技術をもっ

て，サービスの提供を行わなければならないこと。 

(11) 特殊な看護等については，これを行ってはならないこと。 

（主治の医師との関係） 

第２００条 指定複合型サービス事業所の常勤の保健師又は看護師は，主治の医師の指示

に基づき適切な看護サービスが提供されるよう，必要な管理をしなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者は，看護サービスの提供の開始に際し，主治の医師による

指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定複合型サービス事業者は，主治の医師に複合型サービス計画及び複合型サービス

報告書を提出し，看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなけ

ればならない。 

４ 当該指定複合型サービス事業所が病院又は診療所である場合にあっては，前２項の規

定にかかわらず，第２項の主治の医師の文書による指示及び前項の複合型サービス報告

書の提出は，診療記録への記載をもって代えることができる。 

（複合型サービス計画及び複合型サービス報告書の作成） 

第２０１条 指定複合型サービス事業所の管理者は，介護支援専門員に複合型サービス計

画の作成に関する業務を，看護師等（准看護師を除く。第９項において同じ。）に複合

型サービス報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 介護支援専門員は，複合型サービス計画の作成に当たっては，看護師等と密接な連携

を図りつつ行わなければならない。 

３ 介護支援専門員は，複合型サービス計画の作成に当たっては，地域における活動への

参加の機会が提供されること等により，利用者の多様な活動が確保されるものとなるよ

うに努めなければならない。 

４ 介護支援専門員は，利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，

他の複合型サービス従業者と協議の上，援助の目標，当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容等を記載した複合型サービス計画を作成するとともに，これを基本と
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しつつ，利用者の日々の様態，希望等を勘案し，随時適切に通いサービス，訪問サービ

ス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。 

５ 介護支援専門員は，複合型サービス計画の作成に当たっては，その内容について利用

者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

６ 介護支援専門員は，複合型サービス計画を作成した際には，当該複合型サービス計画

を利用者に交付しなければならない。 

７ 介護支援専門員は，複合型サービス計画の作成後においても，常に複合型サービス計

画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い，必要に応じて複合型サービス計

画の変更を行うものとする。 

８ 第２項から第６項までの規定は，前項に規定する複合型サービス計画の変更について

準用する。 

９ 看護師等は，訪問日，提供した看護内容等を記載した複合型サービス報告書を作成し

なければならない。 

１０ 前条第４項の規定は，複合型サービス報告書の作成について準用する。 

（緊急時等の対応） 

第２０２条 複合型サービス従業者は，現に指定複合型サービスの提供を行っているとき

に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに主治の医師への連絡

を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の複合型サービス従業者が看護職員である場合にあっては，必要に応じて臨時応

急の手当てを行わなければならない。 

（記録の整備） 

第２０３条 指定複合型サービス事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

２ 指定複合型サービス事業者は，利用者に対する指定複合型サービスの提供に関する次

に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 居宅サービス計画 

(2) 複合型サービス計画 

(3) 第１９９条第６号に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身
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の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 第２００条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

(5) 第２０１条第１０項に規定する複合型サービス報告書 

(6) 次条において準用する第２０条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(7) 次条において準用する第２９条に規定する本市への通知に係る記録 

(8) 次条において準用する第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(9) 次条において準用する第４１条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(10) 次条において準用する第７６条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(11) 次条において準用する第１０７条第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の

記録 

(12) 法第４０条に規定する介護給付及び次条において準用する第９２条第１項から第

３項までに規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第２０４条 第９条から第１３条まで，第２０条，第２２条，第２９条，第３５条から第

３９条まで，第４１条，第４２条，第７４条，第７６条，第７９条，第８９条から第９

２条まで，第９５条から第９７条まで，第９９条，第１００条及び第１０２条から第１

０８条の規定は，指定複合型サービスの事業について準用する。この場合において，第

９条第１項中「第３２条に規定する運営規程」とあるのは「第２０４条において準用す

る第１０２条に規定する重要事項に関する規程」と，「定期巡回・随時対応型訪問介護

看護従業者」とあるのは「複合型サービス従業者」と，第３５条中「運営規程」とある

のは「重要事項に関する規程」と，「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあ

るのは「複合型サービス従業者」と，第７４条第２項中「この節」とあるのは「第９章

第４節」と，第７６条第３項及び第４項中「認知症対応型通所介護従業者」とあるのは

「複合型サービス従業者」と，第８９条中「介護支援専門員（第８４条第１２項の規定

により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業

所にあっては，本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第９５条において同
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じ。）」とあるのは「介護支援専門員」と，第９１条並びに第９９条第２項及び第３項

中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「複合型サービス従業者」と，第１０

７条第１項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「複合型

サービスについて知見を有する者」と，第１０８条中「第８４条第６項各号」とあるの

は「第１９３条第７項各号」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成１８年政令第１５４号）附則第

３条の規定により指定認知症対応型通所介護事業者とみなされた者に係る第６４条第２

項及び第６８条第２項の規定の適用については，第６４条第２項中「者であって，基準

省令第４３条第２項に規定する平成２４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大

臣が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」と，第６８条第２項中「者であ

って，第６４条第２項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とあ

るのは「者」とする。 

第３条 介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号。以下「平成１７

年改正法」という。）附則第１０条第２項の規定により指定認知症対応型共同生活介護

事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所であって，

平成１８年４月１日（以下「基準日」という。）において２を超える共同生活住居を有

しているものは，当分の間，第１１５条第１項の規定にかかわらず，当該共同生活住居

を有することができる。 

第４条 平成１７年改正法附則第１０条第２項の規定により指定認知症対応型共同生活介

護事業者とみなされた者が指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所の共同生

活住居であって，基準日の前日において指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運

営に関する基準の一部を改正する省令（平成１１年厚生省令第９６号）附則第２項の規

定の適用を受けていたものについては，第１１５条第４項の規定は適用しない。 

第５条 一般病床，精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第
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１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年政

令第４１２号）第４条第２項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第

７条において同じ。）又は療養病床を有する病院の一般病床，精神病床又は療養病床を

平成３０年３月３１日までの間に転換（当該病院の一般病床，精神病床又は療養病床の

病床数を減少させるとともに，当該病院の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホーム

（老人福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。）その他の要

介護者，要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをい

う。）し，指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において，当該転

換に係る食堂及び機能訓練室については，第１５４条第１項第７号アの規定にかかわら

ず，食堂は，１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し，機能訓練室は，

４０平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし，食事の提供又は機能訓

練を行う場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保すること

ができるときは，同一の場所とすることができるものとする。 

第６条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成３０年３月

３１日までの間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとと

もに，当該診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホームその他の要介護者，要支

援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し，指定

地域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において，当該転換に係る食堂及

び機能訓練室については，第１５４条第１項第７号アの規定にかかわらず，次の各号に

掲げる基準のいずれかに適合するものとする。 

(1) 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面積

は，３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし，食事の提

供又は機能訓練を行う場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さ

を確保することができるときは，同一の場所とすることができること。 

(2) 食堂は，１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し，機能訓練室は，

４０平方メートル以上の面積を有すること。ただし，食事の提供又は機能訓練を行う

場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができ

るときは，同一の場所とすることができること。 
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第７条 一般病床，精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床，精神病床若しく

は療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床

を平成３０年３月３１日までの間に転換（当該病院の一般病床，精神病床若しくは療養

病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに，当該

病院又は診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホームその他の要介護者，要支援

者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し，指定地

域密着型介護老人福祉施設を開設しようとする場合において，第１５４条第１項第８号

及び第１８２条第１項第４号の規定にかかわらず，当該転換に係る廊下の幅については，

１．２メートル以上とする。ただし，中廊下の幅は，１．６メートル以上とする。 

第８条 施行日において現に法第４２条の２第１項本文の規定に基づく指定を受けている

認知症対応型通所介護事業者の当該指定に係る事業所の管理者（施行日後に管理者とな

る者を除く。）については，平成２７年３月３１日までの間，第６４条第３項又は第６

８条第３項の規定は適用しない。 

第９条 施行日において現に法第４２条の２第１項本文の規定に基づく指定を受けている

地域密着型介護老人福祉施設（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を除

く。）について，第１５４条第１項第１号アの規定を適用する場合においては，同号ア

中「１人とすること。ただし，規則で定める入所者への指定地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる」とある

のは「４人以下とすること」とする。 

第１０条 施行日において現に法第４２条の２第１項本文の規定に基づく指定を受けてい

る地域密着型介護老人福祉施設（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を

除く。）については，第１５４条第１項第３号又は第１８２条第１項第２号の規定にか

かわらず，基準省令第１３２条第１項第３号又は第１６０条第１項第２号の規定による

ことができる。 

第１１条 施行日において現に法第４２条の２第１項本文の規定に基づく指定を受けてい

る地域密着型介護老人福祉施設（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を

除く。）については，第１５４条第１項第５号の規定にかかわらず，基準省令第１３２

条第１項第５号の規定によることができる。 
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２ 施行日において現に法第４２条の２第１項本文の規定に基づく指定を受けている認知

症対応型通所介護事業者，小規模多機能型居宅介護事業者，認知症対応型共同生活介護

事業者又は複合型サービス事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分

を除く。）については，第６５条第２項第３号，第８８条第２項第３号，第１１５条第

６項及び第１９７条第２項第３号の規定は，当分の間適用しない。 

第１２条 施行日において現に法第４２条の２第１項本文の規定に基づく指定を受けてい

る地域密着型介護老人福祉施設（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を

除く。）については，第１５４条第１項第７号イの規定は，適用しない。  

第１３条 第１８９条第２項第４号の規定の適用については，当分の間，同号中「前号の

ユニットリーダー」とあるのは「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者

及び従業者」とする。 

第１４条 施行日において現に本市の指定を受けている地域密着型サービス事業者であっ

て，当該指定に係る事業所が他市町村に所在するものについての法第７８条の２第４項

第１号並びに第７８条の４第１項及び第２項の規定による基準（以下「指定地域密着型

サービス基準」という。）の適用については，この条例の規定にかかわらず，当該他市

町村が条例で定める指定地域密着型サービス基準をもってこの条例による指定地域密着

型サービス基準とみなす。 

２ 前項に該当する事業者に係る第１３０条において準用する第４１条の規定の適用につ

いては，同条第１項中「利用者」とあるのは「本市の被保険者である利用者」とする。 

 

 

提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い，指定地域密着型サービスの事業の人員，

設備及び運営に関する基準等について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２５２ 号 議 案 

   岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める

条例の制定について 

 岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例を次の

ように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準等を定める 

条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 基本方針（第４条） 

第３章 人員に関する基準（第５条） 

第４章 設備に関する基準（第６条） 

第５章 運営に関する基準（第７条－第４３条） 

第６章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針（第４４条・第４５条） 

第２節 設備に関する基準（第４６条） 

第３節 運営に関する基準（第４７条－第５５条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第８

６条第１項の規定に基づき，指定介護老人福祉施設の入所定員を定めるとともに，法第

676



８８条第１項及び第２項の規定に基づき，指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営

に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条  この条例で使用する用語は，法で使用する用語の例による。 

（一般原則） 

第３条 法第８６条第１項の条例で定める数は，３０人以上とする。 

２ 指定介護老人福祉施設の開設者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこ

れらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，

事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等

以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び当該施設を管理する者は，岡

山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員

であってはならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置

を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 基本方針 

（基本方針） 

第４条 指定介護老人福祉施設は，施設サービス計画に基づき，可能な限り，居宅におけ

る生活への復帰を念頭に置いて，入浴，排せつ，食事等の介護，相談及び援助，社会生

活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世話を

行うことにより，入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

ようにすることを目指すものでなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者の意思及び人格を尊重し，常にその者の立場に立っ

て指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域及び家庭との結び付き

を重視した運営を行い，市町村，地域包括支援センター（法第１１５条の４６第１項に

規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。），居宅介護支援事業者（居宅介護

支援事業を行う者をいう。以下同じ。），居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行
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う者をいう。以下同じ。），介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地域ケ

ア会議に参加するよう努めなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，生計困難者等に指定介護福祉施設サービスの提供を行うに

当たり，社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負

担額軽減制度事業の適用を受け，指定介護老人福祉施設における施設サービスに係る利

用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額についての軽減を実施するよう努

めなければならない。 

第３章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５条 法第８８条第１項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は，

次のとおりとする。ただし，入所定員が４０人を超えない指定介護老人福祉施設にあっ

ては，他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施

設の効果的な運営を期待することができる場合であって，入所者の処遇に支障がないと

きは，第４号の栄養士を置かないことができる。 

(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数 

(2) 生活相談員 入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１以上 

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。） 

ア 介護職員及び看護職員の総数は，常勤換算方法で，入所者の数が３又はその端数

を増すごとに１以上とすること。 

イ 看護職員の数は，次のとおりとすること。 

(ｱ) 入所者の数が３０を超えない指定介護老人福祉施設にあっては，常勤換算方法

で，１以上 

(ｲ) 入所者の数が３０を超えて５０を超えない指定介護老人福祉施設にあっては，

常勤換算方法で，２以上 

(ｳ) 入所者の数が５０を超えて１３０を超えない指定介護老人福祉施設にあっては，

常勤換算方法で，３以上 
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(ｴ) 入所者の数が１３０を超える指定介護老人福祉施設にあっては，常勤換算方法

で，３に，入所者の数が１３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１を加え

て得た数以上 

(4) 栄養士 １以上 

(5) 機能訓練指導員 １以上 

(6) 介護支援専門員 １以上（入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

２ 前項の入所者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 第１項の常勤換算方法とは，当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定

介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の

従業者の員数に換算する方法をいう。 

４ 指定介護老人福祉施設の従業者は，専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従事する

者でなければならない。ただし，指定介護老人福祉施設（ユニット型指定介護老人福祉

施設（第４４条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。以下この項におい

て同じ。）を除く。以下この項において同じ。）及びユニット型指定介護老人福祉施設

を併設する場合又は指定介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉

施設（岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２４年市条例第  号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」とい

う。）第１８０条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。）を

併設する場合の介護職員及び看護職員（第５３条第２項の規定に基づき配置される看護

職員に限る。）を除き，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

５ 第１項第２号の生活相談員は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１９条第１

項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であ

って，規則で定めるものとし，常勤のものでなければならない。 

６ 第１項第３号の看護職員のうち，１人以上は，常勤の者でなければならない。 

７ 第１項第５号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能を改善し，又は

その減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者であって，規則で定
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めるものでなければならない。 

８ 第１項第５号の機能訓練指導員は，当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事する

ことができる。 

９ 第１項第６号の介護支援専門員は，専らその職務に従事する常勤の者でなければなら

ない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，当該指定介護老人福祉施設の他の職

務に従事することができる。 

１０ 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は，サテライト型居住施

設（指定地域密着型サービス基準条例第１５３条第４項に規定するサテライト型居住施

設をいう。以下同じ。）の本体施設（同項に規定する本体施設をいう。）である指定介

護老人福祉施設であって，当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置か

ない場合にあっては，指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施

設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。 

第４章 設備に関する基準 

（設備） 

第６条 指定介護老人福祉施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，規則で定める入所者へのサービス

の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

イ 入所者１人当たりの床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。 

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(2) 静養室 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

(3)  浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，要介護者等

が一の脱衣室を利用している際は，他の要介護者等を入室させない等，プライバシ

ーを確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とす

ることができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 
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エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，要介護者が入浴するのに適したものとするこ

と。 

 (4) 洗面設備 

ア 居室のある階ごとに設けること。 

イ 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

 (5) 便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 便房は，規則で定める基準を満たすものとすること。 

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか，要介護者が使用するのに適したものとするこ

と。 

(6) 医務室 

ア 診療所（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第２項に規定する診療

所をいう。以下同じ。）とすること。 

イ 入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要に応じて

臨床検査設備を設けること。 

(7) 食堂及び機能訓練室 

ア それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面積は，３平方メートルに

入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし，食事の提供又は機能訓練を行

う場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することが

できるときは，同一の場所とすることができる。 

イ 食堂は，居室のある階ごとに居室に近接して設けるものとし，各階ごとの面積は，

２平方メートルに当該階に設ける居室の入所定員の合計数を乗じて得た面積以上と

すること。ただし，規則で定める基準を満たすときは，この限りでない。 

ウ 必要な備品を備えること。 

(8) 廊下幅 １．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メートル

以上とすること。 
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(9) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

２ 前項各号に掲げる設備は，専ら当該指定介護老人福祉施設の用に供するものでなけれ

ばならない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

第５章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際しては，

あらかじめ，入所申込者又はその家族に対し，第２９条に規定する運営規程の概要，従

業者の勤務の体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を記した文書を交付して説明を行い，当該提供の開始について入所申込者の同意を得な

ければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所申込者又はその家族からの申出があった場合には，前

項の規定による文書の交付に代えて，第５項で定めるところにより，当該入所申込者又

はその家族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条にお

いて「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において，当該

指定介護老人福祉施設は，当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され

た前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧

に供し，当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受

けない旨の申出をする場合にあっては，指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計

算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要
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事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は，入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは，指定介護老人福祉施設の使用に係る電子

計算機と，入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護老人福祉施設は，第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しよ

うとするときは，あらかじめ，当該入所申込者又はその家族に対し，その用いる次に掲

げる電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければな

らない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護老人福祉施設は，当該入所申込者又はその家族

から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったとき

は，当該入所申込者又はその家族に対し，第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方

法によってしてはならない。ただし，当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定に

よる承諾をした場合は，この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第８条 指定介護老人福祉施設は，正当な理由なく指定介護福祉施設サービスの提供を拒

んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第９条 指定介護老人福祉施設は，入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申

込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は，適切な病院（医療法第

１条の５第１項の病院をいう。以下同じ。）若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹

介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１０条 指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスの提供を求められた場合

は，その者の提示する被保険者証によって，被保険者資格，要介護認定の有無及び要介
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護認定の有効期間を確かめなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，前項の被保険者証に法第７３条第２項に規定する認定審査

会意見が記載されているときは，当該認定審査会意見に配慮して，指定介護福祉施設サ

ービスを提供するように努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１１条 指定介護老人福祉施設は，入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者に

ついては，要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し，申請が行われてい

ない場合は，入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助

を行わなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けてい

る要介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わなけれ

ばならない。 

（入退所） 

第１２条 指定介護老人福祉施設は，身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介

護を必要とし，かつ，居宅においてこれを受けることが困難な者に対し，指定介護福祉

施設サービスを提供するものとする。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数

を超えている場合には，介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し，指定介護福祉施

設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努

めなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，入所申込者の入所に際しては，その者に係る居宅介護支援

事業者に対する照会等により，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス

等（法第８条第２３項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の利用状況

等の把握に努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，

その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しな

ければならない。 

５ 前項の規定による検討に当たっては，生活相談員，介護職員，看護職員，介護支援専
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門員等の従業者の間で協議しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，その心身の状況，その置かれている環境等に照らし，居宅

において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し，その者及びその家族

の希望，その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し，その者の円滑な退所の

ために必要な援助を行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は，入所者の退所に際しては，居宅サービス計画の作成等の援

助に資するため，居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか，保健医療サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第１３条 指定介護老人福祉施設は，入所に際しては入所の年月日並びに入所している介

護保険施設の種類及び名称を，退所に際しては退所の年月日を，当該者の被保険者証に

記載しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスを提供した際には，提供した具

体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１４条 指定介護老人福祉施設は，法定代理受領サービス（法第４８条第４項の規定に

より施設介護サービス費（同条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同

じ。）が入所者に代わり当該指定介護老人福祉施設に支払われる場合の当該施設介護サ

ービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下同じ。）に該当する指定介護福

祉施設サービスを提供した際には，入所者から利用料（施設介護サービス費の支給の対

象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の一部として，当該指定介護福祉施設サ

ービスについて同条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の

額（その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは，当

該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基

準額」という。）から当該指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費の額

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護老人福祉施設は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施設サー

ビスを提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と，施設サービス費用基準額と
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の間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，前２項に定めるもののほか，次に掲げる費用の額の支払を

受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入所者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定

介護老人福祉施設に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定する食費の負担限度

額）を限度とする。） 

(2) 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入所者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同

条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定介護

老人福祉施設に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度

額）を限度とする。） 

(3) 指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第

３９号。以下「基準省令」という。）第９条第３項第３号に規定する平成１２年厚生

省告示第１２３号により厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な

居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第９条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号により厚

生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに

伴い必要となる費用 

(5) 理美容代 

(6) 前各号に掲げるもののほか，指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜の

うち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その入所者に負

担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第９条第４項に規定す

る平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるもの

とする。 

５ 指定介護老人福祉施設は，第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当た
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っては，あらかじめ，入所者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用を記し

た文書を交付して説明を行い，入所者の同意を得なければならない。ただし，同項第１

号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１５条 指定介護老人福祉施設は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護福祉施

設サービスに係る費用の支払を受けた場合は，提供した指定介護福祉施設サービスの内

容，費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対

して交付しなければならない。 

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第１６条 指定介護老人福祉施設は，施設サービス計画に基づき，入所者の要介護状態の

軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を踏まえて，その者の処遇を

妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定介護福祉施設サービスは，施設サービス計画に基づき，漫然かつ画一的なものと

ならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設の従業者は，指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては，

懇切丁寧を旨とし，入所者又はその家族に対し，処遇上必要な事項について，理解しや

すいように説明を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては，当該入所

者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体

的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行って

はならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際

の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定介護福祉施設

サービスの質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評

価を受けて，それらの結果の公表に努めなければならない。 

（施設サービス計画の作成） 

第１７条 指定介護老人福祉施設の管理者は，介護支援専門員に施設サービス計画の作成
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に関する業務を担当させるものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援

専門員」という。）は，施設サービス計画の作成に当たっては，入所者の日常生活全般

を支援する観点から，当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含

めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成に当たっては，適切な方法によ

り，入所者について，その有する能力，その置かれている環境等の評価を通じて入所者

が現に抱える問題点を明らかにし，入所者が自立した日常生活を営むことができるよう

に支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメ

ント」という。）に当たっては，入所者及びその家族に面接して行わなければならない。

この場合において，計画担当介護支援専門員は，面接の趣旨を入所者及びその家族に対

して十分に説明し，理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は，入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果

に基づき，入所者の家族の希望を勘案して，入所者及びその家族の生活に対する意向，

総合的な援助の方針，生活全般の解決すべき課題，指定介護福祉施設サービスの目標及

びその達成時期，指定介護福祉施設サービスの内容，指定介護福祉施設サービスを提供

する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は，サービス担当者会議（入所者に対する指定介護福祉施設

サービスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集

して行う会議をいう。以下同じ。）の開催，担当者に対する照会等により，当該施設サ

ービス計画の原案の内容について，担当者から，専門的な見地からの意見を求めるもの

とする。 

７ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその

家族に対して説明し，文書により入所者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画を作成した際には，当該施設サービス

計画を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成後，施設サービス計画の実施状
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況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い，必要に応じて施

設サービス計画の変更を行うものとする。 

１０ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリン

グ」という。）に当たっては，入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行

うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなければならない。 

(1) 定期的に入所者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１１ 計画担当介護支援専門員は，次に掲げる場合においては，サービス担当者会議の開

催，担当者に対する照会等により，施設サービス計画の変更の必要性について，担当者

から，専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

(1) 入所者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

(2) 入所者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

１２ 第２項から第８項までの規定は，第９項に規定する施設サービス計画の変更につい

て準用する。 

（介護） 

第１８条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の心身

の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，１週間に２回以上，適切な方法により，入所者を入浴させ，

又は清拭

しき

しなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切な方法によ

り，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り

替えなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，褥瘡

じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに，その

発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，離床，着替

え，整容等の介護を適切に行わなければならない。 

７ 指定介護老人福祉施設は，常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければ
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ならない。 

８ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その負担により，当該指定介護老人福祉施

設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第１９条 指定介護老人福祉施設は，栄養並びに入所者の心身の状況及びし好を考慮した

食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が可能な限り離床して，食堂で食事をとることを支

援しなければならない。 

（相談及び援助） 

第２０条 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の心身の状況，その置かれている環境等

の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，

必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，必要に応じ，入所者が成年後見制度を活用することができ

るように支援しなければならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第２１条 指定介護老人福祉施設は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜入所者のための

レクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する

手続について，その者又はその家族において行うことが困難である場合は，その者の同

意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。 

（機能訓練） 

第２２条 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況等に応じて，日常生

活を営むために必要な機能を改善し，又はその減退を防止するための訓練を行わなけれ

ばならない。 

（健康管理） 
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第２３条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は，常に入所者の健康の状況に注意

し，必要に応じて健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

（入所者の入院期間中の取扱い） 

第２４条 指定介護老人福祉施設は，入所者について，病院又は診療所に入院する必要が

生じた場合であって，入院後おおむね３月以内に退院することが明らかに見込まれると

きは，その者及びその家族の希望等を勘案し，必要に応じて適切な便宜を供与するとと

もに，やむを得ない事情がある場合を除き，退院後再び当該指定介護老人福祉施設に円

滑に入所することができるようにしなければならない。 

（入所者に関する市町村への通知） 

第２５条 指定介護老人福祉施設は，入所者が次の各号のいずれかに該当する場合は，遅

滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定介護福祉施設サービスの利用に関する指示に従わないことに

より，要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け，又は受けようとしたとき。 

（管理者による管理） 

第２６条 指定介護老人福祉施設の管理者は，専ら当該指定介護老人福祉施設の職務に従

事する常勤の者でなければならない。ただし，当該指定介護老人福祉施設の管理上支障

がない場合は，同一敷地内にある他の事業所，施設等又は当該指定介護老人福祉施設の

サテライト型居住施設の職務に従事することができる。 

２ 指定介護老人福祉施設の管理者は，社会福祉法第１９条第 1 項各号のいずれかに該当

する者若しくは社会福祉事業（同法第２条第１項に規定する社会福祉事業をいう。）に

２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規

則で定めるものでなければならない。 

（管理者の責務） 

第２７条 指定介護老人福祉施設の管理者は，当該指定介護老人福祉施設の従業者の管理，

業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設の管理者は，従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な

指揮命令を行うものとする。 
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（計画担当介護支援専門員の責務） 

第２８条 計画担当介護支援専門員は，第１７条に規定する業務のほか，次に掲げる業務

を行うものとする。 

(1) 入所申込者の入所に際し，その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により，

その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等の利用状況等を把握するこ

と。 

(2) 入所者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，その者が居宅において日

常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 

(3) その心身の状況，その置かれている環境等に照らし，居宅において日常生活を営む

ことができると認められる入所者に対し，その者及びその家族の希望，その者が退所

後に置かれることとなる環境等を勘案し，その者の円滑な退所のために必要な援助を

行うこと。 

(4) 入所者の退所に際し，居宅サービス計画の作成等の援助に資するため，居宅介護支

援事業者に対して情報を提供するほか，保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者と密接に連携すること。 

(5) 第１６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

(6) 第３９条第２項に規定する苦情の内容等を記録すること。 

(7) 第４１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置について記録す

ること。 

（運営規程） 

第２９条 指定介護老人福祉施設は，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する

規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入所定員 

(4) 入所者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 
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(6) 事故発生の防止及び発生時の対応 

(7) 非常災害対策 

(8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 成年後見制度の活用支援 

(11) 苦情解決体制の整備 

(12) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第３０条 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，適切な指定介護福祉施設サービスを

提供することができるよう，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録

しておかなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，当該指定介護老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉

施設サービスを提供しなければならない。ただし，入所者の処遇に直接影響を及ぼさな

い業務については，この限りでない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，従業者に対し，その資質の向上のために研修計画を作成し，

当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。    

（定員の遵守） 

第３１条 指定介護老人福祉施設は，入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはなら

ない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（非常災害対策） 

第３２条 指定介護老人福祉施設は，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想

定される非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に

関する具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との

連携の体制を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に従

業者に周知しなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなけれ

ばならない。 
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３ 指定介護老人福祉施設は，非常災害に備えるため，第１項の計画に従い，避難又は救

出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければな

らない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，非常災害時における入所者等の安全の確保が図られるよう，

あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，介護保険施設その他の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるもの

とする。 

５ 指定介護老人福祉施設は，非常災害時において，高齢者，障害者，乳幼児等特に配慮

を要する者の受入れに努めるものとする。 

（衛生管理等） 

第３３条 指定介護老人福祉施設は，入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供す

る水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，医薬品

及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発

生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに，その結果に

ついて，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のた

めの指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護老人福祉施設において，介護職員その他の従業者に対し，感染症及び

食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，基準省令第２７条第２項第４号に規定する平成１８年

厚生労働省告示第２６８号により厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑

われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

（協力病院等） 

第３４条 指定介護老人福祉施設は，入院治療を必要とする入所者のために，あらかじめ，

協力病院を定めておかなければならない。 
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２ 指定介護老人福祉施設は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけ

ればならない。 

（掲示） 

第３５条 指定介護老人福祉施設は，当該指定介護老人福祉施設の見やすい場所に，運営

規程の概要，従業者の勤務の体制，協力病院，利用料その他のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第３６条 指定介護老人福祉施設の従業者は，正当な理由がなく，その業務上知り得た入

所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，従業者であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り

得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければな

らない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，居宅介護支援事業者等に対して，入所者に関する情報を提

供する際には，あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

（広告） 

第３７条 指定介護老人福祉施設は，当該指定介護老人福祉施設について広告をする場合

は，その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第３８条 指定介護老人福祉施設は，居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，要介護

被保険者に当該指定介護老人福祉施設を紹介することの対償として，金品その他の財産

上の利益を供与してはならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，居宅介護支援事業者又はその従業者から，当該指定介護老

人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利益を収

受してはならない。 

（苦情処理） 

第３９条 指定介護老人福祉施設は，提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者

又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓

口を設置する等必要な措置を講じなければならない。 
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２ 指定介護老人福祉施設は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，提供した指定介護福祉施設サービスに関し，法第２３条の

規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の

職員からの質問若しくは照会に応じ，入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協

力するとともに，市町村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って

必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を

市町村に報告しなければならない。 

５ 指定介護老人福祉施設は，提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの

苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第１

７６条第１項第３号の規定による調査に協力するとともに，国民健康保険団体連合会か

ら同号の規定による指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。 

６ 指定介護老人福祉施設は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には，前

項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第４０条 指定介護老人福祉施設は，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的な

活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，その運営に当たっては，提供した指定介護福祉施設サービ

スに関する入所者からの苦情に関して，市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事

業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第４１条 指定介護老人福祉施設は，事故の発生又はその再発を防止するため，次に定め

る措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応，次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。 
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(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に，当該事実が

報告され，その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事

故が発生した場合は，速やかに市町村，入所者の家族等に連絡を行うとともに，必要な

措置を講じなければならない。 

３ 指定介護老人福祉施設は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記

録しなければならない。 

４ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠

償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第４２条 指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスの事業の会計をその他の

事業の会計と区分しなければならない。 

（記録の整備） 

第４３条 指定介護老人福祉施設は，従業者，設備及び会計に関する諸記録を整備してお

かなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する

次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 施設サービス計画 

(2) 第１３条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第１６条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 第２５条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 第３０条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(6) 第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 第４１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

(8) 法第４０条に規定する介護給付及び第１４条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 
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第６章 ユニット型指定介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する

基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針 

（この章の趣旨） 

第４４条 第２章及び前２章の規定にかかわらず，ユニット型指定介護老人福祉施設（施

設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室

の入居者が交流し，共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。）により一体

的に構成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者の日常生活が営まれ，

これに対する支援が行われる指定介護老人福祉施設をいう。以下同じ。）の基本方針並

びに設備及び運営に関する基準については，この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第４５条 ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者一人一人の意思及び人格を尊重し，

施設サービス計画に基づき，その居宅における生活への復帰を念頭に置いて，入居前の

居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら，各ユニット

において入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常生活を営むことを支援しなけ

ればならない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行

い，市町村，地域包括支援センター，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，介護

保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努

めなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は，地域包括支援センターから求めがあった場合に

は，地域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は，生計困難者等に指定介護福祉施設サービスの提

供を行うに当たり，社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係

る利用者負担額軽減制度事業の適用を受け，ユニット型指定介護老人福祉施設における

施設サービスに係る利用者負担額並びに食費及び居住費に係る利用者負担額についての

軽減を実施するよう努めなければならない。 

第２節 設備に関する基準 
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（設備） 

第４６条 ユニット型指定介護老人福祉施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) ユニット 

ア 居室 

(ｱ) 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，入居者への指定介護福祉施設サ

ービスの提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

(ｲ) 居室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。この場合において，一のユニットの入居定員は，

おおむね１０人以下としなければならない。 

(ｳ) 一の居室の床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。ただし，

（ア）ただし書の場合にあっては，２１．３平方メートル以上とすること。 

(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(ｵ) ユニットに属さない居室を改修したものについては，入居者同士の視線の遮断

の確保を前提にした上で，居室を隔てる壁について，天井との間に一定の隙間が

生じていても差し支えない。 

イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの入居者

が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユニッ

トの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，要介護者が使用するのに適し

たものとすること。 
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(2) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，要介護者等

が一の脱衣室を利用している際は，他の要介護者等を入室させない等，プライバシ

ーを確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とす

ることができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，要介護者が入浴するのに適したものとするこ

と。 

(3) 医務室 

ア 診療所とすること。 

イ 入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか，必要に応じて

臨床検査設備を設けること。 

(4) 廊下幅 １．８メートル以上とすること。ただし，ユニット内の廊下（中廊下を除

く。）の幅は，円滑な避難に支障がないと認められる場合には，１．５メートル以上

とすることができる。 

(5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

２ 前項第２号から第５号までに掲げる設備は，専ら当該ユニット型指定介護老人福祉施

設の用に供するものでなければならない。ただし，入居者に対する指定介護福祉施設サ

ービスの提供に支障がない場合は，この限りでない。 

第３節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第４７条 ユニット型指定介護老人福祉施設は，法定代理受領サービスに該当する指定介

護福祉施設サービスを提供した際には，入居者から利用料の一部として，施設サービス

費用基準額から当該ユニット型指定介護老人福祉施設に支払われる施設介護サービス費

の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護福
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祉施設サービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と，施設サービス費

用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は，前２項に定めるもののほか，次に掲げる費用の

額の支払を受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入居者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニ

ット型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定する食費

の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入居者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同

条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット

型指定介護老人福祉施設に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の

負担限度額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第４１条第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号により

厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったこと

に伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第４１条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号により

厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったこと

に伴い必要となる費用 

(5) 理美容代 

(6) 前各号に掲げるもののほか，指定介護福祉施設サービスにおいて提供される便宜の

うち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その入居者に負

担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第４１条第４項に規定

する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるも

のとする。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設は，第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの
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提供に当たっては，あらかじめ，入居者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び

費用を記した文書を交付して説明を行い，入居者の同意を得なければならない。ただし，

同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

（指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 

第４８条 指定介護福祉施設サービスは，入居者が，その有する能力に応じて，自らの生

活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため，施

設サービス計画に基づき，入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことに

より，入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定介護福祉施設サービスは，各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って

生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護福祉施設サービスは，入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなけれ

ばならない。 

４ 指定介護福祉施設サービスは，入居者の自立した生活を支援することを基本として，

入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を常に

把握しながら，適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者は，指定介護福祉施設サービスの提供に当

たって，入居者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいよ

うに説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては，

当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き，身体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型指定介護老人福祉施設は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時

間，その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならな

い。 

８ ユニット型指定介護老人福祉施設は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定介

護福祉施設サービスの質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の

者による評価を受けて，それらの結果の公表に努めなければならない。 

（介護） 
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第４９条 介護は，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常

生活を営むことを支援するよう，入居者の心身の状況等に応じ，適切な技術をもって行

われなければならない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者の日常生活における家事を，入居者が，

その心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければな

らない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者が身体の清潔を維持し，精神的に快適な

生活を営むことができるよう，適切な方法により，入居者に入浴の機会を提供しなけれ

ばならない。ただし，やむを得ない場合には，清拭を行うことをもって入浴の機会の提

供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者の心身の状況に応じて，適切な方法によ

り，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入居者については，

排せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定介護老人福祉施設は，褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うととも

に，その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型指定介護老人福祉施設は，前各項に規定するもののほか，入居者が行う離

床，着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型指定介護老人福祉施設は，常時１人以上の常勤の介護職員を介護に従事さ

せなければならない。 

９ ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者に対し，その負担により，当該ユニット

型指定介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第５０条 ユニット型指定介護老人福祉施設は，栄養並びに入居者の心身の状況及びし好

を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者の心身の状況に応じて，適切な方法によ

り，食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事
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を提供するとともに，入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとる

ことができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者が相互に社会的関係を築くことができる

よう，その意思を尊重しつつ，入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければ

ならない。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第５１条 ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者のし好に応じた趣味，教養又は娯

楽に係る活動の機会を提供するとともに，入居者が自律的に行うこれらの活動を支援し

なければならない。 

２ ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者が日常生活を営むために必要な行政機関

等に対する手続について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，その者

の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は，常に入居者の家族との連携を図るとともに，入

居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者の外出の機会を確保するよう努めなけれ

ばならない。 

（運営規程） 

第５２条 ユニット型指定介護老人福祉施設は，次に掲げる施設の運営についての重要事

項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入居定員 

(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

(5) 入居者に対する指定介護福祉施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 事故発生の防止及び発生時の対応 

(8) 非常災害対策 

(9) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 
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(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他施設の運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第５３条 ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者に対し，適切な指定介護福祉施設

サービスを提供することができるよう，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績と

ともに記録しておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，入居者が安心して日常生活を送る

ことができるよう，継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から，次に定める

職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については，ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する

こと。 

(2) 夜間及び深夜については，２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜

間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに，常勤のユニットリーダーを配置すること。 

(4) 前号のユニットリーダーのうち２人以上（２ユニット以下のときは１人以上）の者

は，規則で定めるものとすること。この場合において，ユニット型指定介護老人福祉

施設と当該ユニット型指定介護老人福祉施設に併設するユニット型指定短期入所生活

介護事業所（岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２４年市条例第  号）第１７３条第１項に規定するユニット型

指定短期入所生活介護事業所をいう。）又はユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業所（岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介

護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例（平成２４年市条例第  号）第１５７条第１項に規定するユニット型指定介

護予防短期入所生活介護事業所をいう。）とは同一の施設とみなすことができる。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設は，当該ユニット型指定介護老人福祉施設の従業者

によって指定介護福祉施設サービスを提供しなければならない。ただし，入居者に対す
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る指定介護福祉施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については，この限り

でない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設は，従業者に対し，その資質の向上のために研修計

画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設は，従業者の計画的な人材育成に努めなければなら

ない。 

（定員の遵守） 

第５４条 ユニット型指定介護老人福祉施設は，ユニットごとの入居定員及び居室の定員

を超えて入居させてはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある

場合は，この限りでない。 

（準用） 

第５５条 第７条から第１３条まで，第１５条，第１７条，第２０条，第２２条から第２

８条まで及び第３２条から第４３条までの規定は，ユニット型指定介護老人福祉施設に

ついて準用する。この場合において，第７条第１項中「第２９条に規定する運営規程」

とあるのは「第５２条に規定する重要事項に関する規程」と，第２７条第２項中「この

章」とあるのは「第６章第３節」と，第２８条中「第１７条」とあるのは「第５５条に

おいて準用する第１７条」と，同条第５号及び第４３条第２項第３号中「第１６条第５

項」とあるのは「第４８条第７項」と，第２８条第６号及び第４３条第２項第６号中

「第３９条第２項」とあるのは「第５５条において準用する第３９条第２項」と，第２

８条第７号及び第４３条第２項第７号中「第４１条第３項」とあるのは「第５５条にお

いて準用する第４１条第３項」と，同項第２号中「第１３条第２項」とあるのは「第５

５条において準用する第１３条第２項」と，同項第４号中「第２５条」とあるのは「第

５５条において準用する第２５条」と，同項第５号中「第３０条第１項」とあるのは

「第５３条第１項」と，同項第８号中「第１４条第１項から第３項まで」とあるのは

「第４７条第１項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
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（経過措置） 

第２条 平成１２年４月１日において存する特別養護老人ホーム（介護保険法施行法（平

成９年法律第１２４号。以下「施行法」という。）第２０条の規定による改正前の老人

福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホームをい

う。以下同じ。）の建物（基本的な設備が完成しているものを含み，同日以後に増築さ

れ，又は全面的に改築された部分を除く。次条において同じ。）について第６条第１項

第１号の規定を適用する場合においては，同号ア中「１人とすること。ただし，規則で

定める入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は，２人とすることができ

る」とあるのは「原則として４人以下とすること」と，同号イ中「１０．６５平方メー

トル」とあるのは「収納設備等を除き，４．９５平方メートル」とする。 

２ 平成１２年４月１日において存する特別養護老人ホームであって，児童福祉施設最低

基準等の一部を改正する省令（昭和６２年厚生省令第１２号）附則第４条第２項（同令

第４条の規定による改正後の養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に

関する基準（昭和４１年厚生省令第１９号）第２０条の規定に係る部分に限る。）の規

定の適用を受けていたものについて，前項の規定を適用する場合においては，同項中

「原則として４人」とあるのは，「８人」とする。 

第３条 平成１２年４月１日において存する特別養護老人ホームの建物については，第６

条第１項第７号ア（食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。）の規定は，

適用しない。 

第４条 当分の間，第１４条第１項中「算定した費用の額」とあるのは，「算定した費用

の額（施行法第１３条第３項に規定する要介護旧措置入所者にあっては，当該指定介護

福祉施設サービスについて同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費

用の額）」とする。 

第５条 一般病床，精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８

３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護

保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床に係るものに

限る。以下この条及び附則第７条において同じ。）又は療養病床を有する病院の一般病

床，精神病床又は療養病床を平成３０年３月３１日までの間に転換（当該病院の一般病
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床，精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに，当該病院の施設を介護老人

保健施設，軽費老人ホーム（老人福祉法第２０条の６に規定する軽費老人ホームをいう。

以下同じ。）その他の要介護者，要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設

の用に供することをいう。）し，指定介護老人福祉施設を開設しようとする場合におい

て，当該転換に係る食堂及び機能訓練室については，第６条第１項第７号ア及びイの規

定にかかわらず，食堂は，１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し，機

能訓練室は，４０平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし，食事の提

供又は機能訓練を行う場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを

確保することができるときは，同一の場所とすることができるものとする。 

第６条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を平成３０年３月

３１日までの間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとと

もに，当該診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホームその他の要介護者，要支

援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し，指定

介護老人福祉施設を開設しようとする場合において，当該転換に係る食堂及び機能訓練

室については，第６条第１項第７号ア及びイの規定にかかわらず，次の各号に掲げる基

準のいずれかに適合するものとする。 

(1) 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面積

は，３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし，食事の提

供又は機能訓練を行う場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さ

を確保することができるときは，同一の場所とすることができること。 

(2) 食堂は，１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し，機能訓練室は，

４０平方メートル以上の面積を有すること。ただし，食事の提供又は機能訓練を行う

場合において，当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができ

るときは，同一の場所とすることができること。 

第７条 一般病床，精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床，精神病床若しく

は療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床

を平成３０年３月３１日までの間に転換（当該病院の一般病床，精神病床若しくは療養

病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに，当該
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病院又は診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホームその他の要介護者，要支援

者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。）し，指定介

護老人福祉施設を開設しようとする場合において，第６条第１項第８号及び第４６条第

１項第４号の規定にかかわらず，当該転換に係る廊下の幅については，１．２メートル

以上とする。ただし，中廊下の幅は，１．６メートル以上とする。 

第８条 平成１５年４月１日において法第４８条第１項第１号の規定に基づく指定を受け

ている介護老人福祉施設（同日以後に増築され，又は改築された部分を除く。）であっ

て，第６章（第４６条第１項第１号イ（イ）を除く。）に規定する基準を満たすものに

ついて，第４６条第１項第１号イ（イ）の規定を適用する場合においては，同号イ

（イ）中「２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た

面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入居者が交流し，共同で日常生活を営む

のに必要な広さ」とする。 

第９条 当分の間，第１４条第３項第１号中「食費の基準費用額（同条第４項」とあるの

は「食費の基準費用額（特定要介護旧措置入所者（施行法第１３条第５項に規定する特

定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。）にあっては，同項第１号に規定する食費の

特定基準費用額）（法第５１条の３第４項」と，「食費の負担限度額」とあるのは「食

費の負担限度額（特定要介護旧措置入所者にあっては，施行法第１３条第５項第１号に

規定する食費の特定負担限度額）」と，第１４条第３項第２号及び第４７条第３項第２

号中「居住費の基準費用額（同条第４項」とあるのは「居住費の基準費用額（特定要介

護旧措置入所者にあっては，施行法第１３条第５項第２号に規定する居住費の特定基準

費用額）（法第５１条の３第４項」と，「居住費の負担限度額」とあるのは「居住費の

負担限度額（特定要介護旧措置入所者にあっては，施行法第１３条第５項第２号に規定

する居住費の特定負担限度額）」と，第４７条第３項第１号中「食費の基準費用額（同

条第４項」とあるのは「食費の基準費用額（特定要介護旧措置入所者にあっては，施行

法第１３条第５項第１号に規定する食費の特定基準費用額）（法第５１条の３第４項」

と，「食費の負担限度額」とあるのは「食費の負担限度額（特定要介護旧措置入所者に

あっては，施行法第１３条第５項第１号に規定する食費の特定負担限度額）」とする。 

第１０条 平成１５年４月１日以前に法第４８条第１項第１号の規定による指定を受けて
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いる介護老人福祉施設（同日において建築中のものであって，同日後に同号の規定によ

る指定を受けたものを含む。以下「平成１５年前指定介護老人福祉施設」という。）で

あって，平成２３年厚生労働省令第１０６号による改正前の基準省令（以下「指定介護

老人福祉施設旧基準」という。）第５０条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉

施設であるもの（平成２３年９月１日において改修，改築又は増築中の平成１５年前指

定介護老人福祉施設（ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。）であって，同日後に

指定介護老人福祉施設旧基準第５０条に規定する一部ユニット型指定介護老人福祉施設

に該当することとなるものを含む。）については，施行日以後最初の指定の更新までの

間は，指定介護老人福祉施設旧基準の規定によることができる。 

第１１条 施行日において現に法第４８条第１項第１号の規定に基づく指定を受けている

介護老人福祉施設（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。以下同

じ。）について，第６条第１項第１号アの規定を適用する場合においては，同号ア中

「１人とすること。ただし，規則で定める入所者へのサービスの提供上必要と認められ

る場合は，２人とすることができる」とあるのは「４人以下とすること」とする。 

第１２条 施行日において現に法第４８条第１項第１号の規定に基づく指定を受けている

介護老人福祉施設については，第６条第１項第７号イの規定は，適用しない。 

第１３条 施行日において現に法第４８条第１項第１号の規定に基づく指定を受けている

介護老人福祉施設については，第６条第１項第３号又は第４６条第１項第２号の規定に

かかわらず，基準省令第３条第１項第３号又は第４０条第１項第２号の規定によること

ができる。 

第１４条 施行日において現に法第４８条第１項第１号の規定に基づく指定を受けている

介護老人福祉施設については，第６条第１項第５号の規定にかかわらず，基準省令第３

条第１項第５号の規定によることができる。 

第１５条 施行日において現に法第４８条第１項第１号の規定に基づく指定を受けている

介護老人福祉施設については，第４６条第１項第４号の規定にかかわらず，基準省令第

４０条第１項第４号の規定によることができる。 

第１６条 第５３条第２項第４号の規定の適用については，当分の間，同号中「前号のユ

ニットリーダー」とあるのは「ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者及び従業者」
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とする。 

 

 

提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い，指定介護老人福祉施設の人員，設備及

び運営に関する基準等について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２５３ 号 議 案 

   岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定

める条例の制定について 

 岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例を

次のように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定

める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第３条） 

 第２章 基本方針（第４条） 

 第３章 人員に関する基準（第５条） 

 第４章 施設及び設備に関する基準（第６条・第７条） 

 第５章 運営に関する基準（第８条－第４３条） 

 第６章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設，設備及び運営に関する基

準 

  第１節 この章の趣旨及び基本方針（第４４条・第４５条） 

  第２節 施設及び設備に関する基準（第４６条） 

  第３節 運営に関する基準（第４７条－第５５条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第９
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７条第１項から第３項までの規定に基づき，介護老人保健施設の人員，施設及び設備並

びに運営に関する基準を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この条例で使用する用語は，法で使用する用語の例による。 

 （一般原則） 

第３条 介護老人保健施設の開設者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこ 

れらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わ 

ず，事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と

同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び当該施設を管理する者は，

岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団

員であってはならない。 

２ 介護老人保健施設は，入所者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する

等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の措置を講

ずるよう努めなければならない。 

   第２章 基本方針 

 （基本方針） 

第４条 介護老人保健施設は，施設サービス計画に基づいて，看護，医学的管理の下にお

ける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより，入

所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとと

もに，その者の居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，入所者の意思及び人格を尊重し，常に入所者の立場に立って介

護保健施設サービスの提供に努めなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域及び家庭との結び付きを重

視した運営を行い，市町村，地域包括支援センター（法第１１５条の４６第１項に規定

する地域包括支援センターをいう。以下同じ。），居宅介護支援事業者（居宅介護支援

事業を行う者をいう。以下同じ。），居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者

をいう。以下同じ。），介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提

供する者との密接な連携に努めなければならない。 
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４ 介護老人保健施設は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地域ケア会

議に参加するよう努めなければならない。 

   第３章 人員に関する基準 

 （従業者の員数） 

第５条 法第９７条第２項の規定により介護老人保健施設に置くべき従業者の員数は，医

師及び看護師にあっては介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基

準（平成１１年厚生省令第４０号。以下「基準省令」という。）で定めるところにより，

その他の従業者にあっては次のとおりとする。 

 (1) 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数 

 (2) 看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。）又は介護職員（以下「看 

護・介護職員」という。） 常勤換算方法で，入所者の数が３又はその端数を増すご

とに１以上（看護職員の員数は看護・介護職員の総数の７分の２程度を，介護職員の

員数は看護・介護職員の総数の７分の５程度をそれぞれ標準とする。） 

 (3) 支援相談員 １以上（入所者の数が１００を超える場合にあっては，常勤の支援相

談員１人に加え，常勤換算方法で，１００を超える部分を１００で除して得た数以 

上） 

 (4) 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で，入所者の数を１００で

除して得た数以上 

 (5) 栄養士 入所定員１００以上の介護老人保健施設にあっては，１以上 

 (6) 介護支援専門員 １以上（入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

 (7) 調理員，事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数 

２ 前項の入所者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に許可を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 第１項の常勤換算方法は，当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該介護老

人保健施設において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者

の員数に換算する方法をいう。 

４ 介護老人保健施設の従業者は，専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなけ
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ればならない。ただし，介護老人保健施設（ユニット型介護老人保健施設（第４４条に

規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）

及びユニット型介護老人保健施設を併設する場合の介護職員を除き，入所者の処遇に支

障がない場合は，この限りでない。 

５ 第１項第６号の介護支援専門員は，専らその職務に従事する常勤の者でなければなら

ない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，当該介護老人保健施設の他の職務に

従事することができるものとし，介護支援専門員が次項に規定する本体施設に従事する

場合であって，当該本体施設の入所者の処遇に支障がない場合は，次項に規定するサテ

ライト型小規模介護老人保健施設の職務に従事することができるものとする。 

６ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわらず，サテライト型小規模介護老人保健

施設（当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施

設又は病院（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をいう。以

下同じ。）若しくは診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。）（以下「本体施

設」という。）との密接な連携を確保しつつ，本体施設とは別の場所で運営され，入所

者の在宅への復帰の支援を目的とする定員２９人以下の介護老人保健施設をいう。以下

同じ。）の支援相談員，理学療法士若しくは作業療法士，栄養士又は介護支援専門員に

ついては，次に掲げる本体施設の場合には，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に

定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行

われると認められるときは，これを置かないことができる。 

 (1) 介護老人保健施設 支援相談員，理学療法士若しくは作業療法士，栄養士又は介護

支援専門員 

 (2) 病院 栄養士（病床数１００以上の病院の場合に限る。）又は介護支援専門員（健

康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の２第

１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正

前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。） 

７ 第１項第３号から第６号までの規定にかかわらず，医療機関併設型小規模介護老人保

健施設（病院又は診療所に併設され，入所者の在宅への復帰の支援を目的とする定員２

９人以下の介護老人保健施設であって，サテライト型小規模介護老人保健施設以外のも
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のをいう。以下同じ。）の支援相談員，理学療法士若しくは作業療法士，栄養士又は介

護支援専門員の員数の基準は，次のとおりとする。 

 (1) 理学療法士若しくは作業療法士又は栄養士 併設される病院又は診療所の理学療法

士若しくは作業療法士又は栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設

の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは，置かないことができること。 

 (2) 支援相談員又は介護支援専門員 当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実

情に応じた適当数 

   第４章 施設及び設備に関する基準 

 （条例で定める施設） 

第６条 法第９７条第１項の規定により介護老人保健施設が有しなければならない施設は，

療養室，診察室及び機能訓練室にあっては基準省令で定めるところにより，その他の施

設にあっては次のとおりとする。ただし，サテライト型小規模介護老人保健施設の場合

にあっては，本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保

健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは，調理室，

洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を，医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合に

あっては，併設される病院又は診療所の施設を利用することにより，当該医療機関併設

型小規模介護老人保健施設及び当該病院又は診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切

に行われると認められるときは，これらの施設（療養室及び診察室を除く。）を有しな

いことができる。 

 (1) 談話室 

 (2) 食堂 

 (3) 浴室 

 (4) レクリエーション・ルーム 

 (5) 洗面所 

 (6) 便所 

 (7) サービス・ステーション 

 (8) 調理室 

 (9) 洗濯室又は洗濯場 
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 (10) 汚物処理室 

２ 前項各号に掲げる施設の基準は，次のとおりとする。 

 (1) 談話室 入所者同士及び入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。 

 (2) 食堂 

  ア ２平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上の面積を有すること。 

  イ 食堂は，療養室のある階ごとに療養室に近接して設けるものとし，各階ごとの面

積は，２平方メートルに当該階に設ける療養室の入所定員の合計数を乗じて得た面

積以上とすること。ただし，規則で定める基準を満たすときは，この限りでない。 

 (3) 浴室 

  ア 浴槽を１つとすること。 

  イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，入所者等が

一の脱衣室を利用している際は，他の入所者等を入室させない等，プライバシーを

確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とするこ

とができる。 

  ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

  エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

  オ 一般浴槽のほか，入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けるこ

と。 

  カ アからオまでに掲げるもののほか，身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

とすること。 

 (4) レクリエーション・ルーム レクリエーションを行うために十分な広さを有し，必

要な設備を備えること。 

 (5) 洗面所 療養室のある階ごとに設けること。 

 (6) 便所 

  ア 療養室のある階ごとに療養室に近接して設けること。 

  イ 便房は，規則で定める基準を満たすものとすること。 

  ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。  

  エ 常夜灯を設けること。 
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  オ アからエまでに掲げるもののほか，身体の不自由な者が使用するのに適したもの

とすること。 

３ 第１項各号に掲げる施設は，専ら当該介護老人保健施設の用に供するものでなければ

ならない。ただし，入所者の処遇に支障がない場合は，この限りでない。 

 （構造設備の基準） 

第７条 介護老人保健施設の構造設備の基準は，次のとおりとする。 

 (1) 介護老人保健施設の建物（入所者の療養生活のために使用しない附属の建物を除 

く。以下この条において同じ。）は，耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２

０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）とすること。

ただし，次のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての介護老人保健施設の建

物にあっては，準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下

同じ。）とすることができる。 

  ア 療養室その他の入所者の療養生活に充てられる施設（以下「療養室等」とい 

う。）を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満

たすこと。 

   (ｱ) 消防長又は当該介護老人保健施設の所在地を管轄する消防署長と相談の上，第

３３条第１項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必

要な事項を定めること。 

   (ｲ) 第３３条第３項に規定する訓練については，同条第１項に規定する計画に従 

い，昼間及び夜間において行うこと。 

   (ｳ) 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との

連携体制を整備すること。 

 (2) 療養室等が２階以上の階にある場合は，屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞ

れ１以上設けること。 

 (3) 療養室等が３階以上の階にある場合は，避難に支障がないように避難階段を２以上

設けること。ただし，前号に規定する直通階段を建築基準法施行令（昭和２５年政令

第３３８号）第１２３条第１項に規定する避難階段としての構造とする場合は，その
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直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 

 (4) 階段には，手すりを設けること。 

 (5) 廊下の構造は，次のとおりとすること。 

  ア 幅は，１．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メートル

以上とすること。 

  イ 手すりを設けること。 

  ウ 常夜灯を設けること。 

 (6) 入所者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備え

ること。 

 (7) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

   第５章 運営に関する基準 

 （内容及び手続の説明及び同意） 

第８条 介護老人保健施設は，介護保健施設サービスの提供の開始に際し，あらかじめ，

入所申込者又はその家族に対し，第３０条に規定する運営規程の概要，従業者の勤務の

体制その他の入所申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い，当該提供の開始について入所申込者の同意を得なければならな

い。 

２ 介護老人保健施設は，入所申込者又はその家族からの申出があった場合には，前項の

規定による文書の交付に代えて，第５項で定めるところにより，当該入所申込者又はそ

の家族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において

「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において，当該介護

老人保健施設は，当該文書を交付したものとみなす。 

 (1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

  ア 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録する方法 

  イ 介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前
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項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者又はその家族の閲覧に供

し，当該入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けな

い旨の申出をする場合にあっては，介護老人保健施設の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルにその旨を記録する方法） 

 (2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要

事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は，入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは，介護老人保健施設の使用に係る電子計算

機と，入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。 

５ 介護老人保健施設は，第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しようと

するときは，あらかじめ，当該入所申込者又はその家族に対し，その用いる次に掲げる

電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

 (1) 第２項各号に規定する方法のうち介護老人保健施設が使用するもの 

 (2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た介護老人保健施設は，当該入所申込者又はその家族から

文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは，

当該入所申込者又はその家族に対し，第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法に

よってしてはならない。ただし，当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による

承諾をした場合は，この限りでない。 

 （提供拒否の禁止） 

第９条 介護老人保健施設は，正当な理由なく介護保健施設サービスの提供を拒んではな

らない。 

 （サービス提供困難時の対応） 
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第１０条 介護老人保健施設は，入所申込者の病状等を勘案し，入所申込者に対し自ら必

要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は，適切な病院又は診療所を紹

介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

 （受給資格等の確認） 

第１１条 介護老人保健施設は，介護保健施設サービスの提供を求められた場合には，そ

の者の提示する被保険者証によって，被保険者資格，要介護認定の有無及び要介護認定

の有効期間を確かめるものとする。 

２ 介護老人保健施設は，前項の被保険者証に法第７３条第２項に規定する認定審査会意

見が記載されているときは，当該認定審査会意見に配慮して，介護保健施設サービスを

提供するように努めなければならない。 

 （要介護認定の申請に係る援助） 

第１２条 介護老人保健施設は，入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者につい

ては，要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し，申請が行われていない

場合は，入所申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行

わなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要

介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わなければな

らない。 

 （入退所） 

第１３条 介護老人保健施設は，その心身の状況及び病状並びにその置かれている環境に

照らし看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等が必要であ

ると認められる者を対象に，介護保健施設サービスを提供するものとする。 

２ 介護老人保健施設は，入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超

えている場合には，医学的管理の下における介護及び機能訓練の必要性を勘案し，介護

保健施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させる

よう努めなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，入所申込者の入所に際しては，その者に係る居宅介護支援事業

者に対する照会等により，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等 
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（法第８条第２３項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の利用状況等

の把握に努めなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，入所者の心身の状況，病状，その置かれている環境等に照ら 

し，その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討

し，その内容等を記録しなければならない。 

５ 前項の規定による検討に当たっては，医師，薬剤師，看護・介護職員，支援相談員，

介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は，入所者の退所に際しては，その者又はその家族に対し，適切な

指導を行うとともに，居宅サービス計画の作成等の援助に資するため，居宅介護支援事

業者に対する情報の提供に努めるほか，退所後の主治の医師に対する情報の提供その他

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな

い。 

 （サービスの提供の記録） 

第１４条 介護老人保健施設は，入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保

険施設の種類及び名称を，退所に際しては退所の年月日を，当該者の被保険者証に記載

しなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，介護保健施設サービスを提供した際には，提供した具体的なサ

ービスの内容等を記録しなければならない。 

 （利用料等の受領） 

第１５条 介護老人保健施設は，法定代理受領サービス（法第４８条第４項の規定により

施設介護サービス費（同条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。）

が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に

係る介護保健施設サービスをいう。以下同じ。）に該当する介護保健施設サービスを提

供した際には，入所者から利用料（施設介護サービス費の支給の対象となる費用に係る

対価をいう。以下同じ。）の一部として，当該介護保健施設サービスについて同条第２

項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該介

護保健施設サービスに要した費用の額を超えるときは，当該現に介護保健施設サービス

に要した費用の額とする。以下「施設サービス費用基準額」という。）から当該施設に
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支払われる施設介護サービス費の額を控除して得られた額の支払を受けるものとする。 

２ 介護老人保健施設は，法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービスを提

供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と，施設サービス費用基準額との間に，

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，前２項に定めるもののほか，次に掲げる費用の額の支払を受け

ることができる。 

 (1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入所者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護

老人保健施設に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定する食費の負担限度額）

を限度とする。） 

 (2) 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入所者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同

条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人

保健施設に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の負担限度額）を

限度とする。） 

 (3) 基準省令第１１条第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号により

厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

 (4) 基準省令第１１条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号により

厚生労働大臣の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったこと

に伴い必要となる費用 

 (5) 理美容代 

 (6) 前各号に掲げるもののほか，介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のう 

ち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その入所者に負担

させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１１条第４項に規定

する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるも
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のとする。 

５ 介護老人保健施設は，第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たって

は，あらかじめ，入所者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用を記した文

書を交付して説明を行い，入所者の同意を得なければならない。ただし，同項第１号か

ら第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

 （保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１６条 介護老人保健施設は，法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サービ

スに係る費用の支払を受けた場合は，提供した介護保健施設サービスの内容，費用の額

その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者に対して交付しな

ければならない。 

 （介護保健施設サービスの取扱方針） 

第１７条 介護老人保健施設は，施設サービス計画に基づき，入所者の要介護状態の軽減

又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を踏まえて，その者の療養を妥当

適切に行わなければならない。 

２ 介護保健施設サービスは，施設サービス計画に基づき，漫然かつ画一的なものとなら

ないよう配慮して行われなければならない。 

３ 介護老人保健施設の従業者は，介護保健施設サービスの提供に当たっては，懇切丁寧

を旨とし，入所者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいよう

に指導又は説明を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，介護保健施設サービスの提供に当たっては，当該入所者又は他

の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束そ

の他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行ってはならな

い。 

５ 介護老人保健施設は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の入

所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は，多様な評価の手法を用いてその提供する介護保険施設サービス

の質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による評価を受け

て，それらの結果の公表に努めなければならない。 
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 （施設サービス計画の作成） 

第１８条 介護老人保健施設の管理者は，介護支援専門員に施設サービス計画の作成に関

する業務を担当させるものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援

専門員」という。）は，施設サービス計画の作成に当たっては，入所者の日常生活全般

を支援する観点から，当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含

めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成に当たっては，適切な方法によ

り，入所者について，その有する能力，その置かれている環境等の評価を通じて入所者

が現に抱える問題点を明らかにし，入所者が自立した日常生活を営むことができるよう

に支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 

４ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメ

ント」という。）に当たっては，入所者及びその家族に面接して行わなければならない。

この場合において，計画担当介護支援専門員は，面接の趣旨を入所者及びその家族に対

して十分に説明し，理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は，入所者の希望，入所者についてのアセスメントの結果及

び医師の治療の方針に基づき，入所者の家族の希望を勘案して，入所者及びその家族の

生活に対する意向，総合的な援助の方針，生活全般の解決すべき課題，介護保健施設サ

ービスの目標及びその達成時期，介護保健施設サービスの内容，介護保健施設サービス

を提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければなら

ない。 

６ 計画担当介護支援専門員は，サービス担当者会議（入所者に対する介護保健施設サー

ビスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招集して

行う会議をいう。以下同じ。）の開催，担当者に対する照会等により，当該施設サービ

ス計画の原案の内容について，担当者から，専門的な見地からの意見を求めるものとす

る。 

７ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその

家族に対して説明し，文書により入所者の同意を得なければならない。 
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８ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画を作成した際には，当該施設サービス

計画を入所者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成後，施設サービス計画の実施状

況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い，必要に応じて施

設サービス計画の変更を行うものとする。 

１０ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリン 

グ」という。）に当たっては，入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行

うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなければならない。 

 (1) 定期的に入所者に面接すること。 

 (2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１１ 計画担当介護支援専門員は，次に掲げる場合においては，サービス担当者会議の開

催，担当者に対する照会等により，施設サービス計画の変更の必要性について，担当者

から，専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

 (1) 入所者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

 (2) 入所者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

１２ 第２項から第８項までの規定は，第９項に規定する施設サービス計画の変更につい

て準用する。 

 （診療の方針） 

第１９条 医師の診療の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

 (1) 診療は，一般に医師として必要性があると認められる疾病又は負傷に対して，的確

な診断を基とし，療養上妥当適切に行うこと。 

 (2) 診療に当たっては，常に医学の立場を堅持して，入所者の心身の状況を観察し，要

介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して，心理的な効果をもあげることがで

きるよう適切な指導を行うこと。 

 (3) 常に入所者の病状，心身の状況及びその置かれている環境等の的確な把握に努め，

入所者又はその家族に対し，適切な指導を行うこと。 

 (4) 検査，投薬，注射，処置等は，入所者の病状に照らして妥当適切に行うこと。 

 (5) 特殊な療法又は新しい療法等については，厚生労働大臣の定めるもののほか行って

726



はならないこと。 

 (6) 基準省令第１５条第６号に規定する平成１２年厚生省告示第１２５号により厚生労

働大臣の定める医薬品以外の医薬品を入所者に施用し，又は処方してはならないこ 

と。 

 （必要な医療の提供が困難な場合等の措置等） 

第２０条 介護老人保健施設の医師は，入所者の病状からみて当該介護老人保健施設にお

いて自ら必要な医療を提供することが困難であると認めたときは，協力病院その他適当

な病院若しくは診療所への入院のための措置を講じ，又は他の医師の対診を求める等診

療について適切な措置を講じなければならない。 

２ 介護老人保健施設の医師は，不必要に入所者のために往診を求め，又は入所者を病院

若しくは診療所に通院させてはならない。 

３ 介護老人保健施設の医師は，入所者のために往診を求め，又は入所者を病院若しくは

診療所に通院させる場合には，当該病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し，当該入

所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設の医師は，入所者が往診を受けた医師若しくは歯科医師又は入所者

が通院した病院若しくは診療所の医師若しくは歯科医師から当該入所者の療養上必要な

情報の提供を受けるものとし，その情報により適切な診療を行わなければならない。 

 （機能訓練） 

第２１条 介護老人保健施設は，入所者の心身の諸機能の維持回復を図り，日常生活の自

立を助けるため，理学療法，作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わ

なければならない。 

 （看護及び医学的管理の下における介護） 

第２２条 看護及び医学的管理の下における介護は，入所者の自立の支援と日常生活の充

実に資するよう，入所者の病状及び心身の状況に応じ，適切な技術をもって行われなけ

ればならない。 

２ 介護老人保健施設は，１週間に２回以上，適切な方法により，入所者を入浴させ，又

は清拭

しき

しなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，入所者の病状及び心身の状況に応じ，適切な方法により，排せ
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つの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替え

なければならない。 

５ 介護老人保健施設は，褥

じょく

瘡

そう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに，その発生を

予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 介護老人保健施設は，前各項に定めるほか，入所者に対し，離床，着替え，整容その

他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

７ 介護老人保健施設は，その入所者に対して，入所者の負担により，当該介護老人保健

施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

 （食事の提供） 

第２３条 入所者の食事は，栄養並びに入所者の身体の状況，病状及びし好を考慮したも

のとするとともに，適切な時間に行われなければならない。 

２ 入所者の食事は，その者の自立の支援に配慮し，できるだけ離床して食堂で行われる

よう努めなければならない。 

 （相談及び援助） 

第２４条 介護老人保健施設は，常に入所者の心身の状況，病状，その置かれている環境

等の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるととも

に，必要な助言その他の援助を行わなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，必要に応じ，入所者が成年後見制度を活用することができるよ

うに支援しなければならない。 

 （その他のサービスの提供） 

第２５条 介護老人保健施設は，適宜入所者のためのレクリエーション行事を行うよう努

めるものとする。 

２ 介護老人保健施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその家族

との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

 （入所者に関する市町村への通知） 

第２６条 介護老人保健施設は，介護保健施設サービスを受けている入所者が次の各号の

いずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知しなければ
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ならない。 

 (1) 正当な理由なしに介護保健施設サービスの利用に関する指示に従わないことにより，

要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

 (2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け，又は受けようとしたとき。 

 （管理者による管理） 

第２７条 介護老人保健施設の管理者は，専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する常

勤の者でなければならない。ただし，当該介護老人保健施設の管理上支障のない場合

は，同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとし，管

理者が本体施設（介護老人保健施設に限る。以下この条において同じ。）に従事する場

合であって，当該本体施設の管理上支障のない場合は，サテライト型小規模介護老人保

健施設，サテライト型特定施設（岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設備及

び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号。以下この条において

「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第１３２条第４項に規定するサテライ

ト型特定施設をいう。）又はサテライト型居住施設（指定地域密着型サービス基準条例

第１５３条第４項に規定するサテライト型居住施設をいう。）の職務に従事することが

できるものとする。 

２ 介護老人保健施設の管理は，法第９５条第１項及び第２項に定めるもののほか，規則

で定める基準によるものとする。 

 （管理者の責務） 

第２８条 介護老人保健施設の管理者は，当該介護老人保健施設の従業者の管理，業務の

実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 介護老人保健施設の管理者は，従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮

命令を行うものとする。 

 （計画担当介護支援専門員の責務） 

第２９条 計画担当介護支援専門員は，第１８条に規定する業務のほか，次に掲げる業務

を行うものとする。 

 (1) 入所申込者の入所に際し，その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等によ 

り，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等の利用状況等を把握す
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ること。 

 (2) 入所者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，その者が居宅において日

常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討し，その内容等を記録する

こと。 

 (3) 入所者の退所に際し，居宅サービス計画の作成等の援助に資するため，居宅介護支

援事業者に対して情報を提供するほか，保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者と密接に連携すること。 

 (4) 第３９条第２項に規定する苦情の内容等を記録すること。 

 (5) 第４１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置について記録す

ること。 

 （運営規程） 

第３０条 介護老人保健施設は，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程

（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

 (1) 施設の目的及び運営の方針 

 (2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

 (3) 入所定員 

 (4) 入所者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 (5) 施設の利用に当たっての留意事項 

 (6) 事故発生の防止及び発生時の対応 

 (7) 非常災害対策 

 (8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

 (9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (10) 成年後見制度の活用支援 

 (11) 苦情解決体制の整備 

 (12) その他施設の運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第３１条 介護老人保健施設は，入所者に対し，適切な介護保健施設サービスを提供する

ことができるよう，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておか
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なければならない。 

２ 介護老人保健施設は，当該施設の従業者によって介護保健施設サービスを提供しなけ

ればならない。ただし，入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，この限

りでない。 

３ 介護老人保健施設は，従業者に対し，その資質の向上のために研修計画を作成し，当

該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

 （定員の遵守） 

第３２条 介護老人保健施設は，入所定員及び療養室の定員を超えて入所させてはならな

い。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

 （非常災害対策） 

第３３条 介護老人保健施設は，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定さ

れる非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関す

る具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連携

の体制を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に従業者

に周知しなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなければな

らない。 

３ 介護老人保健施設は，非常災害に備えるため，第１項の計画に従い，避難又は救出に

係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならな

い。 

４ 介護老人保健施設は，非常災害時における入所者等の安全の確保が図られるよう，あ

らかじめ，近隣の自治体，地域住民，介護保健施設その他の保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるものと

する。 

５ 介護老人保健施設は，非常災害時において，高齢者，障害者，乳幼児等特に配慮を要

する者の受入れに努めるものとする。 

 （衛生管理等） 
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第３４条 介護老人保健施設は，入所者の使用する施設，食器その他の設備又は飲用に供

する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるとともに，医薬

品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発生し，又

はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

 (1) 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに，その結果につい

て，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

 (2) 当該介護老人保健施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための

指針を整備すること。 

 (3) 当該介護老人保健施設において，介護職員その他の従業者に対し，感染症及び食中

毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか，基準省令第２９条第２項第４号に規定する平成１８年

厚生労働省告示第２６８号により厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑

われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

 （協力病院） 

第３５条 介護老人保健施設は，入所者の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，協力

病院を定めておかなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければ

ならない。 

 （掲示） 

第３６条 介護老人保健施設は，当該介護老人保健施設の見やすい場所に，運営規程の概

要，従業者の勤務の体制，協力病院，利用料その他のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を掲示しなければならない。 

 （秘密保持等） 

第３７条 介護老人保健施設の従業者は，正当な理由がなく，その業務上知り得た入所者

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 介護老人保健施設は，従業者であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た
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入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならな

い。 

３ 介護老人保健施設は，居宅介護支援事業者等に対して，入所者に関する情報を提供す

る際には，あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 

 （居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第３８条 介護老人保健施設は，居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，要介護被保

険者に当該施設を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利益を供与しては

ならない。 

２ 介護老人保健施設は，居宅介護支援事業者又はその従業者から，当該施設からの退所

者を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利益を収受してはならない。 

 （苦情処理） 

第３９条 介護老人保健施設は，提供した介護保健施設サービスに関する入所者又はその

家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置

する等必要な措置を講じなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記録し

なければならない。 

３ 介護老人保健施設は，提供した介護保健施設サービスに関し，法第２３条の規定によ

る市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員から

の質問若しくは照会に応じ，入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力すると

ともに，市町村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改

善を行わなければならない。 

４ 介護老人保健施設は，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を市町

村に報告しなければならない。 

５ 介護老人保健施設は，提供した介護保健施設サービスに関する入所者からの苦情に関

して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４５条

第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第１７６条第

１項第３号の規定による調査に協力するとともに，国民健康保険団体連合会から同号の

規定による指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ
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なければならない。 

６ 介護老人保健施設は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には，前項の

改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 （地域との連携等） 

第４０条 介護老人保健施設は，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的な活動

等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，その運営に当たっては，提供した介護保健施設サービスに関す

る入所者からの苦情に関して，市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他

の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

 （事故発生の防止及び発生時の対応） 

第４１条 介護老人保健施設は，事故の発生又はその再発を防止するため，次に定める措

置を講じなければならない。 

 (1) 事故が発生した場合の対応，次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。 

 (2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に，当該事実が

報告され，その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

 (3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 介護老人保健施設は，入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生

した場合は，速やかに市町村，入所者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講

じなければならない。 

３ 介護老人保健施設は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し

なければならない。 

４ 介護老人保健施設は，入所者に対する介護保健施設サービスの提供により賠償すべき

事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 （会計の区分） 

第４２条 介護老人保健施設は，介護保健施設サービスの事業の会計とその他の事業の会

計を区分しなければならない。 

 （記録の整備） 
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第４３条 介護老人保健施設は，従業者，施設及び構造設備並びに会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 介護老人保健施設は，入所者に対する介護保健施設サービスの提供に関する次に掲げ

る記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

 (1) 施設サービス計画 

 (2) 第１３条第４項に規定する居宅において日常生活を営むことができるかどうかにつ

いての検討の内容等の記録 

 (3) 第１４条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

 (4) 第１７条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

 (5) 第２６条に規定する市町村への通知に係る記録 

 (6) 第３１条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

 (7) 第３９条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

 (8) 第４１条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

 (9) 法第４０条に規定する介護給付及び第１５条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

   第６章 ユニット型介護老人保健施設の基本方針並びに施設，設備及び運営に関す

る基準 

    第１節 この章の趣旨及び基本方針 

 （この章の趣旨） 

第４４条 第２章及び前２章の規定にかかわらず，ユニット型介護老人保健施設（施設の

全部において少数の療養室及び当該療養室に近接して設けられる共同生活室（当該療養

室の入居者が交流し，共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。）により一

体的に構成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入居者の日常生活が営まれ，

これに対する支援が行われる介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の基本方針並びに

施設，設備及び運営に関する基準については，この章に定めるところによる。 

 （基本方針） 

第４５条 ユニット型介護老人保健施設は，入居者一人一人の意思及び人格を尊重し，施
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設サービス計画に基づき，その居宅における生活への復帰を念頭に置いて，入居前の居

宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら，看護，医学的

管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うこ

とにより，各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常生活を

営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型介護老人保健施設は，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い，

市町村，地域包括支援センター，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，介護保険

施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。 

３ ユニット型介護老人保健施設は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，

地域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

    第２節 施設及び設備に関する基準 

 （条例で定める施設） 

第４６条 法第９７条第１項の規定によりユニット型介護老人保健施設が有しなければな

らない施設は，療養室，診察室及び機能訓練室にあっては基準省令で定めるところによ

り，その他の施設にあっては次のとおりとする。ただし，ユニット型サテライト型小規

模介護老人保健施設（ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ，これに対する支援が 

行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の場合にあっては， 

本体施設の施設を利用することにより，当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保 

健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは，調理室， 

洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を，ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施

設（ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ，これに対する支援が行われる医療機関

併設型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。）の場合にあっては，併設される病

院又は診療所の施設を利用することにより，当該ユニット型医療機関併設型小規模介護

老人保健施設及び当該病院又は診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると

認められるときは，これらの施設（療養室及び診察室を除く。）を有しないことができ

る。 

 (1) ユニット 

736



 (2) 浴室 

 (3) サービス・ステーション 

 (4) 調理室 

 (5) 洗濯室又は洗濯場 

 (6) 汚物処理室 

２ 前項各号に掲げる施設の基準は，次のとおりとする。 

 (1) ユニット 

  ア 共同生活室 

   (ｱ) 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの入居者

が交流し， 共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 

   (ｲ) 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユニッ

トの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

   (ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

  イ 洗面所 

   (ｱ) 療養室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

   (ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

  ウ 便所 

   (ｱ) 療養室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

   (ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，身体の不自由な者が使用する

のに適したものとすること。 

   (ｳ) 常夜灯を設けること。 

 (2) 浴室 

  ア 浴槽を１つとすること。 

  イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，入所者等が

一の脱衣室を利用している際は，他の入所者等を入室させない等，プライバシーを

確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とするこ

とができる。 

  ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 
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  エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

  オ 一般浴槽のほか，入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別浴槽を設けるこ

と。 

  カ アからオまでに掲げるもののほか，身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

とすること。 

３ 前項第２号に掲げる設備は，専ら当該ユニット型介護老人保健施設の用に供するもの

でなければならない。ただし，入居者に対する介護保健施設サービスの提供に支障がな

い場合は，この限りでない。 

４ 前３項に規定するもののほか，ユニット型介護老人保健施設の設備構造の基準は，次

に定めるところによる。 

 (1) ユニット型介護老人保健施設の建物（入居者の療養生活のために使用しない附属の

建物を除く。以下この条において同じ。）は，耐火建築物とすること。ただし，次の

いずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建てのユニット型介護老人保健施設の建物

にあっては，準耐火建築物とすることができる。 

  ア 療養室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

  イ 療養室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満

たすこと。 

   (ｱ) 消防長又は当該ユニット型介護老人保健施設の所在地を管轄する消防署長と相

談の上，第５５条において準用する第３３条第１項に規定する計画に入居者の円

滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

   (ｲ) 第５５条において準用する第３３条第３項に規定する訓練については，同条第

１項に規定する計画に従い，昼間及び夜間において行うこと。 

   (ｳ) 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との

連携体制を整備すること。 

 (2) 療養室等が２階以上の階にある場合は，屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞ

れ１以上設けること。ただし，ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設又は

ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合は，機能訓練室は４０平方

メートル以上の面積を有し，必要な器械・器具を備えること。 
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 (3) 療養室等が３階以上の階にある場合は，避難に支障がないように避難階段を２以上

設けること。ただし，前号に規定する直通階段を建築基準法施行令第１２３条第１項

に規定する避難階段としての構造とする場合は，その直通階段の数を避難階段の数に

算入することができる。 

 (4) 階段には，手すりを設けること。 

 (5) 廊下の構造は，次のとおりとすること。 

  ア 幅は，１．８メートル以上とすること。ただし，ユニット内の廊下（中廊下を除

く。）の幅は，円滑な避難に支障がないと認められる場合には，１．５メートル以

上とすることができる。 

  イ 手すりを設けること。 

  ウ 常夜灯を設けること。 

 (6) 入居者に対する介護保健施設サービスの提供を適切に行うために必要な設備を備え

ること。 

 (7) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

    第３節 運営に関する基準 

 （利用料等の受領） 

第４７条 ユニット型介護老人保健施設は，法定代理受領サービスに該当する介護保健施

設サービスを提供した際には，入居者から利用料の一部として，施設サービス費用基準

額から当該ユニット型介護老人保健施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除し

て得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型介護老人保健施設は，法定代理受領サービスに該当しない介護保健施設サ

ービスを提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と，施設サービス費用基準額

との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型介護老人保健施設は，前２項に定めるもののほか，次に掲げる費用の額の

支払を受けることができる。 

 (1) 食事の提供に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サー

ビス費が入居者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニ
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ット型介護老人保健施設に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定する食費の負

担限度額）を限度とする。） 

 (2) 居住に要する費用（法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス費

が入居者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額（同

条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット

型介護老人保健施設に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の負担

限度額）を限度とする。） 

 (3) 基準省令第４２条第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号により

厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

 (4) 基準省令第４２条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号により

厚生労働大臣の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったこと

に伴い必要となる費用 

 (5) 理美容代 

 (6) 前各号に掲げるもののほか，介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のう 

ち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その入居者に負担

させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第４２条第４項に規定

する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣の定めるところによるも

のとする。 

５ ユニット型介護老人保健施設は，第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供

に当たっては，あらかじめ，入居者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用

を記した文書を交付して説明を行い，入居者の同意を得なければならない。ただし，同

項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

 （介護保健施設サービスの取扱方針） 

第４８条 介護保健施設サービスは，入居者が，その有する能力に応じて，自らの生活様

式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため，施設サ

ービス計画に基づき，入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより，
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入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 介護保健施設サービスは，各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活

を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 介護保健施設サービスは，入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければな

らない。 

４ 介護保健施設サービスは，入居者の自立した生活を支援することを基本として，入居

者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を常に把握

しながら，適切に行われなければならない。 

５ ユニット型介護老人保健施設の従業者は，介護保健施設サービスの提供に当たって，

入居者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明

を行わなければならない。 

６ ユニット型介護老人保健施設は，介護保健施設サービスの提供に当たっては，当該入

居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身

体的拘束等を行ってはならない。 

７ ユニット型介護老人保健施設は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

８ ユニット型介護老人保健施設は，多様な評価の手法を用いてその提供する介護保健施

設サービスの質の評価を行い，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による

評価を受けて，それらの結果の公表に努めなければならない。 

 （看護及び医学的管理の下における介護） 

第４９条 看護及び医学的管理の下における介護は，各ユニットにおいて入居者が相互に

社会的関係を築き，自律的な日常生活を営むことを支援するよう，入居者の病状及び心

身の状況等に応じ，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型介護老人保健施設は，入居者の日常生活における家事を，入居者が，その

病状及び心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなけれ

ばならない。 

３ ユニット型介護老人保健施設は，入居者が身体の清潔を維持し，精神的に快適な生活

を営むことができるよう，適切な方法により，入居者に入浴の機会を提供しなければな
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らない。ただし，やむを得ない場合には，清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に

代えることができる。 

４ ユニット型介護老人保健施設は，入居者の病状及び心身の状況に応じて，適切な方法

により，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型介護老人保健施設は，おむつを使用せざるを得ない入居者については，排

せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型介護老人保健施設は，褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに，

その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型介護老人保健施設は，前各項に規定するもののほか，入居者が行う離床，

着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型介護老人保健施設は，入居者に対し，その負担により，当該ユニット型介

護老人保健施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

 （食事） 

第５０条 ユニット型介護老人保健施設は，栄養並びに入居者の心身の状況及びし好を考

慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型介護老人保健施設は，入居者の心身の状況に応じて，適切な方法により，

食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型介護老人保健施設は，入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提

供するとともに，入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事をとること

ができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４  ユニット型介護老人保健施設は，入居者が相互に社会的関係を築くことができるよ 

う，その意思を尊重しつつ，入居者が共同生活室で食事をとることを支援しなければな

らない。 

 （その他のサービスの提供） 

第５１条 ユニット型介護老人保健施設は，入居者のし好に応じた趣味，教養又は娯楽に

係る活動の機会を提供するとともに，入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなけ

ればならない。 

２ ユニット型介護老人保健施設は，常に入居者の家族との連携を図るとともに，入居者
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とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

 （運営規程） 

第５２条 ユニット型介護老人保健施設は，次に掲げる施設の運営についての重要事項に

関する規程を定めておかなければならない。 

 (1) 施設の目的及び運営の方針 

 (2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

 (3) 入居定員 

 (4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員 

 (5) 入居者に対する介護保健施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

 (6) 施設の利用に当たっての留意事項 

 (7) 事故発生の防止及び発生時の対応 

 (8) 非常災害対策 

 (9) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

 (10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (11) 成年後見制度の活用支援 

 (12) 苦情解決体制の整備 

 (13) その他施設の運営に関する重要事項 

 （勤務体制の確保等） 

第５３条 ユニット型介護老人保健施設は，入居者に対し，適切な介護保健施設サービス

を提供することができるよう，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記

録しておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，入居者が安心して日常生活を送る

ことができるよう，継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から，次に定める

職員配置を行わなければならない。 

 (1) 昼間については，ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する

こと。 

 (2) 夜間及び深夜については，２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜

間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 
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 (3) ユニットごとに，常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 (4) 前号のユニットリーダーのうち２人以上（２ユニット以下のときは１人以上）の者

は，規則で定めるものとすること。この場合において，ユニット型介護老人保健施設と

当該ユニット型介護老人保健施設に併設するユニット型指定短期入所生活介護事業所

（岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例

（平成２４年市条例第  号）第１７３条第１項に規定するユニット型指定短期入所生

活介護事業所をいう。）又はユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所（岡山市

指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年市

条例第  号）第１５７条第１項に規定するユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業所をいう。）とは同一の施設とみなすことができる。 

３ ユニット型介護老人保健施設は，当該ユニット型介護老人保健施設の従業者によって

介護保健施設サービスを提供しなければならない。ただし，入居者に対する介護保健施

設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

４ ユニット型介護老人保健施設は，従業者に対し，その資質の向上のために研修計画を

作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ ユニット型介護老人保健施設は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

 （定員の遵守） 

第５４条 ユニット型介護老人保健施設は，ユニットごとの入居定員及び療養室の定員を

超えて入居させてはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場

合は，この限りでない。 

 （準用） 

第５５条 第８条から第１４条まで，第１６条，第１８条から第２１条まで，第２４条，

第２６条から第２９条まで及び第３３条から第４３条までの規定は，ユニット型介護老

人保健施設について準用する。この場合において，第８条第１項中「第３０条に規定す

る運営規程」とあるのは「第５２条に規定する重要事項に関する規程」と，第２８条第

２項中「この章」とあるのは「第６章第３節」と，第２９条中「第１８条」とあるのは

「第５５条において準用する第１８条」と，第４３条第２項第２号中「第１３条第４ 
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項」とあるのは「第５５条において準用する第１３条第４項」と，同項第３号中「第１

４条第２項」とあるのは「第５５条において準用する第１４条第２項」と，同項第４号

中「第１７条第５項」とあるのは「第４８条第７項」と，同項第５号中「第２６条」と

あるのは「第５５条において準用する第２６条」と，同項第６号中「第３１条第１項」

とあるのは「第５３条第１項」と，第２９条第４号及び第４３条第２項第７号中「第３

９条第２項」とあるのは「第５５条において準用する第３９条第２項」と，第２９条第

５号及び第４３条第２項第８号中「第４１条第３項」とあるのは「第５５条において準

用する第４１条第３項」と，同項第９号中「第１５条第１項から第３項まで」とあるの

は「第４７条第１項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 介護老人保健施設であって，その開設者が介護保険法施行法（平成９年法律第１

２４号。以下この条において「施行法」という。）第８条第１項の規定により当該介護

老人保健施設について法第９４条第１項の規定による開設の許可を受けた者とみなされ

るもの（以下「みなし介護老人保健施設」という。）のうち，平成４年９月３０日以前

に老人保健施設（施行法第２４条の規定による改正前の老人保健法（昭和５７年法律第

８０号）第６条第４項に規定する老人保健施設をいう。以下同じ。）として開設された

ものについて，第６条第２項第２号の規定を適用する場合においては，同号ア中「２平

方メートル」とあるのは「１平方メートル」とし，同号イの規定は適用しない。 

第３条 みなし介護老人保健施設であって，老人保健施設の施設及び設備，人員並びに運

営に関する基準（昭和６３年厚生省令第１号。以下「老人保健施設基準」という。）附

則第３条の規定の適用を受け平成１２年４月１日において老人保健施設として開設して

いたものの構造設備（当該適用に係る部分に限る。）については，第７条第２号（エレ

ベーターに係る部分に限る。）の規定は，適用しない。 

第４条 みなし介護老人保健施設であって，老人保健施設基準附則第２条第１項の規定の

適用を受け平成１２年４月１日において老人保健施設として開設していたものの構造設
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備（当該適用に係る部分に限る。）については，第７条第５号アの規定は，適用しない。 

第５条 平成１４年４月１日において医療法第７条第１項の開設の許可を受けている病院

の建物（同日において存するもの（基本的な構造設備が完成しているものを含み，同日

後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）に限る。）内の療養病床（同条

第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）若しくは一般病床（同項第５号

に規定する一般病床をいう。以下同じ。）又は医療法等の一部を改正する法律（平成１

２年法律第１４１号）附則第２条第３項第４号に規定する経過的旧その他の病床若しく

は同項第５号に規定する経過的旧療養型病床群に係る病床を転換して平成１８年３月３

１日までに開設され，又は増設される介護老人保健施設（以下「病床転換による介護老

人保健施設」という。）であって第７条第５号アの規定に適合しないもの（当該転換に

当たって当該規定に適合させることが困難であったものに限る。）の構造設備（当該転

換に係る部分に限る。）については，同号ア中「１．８メートル」とあるのは「１．２

メートル」と，「２．７メートル」とあるのは「１．６メートル」とする。 

第６条 一般病床，精神病床（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８

３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護

保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規定する病床に係るものに

限る。以下同じ。）又は療養病床を有する病院の開設者が，当該病院の一般病床，精神

病床又は療養病床を平成３０年３月３１日までの間に転換（当該病院の一般病床，精神

病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに，当該病院の施設を介護老人保健施設，

軽費老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の６に規定する軽

費老人ホームをいう。以下同じ。）その他の要介護者，要支援者その他の者を入所又は

入居させるための施設の用に供することをいう。）を行って介護老人保健施設を開設す

る場合における当該転換に係る食堂については，第６条第２項第２号ア中「２平方メー

トル」とあるのは「１平方メートル」とし，同号イの規定は適用しない。 

第７条 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が，当該診療所の一般病床又は療

養病床を平成３０年３月３１日までの間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の

病床数を減少させるとともに，当該診療所の施設を介護老人保健施設，軽費老人ホーム

その他の要介護者，要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供する
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ことをいう。）を行って介護老人保健施設（ユニット型介護老人保健施設を除く。）を

開設する場合における当該転換に係る食堂については，第６条第２項第２号の規定にか

かわらず，次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。 

 (1) 必要な広さを有するものとし，機能訓練室及び食堂の面積の合計は，３平方メート

ルに入所定員数を乗じて得た面積以上とすること。ただし，この場合においては，食

事の提供に支障がない広さを確保すること。 

 (2) １平方メートルに入所定員数を乗じて得た面積以上を有すること。 

第８条 一般病床，精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病

床を有する診療所の開設者が，当該病院の一般病床，精神病床若しくは療養病床又は当

該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成３０年３月３１日までの間に転換（当該病

院の一般病床，精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床

の病床数を減少させるとともに，当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設，軽費

老人ホームその他の要介護者，要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の

用に供することをいう。）を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換

に係る建物については，第７条第１号の規定は，適用しない。 

第９条 一般病床，精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養病

床を有する診療所の開設者が，当該病院の一般病床，精神病床若しくは療養病床又は当

該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成３０年３月３１日までの間に転換を行って

介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る屋内の直通階段及びエレベー

ターについては，第７条第２号中「屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ１以上

設けること」とあるのは「屋内の直通階段を２以上設けること。ただし，エレベーター

が設置されているもの又は２階以上の各階における療養室の床面積の合計がそれぞれ５

０平方メートル（主要構造部が耐火構造であるか，又は不燃材料（建築基準法第２条第

９号に規定する不燃材料をいう。）で造られている建築物にあっては，１００平方メー

トル）以下のものについては，屋内の直通階段を１とすることができる」とする。 

第１０条 一般病床，精神病床若しくは療養病床を有する病院又は一般病床若しくは療養

病床を有する診療所の開設者が，当該病院の一般病床，精神病床若しくは療養病床又は

当該診療所の一般病床若しくは療養病床を平成３０年３月３１日までの間に転換を行っ
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て介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る療養室に隣接する廊下につ

いては，第７条第５号ア及び第４６条第４項第５号アの規定にかかわらず，幅は，１．

２メートル以上とする。ただし，中廊下の幅は，１．６メートル以上とする。 

第１１条 平成１７年１０月１日において法第９４条第１項の規定による開設の許可を受

けている介護老人保健施設（同日以後に増築され，又は改築された部分を除く。）であ

って，第６章（第４６条第２項第１号ア（イ）を除く。）に規定する基準を満たすもの

について，同号ア（イ）の規定を適用する場合においては，同号ア（イ）中「２平方メ

ートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」と

あるのは「当該ユニットの入居者が交流し，共同で日常生活を営むために必要な広さ」

とする。 

第１２条 平成１８年４月１日において存する療養病床若しくは一般病床であって，かつ，

同日以後療養病床若しくは一般病床から転換したサテライト型小規模介護老人保健施設

又は医療機関併設型小規模介護老人保健施設の廊下幅については，当分の間，第７条第

５号ア中「１．８メートル」とあるのは「１．２メートル」と，「２．７メートル」と

あるのは「１．６メートル」とする。 

第１３条 平成１７年１０月１日以前に法第９４条第１項の規定による開設の許可を受け

ている介護老人保健施設（同日において建築中のものであって，同日後に同項の規定に

よる開設の許可を受けたものを含む。以下「平成１７年前介護老人保健施設」という。）

であって，平成２３年厚生労働省令第１０６号による改正前の基準省令（以下「介護老

人保健施設旧基準」という。）第５１条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設で

あるもの（平成２３年９月１日において改修，改築又は増築中の平成１７年前介護老人

保健施設（ユニット型介護老人保健施設を除く。）であって，同日後に介護老人保健施

設旧基準第５１条に規定する一部ユニット型介護老人保健施設に該当することとなるも

のを含む。）については，施行日以後最初の指定の更新までの間は，介護老人保健施設

旧基準の規定によることができる。 

第１４条 施行日において現に法第９４条第１項の規定による開設の許可を受けている介

護老人保健施設の管理者（施行日後に管理者となるものを除く。）については，平成２

７年３月３１日までの間，第２７条第２項（第５５条において準用する場合を含む。）
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の規定は適用しない。 

第１５条 施行日において現に法第９４条第１項の規定による開設の許可を受けている介

護老人保健施設（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。以下同じ。）

については，第６条第２項第２号イの規定は，適用しない。 

第１６条 施行日において現に法第９４条第１項の規定による開設の許可を受けている介

護老人保健施設については，第６条第２項第３号又は第４６条第２項第２号の規定にか

かわらず，基準省令第３条第２項第５号又は第４１条第２項第３号の規定によることが

できる。 

第１７条 施行日において現に法第９４条第１項の規定による開設の許可を受けている介

護老人保健施設については，第６条第２項第６号の規定にかかわらず，基準省令第３条

第２項第８号の規定によることができる。 

第１８条 施行日において現に法第９４条第１項の規定による開設の許可を受けている介

護老人保健施設については，第４６条第４項第５号アの規定にかかわらず，基準省令第

４１条第４項第５号イの規定によることができる。 

第１９条 第５３条第２項第４号の規定の適用については，当分の間，同号中「前号のユ

ニットリーダー」とあるのは「ユニット型介護老人保健施設の管理者及び従業者」とす

る。 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い，介護老人保健施設の人員，施設及び設

備並びに運営に関する基準について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２５４ 号 議 案 

   岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

 岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例を次の

ように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める 

条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 基本方針（第４条） 

 第３章 人員に関する基準（第５条） 

第４章 設備に関する基準（第６条－第８条） 

第５章 運営に関する基準（第９条－第４２条） 

第６章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基

準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針（第４３条・第４４条） 

第２節 設備に関する基準（第４５条－第４７条） 

第３節 運営に関する基準（第４８条－第５６条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附
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則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条

の規定による改正前の介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「旧法」という。）

第１１０条第１項及び第２項の規定に基づき，指定介護療養型医療施設の人員，設備及

び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例で使用する用語は，介護保険法（以下「法」という。）又は旧法で使用

する用語の例による。 

（一般原則） 

第３条 指定介護療養型医療施設の開設者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役

又はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを

問わず，事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる

者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び当該施設を管理する

者は，岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する

暴力団員であってはならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，入院患者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を

設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等の

措置を講ずるよう努めなければならない。 

第２章 基本方針 

（基本方針） 

第４条 指定介護療養型医療施設は，長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し，施

設サービス計画に基づいて，療養上の管理，看護，医学的管理の下における介護その他

の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより，その者がその有する能力に

応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，入院患者の意思及び人格を尊重し，常に入院患者の立場

に立って指定介護療養施設サービスの提供に努めなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い，市町

村，地域包括支援センター（法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センタ

ーをいう。以下同じ。），居宅介護支援事業者（居宅介護支援事業を行う者をいう。以
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下同じ。），居宅サービス事業者（居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。），

介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携

に努めなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，地域

ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

第３章 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第５条 指定介護療養型医療施設（療養病床（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第７

条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を有する病院であるものに限

る。）に置くべき従業者の員数は，次のとおりとする。 

(1) 医師，薬剤師及び栄養士 それぞれ療養病床を有する病院として必要とされる数以

上 

(2) 療養病床に係る病室によって構成される病棟（療養病床が病棟の一部である場合は，

当該一部。以下「療養病床に係る病棟」という。）に置くべき看護師又は准看護師

（以下「看護職員」という。） 常勤換算方法で，療養病床に係る病棟における入院

患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上 

(3) 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で，療養病床に係る病棟に

おける入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上 

(4) 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当数 

(5) 介護支援専門員 １以上（療養病床に係る病棟（専ら要介護者を入院させる部分に

限る。）における入院患者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準とす

る。） 

２ 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。）に置くべき

従業者の員数は，次のとおりとする。 

(1) 医師 常勤換算方法で，１以上 

(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で，療養病床に係る病室に

おける入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上 

(3) 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で，療養病床に係る病室に
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おける入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上 

(4) 介護支援専門員 １以上 

３ 指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第

１項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年政

令第４１２号。以下「旧令」という。）第４条第２項に規定する病床により構成される

病棟（以下「老人性認知症疾患療養病棟」という。）を有する病院（以下「老人性認知

症疾患療養病棟を有する病院」という。）であるものに限る。）に置くべき従業者の員

数は，次のとおりとする。 

(1) 医師，薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上 

(2) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 

ア 老人性認知症疾患療養病棟（医療法に基づく病院及び診療所の人員及び施設等の

基準を定める条例（平成２４年岡山県条例第４６号。以下「医療法基準条例」とい

う。）第５条第３項の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。）にあっては，

常勤換算方法で，当該病棟における入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１

以上 

イ 老人性認知症疾患療養病棟（アの規定の適用を受けるものを除く。）にあっては，

常勤換算方法で，当該病棟における入院患者の数が４又はその端数を増すごとに１

以上 

(3) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で，老人性認知症疾

患療養病棟における入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上 

(4) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 １以上 

(5) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 １以上 

(6) 介護支援専門員 １以上（老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入院させる

部分に限る。）に係る病室における入院患者の数が１００又はその端数を増すごとに

１を標準とする。） 

４ 前３項の入院患者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合

は，推定数とする。 

５ 第１項から第３項まで並びに附則第２条及び第１０条の常勤換算方法は，当該従業者
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のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該指定介護療養型医療施設において常勤の従業者

が勤務すべき時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

６ 療養病床を有する病院であり，かつ，老人性認知症疾患療養病棟を有する病院である

指定介護療養型医療施設に置くべき介護支援専門員の員数の標準は，第１項第５号及び

第３項第６号の規定にかかわらず，療養病床（専ら要介護者を入院させる部分に限

る。）に係る病室における入院患者の数及び老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者

を入院させる部分に限る。）に係る病室における入院患者の数の合計数が１００又はそ

の端数を増すごとに１とする。 

７ 指定介護療養型医療施設の従業者は，専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事

することができる者をもって充てなければならない。ただし，指定介護療養型医療施設

（ユニット型指定介護療養型医療施設（第４３条に規定するユニット型指定介護療養型

医療施設をいう。以下この項において同じ。）を除く。）及びユニット型指定介護療養

型医療施設を併設する場合の介護職員を除き，入院患者の処遇に支障がない場合は，こ

の限りでない。 

８ 第１項第５号，第３項第６号及び第６項の介護支援専門員は，専らその職務に従事す

る常勤の者でなければならない。ただし，入院患者の処遇に支障がない場合は，当該指

定介護療養型医療施設の他の業務に従事することができるものとする。 

９ 第３項第１号の医師のうち１人は，老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養

施設サービスを担当する医師としなければならない。 

１０ 第３項第４号の作業療法士及び同項第５号の精神保健福祉士又はこれに準ずる者は，

専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。 

第４章 設備に関する基準 

（構造設備） 

第６条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。以下この条において同

じ。）は，食堂及び浴室を有しなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の病室，廊下，機能訓練室，談話室，食堂及び浴室について

は，次の基準を満たさなければならない。 

(1) 療養病床に係る一の病室の病床数は，４床以下とすること。 
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(2) 療養病床に係る病室の床面積は，内法による測定で，入院患者１人につき６．４平

方メートル以上とすること。 

(3) 患者が使用する廊下であって，療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は，内法に

よる測定で，１．８メートル以上とすること。ただし，両側に居室がある廊下の幅は，

内法による測定で，２．７メートル以上とすること。 

(4) 機能訓練室は，内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し，必要な器

械及び器具を備えること。 

(5) 談話室は，療養病床の入院患者同士及び入院患者とその家族が談話を楽しむことが

できる広さを有すること。 

(6) 食堂は，内法による測定で，療養病床における入院患者１人につき１平方メートル

以上の広さを有すること。 

(7) 浴室は，身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

３ 前２項に規定するもののほか，指定介護療養型医療施設は，消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備を設けることとする。 

第７条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。以下この条において

同じ。）は，食堂及び浴室を有しなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の病室，廊下，機能訓練室，談話室，食堂及び浴室について

は，次の基準を満たさなければならない。 

(1) 療養病床に係る一の病室の病床数は，４床以下とすること。 

(2) 療養病床に係る病室の床面積は，内法による測定で，入院患者１人につき６．４平

方メートル以上とすること。 

(3) 患者が使用する廊下であって，療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は，内法に

よる測定で，１．８メートル以上とすること。ただし，両側に居室がある廊下の幅は，

内法による測定で，２．７メートル以上とすること。 

(4) 機能訓練室は，機能訓練を行うために十分な広さを有し，必要な器械及び器具を備

えること。 

(5) 談話室は，療養病床の入院患者同士及び入院患者とその家族が談話を楽しむことが

できる広さを有すること。 
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(6) 食堂は，内法による測定で，療養病床における入院患者１人につき１平方メートル

以上の広さを有すること。 

(7) 浴室は，身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

３ 前２項に規定するもののほか，指定介護療養型医療施設は，消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備を設けることとする。 

第８条 指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院に限る。以下

この条において同じ。）は，生活機能回復訓練室，デイルーム，面会室，食堂及び浴室

を有しなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の病室，廊下，生活機能回復訓練室，デイルーム，面会室，

食堂及び浴室については，次の基準を満たさなければならない。 

(1) 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は，４床以下とすること。 

(2) 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は，内法による測定で，入院患者１

人につき６．４平方メートル以上とすること。 

(3) 老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分（事業の管理の事務に供される部分

を除く。）の床面積は，入院患者１人につき１８平方メートル以上とすること。 

(4) 患者が使用する廊下であって，老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊

下の幅は，内法による測定で，１．８メートル以上とすること。ただし，両側に居室

がある廊下の幅は，内法による測定で，２．７メートル以上（医療法基準条例第５条

第３項の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっては，２．１メートル以上）とす

ること。 

(5) 生活機能回復訓練室は，６０平方メートル以上の床面積を有し，専用の器械及び器

具を備えること。 

(6) デイルーム及び面会室の面積の合計は，老人性認知症疾患療養病棟に係る病床にお

ける入院患者１人につき２平方メートル以上の面積を有すること。 

(7) 食堂は，老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者１人につき１平方

メートル以上の広さを有すること。ただし，前号のデイルームを食堂として使用する

ことができるものとする。 

(8) 浴室は，入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。 
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３ 前２項に規定するもののほか，指定介護療養型医療施設は，消火設備その他の非常災

害に際して必要な設備を設けることとする。 

第５章 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第９条 指定介護療養型医療施設は，指定介護療養施設サービスの提供の開始に際し，あ

らかじめ，患者又はその家族に対し，第２９条に規定する運営規程の概要，従業者の勤

務の体制その他の患者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を

交付して説明を行い，当該提供の開始について患者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，患者又はその家族からの申出があった場合には，前項の

規定による文書の交付に代えて，第５項で定めるところにより，当該患者又はその家族

の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁

的方法」という。）により提供することができる。この場合において，当該指定介護療

養型医療施設は，当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機と患者又はその家族の使用に係

る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録さ

れた前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて患者又はその家族の閲覧に供

し，当該患者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重

要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の

申出をする場合にあっては，指定介護療養型医療施設の使用に係る電子計算機に備

えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要

事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は，患者又はその家族がファイルへの記録を出力することによる文
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書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは，指定介護療養型医療施設の使用に係る電

子計算機と，患者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電

子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護療養型医療施設は，第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提供し

ようとするときは，あらかじめ，当該患者又はその家族に対し，その用いる次に掲げる

電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護療養型医療施設が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護療養型医療施設は，当該患者又はその家族から

文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは，

当該患者又はその家族に対し，第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によって

してはならない。ただし，当該患者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場

合は，この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第１０条 指定介護療養型医療施設は，正当な理由なく指定介護療養施設サービスの提供

を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１１条 指定介護療養型医療施設は，患者の病状等を勘案し，自ら必要なサービスを提

供することが困難であると認めた場合は，適切な病院又は診療所等を紹介する等の適切

な措置を速やかに講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１２条 指定介護療養型医療施設は，指定介護療養施設サービスの提供を求められた場

合には，その者の提示する被保険者証によって，被保険者資格，要介護認定の有無及び

要介護認定の有効期間を確かめなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，前項の被保険者証に法第７３条第２項に規定する認定審

査会意見が記載されているときは，当該認定審査会意見に配慮して，指定介護療養施設
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サービスを提供するように努めなければならない。 

（要介護認定の申請に係る援助） 

第１３条 指定介護療養型医療施設は，入院の際に要介護認定を受けていない患者につい

ては，要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し，申請が行われていない

場合は，患者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけ

ればならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入院患者が受け

ている要介護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わな

ければならない。 

（入退院） 

第１４条 指定介護療養型医療施設は，長期にわたる療養が必要であると認められる要介

護者を対象に，指定介護療養施設サービスを提供するものとする。 

２ 指定介護療養型医療施設は，入院の申込みを行っている患者の数が入院患者の定員か

ら入院患者の数を差し引いた数を超えている場合には，長期にわたる療養及び医学的管

理の下における介護の必要性を勘案し，指定介護療養施設サービスを受ける必要性が高

いと認められる患者を優先的に入院させるよう努めなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は，患者の入院に際しては，その者に係る居宅介護支援事業

者に対する照会等により，その者の心身の状況，病歴，生活歴，指定居宅サービス等

（法第８条第２３項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。）の利用状況等

の把握に努めなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設の医師は，適時，療養の必要性を判断し，医学的に入院の必

要性がないと判断した場合には，患者に対し，退院を指示しなければならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は，患者の退院に際しては，その者又はその家族に対し，適

切な指導を行うとともに，居宅サービス計画の作成等の援助に資するため，居宅介護支

援事業者に対する情報の提供に努めるほか，退院後の主治の医師に対する情報の提供そ

の他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければな

らない。 

（サービスの提供の記録） 
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第１５条 指定介護療養型医療施設は，入院に際しては入院の年月日並びに入院している

介護保険施設の種類及び名称を，退院に際しては退院の年月日を，当該患者の被保険者

証に記載しなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，指定介護療養施設サービスを提供した際には，提供した

具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第１６条 指定介護療養型医療施設は，法定代理受領サービス（旧法第４８条第４項の規

定により施設介護サービス費（同条第１項に規定する施設介護サービス費をいう。以下

同じ。）が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われる場合の当該施設

介護サービス費に係る指定介護療養施設サービスをいう。以下同じ。）に該当する指定

介護療養施設サービスを提供した際には，入院患者から利用料（施設介護サービス費の

支給の対象となる費用に係る対価をいう。以下同じ。）の一部として，当該指定介護療

養施設サービスについて同条第２項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定し

た費用の額（その額が現に当該指定介護療養施設サービスに要した費用の額を超えると

きは，当該現に指定介護療養施設サービスに要した費用の額とする。以下「施設サービ

ス費用基準額」という。）から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除し

て得られた額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護療養型医療施設は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養施設サ

ービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と，施設サービス費用基準

額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は，前２項に定めるもののほか，次に掲げる費用の額の支払

を受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（旧法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サ

ービス費が入院患者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費

用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当

該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定する食費の

負担限度額）を限度とする。） 

(2) 居住に要する費用（旧法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス
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費が入院患者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指

定介護療養型医療施設に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の負

担限度額）を限度とする。） 

(3) 健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定によりなおそ

の効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する

基準（平成１１年厚生省令第４１号。以下「基準省令」という。）第１２条第３項第

３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号により厚生労働大臣の定める基準に

基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第１２条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号により

厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(5) 理美容代 

(6) 前各号に掲げるもののほか，指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜の

うち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その入院患者に

負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１２条第４項に規定

する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるも

のとする。 

５ 指定介護療養型医療施設は，第３項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当

たっては，あらかじめ，入院患者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用を

記した文書を交付して説明を行い，入院患者の同意を得なければならない。ただし，同

項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第１７条 指定介護療養型医療施設は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護療養

施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は，提供した指定介護療養施設サービスの

内容，費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を患者に対

して交付しなければならない。 
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（指定介護療養施設サービスの取扱方針） 

第１８条 指定介護療養型医療施設は，施設サービス計画に基づき，入院患者の要介護状

態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を踏まえて，その者の療

養を妥当適切に行わなければならない。 

２ 指定介護療養施設サービスは，施設サービス計画に基づき，漫然かつ画一的なものと

ならないよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設の従業者は，指定介護療養施設サービスの提供に当たっては，

懇切丁寧を旨とし，入院患者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解し

やすいように指導又は説明を行わなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は，指定介護療養施設サービスの提供に当たっては，当該入

院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，

身体的拘束その他入院患者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を

行ってはならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その

際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

６ 指定介護療養型医療施設は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定介護療養施

設サービスの質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（施設サービス計画の作成） 

第１９条 指定介護療養型医療施設の管理者は，介護支援専門員に施設サービス計画の作

成に関する業務を担当させるものとする。 

２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員（以下「計画担当介護支援

専門員」という。）は，施設サービス計画の作成に当たっては，入院患者の日常生活全

般を支援する観点から，当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も

含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 

３ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成に当たっては，適切な方法によ

り，入院患者について，その有する能力，その置かれている環境等の評価を通じて入院

患者が現に抱える問題点を明らかにし，入院患者が自立した日常生活を営むことができ

るように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 
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４ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメ

ント」という。）に当たっては，入院患者及びその家族に面接して行わなければならな

い。この場合において，計画担当介護支援専門員は，面接の趣旨を入院患者及びその家

族に対して十分に説明し，理解を得なければならない。 

５ 計画担当介護支援専門員は，入院患者の希望，入院患者についてのアセスメントの結

果及び医師の治療の方針に基づき，入院患者の家族の希望を勘案して，入院患者及びそ

の家族の生活に対する意向，総合的な援助の方針，生活全般の解決すべき課題，指定介

護療養施設サービスの目標及びその達成時期，指定介護療養施設サービスの内容，指定

介護療養施設サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案

を作成しなければならない。 

６ 計画担当介護支援専門員は，サービス担当者会議（入院患者に対する指定介護療養施

設サービスの提供に当たる他の担当者（以下この条において「担当者」という。）を招

集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催，担当者に対する照会等により，当該施設

サービス計画の原案の内容について，担当者から，専門的な見地からの意見を求めるも

のとする。 

７ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の原案の内容について入院患者又はそ

の家族に対して説明し，文書により入院患者の同意を得なければならない。 

８ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画を作成した際には，当該施設サービス

計画を入院患者に交付しなければならない。 

９ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成後，施設サービス計画の実施状

況の把握（入院患者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い，必要に応じて

施設サービス計画の変更を行うものとする。 

１０ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリン

グ」という。）に当たっては，入院患者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に

行うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなければならない。 

(1) 定期的に入院患者に面接すること。 

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１１ 計画担当介護支援専門員は，次に掲げる場合においては，サービス担当者会議の開
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催，担当者に対する照会等により，施設サービス計画の変更の必要性について，担当者

から，専門的な見地からの意見を求めるものとする。 

(1) 入院患者が法第２８条第２項に規定する要介護更新認定を受けた場合 

(2) 入院患者が法第２９条第１項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

１２ 第２項から第８項までの規定は，第９項に規定する施設サービス計画の変更につい

て準用する。 

（診療の方針） 

第２０条 医師の診療の方針は，次に掲げるところによるほか，厚生労働大臣が定める基

準によらなければならない。 

(1) 診療は，一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して，

的確な診断を基とし，療養上妥当適切に行うこと。 

(2) 診療に当たっては，常に医学の立場を堅持して，入院患者の心身の状況を観察し，

要介護者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して，心理的な効果をもあげることが

できるよう適切な指導を行うこと。 

(3) 常に入院患者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的

確な把握に努め，入院患者又はその家族に対し，適切な指導を行うこと。 

(4) 検査，投薬，注射，処置等は，入院患者の病状に照らして妥当適切に行うこと。 

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については，基準省令第１６条第５号に規定する平成

１２年厚生省告示第１２４号により厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはならな

い。 

(6) 基準省令第１６条第６号に規定する平成１２年厚生省告示第１２５号により厚生労

働大臣が定める医薬品以外の医薬品を入院患者に施用し，又は処方してはならないこ

と。ただし，薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１６項に規定する治験に

係る診療において，当該治験の対象とされる薬物を使用する場合においては，この限

りでない。 

(7) 入院患者の病状の急変等により，自ら必要な医療を提供することが困難であると認

めたときは，他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講ずること。 

（機能訓練） 
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第２１条 指定介護療養型医療施設は，入院患者の心身の諸機能の維持回復を図り，日常

生活の自立を助けるため，必要に応じて理学療法，作業療法その他適切なリハビリテー

ションを計画的に行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第２２条 看護及び医学的管理の下における介護は，入院患者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう，入院患者の病状及び心身の状況に応じ，適切な技術をもって行われ

なければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，１週間に２回以上，適切な方法により，入院患者を入浴

させ，又は清拭

しき

しなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は，入院患者の病状及び心身の状況に応じ，適切な方法によ

り，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は，おむつを使用せざるを得ない入院患者のおむつを適切に

取り替えなければならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は，褥瘡

じょくそう

が発生しないよう適切な介護を行うとともに，そ

の発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

６ 指定介護療養型医療施設は，前各項に定めるほか，入院患者に対し，離床，着替え，

整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

７ 指定介護療養型医療施設は，その入院患者に対して，入院患者の負担により，当該指

定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事の提供） 

第２３条 入院患者の食事は，栄養並びに入院患者の身体の状態，病状及びし好を考慮し

たものとするとともに，適切な時間に行われなければならない。 

２ 入院患者の食事は，その者の自立の支援に配慮して，できるだけ離床して食堂で行わ

れるよう努めなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第２４条 指定介護療養型医療施設は，適宜入院患者のためのレクリエーション行事を行

うよう努めるものとする。 

２ 指定介護療養型医療施設は，常に入院患者の家族との連携を図るとともに，入院患者
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とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は，必要に応じ，入院患者が成年後見制度を活用することが

できるように支援しなければならない。 

（患者に関する市町村への通知） 

第２５条 指定介護療養型医療施設は，指定介護療養施設サービスを受けている入院患者

が次の各号のいずれかに該当する場合には，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に

通知しなければならない。 

(1) 指定介護療養施設サービスの利用の必要がなくなったと認められるにもかかわらず

退院しないとき。 

(2) 正当な理由なしに指定介護療養施設サービスの利用に関する指示に従わないことに

より，要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。 

(3) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け，又は受けようとしたとき。 

（管理者の管理） 

第２６条 指定介護療養型医療施設を管理する医師は，当該施設所在地の都道府県知事等

の医療法第１２条第２項に基づく許可を受けた場合を除くほか，同時に他の病院又は診

療所を管理する者であってはならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の管理者は，同時に他の介護保険施設，養護老人ホーム（老

人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の４に規定する養護老人ホームをい

う。）等の社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし，これらの施設が同

一敷地内にあること等により，当該指定介護療養型医療施設の管理上支障がない場合に

は，この限りでない。 

（管理者の責務） 

第２７条 指定介護療養型医療施設の管理者は，当該指定介護療養型医療施設の従業者の

管理，業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設の管理者は，従業者にこの章の規定を遵守させるために必要

な指揮命令を行うものとする。 

（計画担当介護支援専門員の責務） 

第２８条 計画担当介護支援専門員は，第１９条に規定する業務のほか，次に掲げる業務
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を行うものとする。 

(1) 入院の申込みを行っている患者の入院に際し，その者に係る居宅介護支援事業者に

対する照会等により，その者の心身の状況，病歴，生活歴，指定居宅サービス等の利

用状況等を把握すること。 

(2) 入院患者の退院に際し，居宅サービス計画の作成等の援助に資するため，居宅介護

支援事業者に対して情報を提供するほか，保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者と密接に連携すること。 

(3) 第３８条第２項に規定する苦情の内容等を記録すること。 

(4) 第４０条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置について記録す

ること。 

（運営規程） 

第２９条 指定介護療養型医療施設は，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関す

る規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入院患者の定員 

(4) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 事故発生の防止及び発生時の対応 

(7) 非常災害対策 

(8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 成年後見制度の活用支援 

(11) 苦情解決体制の整備 

(12) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第３０条 指定介護療養型医療施設は，入院患者に対し，適切な指定介護療養施設サービ

スを提供することができるよう，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに
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記録しておかなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，当該施設の従業者によって指定介護療養施設サービスを

提供しなければならない。ただし，入院患者の処遇に直接影響を及ぼさない業務につい

ては，この限りでない。 

３ 指定介護療養型医療施設は，従業者に対し，その資質の向上のために研修計画を作成

し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第３１条 指定介護療養型医療施設は，入院患者の定員及び病室の定員を超えて入院させ

てはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限り

でない。 

（非常災害対策） 

第３２条 指定介護療養型医療施設は，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，

想定される非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応

に関する具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者と

の連携の体制を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に

従業者に周知しなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなけ

ればならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は，非常災害に備えるため，第１項の計画に従い，避難又は

救出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければ

ならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は，非常災害時における入院患者等の安全の確保が図られる

よう，あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，介護保険施設その他の保健医療サービス

又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努め

るものとする。 

５ 指定介護療養型医療施設は，非常災害時において，高齢者，障害者，乳幼児等特に配

慮を要する者の受入れに努めるものとする。 
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（衛生管理等） 

第３３条 指定介護療養型医療施設は，入院患者の使用する施設，食器その他の設備又は

飲用に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講ずるととも

に，医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，当該指定介護療養型医療施設において感染症又は食中毒

が発生し，又はまん延しないように，次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 当該指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための対策を検討する委員会をおおむね３月に１回以上開催するとともに，その結果

について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

(2) 当該指定介護療養型医療施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止の

ための指針を整備すること。 

(3) 当該指定介護療養型医療施設において，介護職員その他の従業者に対し，感染症及

び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか，基準省令第２８条第２項第４号に規定する平成１８年

厚生労働省告示第２６８号により厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑

われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。 

（協力歯科医療機関） 

第３４条 指定介護療養型医療施設は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定めておくよう

努めなければならない。 

（掲示） 

第３５条 指定介護療養型医療施設は，当該指定介護療養型医療施設の見やすい場所に，

運営規程の概要，従業者の勤務の体制，利用料その他のサービスの選択に関する重要事

項を掲示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第３６条 指定介護療養型医療施設の従業者は，正当な理由がなく，その業務上知り得た

入院患者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，従業者であった者が，正当な理由がなく，その業務上知

り得た入院患者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなけれ
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ばならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は，居宅介護支援事業者等に対して，入院患者に関する情報

を提供する際には，あらかじめ文書により入院患者の同意を得ておかなければならない。 

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第３７条 指定介護療養型医療施設は，居宅介護支援事業者又はその従業者に対し，要介

護被保険者に当該施設を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利益を供与

してはならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，居宅介護支援事業者又はその従業者から，当該施設から

の退院患者を紹介することの対償として，金品その他の財産上の利益を収受してはなら

ない。 

（苦情処理） 

第３８条 指定介護療養型医療施設は，提供した指定介護療養施設サービスに関する入院

患者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるため

の窓口を設置する等必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を

記録しなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は，提供した指定介護療養施設サービスに関し，旧法第２３

条の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町

村の職員からの質問若しくは照会に応じ，入院患者からの苦情に関して市町村が行う調

査に協力するとともに，市町村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容

を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定介護療養型医療施設は，提供した指定介護療養施設サービスに関する入院患者か

らの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う旧

法第１７６条第１項第２号の規定による調査に協力するとともに，国民健康保険団体連

合会から同号の規定による指導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は助言に
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従って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護療養型医療施設は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には，

前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携等） 

第３９条 指定介護療養型医療施設は，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，その運営に当たっては，提供した指定介護療養施設サー

ビスに関する入院患者からの苦情に関して，市町村等が派遣する者が相談及び援助を行

う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生の防止及び発生時の対応） 

第４０条 指定介護療養型医療施設は，事故の発生又はその再発を防止するため，次に定

める措置を講じなければならない。 

(1) 事故が発生した場合の対応，次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。 

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に，当該事実が

報告され，その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 

(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 指定介護療養型医療施設は，入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供によ

り事故が発生した場合は，速やかに市町村，入院患者の家族等に連絡を行うとともに，

必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護療養型医療施設は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について

記録しなければならない。 

４ 指定介護療養型医療施設は，入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供によ

り賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第４１条 指定介護療養型医療施設は，指定介護療養施設サービスの事業の会計とその他

の事業の会計を区分しなければならない。 

（記録の整備） 
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第４２条 指定介護療養型医療施設は，従業者，施設及び設備構造並びに会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護療養型医療施設は，入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供に関

する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 施設サービス計画 

(2) 第１５条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第１８条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入院患者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 第２５条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 第３０条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(6) 第３８条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 第４０条第３項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

(8) 旧法第４０条に規定する介護給付及び第１６条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

第６章 ユニット型指定介護療養型医療施設の基本方針並びに設備及び運営に関す

る基準 

第１節 この章の趣旨及び基本方針 

（この章の趣旨） 

第４３条 第２章及び前２章の規定にかかわらず，ユニット型指定介護療養型医療施設

（施設の全部において少数の病室及び当該病室に近接して設けられる共同生活室（当該

病室の入院患者が交流し，共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。）によ

り一体的に構成される場所（以下「ユニット」という。）ごとに入院患者の日常生活が

営まれ，これに対する支援が行われる指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。）の

基本方針並びに設備及び運営に関する基準については，この章に定めるところによる。 

（基本方針） 

第４４条 ユニット型指定介護療養型医療施設は，入院患者一人一人の意思及び人格を尊

重し，施設サービス計画に基づき，その居宅における生活への復帰を念頭に置いて，入

院前の居宅における生活と入院後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら，療養
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上の管理，看護，医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要

な医療を行うことにより，各ユニットにおいて入院患者が相互に社会的関係を築き，自

律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を

行い，市町村，地域包括支援センター，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，介

護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は，地域包括支援センターから求めがあった場合

には，地域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

第２節 設備に関する基準 

（構造設備） 

第４５条 ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する病院に限る。以下この

条において同じ。）は，ユニット及び浴室を有しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット，廊下，機能訓練室及び浴室について

は，次の基準を満たさなければならない。 

(1) ユニット 

ア 病室 

(ｱ) 一の病室の定員は，１人とすること。ただし，入院患者への指定介護療養施設

サービスの提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

(ｲ) 病室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。この場合において，一のユニットの入院患者の定

員は，おおむね１０人以下としなければならない。 

(ｳ) 一の病室の床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。ただし，

（ア）ただし書の場合にあっては，２１．３平方メートル以上とすること。 

(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(ｵ) ユニットに属さない病室を改修したものについては，入院患者同士の視線の遮

断の確保を前提にした上で，病室を隔てる壁について，天井との間に一定の隙間

が生じていても差し支えない。 
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イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの入院患

者が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するこ

と。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユニッ

トの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 病室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 病室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，身体の不自由な者が使用する

のに適したものとすること。 

(2) 廊下幅 １．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メートル

以上とすること。 

(3) 機能訓練室 内法による測定で４０平方メートル以上の床面積を有し，必要な器械

及び器具を備えること。 

(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

３ 前項第２号から第４号までに掲げる設備は，専ら当該ユニット型指定介護療養型医療

施設の用に供するものでなければならない。ただし，入院患者に対する指定介護療養施

設サービスの提供に支障がない場合は，この限りでない。 

４ 第１項第１号イの共同生活室は，医療法基準条例第６条第３号に規定する食堂とみな

す。 

５ 前各項に規定するもののほか，ユニット型指定介護療養型医療施設は，消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

第４６条 ユニット型指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。以下こ

の条において同じ。）は，ユニット及び浴室を有しなければならない。 
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２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット，廊下，機能訓練室及び浴室について

は，次の基準を満たさなければならない。 

(1) ユニット 

ア 病室 

(ｱ) 一の病室の定員は，１人とすること。ただし，入院患者への指定介護療養施設

サービスの提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

(ｲ) 病室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。この場合において，一のユニットの入院患者の定

員は，おおむね１０人以下としなければならない。 

(ｳ) 一の病室の床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。ただし，

（ア）ただし書の場合にあっては，２１．３平方メートル以上とすること。 

(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

(ｵ) ユニットに属さない病室を改修したものについては，入院患者同士の視線の遮

断の確保を前提にした上で，病室を隔てる壁について，天井との間に一定の隙間

が生じていても差し支えない。 

イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの入院患

者が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するこ

と。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユニッ

トの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 病室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 病室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，身体の不自由な者が使用する
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のに適したものとすること。 

(2) 廊下幅 １．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メートル

以上とすること。 

(3) 機能訓練室 機能訓練を行うために十分な広さを有し，必要な器械及び器具を備え

ること。 

(4) 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

３ 前項第２号から第４号までに掲げる設備は，専ら当該ユニット型指定介護療養型医療

施設の用に供するものでなければならない。ただし，入院患者に対する指定介護療養施

設サービスの提供に支障がない場合は，この限りでない。 

４ 第２項第１号イの共同生活室は，医療法基準条例第８条第２号に規定する食堂とみな

す。 

５ 前各項に規定するもののほか，ユニット型指定介護療養型医療施設は，消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

第４７条 ユニット型指定介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

に限る。以下この条において同じ。）は，ユニット，生活機能回復訓練室及び浴室を有

しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設のユニット，廊下，生活機能回復訓練室及び浴室

については，次の基準を満たさなければならない。 

(1) ユニット 

ア 病室 

(ｱ) 一の病室の定員は，１人とすること。ただし，入院患者への指定介護療養施設

サービスの提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

(ｲ) 病室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活室に

近接して一体的に設けること。この場合において，一のユニットの入院患者の定

員は，おおむね１０人以下としなければならない。 

(ｳ) 一の病室の床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。ただし，

（ア）ただし書の場合にあっては，２１．３平方メートル以上とすること。 

(ｴ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 
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(ｵ) ユニットに属さない病室を改修したものについては，入院患者同士の視線の遮

断の確保を前提にした上で，病室を隔てる壁について，天井との間に一定の隙間

が生じていても差し支えない。  

イ 共同生活室 

(ｱ) 共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの入院患

者が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するこ

と。 

(ｲ) 一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユニッ

トの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

(ｳ) 必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

(ｱ) 病室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

(ｱ) 病室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

(ｲ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，身体の不自由な者が使用する

のに適したものとすること。 

(2) 廊下幅 １．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メートル

以上とすること。 

(3) 生活機能回復訓練室 ６０平方メートル以上の床面積を有し，専用の器械及び器具

を備えること。 

(4) 浴室 入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。 

３ 前項第２号から第４号までに掲げる設備は，専ら当該ユニット型指定介護療養型医療

施設の用に供するものでなければならない。ただし，入院患者に対する指定介護療養施

設サービスの提供に支障がない場合は，この限りでない。 

４ 前３項に規定するもののほか，ユニット型指定介護療養型医療施設は，消火設備その

他の非常災害に際して必要な設備を設けることとする。 

第３節 運営に関する基準 
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（利用料等の受領） 

第４８条 ユニット型指定介護療養型医療施設は，法定代理受領サービスに該当する指定

介護療養施設サービスを提供した際には，入院患者から利用料の一部として，施設サー

ビス費用基準額から当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われる施設介護サー

ビス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護

療養施設サービスを提供した際に入院患者から支払を受ける利用料の額と，施設サービ

ス費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は，前２項に定めるもののほか，次に掲げる費用

の額の支払を受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（旧法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サ

ービス費が入院患者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費

用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当

該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は，同条第２項第１号に規定

する食費の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 居住に要する費用（旧法第５１条の３第１項の規定により特定入所者介護サービス

費が入院患者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する居住費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユ

ニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定する

居住費の負担限度額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第４２条第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号により

厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第４２条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号により

厚生労働大臣の定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(5) 理美容代 

(6) 前各号に掲げるもののほか，指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜の
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うち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その入院患者に

負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第４２条第４項に規定

する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるも

のとする。 

５ ユニット型指定介護療養型医療施設は，第３項各号に掲げる費用の額に係るサービス

の提供に当たっては，あらかじめ，入院患者又はその家族に対し，当該サービスの内容

及び費用を記した文書を交付して説明を行い，入院患者の同意を得なければならない。

ただし，同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるも

のとする。 

（指定介護療養施設サービスの取扱方針） 

第４９条 指定介護療養施設サービスは，入院患者が，その有する能力に応じて，自らの

生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため，

施設サービス計画に基づき，入院患者の日常生活上の活動について必要な援助を行うこ

とにより，入院患者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定介護療養施設サービスは，各ユニットにおいて入院患者がそれぞれの役割を持っ

て生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護療養施設サービスは，入院患者のプライバシーの確保に配慮して行われなけ

ればならない。 

４ 指定介護療養施設サービスは，入院患者の自立した生活を支援することを基本として，

入院患者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等を常

に把握しながら，適切に行われなければならない。 

５ ユニット型指定介護療養型医療施設の従業者は，指定介護療養施設サービスの提供に

当たっては，入院患者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しや

すいように説明を行わなければならない。 

６ ユニット型指定介護療養型医療施設は，指定介護療養施設サービスの提供に当たって

は，当該入院患者又は他の入院患者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない

場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 
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７ ユニット型指定介護療養型医療施設は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び

時間，その際の入院患者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな

らない。 

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定

介護療養施設サービスの質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第５０条 看護及び医学的管理の下における介護は，各ユニットにおいて入院患者が相互

に社会的関係を築き，自律的な日常生活を営むことを支援するよう，入院患者の病状及

び心身の状況等に応じ，適切な技術をもって行われなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は，入院患者の日常生活における家事を，入院患

者が，その病状及び心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切に支

援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は，入院患者が身体の清潔を維持し，精神的に快

適な生活を営むことができるよう，適切な方法により，入院患者に入浴の機会を提供し

なければならない。ただし，やむを得ない場合には，清拭を行うことをもって入浴の機

会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は，入院患者の病状及び心身の状況に応じて，適

切な方法により，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護療養型医療施設は，おむつを使用せざるを得ない入院患者につい

ては，排せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければならない。 

６ ユニット型指定介護療養型医療施設は，褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとと

もに，その発生を予防するための体制を整備しなければならない。 

７ ユニット型指定介護療養型医療施設は，前各項に規定するもののほか，入院患者が行

う離床，着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

８ ユニット型指定介護療養型医療施設は，入院患者に対し，その負担により，当該ユニ

ット型指定介護療養型医療施設の従業者以外の者による看護及び介護を受けさせてはな

らない。 

（食事） 

780



第５１条 ユニット型指定介護療養型医療施設は，栄養並びに入院患者の心身の状況及び

し好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は，入院患者の心身の状況に応じて，適切な方法

により，食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は，入院患者の生活習慣を尊重した適切な時間に

食事を提供するとともに，入院患者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事

をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は，入院患者が相互に社会的関係を築くことがで

きるよう，その意思を尊重しつつ，入院患者が共同生活室で食事をとることを支援しな

ければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第５２条 ユニット型指定介護療養型医療施設は，入院患者のし好に応じた趣味，教養又

は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに，入院患者が自律的に行うこれらの活動を

支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護療養型医療施設は，常に入院患者の家族との連携を図るとともに，

入院患者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

３ ユニット型指定介護療養型医療施設は，必要に応じ，入院患者が成年後見制度を活用

することができるように支援しなければならない。 

（運営規程） 

第５３条 ユニット型指定介護療養型医療施設は，次に掲げる施設の運営についての重要

事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 入院患者の定員 

(4) ユニットの数及びユニットごとの入院患者の定員 

(5) 入院患者に対する指定介護療養施設サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 事故発生の防止及び発生時の対応 
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(8) 非常災害対策 

(9) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他施設の運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第５４条 ユニット型指定介護療養型医療施設は，入院患者に対し，適切な指定介護療養

施設サービスを提供することができるよう，従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実

績とともに記録しておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，入院患者が安心して日常生活を送

ることができるよう，継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から，次に定め

る職員配置を行わなければならない。 

(1) 昼間については，ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する

こと。 

(2) 夜間及び深夜については，２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜

間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに，常勤のユニットリーダーを配置すること。 

(4) 前号のユニットリーダーのうち２人以上（２ユニット以下のときは１人以上）の者

は，規則で定めるものとすること。この場合において，ユニット型指定介護療養型医

療施設と当該ユニット型指定介護療養型医療施設に併設するユニット型指定短期入所

生活介護事業所（岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成２４年市条例第  号）第１７３条第１項に規定するユニッ

ト型指定短期入所生活介護事業所をいう。）又はユニット型指定介護予防短期入所生

活介護事業所（岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を

定める条例（平成２４年市条例第  号）第１５７条第１項に規定するユニット型指

定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。）とは同一の施設とみなすことができる。 
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３ ユニット型指定介護療養型医療施設は，当該ユニット型指定介護療養型医療施設の従

業者によって指定介護療養施設サービスを提供しなければならない。ただし，入院患者

に対する指定介護療養施設サービスの提供に直接影響を及ぼさない業務については，こ

の限りでない。 

４ ユニット型指定介護療養型医療施設は，従業者に対し，その資質の向上のために研修

計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ ユニット型指定介護療養型医療施設は，従業者の計画的な人材育成に努めなければな

らない。 

（定員の遵守） 

第５５条 ユニット型指定介護療養型医療施設は，ユニットごとの入院患者の定員及び病

室の定員を超えて入院させてはならない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事

情がある場合は，この限りでない。 

（準用） 

第５６条 第９条から第１５条まで，第１７条，第１９条から第２１条まで，第２５条か

ら第２８条まで及び第３２条から第４２条までの規定は，ユニット型指定介護療養型医

療施設について準用する。この場合において，第９条第１項中「第２９条に規定する運

営規程」とあるのは「第５３条に規定する重要事項に関する規程」と，第２７条第２項

中「この章」とあるのは「第６章第３節」と，第２８条中「第１９条」とあるのは「第

５６条において準用する第１９条」と，第４２条第２項第２号中「第１５条第２項」と

あるのは「第５６条において準用する第１５条第２項」と，同項第３号中「第１８条第

５項」とあるのは「第４９条第７項」と，同項第４号中「第２５条」とあるのは「第５

６条において準用する第２５条」と，同項第５号中「第３０条第１項」とあるのは「第

５４条第１項」と，第２８条第３号及び第４２条第２項第６号中「第３８条第２項」と

あるのは「第５６条において準用する第３８条第２項」と，第２８条第４号及び第４２

条第２項第７号中「第４０条第３項」とあるのは「第５６条において準用する第４０条

第３項」と，同項第８号中「第１６条第１項から第３項まで」とあるのは「第４８条第

１項から第３項まで」と読み替えるものとする。 

附 則 
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（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 指定介護療養型医療施設（療養病床を有する診療所であるものに限る。）に置く

べき従業者の員数は，当分の間，第５条第２項の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

(1) 医師 常勤換算方法で，１以上 

(2) 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で，療養病床

に係る病室における入院患者の数が３又はその端数を増すごとに１以上。ただし，そ

のうちの１については看護職員とするものとする。 

(3) 介護支援専門員 １以上 

第３条 当分の間，第５条第３項第３号中「６」とあるのは「８」とする。 

第４条 専ら老人性認知症疾患療養病棟における作業療法に従事する常勤の看護師（老人

性認知症疾患の患者の作業療法に従事した経験を有する者に限る。）を置いている指定

介護療養型医療施設（老人性認知症疾患療養病棟を有する病院であるものに限る。）に

ついては，当分の間，第５条第３項第４号中「作業療法士」とあるのは「週に１日以上

当該老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスに従事する作業療法

士」と，同条第１０項中「第３項第４号の作業療法士及び同項第５号の精神保健福祉

士」とあるのは「第３項第５号の精神保健福祉士」とする。 

第５条 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生労働省令第８号。以下

「平成１３年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する既存病院建

物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。）であって，平成１３

年医療法施行規則等改正省令第７条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改

正する省令（平成５年厚生省令第３号）附則第４条の規定の適用を受けていたものに係

る病室に隣接する廊下については，第６条第２項第３号中「１．８メートル」とあるの

は「１．２メートル」と，「２．７メートル」とあるのは「１．６メートル」とする。 

第６条 平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物内の

旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。）であって，平成１３年医療

法施行規則等改正省令第８条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する
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省令（平成１０年厚生省令第３５号）附則第４条の規定の適用を受けていたものに係る

病室に隣接する廊下については，第７条第２項第３号中「１．８メートル」とあるのは

「１．２メートル」と，「２．７メートル」とあるのは「１．６メートル」とする。 

第７条 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟（以下「病床転換による老

人性認知症疾患療養病棟」という。）に係る病室については，第８条第２項第１号中

「４床」とあるのは「６床」とする。 

第８条 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については，

第８条第２項第４号中「１．８メートル」とあるのは「１．２メートル」と，「２．７

メートル以上（医療法基準条例第５条第３項の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあ

っては，２．１メートル以上）」とあるのは「１．６メートル」とする。 

第９条 療養病床を有する病院（平成２４年３月３１日において，医療法施行規則（昭和

２３年厚生省令第５０号）第５２条の規定の適用を受けていたものに限る。）である指

定介護療養型医療施設については，平成３０年３月３１日までの間は，第５条第１項第

２号中「６」とあるのは「８」と，同項第３号中「６」とあるのは「４」とする。 

第１０条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院（平成２４年３月３１日において，医

療法施行規則第５２条の規定の適用を受けていたものに限る。）である指定介護療養型

医療施設に置くべき従業者の員数は，平成３０年３月３１日までの間は，第５条第３項

の規定にかかわらず，次のとおりとする。 

(1) 医師，薬剤師及び栄養士 それぞれ医療法上必要とされる数以上 

(2) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で，老人性認知症疾

患療養病棟における入院患者の数が５又はその端数を増すごとに１以上 

(3) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で，老人性認知症疾

患療養病棟における入院患者の数が６又はその端数を増すごとに１以上 

(4) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 １以上 

(5) 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 １以上 

(6) 介護支援専門員 １以上（老人性認知症疾患療養病棟（専ら要介護者を入院させる

部分に限る。）に係る病室における入院患者の数が１００又はその端数を増すごとに

１を標準とする。） 
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第１１条 療養病床を有する病院（平成２４年３月３１日において，医療法施行規則第５

１条の規定の適用を受けていたものに限る。）である指定介護療養型医療施設に係る病

室に隣接する廊下については，平成３０年３月３１日までの間は，第６条第２項第３号

及び第４５条第２項第２号中「１．８メートル」とあるのは「１．２メートル」と，

「２．７メートル」とあるのは「１．６メートル」とする。 

第１２条 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院（平成２４年３月３１日において，医

療法施行規則第５１条の規定の適用を受けていたものに限る。）である指定介護療養型

医療施設に係る病室に隣接する廊下については，平成３０年３月３１日までの間は，第

８条第２項第４号中「１．８メートル」とあるのは「１．２メートル」と，「２．７メ

ートル以上（医療法基準条例第５条第３項の規定の適用を受ける病院の廊下の幅にあっ

ては，２．１メートル以上）」とあるのは「１．６メートル以上」とする。 

第１３条 当分の間，第５条第３項第２号イ中「１以上」とあるのは「１以上。ただし，

そのうち，老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を４をもって除した数（その数が１に

満たないときは１とし，その数に１に満たない端数が生じるときはこれを切り上げるも

のとする。）から老人性認知症疾患療養病棟入院患者数を５をもって除した数（その数

が１に満たないときは１とし，その数に１に満たない端数が生じるときはこれを切り上

げるものとする。）を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。 

第１４条 平成１３年３月１日において存する老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあ 

っては，当分の間，第８条第２項第２号中「内法による測定で，入院患者１人につき

６．４平方メートル」とあるのは「入院患者１人につき６．０平方メートル」とする。 

第１５条 平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第８条の規定の適用を受ける病院又

は診療所内の病室に隣接する廊下（附則第５条，第６条及び第８条の規定の適用を受け

る場合を除く。）の幅については，第６条第２項第３号及び第７条第２項第３号中

「１．８メートル」とあるのは「１．２メートル」と，「２．７メートル」とあるのは

「１．６メートル」と，第８条第２項第４号中「１．８メートル」とあるのは「１．２

メートル」と，「２．７メートル以上（医療法基準条例第５条第３項の規定の適用を受

ける病院の廊下の幅にあっては，２．１メートル以上）」とあるのは「１．６メート

ル」とする。 
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第１６条 平成１７年１０月１日において旧法第４８条第１項第３号の規定に基づく指定

を受けている介護療養型医療施設（同日以後に増築され，又は改築された部分を除く。

次項において同じ。）であって，第６章（第４５条第２項第１号ア（ウ），同号ア

（オ）及び同号イ（イ），第４６条第２項第１号ア（ウ），同号ア（オ）及び同号イ

（イ）並びに第４７条第２項第１号ア（ウ），同号ア（オ）及び同号イ（イ）を除く。

次項において同じ。）に規定する基準を満たすものについて，第４５条第２項第１号ア

（オ），第４６条第２項第１号ア（オ）又は第４７条第２項第１号ア（オ）の規定を適

用する場合においては，これらの規定中「入院患者同士の」とあるのは「１０．６５平

方メートル以上を標準とすること。ただし，（ア）ただし書の場合にあっては，２１．

３平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には，入院患者同士の」とする。 

２ 平成１７年１０月１日において旧法第４８条第１項第３号の規定に基づく指定を受け

ている介護療養型医療施設であって，第６章に規定する基準を満たすものについて，第

４５条第２項第１号イ（イ），第４６条第２項第１号イ（イ）又は第４７条第２項第１

号イ（イ）の規定を適用する場合においては，これらの規定中「２平方メートルに当該

共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるの

は「当該ユニットの入院患者が交流し，共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。 

第１７条 第５４条第２項第４号の規定の適用については，当分の間，同号中「前号のユ

ニットリーダー」とあるのは「ユニット型指定介護療養型医療施設の管理者及び従業

者」とする。 

 

 

提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による健康保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定

によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による改正前の介護保険法

の一部改正に伴い，指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準について

定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２５５ 号 議 案 

   岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の制定について 

 岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービ

ス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を次のよう

に制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護 

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等 

を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 介護予防訪問介護 

第１節 基本方針（第４条） 

第２節 人員に関する基準（第５条・第６条） 

第３節 設備に関する基準（第７条） 

第４節 運営に関する基準（第８条－第３９条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第４０条－第４２条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第４３条－第４７条） 

第３章 介護予防訪問入浴介護 

第１節 基本方針（第４８条） 

第２節 人員に関する基準（第４９条・第５０条） 
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第３節 設備に関する基準（第５１条） 

第４節 運営に関する基準（第５２条－第５７条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第５８条・第５９条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第６０条－第６３条） 

第４章 介護予防訪問看護 

第１節 基本方針（第６４条） 

第２節 人員に関する基準（第６５条・第６６条） 

第３節 設備に関する基準（第６７条） 

第４節 運営に関する基準（第６８条－第７６条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第７７条－第７９条） 

第５章 介護予防訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針（第８０条） 

第２節 人員に関する基準（第８１条） 

第３節 設備に関する基準（第８２条） 

第４節 運営に関する基準（第８３条－第８６条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第８７条・第８８条） 

第６章 介護予防居宅療養管理指導 

第１節 基本方針（第８９条） 

第２節 人員に関する基準（第９０条） 

第３節 設備に関する基準（第９１条） 

第４節 運営に関する基準（第９２条－第９５条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第９６条・第９７条） 

第７章 介護予防通所介護 

第１節 基本方針（第９８条） 

第２節 人員に関する基準（第９９条・第１００条） 

第３節 設備に関する基準（第１０１条） 

第４節 運営に関する基準（第１０２条－第１１０条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１１１条－第１１４
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条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１１５条－第１１８条） 

第８章 介護予防通所リハビリテーション 

第１節 基本方針（第１１９条） 

第２節 人員に関する基準（第１２０条） 

第３節 設備に関する基準（第１２１条） 

第４節 運営に関する基準（第１２２条－第１２７条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１２８条－第１３１ 

条） 

第９章 介護予防短期入所生活介護 

第１節 基本方針（第１３２条） 

第２節 人員に関する基準（第１３３条・第１３４条） 

第３節 設備に関する基準（第１３５条・第１３６条） 

第４節 運営に関する基準（第１３７条－第１４６条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１４７条－第１５４

条） 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針，設備及び運営

並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１５５条・第１５６条） 

第２款 設備に関する基準（第１５７条・第１５８条） 

第３款 運営に関する基準（第１５９条－第１６３条） 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１６４条－第１６

８条） 

第７節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第１６９条－第１７５条） 

第１０章 介護予防短期入所療養介護 

第１節 基本方針（第１７６条） 

第２節 人員に関する基準（第１７７条） 

第３節 設備に関する基準（第１７８条） 
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第４節 運営に関する基準（第１７９条－第１８５条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第１８６条－第１９２

条） 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針，設備及び運営

並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第１９３条・第１９４条） 

第２款 設備に関する基準（第１９５条） 

第３款 運営に関する基準（第１９６条－第２００条） 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２０１条－第２０

５条） 

第１１章 介護予防特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針（第２０６条） 

第２節 人員に関する基準（第２０７条・第２０８条） 

第３節 設備に関する基準（第２０９条） 

第４節 運営に関する基準（第２１０条－第２２１条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２２２条－第２２８

条） 

第６節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本方針，

人員，設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針（第２２９条・第２３０条） 

第２款 人員に関する基準（第２３１条・第２３２条） 

第３款 設備に関する基準（第２３３条） 

第４款 運営に関する基準（第２３４条－第２３８条） 

第５款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２３９条・第２４

０条） 

第１２章 介護予防福祉用具貸与 

第１節 基本方針（第２４１条） 

第２節 人員に関する基準（第２４２条・第２４３条） 
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第３節 設備に関する基準（第２４４条） 

第４節 運営に関する基準（第２４５条－第２５２条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２５３条－第２５５

条） 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第２５６条・第２５７条） 

第１３章 特定介護予防福祉用具販売 

第１節 基本方針（第２５８条） 

第２節 人員に関する基準（第２５９条・第２６０条） 

第３節 設備に関する基準（第２６１条） 

第４節 運営に関する基準（第２６２条－第２６６条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第２６７条－第２６９

条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第５

４条第１項第２号並びに第１１５条の４第１項及び第２項の規定に基づき，指定介護予

防サービス及び基準該当介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定介護

予防サービス及び基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定めるとともに，法第１１５条の２第２項第１号の規定に基づき，指

定介護予防サービス事業者の指定に必要な申請者の要件を定めるものとする。 

（定義） 

第２条  この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 介護予防サービス事業者 法第８条の２第１項に規定する介護予防サービス事業を

行う者をいう。 

(2) 指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービス それぞれ法第５３条第１

項に規定する指定介護予防サービス事業者又は指定介護予防サービスをいう。 
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(3) 利用料 法第５３条第１項に規定する介護予防サービス費の支給の対象となる費用

に係る対価をいう。 

(4) 介護予防サービス費用基準額 法第５３条第２項第１号又は第２号に規定する厚生

労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定介護予防サー

ビスに要した費用の額を超えるときは，当該現に指定介護予防サービスに要した費用

の額とする。）をいう。 

(5) 法定代理受領サービス 法第５３条第４項の規定により介護予防サービス費が利用

者に代わり当該指定介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護予防サービ

ス費に係る指定介護予防サービスをいう。 

(6) 基準該当介護予防サービス 法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防

サービスをいう。 

(7) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従

業者が勤務すべき時間数で除することにより，当該事業所の従業者の員数を常勤の従

業者の員数に換算する方法をいう。 

(8) 基準省令 指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予

防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第３５号）をいう。 

（指定介護予防サービスの事業の一般原則） 

第３条 法第１１５条の２第２項第１号の条例で定める者は，法人とする。ただし，病院

（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をいう。以下同じ。），

診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。）若しくは薬局（薬事法（昭和３５年

法律第１４５号）第２条第１１項の薬局をいう。以下同じ。）により行われる介護予防

居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護，介護予防

訪問リハビリテーション，介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所

療養介護に係る指定の申請にあっては，この限りでない。 

２ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者

をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者

に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力
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を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡

山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員

であってはならない。 

３ 指定介護予防サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に利用者の立

場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

４ 指定介護予防サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者

を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を実施する等

の措置を講ずるよう努めなければならない。 

５ 指定介護予防サービス事業者は，指定介護予防サービスの事業を運営するに当たって

は，地域との結び付きを重視し，市町村，地域包括支援センター（法第１１５条の４６

第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。），介護予防サービス事業

者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければな

らない。 

６ 指定介護予防サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがあった場合には，

地域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

第２章 介護予防訪問介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第４条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護（以下「指定介護予防訪問介

護」という。）の事業は，その利用者が可能な限りその居宅において，要支援状態の維

持若しくは改善を図り，又は要介護状態となることを予防し，自立した日常生活を営む

ことができるよう，入浴，排せつ，食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うこ

とにより，利用者の心身機能の維持回復を図り，もって利用者の生活機能の維持又は向

上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第５条 指定介護予防訪問介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問介護事業所」という。）ご
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とに置くべき訪問介護員等（指定介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第

８条の２第２項に規定する政令で定める者をいう。以下この節から第５節までにおいて

同じ。）の員数は，常勤換算方法で，２．５以上とする。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護事業所ごとに，常勤の訪問介

護員等のうち，利用者（当該指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者（岡山

市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成

２４年市条例第  号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。）第５条第１項

に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定

介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護（指定居宅サービス等基準条例第４条に規定す

る指定訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては，当該事業所における指定介護予防訪問介護及び指定訪問介護

の利用者。以下この条において同じ。）の数が４０又はその端数を増すごとに１人以上

の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において，当該サービス提

供責任者の員数については，利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。 

３ 前項の利用者の数は，前３月の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

４ 第２項のサービス提供責任者は介護福祉士その他基準省令第５条第４項に規定する平

成２４年厚生労働省告示第１１８号により厚生労働大臣が定める者であって，専ら指定

介護予防訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし，利用者に対

する指定介護予防訪問介護の提供に支障がない場合は，同一敷地内にある指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看護事業所（岡山市指定地域密着型サービスの事業の人員，設

備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号。以下「指定地域

密着型サービス基準条例」という。）第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所をいう。）又は指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型

サービス基準条例第４８条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）

に従事することができる。 

５ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営
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されている場合については，指定居宅サービス等基準条例第５条第１項から第４項まで

に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たして

いるものとみなすことができる。 

（管理者） 

第６条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定介護予防訪問介護事

業所の管理上支障がない場合は，当該指定介護予防訪問介護事業所の他の職務に従事し，

又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第７条 指定介護予防訪問介護事業所には，事業の運営を行うために必要な広さを有する

専用の区画を設けるほか，指定介護予防訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備え

なければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

介護予防訪問介護の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については，指定居宅サービス等基準条例第７条第１項に規定する設備

に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第８条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し，あ

らかじめ，利用申込者又はその家族に対し，第２７条に規定する重要事項に関する規程

の概要，訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，当該提供の開始について利用申

込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，利用申込者又はその家族からの申出があった場合に

は，前項の規定による文書の交付に代えて，第５項で定めるところにより，当該利用申

込者又はその家族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使
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用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この

条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において，

当該指定介護予防訪問介護事業者は，当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族

の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族

の閲覧に供し，当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾

又は受けない旨の申出をする場合にあっては，指定介護予防訪問介護事業者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要

事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は，利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは，指定介護予防訪問介護事業者の使用に係

る電子計算機と，利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護予防訪問介護事業者は，第２項の規定により第１項に規定する重要事項を提

供しようとするときは，あらかじめ，当該利用申込者又はその家族に対し，その用いる

次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承諾を得なけ

ればならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防訪問介護事業者が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問介護事業者は，当該利用申込者又はそ
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の家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があっ

たときは，当該利用申込者又はその家族に対し，第１項に規定する重要事項の提供を電

磁的方法によってしてはならない。ただし，当該利用申込者又はその家族が再び前項の

規定による承諾をした場合は，この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第９条 指定介護予防訪問介護事業者は，正当な理由なく指定介護予防訪問介護の提供を

拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１０条 指定介護予防訪問介護事業者は，当該指定介護予防訪問介護事業所の通常の事

業の実施地域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同

じ。）等を勘案し，利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防訪問介護を提供すること

が困難であると認めた場合は，当該利用申込者に係る介護予防支援事業者（法第８条の

２第１８項に規定する介護予防支援を行う者をいう。以下同じ。）への連絡，適当な他

の指定介護予防訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければな

らない。 

（受給資格等の確認） 

第１１条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護の提供を求められた場

合は，その者の提示する被保険者証によって，被保険者資格，要支援認定の有無及び要

支援認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，前項の被保険者証に，法第１１５条の３第２項の規

定により認定審査会意見が記載されているときは，当該認定審査会意見に配慮して，指

定介護予防訪問介護を提供するように努めなければならない。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第１２条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し，

要支援認定を受けていない利用申込者については，要支援認定の申請が既に行われてい

るかどうかを確認し，申請が行われていない場合は，当該利用申込者の意思を踏まえて

速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，介護予防支援（これに相当するサービスを含む。）
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が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは，要支援認定の

更新の申請が，遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する３０

日前にはなされるよう，必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１３条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護の提供に当たっては，

利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定介護予防支援等

の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「指定介護予防支援等基

準」という。）第３０条第９号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等

を通じて，利用者の心身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第１４条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護を提供するに当たって

は，介護予防支援事業者，地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

 ２ 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護の提供の終了に際しては，

利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに，当該利用者に係る介護予防支

援事業者に対する情報の提供及び地域包括支援センター又は保健医療サービス若しくは

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第１５条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護の提供の開始に際し，

利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」と

いう。）第８３条の９各号のいずれにも該当しないときは，当該利用申込者又はその家

族に対し，介護予防サービス計画（同条第１号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同

じ。）の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市町村に対して届け出ること等によ

り，介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること，介護予防支援

事業者に関する情報を提供することその他の介護予防サービス費の支給を受けるために

必要な援助を行わなければならない。 
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（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第１６条 指定介護予防訪問介護事業者は，介護予防サービス計画が作成されている場合

は，当該計画に沿った指定介護予防訪問介護を提供しなければならない。 

（介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第１７条 指定介護予防訪問介護事業者は，利用者が介護予防サービス計画の変更を希望

する場合は，当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わ

なければならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第１８条 指定介護予防訪問介護事業者は，訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ，

初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは，これを提示すべき旨を指導

しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第１９条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護を提供した際には，当

該指定介護予防訪問介護の提供日及び内容，当該指定介護予防訪問介護について法第５

３条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額その他

必要な事項を，利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に

記載しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護を提供した際には，提供した

具体的なサービスの内容等を記録するとともに，利用者からの申出があった場合には，

文書の交付その他適切な方法により，その情報を利用者に対して提供しなければならな

い。 

（利用料等の受領） 

第２０条 指定介護予防訪問介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定介護予

防訪問介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定介護予防

訪問介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問介護事業者に支

払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪

問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定介護予防訪問介
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護に係る介護予防サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，利用者の選定によ

り通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問介護を行う場合は，

それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては，

あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について説明を

行い，利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２１条 指定介護予防訪問介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護

予防訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は，提供した指定介護予防訪問介護の内

容，費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対

して交付しなければならない。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第２２条 指定介護予防訪問介護事業者は，訪問介護員等に，その同居の家族である利用

者に対する介護予防訪問介護の提供をさせてはならない。 

（別居親族に対するサービス提供の制限） 

第２３条 指定介護予防訪問介護事業者は，訪問介護員等に，その別居の親族である利用

者であって，規則で定めるものに対する指定介護予防訪問介護の提供をさせてはならな

い。ただし，別居の親族である利用者に対する指定介護予防訪問介護が規則で定める基

準に該当する場合には，この限りでない。 

（利用者に関する市町村への通知） 

第２４条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護を受けている利用者が

次の各号のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付してその旨を市町村に通知

しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定介護予防訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより，

要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められ

るとき。 
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(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け，又は受けようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第２５条 訪問介護員等は，現に指定介護予防訪問介護の提供を行っているときに利用者

に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに主治の医師への連絡を行う等

の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第２６条 指定介護予防訪問介護事業所の管理者は，当該指定介護予防訪問介護事業所の

従業者及び業務の管理を，一元的に行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業所の管理者は，当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者

にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者（第５条第２項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この

節及び次節において同じ。）は，次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 指定介護予防訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。 

(2) 利用者の状態の変化及びサービスに関する意向を定期的に把握すること。 

(3) サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との連携に関すること。 

(4) 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この項において同じ。）に対し，

具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに，利用者の状況についての情報を

伝達すること。 

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

(6) 訪問介護員等の能力及び希望を踏まえた業務管理を実施すること。 

(7) 訪問介護員等に対する研修，技術指導等を実施すること。 

(8) その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

（運営規程） 

第２７条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護事業所ごとに，次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 
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(4) 指定介護予防訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 成年後見制度の活用支援 

(9) 苦情解決体制の整備 

(10) その他運営に関する重要事項 

（介護等の総合的な提供） 

第２８条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護の事業の運営に当たっ

ては，入浴，排せつ，食事等の介護又は調理，洗濯，掃除等の家事（以下この条におい

て「介護等」という。）を常に総合的に提供するものとし，介護等のうち特定の支援に

偏することがあってはならない。 

（勤務体制の確保等） 

第２９条 指定介護予防訪問介護事業者は，利用者に対し適切な指定介護予防訪問介護を

提供できるよう，指定介護予防訪問介護事業所ごとに，訪問介護員等の勤務の体制を定

め，その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護事業所ごとに，当該指定介護

予防訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定介護予防訪問介護を提供しなければな

らない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は，訪問介護員等の資質の向上のために研修計画を作成

し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（衛生管理等） 

第３０条 指定介護予防訪問介護事業者は，訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態につ

いて，必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護事業所の設備及び備品等につ

いて，衛生的な管理に努めなければならない。 

（掲示） 
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第３１条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護事業所の見やすい場所

に，第２７条に規定する重要事項に関する規程の概要，訪問介護員等の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければなら

ない。 

（秘密保持等） 

第３２条 指定介護予防訪問介護事業所の従業者は，正当な理由がなく，その業務上知り

得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，当該指定介護予防訪問介護事業所の従業者であった

者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすこと

がないよう，必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は，サービス担当者会議等において，利用者の個人情報

を用いる場合は利用者の同意を，利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同

意を，あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第３３条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護事業所について広告を

する場合においては，その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３４条 指定介護予防訪問介護事業者は，介護予防支援事業者又はその従業者に対し，

利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として，金品その

他の財産上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 

第３５条 指定介護予防訪問介護事業者は，提供した指定介護予防訪問介護に係る利用者

又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓

口を設置する等必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容

等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は，提供した指定介護予防訪問介護に関し，法第２３条

の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村
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の職員からの質問若しくは照会に応じ，及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調

査に協力するとともに，市町村から指導又は助言を受けた場合においては，当該指導又

は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者は，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の

内容を市町村に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防訪問介護事業者は，提供した指定介護予防訪問介護に係る利用者からの

苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第１

７６条第１項第３号の調査に協力するとともに，国民健康保険団体連合会から同号の指

導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。 

６ 指定介護予防訪問介護事業者は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合に

は，前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

（地域との連携） 

第３６条 指定介護予防訪問介護事業者は，その事業の運営に当たっては，提供した指定

介護予防訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び

援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第３７条 指定介護予防訪問介護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供

により事故が発生した場合は，市町村，当該利用者の家族，当該利用者に係る介護予防

支援事業者等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置につ

いて記録しなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供により

賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

（会計の区分） 

第３８条 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護事業所ごとに経理を区

分するとともに，指定介護予防訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しな
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ければならない。 

（記録の整備） 

第３９条 指定介護予防訪問介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録

を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問介護の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防訪問介護計画 

(2) 第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 第２９条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(5) 第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

(7) 法第５２条に規定する予防給付及び第２０条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問介護の基本取扱方針） 

第４０条 指定介護予防訪問介護は，利用者の介護予防（法第８条の２第２項に規定する

介護予防をいう。以下同じ。）に資するよう，その目標を設定し，計画的に行われなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定介護予

防訪問介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護の提供に当たり，利用者がで

きる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならな

い。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者は，利用者がその有する能力を最大限活用することがで

きるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防訪問介護事業者は，指定介護予防訪問介護の提供に当たり，利用者との
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コミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により，利用者が主体的に事

業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

６ 指定介護予防訪問介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用すること

ができるように支援しなければならない。 

（指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針） 

第４１条 訪問介護員等の行う指定介護予防訪問介護の方針は，第４条に規定する基本方

針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては，主治の医師又は歯科医師からの情報伝

達，サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により，利用者の心身の状況，その

置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) サービス提供責任者は，前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏

まえて，指定介護予防訪問介護の目標，当該目標を達成するための具体的なサービス

の内容，サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問介護計画を作成するこ

と。 

(3) 介護予防訪問介護計画は，既に介護予防サービス計画が作成されている場合は，当

該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。 

(4) サービス提供責任者は，介護予防訪問介護計画の作成に当たっては，その内容につ

いて利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならないこと。 

(5) サービス提供責任者は，介護予防訪問介護計画を作成した際には，当該介護予防訪

問介護計画を利用者に交付しなければならないこと。 

(6) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては，介護予防訪問介護計画に基づき，利用

者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。 

(7) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者

又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行

うこと。 

(8) 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護

技術をもってサービスの提供を行うこと。 

(9) サービス提供責任者は，介護予防訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時か
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ら，少なくとも１月に１回は，当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状態，当該

利用者に対するサービスの提供状況等について，当該サービスの提供に係る介護予防

サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するとともに，当該介護予防

訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに，少なくとも１

回は，当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリ

ング」という。）を行うこと。 

(10) サービス提供責任者は，モニタリングの結果を記録し，当該記録を当該サービス

の提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなけ

ればならないこと。 

(11) サービス提供責任者は，モニタリングの結果を踏まえ，必要に応じて介護予防訪

問介護計画の変更を行うこと。 

(12) 第１号から第１０号までの規定は，前号に規定する介護予防訪問介護計画の変更

について準用する。 

（指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点） 

第４２条 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては，介護予防の効果を最大限高める観

点から，次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 

(1) 指定介護予防訪問介護事業者は，サービスの提供に当たり，介護予防支援における

アセスメント（指定介護予防支援等基準第３０条第７号に規定するアセスメントをい

う。以下同じ。）において把握された課題，指定介護予防訪問介護の提供による当該

課題に係る改善状況等を踏まえつつ，効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。 

(2) 指定介護予防訪問介護事業者は，自立支援の観点から，利用者が，可能な限り，自

ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに，利用者の家族，地域の住民によ

る自主的な取組等による支援，他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しな

ければならないこと。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（訪問介護員等の員数） 

第４３条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護又はこれに相当するサ

ービス（以下「基準該当介護予防訪問介護」という。）の事業を行う者（以下「基準該
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当介護予防訪問介護事業者」という。）が，当該事業を行う事業所（以下「基準該当介

護予防訪問介護事業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（基準該当介護予防訪

問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第８条の２第２項に規定する政令で定める者を

いう。以下この節において同じ。）の員数は，３人以上とする。 

２ 基準該当介護予防訪問介護事業者は，基準該当介護予防訪問介護事業所ごとに，訪問

介護員等のうち１人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。 

３ 基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護（指定居宅サービス等基準条例

第４３条第１項に規定する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが，同一の

事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については，同項及び

同条第２項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前２項に規定する基準

を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第４４条 基準該当介護予防訪問介護事業者は，基準該当介護予防訪問介護事業所ごとに

専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，基準該当介護予防訪

問介護事業所の管理上支障がない場合は，当該基準該当介護予防訪問介護事業所の職務

に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるも

のとする。 

（設備及び備品等） 

第４５条 基準該当介護予防訪問介護事業所には，事業の運営を行うために必要な広さの

区画を設けるほか，基準該当介護予防訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければならない。 

２ 基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護の事業とが，同一の事業者によ

り同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等

基準条例第４５条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（同居家族に対するサービス提供の制限） 

第４６条 基準該当介護予防訪問介護事業者は，訪問介護員等に，その同居の家族である

利用者に対する基準該当介護予防訪問介護の提供をさせてはならない。ただし，同居の
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家族である利用者に対する基準該当介護予防訪問介護が規則で定める基準に該当する場

合には，この限りでない。 

２ 基準該当介護予防訪問介護事業者は，前項ただし書の規定に基づき，訪問介護員等に

その同居の家族である利用者に対する基準該当介護予防訪問介護の提供をさせる場合に

おいて，当該利用者の意向，当該利用者に係る次条において準用する第４１条第２号の

介護予防訪問介護計画の実施状況等からみて，当該基準該当介護予防訪問介護が適切に

提供されていないと認めるときは，当該訪問介護員等に対し適切な指導を行う等必要な

措置を講じなければならない。 

（準用） 

第４７条 第１節，第４節（第１５条，第２０条第１項，第２２条，第２８条並びに第３

５条第５項及び第６項を除く。）及び前節の規定は，基準該当介護予防訪問介護の事業

について準用する。この場合において，第８条第１項中「第２７条」とあるのは「第４

７条において準用する第２７条」と，第１９条第１項中「内容，当該指定介護予防訪問

介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サ

ービス費の額」とあるのは「内容」と，第２０条第２項及び第２１条中「法定代理受領

サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問介

護」と，第２０条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と，第２６条第２項中「この

節及び次節」とあるのは「第２章第６節」と，同条第３項中「第５条第２項」とあるの

は「第４３条第２項」と，第３１条中「第２７条」とあるのは「第４７条において準用

する第２７条」と，第３９条第２項第２号中「第１９条第２項」とあるのは「第４７条

において準用する第１９条第２項」と，同項第３号中「第２４条」とあるのは「第４７

条において準用する第２４条」と，同項第４号中「第２９条第１項」とあるのは「第４

７条において準用する第２９条第１項」と，同項第５号中「第３５条第２項」とあるの

は「第４７条において準用する第３５条第２項」と，同項第６号中「第３７条第２項」

とあるのは「第４７条において準用する第３７条第２項」と，同項第７号中「第２０条

第１項から第３項」とあるのは「第４７条において準用する第２０条第２項及び第３

項」と，第４１条中「第４条」とあるのは「第４７条において準用する第４条」と，同

条中「前条」とあるのは「第４７条で準用する前条」と読み替えるものとする。 
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第３章 介護予防訪問入浴介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第４８条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護（以下「指定介護予防

訪問入浴介護」という。）の事業は，その利用者が可能な限りその居宅において，自立

した日常生活を営むことができるよう，居宅における入浴の支援を行うことによって，

利用者の身体の清潔の保持，心身機能の維持回復を図り，もって利用者の生活機能の維

持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業員の員数） 

第４９条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問入浴介護

事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問入浴介護事業

所」という。）ごとに置くべき指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下

この節から第５節までにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。）の員数は次

のとおりとする。 

(1) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） １以上 

(2) 介護職員 １以上 

２ 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち１人以上は，常勤でなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者（指定居宅サービス等基

準条例第４９条第１項に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け，かつ，指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護（指定居宅

サービス等基準条例第４８条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業

とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス

等基準条例第４９条第１項及び第２項に規定する人員に関する基準を満たすことをもっ

て，前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第５０条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに

専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定介護予防
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訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指定介護予防訪問入浴介護事業所

の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第５１条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には，事業の運営を行うために必要な広さを

有する専用の区画を設けるほか，指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設

備及び備品等を備えなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護事業者の指定を併せて受け，か

つ，指定介護予防訪問入浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等基準条例第５１条第

１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第５２条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定介

護予防訪問入浴介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定

介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問入

浴介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるも

のとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護予

防訪問入浴介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定介護予

防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防

訪問入浴介護を行う場合のそれに要する交通費 
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(2) 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係る費用 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について

説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（緊急時等の対応） 

第５３条 介護予防訪問入浴介護従業者は，現に指定介護予防訪問入浴介護の提供を行っ

ているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やかに主治の医

師又はあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡

を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者の責務） 

第５４条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は，指定介護予防訪問入浴介護事業

所の従業者の管理及び指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調整，業務の実

施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は，当該指定介護予防訪問入浴介護事業所

の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第５５条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護事業所ごとに，

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防訪問入浴介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) サービスの利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 成年後見制度の活用支援 

(10) 苦情解決体制の整備 
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(11) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第５６条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸

記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問入浴介護の提

供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防訪問入浴介護計画 

(2) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(3) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第２９条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(5) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 法第５２条に規定する予防給付及び第５２条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第５７条 第８条から第１９条まで，第２１条，第２４条及び第２９条から第３８条まで

の規定は，指定介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において，こ

れらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護従業者」と，第８条

第１項及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第５５条」と，第３０条第２項中「設

備及び備品等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品

等」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針） 

第５８条 指定介護予防訪問入浴介護は，利用者の介護予防に資するよう，その目標を設

定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定介
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護予防訪問入浴介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たり，利

用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支

援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなけれ

ばならない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，利用者がその有する能力を最大限活用すること

ができるような方法によるサービスの提供に努めることとし，利用者が有する能力を阻

害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用する

ことができるように支援しなければならない。 

（指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第５９条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護予防訪問入浴介護の方針は，第４

８条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところ

によるものとする。 

(1) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては，主治の医師又は歯科医師からの情

報伝達，サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により，利用者の心身の状況，

その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は，前号に規定する利用者の日常生活全 

般の状況及び希望を踏まえて，指定介護予防訪問入浴介護の目標，当該目標を達成す

るための具体的なサービスの内容等を記載した介護予防訪問入浴介護計画を作成する

こと。 

(3) 介護予防訪問入浴介護計画は，既に介護予防サービス計画が作成されている場合は， 

当該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。 

(4) 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は，介護予防訪問入浴介護計画の作成に

当たっては，その内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を 

得なければならないこと。 

(5) 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は，介護予防訪問入浴介護計画を作成し 

た際は，当該介護予防訪問入浴介護計画を利用者に交付しなければならないこと。 
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(6) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては，介護予防訪問入浴介護計画に基づ 

き，利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。 

(7) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利

用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明

を行うこと。 

(8) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な

介護技術をもってサービスの提供を行うこと。 

(9) 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は，介護予防訪問入浴介護計画に基づく

サービスの提供の開始時から，少なくとも１月に１回は，当該介護予防訪問入浴介護

計画に係る利用者の状態，当該利用者に対するサービスの提供状況等について，当該

サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報

告するとともに，当該介護予防訪問入浴介護計画に記載したサービスの提供を行う期

間が終了するまでに，少なくとも１回は，当該介護予防訪問入浴介護計画の実施状況

の把握（以下この項において「モニタリング」という。）を行うこと。 

(10) 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は，モニタリングの結果を記録し，当

該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支

援事業者に報告しなければならないこと。 

(11) 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は，モニタリングの結果を踏まえ，必

要に応じて介護予防訪問入浴介護計画の変更を行うこと。 

(12) 第１号から第１０号までの規定は，前号に規定する介護予防訪問入浴介護計画の

変更について準用する。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護の提供は，１回の訪問につき，看護職員１人及び介護職員

１人をもって行うものとし，これらの者のうち１人を当該サービスの提供の責任者とす

る。ただし，利用者の身体の状況が安定していること等から，入浴により利用者の身体

の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては，主治の医師の意見

を確認した上で，看護職員に代えて介護職員を充てることができる。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては，サービス提供に用いる設備，器具そ

の他の用品の使用に際して安全及び清潔の保持に留意し，特に利用者の身体に接触する
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設備，器具その他の用品については，サービス提供ごとに消毒したものを使用する。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（従業者の員数） 

第６０条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防訪問入浴介護又はこれに相当す

るサービス（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護」という。）の事業を行う者（以下

「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。）が，当該事業を行う事業所（以下

「基準該当介護予防訪問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき基準該当介護予防

訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節において「介護予防訪問入浴介護従業

者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 看護職員 １以上 

(2) 介護職員 １以上 

２ 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護（指定居宅サービス等

基準条例第６１条第１項に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の事業

とが，同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は，同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第６１条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は，基準該当介護予防訪問入浴介護事業

所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，基準該当介

護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は，当該基準該当介護予防訪問入浴

介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従

事することができるものとする。 

（設備及び備品等） 

第６２条 基準該当介護予防訪問介護事業所には，事業の運営を行うために必要な広さの

区画を設けるほか，基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備

品等を備えなければならない。 

２ 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問入浴介護の事業とが同一の事業

者により同一の事業所において一体的に運営される場合については，指定居宅サービス
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等基準条例第６３条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第６３条 第８条から第１４条まで，第１６条から第１９条まで，第２１条，第２４条，

第２９条から第３４条まで，第３５条（第５項及び第６項を除く。）及び第３６条から

第３８条まで並びに第１節，第４節（第５２条第１項及び第５７条を除く。）及び前節

の規定は，基準該当介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。この場合において，

これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護従業者」と，第８

条第１項及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第６３条において準用する第５５

条」と，第１９条第１項中「内容，当該指定介護予防訪問介護について法第５３条第４

項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは

「内容」と，第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」

とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と，第３０条第２項中「設備及び備品

等」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備及び備品

等」と，第５２条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴

介護」とあるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護」と，同条第３項中「前２項」とあ

るのは「前項」と，第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第３章第６節」

と，第５６条第２項第２号から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第６３条」と，

同項第７号中「第５２条第１項から第３項」とあるのは「第６３条において準用する第

５２条第２項及び第３項」と，第５９条第１項中「第４８条」とあるのは「第６３条に

おいて準用する第４８条」と，同項中「前条」とあるのは「第６３条において準用する

前条」と読み替えるものとする。 

第４章 介護予防訪問看護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第６４条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護（以下「指定介護予防訪問

看護」という。）の事業は，その利用者が可能な限りその居宅において，自立した日常

生活を営むことができるよう，その療養生活を支援するとともに，利用者の心身の機能

818



の維持回復を図り，もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければな

らない。 

第２節 人員に関する基準 

（看護師等の員数） 

第６５条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者（以下「指定介護予防訪問看護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問看護事業所」という。）

ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看護の提供に当たる従業者（以下「看

護師等」という。）の員数は，次に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の区分に

応じて，次のとおりとする。 

(1) 病院又は診療所以外の指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防訪問看護

ステーション」という。） 

ア 保健師，看護師又は准看護師（以下この条において「看護職員」という。） 常

勤換算方法で，２．５以上となる員数 

イ 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士 指定介護予防訪問看護ステーションの

実情に応じた適当数 

(2) 病院又は診療所である指定介護予防訪問看護事業所（以下「指定介護予防訪問看護

を担当する医療機関」という。） 指定介護予防訪問看護の提供に当たる看護職員を

適当数置くべきものとすること。 

２ 前項第１号アの看護職員のうち１人は，常勤でなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者（指定居宅サービス等基準条例第

６６条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，

かつ，指定介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護（指定居宅サービス等基準条例第６

５条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等基準条例第６６条第１項及

び第２項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前２項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第６６条 指定介護予防訪問看護事業者は，指定介護予防訪問看護ステーションごとに専
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らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定介護予防訪

問看護ステーションの管理上支障がない場合は，当該指定介護予防訪問看護ステーショ

ンの他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

２ 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は，保健師又は看護師でなければならな

い。ただし，やむを得ない理由がある場合は，この限りでない。 

３ 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は，適切な指定介護予防訪問看護を行う

ために必要な知識及び技能を有する者でなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第６７条 指定介護予防訪問看護ステーションには，事業の運営を行うために必要な広さ

を有する専用の事務室を設けるほか，指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備

品等を備えなければならない。ただし，当該指定介護予防訪問看護ステーションの同一

敷地内に他の事業所，施設等がある場合は，事業の運営を行うために必要な広さを有す

る専用の区画を設けることで足りるものとする。 

２ 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は，事業の運営を行うために必要な広さを

有する専用の指定介護予防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するとともに，指定

介護予防訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

介護予防訪問看護の事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については，指定居宅サービス等基準条例第６８条第１項又は第２項に

規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前２項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービス提供困難時の対応） 

第６８条 指定介護予防訪問看護事業者は，利用申込者の病状，当該指定介護予防訪問看

護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し，自ら適切な指定介護予防訪問看護を提供

することが困難であると認めた場合は，主治の医師及び介護予防支援事業者への連絡を
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行い，適当な他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等必要な措置を速やかに講

じなければならない。 

（介護予防支援事業者等との連携） 

第６９条 指定介護予防訪問看護事業者は，指定介護予防訪問看護を提供するに当たって

は，介護予防支援事業者，地域包括支援センター又は保健医療サービス若しくは福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は，指定介護予防訪問看護の提供の終了に際しては，利

用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに，主治の医師及び介護予防支援事

業者に対する情報の提供並びに地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉

サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

（利用料等の受領） 

第７０条 指定介護予防訪問看護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定介護予

防訪問看護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定介護予防

訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防訪問看護事業者に支

払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪

問看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指定介護予防訪問看

護に係る介護予防サービス費用基準額と，健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６

３条第１項に規定する療養の給付若しくは同法第８８条第１項に規定する指定訪問看護

又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第６４条第１項に規

定する療養の給付若しくは同法第７８条第１項に規定する指定訪問看護のうち指定介護

予防訪問看護に相当するものに要する費用の額との間に，不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，利用者の選定によ

り通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う場合は，

それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては，

あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について説明を
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行い，利用者の同意を得なければならない。 

（同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第７１条 指定介護予防訪問看護事業者は，看護師等に，その同居の家族である利用者に

対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。 

（別居親族に対するサービス提供の制限） 

第７２条 指定介護予防訪問看護事業者は，看護師等に，その別居の親族である利用者で

あって，規則で定めるものに対する指定介護予防訪問看護の提供をさせてはならない。

ただし，別居の親族である利用者に対する指定介護予防訪問看護が規則で定める基準に

該当する場合には，この限りでない。 

（緊急時等の対応） 

第７３条 看護師等は，現に指定介護予防訪問看護の提供を行っているときに利用者に病

状の急変等が生じた場合には，必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに，速やかに

主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第７４条 指定介護予防訪問看護事業者は，指定介護予防訪問看護事業所ごとに，次に掲

げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 成年後見制度の活用支援 

(9) 苦情解決体制の整備 

(10) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第７５条 指定介護予防訪問看護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記録
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を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防訪問看護計画書 

(2) 介護予防訪問看護報告書 

(3) 第７９条第２項に規定する主治の医師による指示の文書 

(4) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(5) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第２９条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(7) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(8) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(9) 法第５２条に規定する予防給付及び第７０条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第７６条 第８条，第９条，第１１条から第１３条まで，第１５条から第１９条まで，第

２１条，第２４条，第２９条から第３８条まで及び第５４条の規定は，指定介護予防訪

問看護の事業について準用する。この場合において，これらの規定中「訪問介護員等」

とあるのは「看護師等」と，第８条第１項及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第

７４条」と，第１３条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況，病歴」と，第５４条

第２項中「この節及び次節」とあるのは「第４章第４節及び第５節」と読み替えるもの

とする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問看護の基本取扱方針） 

第７７条 指定介護予防訪問看護は，利用者の介護予防に資するよう，その目標を設定し，

計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定介護予
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防訪問看護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は，指定介護予防訪問看護の提供に当たり，利用者がで

きる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援するこ

とを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならな

い。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は，利用者がその有する能力を最大限活用することがで

きるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防訪問看護事業者は，指定介護予防訪問看護の提供に当たり，利用者との

コミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により，利用者がその有する

能力を最大限活用することができるよう適切な働きかけに努めなければならない。 

６ 指定介護予防訪問看護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用すること

ができるように支援しなければならない。 

（指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針） 

第７８条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針は，第６４条に規定する基本方針

及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては，主治の医師又は歯科医師からの情報伝

達，サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により，利用者の病状，心身の状況，

その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同じ。）は，前号に規定する利用

者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて，指定介護予防訪問看護の目標，当該目

標を達成するための具体的なサービスの内容，サービスの提供を行う期間等を記載し

た介護予防訪問看護計画書を作成し，主治の医師に提出しなければならないこと。 

(3) 介護予防訪問看護計画書は，既に介護予防サービス計画が作成されている場合は，

当該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。 

(4) 看護師等は，介護予防訪問看護計画書の作成に当たっては，その主要な事項につい

て利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならないこと。 

(5) 看護師等は，介護予防訪問看護計画書を作成した際には，当該介護予防訪問看護計

画書を利用者に交付しなければならないこと。 
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(6) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては，主治の医師との密接な連携及び第２号

に規定する介護予防訪問看護計画書に基づき，利用者の心身の機能の維持回復を図る

よう妥当適切に行うこと。 

(7) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者

又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又は説明

を行うこと。 

(8) 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては，医学の進歩に対応し，適切な看護技術

をもってサービスの提供を行うこと。 

(9) 特殊な看護等については，これを行ってはならないこと。 

(10) 看護師等は，介護予防訪問看護計画書に基づくサービスの提供の開始時から，当

該介護予防訪問看護計画書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに，

少なくとも１回は，当該介護予防訪問看護計画書の実施状況の把握（以下この条にお

いて「モニタリング」という。）を行うこと。 

(11) 看護師等は，モニタリングの結果も踏まえつつ，訪問日，提供した看護内容等を

記載した介護予防訪問看護報告書を作成し，当該報告書の内容について，当該指定介

護予防支援事業者に報告するとともに，当該報告書について主治の医師に定期的に提

出しなければならないこと。 

(12) 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は，介護予防訪問看護計画書及び介護予防

訪問看護報告書の作成に関し，必要な指導及び管理を行わなければならないこと。 

(13) 看護師等は，モニタリングの結果を踏まえ，必要に応じて介護予防訪問看護計画

書の変更を行い，変更後の当該計画を主治の医師に提出しなければならないこと。 

(14) 第１号から第１２号までの規定は，前号に規定する介護予防訪問看護計画書の変

更について準用する。 

(15) 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防訪問看護を担当する医療機関で

ある場合にあっては，第２号から第６号まで及び第１０号から前号までの規定にかか

わらず，介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書の作成及び提出は，診

療録その他の診療に関する記録（以下「診療記録」という。）への記載をもって代え

ることができる。 
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（主治の医師との関係） 

第７９条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は，主治の医師の指示に基づき適切な指

定介護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は，指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し，主治の

医師による指示を文書で受けなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は，指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治の医師

との密接な連携を図らなければならない。 

４ 前条第１５号の規定は，主治の医師の文書による指示について準用する。 

第５章 介護予防訪問リハビリテーション 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第８０条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問リハビリテーション（以下「指

定介護予防訪問リハビリテーション」という。）の事業は，その利用者が可能な限りそ

の居宅において，自立した日常生活を営むことができるよう，利用者の居宅において，

理学療法，作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより，利用者の心身

機能の維持回復を図り，もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなけれ

ばならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第８１条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護予防訪

問リハビリテーション事業者」という。）は，当該事業を行う事業所（以下「指定介護

予防訪問リハビリテーション事業所」という。）ごとに，指定介護予防訪問リハビリテ

ーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士（以下この章において

「理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士」という。）を置かなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者

（指定居宅サービス等基準条例第８３条第１項に規定する指定訪問リハビリテーション

事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防訪問リハビリテ

ーションの事業と指定訪問リハビリテーション（指定居宅サービス等基準条例第８２条

826



に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等基準条例第８３

条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等の要件） 

第８２条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は，病院，診療所又は介護老人保

健施設であって，事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか，

指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えなければな

らない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の

指定を併せて受け，かつ，指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハ

ビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は，指定居宅サービス等基準条例第８４条第１項に規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第８３条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，法定代理受領サービスに該当

する指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際には，その利用者から利用料の

一部として，当該指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基

準額から当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービ

ス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防訪問リハビリテーションを提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額及び指定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額と，

健康保険法第６３条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律第６４条第１項に規定

する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費

用の額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 
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３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，利

用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防訪問リ

ハビリテーションを行う場合は，それに要した交通費の額の支払を利用者から受けるこ

とができる。 

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提

供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費

用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（運営規程） 

第８４条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，事業所ごとに，次に掲げる事

業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 事故発生時における対応方法 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 成年後見制度の活用支援 

(9) 苦情解決体制の整備 

(10) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第８５条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，従業者，設備，備品及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定介護予防訪問リ

ハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

(1) 介護予防訪問リハビリテーション計画 

(2) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容
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等の記録 

(3) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第２９条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(5) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 法第５２条に規定する予防給付及び第８３条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第８６条 第８条から第１３条まで，第１５条から第１９条まで，第２１条，第２４条，

第２９条から第３２条まで，第３４条から第３８条まで，第５４条及び第６９条の規定

は，指定介護予防訪問リハビリテーションの事業について準用する。この場合において，

これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理学療法士，作業療法士又は言語聴覚

士」と，第８条第１項及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第８４条」と，第１３

条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況，病歴」と，第５４条第２項中「この節及

び次節」とあるのは「第５章第４節及び第５節」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第８７条 指定介護予防訪問リハビリテーションは，利用者の介護予防に資するよう，そ

の目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供

する指定介護予防訪問リハビリテーションの質の評価を行い，常にその改善を図らなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンの提供に当たり，利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービス

の提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，利用者がその有する能力を最大限活
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用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンの提供に当たり，利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方

法により，利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならな

い。 

６ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度

を活用することができるように支援しなければならない。 

（指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第８８条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供は，理学療法士，作業療法士又は

言語聴覚士が行うものとし，その方針は，第８０条に規定する基本方針及び前条に規定

する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては，主治の医師又は歯科医

師からの情報伝達，サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により，利用者の病

状，心身の状況，その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握

を行うこと。 

(2) 医師及び理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士は，前号に規定する利用者の日常

生活全般の状況及び希望を踏まえて，指定介護予防訪問リハビリテーションの目標，

当該目標を達成するための具体的なサービスの内容，サービスの提供を行う期間等を

記載した介護予防訪問リハビリテーション計画を作成すること。 

(3) 介護予防訪問リハビリテーション計画は，既に介護予防サービス計画が作成されて

いる場合は，当該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。 

(4) 医師又は理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士は，介護予防訪問リハビリテ

ーション計画の作成に当たっては，その内容について利用者又はその家族に対して説

明し，利用者の同意を得なければならないこと。 

(5) 医師又は理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士は，介護予防訪問リハビリテ

ーション計画を作成した際には，当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者

に交付しなければならないこと。 

(6) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては，医師の指示及び介護予
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防訪問リハビリテーション計画に基づき，利用者の心身機能の維持回復を図り，日常

生活の自立に資するよう，妥当適切に行うこと。 

(7) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを

旨とし，利用者又はその家族に対し，リハビリテーションの観点から療養上必要とさ

れる事項について，理解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

(8) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては，介護技術の進歩に対応

し，適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。 

(9) 理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士は，それぞれの利用者について，介護予防

訪問リハビリテーション計画に従ったサービスの実施状況及びその評価について，速

やかに診療記録を作成するとともに，医師に報告すること。 

(10) 医師又は理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士は，介護予防訪問リハビリ

テーション計画に基づくサービスの提供の開始時から，当該介護予防訪問リハビリテ

ーション計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに，少なくとも１

回は，当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握（以下この条にお

いて「モニタリング」という。）を行うこと。 

(11) 医師又は理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士は，モニタリングの結果を

記録し，当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定

介護予防支援事業者に報告しなければならないこと。 

(12) 医師又は理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士は，モニタリングの結果を

踏まえ，必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行うこと。 

(13) 第１号から第１１号までの規定は，前号に規定する介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画の変更について準用する。 

第６章 介護予防居宅療養管理指導 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第８９条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居宅療養管理指導（以下「指定介護

予防居宅療養管理指導」という。）の事業は，その利用者が可能な限りその居宅におい

て，自立した日常生活を営むことができるよう，医師，歯科医師，薬剤師，看護職員
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（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師，看護師及

び准看護師を除いた保健師，看護師又は准看護師をいう。以下この章において同じ。），

歯科衛生士（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師，

看護師及び准看護師を含む。以下この章において同じ。）又は管理栄養士が，通院が困

難な利用者に対して，その居宅を訪問して，その心身の状況，置かれている環境等を把

握し，それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより，利用者の心身機能の

維持回復を図り，もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければなら

ない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第９０条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う者（以下「指定介護予防居宅療養

管理指導事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防居宅療養管

理指導事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下「介護予防居宅療養管理指導従

業者」という。）の員数は，次に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の種類の

区分に応じ，次のとおりとする。 

(1) 病院又は診療所である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 

ア 医師又は歯科医師 

イ 薬剤師，看護職員，歯科衛生士又は管理栄養士 その提供する指定介護予防居宅

療養管理指導の内容に応じた適当数 

(2) 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 薬剤師 

(3) 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステーション（指定居宅サービス等基

準条例第６６条第１項にいう指定訪問看護ステーションをいう。）及び指定介護予防

訪問看護ステーションをいう。以下この章において同じ。）である指定介護予防居宅

療養管理指導事業所 看護職員 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者（指定居宅サー

ビス等基準条例第９３条第１項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療

養管理指導（指定居宅サービス等基準条例第９２条に規定する指定居宅療養管理指導を
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いう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては，指定居宅サービス等基準条例第９３条第１項に規定する人員に関する基準を満

たすことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第９１条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は，病院，診療所，薬局又は指定訪問看

護ステーション等であって，指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要な広さ

を有するほか，指定介護予防居宅療養管理指導の提供に必要な設備及び備品等を備えな

ければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養管理指導事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定介護予防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等基

準条例第９４条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第９２条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，法定代理受領サービスに該当する指

定介護予防居宅療養管理指導を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，

当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介

護予防居宅療養管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定介

護予防居宅療養管理指導を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額及び指

定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サービス費用基準額と，健康保険法第６３

条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律第６４条第１項に規定する療養の給付の

うち指定介護予防居宅療養管理指導に相当するものに要する費用の額との間に，不合理

な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，指定介護
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予防居宅療養管理指導の提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けることができ

る。 

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当

たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用につ

いて説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（運営規程） 

第９３条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，指定介護予防居宅療養管理指導事業

所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなけれ

ばならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額 

(5) 事故発生時における対応方法 

(6) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(7) 成年後見制度の活用支援 

(8) 苦情解決体制の整備 

(9) その他運営に関する重要事項 

（記録の整備） 

第９４条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関す

る諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，利用者に対する指定介護予防居宅療養管理

指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

(1) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(2) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(3) 次条において準用する第２９条第１項に規定する勤務の体制等の記録 
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(4) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(6) 法第５２条に規定する予防給付及び第９２条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第９５条 第８条から第１３条まで，第１６条，第１８条，第１９条，第２１条，第２４

条，第２９条から第３２条まで，第３４条から第３８条まで，第５４条及び第６９条の

規定は，指定介護予防居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において，

これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防居宅療養管理指導従業者」と，

第８条第１項及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第９３条」と，第１３条中「心

身の状況」とあるのは「心身の状況，病歴，服薬歴」と，第１８条中「初回訪問時及び

利用者」とあるのは「利用者」と，第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは

「第６章第４節及び第５節」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第９６条 指定介護予防居宅療養管理指導は，利用者の介護予防に資するよう，その目標

を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指

定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当

たり，利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当た

らなければならない。 

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，利用者がその有する能力を最大限活用する

ことができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用

することができるように支援しなければならない。 
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（指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第９７条 医師又は歯科医師の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は，次に掲げる

ところによるものとする。 

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，訪問診療等により常に利用者

の病状及び心身の状況を把握し，計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理

に基づいて，介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要な

情報提供並びに利用者又はその家族に対し，介護予防サービスの利用に関する留意事

項，介護方法等についての指導，助言等を行うこと。 

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，利用者又はその家族からの介

護に関する相談に懇切丁寧に応ずるとともに，利用者又はその家族に対し，療養上必

要な事項等について，理解しやすいように指導又は助言を行うこと。 

(3) 前号に規定する利用者又はその家族に対する指導又は助言については，療養上必要

な事項等を記載した文書を交付するよう努めなければならないこと。 

(4) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，療養上適切な介護予防サービ

スが提供されるために必要があると認める場合又は介護予防支援事業者若しくは介護

予防サービス事業者から求めがあった場合は，介護予防支援事業者又は介護予防サー

ビス事業者に対し，介護予防サービス計画の作成，介護予防サービスの提供等に必要

な情報提供又は助言を行うこと。 

(5) 前号に規定する介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対する情報提供

又は助言については，原則として，サービス担当者会議に参加することにより行わな

ければならないこと。 

(6) 前号の場合において，サービス担当者会議への参加によることが困難な場合につい

ては，介護予防支援事業者又は介護予防サービス事業者に対して，原則として，情報

提供又は助言の内容を記載した文書を交付して行わなければならないこと。 

(7) それぞれの利用者について，提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容につい

て，速やかに診療録に記録すること。 

２ 薬剤師，歯科衛生士又は管理栄養士の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は，

次に掲げるところによるものとする。 
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(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，医師又は歯科医師の指示（薬

局の薬剤師による指定介護予防居宅療養管理指導にあっては，医師又は歯科医師の指

示に基づき当該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき，利用者の心身機能

の維持回復を図り，居宅における日常生活の自立に資するよう，妥当適切に行うこと。 

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，

利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又

は説明を行うこと。 

(3) 常に利用者の病状，心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め，利

用者に対し適切なサービスを提供すること。 

(4) それぞれの利用者について，提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容につい

て，速やかに診療記録を作成するとともに，医師又は歯科医師に報告すること。 

３ 看護職員の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針は，次に掲げるところによるも

のとする。 

(1) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，介護予防支援事業者等に対す

る介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者に対する療養上の相

談及び支援を行うこと。 

(2) 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，

利用者又はその家族に対し，療養上必要な事項について，理解しやすいように指導又

は助言を行うこと。 

(3) それぞれの利用者について，提供した指定介護予防居宅療養管理指導の内容につい

て，速やかに記録を作成するとともに，医師又は介護予防支援事業者等に報告するこ

と。 

第７章 介護予防通所介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第９８条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所介護（以下「指定介護予防通所

介護」という。）の事業は，その利用者が可能な限りその居宅において，自立した日常

生活を営むことができるよう，必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより，
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利用者の心身機能の維持回復を図り，もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す

ものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第９９条 指定介護予防通所介護の事業を行う者（以下「指定介護予防通所介護事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防通所介護事業所」という。）

ごとに置くべき従業者（以下この節から第５節までにおいて「介護予防通所介護従業

者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 指定介護予防通所介護の提供日ごとに，指定介護予防通所介護を提供

している時間帯に生活相談員（専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防通所介護を提供している時

間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数 

(2) 看護師又は准看護師（以下この章において「看護職員」という。） 指定介護予防

通所介護の単位ごとに，専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる看護職員が１

以上確保されるために必要と認められる数 

(3) 介護職員 指定介護予防通所介護の単位ごとに，当該指定介護予防通所介護を提供

している時間帯に介護職員（専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる者に限

る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定介護予防通所介護を提供している時

間数（次項において「提供単位時間数」という。）で除して得た数が利用者（当該指

定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第１

０２条第１項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受

け，かつ，指定介護予防通所介護の事業と指定通所介護（指定居宅サービス等基準条

例第１０１条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合にあっては，当該事業所における指定介護予防

通所介護又は指定通所介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が１

５人までの場合にあっては１以上，利用者の数が１５人を超える場合にあっては１５

人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と

認められる数 
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(4) 機能訓練指導員 １以上 

２ 当該指定介護予防通所介護事業所の利用定員（当該指定介護予防通所介護事業所にお

いて同時に指定介護予防通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。

以下この節から第４節までにおいて同じ。）が１０人以下である場合にあっては，前項

の規定にかかわらず，看護職員及び介護職員の員数を，指定介護予防通所介護の単位ご

とに，当該指定介護予防通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員（いず

れも専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数

の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる

数とすることができる。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は，指定介護予防通所介護の単位ごとに，第１項第３号

の介護職員（前項の適用を受ける場合にあっては，同項の看護職員又は介護職員。次項

及び第８項において同じ。）を，常時１人以上当該指定介護予防通所介護に従事させな

ければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず，介護職員は，利用者の処遇に支障がない場合

は，他の指定介護予防通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとす

る。 

５ 前各項の指定介護予防通所介護の単位は，指定介護予防通所介護であってその提供が

同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

６ 第１項第１号の生活相談員は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１９条第１

項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であ

って，規則で定めるものでなければならない。 

７ 第１項第４号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，当該指定介護予

防通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

８ 第１項の生活相談員又は介護職員のうち１人以上は，常勤でなければならない。 

９ 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

介護予防通所介護の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については，指定居宅サービス等基準条例第１０２条第１項から第８項
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までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１００条 指定介護予防通所介護事業者は，指定介護予防通所介護事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定介護予防通所介

護事業所の管理上支障がない場合は，当該指定介護予防通所介護事業所の他の職務に従

事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものと

する。 

２ 指定介護予防通所介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれか

に該当する者若しくは社会福祉事業（同法第２条第１項に規定する社会福祉事業をいう。

以下同じ。）に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる

者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第１０１条 指定介護予防通所介護事業所は，食堂，機能訓練室，静養室，相談室，便所，

洗面設備及び事務室を有するほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並び

に指定介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならな

い。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面

積は，３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず，食堂及び機能訓練室は，食事の提供の際にはその提供に支障が

ない広さを確保することができ，かつ，機能訓練を行う際にはその実施に支障がな

い広さを確保することができる場合にあっては，同一の場所とすることができる。 

(2) 相談室 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

(3) 便所 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該指定介護予防通所介護の事業の用に供するものでな
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ければならない。ただし，利用者に対する指定介護予防通所介護の提供に支障がない場

合は，この限りでない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定

介護予防通所介護の事業と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営

されている場合については，指定居宅サービス等基準条例第１０４条第１項から第３項

までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前３項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料の受領） 

第１０２条 指定介護予防通所介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定介護

予防通所介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指定介護予

防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防通所介護事業者に

支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通

所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定介護予防通所介

護に係る介護予防サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費用の

額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行

う送迎に要する費用 

(2) 食事の提供に要する費用 

(3) おむつ代 

(4) 前３号に掲げるもののほか，指定介護予防通所介護の提供において提供される便宜

のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者に

負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第２号に掲げる費用については，基準省令第１００条第４項に規定する平成１７

年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 
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５ 指定介護予防通所介護事業者は，第３項の費用の額に係るサービスの提供に当たって

は，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について説

明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

 （身体的拘束等の禁止） 

第１０３条 指定介護予防通所介護事業者は，指定介護予防通所介護の提供に当たっては，

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）

を行ってはならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

（運営規程） 

第１０４条 指定介護予防通所介護事業者は，指定介護予防通所介護事業所ごとに，次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防通所介護の利用定員 

(5) 指定介護予防通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１０５条 指定介護予防通所介護事業者は，利用者に対し適切な指定介護予防通所介護
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を提供できるよう，指定介護予防通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め，そ

の勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は，指定介護予防通所介護事業所ごとに，当該指定介護

予防通所介護事業所の従業者によって指定介護予防通所介護を提供しなければならない。

ただし，利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は，介護予防通所介護従業者の資質の向上のために研修

計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は，介護予防通所介護従業者の計画的な人材育成に努め

なければならない。 

（定員の遵守） 

第１０６条 指定介護予防通所介護事業者は，利用定員を超えて指定介護予防通所介護の

提供を行ってはならない。ただし，災害その他のやむを得ない事情がある場合は，この

限りでない。 

（非常災害対策） 

第１０７条 指定介護予防通所介護事業者は，指定介護予防通所介護事業所が立地する地

域の自然条件等を踏まえ，想定される非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度

に応じた非常災害への対応に関する具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係

機関への通報及び関係者との連携の体制を整備し，それらの内容（次項において「計画

等」という。）を定期的に従業者に周知しなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は，当該事業所の見やすい場所に，計画等の概要を掲示

しなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は，非常災害に備えるため，第１項の計画に従い，避難

又は救出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなけ

ればならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は，非常災害時における利用者等の安全の確保が図られ

るよう，あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，介護予防サービス事業者その他の保健

医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制

の整備に努めるものとする。 
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５ 指定介護予防通所介護事業者は，非常災害時において，高齢者，障害者，乳幼児等特

に配慮を要する者の受入れに努めるものとする。 

（衛生管理等） 

第１０８条 指定介護予防通所介護事業者は，利用者の使用する施設，食器その他の設備

又は飲用に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は，当該指定介護予防通所介護事業所において感染症が

発生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１０９条 指定介護予防通所介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する諸記

録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は，利用者に対する指定介護予防通所介護の提供に関す

る次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防通所介護計画 

(2) 第１０３条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(3) 第１０５条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(4) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(5) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(8) 法第５２条に規定する予防給付及び第１０２条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第１１０条 第８条から第１７条まで，第１９条，第２１条，第２４条，第２５条，第３

１条から第３８条まで及び第５４条の規定は，指定介護予防通所介護の事業について準
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用する。この場合において，これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通

所介護従業者」と，第８条第１項及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第１０４

条」と，第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第７章第４節及び第５節」

と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防通所介護の基本取扱方針） 

第１１１条 指定介護予防通所介護は，利用者の介護予防に資するよう，その目標を設定

し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定介護予

防通所介護の質の評価を行うとともに，主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ，

常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は，指定介護予防通所介護の提供に当たり，単に利用者

の運動器の機能の向上，栄養状態の改善，口腔

くう

機能の向上等の特定の心身機能に着目し

た改善等を目的とするものではなく，当該心身機能の改善等を通じて，利用者ができる

限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを

目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は，利用者がその有する能力を最大限活用することがで

きるような方法により，生活機能の向上又は維持のための機能訓練その他必要なサービ

スの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防通所介護事業者は，指定介護予防通所介護の提供に当たり，利用者との

コミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により，利用者が主体的に事

業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

６ 指定介護予防通所介護事業者は，必要に応じ，利用者の送迎が可能となるよう，体制

の整備に努めるものとする。 

７ 指定介護予防通所介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用すること

ができるように支援しなければならない。 

（指定介護予防通所介護の具体的取扱方針） 

第１１２条 指定介護予防通所介護の方針は，第９８条に規定する基本方針及び前条に規

845



定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては，主治の医師又は歯科医師からの情報伝

達，サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により，利用者の心身の状況，その

置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は，前号に規定する利用者の日常生活全般の

状況及び希望を踏まえて，指定介護予防通所介護の目標，当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容，サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防通所介護

計画を作成すること。 

(3) 介護予防通所介護計画は，既に介護予防サービス計画が作成されている場合は，当

該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。 

(4) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は，介護予防通所介護計画の作成に当たって

は，その内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なけれ

ばならないこと。 

(5) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は，介護予防通所介護計画を作成した際には，

当該介護予防通所介護計画を利用者に交付しなければならないこと。 

(6) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては，介護予防通所介護計画に基づき，利用

者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。 

(7) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利用者

又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明を行

うこと。 

(8) 指定介護予防通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護

技術をもってサービスの提供を行うこと。 

(9) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は，介護予防通所介護計画に基づくサービス

の提供の開始時から，少なくとも１月に１回は，当該介護予防通所介護計画に係る利

用者の状態，当該利用者に対するサービスの提供状況等について，当該サービスの提

供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告するととも

に，当該介護予防通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまで

に，少なくとも１回は，当該介護予防通所介護計画の実施状況の把握（以下この条に
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おいて「モニタリング」という。）を行うこと。 

(10) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は，モニタリングの結果を記録し，当該記

録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事

業者に報告しなければならないこと。 

(11) 指定介護予防通所介護事業所の管理者は，モニタリングの結果を踏まえ，必要に

応じて介護予防通所介護計画の変更を行うこと。 

(12) 第１号から第１０号までの規定は，前号に規定する介護予防通所介護計画の変更

について準用する。 

（指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意点） 

第１１３条 指定介護予防通所介護の提供に当たっては，介護予防の効果を最大限高める

観点から，次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 

(1) 指定介護予防通所介護事業者は，サービスの提供に当たり，介護予防支援における

アセスメントにおいて把握された課題，指定介護予防通所介護の提供による当該課題

に係る改善状況等を踏まえつつ，効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。 

(2) 指定介護予防通所介護事業者は，運動器機能向上サービス，栄養改善サービス又は

口腔機能向上サービスを提供するに当たっては，国内外の文献等において有効性が確

認されている等の適切なものとすること。 

(3) 指定介護予防通所介護事業者は，サービスの提供に当たり，利用者が虚弱な高齢者

であることに十分に配慮し，利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提

供は行わないとともに，次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて，

利用者の安全面に最大限配慮すること。 

（安全管理体制等の確保） 

第１１４条 指定介護予防通所介護事業者は，サービスの提供を行っているときに利用者

に病状の急変等が生じた場合に備え，緊急時マニュアル等を作成し，その事業所内の従

業者に周知徹底を図るとともに，速やかに主治の医師への連絡を行えるよう，緊急時の

連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は，サービスの提供に当たり，転倒等を防止するための

環境整備に努めなければならない。 
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３ 指定介護予防通所介護事業者は，サービスの提供に当たり，事前に脈拍，血圧等を測

定する等利用者の当日の体調を確認するとともに，無理のない適度なサービスの内容と

するよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は，サービスの提供を行っているときにおいても，利用

者の体調の変化に常に気を配り，病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には，速

やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（従業者の員数） 

第１１５条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防通所介護又はこれに相当する

サービス（以下「基準該当介護予防通所介護」という。）の事業を行う者（以下「基準

該当介護予防通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基準該当介

護予防通所介護事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節において「介護

予防通所介護従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 基準該当介護予防通所介護の提供日ごとに，当該基準該当介護予防通

所介護を提供している時間帯に生活相談員（専ら当該基準該当介護予防通所介護の提

供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該基準該当介護予防通所

介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と

認められる数 

(2) 看護職員 基準該当介護予防通所介護の単位ごとに，専ら当該基準該当介護予防通

所介護の提供に当たる看護職員が１以上確保されるために必要と認められる数 

(3) 介護職員 基準該当介護予防通所介護の単位ごとに，当該基準該当介護予防通所介

護を提供している時間帯に介護職員（専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当

たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該基準該当介護予防通所介護を

提供している時間数（次項において「提供単位時間数」という。）で除して得た数が

利用者（当該基準該当介護予防通所介護事業者が基準該当介護予防通所介護の事業と

基準該当通所介護（指定居宅サービス等基準条例第１３４条第１項に規定する基準該

当通所介護をいう。以下同じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営してい

る場合にあっては，当該事業所における基準該当介護予防通所介護又は基準該当通所
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介護の利用者。以下この節において同じ。）の数が１５人までの場合にあっては１以

上，利用者の数が１５人を超える場合にあっては１５人を超える部分の数を５で除し

て得た数に１を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

(4) 機能訓練指導員 １以上 

２ 当該基準該当介護予防通所介護事業所の利用定員（当該基準該当介護予防通所介護事

業所において同時に基準該当介護予防通所介護の提供を受けることができる利用者の数

の上限をいう。以下この節において同じ。）が１０人以下である場合にあっては，前項

の規定にかかわらず，看護職員及び介護職員の員数を，基準該当介護予防通所介護の単

位ごとに，当該基準該当介護予防通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職

員（いずれも専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務し

ている時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要

と認められる数とすることができる。 

３ 基準該当介護予防通所介護事業者は，基準該当介護予防通所介護の単位ごとに，第１

項第３号の介護職員（前項の適用を受ける場合にあっては，同項の看護職員又は介護職

員。次項において同じ。）を，常時１人以上当該基準該当介護予防通所介護に従事させ

なければならない。 

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず，介護職員は，利用者の処遇に支障がない場合

は，他の基準該当介護予防通所介護の単位の介護職員として従事することができるもの

とする。 

５ 前各項の基準該当介護予防通所介護の単位は，基準該当介護予防通所介護であってそ

の提供が同時に１又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

６ 第１項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する

者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでな

ければならない。 

７ 第１項第４号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能の減退を防止す   

るための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，当該基準該当介

護予防通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

８ 基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護の事業とが，同一の事業者によ
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り同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等

基準条例第１３４条第１項から第７項までに規定する人員に関する基準を満たすことを

もって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１１６条 基準該当介護予防通所介護事業所は，専らその職務に従事する管理者を置か

なければならない。ただし，基準該当介護予防通所介護事業所の管理上支障がない場合

は，当該基準該当介護予防通所介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある

他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 基準該当介護予防通所介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいず

れかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の

能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（設備及び備品等） 

第１１７条 基準該当介護予防通所介護事業所には，食事を行う場所，機能訓練を行う場

所，静養のための場所，生活相談のための場所，便所，洗面のための場所及び事務連絡

のための場所を確保するとともに，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並び

に基準該当介護予防通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければな

らない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所 

ア 食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は，それぞれ必要な広さを有するものと

し，その合計した面積は，３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする

こと。 

イ アにかかわらず，食事を行う場所及び機能訓練を行う場所は，食事の提供の際に

はその提供に支障がない広さを確保することができ，かつ，機能訓練を行う際には

その実施に支障がない広さを確保することができる場合にあっては，同一の場所と

することができる。 

(2) 生活相談を行う場所 遮蔽物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮さ 

れていること。 
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(3) 便所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該基準該当介護予防通所介護の事業の用に供するもの

でなければならない。ただし，利用者に対する基準該当介護予防通所介護の提供に支障

がない場合は，この限りでない。 

４ 基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護の事業とが，同一の事業者によ

り同一の事業所において一体的に運営される場合については，指定居宅サービス等基準

条例第１３６条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準をもって，前３項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 

第１１８条 第８条から第１４条まで，第１６条，第１７条，第１９条，第２１条，第２

４条，第２５条，第３１条から第３４条まで，第３５条（第５項及び第６項を除く。），

第３６条から第３８条まで及び第５４条並びに第１節，第４節（第１０２条第１項及び

第１１０条を除く。）及び前節の規定は，基準該当介護予防通所介護の事業について準

用する。この場合において，これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通

所介護従業者」と，第８条第１項及び第３１条中「第２７条」とあるのは「第１１８条

において準用する第１０４条」と，第１９条第１項中「内容，当該指定介護予防訪問介

護について法第５３条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サー

ビス費の額」とあるのは「内容」と，第２１条中「法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護」と，第５４条第２項

中「この節及び次節」とあるのは「第７章第６節」と，第１０２条第２項中「法定代理

受領サービスに該当しない指定介護予防通所介護」とあるのは「基準該当介護予防通所

介護」と，同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と，第１０９条第２項第２号中

「第１０３条第２項」とあるのは「第１１８条において準用する第１０３条第２項」と，

同項第３号中「第１０５条第１項」とあるのは「第１１８条において準用する第１０５

条第１項」と，同項第４号から第７号までの規定中「次条」とあるのは「第１１８条」

と，同項第８号中「第１０２条第１項から第３項」とあるのは「第１１８条において準

用する第１０２条第２項及び第３項」と，第１１２条中「第９８条」とあるのは「第１

１８条において準用する第９８条」と，同条中「前条」とあるのは「第１１８条におい
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て準用する前条」と，第１１３条第３号中「次条」とあるのは「第１１８条において準

用する次条」と，読み替えるものとする。 

第８章 介護予防通所リハビリテーション 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第１１９条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通所リハビリテーション（以下

「指定介護予防通所リハビリテーション」という。）の事業は，その利用者が可能な限

りその居宅において，自立した日常生活を営むことができるよう，理学療法，作業療法

その他必要なリハビリテーションを行うことにより，利用者の心身機能の維持回復を図

り，もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１２０条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業を行う者（以下「指定介護予防

通所リハビリテーション事業者」という。）が，当該事業を行う事業所（以下「指定介

護予防通所リハビリテーション事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防通所リ

ハビリテーションの提供に当たる従業者（以下「介護予防通所リハビリテーション従業

者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な１以

上の数 

(2) 理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師若しくは准看護師（以下こ

の章において「看護職員」という。）若しくは介護職員 次に掲げる基準を満たすた

めに必要と認められる数 

ア 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに，利用者（当該指定介護予防

通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者（指定居宅サ

ービス等基準条例第１３９条第１項に規定する指定通所リハビリテーション事業者

をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防通所リハビリテー

ションの事業と指定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準条例第１３

８条に規定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）の事業とが同一
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の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，当該事業所における指

定介護予防通所リハビリテーション又は指定通所リハビリテーションの利用者。以

下この節及び次節において同じ。）の数が１０人以下の場合は，その提供を行う時

間帯（以下この条において「提供時間帯」という。）を通じて専ら当該指定介護予

防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴

覚士又は看護職員若しくは介護職員の数が１以上確保されていること，又は利用者

の数が１０人を超える場合は，提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハ

ビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は看

護職員若しくは介護職員が，利用者の数を１０で除して得た数以上確保されている

こと。 

イ アに掲げる人員のうち専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業

療法士又は言語聴覚士が，利用者が１００又はその端数を増すごとに１以上確保さ

れていること。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は，前項第２号の規

定にかかわらず，次のとおりとすることができる。 

(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごとに，利用者の数が１０人以下の場

合は，提供時間帯を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当

たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が１

以上確保されていること，又は利用者の数が１０人を超える場合は，提供時間帯を通

じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士，作業

療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が，利用者の数を１０で除

して得た数以上確保されていること。 

(2) 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当

たる理学療法士，作業療法士若しくは言語聴覚士又は介護予防通所リハビリテーショ

ン若しくはこれに類するサービスに１年以上従事した経験を有する看護師が，常勤換

算方法で，０．１以上確保されること。 

３ 第１項第１号の医師は，常勤でなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の
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指定を併せて受け，かつ，指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハ

ビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は，指定居宅サービス等基準条例第１３９条第１項から第３項までに規定する人員に関

する基準を満たすことをもって，前３項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第１２１条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は，指定介護予防通所リハビリ

テーションを行うにふさわしい専用の部屋等，便所及び洗面設備を有するほか，消火設

備その他の非常災害に際して必要な設備並びに指定介護予防通所リハビリテーションを

行うために必要な専用の機械及び器具を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

 (1) 専用の部屋等 ３平方メートルに利用定員（当該指定介護予防通所リハビリテーシ 

ョン事業所において同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受けること

ができる利用者の数の上限をいう。以下この節及び次節において同じ。）を乗じて得

た面積以上とすること。ただし，当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所が

介護老人保健施設である場合にあっては，当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保

されている食堂（リハビリテーションに供用されるものに限る。）の面積を加えるも

のとする。 

 (2) 便所 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーション事業者の

指定を併せて受け，かつ，指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所リハ

ビリテーションの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は，指定居宅サービス等基準条例第１４０条第１項及び第２項に規定する設備に関する

基準を満たすことをもって，前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

第４節 運営に関する基準 

（身体的拘束等の禁止） 
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第１２２条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，指定介護予防通所リハビリ

テーションの提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す 

るため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を  

行ってはならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その 

態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ  

ればならない。 

（管理者等の責務） 

第１２３条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者は，医師，理学療法士，

作業療法士，言語聴覚士又は専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる

看護師のうちから選任した者に，必要な管理の代行をさせることができる。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者又は前項の管理を代行する者は，

指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守さ

せるための必要な指揮命令を行うものとする。 

（運営規程） 

第１２４条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，指定介護予防通所リハビリ

テーション事業所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定

めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員 

(5) 指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 
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(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（衛生管理等） 

第１２５条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，利用者の使用する施設，食

器その他の設備又は飲用に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な

措置を講ずるとともに，医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，当該事業所において感染症が発生し，

又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１２６条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，従業者，設備，備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，利用者に対する指定介護予防通所リ

ハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

(1) 介護予防通所リハビリテーション計画 

(2) 第１２２条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びにやむを得ない理由の記録 

(3) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(4) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第１０５条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(8) 法第５２条に規定する予防給付及び次条において準用する第１０２条第１項から第

３項までに規定する利用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 
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第１２７条 第８条から第１３条まで，第１５条から第１７条まで，第１９条，第２１条，

第２４条，第２５条，第３１条，第３２条，第３４条から第３８条まで，第６９条，第

１０２条及び第１０５条から第１０７条までの規定は，指定介護予防通所リハビリテー

ションの事業について準用する。この場合において，これらの規定中「訪問介護員等」

とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と，第８条第１項及び第３１条

中「第２７条」とあるのは「第１２４条」と，第１３条中「心身の状況」とあるのは

「心身の状況，病歴」と，第１０５条第３項及び第４項中「介護予防通所介護従業者」

とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針） 

第１２８条 指定介護予防通所リハビリテーションは，利用者の介護予防に資するよう，

その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供

する指定介護予防通所リハビリテーションの質の評価を行うとともに，主治の医師又は

歯科医師とも連携を図りつつ，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，指定介護予防通所リハビリテーショ

ンの提供に当たり，単に利用者の運動器の機能の向上，栄養状態の改善，口腔機能の向

上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく，当該心身機能の改

善等を通じて，利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提

供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，利用者がその有する能力を最大限活

用することができるよう，利用者に対し適切な理学療法，作業療法その他必要なリハビ

リテーションの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，指定介護予防通所リハビリテーショ

ンの提供に当たり，利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方

法により，利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならな

い。 
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６ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，必要に応じ，利用者の送迎が可能と

なるよう，体制の整備に努めるものとする。 

７ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度

を活用することができるように支援しなければならない。 

（指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方針） 

第１２９条 指定介護予防通所リハビリテーションの方針は，第１１９条に規定する基本

方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては，主治の医師又は歯科医

師からの情報伝達，サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により，利用者の病

状，心身の状況，その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握

を行うこと。 

(2) 医師及び理学療法士，作業療法士その他専ら指定介護予防通所リハビリテーション

の提供に当たる介護予防通所リハビリテーション従業者（以下この節において「医師

等の従業者」という。）は，診療又は運動機能検査，作業能力検査等を基に，共同し

て，利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，リハビリテー

ションの目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容，サービスの提供

を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテーション計画を作成しなければなら

ないこと。 

(3) 医師等の従業者は，介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては，既

に介護予防サービス計画が作成されている場合においては，当該計画の内容に沿って

作成しなければならないこと。 

(4) 医師等の従業者は，介護予防通所リハビリテーション計画の作成に当たっては，そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければなら

ないこと。 

(5) 医師等の従業者は，介護予防通所リハビリテーション計画を作成した際には，当該

介護予防通所リハビリテーション計画を利用者に交付しなければならないこと。 

(6) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては，介護予防通所リハビリ

テーション計画に基づき，利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。 
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(7) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを

旨とし，利用者又はその家族に対し，リハビリテーションの観点から療養上必要とさ

れる事項について，理解しやすいように指導又は説明を行うこと。 

(8) 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては，介護技術の進歩に対応

し，適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。 

(9) 医師等の従業者は，介護予防通所リハビリテーション計画に基づくサービスの提供

の開始時から，少なくとも１月に１回は，当該介護予防通所リハビリテーション計画

に係る利用者の状態，当該利用者に対するサービスの提供状況等について，当該サー

ビスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告す

るとともに，当該介護予防通所リハビリテーション計画に記載したサービスの提供を

行う期間が終了するまでに，少なくとも１回は，当該介護予防通所リハビリテーショ

ン計画の実施状況の把握（以下この項において「モニタリング」という。）を行うこ

と。 

(10) 医師等の従業者は，モニタリングの結果を記録し，当該記録を当該サービスの提

供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければ

ならないこと。 

(11) 医師等の従業者は，モニタリングの結果を踏まえ，必要に応じて介護予防通所リ

ハビリテーション計画の変更を行うこと。 

(12) 第１号から第１０号までの規定は，前号に規定する介護予防通所リハビリテーシ

ョン計画の変更について準用する。 

（指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっての留意点） 

第１３０条 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっては，介護予防の効果

を最大限高める観点から，次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。 

(1) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，サービスの提供に当たり，介護予

防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題，指定介護予防通所リハビリテ

ーションの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ，効率的かつ柔軟なサ

ービスの提供に努めること。 

(2) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，運動器機能向上サービス，栄養改
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善サービス又は口腔機能向上サービスを提供するに当たっては，国内外の文献等にお

いて有効性が確認されている等の適切なものとすること。 

(3) 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，サービスの提供に当たり，利用者

が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し，利用者に危険が伴うような強い負荷を伴

うサービスの提供は行わないとともに，次条に規定する安全管理体制等の確保を図る

こと等を通じて，利用者の安全面に最大限配慮すること。 

（安全管理体制等の確保） 

第１３１条 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，サービスの提供を行ってい

るときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え，緊急時マニュアル等を作成し，事

業所内の従業者に周知徹底を図るとともに，速やかに主治の医師への連絡を行えるよう，

緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，サービスの提供に当たり，転倒等を

防止するための環境整備に努めなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，サービスの提供に当たり，事前に脈

拍，血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに，無理のない適度なサ

ービスの内容とするよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は，サービスの提供を行っているときに

おいても，利用者の体調の変化に常に気を配り，病状の急変等が生じた場合その他必要

な場合には，速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならな

い。 

第９章 介護予防短期入所生活介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第１３２条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護（以下「指定介

護予防短期入所生活介護」という。）の事業は，その利用者が可能な限りその居宅にお

いて，自立した日常生活を営むことができるよう，入浴，排せつ，食事等の介護その他

の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより，利用者の心身機能の維持回復を図

り，もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 
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第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１３３条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防短期入

所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防短期入所

生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所生活介護の提供に当

たる従業者（以下この節から第５節までにおいて「介護予防短期入所生活介護従業者」

という。）の員数は，次のとおりとする。ただし，利用定員（当該指定介護予防短期入

所生活介護事業所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることが

できる利用者（当該指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業

者（指定居宅サービス等基準条例第１５０条第１項に規定する指定短期入所生活介護事

業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防短期入所生活介護

の事業と指定短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準条例第１４９条に規定する指

定短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合にあっては，当該事業所における指定介護予防短期入所生活介護又は

指定短期入所生活介護の利用者。以下この節及び次節並びに第１４３条において同

じ。）の数の上限をいう。以下この節から第４節までにおいて同じ。）が４０人を超え

ない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては，他の社会福祉施設等の栄養士と

の連携を図ることにより当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運営を期

待することができる場合であって，利用者の処遇に支障がないときは，第４号の栄養士

を置かないことができる。 

(1) 医師 １人以上 

(2) 生活相談員 常勤換算方法で，利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１以

上 

(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」とい

う。） 常勤換算方法で，利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

(4) 栄養士 １人以上 

(5) 機能訓練指導員 １人以上 

(6) 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応じた
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適当数 

２ 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定

する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）であって，その全部又は一部が入所者に

利用されていない居室を利用して指定介護予防短期入所生活介護の事業を行うものに置

くべき前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は，同項の規定にかか

わらず，これらの従業者について利用者を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした

場合における特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保されるために必要な数以

上とする。 

３ 第１項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

４ 特別養護老人ホーム，養護老人ホーム（老人福祉法第２０条の４に規定する養護老人

ホームをいう。以下同じ。），病院，診療所，介護老人保健施設，特定施設入居者生活

介護，地域密着型特定施設入居者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の指定

を受けている施設（以下「特別養護老人ホーム等」という。）に併設される指定介護予

防短期入所生活介護事業所であって，当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行わ

れるもの（以下「併設事業所」という。）については，特別養護老人ホーム等として必

要とされる数の従業者に加えて，第１項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者

を確保するものとする。 

５ 第１項第２号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する

者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでな

ければならない。 

６ 第１項第２号の生活相談員並びに同項第３号の介護職員及び看護職員のそれぞれのう

ち１人は，常勤でなければならない。ただし，利用定員が２０人未満である併設事業所

の場合にあっては，この限りでない。 

７ 第１項第５号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，当該指定介護予

防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

８ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて
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受け，かつ，指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等基

準条例第１５０条第１項から第７項までに規定する人員に関する基準を満たすことをも

って，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（管理者） 

第１３４条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，指定介護予防短期入所生活介護事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指

定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は，当該指定介護予防短期

入所生活介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の

職務に従事することができるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号の

いずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以

上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（利用定員等） 

第１３５条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は，その利用定員を２０人以上とし，

指定介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものとする。ただし，第１

３３条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては，この限りでない。 

２ 併設事業所の場合又は指定介護予防短期入所生活介護事業所（ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業所（第１５７条に規定するユニット型指定介護予防短期入所生

活介護事業所をいう。以下この項において同じ。）を除く。）とユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営される場合であって，それらの利

用定員の総数が２０人以上である場合にあっては，前項本文の規定にかかわらず，その

利用定員を２０人未満とすることができる。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等基

準条例第１５２条第１項及び第２項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもって，
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前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 

第１３６条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物（利用者の日常生活のために使

用しない附属の建物を除く。以下この項において同じ。）は，耐火建築物（建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築物をいう。以下同

じ。）でなければならない。ただし，次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は

平屋建ての指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては，準耐火建築物（同

条第９号の３に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすることができる。 

(1) 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」という。）を２

階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

(2) 居室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 

ア 消防長又は当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄する消防署

長と相談の上，第１４６条において準用する第１０７条第１項に規定する計画に利

用者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

イ 第１４６条において準用する第１０７条第３項に規定する訓練については，同条

第１項に規定する計画に従い，昼間及び夜間において行うこと。 

ウ 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との連

携体制を整備すること。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業所には，次に掲げる設備を設けるとともに，指定

介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等を備えなけ

ればならない。ただし，他の社会福祉施設等の設備を利用することにより，当該社会福

祉施設等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能であり，当

該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の

処遇に支障がない場合は，居室，便所，洗面設備，静養室，介護職員室及び看護職員室

を除き，これらの設備を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 食堂 
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(3) 機能訓練室 

(4) 浴室 

(5) 便所 

(6) 洗面設備 

(7) 医務室 

(8) 静養室 

(9) 面談室 

(10) 介護職員室 

(11) 看護職員室 

(12) 調理室 

(13) 洗濯室又は洗濯場 

(14) 汚物処理室 

(15) 介護材料室 

３ 併設事業所の場合にあっては，前項の規定にかかわらず，当該併設事業所及び当該併

設事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この章において「併設本体施設」とい

う。）の効率的運営が可能であり，かつ，当該併設事業所の利用者及び当該併設本体施

設の入所者又は入院患者の処遇に支障がないときは，当該併設本体施設の同項各号に掲

げる設備（居室を除く。）を指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供することが

できるものとする。 

４ 第１３３条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては，第２

項及び第６項第１号の規定にかかわらず，特別養護老人ホームとして必要とされる設備

を有することで足りるものとする。 

５ 第２項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，規則で定める利用者へのサービス

の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

イ 利用者１人当たりの床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。 

ウ 日照，採光，換気等利用者の保健衛生，防災等について十分考慮すること。 

865



(2) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面

積は，３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず，食堂及び機能訓練室は，食事の提供の際にはその提供に支障が

ない広さを確保することができ，かつ，機能訓練を行う際にはその実施に支障がな

い広さを確保することができる場合にあっては，同一の場所とすることができる。 

ウ 食堂は，居室のある階ごとに居室に近接して設けるものとし，各階ごとの面積は，

２平方メートルに当該階に設ける居室の利用定員の合計数を乗じて得た面積以上と

すること。ただし，規則で定める基準を満たすときは，この限りでない。 

エ 必要な備品を備えること。 

(3) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，要支援者等

が一の脱衣室を利用している際は，他の要支援者等を入室させない等，プライバシ

ーを確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とす

ることができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，要支援者が入浴するのに適したものとするこ 

と。 

(4) 便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 便房は，規則で定める基準を満たすものとすること。 

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか，要支援者が使用するのに適したものとするこ

と。 

(5) 洗面設備 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

６ 前各項に規定するもののほか，指定介護予防短期入所生活介護事業所の構造設備の基
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準は，次のとおりとする。 

(1) 廊下の幅は，１．８メートル以上とすること。ただし，中廊下の幅は，２．７メー

トル以上とすること。 

(2) 廊下，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。 

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

(5) 居室等が２階以上の階にある場合は，１以上の傾斜路を設けること。ただし，エレ

ベーターを設けるときは，この限りでない。 

７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等基

準条例第１５３条第１項から第６項までに規定する設備に関する基準を満たすことをも

って，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第１３７条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，指定介護予防短期入所生活介護の

提供の開始に際し，あらかじめ，利用申込者又はその家族に対し，第１４２条に規定す

る重要事項に関する規程の概要，介護予防短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他

の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して

説明を行い，サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければな

らない。 

２ 第８条第２項から第６項までの規定は，前項の規定による文書の交付について準用す

る。 

（指定介護予防短期入所生活介護の開始及び終了） 

第１３８条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況により，若し

くはその家族の疾病，冠婚葬祭，出張等の理由により，又は利用者の家族の身体的及び

精神的な負担の軽減等を図るために，一時的に居宅において日常生活を営むために支障

がある者を対象に，指定介護予防短期入所生活介護を提供するものとする。 
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２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，介護予防支援事業者，地域包括支援センタ

ー又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携により，指

定介護予防短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保

健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努めなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，指定介護予防短期入所生活介護を提供する

に当たっては，利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き，介

護予防短期入所生活介護を利用する日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超え

ないように，当該利用者に係る介護予防支援事業者等との密接な連携に努めなければな

らない。 

（利用料等の受領） 

第１３９条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する

指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，

当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介

護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定介

護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指

定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に，不合理な差

額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げ

る費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費

用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり

当該指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第１号に

規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ

ス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額
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（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該

指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定

する滞在費の負担限度額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第１３５条第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ

り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第１３５条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ

り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(5) 送迎に要する費用（基準省令第１３５条第３項第５号に規定する平成１２年厚生省

告示第１９号により厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定介護予防短期入所生活介護において提供される便

宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１３５条第４項に規

定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによる

ものとする。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，第３項の費用の額に係るサービスの提供に

当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用を

記した文書を交付して説明を行い，利用者の同意を得なければならない。ただし，同項

第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

（身体的拘束等の禁止） 

第１４０条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，指定介護予防短期入所生活介護の

提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及

び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな
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らない。 

（緊急時等の対応） 

第１４１条 介護予防短期入所生活介護従業者は，現に指定介護予防短期入所生活介護の

提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，速やか

に主治の医師又はあらかじめ指定介護予防短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機

関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第１４２条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 利用定員（第１３３条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである場合を除

く。） 

(4) 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の送迎の実施地域 

(6) サービス利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(8) 非常災害対策 

(9) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第１４３条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，次に掲げる利用者数以上の利用者

に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし，災害，虐

待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

(1) 第１３３条第２項の適用を受ける特別養護老人ホームである指定介護予防短期入所
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生活介護事業所にあっては，当該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超

えることとなる利用者数 

(2) 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては，利用定員及び

居室の定員を超えることとなる利用者数 

（地域等との連携） 

第１４４条 指定介護予防短期入所生活介護の事業の運営に当たっては，地域住民又はそ

の自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。 

（記録の整備） 

第１４５条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者に対する指定介護予防短期入所生活

介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

(1) 介護予防短期入所生活介護計画 

(2) 第１４０条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(3) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(4) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第１０５条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(8) 法第５２条に規定する予防給付及び第１３９条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第１４６条 第９条から第１３条まで，第１５条，第１６条，第１９条，第２１条，第２

４条，第３１条から第３８条まで，第５４条，第１０５条，第１０７条及び第１０８条
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の規定は，指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において，

第３１条中「第２７条」とあるのは「第１４２条」と，「訪問介護員等」とあるのは

「介護予防短期入所生活介護従業者」と，第５４条第２項中「この節及び次節」とある

のは「第９章第４節及び第５節」と，第１０５条第３項及び第４項中「介護予防通所介

護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針） 

第１４７条 指定介護予防短期入所生活介護は，利用者の介護予防に資するよう，その目

標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指

定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行うとともに，主治の医師又は歯科医師とも

連携を図りつつ，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，指定介護予防短期入所生活介護の提供に当

たり，利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当た

らなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者がその有する能力を最大限活用する

ことができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，指定介護予防短期入所生活介護の提供に当

たり，利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により，利

用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針） 

第１４８条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は，第１３２条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては，主治の医師又は歯科医師から

の情報伝達，サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により，利用者の心身の状

況，その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は，相当期間以上にわたり継続して
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入所することが予定される利用者については，前号に規定する利用者の日常生活全般

の状況及び希望を踏まえて，指定介護予防短期入所生活介護の目標，当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容，サービスの提供を行う期間等を記載した介護予

防短期入所生活介護計画を作成すること。 

(3) 介護予防短期入所生活介護計画は，既に介護予防サービス計画が作成されている場

合は，当該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。 

(4) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は，介護予防短期入所生活介護計画

の作成に当たっては，その内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者

の同意を得なければならないこと。 

(5) 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は，介護予防短期入所生活介護計画

を作成した際には，当該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付しなければな

らないこと。 

(6) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては，介護予防短期入所生活介護計

画が作成されている場合には，当該計画に基づき，利用者が日常生活を営むために必

要な支援を行うこと。 

(7) 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，

利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説

明を行うこと。 

（介護） 

第１４９条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，１週間に２回以上，適切な方法により，利

用者を入浴させ，又は清拭

しき

しなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切な方法に

より，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむ

つを適切に取り替えなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者に対し，離床，
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着替え，整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

６ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，常時１人以上の介護職員を介護に従事させ

なければならない。 

７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，

当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受けさせては

ならない。 

（食事） 

第１５０条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，栄養並びに利用者の心身の状況及

びし好を考慮した食事を，適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者が可能な限り離床して，食堂で食事

をとることを支援しなければならない。 

（機能訓練） 

第１５１条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況等を踏まえ，

必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行

わなければならない。 

（健康管理） 

第１５２条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医師及び看護職員は，常に利用者の

健康の状況に注意するとともに，健康保持のための適切な措置をとらなければならない。 

（相談及び援助） 

第１５３条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，常に利用者の心身の状況，その置

かれている環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に適切に

応じるとともに，必要な助言その他の支援を行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用

することができるように支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第１５４条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，教養娯楽設備等を備えるほか，適

宜利用者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るよう努め
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なければならない。 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の基本方針，設備及び 

運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第１５５条 第１節及び前３節の規定にかかわらず，ユニット型指定介護予防短期入所生

活介護の事業（指定介護予防短期入所生活介護の事業であって，その全部において少数

の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室（当該居室の利用者が交流し，共

同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。）により一体的に構

成される場所（以下この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活が

営まれ，これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針，設備及び

運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については，この節に定

めるところによる。 

（基本方針） 

第１５６条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業は，利用者一人一人の意思

及び人格を尊重し，利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよ

う配慮しながら，各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常

生活を営むことを支援することにより，利用者の心身機能の維持回復を図り，もって利

用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２款 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第１５７条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う者（以下「ユニット

型指定介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」という。）の建物（利用者の日常

生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この項において同じ。）は，耐火建築

物でなければならない。ただし，次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋

建てのユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の建物にあっては，準耐火建築

物とすることができる。 
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(1) 居室等を２階及び地階のいずれにも設けていないこと。 

(2) 居室等を２階又は地階に設けている場合であって，次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 

ア 消防長又は当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の所在地を管轄

する消防署長と相談の上，第１６３条において準用する第１４６条において準用す

る第１０７条第１項に規定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保するため

に必要な事項を定めること。 

イ 第１６３条において準用する第１４６条において準用する第１０７条第３項に規

定する訓練については，同条第１項に規定する計画に従い，昼間及び夜間において

行うこと。 

ウ 火災時における避難，消火等の協力を得ることができるよう，地域住民等との連

携体制を整備すること。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所には，次に掲げる設備を設けるとと

もに，指定介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品等

を備えなければならない。ただし，他の社会福祉施設等の設備を利用することにより，

当該社会福祉施設等及び当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率的

運営が可能であり，当該社会福祉施設等の入所者等及び当該ユニット型指定介護予防短

期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は，第１号のユニ

ットを除き，これらの設備を設けないことができる。 

(1) ユニット 

(2) 浴室 

(3) 医務室 

(4) 調理室 

(5) 洗濯室又は洗濯場 

(6) 汚物処理室 

(7) 介護材料室 

３ 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所

であって，当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設ユニ
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ット型事業所」という。）にあっては，前項の規定にかかわらず，当該併設ユニット型

事業所及び当該併設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等（以下この節に

おいて「ユニット型事業所併設本体施設」という。）の効率的運営が可能であり，かつ，

当該併設ユニット型事業所の利用者及び当該ユニット型事業所併設本体施設の入所者又

は入院患者に対するサービスの提供上支障がないときは，当該ユニット型事業所併設本

体施設の同項各号に掲げる設備（ユニットを除く。）をユニット型指定介護予防短期入

所生活介護の事業の用に供することができるものとする。 

４ 第１３３条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム（岡山市特別

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年市条例第 

 号）第３３条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の場合に

あっては，第２項及び第６項第１号の規定にかかわらず，ユニット型特別養護老人ホー

ムとして必要とされる設備を有することで足りるものとする。 

５ 第２項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) ユニット 

ア 居室 

(ｱ) 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，利用者への指定介護予防短期

入所生活介護の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

(ｲ) 居室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの共同生活室

に近接して一体的に設けること。この場合において，一のユニットの利用定員

（当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所において同時にユニッ

ト型指定介護予防短期入所生活介護の提供を受けることができる利用者（当該

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生

活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第１７３条第１項に規定するユニ

ット型指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，

かつ，ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指定短期

入所生活介護の事業（指定居宅サービス等基準条例第１７１条に規定するユニ

ット型指定短期入所生活介護の事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所に

おいて一体的に運営されている場合については，ユニット型指定介護予防短期
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入所生活介護又はユニット型指定短期入所生活介護の利用者。以下この節にお

いて同じ。）の数の上限をいう。以下この節において同じ。）は，おおむね１

０人以下としなければならない。 

(ｳ）利用者１人当たりの床面積は，１０．６５平方メートル以上とすること。 

(ｴ) ユニットに属さない居室を改修したものについては，利用者同士の視線の遮

断の確保を前提にした上で，居室を隔てる壁について，天井との間に一定の隙

間が生じても差し支えない。 

(ｵ) 日照，採光，換気等利用者の保健衛生，防災等について十分考慮すること。 

イ 共同生活室 

（ｱ）共同生活室は，いずれかのユニットに属するものとし，当該ユニットの利用

者が交流し，共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有する

こと。 

（ｲ）一の共同生活室の床面積は，２平方メートルに当該共同生活室が属するユニ

ットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 

（ｳ）必要な設備及び備品を備えること。 

ウ 洗面設備 

（ｱ）居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（ｲ）要支援者が使用するのに適したものとすること。 

エ 便所 

（ｱ）居室ごとに設けるか，又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

（ｲ）ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに，要支援者が使用するのに適

したものとすること。 

(2) 浴室 

 ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，要支援者等

が一の脱衣室を利用している際は，他の要支援者等を入室させない等，プライバシ

ーを確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とす

ることができる。 
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ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，要支援者が入浴するのに適したものとするこ

と。 

６ 前各項に規定するもののほか，ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の構

造設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 廊下の幅は，１．８メートル以上とすること。ただし，ユニット内の廊下（中廊下

を除く。）の幅は，円滑な避難に支障がないと認められる場合には，１．５メートル

以上とすることができる。 

(2) 廊下，共同生活室，便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

(3) 階段の傾斜を緩やかにすること。 

(4) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

(5) ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は，１以上の傾斜路を設けること。た

だし，エレベーターを設けるときは，この限りでない。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入所生活介護

事業者の指定を併せて受け，かつ，ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業と

ユニット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については，指定居宅サービス等基準条例第１７３条第１項から第６項までに

規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

（準用） 

第１５８条 第１３５条の規定は，ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所につ

いて準用する。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第１５９条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，法定代理受領サービス

に該当する指定介護予防短期入所生活介護を提供した際には，その利用者から利用料の

一部として，当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額か
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ら当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス

費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当し

ない指定介護予防短期入所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料

の額と，指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に，

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，

次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費

用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり

当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は，同条第２

項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ

ス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第

２号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第１５５条第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ

り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第１５５条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ

り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(5) 送迎に要する費用（基準省令第１５５条第３項第５号に規定する平成１２年厚生省

告示第１９号により厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定介護予防短期入所生活介護において提供される便
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宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１５５条第４項に規

定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによる

ものとする。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，第３項の費用の額に係るサービ

スの提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容

及び費用を記した文書を交付して説明を行い，利用者の同意を得なければならない。た

だし，同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるもの

とする。 

（運営規程） 

第１６０条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 利用定員（第１３３条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホーム

である場合を除く。） 

(4) ユニットの数及びユニットごとの利用定員（第１３３条第２項の規定の適用を受け

るユニット型特別養護老人ホームである場合を除く。） 

(5) 指定介護予防短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の送迎の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(12) 成年後見制度の活用支援 

(13) 苦情解決体制の整備 
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(14) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１６１条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者に対し適切なユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供できるよう，ユニット型指定介護予防短

期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録

しておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，次の各号に定める職員配置を行わ

なければならない。 

(1) 昼間については，ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護職員を配置する

こと。 

(2) 夜間及び深夜については，２ユニットごとに１人以上の介護職員又は看護職員を夜

間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに，常勤のユニットリーダーを配置すること。 

(4) 前号のユニットリーダーのうち２人以上（２ユニット以下のときは１人以上）の者

は，規則で定めるものとすること。この場合において，併設ユニット型事業所と当該

併設ユニット型事業所に係るユニット型事業所併設本体施設とは同一の事業所とみな

すことができる。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，ユニット型指定介護予防短期入

所生活介護事業所ごとに，当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業

者によってユニット型指定介護予防短期入所生活介護を提供しなければならない。ただ

し，利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，介護予防短期入所生活介護従業

者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければな

らない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努

めなければならない。 

（定員の遵守） 

第１６２条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，次に掲げる利用者数以
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上の利用者に対して同時に指定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし，

災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

(1) 第１３３条第２項の規定の適用を受けるユニット型特別養護老人ホームであるユニ

ット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては，当該ユニット型特別養護老

人ホームのユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

(2) 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっては，ユ

ニットごとの利用定員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第１６３条 第１３７条，第１３８条，第１４０条，第１４１条，第１４４条から第１４

６条（第１０５条の準用に係る部分は除く。）までの規定は，ユニット型指定介護予防

短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において，第１３７条第１項中

「第１４２条」とあるのは「第１６０条」と，第１４５条第２項第２号中「第１４０条

第２項」とあるのは「第１６０条において準用する第１４０条第２項」と，同項第３号

から第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１６３条において準用する次条」と，

同項第７号中「次条において準用する第１０５条第１項」とあるのは「第１６１条第１

項」と，同項第８号中「第１３９条第１項から第３項」とあるのは「第１５９条第１項

から第３項」と，第１４６条中「第９章第４節及び第５節」とあるのは「第９章第６節

第３款及び第４款」と読み替えるものとする。 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっての留意事項） 

第１６４条 指定介護予防短期入所生活介護は，利用者が，その有する能力に応じて，自

らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするた

め，利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより，利用者の日常生

活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護は，各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持

って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護は，利用者のプライバシーの確保に配慮して行われな

ければならない。 
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（介護） 

第１６５条 介護は，各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き，自律的な日

常生活を営むことを支援するよう，利用者の心身の状況等に応じ，適切な技術をもって

行わなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者の日常生活における家事

を，利用者が，その心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう適切に支

援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者が身体の清潔を維持し，

精神的に快適な生活を営むことができるよう，適切な方法により，利用者に入浴の機会

を提供しなければならない。ただし，やむを得ない場合には，清拭を行うことをもって

入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じて，

適切な方法により，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利

用者については，排せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければなら

ない。 

６ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者が

行う離床，着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，常時１人以上の介護職員を介護

に従事させなければならない。 

８ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の

負担により，当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外の者に

よる介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第１６６条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，栄養並びに利用者の心

身の状況及びし好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じて，

適切な方法により，食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 
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３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者の生活習慣を尊重した適

切な時間に食事を提供するとともに，利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立

して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者が相互に社会的関係を築

くことができるよう，その意思を尊重しつつ，利用者が共同生活室で食事をとることを

支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第１６７条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，利用者のし好に応じた

趣味，教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに，利用者が自律的に行うこれ

らの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図

るよう努めなければならない。 

（準用） 

第１６８条 第１４７条，第１４８条，第１５１条から第１５３条までの規定はユニット

型指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において，第１４

８条中「第１３２条」とあるのは「第１５６条」と，「前条」とあるのは「第１６８条

において準用する前条」と読み替えるものとする。 

第７節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（指定介護予防通所介護事業所等との併設） 

第１６９条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護又はこれに

相当するサービス（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。）の事業を行

う者（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う

事業所（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という。）は，指定介護予

防通所介護事業所，指定介護予防認知症対応型通所介護事業所（岡山市指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２４年

市条例第  号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。）第１３

条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。）又は社会福祉施設
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（以下「指定介護予防通所介護事業所等」という。）に併設しなければならない。 

（従業者の員数） 

第１７０条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活

介護事業所ごとに置くべき従業者（以下この節において「介護予防短期入所生活介護従

業者」という。）の員数は，次のとおりとする。ただし，他の社会福祉施設等の栄養士

との連携を図ることにより当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的な運

営を期待することができる場合であって，利用者の処遇に支障がないときは，第３号の

栄養士を置かないことができる。 

(1) 生活相談員 １人以上 

(2) 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で，利用者（当該基準該当介護予防短期入所

生活介護事業者が基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活

介護（指定居宅サービス等基準条例第１８４条に規定する基準該当短期入所生活介護

をいう。以下同じ。）の事業を同一の事業所において一体的に運営している場合にあ

っては，当該事業所における基準該当介護予防短期入所生活介護又は基準該当短期入

所生活介護の利用者。以下この条及び第１７２条において同じ。）の数が３又はその

端数を増すごとに１以上 

(3) 栄養士 １人以上 

(4) 機能訓練指導員 １人以上 

(5) 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の実情に応

じた適当数 

２ 前項第２号の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に基準該当介護予

防短期入所生活介護の事業を開始する場合は，推定数とする。 

３ 第１項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当する

者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでな

ければならない。 

４ 第１項第４号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，当該基準該当介

護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。 
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５ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は，指定介護予防通所介護事業所等として

必要とされる数の従業者に加えて，第１項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業

者を確保するものとする。 

６ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが，

同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指

定居宅サービス等基準条例第１８５条第１項から第５項までに規定する人員に関する基

準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

（管理者） 

第１７１条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は，基準該当介護予防短期入所生

活介護事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，

基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は，当該基準該当介

護予防短期入所生活介護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，

施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各

号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同

等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（利用定員等） 

第１７２条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所は，その利用定員（当該基準該当

介護予防短期入所生活介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生活介護の

提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を２

０人未満とし，基準該当介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設けるものと

する。 

２ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが同

一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については，指定居宅

サービス等基準条例第１８７条第１項に規定する利用定員等の基準を満たすことをもっ

て，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（設備及び備品等） 
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第１７３条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所には，次に掲げる設備を設けると

ともに，基準該当介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び

備品等を備えなければならない。ただし，指定介護予防通所介護事業所等の設備を利用

することにより，当該指定介護予防通所介護事業所等及び当該基準該当介護予防短期入

所生活介護事業所の効率的運営が可能であり，当該指定介護予防通所介護事業所等の利

用者等及び当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇に支障がない

場合は，居室を除き，これらの設備を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 食堂 

(3) 機能訓練室 

(4) 浴室 

(5) 便所 

(6) 洗面所 

(7) 静養室 

(8) 面接室 

(9) 介護職員室 

２ 前項各号に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，１人とすること。ただし，規則で定める利用者へのサービス

の提供上必要と認められる場合は，２人とすることができる。 

イ 利用者１人当たりの床面積は，７．４３平方メートル以上とすること。 

ウ 日照，採光，換気等利用者の保健衛生，防災等に十分考慮すること。 

(2) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面

積は，３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず，食堂及び機能訓練室は，食事の提供の際にはその提供に支障が

ない広さを確保することができ，かつ，機能訓練を行う際にはその実施に支障がな

い広さを確保することができる場合にあっては，同一の場所とすることができる。 
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ウ 食堂は，居室のある階ごとに居室に近接して設けるものとし，各階ごとの面積は，

２平方メートルに当該階に設ける居室の利用定員の合計数を乗じて得た面積以上と

すること。ただし，規則で定める基準を満たすときは，この限りでない。 

エ 必要な備品を備えること。 

(3) 浴室 

ア 浴槽を１つとすること。 

イ 規則で定める基準に従い，浴室ごとに脱衣室を設けること。ただし，要支援者等

が一の脱衣室を利用している際は，他の要支援者等を入室させない等，プライバシ

ーを確保するために必要な措置を行う場合は，一の脱衣室を複数の浴室の兼用とす

ることができる。 

ウ 浴室の扉は，プライバシーを確保するに足りる適切な素材を用いること。 

エ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

オ アからエまでに掲げるもののほか，身体の不自由な者が入浴するのに適したもの

とすること。 

(4) 便所 

ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

イ 便房は，規則で定める基準を満たすものとすること。 

ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

エ アからウまでに掲げるもののほか，身体の不自由な者が使用するのに適したもの

とすること。 

(5) 洗面所 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

３ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅は，利用者が車椅子で円滑に移動

することが可能なものでなければならない。 

４ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の事業とが，

同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営される場合については，指定居

宅サービス等基準条例第１８８条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を

満たすことをもって，前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（指定介護予防通所介護事業所等との連携） 
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第１７４条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は，基準該当介護予防短期入所生

活介護の提供に際し，常に指定介護予防通所介護事業所等との間の連携及び支援の体制

を整えなければならない。 

（準用） 

第１７５条 第９条から第１３条まで，第１６条，第１９条，第２１条，第２４条，第３

１条から第３４条まで，第３５条（第５項及び第６項を除く。），第３６条から第３８

条まで，第５４条，第１０５条，第１０７条，第１０８条，第１３２条並びに第４節

（第１３９条第１項及び第１４６条を除く。）及び第５節の規定は，基準該当介護予防

短期入所生活介護の事業について準用する。この場合において，第１９条第１項中「内

容，当該指定介護予防訪問介護について法第５３条第４項の規定により利用者に代わっ

て支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内容」と，第２１条中「法定代

理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防短

期入所生活介護」と，第３１条中「第２７条」とあるのは「第１７５条において準用す

る第１４２条」と，「訪問介護員等」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」

と，第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第９章第７節」と，第１０５条

第３項及び第４項中「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生活介

護従業者」と，第１３７条第１項中「第１４２条」とあるのは「第１７５条において準

用する第１４２条」と，第１３９条第２項中「法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介護」と，同

条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と，第１４５条第２項第２号中「第１４０条

第２項」とあるのは「第１７５条において準用する第１４０条第２項」と，同項第３号

から第７号までの規定中「次条」とあるのは「第１７５条」と，同項第８号中「第１３

９条第１項から第３項」とあるのは「第１７５条において準用する第１３９条第２項及

び第３項」と，第１４８条中「第１３２条」とあるのは「第１７５条において準用する

第１３２条」と，「前条」とあるのは「第１７５条において準用する前条」と，第１５

２条中「医師及び看護職員」とあるのは「看護職員」と読み替えるものとする。 

第１０章 介護予防短期入所療養介護 

第１節 基本方針 

890



（基本方針） 

第１７６条 指定介護予防サービスに該当する介護予防短期入所療養介護（以下「指定介

護予防短期入所療養介護」という。）の事業は，その利用者が可能な限りその居宅にお

いて，自立した日常生活を営むことができるよう，看護，医学的管理の下における介護

及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことにより，利用者の療

養生活の質の向上及び心身機能の維持回復を図り，もって利用者の生活機能の維持又は

向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第１７７条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「指定介護予防短期入

所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防短期入所

療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防短期入所療養介護の提供に当

たる従業者（以下「介護予防短期入所療養介護従業者」という。）の員数は，次のとお

りとする。 

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては，当該指

定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，看護職員（看護師及び

准看護師をいう。以下この章において同じ。），介護職員，支援相談員，理学療法士

又は作業療法士及び栄養士の員数は，それぞれ，利用者（当該指定介護予防短期入所

療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第１９

２条第１項に規定する指定短期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け，かつ，指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定短期入所療養介護（指

定居宅サービス等基準条例第１９１条に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，

当該事業所における指定介護予防短期入所療養介護又は指定短期入所療養介護の利用

者。以下この条及び第１８３条において同じ。）を当該介護老人保健施設の入所者と

みなした場合における介護老人保健施設として必要とされる数が確保されるために必

要な数以上とする。 

(2) 健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条の
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２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第２６条の規定による

改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養型医療施設（以下「指定介

護療養型医療施設」という。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあって

は，当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医師，薬剤師，看護職員，

介護職員，栄養士及び理学療法士又は作業療法士の員数は，それぞれ，利用者を当該

指定介護療養型医療施設の入院患者とみなした場合における指定介護療養型医療施設

として必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

(3) 療養病床（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床をいう。以下同じ。）を

有する病院又は診療所（前号に該当するものを除く。）である指定介護予防短期入所

療養介護事業所にあっては，当該指定介護予防短期入所療養介護事業所に置くべき医

師，薬剤師，看護職員，介護職員（同法に規定する看護補助者をいう。），栄養士及

び理学療法士又は作業療法士の員数は，それぞれ療養病床を有する病院又は診療所と

して必要とされる数が確保されるために必要な数以上とする。 

(4) 診療所（前２号に該当するものを除く。）である指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては，当該指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべき看護

職員又は介護職員の員数の合計は，常勤換算方法で，利用者及び入院患者の数が３又

はその端数を増すごとに１以上であること，かつ，夜間における緊急連絡体制を整備

することとし，看護師若しくは准看護師又は介護職員を１人以上配置していること。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等基

準条例第１９２条第１項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３節 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第１７８条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設備に関する基準は，次のとおりと

する。 

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては，介護老
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人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施設（岡山市

介護老人保健施設の人員，施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例（平成

２４年市条例第  号）第４４条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以

下同じ。）に関するものを除く。）を有することとする。 

(2) 指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては，

指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施

設（岡山市指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２４年市条例第  号）第４３条に規定するユニット型指定介護療養型医療施

設をいう。以下同じ。）に関するものを除く。）を有することとする。 

(3) 療養病床を有する病院又は診療所（指定介護療養型医療施設であるものを除く。）

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては，療養病床を有する病院又は

診療所として必要とされる設備を有することとする。 

(4) 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては，次に掲げる要件に適合すること。 

ア 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室の床面積は，利用者１人につき６．

４平方メートル以上とすること。 

イ 食堂及び浴室を有すること。 

ウ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

２ 前項第３号及び第４号に該当する指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては，

前項に定めるもののほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有するもの

とする。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定短期入所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等基

準条例第１９３条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，

前２項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（対象者） 
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第１７９条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者の心身の状況若しくは病状

により，若しくはその家族の疾病，冠婚葬祭，出張等の理由により，一時的に入所して

看護，医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療等を受ける必要があ

る者を対象に，介護老人保健施設の療養室，病院の療養病床に係る病室，診療所の指定

介護予防短期入所療養介護を提供する病室又は病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康

保険法等の一部を改正する法律附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を

有するものとされた介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条第２項に規

定する病床により構成される病棟をいう。以下同じ。）において指定介護予防短期入所

療養介護を提供するものとする。 

（利用料等の受領） 

第１８０条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，法定代理受領サービスに該当する

指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，

当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介

護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額

の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定介

護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指

定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に，不合理な差

額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げ

る費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防

サービス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準費

用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり

当該指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第１号に

規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ

ス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額
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（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該

指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第２号に規定

する滞在費の負担限度額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第１９０条第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ

り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行っ

たことに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第１９０条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ

り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(5) 送迎に要する費用（基準省令第１９０条第３項第５号に規定する平成１２年厚生省

告示第１９号により厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定介護予防短期入所療養介護において提供される便

宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第１９０条第４項に規

定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによる

ものとする。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，第３項に掲げる費用の額に係るサービスの

提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し当該サービスの内容及び費

用を記した文書を交付して説明を行い，利用者の同意を得なければならない。ただし，

同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によるものとする。 

（身体的拘束等の禁止） 

第１８１条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，指定介護予防短期入所療養介護の

提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急や

むを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態様及

び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければな
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らない。 

（運営規程） 

第１８２条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，次に掲げる事業の運営についての

重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(4) 通常の送迎の実施地域 

(5) 施設利用に当たっての留意事項 

(6) 事故発生時における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 成年後見制度の活用支援 

(11) 苦情解決体制の整備 

(12) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第１８３条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，次に掲げる利用者数以上の利用者

に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし，災害，虐

待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

(1) 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては，利用者

を当該介護老人保健施設の入所者とみなした場合において入所定員及び療養室の定員

を超えることとなる利用者数 

(2) 療養病床を有する病院若しくは診療所又は老人性認知症疾患療養病棟を有する病院

である指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては，療養病床又は老人性認知症

疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床又は老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の

定員を超えることとなる利用者数 

(3) 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定介護予防短期入所療養介護事業所
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にあっては，指定介護予防短期入所療養介護を提供する病床数及び病室の定員を超え

ることとなる利用者数 

（記録の整備） 

第１８４条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者に対する指定介護予防短期入所療養

介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

(1) 介護予防短期入所療養介護計画 

(2) 第１８１条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(3) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

 (4) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第１０５条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(8) 法第５２条に規定する予防給付及び第１８０条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第１８５条 第９条から第１３条まで，第１５条，第１６条，第１９条，第２１条，第２

４条，第３１条，第３２条，第３４条から第３８条まで，第５４条，第１０５条，第１

０７条，第１２５条，第１３７条，第１３８条第２項及び第１４４条の規定は，指定介

護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合において，第３１条中「第

２７条」とあるのは「第１８２条」と，「訪問介護員等」とあるのは「介護予防短期入

所療養介護従業者」と，第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第１０章第

４節及び第５節」と，第１０５条第３項及び第４項中「介護予防通所介護従業者」とあ
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るのは「介護予防短期入所療養介護従業者」と，第１３７条第１項中「第１４２条」と

あるのは「第１８２条」と，「介護予防短期入所生活介護従業者」とあるのは「介護予

防短期入所療養介護従業者」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針） 

第１８６条 指定介護予防短期入所療養介護は，利用者の介護予防に資するよう，その目

標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指

定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行うとともに主治の医師又は歯科医師とも連

携を図りつつ，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，指定介護予防短期入所療養介護の提供に当

たり，利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当た

らなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者がその有する能力を最大限活用する

ことができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，指定介護予防短期入所療養介護の提供に当

たり，利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により，利

用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

６ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用

することができるように支援しなければならない。 

（指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針） 

第１８７条 指定介護予防短期入所療養介護の方針は，第１７６条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては，主治の医師又は歯科医師から

の情報伝達，サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により，利用者の心身の状

況，病状，その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行う

こと。 
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(2) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は，相当期間以上にわたり継続して

入所することが予定される利用者については，前号に規定する利用者の日常生活全般

の状況及び希望を踏まえて，指定介護予防短期入所療養介護の目標，当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容，サービスの提供を行う期間等を記載した介護予

防短期入所療養介護計画を作成すること。 

(3) 介護予防短期入所療養介護計画は，既に介護予防サービス計画が作成されている場

合は，当該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。 

(4) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は，介護予防短期入所療養介護計画

の作成に当たっては，その内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者

の同意を得なければならないこと。 

(5) 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は，介護予防短期入所療養介護計画

を作成した際には，当該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付しなければな

らないこと。 

(6) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては，介護予防短期入所療養介護計

画が作成されている場合は，当該計画に基づき，利用者が日常生活を営むために必要

な支援を行うこと。 

(7) 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，

利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように指

導又は説明を行うこと。 

（診療の方針） 

第１８８条 医師の診療の方針は，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 診療は，一般に医師として診療の必要性があると認められる疾病又は負傷に対して，

的確な診断を基とし，療養上妥当適切に行うこと。 

(2) 診療に当たっては，常に医学の立場を堅持して，利用者の心身の状況を観察し，要

支援者の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して，心理的な効果をもあげることがで

きるよう適切な指導を行うこと。 

(3) 常に利用者の病状及び心身の状況並びに日常生活及びその置かれている環境の的確

な把握に努め，利用者又はその家族に対し，適切な指導を行うこと。 
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(4) 検査，投薬，注射，処置等は，利用者の病状に照らして妥当適切に行うこと。 

(5) 特殊な療法又は新しい療法等については，基準省令第１９８条第５号に規定する平

成１２年厚生省告示第１２４号により厚生労働大臣が定めるもののほか行ってはなら

ないこと。 

(6) 基準省令第１９８条第６号に規定する平成１２年厚生省告示第１２５号により厚生

労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を利用者に施用し，又は処方してはならないこ

と。 

(7) 入院患者の病状の急変等により，自ら必要な医療を提供することが困難であると認

めたときは，他の医師の対診を求める等診療について適切な措置を講じなければなら

ないこと。 

（機能訓練） 

第１８９条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者の心身の諸機能の維持回復

を図り，日常生活の自立を助けるため，必要な理学療法，作業療法その他必要なリハビ

リテーションを行わなければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第１９０条 看護及び医学的管理の下における介護は，利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切な技術をもって行われな

ければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，１週間に２回以上，適切な方法により，利

用者を入浴させ，又は清拭しなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切

な方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利用者のおむ

つを適切に取り替えなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者に対し，離床，

着替え，整容その他日常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

６ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担により，

当該指定介護予防短期入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護及び介護を受け
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させてはならない。 

（食事の提供） 

第１９１条 利用者の食事は，栄養並びに利用者の身体の状況，病状及びし好を考慮した

ものとするとともに，適切な時間に行われなければならない。 

２ 利用者の食事は，その者の自立の支援に配慮し，できるだけ離床して食堂で行われる

よう努めなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第１９２条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，適宜利用者のためのレクリエーシ

ョン行事を行うよう努めるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図るよう努め

なければならない。 

第６節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業の基本方針，設備及び

運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（この節の趣旨） 

第１９３条 第１節，前３節の規定にかかわらず，ユニット型指定介護予防短期入所療養

介護の事業（指定介護予防短期入所療養介護の事業であって，その全部において少数の

療養室等及び当該療養室等に近接して設けられる共同生活室（当該療養室等の利用者が

交流し，共同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。）により

一体的に構成される場所（以下この章において「ユニット」という。）ごとに利用者の

日常生活が営まれ，これに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基本方針，

設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については，こ

の節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第１９４条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業は，利用者一人一人の意思

及び人格を尊重し，利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよ

う配慮しながら，各ユニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常

生活を営むことを支援することにより，利用者の療養生活の質の向上及び心身機能の維
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持回復を図り，もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならな

い。 

第２款 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第１９５条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業を行う者（以下「ユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下

「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」という。）の設備に関する基準は，

次のとおりとする。 

(1) 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあって

は，介護老人保健施設として必要とされる施設及び設備（ユニット型介護老人保健施

設に関するものに限る。）を有すること。 

(2) 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に

あっては，指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療

養型医療施設に関するものに限る。）を有すること。 

(3) 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあ

っては，指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療養

型医療施設（療養病床を有する病院に限る。）に関するものに限る。）を有すること。 

(4) 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所に

あっては，指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユニット型指定介護療

養型医療施設（療養病床を有する診療所に限る。）に関するものに限る。）を有する

こと。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が，ユニット型指定短期入所療養介

護事業者（指定居宅サービス等基準条例第２０９条第１項に規定するユニット型指定短

期入所療養介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，ユニット型指

定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業（指定居

宅サービス等基準条例第２０７条第１項に規定するユニット型指定短期入所療養介護の

事業をいう。以下同じ。）とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては，指定居宅サービス等基準条例第２０９条第１項に規定する設備に関する基準を
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満たすことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第３款 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 

第１９６条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，法定代理受領サービス

に該当する指定介護予防短期入所療養介護を提供した際には，その利用者から利用料の

一部として，当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額か

ら当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス

費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，法定代理受領サービスに該当し

ない指定介護予防短期入所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料

の額と，指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に，

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，

次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。 

(1) 食事の提供に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予

防サービス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第１号に規定する食費の基準

費用額（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わ

り当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は，同条第

２項第１号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

(2) 滞在に要する費用（法第６１条の３第１項の規定により特定入所者介護予防サービ

ス費が利用者に支給された場合は，同条第２項第２号に規定する滞在費の基準費用額

（同条第４項の規定により当該特定入所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は，同条第２項第

２号に規定する滞在費の負担限度額）を限度とする。） 

(3) 基準省令第２０６条第３項第３号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ

り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等の提供を行っ

たことに伴い必要となる費用 

(4) 基準省令第２０６条第３項第４号に規定する平成１２年厚生省告示第１２３号によ
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り厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提供を行ったこ

とに伴い必要となる費用 

(5) 送迎に要する費用（基準省令第２０６条第３項第５号に規定する平成１２年厚生省

告示第１９号により厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

(6) 理美容代 

(7) 前各号に掲げるもののほか，指定介護予防短期入所療養介護において提供される便

宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その利用者

に負担させることが適当と認められるもの 

４ 前項第１号から第４号までに掲げる費用については，基準省令第２０６条第４項に規

定する平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによる

ものとする。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，第３項に掲げる費用の額に係る

サービスの提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービス

の内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い，利用者の同意を得なければならな

い。ただし，同項第１号から第４号までに掲げる費用に係る同意については，文書によ

るものとする。 

（運営規程） 

第１９７条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，次に掲げる事業の運営

についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 指定介護予防短期入所療養介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(4) 通常の送迎の実施地域 

(5) 施設利用に当たっての留意事項 

(6) 事故発生時における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 
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(10) 成年後見制度の活用支援 

(11) 苦情解決体制の整備 

(12) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第１９８条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者に対し適切なユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供できるよう，ユニット型指定介護予防短

期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録

しておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，次の各号に定める職員配置を行わ

なければならない。 

(1) 昼間については，ユニットごとに常時１人以上の看護職員又は介護職員を配置する

こと。 

(2) 夜間及び深夜については，２ユニットごとに１人以上の看護職員又は介護職員を夜

間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(3) ユニットごとに，常勤のユニットリーダーを配置すること。 

(4) 前号のユニットリーダーのうち２人以上（２ユニット以下のときは１人以上）の者

は，規則で定めるものとすること。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，ユニット型指定介護予防短期入

所療養介護事業所ごとに，当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業

者によってユニット型指定介護予防短期入所療養介護を提供しなければならない。ただ

し，利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，介護予防短期入所療養介護従業

者の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければな

らない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努

めなければならない。 

（定員の遵守） 

第１９９条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，次に掲げる利用者（当
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該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入所療養介護

事業者の指定を併せて受け，かつ，ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業と

ユニット型指定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては，当該事業所におけるユニット型指定介護予防短期入所療養介護又

はユニット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条において同じ。）数以上の利

用者に対して同時に指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし，災害，

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

(1) ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

所にあっては，利用者を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなした場合に

おいて入居定員及び療養室の定員を超えることとなる利用者数 

(2) ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護予防短期入所療養介

護事業所にあっては，利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入院患者と

みなした場合において入院患者の定員及び病室の定員を超えることとなる利用者数 

（準用） 

第２００条 第１７９条，第１８１条，第１８４条及び第１８５条（第１０５条の準用に

係る部分を除く。）の規定は，ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業につい

て準用する。この場合において，第１８４条第２項第２号中「第１８１条第２項」とあ

るのは「第２００条において準用する第１８１条第２項」と，同項第３号から第６号ま

での規定中「次条」とあるのは「第２００条において準用する次条」と，同項第７号中

「次条において準用する第１０５条第１項」とあるのは「第１９８条第１項」と，同項

第８号中「第１８０条第１項から第３項」とあるのは「第１９６条第１項から第３項」

と，第１８５条中「第１８２条」とあるのは「第１９７条」と，「第１０章第４節及び

第５節」とあるのは「第１０章第６節第３款及び第４款」と読み替えるものとする。 

第４款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっての留意事項） 

第２０１条 指定介護予防短期入所療養介護は，利用者が，その有する能力に応じて，自

らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするた

め，利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより，利用者の日常生
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活を支援するものとして行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護は，各ユニットにおいて利用者がそれぞれの役割を持

って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護は，利用者のプライバシーの確保に配慮して行われな

ければならない。 

（看護及び医学的管理の下における介護） 

第２０２条 看護及び医学的管理の下における介護は，利用者の自立の支援と日常生活の

充実に資するよう，利用者の病状及び心身の状況に応じ，適切な技術をもって行わなけ

ればならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者の日常生活における家事

を，利用者が，その病状及び心身の状況等に応じて，それぞれの役割を持って行うよう

適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者が身体の清潔を維持し，

精神的に快適な生活を営むことができるよう，適切な方法により，利用者に入浴の機会

を提供しなければならない。ただし，やむを得ない場合には，清拭を行うことをもって

入浴の機会の提供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者の病状及び心身の状況に

応じて，適切な方法により，排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，おむつを使用せざるを得ない利

用者については，排せつの自立を図りつつ，そのおむつを適切に取り替えなければなら

ない。 

６ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，前各項に定めるほか，利用者が

行う離床，着替え，整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，その利用者に対して，利用者の

負担により，当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外の者に

よる看護及び介護を受けさせてはならない。 

（食事） 

第２０３条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，栄養並びに利用者の心
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身の状況及びし好を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者の心身の状況に応じて，

適切な方法により，食事の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者の生活習慣を尊重した適

切な時間に食事を提供するとともに，利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立

して食事をとることができるよう必要な時間を確保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者が相互に社会的関係を築

くことができるよう，その意思を尊重しつつ，利用者が共同生活室で食事をとることを

支援しなければならない。 

（その他のサービスの提供） 

第２０４条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，利用者のし好に応じた

趣味，教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに，利用者が自律的に行うこれ

らの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図

るよう努めなければならない。 

（準用） 

第２０５条 第１８６条から第１８９条までの規定は，ユニット型指定介護予防短期入所

療養介護の事業について準用する。この場合において，第１８７条中「第１７６条」と

あるのは「第１９４条」と，「前条」とあるのは「第２０５条において準用する前条」

と読み替えるものとする。 

第１１章 介護予防特定施設入居者生活介護 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第２０６条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特定施設入居者生活介護（以下

「指定介護予防特定施設入居者生活介護」という。）の事業は，介護予防特定施設サー

ビス計画（法第８条の２第１１項に規定する計画をいう。以下同じ。）に基づき，入浴，

排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の支援，機能訓練及び療養上の世話を行うこ

とにより，当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この
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章において「利用者」という。）が指定介護予防特定施設（特定施設であって，当該指

定介護予防特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。）におい

て，自立した日常生活を営むことができるよう，利用者の心身機能の維持回復を図り，

もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防特定施設

入居者生活介護事業者」という。）は，安定的かつ継続的な事業運営に努めなければな

らない。 

３ 養護老人ホームが指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う場合については，

第６節に規定する外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行

うこととする。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第２０７条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに

置くべき指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防

特定施設従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 常勤換算方法で，利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１以

上 

(2) 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は介護職

員 

ア 看護職員及び介護職員の合計数は，常勤換算方法で，利用者のうち要介護認定等

に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成１１年厚生

省令第５８号。以下「認定省令」という。）第２条第１項第２号に規定する要支援

状態区分に該当する者の数が３又はその端数を増すごとに１及び利用者のうち認定

省令第２条第１項第１号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が１０又はそ

の端数を増すごとに１以上であること。 

イ 看護職員の数は，次のとおりとすること。 

(ｱ) 利用者の数が３０を超えない指定介護予防特定施設にあっては，常勤換算方法

で，１以上 
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(ｲ) 利用者の数が３０を超える指定介護予防特定施設にあっては，常勤換算方法で，

１に利用者の数が３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数

以上 

ウ 常に１以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確

保されること。ただし，宿直時間帯にあっては，この限りでない。 

(3) 機能訓練指導員 １以上 

(4) 計画作成担当者 １以上（利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者

（指定居宅サービス等基準条例第２１９条第２項に規定する指定特定施設入居者生活介

護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防特定施設入居

者生活介護の事業及び指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等基準条例第２

１９条第１項に規定する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業が同

一の施設において一体的に運営されている場合にあっては，前項の規定にかかわらず，

介護予防特定施設従業者の員数は，それぞれ次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 常勤換算方法で，利用者及び指定特定施設入居者生活介護の提供を受

ける入居者（以下この条において「居宅サービスの利用者」という。）の合計数（以

下この条において「総利用者数」という。）が１００又はその端数を増すごとに１以

上 

(2) 看護職員又は介護職員 

ア 看護職員又は介護職員の合計数は，常勤換算方法で，利用者のうち認定省令第２

条第１項第２号に規定する要支援状態区分に該当する者及び居宅サービスの利用者

の数が３又はその端数を増すごとに１以上並びに利用者のうち認定省令第２条第１

項第１号に規定する要支援状態区分に該当する者の数が１０又はその端数を増すご

とに１以上であること。 

イ 看護職員の数は，次のとおりとすること。 

(ｱ) 総利用者数が３０を超えない指定介護予防特定施設にあっては，常勤換算方法

で，１以上 
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(ｲ) 総利用者数が３０を超える指定介護予防特定施設にあっては，常勤換算方法で，

１に総利用者数が３０を超えて５０又はその端数を増すごとに１を加えて得た数

以上 

ウ 常に１以上の指定介護予防特定施設入居者生活介護及び指定特定施設入居者生活

介護の提供に当たる介護職員が確保されていること。ただし，指定介護予防特定施

設入居者生活介護のみを提供する場合の宿直時間帯については，この限りでない。 

(3) 機能訓練指導員 １以上 

(4) 計画作成担当者 １以上（総利用者数が１００又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

３ 前２項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は，前年度の平均値

とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，推定数とする。 

４ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のい

ずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則 

で定めるものでなければならない。 

５ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち１人以上は，常勤でなければなら

ない。 

６ 第１項第２号の看護職員及び介護職員は，主として指定介護予防特定施設入居者生活

介護の提供に当たるものとし，看護職員及び介護職員のうちいずれか１人を常勤とする

ものとする。 

７ 第１項第３号又は第２項第３号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，

当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 

８ 第１項第４号又は第２項第４号の計画作成担当者は，専らその職務に従事する介護支

援専門員であって，介護予防特定施設サービス計画（第２項の場合にあっては，介護予

防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認

められるものとする。ただし，利用者（第２項の場合にあっては，利用者及び居宅サー

ビスの利用者）の処遇に支障がない場合は，当該特定施設における他の職務に従事する

ことができるものとする。 
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９ 第２項第２号の看護職員及び介護職員は，主として指定介護予防特定施設入居者生活

介護及び指定特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし，看護職員のうち１人以

上，及び介護職員のうち１人以上は常勤の者でなければならない。 

（管理者） 

第２０８条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，指定介護予防特定施設ごと

に専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，指定介護予防特定

施設の管理上支障がない場合は，当該指定介護予防特定施設における他の職務に従事し，

又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定介護予防特定施設の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当

する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有す

ると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第２０９条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の

建物を除く。）は，耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設は，介護居室（指定介護予防特定施設入居者生活介護を行うた

めの専用の居室をいう。以下同じ。），一時介護室（一時的に利用者を移して指定介護

予防特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下この章において同じ。），浴

室，便所，食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし，他に利用者を一時的

に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を，他に機能

訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を設けない

ことができるものとする。 

３ 指定介護予防特定施設の介護居室，一時介護室，浴室，便所，食堂及び機能訓練室は，

次の基準を満たさなければならない。 

(1) 介護居室は，次の基準を満たすこと。 

ア 一の居室の定員は，１人とする。ただし，利用者の処遇上必要と認められる場合

は，２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し，介護を行うことができる適当な広さであること。 
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ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入口は，避難上有効な空き地，廊下又は広間に直接面して設けること。 

(2) 一時介護室は，介護を行うために適当な広さを有すること。 

(3) 浴室は，身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

(4) 便所は，居室のある階ごとに設置し，非常用設備を備えていること。 

(5) 食堂は，機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

(6) 機能訓練室は，機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

４ 指定介護予防特定施設は，利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

を有するものでなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるも

のとする。 

６ 前各項に定めるもののほか，指定介護予防特定施設の構造設備の基準については，建

築基準法及び消防法（昭和２３年法律第１８６号）の定めるところによる。 

７ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特定施設入居者生活介護事業者の

指定を併せて受け，かつ，指定特定施設入居者生活介護の事業と指定介護予防特定施設

入居者生活介護の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合については，

指定居宅サービス等基準条例第２２２条第１項から第６項までに規定する設備に関する

基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

第４節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第２１０条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，あらかじめ，入居申込者又

はその家族に対し，第２１６条に規定する重要事項に関する規程の概要，従業者の勤務

の体制，利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，入居及び指定介護予防特定

施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，前項の契約において，入居者の権利

を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 
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３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，より適切な指定介護予防特定施設入

居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこと

としている場合にあっては，利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の

意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記しなければなら

ない。 

４ 第８条第２項から第６項までの規定は，第１項の規定による文書の交付について準用

する。 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第２１１条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，正当な理由なく入居者に対

する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，入居者が指定介護予防特定施設入居

者生活介護に代えて当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供す

る介護予防サービスを利用することを妨げてはならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，入居申込者又は入居者（以下「入居

者等」という。）が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービ

スを提供することが困難であると認めた場合は，適切な病院又は診療所の紹介その他の

適切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，指定介護予防特定施設入居者生活介

護の提供に当たっては，利用者の心身の状況，その置かれている環境等の把握に努めな

ければならない。 

（法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意） 

第２１２条 老人福祉法第２９条第１項に規定する有料老人ホームである指定介護予防特

定施設において指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する指定介護予防特定施設

入居者生活介護事業者は，当該指定介護予防特定施設入居者生活介護を法定代理受領サ

ービスとして提供する場合は，利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明

し，その意思を確認しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，当該指定介護予防特定施設入居者生

活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は，前項に規定する利用者の同意を
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得た旨及びその者の氏名等が記載された書類を作成し，当該書類を市町村（法第５３条

第７項において準用する第４１条第１０項の規定により審査及び支払に関する事務を国

民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては，当該国民健康保険団体連合会と

する。）に提出しなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２１３条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，指定介護予防特定施設入居

者生活介護の開始に際しては，当該開始の年月日及び入居している指定介護予防特定施

設の名称を，指定介護予防特定施設入居者生活介護の終了に際しては，当該終了の年月

日を，利用者の被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，指定介護予防特定施設入居者生活介

護を提供した際には，提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第２１４条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該

当する指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には，その利用者から利用料

の一部として，当該指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用

基準額から当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われる介護予防サー

ビス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額と，指定介護予防特定施設入居者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額と

の間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用 

(2) おむつ代 

(3) 前２号に掲げるもののほか，指定介護予防特定施設入居者生活介護において提供さ

れる便宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，その

利用者に負担させることが適当と認められるもの 
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４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提

供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費

用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第２１５条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，指定介護予防特定施設入居

者生活介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その

態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

（運営規程） 

第２１６条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，指定介護予防特定施設ごと

に，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなら

ない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 介護予防特定施設従業者の職種，員数及び職務内容 

(3) 入居定員及び居室数 

(4) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続 

(6) 施設の利用に当たっての留意事項 

(7) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(8) 非常災害対策 

(9) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 
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第２１７条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対し，適切な指定

介護予防特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう，従業者の勤務の

体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，当該指定介護予防特定施設の従業者

によって指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし，当

該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行う

ことができる場合は，この限りでない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，前項ただし書の規定により指定介護

予防特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わ

せる場合にあっては，当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し，その結果

等を記録しなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，介護予防特定施設従業者の資質の向

上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めな

ければならない。 

（協力医療機関等） 

第２１８条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の病状の急変等に備

えるため，あらかじめ，協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定

めておくよう努めなければならない。 

（地域との連携等） 

第２１９条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，その事業の運営に当たって

は，地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努め

なければならない。 

（記録の整備） 

第２２０条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，従業者，設備，備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する指定介護予防特定施
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設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

(1) 介護予防特定施設サービス計画 

(2) 第２１２条第２項に規定する利用者の同意等に係る書類 

(3) 第２１３条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(4) 第２１５条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(5) 第２１７条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(6) 第２１７条第３項に規定する結果等の記録 

(7) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(8) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(9) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(10) 法第５２条に規定する予防給付及び第２１４条第１項から第３項までに規定する

利用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第２２１条 第１１条，第１２条，第２１条，第２４条，第３１条から第３８条まで，第

５３条，第５４条，第１０７条及び第１０８条の規定は，指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業について準用する。この場合において，第３１条中「第２７条」とある

のは「第２１６条」と，「訪問介護員等」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と，

第５３条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業者」と，

第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第１１章第４節及び第５節」と読み

替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針） 

第２２２条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は，利用者の介護予防に資するよう，

その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供
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する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質の評価を行うとともに，主治の医師又は

歯科医師とも連携を図りつつ，常にその改善を図るとともに，定期的に外部の者による

評価を受けて，それらの結果の公表に努めなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，指定介護予防特定施設入居者生活介

護の提供に当たり，利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービス

の提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用者がその有する能力を最大限活

用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，指定介護予防特定施設入居者生活介

護の提供に当たり，利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方法によ

り，利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

（指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方針） 

第２２３条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の方針は，第２０６条に規定する基本

方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては，主治の医師又は歯科医

師からの情報伝達等の適切な方法により，利用者の心身の状況，その有する能力，そ

の置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を把握し，利用者が

自立した生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなけれ

ばならないこと。 

(2) 計画作成担当者（第２０７条第１項第４号又は同条第２項第４号に規定する計画作

成担当者をいう。以下同じ。）は，利用者の希望及び利用者について把握された解決

すべき課題を踏まえて，他の介護予防特定施設従業者と協議の上，指定介護予防特定

施設入居者生活介護の目標及びその達成時期，当該目標を達成するための具体的なサ

ービスの内容，サービスを提供する上での留意点，サービスの提供を行う期間等を記

載した介護予防特定施設サービス計画の原案を作成すること。 

(3) 計画作成担当者は，介護予防特定施設サービス計画の作成に当たっては，その原案

の内容について利用者又はその家族に対して説明し，文書により利用者の同意を得な
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ければならないこと。 

(4) 計画作成担当者は，介護予防特定施設サービス計画を作成した際には，当該介護予

防特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならないこと。 

(5) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては，介護予防特定施設サー

ビス計画に基づき，利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。 

(6) 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを

旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすい

ように説明を行うこと。 

(7) 計画作成担当者は，他の介護予防特定施設従業者との連絡を継続的に行うことによ

り，介護予防特定施設サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から，当該介護

予防特定施設サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに，

少なくとも１回は，当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況の把握（以下この

条において「モニタリング」という。）を行うとともに，利用者についての解決すべ

き課題の把握を行うこと。 

(8) 計画作成担当者は，モニタリングの結果を踏まえ，必要に応じて介護予防特定施設

サービス計画の変更を行うこと。 

(9) 第１号から第７号までの規定は，前号に規定する介護予防特定施設サービス計画の

変更について準用する。 

（介護） 

第２２４条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実

に資するよう，適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，自ら入浴が困難な利用者について，

１週間に２回以上，適切な方法により，入浴させ，又は清拭しなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用者の心身の状況に応じ，適切な

方法により，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，前３項に定めるほか，利用者に対し，

食事，離床，着替え，整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。 

（健康管理） 
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第２２５条 指定介護予防特定施設の看護職員は，常に利用者の健康の状況に注意すると

ともに，健康保持のための適切な措置を講じなければならない。 

（相談及び援助） 

第２２６条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の心身の状況，

その置かれている環境等の的確な把握に努め，利用者又はその家族に対し，その相談に

適切に応じるとともに，利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度

を活用することができるように支援しなければならない。 

（利用者の家族との連携等） 

第２２７条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携

を図るとともに，利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければなら

ない。 

（準用） 

第２２８条 第１５１条の規定は，指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について

準用する。 

第６節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業の基本

方針，人員，設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準 

第１款 この節の趣旨及び基本方針 

（趣旨） 

第２２９条 第１節から前節までの規定にかかわらず，外部サービス利用型指定介護予防

特定施設入居者生活介護（指定介護予防特定施設入居者生活介護であって，当該指定介

護予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設サービス計画の作成，利用者

の安否の確認，利用者の生活相談等（以下この節において「基本サービス」という。）

及び当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する指定介護予防サービス事業者（以下

この節において「受託介護予防サービス事業者」という。）により，当該介護予防特定

施設サービス計画に基づき行われる入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の

支援，機能訓練及び療養上の世話（以下この節において「受託介護予防サービス」とい
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う。）をいう。）の事業を行うものの基本方針，人員，設備及び運営並びに介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準についてはこの節に定めるところによる。 

（基本方針） 

第２３０条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業は，介護予

防特定施設サービス計画に基づき，受託介護予防サービス事業者による受託介護予防サ

ービスを適切かつ円滑に提供することにより，当該指定介護予防特定施設において自立

した日常生活を営むことができるよう，利用者の心身機能の維持回復を図り，もって利

用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者（以下「外

部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。）は，安定的

かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

第２款 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第２３１条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定介護

予防特定施設ごとに置くべき基本サービスを提供する従業者（以下「外部サービス利用

型介護予防特定施設従業者」という。）の員数は，次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 常勤換算方法で，利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１以

上 

(2) 介護職員 常勤換算方法で，利用者の数が３０又はその端数を増すごとに１以上 

(3) 計画作成担当者 １以上（利用者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用

型指定特定施設入居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第２４１条第２項

に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護事業者をいう。以下同

じ。）の指定を併せて受け，かつ，外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生

活介護の事業と外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等

基準条例第２４０条に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護をいう。

以下同じ。）の事業が同一の施設において一体的に運営されている場合については，前
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項の規定にかかわらず，外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の員数は，それぞ

れ次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 常勤換算方法で，利用者及び外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護の提供を受ける入居者（以下この条において「居宅サービスの利用者」とい

う。）の合計数（以下この条において「総利用者数」という。）が１００又はその端

数を増すごとに１以上 

(2) 介護職員 常勤換算方法で，居宅サービスの利用者の数が１０又はその端数を増す

ごとに１以上及び利用者の数が３０又はその端数を増すごとに１以上であること。 

(3) 計画作成担当者 １以上（総利用者数が１００又はその端数を増すごとに１を標準

とする。） 

３ 前２項の利用者及び居宅サービスの利用者の数並びに総利用者数は，前年度の平均値

とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，推定数とする。 

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，常に１以上の指

定介護予防特定施設の従業者（第１項に規定する外部サービス利用型介護予防特定施設

従業者を含む。）を確保しなければならない。ただし，宿直時間帯にあっては，この限

りではない。 

５ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員は，社会福祉法第１９条第１項各号のい

ずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則

で定めるものでなければならない。 

６ 第１項第１号又は第２項第１号の生活相談員のうち１人以上は，専らその職務に従事

し，かつ，常勤でなければならない。ただし，利用者（第２項の場合にあっては，利用

者及び居宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は，当該介護予防特定施設にお

ける他の職務に従事することができるものとする。 

７ 第１項第３号又は第２項第３号の計画作成担当者は，専らその職務に従事する介護支

援専門員であって，介護予防特定施設サービス計画（第２項の場合にあっては，介護予

防特定施設サービス計画及び特定施設サービス計画）の作成を担当させるのに適当と認

められるものとし，そのうち１人以上は，常勤でなければならない。ただし，利用者

（第２項の場合にあっては，利用者及び居宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場
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合は，当該特定施設における他の職務に従事することができるものとする。 

（管理者） 

第２３２条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，指定介

護予防特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし，

指定介護予防特定施設の管理上支障がない場合は，当該指定介護予防特定施設における

他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することが

できるものとする。 

２ 指定介護予防特定施設の管理者は，社会福祉法第１９条第１項各号のいずれかに該当

する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有す

ると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

第３款 設備に関する基準 

（設備に関する基準） 

第２３３条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の

建物を除く。）は，耐火建築物又は準耐火建築物でなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設は，居室，浴室，便所及び食堂を有しなければならない。ただ

し，居室の面積が２５平方メートル以上である場合には，食堂を設けないことができる

ものとする。 

３ 指定介護予防特定施設の居室，浴室，便所及び食堂は，次の基準を満たさなければな

らない。 

(1) 居室は，次の基準を満たすこと。 

ア 一の居室の定員は，１人とする。ただし，利用者の処遇上必要と認められる場合

は，２人とすることができるものとする。 

イ プライバシーの保護に配慮し，介護を行うことができる適当な広さであること。 

ウ 地階に設けてはならないこと。 

エ １以上の出入り口は，避難上有効な空き地，廊下又は広間に直接面して設けるこ

と。 

オ 非常通報装置又はこれに代わる設備を設けること。 

(2) 浴室は，身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 
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(3) 便所は，居室のある階ごとに設置し，非常用設備を備えていること。 

(4) 食堂は，機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。 

４ 指定介護予防特定施設は，利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

を有するものでなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設は，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるも

のとする。 

６ 前各項に定めるもののほか，指定介護予防特定施設の構造設備の基準については，建

築基準法及び消防法の定めるところによる。 

７ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が外部サービス利用

型指定特定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け，かつ，外部サービス利用型

指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業と外部サービス利用型指定特定施設入居者

生活介護の事業が同一の施設において一体的に運用されている場合については，指定居

宅サービス等基準条例第２４４条第１項から第６項までに規定する設備に関する基準を

満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４款 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び契約の締結等） 

第２３４条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，あらか

じめ，入居申込者又はその家族に対し，次条に規定する重要事項に関する規程の概要，

従業者の勤務の体制，当該外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者と受託介護予防サービス事業者の業務の分担の内容，受託介護予防サービス事業者

及び受託介護予防サービス事業者が受託介護予防サービスの事業を行う事業所（以下

「受託介護予防サービス事業所」という。）の名称並びに受託介護予防サービスの種類，

利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認めら

れる重要事項を記した文書を交付して説明を行い，入居（養護老人ホームに入居する場

合は除く。）及び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関

する契約を文書により締結しなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，前項の契約にお

いて，入居者の権利を不当に狭めるような契約の解除の条件を定めてはならない。 
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３ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，より適切な外部

サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他の居室

に移して介護を行うこととしている場合にあっては，利用者が当該居室に移る際の当該

利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第１項の契約に係る文書に明記しなけ

ればならない。 

４ 第８条第２項から第６項までの規定は，第１項の規定による文書の交付について準用

する。 

（運営規程） 

第２３５条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，指定介

護予防特定施設ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め

ておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職種，員数及び職務内容 

(3) 入居定員及び居室数 

(4) 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費

用の額 

(5) 受託介護予防サービス事業者及び受託介護予防サービス事業所の名称及び所在地 

(6) 利用者が他の居室に移る場合の条件及び手続 

(7) 施設の利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(12) 成年後見制度の活用支援 

(13) 苦情解決体制の整備 

(14) その他運営に関する重要事項 

（受託介護予防サービス事業者への委託） 

第２３６条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が，受託介
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護予防サービスの提供に関する業務を委託する契約を締結するときは，受託介護予防サ

ービス事業所ごとに文書により締結しなければならない。 

２ 受託介護予防サービス事業者は，指定介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介

護予防サービス事業者（法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サー

ビス事業者をいう。）でなければならない。 

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスの種類は，指定介護予

防訪問介護，指定介護予防訪問入浴介護，指定介護予防訪問看護，指定介護予防訪問リ

ハビリテーション，指定介護予防通所介護，指定介護予防通所リハビリテーション，第

２４１条に規定する指定介護予防福祉用具貸与及び指定介護予防認知症対応型通所介護

（指定地域密着型介護予防サービス基準条例第４条に規定する指定介護予防認知症対応

型通所介護をいう。以下同じ。）とする。 

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，事業の開始に当

たっては，指定介護予防訪問介護，指定介護予防訪問看護及び指定介護予防通所介護を

提供する事業者と，第１項に規定する方法によりこれらの提供に関する業務を委託する

契約を締結するものとする。 

５ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，第３項に規定す

る受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防サービスのうち，前項の規定に

より事業の開始に当たって契約を締結すべき受託介護予防サービス以外のものについて

は，利用者の状況に応じて，第１項に規定する方法により，これらの提供に関する業務

を委託する契約を締結するものとする。 

６ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者に委託する契約

を締結する場合にあっては，本市に所在する指定介護予防認知症対応型通所介護の事業

を行う受託介護予防サービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供される契

約を締結しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，受託介護予防サ

ービス事業者に対し，業務について必要な管理及び指揮命令を行うものとする。 

８ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，受託介護予防サ
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ービスに係る業務の実施状況について定期的に確認し，その結果等を記録しなければな

らない。 

（記録の整備） 

第２３７条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，従業者，

設備，備品，会計及び受託介護予防サービス事業者に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，利用者に対する

外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次に掲げる記

録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防特定施設サービス計画 

(2) 前条第８項に規定する結果等の記録 

(3) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(4) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(5) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(6) 次条において準用する第２１２条第２項に規定する利用者の同意等に係る書類 

(7) 次条において準用する第２１３条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内

容等の記録 

(8) 次条において準用する第２１５条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(9) 次条において準用する第２１７条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(10) 次条において準用する第２１７条第３項に規定する結果等の記録 

(11) 第２３９条第２項に規定する受託介護予防サービス事業者等から受けた報告に係

る記録 

(12) 法第５２条に規定する予防給付及び次条において準用する第２１４条第１項から

第３項までに規定する利用料等の請求及び受領等の記録 

（準用） 

第２３８条 第１１条，第１２条，第２１条，第２４条，第３１条から第３８条まで，第
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５３条，第５４条，第１０７条，第１０８条，第２１１条から第２１５条まで及び第２

１７条から第２１９条までの規定は，外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業について準用する。この場合において，第３１条中「第２７条」とある

のは「第２３５条」と，「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス利用型介護予防特

定施設従業者」と，第３２条第１項及び第２項中「指定介護予防訪問介護事業所」とあ

るのは「指定介護予防特定施設及び受託介護予防サービス事業所」と，第５３条中「介

護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定介護予防特定施設の従業者」と，第５４

条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第１１章第６節第４款及び第５款」と，第

２１３条第２項中「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは「基本サービ

スを」と，第２１７条第１項から第３項までの規定中「指定介護予防特定施設入居者生

活介護」とあるのは「基本サービス」と読み替えるものとする。 

第５款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（受託介護予防サービスの提供） 

第２３９条 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，介護予

防特定施設サービス計画に基づき，受託介護予防サービス事業者により，適切かつ円滑

に受託介護予防サービスが提供されるよう，必要な措置を講じなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は，受託介護予防サ

ービス事業者が受託介護予防サービスを提供した場合にあっては，提供した日時，時間，

具体的なサービスの内容等を文書により報告させなければならない。 

（準用） 

第２４０条 第２２２条，第２２３条，第２２６条及び第２２７条の規定は，外部サービ

ス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合にお

いて，第２２３条中「第２０６条」とあるのは「第２３０条」と，「前条」とあるのは

「第２４０条において準用する前条」と，同条第２号中「他の介護予防特定施設従業

者」とあるのは「他の外部サービス利用型介護予防特定施設従業者及び受託介護予防サ

ービス事業者」と読み替えるものとする。 

第１２章 介護予防福祉用具貸与 

第１節 基本方針 
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（基本方針） 

第２４１条 指定介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与（以下「指定介護予

防福祉用具貸与」という。）の事業は，その利用者が可能な限りその居宅において，自

立した日常生活を営むことができるよう，利用者の心身の状況，希望及びその置かれて

いる環境を踏まえた適切な福祉用具（法第８条の２第１２項の規定により厚生労働大臣

が定める福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選定の援助，取付け，調整等

を行い，福祉用具を貸与することにより，利用者の生活機能の維持又は改善を図るもの

でなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第２４２条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う者（以下「指定介護予防福祉用具貸

与事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防福祉用具貸与事業

所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員（介護保険法施行令第４条第１項に

規定する福祉用具専門相談員をいう。以下同じ。）の員数は，常勤換算方法で，２以上

とする。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受ける場

合であって，当該指定に係る事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業所

において一体的に運営されている場合については，次の各号に掲げる事業者の区分に応

じ，それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことをもって，

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

(1) 指定福祉用具貸与事業者（指定居宅サービス等基準条例第２５２条第１項に規定す

る指定福祉用具貸与事業者をいう。以下同じ。） 指定居宅サービス等基準条例第２

５２条第１項 

(2) 指定特定福祉用具販売事業者（指定居宅サービス等基準条例第２６９条第１項に規

定する指定特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。） 指定居宅サービス等基準

条例第２６９条第１項 

(3) 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 第２５９条第１項 

（管理者） 
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第２４３条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，指定介護予防福祉用具貸与事業所ごと

に専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指定介護予

防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合は，当該指定介護予防福祉用具貸与事業

所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事するこ

とができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 

第２４４条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，福祉用具の保管及び消毒のために必要

な設備及び器材並びに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有するほか，指定介

護予防福祉用具貸与の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

ただし，第２４９条第３項の規定に基づき福祉用具の保管又は消毒を他の事業者に行わ

せる場合にあっては，福祉用具の保管又は消毒のために必要な設備又は器材を有しない

ことができるものとする。 

２ 前項の設備及び器材の基準は，次のとおりとする。 

(1) 福祉用具の保管のために必要な設備 

ア 清潔であること。 

イ 既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分すること

が可能であること。 

(2) 福祉用具の消毒のために必要な器材 当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り

扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与事業者の指定を併せて受け，か

つ，指定介護予防福祉用具貸与の事業と指定福祉用具貸与（指定居宅サービス等基準条

例第２５１条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等基準条例第２

５４条第１項及び第２項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前２項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（利用料等の受領） 
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第２４５条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，法定代理受領サービスに該当する指定

介護予防福祉用具貸与を提供した際には，その利用者から利用料の一部として，当該指

定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防福祉

用具貸与事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける

ものとする。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指定介護予

防福祉用具貸与を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と，指定介護予

防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準額との間に，不合理な差額が生じない

ようにしなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に掲げる費

用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護予防福祉用具貸与を行う場合の

交通費 

(2) 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっ

ては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用について

説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

５ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，あらかじめ定めた期日までに利用者から利用料

又はその一部の支払がなく，その後の請求にもかかわらず，正当な理由なく支払に応じ

ない場合は，当該指定介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具を回収すること等により，

当該指定介護予防福祉用具貸与の提供を中止することができる。 

（運営規程） 

第２４６条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，指定介護予防福祉用具貸与事業所ごと

に，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければなら

ない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務内容 

(3) 営業日及び営業時間 
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(4) 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法，取り扱う種目及び利用料その他の費用の額 

(5) 通常の事業の実施地域 

(6) 事故発生時における対応方法 

(7) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(8) 成年後見制度の活用支援 

(9) 苦情解決体制の整備 

(10) その他運営に関する重要事項 

（適切な研修の機会の確保） 

第２４７条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，福祉用具専門相談員の資質の向上のた

めに研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，従業者の計画的な人材育成に努めなければなら

ない。 

（福祉用具の取扱種目） 

第２４８条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，利用者の身体の状態の多様性，変化等

に対応することができるよう，できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしな

ければならない。 

（衛生管理等） 

第２４９条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，従業者の清潔の保持及び健康状態につ

いて，必要な管理を行わなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，回収した福祉用具を，その種類，材質等からみ

て適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに，既に消毒が行われた

福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，前項の規定にかかわらず，福祉用具の保管又は

消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。この場合において，当該指定

介護予防福祉用具貸与事業者は，当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切

な方法により行われることを担保しなければならない。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，前項の規定により福祉用具の保管又は消毒を委

託等により他の事業者に行わせる場合にあっては，当該事業者の業務の実施状況につい
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て定期的に確認し，その結果等を記録しなければならない。 

５ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，事業所の設備及び備品について，衛生的な管理

に努めなければならない。 

（掲示及び目録の備え付け） 

第２５０条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，事業所の見やすい場所に，第２４６条

に規定する重要事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる重要事項を掲示しなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，利用者の福祉用具の選択に資するため，指定介

護予防福祉用具貸与事業所に，その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用料その

他の必要事項が記載された目録等を備え付けなければならない。 

（記録の整備） 

第２５１条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関する

諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，利用者に対する指定介護予防福祉用具貸与の提

供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防福祉用具貸与計画 

(2) 第２４９条第４項に規定する結果等の記録 

(3) 次条において準用する第１９条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(4) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第１０５条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(8) 法第５２条に規定する予防給付及び第２４５条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第２５２条 第８条から第１９条まで，第２１条，第２４条，第３２条から第３８条まで，
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第５４条並びに第１０５条第１項及び第２項の規定は，指定介護予防福祉用具貸与の事

業について準用する。この場合において，第８条第１項中「第２７条」とあるのは「第

２４６条」と，「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と，第１０条中

「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下同じ。），取り扱う福祉

用具の種目」と，第１４条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」

と，第１８条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と，「初回訪問時及び利用者」

とあるのは「利用者」と，第１９条第１項中「提供日及び内容」とあるのは「提供の開

始日及び終了日並びに種目及び品名」と，第２１条中「内容」とあるのは「種目，品

名」と，第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第１２章第４節及び第５

節」と，第１０５条第２項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と読み替えるものと

する。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第２５３条 指定介護予防福祉用具貸与は，利用者の介護予防に資するよう，その目標を

設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指定介

護予防福祉用具貸与の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たり，利

用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支

援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなけれ

ばならない。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，利用者がその有する能力を最大限活用すること

ができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用する

ことができるように支援しなければならない。 

（指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第２５４条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防福祉用具貸与の方針は，第２４１条

に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによ
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るものとする。 

(1) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては，主治の医師又は歯科医師からの情

報伝達，サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により，利用者の心身の状況，

希望及びその置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行い，

福祉用具が適切に選定され，かつ，使用されるよう，専門的知識に基づき相談に応じ

るとともに，目録等の文書を示して福祉用具の機能，使用方法，利用料等に関する情

報を提供し，個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ること。 

(2) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては，次条第１項に規定する介護予防福

祉用具貸与計画に基づき，利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。 

(3) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨とし，利

用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいように説明

を行うこと。 

(4) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては，貸与する福祉用具の機能，安全性，

衛生状態等に関し，点検を行うこと。 

(5) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者の身体の状況等に応じて福

祉用具の調整を行うとともに，当該福祉用具の使用方法，使用上の留意事項，故障時

の対応等を記載した文書を利用者に交付し，十分な説明を行った上で，必要に応じて

利用者に実際に当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行うこと。 

(6) 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては，利用者等からの要請等に応じて，

貸与した福祉用具の使用状況を確認し，必要な場合は，使用方法の指導，修理等を行

うこと。 

（介護予防福祉用具計画の作成） 

第２５５条 福祉用具専門相談員は，利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環

境等利用者の日常生活全般の状況を踏まえて，指定介護予防福祉用具貸与の目標，当該

目標を達成するための具体的なサービスの内容，サービスの提供を行う期間等を記載し

た介護予防福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合において，指定特定

介護予防福祉用具販売の利用があるときは，第２６９条第１項に規定する特定介護予防

福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければならない。 
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２ 介護予防福祉用具貸与計画は，既に介護予防サービス計画が作成されている場合は，

当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は，介護予防福祉用具貸与計画の作成に当たっては，その内容に

ついて利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は，介護予防福祉用具貸与計画を作成した際には，当該介護予防

福祉用具貸与計画を利用者に交付しなければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は，介護予防福祉用具貸与計画に基づくサービス提供の開始時か

ら，必要に応じ，当該介護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下この条におい

て「モニタリング」という。）を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は，モニタリングの結果を記録し，当該記録を当該サービスの提

供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければな

らない。 

７ 福祉用具専門相談員は，モニタリングの結果を踏まえ，必要に応じて介護予防福祉用

具貸与計画の変更を行うものとする。 

８ 第１項から第４項までの規定は，前項に規定する介護予防福祉用具貸与計画の変更に

ついて準用する。 

第６節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第２５６条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防福祉用具貸与又はこれに相当

するサービス（以下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。）の事業を行う者が，

当該事業を行う事業所ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は，常勤換算方法で，

２以上とする。 

２ 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉用具貸与（指定居宅サービス等

基準条例第２６６条第１項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。以下同じ。）の事

業とが，同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営されている場合につい

ては，同項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

（準用） 
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第２５７条 第８条から第１４条まで，第１６条から第１９条まで，第２１条，第２４条，

第３２条から第３４条まで，第３５条（第５項及び第６項を除く。），第３６条から第

３８条まで，第５４条並びに第１０５条第１項及び第２項並びに第１節，第２節（第２

４２条を除く。），第３節，第４節（第２４５条第１項及び第２５２条を除く。）及び

前節の規定は，基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に準用する。この場合において，

第８条第１項中「第２７条」とあるのは「第２５７条において準用する第２４６条」と，

「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」と，第１０条中「地域をいう。以

下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下同じ。），取り扱う福祉用具の種目」と，

第１４条第２項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談又は助言」と，第１８条中

「訪問介護員等」とあるのは「従業者」と，「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利

用者」と，第１９条第１項中「提供日及び内容，当該指定介護予防訪問介護について法

第５３条第４項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」

とあるのは「提供の開始日及び終了日，種目，品名」と，第２１条中「法定代理受領サ

ービスに該当しない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸

与」と，第５４条第２項中「この節及び次節」とあるのは「第１２章第６節」と，第１

０５条第２項中「処遇」とあるのは「サービスの利用」と，第２４５条第２項中「法定

代理受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」とあるのは「基準該当介護

予防福祉用具貸与」と，同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と，第２５１条第

２項第２号中「第２４９条」とあるのは「第２５７条において準用する第２４９条」と，

同条第３項から第７項までの規定中「次条」とあるのは「第２５７条」と，同項第８号

中「第２４５条第１項から第３項」とあるのは「第２５７条において準用する第２４５

条第２項及び第３項」と，第２５４条第２号中「次条第１項」とあるのは「第２５７条

において準用する次条第１項」と読み替えるものとする。 

第１３章 特定介護予防福祉用具販売 

第１節 基本方針 

（基本方針） 

第２５８条 指定介護予防サービスに該当する特定介護予防福祉用具販売（以下「指定特

定介護予防福祉用具販売」という。）の事業は，その利用者が可能な限りその居宅にお
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いて，自立した日常生活を営むことができるよう，利用者の心身の状況，希望及びその

置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具（法第８条の２第１３項の規

定により厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具をいう。以下この章において同

じ。）の選定の援助，取付け，調整等を行い，特定介護予防福祉用具を販売することに

より，利用者の心身機能の維持回復を図り，もって利用者の生活機能の維持又は向上を

目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（福祉用具専門相談員の員数） 

第２５９条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を行う者（以下「指定特定介護予防福

祉用具販売事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定特定介護予防福祉

用具販売事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談員の員数は，常勤換算方

法で，２以上とする。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が次の各号に掲げる事業者の指定を併せて受け

る場合であって，当該指定に係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同一

の事業所において一体的に運営されている場合については，次の各号に掲げる事業者の

区分に応じ，それぞれ当該各号に掲げる規定に基づく人員に関する基準を満たすことを

もって，前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

(1) 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準条例第２５２条第１項 

(2) 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等基準条例第２６９条第１項 

(3) 指定介護予防福祉用具貸与事業者 第２４２条第１項 

（管理者） 

第２６０条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，指定特定介護予防福祉用具販売事

業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，指

定特定介護予防福祉用具販売事業所の管理上支障がない場合は，当該指定特定介護予防

福祉用具販売事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の

職務に従事することができるものとする。 

第３節 設備に関する基準 

（設備及び備品等） 
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第２６１条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，事業の運営を行うために必要な広

さの区画を有するほか，指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要なその他の設備及

び備品等を備えなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉用具販売事業者の指定を併せて

受け，かつ，指定特定介護予防福祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販売（指定居宅

サービス等基準条例第２６８条に規定する指定特定福祉用具販売をいう。）の事業とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合については，指定居宅サービス等基

準条例第２７１条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって，前項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（サービスの提供の記録） 

第２６２条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，指定特定介護予防福祉用具販売を

提供した際には，提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに，利用者から

の申出があった場合には，文書の交付その他適切な方法により，その情報を利用者に対

して提供しなければならない。 

（販売費用の額等の受領） 

第２６３条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，指定特定介護予防福祉用具販売を

提供した際には，法第５６条第３項に規定する現に当該特定介護予防福祉用具の購入に

要した費用の額（以下「販売費用の額」という。）の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，前項の支払を受ける額のほか，次に掲げる

費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定介護予防福祉用具販売を行う場

合の交通費 

(2) 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な場合の当該措置に要する費用 

３ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，前項の費用の額に係るサービスの提供に当

たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費用につ

いて説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 
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第２６４条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，指定特定介護予防福祉用具販売に

係る販売費用の額の支払を受けた場合は，次に掲げる事項を記載した書面を利用者に対

して交付しなければならない。 

(1) 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称 

(2) 販売した特定介護予防福祉用具の種目及び品目の名称及び販売費用の額その他必要

と認められる事項を記載した証明書 

(3) 領収書 

(4) 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の当該特定介護予防福祉用具の概

要 

（記録の整備） 

第２６５条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，従業者，設備，備品及び会計に関

する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，利用者に対する指定特定介護予防福祉用具

販売の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければ

ならない。 

(1) 特定介護予防福祉用具販売計画 

(2) 第２６２条に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第２６３条第１項及び第２項に規定する販売費用の額等の受領の記録 

(4) 次条において準用する第２４条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 次条において準用する第３５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(7) 次条において準用する第１０５条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

（準用） 

第２６６条 第８条から第１４条まで，第１６条から第１８条まで，第２４条，第３０条，

第３２条から第３８条まで，第５４条，第１０５条第１項及び第２項，第２４６条から

第２４８条まで並びに第２５０条の規定は，指定特定介護予防福祉用具販売の事業につ

いて準用する。この場合において，第８条第１項中「第２７条」とあるのは「第２６６
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条において準用する第２４６条」と，「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談

員」と，第１０条中「地域をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域をいう。以下同

じ。），取り扱う特定介護予防福祉用具の種目」と，第１４条第２項中「適切な指導」

とあるのは「適切な相談又は助言」と，第１８条中「訪問介護員等」とあるのは「従業

者」と，「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」と，第５４条第２項中「この

節及び次節」とあるのは「第１３章第４節及び第５節」と，第１０５条第２項中「処

遇」とあるのは「サービス利用」と，第２４６条第４号中「利用料」とあるのは「販売

費用の額」と，第２４８条及び第２５０条第２項中「福祉用具」とあるのは「特定介護

予防福祉用具」と，同条第１項中「第２４６条」とあるのは「第２６６条において準用

する第２４６条」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針） 

第２６７条 指定特定介護予防福祉用具販売は，利用者の介護予防に資するよう，その目

標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供する指

定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当

たり，利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当た

らなければならない。 

４ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，利用者がその有する能力を最大限活用する

ことができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を活用

することができるように支援しなければならない。 

（指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第２６８条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護予防福祉用具販売の方針は，次に掲

げるところによるものとする。 

(1) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては，利用者の心身の状況，希望及
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びその置かれている環境を踏まえ，特定介護予防福祉用具が適切に選定され，かつ，

使用されるよう，専門的知識に基づき相談に応じるとともに，目録等の文書を示して

特定介護予防福祉用具の機能，使用方法，販売費用の額等に関する情報を提供し，個

別の特定介護予防福祉用具の販売に係る同意を得るものとする。 

(2) 指定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては，次条第１項に規定する特定介護予

防福祉用具販売計画に基づき，利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うもの

とする。 

(3) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては，販売する特定介護予防福祉用

具の機能，安全性，衛生状態等に関し，点検を行うものとする。 

(4) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては，利用者の身体の状況等に応じ

て特定介護予防福祉用具の調整を行うとともに，当該特定介護予防福祉用具の使用方

法，使用上の留意事項等を記載した文書を利用者に交付し，十分な説明を行った上で，

必要に応じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用させながら使用方法の

指導を行うものとする。 

(5) 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場合には，

当該計画に特定介護予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必要な措置を

講じるものとする。 

（特定介護予防福祉用具販売計画の作成） 

第２６９条 福祉用具専門相談員は，利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環

境を踏まえて，指定介護予防福祉用具販売の目標，当該目標を達成するための具体的な

サービスの内容，サービスの提供を行う期間等を記載した特定介護予防福祉用具販売計

画を作成しなければならない。この場合において，指定介護予防福祉用具貸与の利用が

あるときは，第２５５条第１項に規定する介護予防福祉用具貸与計画と一体のものとし

て作成しなければならない。 

２ 特定介護予防福祉用具販売計画は，既に介護予防サービス計画が作成されている場合

は，当該計画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は，特定介護予防福祉用具販売計画の作成に当たっては，その内

容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければならない。 
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４ 福祉用具専門相談員は，特定介護予防福祉用具販売計画を作成した際には，当該特定

介護予防福祉用具販売計画を利用者に交付しなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 指定居宅サービス等基準条例附則第２条の適用を受けている指定短期入所生活介

護事業所において指定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者が，指定介

護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防短期入所生活

介護の事業と指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営され

ている場合については，第１３６条第５項第１号ア及びイ，第２号ア並びに第６項の規

定は適用しない。 

第３条 指定居宅サービス等基準条例附則第９条の規定の適用を受けているユニット型指

定短期入所生活介護事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業を行うユニ

ット型指定短期入所生活介護事業者が，ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニ

ット型指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている

場合については，第１５７条第５項第１号イ（イ）中「２平方メートルに当該共同生活

室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニッ

トの利用者が交流し，共同で日常生活を営むために必要な広さ」とする。 

第４条 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生労働省令第８号。以下

「平成１３年医療法施行規則等改正省令」という。）附則第３条に規定する既存病院建

物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による

旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療養

介護事業所であって，同条の規定の適用を受けている病室を有するものについては，当

該規定にかかわらず，療養病床に係る一の病室の病床数は，４床以下としなければなら

ない。 

第５条 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期
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入所療養介護事業所であって，平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第６条の規定

の適用を受けている病室を有するものについては，当該規定にかかわらず，療養病床に

係る病室の床面積は，内法による測定で，入院患者１人につき６．４平方メートル以上

としなければならない。 

第６条 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病院である指定介護予防短期

入所療養介護事業所であって，平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第２１条の規

定の適用を受けるものについては，当該規定にかかわらず，機能訓練室は，内法による

測定で４０平方メートル以上の床面積を有し，必要な器械及び器具を備えなければなら

ない。 

第７条 平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第４条に規定する既存診療所建物内の

旧療養型病床群（病床を転換して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療所

旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所である指定介護予防短期入所療

養介護事業所であって，同条の規定の適用を受けている病室を有するものについては，

当該規定にかかわらず，療養病床に係る一の病室の病床数は，４床以下としなければな

らない。 

第８条 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有する診療所である指定介護

予防短期入所療養介護事業所であって，平成１３年医療法施行規則等改正省令附則第７

条の適用を受けている病室を有するものについては，当該規定にかかわらず，療養病床

に係る病室の床面積は，内法による測定で，入院患者１人につき６．４平方メートル以

上としなければならない。 

第９条 指定居宅サービス等基準条例附則第８条の規定の適用を受けているものについて

は，第２０９条第２項の規定にかかわらず，浴室及び食堂を設けないことができるもの

とする。 

第１０条 平成１８年４月１日において存する指定特定施設であって，指定介護予防特定

施設入居者生活介護の事業が行われる事業所にあっては，第２０９条第３項第１号ア及

び第２３３条第３項第１号アの規定は適用しない。 

第１１条 平成１８年４月１日において存する養護老人ホーム（建築中のものを含む。）

については，第２３３条第３項第１号アの規定は適用しない。 
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第１２条 施行日において現に法第５３条第１項本文の規定に基づく指定を受けている介 

護予防通所介護事業者，介護予防短期入所生活介護事業者又は介護予防特定施設入居者 

生活介護事業者の当該指定に係る事業所の管理者（施行日後に管理者となる者を除

く。）については，平成２７年３月３１日までの間，第１００条第２項，第１３４条 

第２項，第２０８条第２項又は第２３２条第２項の規定は適用しない。 

第１３条 施行日において現に法第５３条第１項本文の規定に基づく指定を受けている介

護予防特定施設入居者生活介護事業者の当該指定に係る事業所の生活相談員（施行日後

に生活相談員となる者を除く。）については，平成２７年３月３１日までの間，第２０

７条第４項又は第２３１条第５項の規定は適用しない。 

第１４条 施行日において現に法第５３条第１項本文の規定に基づく指定を受けている介 

護予防短期入所生活介護事業者又は介護予防特定施設入居者生活介護事業者の当該指定

に係る事業所の建物（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）が

木造かつ平屋建てである場合は，基準省令第１３２条第２項若しくは第１５３条第２項

又は第２３３条第２項若しくは第２５７条第２項の規定によることができる。 

第１５条 施行日において現に法第５３条第１項本文の規定に基づく指定を受けている介 

護予防短期入所生活介護事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を

除く。）において，第１３６条第５項第１号アの規定を適用する場合については，「１

人とすること。ただし，規則で定める利用者へのサービスの提供上必要と認められる場

合は，２人とすることができる」とあるのは「４人以下とすること」とする。 

第１６条 施行日において現に法第５３条第１項本文の規定に基づく指定を受けている介 

護予防短期入所生活介護事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を

除く。）については，第１３６条第５項第２号ウの規定は，適用しない。 

第１７条 施行日において現に法第５３条第１項本文の規定に基づく指定を受けている介 

護予防短期入所生活介護事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を

除く。）については，第１３６条第５項第３号又は第１５７条第５項第２号の規定にか

かわらず，基準省令第１３２条第６項第３号又は第１５３条第６項第２号の規定による

ことができる。 

第１８条 施行日において現に法第５３条第１項本文の規定に基づく指定を受けている介 
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護予防短期入所生活介護事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を

除く。）については，第１３６条第５項第４号又は第１５７条第５項第１号エの規定に

かかわらず，基準省令第１３２条第６項第４号又は第１５３条第６項第１号ニの規定に

よることができる。 

２ 施行日において現に法第５３条第１項本文の規定に基づく指定を受けている介護予防 

通所介護事業者又は介護予防通所リハビリテーション事業者（施行日後に増築され，又

は全面的に改築された部分を除く。）については，第１０１条第２項第３号又は第１２

１条第２項第２号の規定は，当分の間適用しない。 

第１９条 施行日において現に法第５３条第１項本文の規定に基づく指定を受けている介

護予防短期入所生活介護事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築された部分を

除く。）については，第１５７条第６項第１号の規定にかかわらず，基準省令第１５３

条第７項第１号の規定によることができる。 

第２０条 当分の間，第１６１条第２項第４号又は第１９８条第２項第４号の規定中「前

号のユニットリーダー」とあるのは「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所

の管理者及び従業者」又は「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者

及び従業者」とする。 

 

 

提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す 

る法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い，指定介護予防サービス等の事業の人員， 

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法 

に関する基準等について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２５６ 号 議 案 

岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに 

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方 

法に関する基準等を定める条例の制定について 

 岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指定地域密

着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定め

る条例を次のように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに 

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方 

法に関する基準等を定める条例 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 介護予防認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針（第４条） 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款  単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症

対応型通所介護（第５条－第７条） 

第２款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護（第８条－第１０条） 

第３節 運営に関する基準（第１１条－第４１条） 

第４節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第４２条・第４３条） 

第３章 介護予防小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針（第４４条） 
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第２節 人員に関する基準（第４５条－第４７条） 

第３節 設備に関する基準（第４８条・第４９条） 

第４節 運営に関する基準（第５０条－第６６条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第６７条－第７０条） 

第４章 介護予防認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針（第７１条） 

第２節 人員に関する基準（第７２条－第７４条） 

第３節 設備に関する基準（第７５条） 

第４節 運営に関する基準（第７６条－第８７条） 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（第８８条－第９１条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この条例は，介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１

１５条の１２第２項第１号の規定に基づき，指定地域密着型介護予防サービス事業者の

指定に必要な申請者の要件を定めるとともに，法第１１５条の１４第１項及び第２項の

規定に基づき，指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 (1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第８条の２第１４項に規定する地域密着型

介護予防サービス事業を行う者をいう。 

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス そ

れぞれ法第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は

指定地域密着型介護予防サービスをいう。 

(3) 利用料 法第５４条の２第１項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給の
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対象となる費用に係る対価をいう。 

(4) 地域密着型介護予防サービス費用基準額 法第５４条の２第２項第１号又は第２号

に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当該指

定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは，当該現に指定地域

密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。）をいう。 

(5) 法定代理受領サービス 法第５４条の２第６項の規定により地域密着型介護予防サ

ービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる

場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防サービスを

いう。 

(6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従

業者が勤務すべき時間数で除することにより，当該事業所の従業者の員数を常勤の従

業者の員数に換算する方法をいう。 

(7) 基準省令 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員，設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第３６号）をいう。 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則） 

第３条 法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者は，法人とする。 

２ 前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者

をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行う者

に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力

を有するものと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡

山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員

であってはならない。 

３ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は，利用者の意思及び人格を尊重して，常に

利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

４ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のた

め，責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その従業者に対し，研修を

実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。 
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５ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は，指定地域密着型介護予防サービスの事業

を運営するに当たっては，地域との結び付きを重視し，本市，地域包括支援センター

（法第１１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。），

地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者（介護予防サービス事

業を行う者をいう。以下同じ。）その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供す

る者との連携に努めなければならない。 

６ 指定地域密着型介護予防サービス事業者は，地域包括支援センターから求めがあった

場合には，地域ケア会議に参加するよう努めなければならない。 

第２章 介護予防認知症対応型通所介護 

第１節 基本方針 

第４条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護（以

下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業は，要支援状態となった場

合においても，認知症（法第５条の２に規定する認知症をいう。以下同じ。）である利

用者（その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。）が

可能な限りその居宅において，自立した日常生活を営むことができるよう，必要な日常

生活上の支援及び機能訓練を行うことにより，利用者の心身機能の維持回復を図り，も

って利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員及び設備に関する基準 

第１款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認

知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第５条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等（特別養護老

人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の５に規定する特別養護

老人ホームをいう。以下同じ。），同法第２０条の４に規定する養護老人ホーム，病院

（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院をいう。以下同 

じ。），診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。），介護老人保健施設，社会

福祉施設，特定施設（法第８条第１１項に規定する特定施設をいう。）又は地域密着型

特定施設入居者生活介護（同条第２０項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護
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をいう。）をいう。以下同じ。）に併設されていない事業所において行われる指定介護

予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者及び併設型指定介護予

防認知症対応型通所介護（特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行わ

れる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。）の事業を行う者（以下

「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者の員数は，次のとおりとする。 

(1) 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護（単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において行われる指定介護予防認知症対応

型通所介護をいう。以下同じ。）の提供日ごとに，当該単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員（専ら当該単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間

数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している

時間帯の時間数で除して得た数が１以上確保されるために必要と認められる数 

(2) 看護師若しくは准看護師（以下この章において「看護職員」という。）又は介護職

員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに，専ら当該単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員

が１以上及び当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している

時間帯に看護職員又は介護職員（いずれも専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該

単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得

た数が１以上確保されるために必要と認められる数 

(3) 機能訓練指導員 １以上 

２ 前項第１号の生活相談員は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１９条第１項

各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者であっ

て，規則で定めるものでなければならない。 

３ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに，第１項第２号の看護職員又は介護職員を，
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常時１人以上当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護に従事させなけれ

ばならない。 

４ 第１項第２号の規定にかかわらず，同号の看護職員又は介護職員は，利用者の処遇に

支障がない場合は，他の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位の看

護職員又は介護職員として従事することができるものとする。 

５ 第１項第３号の機能訓練指導員は，日常生活を営むために必要な機能の減退を防止す

るための訓練を行う能力を有する者であって，規則で定めるものとし，当該単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるもの

とする。 

６ 第１項第１号及び第２号の生活相談員，看護職員又は介護職員のうち１人以上は，常

勤でなければならない。 

７ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合については，岡山市指定地域密着型サービ

スの事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成２４年市条例第  

号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。）第６３条第１項から第６項ま

でに規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たし

ているものとみなすことができる。 

８ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は，単独型・併設型指定介

護予防認知症対応型通所介護であって，その提供が同時に１又は複数の利用者（当該単

独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対

応型通所介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第６３条第１項に規定する単独

型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け，

かつ，単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護（同項第１号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介

護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

にあっては，当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護又
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は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。）に

対して一体的に行われるものをいい，その利用定員（当該単独型・併設型指定介護予防

認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第７条第２項第１号ア

において同じ。）を１２人以下とする。 

（管理者） 

第６条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，単独型・併設型指

定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を

置かなければならない。ただし，単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所の管理上支障がない場合は，当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事

することができるものとする。 

２ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は，適切な単独

型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を

有する者であって，基準省令第６条第２項に規定する平成２４年厚生労働省告示第１１

３号により厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

３ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は，社会福祉法第

１９条第１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業（同法第２条第１項に

規定する社会福祉事業をいう。以下同じ。）に２年以上従事した者又はこれらと同等以

上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければならない。 

（設備及び備品等） 

第７条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は，食堂，機能訓練室，

静養室，相談室，便所，洗面設備及び事務室を有するほか，消火設備その他の非常災害

に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に

必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 食堂及び機能訓練室 

ア 食堂及び機能訓練室は，それぞれ必要な広さを有するものとし，その合計した面
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積は，３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

イ アにかかわらず，食堂及び機能訓練室は，食事の提供の際にはその提供に支障が

ない広さを確保でき，かつ，機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確

保できる場合にあっては，同一の場所とすることができる。 

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されているこ

と。 

 (3) 便所 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護

の事業の用に供するものでなければならない。ただし，利用者に対する単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は，この限りでない。 

４ 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知

症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け，かつ，単独型・併設型指定介護予防認知

症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合については，指定地域密着型サービス基準

条例第６５条第１項から第３項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって，

前３項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

第２款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護 

（従業者の員数） 

第８条 指定認知症対応型共同生活介護事業所（指定地域密着型サービス基準条例第１１

２条第１項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。）若し

くは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所（第７２条第１項に規定する指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。）の居間若しくは

食堂又は指定地域密着型特定施設（指定地域密着型サービス基準条例第１３１条第１項

に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条及び第４５条第６項第２号において同

じ。）若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準条例第

１５２条第１項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条及び第４５条

第６項第３号において同じ。）の食堂若しくは共同生活室において，これらの事業所又

は施設の利用者，入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護
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（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。）の事業を行う者（以下

「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。）が当該事業を行う事業

所（以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。）に置くべき従

業者の員数は，当該利用者，当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定介護予防

認知症対応型通所介護の利用者（当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者

が共用型指定認知症対応型通所介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第６６条

第１項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け，かつ，共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認

知症対応型通所介護（同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，当該

事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型

通所介護の利用者。次条において同じ。）の数を合計した数について，第７２条又は指

定地域密着型サービス基準条例第１１２条，第１３２条若しくは第１５３条の規定を満

たすために必要な数以上とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護

事業者の指定を併せて受け，かつ，共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と

共用型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合については，指定地域密着型サービス基準条例第６６条第１項に規定する人員

に関する基準を満たすことをもって，前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

（利用定員等） 

第９条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員（当該共用型指定介

護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通

所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。）は，指定認知症対応型

共同生活介護事業所，指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所，指定地域密着型

特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに１日当たり３人以下とする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定居宅サービス（法第４１条

第１項に規定する指定居宅サービスをいう。），指定地域密着型サービス（法第４２条
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の２第１項に規定する指定地域密着型サービスをいう。），指定居宅介護支援（法第４

６条第１項に規定する指定居宅介護支援をいう。），指定介護予防サービス（法第５３

条第１項に規定する指定介護予防サービスをいう。），指定地域密着型介護予防サービ

ス若しくは指定介護予防支援（法第５８条第１項に規定する指定介護予防支援をい

う。）の事業又は介護保険施設（法第８条第２４項に規定する介護保険施設をいう。）

若しくは指定介護療養型医療施設（健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法

律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同法第２６条の規定による改正前の法第４８条第１項第３号に規定する指定介護療養

型医療施設をいう。第４５条第６項第４号において同じ。）の運営（第４５条第７項に

おいて「指定居宅サービス事業等」という。）について３年以上の経験を有する者でな

ければならない。 

（管理者） 

第１０条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，共用型指定介護予防認知

症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければな

らない。ただし，共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない

場合は，当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し，又

は同一敷地内にある他の事業所，施設等の職務に従事することができるものとする。 

２ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は，適切な共用型指定介護

予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって，

第６条第２項に規定する厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければなら

ない。 

３ 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は，社会福祉法第１９条第

１項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に２年以上従事した者又はこれ

らと同等以上の能力を有すると認められる者であって，規則で定めるものでなければな

らない。 

第３節 運営に関する基準 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第１１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者（単独型・併設型指定介護予防認知
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症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。

以下同じ。）は，指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し，あらかじめ，

利用申込者又はその家族に対し，第２８条に規定する運営規程の概要，介護予防認知症

対応型通所介護従業者（第５条第１項又は第８条第１項の従業者をいう。以下同じ。）

の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い，当該提供の開始について利用申込者の同意を得なけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用申込者又はその家族からの申出が

あった場合には，前項の規定による文書の交付に代えて，第５項で定めるところにより，

当該利用申込者又はその家族の承諾を得て，当該文書に記すべき重要事項を電子情報処

理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの

（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場

合において，当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，当該文書を交付したも

のとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者

又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し，

受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者

又はその家族の閲覧に供し，当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機

に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受

ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては，指定介護予防認知症対

応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録

する方法） 

(2) 磁気ディスク，シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要

事項を記録したものを交付する方法 
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３ 前項に掲げる方法は，利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに

より文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは，指定介護予防認知症対応型通所介護事業

者の使用に係る電子計算機と，利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電

気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，第２項の規定により第１項に規定する

重要事項を提供しようとするときは，あらかじめ，当該利用申込者又はその家族に対し，

その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し，文書又は電磁的方法による承

諾を得なければならない。 

(1) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が使用

するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，当該利用

申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨

の申出があった場合は，当該利用申込者又はその家族に対し，第１項に規定する重要事

項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし，当該利用申込者又はその家族

が再び前項の規定による承諾をした場合は，この限りでない。 

（提供拒否の禁止） 

第１２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，正当な理由なく指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。 

（サービス提供困難時の対応） 

第１３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，当該指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型

指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。）の通常の事業の実施地

域（当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。）等を勘案

し，利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することが

困難であると認めた場合は，当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡，適当

な他の指定介護予防認知症対応型通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やか
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に講じなければならない。 

（受給資格等の確認） 

第１４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供を求められた場合は，その者の提示する被保険者証によって，被保険者資格，

要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，前項の被保険者証に，法第１１５条の

１３第２項の規定により認定審査会意見が記載されているときは，当該認定審査会意見

に配慮して，指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するように努めなければならな

い。 

（要支援認定の申請に係る援助） 

第１５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供の開始に際し，要支援認定を受けていない利用申込者については，要支援認

定の申請が既に行われているかどうかを確認し，申請が行われていない場合は，当該利

用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければ

ならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，介護予防支援（これに相当するサービ

スを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは，

要支援認定の更新の申請が，遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が

終了する日の３０日前にはなされるよう，必要な援助を行わなければならない。 

（心身の状況等の把握） 

第１６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供に当たっては，利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者

会議（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以

下「指定介護予防支援等基準」という。）第３０条第９号に規定するサービス担当者会

議をいう。以下この章において同じ。）等を通じて，利用者の心身の状況，その置かれ

ている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなけれ

ばならない。 
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（介護予防支援事業者等との連携） 

第１７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護を提供するに当たっては，介護予防支援事業者，地域包括支援センター又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供の終了に際しては，利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに，当該

利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び地域包括支援センター又は保

健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなら

ない。 

（地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第１８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供の開始に際し，利用申込者が介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３

６号。以下「施行規則」という。）第８５条の２各号のいずれにも該当しないときは，

当該利用申込者又はその家族に対し，介護予防サービス計画（同条第１号ハに規定する

計画を含む。以下同じ。）の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を本市に対して届

け出ること等により，地域密着型介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を

説明すること，介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の地域密着型介

護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。 

（介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第１９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，介護予防サービス計画が作成さ

れている場合は，当該計画に沿った指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなけれ

ばならない。 

（介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第２０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用者が介護予防サービス計画

の変更を希望する場合は，当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要

な援助を行わなければならない。 

（サービスの提供の記録） 

第２１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所
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介護を提供した際には，当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日及び内容，当

該指定介護予防認知症対応型通所介護について法第５４条の２第６項の規定により利用

者に代わって支払を受ける地域密着型介護予防サービス費の額その他必要な事項を，利

用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければな

らない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所介護を

提供した際には，提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに，利用者から

の申出があった場合には，文書の交付その他適切な方法により，その情報を利用者に対

して提供しなければならない。 

（利用料等の受領） 

第２２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，法定代理受領サービスに該当す

る指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には，その利用者から利用料の一部

として，当該指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費

用基準額から当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介

護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない指

定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の

額と，指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準

額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次に

掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行

う送迎に要する費用 

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護予防認知症

対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲

内において，通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サ

ービス費用基準額を超える費用 

(3) 食事の提供に要する費用 
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(4) おむつ代 

(5) 前各号に掲げるもののほか，指定介護予防認知症対応型通所介護の提供において提

供される便宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，

その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号に掲げる費用については，基準省令第２２条第４項に規定する平成１７年

厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるものとする。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，第３項の費用の額に係るサービスの提

供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び費

用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（保険給付の請求のための証明書の交付） 

第２３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，法定代理受領サービスに該当し

ない指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は，提供した

指定介護予防認知症対応型通所介護の内容，費用の額その他必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。 

 （身体的拘束等の禁止） 

第２４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため

緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下

「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その態

様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ

ばならない。 

（利用者に関する本市への通知） 

第２５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は，遅滞なく，意見を付

してその旨を本市に通知しなければならない。 

(1) 正当な理由なしに指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示に従わな

いことにより，要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態にな
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ったと認められるとき。 

(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け，又は受けようとしたとき。 

（緊急時等の対応） 

第２６条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は，現に指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は，

速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（管理者の責務） 

第２７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者（第６条又は第１０条の管

理者をいう。以下この条及び第４３条において同じ。）は，指定介護予防認知症対応型

通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込み

に係る調整，業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は，当該指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所の従業者にこの節及び次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を

行うものとする。 

（運営規程） 

第２８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下この

章において「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員（第５条第８項又は第９条第１項の

利用定員をいう。第３０条において同じ。） 

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 
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(10) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(11) 成年後見制度の活用支援 

(12) 苦情解決体制の整備 

(13) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第２９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対し適切な指定介護予

防認知症対応型通所介護を提供できるよう，指定介護予防認知症対応型通所介護事業所

ごとに従業者の勤務の体制を定め，その勤務の実績とともに記録しておかなければなら

ない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所ごとに，当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者によって指定介護

予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただし，利用者の処遇に直接影

響を及ぼさない業務については，この限りでない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，介護予防認知症対応型通所介護従業者

の資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければなら

ない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，介護予防認知症対応型通所介護従業者

の計画的な人材育成に努めなければならない。 

（定員の遵守） 

第３０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用定員を超えて指定介護予防

認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし，災害その他のやむを得ない

事情がある場合は，この限りでない。 

（非常災害対策） 

第３１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非常災害の種類ごとに，

その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計画を策定するとと

もに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の体制を整備し，それらの内

容（次項において「計画等」という。）を定期的に従業者に周知しなければならない。 
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２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，当該事業所の見やすい場所に，計画等

の概要を掲示しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，非常災害に備えるため，第１項の計画

に従い，避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期

的に行わなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，非常災害時における利用者等の安全の

確保が図られるよう，あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，地域密着型介護予防サー

ビス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及

び協力を行うための体制の整備に努めるものとする。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，非常災害時において，高齢者，障害者，

乳幼児等特に配慮を要する者の受入れに努めるものとする。 

（衛生管理等） 

第３２条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用者の使用する施設，食器そ

の他の設備又は飲用に供する水について，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置

を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所において感染症が発生し，又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努

めなければならない。 

（掲示） 

第３３条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所の見やすい場所に，運営規程の概要，介護予防認知症対応型通所介護従業者

の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲

示しなければならない。 

（秘密保持等） 

第３４条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者は，正当な理由がなく，そ

の業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，当該指定介護予防認知症対応型通所介

護事業所の従業者であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はそ
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の家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，サービス担当者会議等において，利用

者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を，利用者の家族の個人情報を用いる場合は

当該家族の同意を，あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

（広告） 

第３５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所について広告をする場合においては，その内容が虚偽又は誇大なものとして

はならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 

第３６条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，介護予防支援事業者又はその従

業者に対し，利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として，金

品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

（苦情処理） 

第３７条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，提供した指定介護予防認知症対

応型通所介護に係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，

苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，前項の苦情を受け付けた場合には，当

該苦情の内容等を記録しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，提供した指定介護予防認知症対応型通

所介護に関し，法第２３条の規定により本市が行う文書その他の物件の提出若しくは提

示の求め又は本市の職員からの質問若しくは照会に応じ，及び利用者からの苦情に関し

て本市が行う調査に協力するとともに，本市から指導又は助言を受けた場合においては，

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，本市からの求めがあった場合には，前

項の改善の内容を本市に報告しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，提供した指定介護予防認知症対応型通

所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会（国民健康保険法（昭

和３３年法律第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。
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以下同じ。）が行う法第１７６条第１項第３号の調査に協力するとともに，国民健康保

険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従

って必要な改善を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，国民健康保険団体連合会からの求めが

あった場合には，前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならな

い。 

（事故発生時の対応） 

第３８条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定介護予防認

知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は，本市，当該利用者の家族，当

該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，前項の事故の状況及び事故に際してと

った処置について記録しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わ

なければならない。 

（会計の区分） 

第３９条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所

介護事業所ごとに経理を区分するとともに，指定介護予防認知症対応型通所介護の事業

の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。 

（地域との連携等） 

第４０条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営に当たっては，

地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，その事業の運営に当たっては，提供し

た指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して，本市等が派

遣する者が相談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努めな

ければならない。 

968



（記録の整備） 

第４１条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計に

関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用者に対する指定介護予防認知症対

応型通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保存し

なければならない。 

(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画 

(2) 第２１条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第２４条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 第２５条に規定する本市への通知に係る記録 

(5) 第２９条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(6) 第３７条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 第３８条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

(8) 法第５２条に規定する予防給付及び第２２条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

第４節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針） 

第４２条 指定介護予防認知症対応型通所介護は，利用者の介護予防に資するよう，その

目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供す

る指定介護予防認知症対応型通所介護の質の評価を行い，常にその改善を図らなければ

ならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たり，利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提

供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，利用者がその有する能力を最大限活用
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することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし，利用者が有する

能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，指定介護予防認知症対応型通所介護の

提供に当たり，利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法に

より，利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度を

活用することができるように支援しなければならない。 

７ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は，必要に応じ，利用者の送迎が可能とな

るよう，体制の整備に努めるものとする。 

（指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針） 

第４３条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は，第４条に規定する基本方針及び

前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては，主治の医師又は歯科医師

からの情報伝達，サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により，利用者の心身

の状況，その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこ

と。 

(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は，前号に規定する利用者の日

常生活全般の状況及び希望を踏まえて，指定介護予防認知症対応型通所介護の目標，

当該目標を達成するための具体的なサービスの内容，サービスの提供を行う期間等を

記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成すること。 

(3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は，既に介護予防サービス計画が作成されてい

る場合は，当該計画の内容に沿って作成しなければならないこと。 

(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は，介護予防認知症対応型通所

介護計画の作成に当たっては，その内容について利用者又はその家族に対して説明し，

利用者の同意を得なければならないこと。 

(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は，介護予防認知症対応型通所

介護計画を作成した際には，当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付

しなければならないこと。 
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(6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては，利用者が住み慣れた地域

での生活を継続することができるよう，地域住民との交流及び地域活動への参加を図

りつつ，利用者の心身の状況及び希望を踏まえて，生活機能の改善又は維持のための

機能訓練その他必要なサービスを適切に提供すること。 

(7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては，利用者一人一人の人格を

尊重し，利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して

行うこと。 

(8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては，介護予防認知症対応型通

所介護計画に基づき，利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。 

(9) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うことを旨

とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやすいよ

うに説明を行うこと。 

(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては，介護技術の進歩に対応

し，適切な介護技術をもってサービスの提供を行うこと。 

(11) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は，介護予防認知症対応型通所介護計画に

基づくサービスの提供の開始時から，当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載

したサービスの提供を行う期間が終了するまでに，少なくとも１回は，当該介護予防

認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」

という。）を行うこと。 

(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は，モニタリングの結果を記

録し，当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介

護予防支援事業者に報告しなければならないこと。 

(13) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は，モニタリングの結果を踏

まえ，必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うこと。 

(14) 第１号から第１２号までの規定は，前号に規定する介護予防認知症対応型通所介

護計画の変更について準用する。 

第３章 介護予防小規模多機能型居宅介護 

第１節 基本方針 
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第４４条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護

（以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。）の事業は，その利用者が可

能な限りその居宅において，又はサービスの拠点に通わせ，若しくは短期間宿泊させ，

当該拠点において，家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むこ

とができるよう，入浴，排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練

を行うことにより，利用者の心身機能の維持回復を図り，もって利用者の生活機能の維

持又は向上を目指すものでなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数等） 

第４５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防小規模多機

能型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」

という。）の員数は，夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については，常勤換

算方法で，通いサービス（登録者（指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するた

めに指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章

において同じ。）を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予

防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。）の提供に当たる者をそ

の利用者（当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅

介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項に規定する指定小規模多

機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。）の指定を併せて受け，かつ，

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護（指定地域

密着型サービス基準条例第８３条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下

この章において同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

にあっては，当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模

多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。）の数が３又はその端

数を増すごとに１以上及び訪問サービス（介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登
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録者の居宅を訪問し，当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護（第７項

に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当

該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を，同項に規

定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテラ

イト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及

び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含

む。）をいう。以下この章において同じ。）の提供に当たる者を１以上とし，夜間及び

深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小

規模多機能型居宅介護従業者については，夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯

に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。第５項において同じ。）に当たる者を１

以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数による。 

３ 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は，常勤でなければならな

い。 

４ 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち１以上の者は，看護師又は准看護師で

なければならない。 

５ 宿泊サービス（登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行

う指定介護予防小規模多機能型居宅介護（第７項に規定する本体事業所である指定介護

予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，当該本体事業所に係る同項に規定する

サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案

し，その処遇に支障がない場合に，当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定

介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。）をいう。以下この章において同じ。）の利

用者がいない場合であって，夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービ

スを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは，第１項の規定にかかわらず，

夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる介護予防小
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規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

６ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が

併設されている場合において，前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規

模多機能型居宅介護従業者を置くほか，当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を

満たす従業者を置いているときは，当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は，当

該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。 

(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所 

(2) 指定地域密着型特定施設 

(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設 

(4) 指定介護療養型医療施設（医療法第７条第２項第４号に規定する療養病床を有する

診療所であるものに限る。） 

７ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって，指定居宅サービス事業等そ

の他の保健医療又は福祉に関する事業について３年以上の経験を有する指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者又は指定複合型サービス事業者（指定地域密着型サービス

基準条例第１９３条第１項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。）により設置

される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機

能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所（同項に規定する指定複合型サービ

ス事業所をいう。）であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して

指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの（以下「本体事業

所」という。）との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。）に置くべき

訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については，本体

事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登

録者の処遇が適切に行われると認められるときは，１人以上とすることができる。 

８ 第１項の規定にかかわらず，サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所については，夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護

予防小規模多機能型居宅介護従業者又は複合型サービス従業者（指定地域密着型サービ

ス基準条例第１９３条第１項に規定する複合型サービス従業者をいう。）により当該サ
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テライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは，夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模

多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。 

９ 第４項の規定にかかわらず，サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

所については，本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われる

と認められるときは，看護師又は准看護師を置かないことができる。 

１０ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者に係る指定介護予防サービ

ス等（法第８条の２第１８項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。）

の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護

支援専門員を置かなければならない。ただし，当該介護支援専門員は，利用者の処遇に

支障がない場合は，当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，

又は当該介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第６項各号に掲げる施設等

の職務に従事することができる。 

１１ 前項の介護支援専門員は，基準省令第４４条第１１項に規定する平成２４年厚生労

働省告示第１１３号により厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければなら

ない。 

１２ 第１０項の規定にかかわらず，サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所については，本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防

小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る

計画の作成が適切に行われるときは，介護支援専門員に代えて，介護予防小規模多機能

型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の厚生労働大臣が定める研修を修了している

者（第６８条において「研修修了者」という。）を置くことができる。 

１３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者

の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模

多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合につい

ては，指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項から第１２項までに規定する人

員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 
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（管理者） 

第４６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。

ただし，指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は，当該

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し，又は当該指定介護予

防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第６項各号に掲げる施設等の職務若し

くは同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サー

ビス基準条例第６条第１項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を

いう。以下同じ。）の職務（当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者（同項に規定する指定定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業者をいう。以下同じ。）が，指定夜間対応型訪問介護事業者（同

条例第４８条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。以下同じ。），

指定訪問介護事業者（岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する

基準等を定める条例（平成２４年市条例第  号。以下「指定居宅サービス等基準条

例」という。）第５条第１項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）又は

指定訪問看護事業者（同条例第６６条第１項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以

下同じ。）の指定を併せて受け，一体的な運営を行っている場合には，これらの事業に

係る職務を含む。）に従事することができるものとする。 

２ 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条例第１９４条第１項の規定にかかわらず，

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は，サテライト型

指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は，本体事業所の管理者をもって

充てることができるものとする。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は，特別養護老人ホーム，老人

デイサービスセンター（老人福祉法第２０条の２の２に規定する老人デイサービスセン

ターをいう。以下同じ。），介護老人保健施設，指定認知症対応型共同生活介護事業所，

指定複合型サービス事業所，指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又

は訪問介護員等（介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者をいう。次

条，第７３条第２項及び第７４条において同じ。）として３年以上認知症である者の介
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護に従事した経験を有する者であって，基準省令第４５条第３項に規定する平成２４年

厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなけ

ればならない。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者） 

第４７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は，特別養護老人ホーム，

老人デイサービスセンター，介護老人保健施設，指定認知症対応型共同生活介護事業所，

指定複合型サービス事業所，指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若

しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって，基準省令

第４６条に規定する平成２４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大臣が定める

研修を修了しているものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

（登録定員及び利用定員） 

第４８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は，その登録定員（登録者の数

（当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規

模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあ

っては，登録者の数及び指定地域密着型サービス基準条例第８４条第１項に規定する登

録者の数の合計数）の上限をいう。以下この章において同じ。）を２５人（サテライト

型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，１８人）以下とする。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は，次に掲げる範囲内において，通いサ

ービス及び宿泊サービスの利用定員（当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

におけるサービスごとの１日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同

じ。）を定めるものとする。 

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（サテライト型指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所にあっては，１２人）まで 

(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の３分の１から９人（サテライト型指定介

護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては，６人）まで 
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（設備及び備品等） 

第４９条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は，居間，食堂，台所，宿泊室，

浴室，便所及び洗面設備を有するほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなけ

ればならない。 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は，機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 

(2) 宿泊室 

ア 一の宿泊室の定員は，１人とする。ただし，利用者の処遇上必要と認められる場

合は，２人とすることができるものとする。 

イ 一の宿泊室の床面積は，７．４３平方メートル以上とすること。 

ウ ア及びイを満たす宿泊室（以下「個室」という。）以外の宿泊室を設ける場合は，

個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は，おおむね７．４３平方メートルに宿泊

サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするもの

とし，その構造は利用者のプライバシーが確保されたものとすること。 

エ プライバシーが確保された居間については，ウの個室以外の宿泊室の面積に含め

ることができる。 

 (3) 便所 要支援者が使用するのに適したものとすること。 

３ 第１項に掲げる設備は，専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に

供するものでなければならない。ただし，利用者に対する指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に支障がない場合は，この限りでない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は，利用者の家族との交流の機会の確保

及び地域住民との交流を図る観点から，住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及び

地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の

指定を併せて受け，かつ，指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多

機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は，指定地域密着型サービス基準条例第８８条第１項から第４項までに規定する設備に
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関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

第４節 運営に関する基準 

（心身の状況等の把握） 

第５０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たっては，介護支援専門員（第４５条第１２項の規定により，介護

支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所

にあっては，本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第６８条において同じ。）

が開催するサービス担当者会議（介護支援専門員が指定介護予防サービス等の利用に係

る計画の作成のために指定介護予防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指

定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。）等を通じて，利用者の心

身の状況，その置かれている環境，他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況

等の把握に努めなければならない。 

（介護予防サービス事業者等との連携） 

第５１条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護を提供するに当たっては，介護予防サービス事業者，地域包括支援センター又

は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型居宅介

護を提供するに当たっては，利用者の健康管理を適切に行うため，主治の医師との密接

な連携に努めなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の提供の終了に際しては，利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに，

当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び地域包括支援センター又

は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

（身分を証する書類の携行） 

第５２条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，介護予防小規模多機能型居宅
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介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ，初

回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは，これを提示すべき旨を指導し

なければならない。 

（利用料等の受領） 

第５３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，法定代理受領サービスに該当

する指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際には，その利用者から利用料の

一部として，当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サー

ビス費用基準額から当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域

密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しない

指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用

料の額と，指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費

用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，次

に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行

う送迎に要する費用 

(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービス

を提供する場合は，それに要した交通費の額 

(3) 食事の提供に要する費用 

(4) 宿泊に要する費用 

(5) おむつ代 

(6) 前各号に掲げるもののほか，指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供において

提供される便宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，

その利用者に負担させることが適当と認められる費用 

４ 前項第３号及び第４号に掲げる費用については，基準省令第５２条第４項に規定する

平成１７年厚生労働省告示第４１９号により厚生労働大臣が定めるところによるものと

する。 
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５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，第３項の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び

費用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第５４条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，その

態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけ

ればならない。 

（法定代理受領サービスに係る報告） 

第５５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，毎月，国民健康保険団体連合

会に対し，指定介護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定

介護予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を

記載した文書を提出しなければならない。 

（利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付） 

第５６条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者が他の指定介護予防小

規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場

合には，当該登録者に対し，直近の指定介護予防サービス等の利用に係る計画及びその

実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

（緊急時等の対応） 

第５７条 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は，現に指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は，速やかに主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業

者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（運営規程） 

第５８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所ごとに，次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定め
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ておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務の内容 

(3) 営業日及び営業時間 

(4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サー

ビスの利用定員 

(5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(6) 通常の事業の実施地域 

(7) サービス利用に当たっての留意事項 

(8) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(9) 非常災害対策 

(10) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(12) 成年後見制度の活用支援 

(13) 苦情解決体制の整備 

(14) その他運営に関する重要事項 

（定員の遵守） 

第５９条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，登録定員並びに通いサービス

及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行

ってはならない。ただし，通いサービス及び宿泊サービスの利用は，利用者の様態，希

望等により特に必要と認められる場合は，一時的にその利用定員を超えることはやむを

得ないものとする。なお，災害その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでな

い。 

（非常災害対策） 

第６０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護事業所が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非常災害の種類ごと

に，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計画を策定する

とともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連携の体制を整備し，それら
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の内容（次項において「計画等」という。）を定期的に従業者に周知しなければならな

い。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，当該事業所の見やすい場所に，計画

等の概要を掲示しなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，非常災害に備えるため，第１項の計

画に従い，避難又は救出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定

期的に行わなければならない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，前項に規定する訓練の実施に当たっ

て，地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，非常災害時における利用者等の安全

の確保が図られるよう，あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，地域密着型介護予防サ

ービス事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援

及び協力を行うための体制の整備に努めるものとする。 

６ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，非常災害時において，高齢者，障害

者，乳幼児等特に配慮を要する者の受入れに努めるものとする。 

（協力医療機関等） 

第６１条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，主治の医師との連携を基本と

しつつ，利用者の病状の急変等に備えるため，あらかじめ，協力医療機関を定めておか

なければならない。 

２  指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，あらかじめ，協力歯科医療機関を定

めておくよう努めなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，サービスの提供体制の確保，夜間に

おける緊急時の対応等のため，特別養護老人ホーム，介護老人保健施設，病院等との間

の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

（調査への協力等） 

第６２条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，提供した指定介護予防小規模

多機能型居宅介護に関し，利用者の心身の状況を踏まえ，妥当適切な指定介護予防小規

模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために本市が行う調査に協力す
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るとともに，本市から指導又は助言を受けた場合においては，当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。 

（地域との連携等） 

第６３条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型

居宅介護の提供に当たっては，利用者，利用者の家族，地域住民の代表者，本市の職員

又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が所在する区域を管轄する地域包

括支援センターの職員，介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等に

より構成される協議会（以下この項において「運営推進会議」という。）を設置し，お

おむね２月に１回以上，運営推進会議に対し，通いサービス及び宿泊サービスの提供回

数等の活動状況を報告し，運営推進会議による評価を受けるとともに，運営推進会議か

ら必要な要望，助言等を聴く機会を設けなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，前項の報告，評価，要望，助言等に

ついての記録を作成するとともに，当該記録を公表しなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，その事業の運営に当たっては，地域

住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければ

ならない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，その事業の運営に当たっては，提供

した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して，本市等

が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の本市が実施する事業に協力するよう努

めなければならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型居宅介

護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防小規模多

機能型居宅介護を提供する場合には，当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指

定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めなければならない。 

（居住機能を担う併設施設等への入居） 

第６４条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，可能な限り，利用者がその居

宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ，利用者が第４５条第６

項各号に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は，円滑にそれらの施設へ
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入所等が行えるよう，必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（記録の整備） 

第６５条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，従業者，設備，備品及び会計

に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者に対する指定介護予防小規模

多機能型居宅介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年間保

存しなければならない。 

(1) 指定介護予防サービス等の利用に係る計画 

(2) 介護予防小規模多機能型居宅介護計画 

(3) 第５４条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 第６３条第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記録 

(5) 次条において準用する第２１条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容

等の記録 

(6) 次条において準用する第２５条に規定する本市への通知に係る記録 

(7) 次条において準用する第２９条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(8) 次条において準用する第３７条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(9) 次条において準用する第３８条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(10) 法第５２条に規定する予防給付及び第５３条第１項から第３項までに規定する利

用料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第６６条 第１１条から第１５条まで，第２１条，第２３条，第２５条，第２７条，第２

９条及び第３２条から第３９条までの規定は，指定介護予防小規模多機能型居宅介護の

事業について準用する。この場合において，これらの規定中「介護予防認知症対応型通

所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と，第１１条第

１項中「第２８条に規定する運営規程」とあるのは「第５８条に規定する重要事項に関

する規程」と，第２７条第１項中「管理者（第６条又は第１０条の管理者をいう。以下
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この条及び第４３条において同じ。）」とあるのは「管理者」と，同条第２項中「この

節及び次節」とあるのは「第３章第４節及び第５節」と，第３３条中「運営規程」とあ

るのは「重要事項に関する規程」と読み替えるものとする。 

第５節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針） 

第６７条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は，利用者の介護予防に資するよう，そ

の目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提供

する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに，定期的に外部の

者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の提供に当たり，利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービス

の提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者がその有する能力を最大限活

用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし，利用者が有す

る能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。 

５ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，指定介護予防小規模多機能型居宅介

護の提供に当たり，利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方

法により，利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならな

い。 

（指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針） 

第６８条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は，第４４条に規定する基本方針

及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，主治の医師又は歯科医

師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により，利用者の心身の状況，その置かれ

ている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。 

(2) 介護支援専門員は，前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ
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て，指定介護予防支援等基準第３０条各号に掲げる具体的取扱方針及び指定介護予防

支援等基準第３１条各号に掲げる留意点に沿って，指定介護予防サービス等の利用に

係る計画を作成すること。 

(3) 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の研

修修了者（以下この条において「介護支援専門員等」という。）は，第１号に規定す

る利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて，他の介護予防小規模多機能型居

宅介護従業者と協議の上，指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標，当該目標を

達成するための具体的なサービスの内容，サービスの提供を行う期間等を記載した介

護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するともに，これを基本としつつ，利用者

の日々の様態，希望等を勘案し，随時適切に通いサービス，訪問サービス及び宿泊サ

ービスを組み合わせた介護を行わなくてはならないこと。 

(4) 介護支援専門員等は，介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては，

地域における活動への参加の機会の提供等により，利用者の多様な活動の確保に努め

なければならないこと。 

(5) 介護支援専門員等は，介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては，

その内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければな

らないこと。 

(6) 介護支援専門員等は，介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には，当

該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならないこと。 

(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，利用者が住み慣れた地

域での生活を継続することができるよう，地域住民との交流及び地域活動への参加を

図りつつ，利用者の心身の状況，希望及びその置かれている環境を踏まえて，通いサ

ービス，訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより，妥当適切

に行うこと。 

(8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，利用者一人一人の人格

を尊重し，利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ること

ができるよう配慮して行うこと。 

(9) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，介護予防小規模多機能
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型居宅介護計画に基づき，利用者が日常生活を営むために必要な支援を行うこと。 

(10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うこと

を旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやす

いように説明を行うこと。 

(11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては，通いサービスの利用

者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならないこと。 

(12) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，登録者が通いサービスを利用し

ていない日においては，可能な限り，訪問サービスの提供，電話連絡による見守り等

を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければ

ならないこと。 

(13) 介護支援専門員等は，介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの

提供の開始時から，当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの

提供を行う期間が終了するまでに，少なくとも１回は，当該介護予防小規模多機能型

居宅介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を

行うとともに，利用者の様態の変化等の把握を行うこと。 

(14) 介護支援専門員等は，モニタリングの結果を踏まえ，必要に応じて介護予防小規

模多機能型居宅介護計画の変更を行うこと。 

(15) 第１号から第１３号までの規定は，前号に規定する介護予防小規模多機能型居宅

介護計画の変更について準用する。 

（介護等） 

第６９条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう，適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負担

により，利用者の居宅又は当該サービスの拠点における介護予防小規模多機能型居宅介

護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は，

可能な限り利用者と介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるも

のとする。 
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（社会生活上の便宜の提供等） 

第７０条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者の外出の機会の確保そ

の他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。 

２ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，利用者が日常生活を営む上で必要な

行政機関に対する手続等について，その者又はその家族が行うことが困難である場合は，

その者の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制度

を活用することができるように支援しなければならない。 

４ 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図ると

ともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

第４章 介護予防認知症対応型共同生活介護 

第１節 基本方針 

第７１条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介

護（以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。）の事業は，認知症であ

る利用者が可能な限り共同生活住居（法第８条の２第１７項に規定する共同生活を営む

べき住居をいう。以下同じ。）において，家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴，

排せつ，食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより，利用

者の心身機能の維持回復を図り，もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すもの

でなければならない。 

第２節 人員に関する基準 

（従業者の員数） 

第７２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者（以下「指定介護予防

認知症対応型共同生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介

護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者（以下「介護従業者」という。）の員数は，

当該事業所を構成する共同生活住居ごとに，夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定

介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を，常勤換算方法で，当

該共同生活住居の利用者（当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認
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知症対応型共同生活介護事業者（指定地域密着型サービス基準条例第１１２条第１項に

規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受

け，かつ，指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活

介護（同条例第１１１条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同

じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては，当該

事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活

介護の利用者。以下この条及び第７５条において同じ。）の数が３又はその端数を増す

ごとに１以上とするほか，夜間及び深夜の時間帯を通じて１以上の介護従業者に夜間及

び深夜の勤務（夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く。）をいう。）

を行わせるために必要な数以上とする。 

２ 前項の利用者の数は，前年度の平均値とする。ただし，新規に指定を受ける場合は，

推定数とする。 

３ 介護従業者のうち１以上の者は，常勤でなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に，指定小規模多機能型居宅介護事業

所が併設されている場合において，前各項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか，

指定地域密着型サービス基準条例第８４条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所

の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは，当該

介護従業者は，当該小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，共同生活住居ごとに，保健医療サ

ービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であっ

て，介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められる

ものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし，利用者

の処遇に支障がない場合は，当該共同生活住居における他の職務に従事することができ

るものとする。 

６ 前項の計画作成担当者は，基準省令第７０条第６項に規定する平成２４年厚生労働省

告示第１１３号により厚生労働大臣が定める研修を修了している者でなければならない。 

７ 第５項の計画作成担当者のうち１以上の者は，介護支援専門員をもって充てなければ

ならない。ただし，併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との
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連携を図ることにより当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運

営を期待することができる場合であって，利用者の処遇に支障がないときは，これを置

かないことができるものとする。 

８ 前項の介護支援専門員は，介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督す

るものとする。 

９ 介護支援専門員でない計画作成担当者は，特別養護老人ホームの生活相談員，介護老

人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関

し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。 

１０ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事

業者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定

認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については，指定地域密着型サービス基準条例第１１２条第１項から第１０項までに

規定する人員に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

（管理者） 

第７３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，共同生活住居ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし，共同生活住居の管理

上支障がない場合は，当該共同生活住居の他の職務に従事し，又は同一敷地内にある他

の事業所，施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事す

ることができるものとする。 

２ 共同生活住居の管理者は，適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供する

ために必要な知識及び経験を有し，特別養護老人ホーム，老人デイサービスセンター，

介護老人保健施設，指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等

として，３年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって，基準省令

第７１条第２項に規定する平成２４年厚生労働省告示第１１３号により厚生労働大臣が

定める研修を修了しているものでなければならない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者） 

第７４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は，特別養護老人ホー
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ム，老人デイサービスセンター，介護老人保健施設，指定認知症対応型共同生活介護事

業所等の従業者若しくは訪問介護員等として，認知症である者の介護に従事した経験を

有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わっ

た経験を有する者であって，基準省令第７２条に規定する平成２４年厚生労働省告示第

１１３号により厚生労働大臣が定める研修を修了しているものでなければならない。 

第３節 設備に関する基準 

第７５条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は，共同生活住居を有するもの

とし，その数は１又は２とする。 

２ 共同生活住居は，その入居定員（当該共同生活住居において同時に指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第８３条

において同じ。）を５人以上９人以下とし，居室，居間，食堂，台所，浴室，便所及び

洗面設備を有するほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が

日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。 

３ 一の居室の定員は，１人とする。ただし，利用者の処遇上必要と認められる場合は，

２人とすることができるものとする。 

４ 一の居室の床面積は，７．４３平方メートル以上としなければならない。 

５ 居間及び食堂は，同一の場所とすることができる。 

６ 便所は，居室ごとに設けるか，又は共同生活住居ごとにその入居定員の３分の１以上

の数を設けるものとし，要支援者が使用するのに適したものとすること。 

７ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は，利用者の家族との交流の機会の確

保及び地域住民との交流を図る観点から，住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族及

び地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。 

８ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業

者の指定を併せて受け，かつ，指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認

知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合

については，指定地域密着型サービス基準条例第１１５条第１項から第６項までに規定

する設備に関する基準を満たすことをもって，前各項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 
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第４節  運営に関する基準 

（入退居） 

第７６条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は，要支援者であって認知症であるも

ののうち，少人数による共同生活を営むことに支障がないものに提供するものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者の入居に際しては，主

治の医師の診断書により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなけれ

ばならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者が入院治療を要する者

であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認め

た場合は，適切な他の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者，病院又は診療所

を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，入居申込者の入居に際しては，そ

の者の心身の状況，生活歴，病歴等の把握に努めなければならない。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の退居の際には，利用者及

びその家族の希望を踏まえた上で，退居後の生活環境及び介護の継続性に配慮し，退居

に必要な援助を行わなければならない。 

６ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の退居に際しては，利用者

又はその家族に対し，適切な指導を行うとともに，介護予防支援事業者等への情報の提

供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければ

ならない。 

（サービスの提供の記録） 

第７７条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，入居に際しては入居の年月

日及び入居している共同生活住居の名称を，退居に際しては退居の年月日を，利用者の

被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，指定介護予防認知症対応型共同生

活介護を提供した際には，提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならな

い。 

（利用料等の受領） 
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第７８条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該

当する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には，その利用者から利用

料の一部として，当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予

防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に支払わ

れる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，法定代理受領サービスに該当しな

い指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料の額と，指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サー

ビス費用基準額との間に，不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，前２項の支払を受ける額のほか，

次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。 

(1) 食材料費 

(2) 理美容代 

(3) おむつ代 

(4) 前３号に掲げるもののほか，指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供

される便宜のうち，日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって，そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，前項の費用の額に係るサービスの

提供に当たっては，あらかじめ，利用者又はその家族に対し，当該サービスの内容及び

費用について説明を行い，利用者の同意を得なければならない。 

（身体的拘束等の禁止） 

第７９条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，指定介護予防認知症対応型

共同生活介護の提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，身体的拘束等を行う場合には，そ

の態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しな

ければならない。 

（管理者による管理） 
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第８０条 共同生活住居の管理者は，同時に介護保険施設，指定居宅サービス，指定地域

密着型サービス，指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの事業を

行う事業所，病院，診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし，

これらの事業所，施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支

障がない場合は，この限りでない。 

（運営規程） 

第８１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，共同生活住居ごとに，次に

掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。 

(1) 事業の目的及び運営の方針 

(2) 従業者の職種，員数及び職務内容 

(3) 利用定員 

(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額 

(5) 入居に当たっての留意事項 

(6) 緊急時，事故発生時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 身体的拘束等の禁止及び緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合の手続 

(9) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(10) 成年後見制度の活用支援 

(11) 苦情解決体制の整備 

(12) その他運営に関する重要事項 

（勤務体制の確保等） 

第８２条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対し，適切な指定

介護予防認知症対応型共同生活介護を提供できるよう，従業者の勤務の体制を定め，そ

の勤務の実績とともに記録しておかなければならない。 

２ 前項の介護従業者の勤務の体制を定めるに当たっては，利用者が安心して日常生活を

送ることができるよう，継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，介護従業者の資質の向上のために

研修計画を作成し，当該計画に従い，研修を実施しなければならない。 
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４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，従業者の計画的な人材育成に努め

なければならない。 

（定員の遵守） 

第８３条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，入居定員及び居室の定員を

超えて入居させてはならない。ただし，災害その他のやむを得ない事情がある場合は，

この限りでない。 

（協力医療機関等） 

第８４条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の病状の急変等に備

えるため，あらかじめ，協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，あらかじめ，協力歯科医療機関を

定めておくよう努めなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，サービスの提供体制の確保，夜間

における緊急時の対応等のため，特別養護老人ホーム，介護老人保健施設，病院等との

間の連携及び支援の体制を整えなければならない。 

（介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止） 

第８５条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，介護予防支援事業者又はそ

の従業者に対し，要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償とし

て，金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，介護予防支援事業者又はその従業

者から，当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として，金品その他の財

産上の利益を収受してはならない。 

（記録の整備） 

第８６条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，従業者，設備，備品及び会

計に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者に対する指定介護予防認知

症対応型共同生活介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し，その完結の日から５年

間保存しなければならない。 

(1) 介護予防認知症対応型共同生活介護計画 
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(2) 第７７条第２項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 第７９条第２項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の利用者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

(4) 第８２条第１項に規定する勤務の体制等の記録 

(5) 次条において準用する第２５条に規定する本市への通知に係る記録 

(6) 次条において準用する第３７条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(7) 次条において準用する第３８条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとっ

た処置についての記録 

(8) 次条において準用する第６３条第２項に規定する報告，評価，要望，助言等の記録 

(9) 法第５２条に規定する予防給付及び第７８条第１項から第３項までに規定する利用

料等に関する請求及び受領等の記録 

（準用） 

第８７条 第１１条，第１２条，第１４条，第１５条，第２３条，第２５条，第２７条，

第３２条から第３５条まで，第３７条から第３９条まで，第５７条，第６０条，第６２

条及び第６３条の規定は，指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用

する。この場合において，第１１条第１項中「第２８条に規定する運営規程」とあるの

は「第８１条に規定する重要事項に関する規程」と，「介護予防認知症対応型通所介護

従業者」とあるのは「介護従業者」と，第１５条第１項中「指定介護予防認知症対応型

通所介護の提供の開始に際し」とあるのは「入居の際に」と，同条第２項中「介護予防

支援（これに相当するサービスを含む。）が利用者に対して行われていない等の場合で

あって必要と認めるときは，要支援認定」とあるのは「要支援認定」と，第２７条第１

項中「管理者（第６条又は第１０条の管理者をいう。以下この条及び第４３条において

同じ。）」とあるのは「共同生活住居の管理者」と，同条第２項中「この節及び次節」

とあるのは「第４章第４節及び第５節」と，第３３条中「運営規程」とあるのは「重要

事項に関する規程」と，「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従

業者」と，第５７条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従

業者」と，第６３条第１項中「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する

者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と，
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「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「運営状況」と

読み替えるものとする。 

第五節  介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針） 

第８８条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は，利用者の介護予防に資するよう，

その目標を設定し，計画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，多様な評価の手法を用いてその提

供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに，定期的に外

部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなければなら

ない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，指定介護予防認知症対応型共同生

活介護の提供に当たり，利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサー

ビスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者がその有する能力を最大限

活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし，利用者が有

する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならな

い。 

５ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，指定介護予防認知症対応型共同生

活介護の提供に当たり，利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々

な方法により，利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければな

らない。 

（指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針） 

第８９条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の方針は，第７１条に規定する基本方

針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき，次に掲げるところによるものとする。 

(1) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては，主治の医師又は歯科

医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により，利用者の心身の状況，その置か

れている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うこと。 
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(2) 計画作成担当者は，前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ

て，他の介護従業者と協議の上，指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標，当

該目標を達成するための具体的なサービスの内容，サービスの提供を行う期間等を記

載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成すること。 

(3) 計画作成担当者は，介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては，

地域における活動への参加の機会の提供等により，利用者の多様な活動の確保に努め

なければならないこと。 

(4) 計画作成担当者は，介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては，

その内容について利用者又はその家族に対して説明し，利用者の同意を得なければな

らないこと。 

(5) 計画作成担当者は，介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には，当

該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならないこと。 

(6) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては，利用者一人一人の人

格を尊重し，利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送るこ

とができるよう配慮して行わなければならないこと。 

(7) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては，介護予防認知症対応

型共同生活介護計画に基づき，利用者が日常生活を営むために必要な支援を行わなけ

ればならないこと。 

(8) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては，懇切丁寧に行うこと

を旨とし，利用者又はその家族に対し，サービスの提供方法等について，理解しやす

いように説明を行わなければならないこと。 

(9) 計画作成担当者は，他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介

護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行

うことにより，介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービスの提供の開

始時から，当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提供を

行う期間が終了するまでに，少なくとも一回は，当該介護予防認知症対応型共同生活

介護計画の実施状況の把握（以下この条において「モニタリング」という。）を行う

とともに，利用者の様態の変化等の把握を行うこと。 
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(10) 計画作成担当者は，モニタリングの結果を踏まえ，必要に応じて介護予防認知症

対応型共同生活介護計画の変更を行うこと。 

(11) 第１号から第９号までの規定は，前号に規定する介護予防認知症対応型共同生活

介護計画の変更について準用する。 

（介護等） 

第９０条 介護は，利用者の心身の状況に応じ，利用者の自立の支援と日常生活の充実に

資するよう，適切な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，その利用者に対して，利用者の負

担により，当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはな

らない。 

３ 利用者の食事その他の家事等は，原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努

めるものとする。 

（社会生活上の便宜の提供等） 

第９１条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者の趣味又はし好に応

じた活動の支援に努めなければならない。 

２ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，利用者が日常生活を営む上で必要

な行政機関に対する手続等について，その者又はその家族が行うことが困難である場合

は，その者の同意を得て，代わって行わなければならない。 

３ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，必要に応じ，利用者が成年後見制

度を活用することができるように支援しなければならない。 

４ 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は，常に利用者の家族との連携を図る

とともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

第２条 介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平成１８年政令第１５４号。以下

「平成１８年改正令」という。）附則第３条の規定により指定介護予防認知症対応型通
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所介護事業者とみなされた者に係る第６条第２項及び第１０条第２項の規定の適用につ

いては，第６条第２項中「者であって，基準省令第６条第２項に規定する平成２４年厚

生労働省告示第１１３号により厚生労働大臣が定める研修を修了しているもの」とある

のは「者」と，第１０条第２項中「者であって，第６条第２項に規定する厚生労働大臣

が定める研修を修了しているもの」とあるのは「者」とする。 

２ 施行日において現に法第５４条の２第１項本文の規定に基づく指定を受けている介護

予防認知症対応型通所介護事業者の当該指定に係る事業所の管理者（施行日後に管理者

となる者を除く。）については，平成２７年３月３１日までの間，第６条第３項又は第

１０条第３項の規定は適用しない。 

第３条 平成１８年改正令附則第５条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所

であって，平成１８年４月１日（以下「基準日」という。）において現に２を超える共

同生活住居を有しているものは，当分の間，第７５条第１項の規定にかかわらず，当該

共同生活住居を有することができる。 

第４条 平成１８年改正令附則第５条の規定により指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業者とみなされた者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う事業所

の共同生活住居であって，基準日の前日において指定居宅サービス等の事業の人員，設

備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（平成１１年厚生省令第９６号）附則第

２項の規定の適用を受けていたものについては，第７５条第４項の規定は適用しない。 

第５条 施行日において現に法第５４条の２第１項本文の規定に基づく指定を受けている

介護予防認知症対応型通所介護事業者，介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は介

護予防認知症対応型共同生活介護事業者（施行日後に増築され，又は全面的に改築され

た部分を除く。）については，第７条第２項第３号，第４９条第２項第３号又は第７５

条第６項の規定は，当分の間適用しない。 

第６条 施行日において現に本市の指定を受けている介護予防認知症対応型共同生活介護

事業者であって，当該指定に係る事業所が他市町村に所在するものについての法第１１

５条の１２第２項第１号並びに第１１５条の１４第１項及び第２項の規定による基準

（以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）の適用については，この条
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例の規定にかかわらず，当該他市町村が条例で定める指定地域密着型介護予防サービス

基準をもってこの条例による指定地域密着型介護予防サービス基準とみなす。 

２ 前項に該当する事業者に係る第８７条において準用する第３８条の規定の適用につい

ては，同条第１項中「利用者」とあるのは「本市の被保険者である利用者」とする。 

 

 

提案理由 

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による介護保険法の一部改正に伴い，指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員，設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等について定めるため，本条例を制定しようとするもの

である。 
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甲 第 ２５７ 号 議 案 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 岡山市国民健康保険条例（昭和３６年市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第６条第２項中「第７条第２項」を「次条第２項」に改める。 

 第９条の３に次のただし書を加える。 

  ただし，第２０条第１項の規定による保険料の減免を行う場合においては，第１号に

掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見

込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

第９条の３に次の１号を加える。 

（3）当該年度における第２０条第１項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額 

 第１１条第１項中「第１２条」を「次条」に改める。 

 第１２条の７に次のただし書を加える。 

  ただし，第２０条第１項の規定による保険料の減免を行う場合においては，第１号に

掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見

込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

 第１２条の７に次の１号を加える。 

（3）当該年度における第２０条第１項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の

額の総額 

 第１２条の１６に次のただし書を加える。 

  ただし，第２０条第１項の規定による保険料の減免を行う場合においては，第１号に
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掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見

込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

第１２条の１６に次の１号を加える。 

 （3）当該年度における第２０条第１項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額   

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の岡山市国民健康保険条例の規定は，平成２５年度以降の年度

分の保険料について適用し，平成２４年度分までの保険料については，なお従前の例に

よる。 

 

 

提案理由 

 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い，保険者独自の保険料軽減に要する費用を保険

料の賦課総額に含める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２５８ 号 議 案 

   岡山市障害者自立支援条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市障害者自立支援条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市障害者自立支援条例の一部を改正する条例 

 岡山市障害者自立支援条例（平成１８年市条例第１７号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。 

岡山市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条 

例 

第１条中「障害者自立支援制度」を「障害者に対する支援に関する制度」に，「障害者 

自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改め

る。 

第２条の見出しを「（障害者総合支援審査会）」に改め，同条第１項中「岡山市障害者 

自立支援審査会」を「岡山市障害者総合支援審査会」に改める。 

第３条中「第３１条」を「第３１条第１項」に，「割合」を「額」に改める。 

第４条中「障害者自立支援制度に関する」を「障害者に対する支援に関する制度につい 

て」に改める。 

第５条中「障害者自立支援制度に関する」を「障害者に対する支援に関する制度につい 

ての」に改める。 

第６条中「障害者自立支援制度」を「障害者に対する支援に関する制度」に改める。 

第９条中「又は法第２５条第２項」を「，第２５条第２項，第５１条の９第２項又は第 

５１条の１０第２項」に，「受給者証」を「受給者証又は地域相談支援受給者証」に改め

る。 
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附 則 

この条例は，平成２５年４月１日から施行する。ただし，第３条及び第９条の改正規定

は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 障害者自立支援法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずる等のため，本条例の一部を改

正しようとするものである。 
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甲 第 ２５９ 号 議 案 

   岡山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定について 

 岡山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制

定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８０条第１項の規定に基づき，本市

における地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 地域活動支援センターは，利用者（地域活動支援センターを利用する障害者及び

障害児をいう。以下同じ。）が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むこと

ができるよう，利用者を通わせ，創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交

流の促進を図るとともに，日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うもので

なければならない。 

２ 地域活動支援センターの開設者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこ

れらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，

事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等

以上の支配力を有するものと認められる者を含む。）及び施設を管理する者は，岡山市

暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であ

ってはならない。 
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３ 地域活動支援センターは，利用者又は障害児の保護者（以下「利用者等」という。）

の意思及び人格を尊重して，常に当該利用者等の立場に立ったサービスの提供に努めな

ければならない。 

４ 地域活動支援センターは，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い，市町村，

障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する

者等との連携に努めなければならない。 

５ 地域活動支援センターは，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を

講ずるよう努めなければならない。 

（運営規程） 

第３条 地域活動支援センターは，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運

営規程を定めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種，員数及び職務の内容 

(3) 利用定員 

(4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者等から受領する費用の種類及

びその額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 事故発生時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 苦情解決体制の整備 

(10) その他運営に関する重要事項 

（非常災害対策） 

第４条 地域活動支援センターは，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け

なければならない。 

２ 地域活動支援センターは，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定され

る非常災害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する
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具体的計画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連絡の

体制を整備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に従業者に

周知しなければならない。 

３ 地域活動支援センターは，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなけれ

ばならない。 

４ 地域活動支援センターは，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又は救

出に係る訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければな

らない。 

５ 地域活動支援センターは，非常災害時における利用者等の安全確保が図られるよう，

あらかじめ，近隣の自治体，地域住民，他の地域活動支援センターその他の保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備

に努めるものとする。 

６ 地域活動支援センターは，非常災害時において，障害者，高齢者，乳幼児等特に配慮

を要する者の受入れに努めるものとする。 

（サービスの提供の記録） 

第５条 地域活動支援センターは，利用者に対しサービスを提供した際は，当該サービス

の提供日，内容その他必要な事項を，サービスの提供の都度記録しなければならない。 

（記録の整備） 

第６条 地域活動支援センターは，職員，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 地域活動支援センターは，利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を

整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 第５条に規定するサービスの提供の記録 

(2) 第１７条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(3) 第１８条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

（規模） 

第７条 地域活動支援センターは，１０人以上の人員を利用させることができる規模を有

するものでなければならない。 
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（設備の基準） 

第８条 地域活動支援センターは，次に掲げる設備を設けなければならない。ただし，他

の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該地域活動支援センターの効果的な運

営を期待することができる場合であって，利用者に対するサービスの提供に支障がない

ときは，次に掲げる設備の一部を設けないことができる。 

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所 

(2) 便所 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等ができる場所 必

要な設備及び備品等を備えること。 

(2) 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

（職員の配置の基準） 

第９条 地域活動支援センターに置くべき職員及びその員数は，次のとおりとする。 

(1) 施設長 １ 

(2) 指導員 ２以上 

２ 施設長は，地域活動支援センターの管理上支障がない場合は，当該地域活動支援セン

ターの他の職務に従事し，又は他の施設等の職務に従事することができるものとする。 

３ 施設長は，障害者及び障害児の福祉の増進に熱意を有し，地域活動支援センターを適

切に運営する能力を有する者でなければならない。 

（従たる事業所を設置する場合における特例） 

第１０条 地域活動支援センターは，地域活動支援センターにおける主たる事業所（以下

この条において「主たる事業所」という。）と一体的に管理運営を行う事業所（以下こ

の条において「従たる事業所」という。）を設置することができる。 

２ 従たる事業所を設置する場合においては，主たる事業所及び従たる事業所の職員のう

ちそれぞれ１人以上は，専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者で

なければならない。 

（利用者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 

第１１条 地域活動支援センターが利用者等に対して金銭の支払を求めることができるの
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は，当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって，当該利用者等に支

払を求めることが適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は，当該金銭の使途及び額並びに利用者等に

金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに，利用者に対し説

明を行い，その同意を得なければならない。 

（生産活動） 

第１２条 地域活動支援センターは，生産活動の機会の提供に当たっては，地域の実情並

びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。 

２ 地域活動支援センターは，生産活動の機会の提供に当たっては，生産活動に従事する

者の作業時間，作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しなければならな

い。 

（工賃の支払） 

第１３条 地域活動支援センターは，生産活動に従事している者に，生産活動に係る事業

の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として

支払わなければならない。 

（定員の遵守） 

第１４条 地域活動支援センターは，利用定員を超えて利用させてはならない。ただし，

災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（衛生管理等） 

第１５条 地域活動支援センターは，利用者の使用する設備及び飲用に供する水について，

衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 地域活動支援センターは，地域活動支援センターにおいて感染症又は食中毒が発生し，

又はまん延しないよう，必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（秘密保持等） 

第１６条 地域活動支援センターの職員は，正当な理由なく，その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 地域活動支援センターは，職員であった者が，正当な理由なく，その業務上知り得た

利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならな
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い。 

（苦情解決） 

第１７条 地域活動支援センターは，その提供したサービスに関する利用者又はその家族

からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する

等必要な措置を講じなければならない。 

２ 地域活動支援センターは，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 

３ 地域活動支援センターは，その提供したサービスに関し，市から指導又は助言を受け

た場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 地域活動支援センターは，市から求めがあった場合には，前項の改善の内容を市に報

告しなければならない。 

５ 地域活動支援センターは，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第８３条に規定す

る運営適正化委員会が同法第８５条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協

力しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第１８条 地域活動支援センターは，利用者に対するサービスの提供により事故が発生し

た場合は，市，当該利用者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 地域活動支援センターは，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について，

記録しなければならない。 

３ 地域活動支援センターは，利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発

生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（記録の保存） 

第２条 施行日前のサービスの提供に関する記録については，第６条第２項中「その完結

の日」とあるのは「当該サービスを提供した日」と読み替えるものとする。 
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提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による障害者自立支援法の一部改正に伴い，地域活動支援センターの設備及

び運営に関する基準について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２６０ 号 議 案 

   岡山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 

 岡山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定するもの

とする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８０条第１項の規定に基づき，本市

における福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（基本方針） 

第２条 福祉ホームは，利用者（福祉ホームを利用する障害者をいう。以下同じ。）が地

域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう，現に住居を求めて

いる障害者につき，低額な料金で，居室その他の設備を利用させるとともに，日常生活

に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものでなければならない。 

２ 福祉ホームの開設者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ず

る者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を行

う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支

配力を有するものと認められる者を含む。）及び施設を管理する者は，岡山市暴力団排

除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であってはな

らない。 

３ 福祉ホームは，利用者の意思及び人格を尊重して，常に当該利用者の立場に立ったサ

ービスの提供に努めなければならない。 
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４ 福祉ホームは，地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い，市町村，障害福祉

サービス事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との

連携に努めなければならない。 

５ 福祉ホームは，利用者の人権の擁護，虐待の防止等のため，責任者を設置する等必要

な体制の整備を行うとともに，その職員に対し，研修を実施する等の措置を講ずるよう

努めなければならない。 

（構造設備） 

第３条 福祉ホームの配置，構造及び設備は，利用者の特性に応じて工夫され，かつ，日

照，採光，換気等利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたもの

でなければならない。 

２ 福祉ホームの建物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は，

耐火建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐

火建築物をいう。）又は準耐火建築物（同条第９号の３に規定する準耐火建築物をい

う。）でなければならない。 

（運営規程） 

第４条 福祉ホームは，次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する運営規程を定

めておかなければならない。 

(1) 施設の目的及び運営の方針 

(2) 職員の職種，員数及び職務の内容 

(3) 利用定員 

(4) 利用者に対して提供するサービスの内容並びに利用者から受領する費用の種類及び

その額 

(5) 施設の利用に当たっての留意事項 

(6) 事故発生時等における対応方法 

(7) 非常災害対策 

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項 

(9) 苦情解決体制の整備 

(10) その他運営に関する重要事項 
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（非常災害対策） 

第５条 福祉ホームは，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けなければな

らない。 

２ 福祉ホームは，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非常災害

の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計画

を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連絡の体制を整備

し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に従業者に周知しなけ

ればならない。 

３ 福祉ホームは，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなければならない。 

４ 福祉ホームは，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又は救出に係る訓

練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならない。 

５ 福祉ホームは，非常災害時における利用者等の安全の確保が図られるよう，あらかじ

め近隣の自治体，地域住民，他の福祉ホームその他の保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるものとする。 

６ 福祉ホームは，非常災害時において，障害者，高齢者，乳幼児等特に配慮を要する者

の受入れに努めるものとする。 

（サービスの提供の記録） 

第６条 福祉ホームは，利用者に対しサービスを提供した際は，当該サービスの提供日，

内容その他必要な事項を，サービスの提供の都度記録しなければならない。 

（記録の整備） 

第７条 福祉ホームは，職員，設備，備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。 

２ 福祉ホームは，利用者に対するサービスの提供に関する次に掲げる記録を整備し，そ

の完結の日から５年間保存しなければならない。 

(1) 第６条に規定するサービスの提供の記録 

(2) 第１５条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(3) 第１６条第２項に規定する事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録 

（規模） 
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第８条 福祉ホームは，５人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでな

ければならない。 

（設備の基準） 

第９条 福祉ホームは，次に掲げる設備を設けなければならない。ただし，他の社会福祉

施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することがで

きる場合であって，利用者に対するサービスの提供に支障がないときは，次に掲げる設

備の一部を設けないことができる。 

(1) 居室 

(2) 浴室 

(3) 便所 

(4) 管理人室 

(5) 共用室 

２ 前項に掲げる設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 居室 

ア 一の居室の定員は，原則として，１人とすること。 

イ 利用者１人当たりの床面積は，原則として，収納設備等を除き，９．９平方メー

トル以上とすること。 

(2) 浴室 利用者の特性に応じたものであること。 

(3) 便所 利用者の特性に応じたものであること。 

(4) 共用室 利用者の娯楽，団らん，集会等の用に供する共用の部屋として，利用定員

に応じて適当な広さを有すること。 

３ 福祉ホームの設備は，専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。た

だし，利用者に対するサービスの提供に支障がない場合は，この限りではない。 

（職員の配置の基準） 

第１０条 福祉ホームには，管理人を置かなければならない。 

２ 管理人は，障害者の福祉の増進に熱意を有し，福祉ホームを適切に運営する能力を有

する者でなければならない。 

（利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等） 
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第１１条 福祉ホームが利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは，当該金銭

の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって，当該利用者に支払を求めること

が適当であるものに限るものとする。 

２ 前項の規定により金銭の支払を求める際は，当該金銭の使途及び額並びに利用者に金

銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに，利用者に対し説明

を行い，その同意を得なければならない。 

（定員の遵守） 

第１２条 福祉ホームは，利用定員を超えて利用させてはならない。ただし，災害，虐待

その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

（衛生管理等） 

第１３条 福祉ホームは，利用者の使用する設備及び飲用に供する水について，衛生的な

管理に努め，又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 福祉ホームは，福祉ホームにおいて感染症が発生し，又はまん延しないよう，必要な

措置を講ずるよう努めなければならない。 

（秘密保持等） 

第１４条 福祉ホームの職員は，正当な理由なく，その業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 福祉ホームは，職員であった者が，正当な理由なく，その業務上知り得た利用者又は

その家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

（苦情解決） 

第１５条 福祉ホームは，その提供したサービスに関する利用者又はその家族からの苦情

に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措

置を講じなければならない。 

２ 福祉ホームは，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記録しなけれ

ばならない。 

３ 福祉ホームは，その提供したサービスに関し，市から指導又は助言を受けた場合は，

当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 福祉ホームは，市から求めがあった場合には，前項の改善の内容を市に報告しなけれ
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ばならない。 

５ 福祉ホームは，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第８３条に規定する運営適正

化委員会が同法第８５条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなけれ

ばならない。 

（事故発生時の対応） 

第１６条 福祉ホームは，利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は，

市，当該利用者の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じなければならない。 

２ 福祉ホームは，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について，記録しなけ

ればならない。 

３ 福祉ホームは，利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合

は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 

附 則 

（施行期日） 

第１条  この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（居室面積の経過措置） 

第２条 平成１８年１０月１日において存する法附則第４６条の規定による改正前の精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第５０条の２第４

項に規定する精神障害者福祉ホーム又は法附則第５２条の規定による改正前の知的障害

者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第２１条の９に規定する知的障害者福祉ホーム

（これらの施設のうち，同日において基本的な設備が完成しているものを含み，同日以

後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）が福祉ホームを

経営する事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については，当分の間，第９条第

２項第１号イの規定は，適用しない。 

（記録の保存） 

第３条 施行日前のサービスの提供に関する記録については，第７条第２項中「その完結

の日」とあるのは「当該サービスを提供した日」と読み替えるものとする。 
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提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による障害者自立支援法の一部改正に伴い，福祉ホームの設備及び運営に関

する基準について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２６１ 号 議 案 

   岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定につい

て 

 岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定するも

のとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

目次 

 第１章 総則（第１条－第２２条） 

 第２章 助産施設（第２３条－第２６条） 

 第３章 乳児院（第２７条－第３６条） 

 第４章 母子生活支援施設（第３７条－第４５条） 

 第５章 保育所（第４６条－第５３条） 

 第６章 児童厚生施設（第５４条－第５７条） 

 第７章 児童養護施設（第５８条－第６７条） 

 第８章 福祉型障害児入所施設（第６８条－第７６条） 

 第９章 医療型障害児入所施設（第７７条－第８１条） 

 第１０章 福祉型児童発達支援センター（第８２条－第８７条） 

 第１１章 医療型児童発達支援センター（第８８条－第９１条） 

 第１２章 情緒障害児短期治療施設（第９２条－第９９条） 

 第１３章 児童自立支援施設（第１００条－第１１０条） 

 第１４章 児童家庭支援センター（第１１１条－第１１３条） 

 附則 
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   第１章 総則 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第

４５条第１項の規定に基づき，児童福祉施設の設備及び運営に関する最低基準（以下

「最低基準」という。）を定めるものとする。 

 （最低基準の目的） 

第２条 この最低基準は，市長の監督に属する児童福祉施設に入所している者が，明るく

て，衛生的な環境において，素養があり，かつ，適切な訓練を受けた職員（児童福祉施

設の長を含む。以下同じ。）の指導により，心身ともに健やかにして，社会に適応する

ように育成されることを保障するものとする。 

 （定義） 

第３条 この条例において「児童福祉施設」とは，助産施設，乳児院，母子生活支援施設，

保育所，児童厚生施設，児童養護施設，福祉型障害児入所施設，医療型障害児入所施設，

福祉型児童発達支援センター，医療型児童発達支援センター，情緒障害児短期治療施設，

児童自立支援施設及び児童家庭支援センターをいう。 

２ 前項に規定するもののほか，この条例において使用する用語の意義は，法で使用する

用語の例による。 

 （最低基準の向上） 

第４条 市長は，岡山市社会福祉審議会（岡山市社会福祉審議会条例（平成１２年市条例

第１号）に定める岡山市社会福祉審議会をいう。）の意見を聴き，その監督に属する児

童福祉施設に対し，最低基準を超えて，その設備及び運営を向上させるように勧告する

ことができる。 

２ 市は，最低基準を常に向上させるように努めるものとする。 

 （最低基準と児童福祉施設） 

第５条 児童福祉施設は，最低基準を超えて，常に，その設備及び運営を向上させなけれ

ばならない。 

２ 最低基準を超えて，設備を有し，又は運営をしている児童福祉施設においては，最低

基準を理由として，その設備又は運営を低下させてはならない。 
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 （児童福祉施設の一般原則） 

第６条 児童福祉施設は，入所している者の人権に十分配慮するとともに，一人一人の人

格を尊重して，その運営を行わなければならない。 

２ 児童福祉施設は，地域社会との交流及び連携を図り，児童の保護者及び地域社会に対

し，当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 

３ 児童福祉施設は，その運営の内容について，多様な手法を用いて評価を行い，その結

果を公表するよう努めなければならない。 

４ 児童福祉施設には，法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を

設けなければならない。 

５ 児童福祉施設の構造設備は，採光，換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者

に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。 

６ 児童福祉施設の設置者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準

ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず，事業を

行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の

支配力を有するものと認められる者を含む。）及びその施設の長は，岡山市暴力団排除

基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号に規定する暴力団員であってはなら

ない。 

 （児童福祉施設と非常災害） 

第７条 児童福祉施設においては，軽便消火器等の消火用具，非常口その他非常災害に必

要な設備を設けなければならない。 

２ 児童福祉施設は，当該施設が立地する地域の自然条件等を踏まえ，想定される非常災

害の種類ごとに，その規模及び被害の程度に応じた非常災害への対応に関する具体的計

画を策定するとともに，非常災害時の関係機関への通報及び関係者との連絡の体制を整

備し，それらの内容（次項において「計画等」という。）を定期的に職員に周知しなけ

ればならない。 

３ 児童福祉施設は，当該施設の見やすい場所に，計画等の概要を掲示しなければならな

い。 

４ 児童福祉施設は，非常災害に備えるため，第２項の計画に従い，避難又は救出に係る
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訓練その他必要な訓練を，その実効性を確保しつつ，定期的に行わなければならない。 

５ 前項の訓練のうち，避難及び消火に対する訓練は，少なくとも毎月１回は，これを行

わなければならない。 

６ 児童福祉施設は，非常災害時における児童等の安全の確保が図られるよう，あらかじ

め，近隣の自治体，地域住民，他の児童福祉施設，その他保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者等と相互に支援及び協力を行うための体制の整備に努めるものとす

る。 

７ 児童福祉施設は，非常災害時において，乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。），

障害者等特に配慮を要する者の受入れに努めるものとする。 

 （児童福祉施設における職員の一般的要件） 

第８条 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は，健全な心身を有し，豊

かな人間性と倫理観を備え，児童福祉事業に熱意のある者であって，できる限り児童福

祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。 

 （児童福祉施設の職員の知識及び技能の向上等） 

第９条 児童福祉施設の職員は，常に自己研さんに励み，法に定めるそれぞれの施設の目

的を達成するために必要な知識及び技能の修得，維持及び向上に努めなければならない。 

２ 児童福祉施設は，職員に対し，その資質の向上のために研修計画を作成し，当該計画

に従い，研修を実施しなければならない。 

３ 前項の資質の向上のための研修には，児童の権利擁護及び虐待の防止に関する事項を

その内容に含めなければならない。 

４ 児童福祉施設は，職員の計画的な人材育成に努めなければならない。 

 （他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準） 

第１０条 児童福祉施設は，他の社会福祉施設を併せて設置するときは，必要に応じ当該

児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼

ねることができる。ただし，入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所

している者の保護に直接従事する職員については，この限りでない。 

 （入所した者を平等に取り扱う原則） 

第１１条 児童福祉施設においては，入所している者の国籍，信条，社会的身分又は入所

1024



に要する費用を負担するか否かによって，差別的取扱いをしてはならない。 

 （虐待等の禁止） 

第１２条 児童福祉施設の職員は，入所中の児童に対し，法第３３条の１０各号に掲げる

行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

 （懲戒に係る権限の濫用禁止） 

第１３条 児童福祉施設の長は，入所中の児童等（法第３３条の７に規定する児童等をい

う。以下この条において同じ。）に対し法第４７条第１項本文の規定により親権を行う

場合であって懲戒するとき又は同条第３項の規定により懲戒に関しその児童等の福祉の

ために必要な措置をとるときは，身体的苦痛を与え，人格を辱める等その権限を濫用し

てはならない。 

 （衛生管理等） 

第１４条 児童福祉施設は，入所している者の使用する設備，食器等又は飲用に供する水

については，衛生的な管理に努め，又は衛生上必要な措置を講じなければならない。 

２ 児童福祉施設は，当該児童福祉施設において感染症又は食中毒が発生し，又はまん延

しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

３ 児童福祉施設（助産施設，保育所及び児童厚生施設を除く。）においては，入所して

いる者の希望等を勘案し，清潔を維持することができるよう適切に，入所している者を

入浴させ，又は清拭

しき

しなければならない。 

４ 児童福祉施設は，必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに，それらの管理を適

正に行わなければならない。 

 （食事） 

第１５条 児童福祉施設（助産施設を除く。以下この項において同じ。）は，入所してい

る者に食事を提供するときは，当該児童福祉施設内で調理する方法（第１０条の規定に

より，当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理

する方法を含む。）により行わなければならない。 

２ 児童福祉施設は，入所している者に食事を提供するときは，その献立は，できる限り，

変化に富み，入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければな

らない。 
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３ 児童福祉施設は，前項の規定によるほか，食品の種類及び調理方法について栄養並び

に入所している者の身体的状況及びし好を考慮した食事を提供しなければならない。 

４ 児童福祉施設は，あらかじめ作成した献立に従って調理を行わなければならない。た

だし，少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは，この限りでない。 

５ 児童福祉施設は，児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければ

ならない。 

 （入所した者及び職員の健康診断） 

第１６条 児童福祉施設（児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。第４項を除き，

以下この条において同じ。）の長は，入所した者に対し，入所時の健康診断，少なくと

も１年に２回の定期健康診断及び臨時の健康診断を，学校保健安全法（昭和３３年法律

第５６号）に規定する健康診断に準じて行わなければならない。 

２ 児童福祉施設の長は，前項の規定にかかわらず，次の表の左欄に掲げる健康診断が行

われた場合であって，当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は

一部に相当すると認められるときは，同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わない

ことができる。この場合において，児童福祉施設の長は，それぞれ同表の左欄に掲げる

健康診断の結果を把握しなければならない。 

児童相談所等における児童の入所前の健

康診断 

入所した児童に対する入所時の健康診断 

児童が通学する学校における健康診断 定期の健康診断又は臨時の健康診断 

３ 第１項の健康診断をした医師は，その結果必要な事項を母子健康手帳（母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）第１６条第１項の母子健康手帳をいう。）又は入所した

者の健康を記録する表に記入するとともに，必要に応じ入所の措置又は助産の実施，母

子保護の実施若しくは保育の実施を解除又は停止する等必要な手続をとることを，児童

福祉施設の長に勧告しなければならない。 

４ 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては，特に入所している者の食事を調理する

者につき，綿密な注意を払わなければならない。 

 （給付金として支払を受けた金銭の管理） 

第１７条 乳児院，児童養護施設，障害児入所施設，情緒障害児短期治療施設及び児童自
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立支援施設は，当該施設の設置者が入所中の児童に係る児童福祉施設の設備及び運営に

関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「児童福祉施設最低基準省令」とい

う。）第１２条の２第１項に規定する平成２３年厚生労働省告示第３７４号により厚生

労働大臣が定める給付金（以下この条において「給付金」という。）の支給を受けたと

きは，給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならな

い。 

(1) 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの（これらの運用により生じた収益を

含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。）をその他の財産と区分する

こと。 

(2) 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。 

(3) 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。 

(4) 当該児童が退所した場合には，速やかに，児童に係る金銭を当該児童に取得させる

こと。 

 （児童福祉施設内部の規程） 

第１８条 児童福祉施設においては，次に掲げる事項のうち必要な事項につき規程を設け

なければならない。 

(1) 入所する者の援助に関する事項 

(2) その他施設の管理についての重要事項 

 （児童福祉施設に備える帳簿） 

第１９条 児童福祉施設には，職員，財産，収支及び入所している者の処遇の状況を明ら

かにする帳簿を整備しておかなければならない。 

 （秘密保持等） 

第２０条 児童福祉施設の職員は，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 児童福祉施設は，職員であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければならない。 

 （苦情への対応） 

第２１条 児童福祉施設は，その行った援助に関する入所している者又はその保護者等か
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らの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口を設置する等

の必要な措置を講じなければならない。 

２ 乳児院，児童養護施設，障害児入所施設，児童発達支援センター，情緒障害児短期治

療施設及び児童自立支援施設は，前項の必要な措置として，苦情の公正な解決を図るた

めに，苦情の解決に当たって当該児童福祉施設の職員以外の者を関与させなければなら

ない。 

３ 児童福祉施設は，その行った援助に関し，当該措置又は助産の実施，母子保護の実施

若しくは保育の実施に係る都道府県又は市町村から指導又は助言を受けた場合は，当該

指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 児童福祉施設は，社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第８３条に規定する運営適

正化委員会が行う同法第８５条第１項の規定による調査にできる限り協力しなければな

らない。 

 （事故発生時の対応） 

第２２条 児童福祉施設は，児童に対する支援の提供により事故が発生した場合は，速や

かに都道府県，市町村，当該児童の家族等に連絡を行うとともに，必要な措置を講じな

ければならない。  

２ 児童福祉施設は，前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について，記録しな

ければならない。  

   第２章 助産施設  

 （種類） 

第２３条 助産施設は，第一種助産施設及び第二種助産施設とする。 

２ 第一種助産施設とは，医療法（昭和２３年法律第２０５号）の病院又は診療所である

助産施設をいう。  

３ 第二種助産施設とは，医療法の助産所である助産施設をいう。 

 （入所させる妊産婦） 

第２４条 助産施設には，法第２２条第１項に規定する妊産婦を入所させて，なお余裕の

あるときは，その他の妊産婦を入所させることができる。 

 （第二種助産施設の職員） 
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第２５条 第二種助産施設には，医療法に規定する職員のほか，１人以上の専任又は嘱託

の助産師を置かなければならない。 

２ 第二種助産施設の嘱託医は，産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければなら

ない。 

 （第二種助産施設と異常分べん） 

第２６条 第二種助産施設に入所した妊婦が，産科手術を必要とする異常分べんをするお

それのあるときは，第二種助産施設の長は，速やかにこれを第一種助産施設その他適当

な病院又は診療所に入所させる手続をとらなければならない。ただし，応急の処置を要

するときは，この限りでない。 

   第３章 乳児院  

 （設備の基準）  

第２７条 乳児院（乳幼児１０人未満を入所させる乳児院を除く。）の設備の基準は，次

のとおりとする。 

(1) 寝室，観察室，診察室，病室，ほふく室，相談室，調理室，浴室及び便所を設ける

こと。 

(2) 寝室の面積は，乳幼児１人につき２．４７平方メートル以上であること。  

(3) 観察室の面積は，乳児１人につき１．６５平方メートル以上であること。 

第２８条 乳幼児１０人未満を入所させる乳児院の設備の基準は，次のとおりとする。  

(1) 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。  

(2) 乳幼児の養育のための専用の室の面積は，１室につき９．９１平方メートル以上と

し，乳幼児１人につき２．４７平方メートル以上であること。 

 （職員）  

第２９条 乳児院（乳幼児１０人未満を入所させる乳児院を除く。）には，小児科の診療

に相当の経験を有する医師又は嘱託医，看護師，個別対応職員，家庭支援専門相談員，

栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし，調理業務の全部を委託する施設に

あっては調理員を置かないことができる。 

２ 家庭支援専門相談員は，社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者，乳児

院において乳幼児の養育に５年以上従事した者又は法第１３条第２項各号のいずれかに
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該当する者でなければならない。 

３ 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者１０人以上に心理療法

を行う場合には，心理療法担当職員を置かなければならない。 

４ 心理療法担当職員は，学校教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による大学（旧

大学令（大正７年勅令第３８８号）の規定による大学を含む。第３８条第３項，第５５

条第２項第６号ア，第５９条第４項，第６１条第４号，第９３条第３項，第１０１条第

４項及び第１０３条第４号において同じ。）の学部で，心理学を専修する学科若しくは

これに相当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技術を有す

るもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

５ 看護師の数は，乳児及び満２歳に満たない幼児おおむね１．６人につき１人以上，満

２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２人につき１人以上，満３歳以上の幼児おおむ

ね４人につき１人以上（これらの合計数が７人未満であるときは，７人以上）とする。 

６ 看護師は，保育士又は児童指導員（児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。）を

もってこれに代えることができる。ただし，乳幼児１０人の乳児院には２人以上，乳幼

児が１０人を超える場合は，おおむね１０人増すごとに１人以上看護師を置かなければ

ならない。 

７ 前項に規定する保育士のほか，乳幼児２０人以下を入所させる施設には，保育士を１

人以上置かなければならない。 

第３０条 乳幼児１０人未満を入所させる乳児院には，嘱託医，看護師，家庭支援専門相

談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。 

２ 看護師の数は，７人以上とする。ただし，その１人を除き，保育士又は児童指導員を

もってこれに代えることができる。 

 （乳児院の長の資格等） 

第３１条 乳児院の長は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，厚生労働大臣が指定する

者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって，

人格が高潔で識見が高く，乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならな

い。 

(1) 医師であって，小児保健に関して学識経験を有する者 
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(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 乳児院の職員として３年以上勤務した者 

(4) 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって，次に掲げ

る期間の合計が３年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了

したもの 

ア 法第１２条の３第２項第４号に規定する児童福祉司（以下「児童福祉司」とい

う。）となる資格を有する者にあっては，児童福祉事業（国，都道府県又は市町村

の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間 

イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては，社会福祉事業に従事した期間 

ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間（ア又はイに掲げる期間に該当する期間

を除く。） 

２ 乳児院の長は，２年に１回以上，その資質の向上のための厚生労働大臣が指定する者

が行う研修を受けなければならない。ただし，やむを得ない理由があるときは，この限

りでない。 

 （養育） 

第３２条 乳児院における養育は，乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し，その

人格の形成に資することとなるものでなければならない。 

２ 養育の内容は，乳幼児の年齢及び発達の段階に応じて必要な授乳，食事，排せつ，も

く浴，入浴，外気浴，睡眠，遊び及び運動のほか，健康状態の把握，第１６条第１項に

規定する健康診断及び必要に応じ行う感染症等の予防処置を含むものとする。 

３ 乳児院における家庭環境の調整は，乳幼児の家庭の状況に応じ，親子関係の再構築等

が図られるように行わなければならない。 

 （乳児の観察） 

第３３条 乳児院（乳幼児１０人未満を入所させる乳児院を除く。）においては，乳児が

入所した日から，医師又は嘱託医が適当と認めた期間，当該乳児を観察室に入室させ，

その心身の状況を観察しなければならない。 

 （自立支援計画の策定）  

第３４条 乳児院の長は，第３２条第１項の目的を達成するため，入所中の個々の乳幼児
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について，乳幼児やその家庭の状況等を勘案して，その自立を支援するための計画を策

定しなければならない。 

 （業務の質の評価等） 

第３５条 乳児院は，法第３７条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに，定期的

に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らなければ

ならない。 

 （関係機関との連携）  

第３６条 乳児院の長は，児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター，児童委員，

保健所，市町村保健センター等関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の

調整に当たらなければならない。 

   第４章 母子生活支援施設  

 （設備の基準）  

第３７条 母子生活支援施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 母子室，集会，学習等を行う室及び相談室を設けること。 

(2) 母子室は，これに調理設備，浴室及び便所を設けるものとし，１世帯につき１室以

上とすること。 

(3) 母子室の面積は，３０平方メートル以上であること。 

(4) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には，付近にある保育所又は児童厚生施設が

利用できない等必要があるときは，保育所に準ずる設備を設けること。 

(5) 乳幼児３０人未満を入所させる母子生活支援施設には，静養室を，乳幼児３０人以

上を入所させる母子生活支援施設には，医務室及び静養室を設けること。 

 （職員） 

第３８条 母子生活支援施設には，母子支援員（母子生活支援施設において母子の生活支

援を行う者をいう。以下同じ。），嘱託医，少年を指導する職員及び調理員又はこれに

代わるべき者を置かなければならない。 

２ 心理療法を行う必要があると認められる母子１０人以上に心理療法を行う場合には，

心理療法担当職員を置かなければならない。 

３ 心理療法担当職員は，学校教育法の規定による大学の学部で，心理学を専修する学科
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若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技

術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

４ 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認めら

れる母子に当該支援を行う場合には，個別対応職員を置かなければならない。 

５ 母子支援員の数は，母子１０世帯以上２０世帯未満を入所させる母子生活支援施設に

おいては２人以上，母子２０世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては３人以

上とする。 

６ 少年を指導する職員の数は，母子２０世帯以上を入所させる母子生活支援施設におい

ては，２人以上とする。 

 （母子生活支援施設の長の資格等） 

第３９条 母子生活支援施設の長は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，厚生労働大臣

が指定する者が行う母子生活支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修

を受けた者であって，人格が高潔で識見が高く，母子生活支援施設を適切に運営する能

力を有するものでなければならない。 

(1) 医師であって，精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 母子生活支援施設の職員として３年以上勤務した者 

(4) 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって，次に掲げ

る期間の合計が３年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了

したもの 

ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては，児童福祉事業（国，都道府県又は

市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間 

イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては，社会福祉事業に従事した期間 

ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間（ア又はイに掲げる期間に該当する期間

を除く。） 

２ 母子生活支援施設の長は，２年に１回以上，その資質の向上のための厚生労働大臣が

指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし，やむを得ない理由があるとき

は，この限りでない。 

1033



 （母子支援員の資格） 

第４０条 母子支援員は，次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 地方厚生局長又は地方厚生支局長（以下「地方厚生局長等」という。）の指定する

児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者 

(2) 保育士の資格を有する者 

(3) 社会福祉士の資格を有する者 

(4) 精神保健福祉士の資格を有する者 

(5) 学校教育法の規定による高等学校（旧中等学校令（昭和１８年勅令第３６号）の規

定による中等学校を含む。第５５条第２項第４号，第６１条第８号及び第１０３条第

７号において同じ。）若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第９０条第２項の規

定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による１２年の学校教育を

修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含

む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって，２

年以上児童福祉事業に従事したもの 

 （生活支援）  

第４１条 母子生活支援施設における生活支援は，母子を共に入所させる施設の特性を生

かしつつ，親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう，個々の母子の

家庭生活及び稼働の状況に応じ，就労，家庭生活及び児童の養育に関する相談，助言及

び指導並びに関係機関との連絡調整を行う等の支援により，その自立の促進を目的とし，

かつ，その私生活を尊重して行わなければならない。 

 （自立支援計画の策定）  

第４２条 母子生活支援施設の長は，前条の目的を達成するため，入所中の個々の母子に

ついて，母子やその家庭の状況等を勘案して，その自立を支援するための計画を策定し

なければならない。 

 （業務の質の評価等） 

第４３条 母子生活支援施設は，法第３８条に規定する業務の質の評価を自ら行うととも

に，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図

らなければならない。 
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 （保育所に準ずる設備） 

第４４条 第３７条第４号の規定により，母子生活支援施設に，保育所に準ずる設備を設

けるときは，保育所に関する規定（第４８条第２項を除く。）を準用する。 

２ 保育所に準ずる設備の保育士の数は，乳幼児おおむね３０人につき１人以上とする。

ただし，１人を下ることはできない。 

 （関係機関との連携） 

第４５条 母子生活支援施設の長は，福祉事務所，母子自立支援員，児童の通学する学校，

児童相談所，母子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター，

婦人相談所等関係機関と密接に連携して，母子の保護及び生活支援に当たらなければな

らない。 

   第５章 保育所  

 （設備の基準） 

第４６条 保育所の設備の基準は，次のとおりとする。  

(1) 乳児又は満２歳に満たない幼児を入所させる保育所には，乳児室又はほふく室，医

務室，調理室及び便所を設けること。 

(2) 乳児室の面積は，当該乳児室において保育されるほふくしない乳児又は前号の幼児

１人につき１．６５平方メートル以上であること。 

(3) ほふく室の面積は，当該ほふく室において保育されるほふくする乳児又は第１号の

幼児１人につき３．３平方メートル以上であること。 

(4) 乳児室又はほふく室には，保育に必要な用具を備えること。 

(5) 満２歳以上の幼児を入所させる保育所には，保育室又は遊戯室，屋外遊戯場（保育

所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。），調理室

及び便所を設けること。 

(6) 保育室又は遊戯室の面積は，前号の幼児１人につき１．９８平方メートル以上，屋

外遊戯場の面積は，前号の幼児１人につき３．３平方メートル以上であること。 

(7) 保育室又は遊戯室には，保育に必要な用具を備えること。 

(8) 乳児室，ほふく室，保育室又は遊戯室（以下「保育室等」という。）を２階に設け

る建物は，次のア，イ及びカの要件に，保育室等を３階以上に設ける建物は，次のイ
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からクまでの要件に該当するものであること。 

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号の２に規定する耐火建築

物又は同条第９号の３に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）

であること。 

イ 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ，同表の中欄に掲げる

区分ごとに，それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が１以上設けられているこ

と。 

階 区 分 施 設 又 は 設 備 

常 用 １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

２階 

避難用 １ 建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１２３条

第１項各号又は同条第３項各号に規定する構造の屋内階段（た

だし，同条第１項の場合においては，当該階段の構造は，建築

物の１階から２階までの部分に限り，屋内と階段室とは，バル

コニー又は付室を通じて連絡することとし，かつ，同条第３項

第２号，第３号及び第９号を満たすものとする。） 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第２条第７号の２に規定する準耐火構造の屋外傾

斜路又はこれに準ずる設備 

４ 屋外階段 

常 用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号

に規定する構造の屋内階段 

２ 屋外階段 

３階 

避難用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号

に規定する構造の屋内階段（ただし，同条第１項の場合におい

ては，当該階段の構造は，建築物の１階から３階までの部分に

限り，屋内と階段室とは，バルコニー又は付室を通じて連絡す

ることとし，かつ，同条第３項第２号，第３号及び第９号を満
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たすものとする。） 

２ 建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又

はこれに準ずる設備 

３ 屋外階段 

常 用 １ 建築基準法施行令第１２３条第１項各号又は同条第３項各号

に規定する構造の屋内階段 

２ 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋

外階段 

４階

以上 

避難用 建築基準法施行令第１２３条第２項各号に規定する構造の屋外

階段 

ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ，かつ，保育室等の各部

分からその一に至る歩行距離が３０メートル以下となるように設けられていること。 

エ 保育所の調理室（次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。エにおいて

同じ。）以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第２条第７号に規定する

耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第１１２条第１項に規定する特定防

火設備で区画されていること。この場合において，換気，暖房又は冷房の設備の風

道が，当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダ

ンパーが設けられていること。 

(ｱ) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられている

こと。 

(ｲ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ，かつ，当該調理室

の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

オ 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを建築基準法第２条第９号に規

定する不燃材料でしていること。 

カ 保育室等その他乳幼児が出入し，又は通行する場所に，乳幼児の転落事故を防止

する設備が設けられていること。 

キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられて

いること。 
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ク 保育所のカーテン，敷物，建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されてい

ること。 

 （保育所の設備の基準の特例）  

第４７条 次に掲げる要件を満たす保育所は，第１５条第１項の規定にかかわらず，当該

保育所の満３歳以上の幼児に対する食事の提供について，当該保育所外で調理し搬入す

る方法により行うことができる。この場合において，当該保育所は，当該食事の提供に

ついて当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のた

めの加熱，保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。 

(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり，その管理者が，衛生面，栄養

面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が

確保されていること。 

(2) 当該保育所又は他の施設，保健所，市町村等の栄養士により，献立等について栄養

の観点からの指導が受けられる体制にある等，栄養士による必要な配慮が行われるこ

と。 

(3) 調理業務の受託者を，当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し，衛生面，栄

養面等，調理業務を適切に遂行することができる能力を有する者とすること。 

(4) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供，アレルギー，アト

ピー等への配慮，必要な栄養素量の給与等，幼児の食事の内容，回数及び時機に適切

に応じることができること。 

(5) 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から，乳幼児の発育及び発達の過程に応じ

て食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努

めること。  

 （職員） 

第４８条 保育所には，保育士，嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし，調

理業務の全部を委託する施設にあっては，調理員を置かないことができる。 

２ 保育士の数は，乳児おおむね３人につき１人以上，満１歳以上満３歳に満たない幼児

おおむね６人につき１人以上，満３歳以上満４歳に満たない幼児おおむね２０人につき

１人以上（認定こども園（就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進
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に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「就学前保育等推進法」という。）第７

条第１項に規定する認定こども園をいう。）である保育所（以下「認定保育所」とい

う。）にあっては，幼稚園（学校教育法第１条に規定する幼稚園をいう。以下同じ。）

と同様に１日に４時間程度利用する幼児（以下「短時間利用児」という。）おおむね３

５人につき１人以上，１日に８時間程度利用する幼児（以下「長時間利用児」とい

う。）おおむね２０人につき１人以上），満４歳以上の幼児おおむね３０人につき１人

以上（認定保育所にあっては，短時間利用児おおむね３５人につき１人以上，長時間利

用児おおむね３０人につき１人以上）とする。ただし，保育所１につき２人を下ること

はできない。 

 （保育時間） 

第４９条 保育所における保育時間は，１日につき８時間を原則とし，その地域における

乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して，保育所の長がこれを定める。 

 （保育の内容）  

第５０条 保育所における保育は，養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし，そ

の内容については，平成２０年厚生労働省告示第１４１号により厚生労働大臣が定める

指針に従わなければならない。 

 （保護者との連絡） 

第５１条 保育所の長は，常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり，保育の

内容等につき，その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。 

 （公正な選考） 

第５２条 就学前保育等推進法第１０条第１項第４号に規定する私立認定保育所は，就学

前保育等推進法第１３条第２項の規定により読み替えられた法第２４条第３項の規定に

より当該私立認定保育所に入所する児童を選考するときは，公正な方法により行わなけ

ればならない。 

 （利用料）  

第５３条 法第５６条第３項の規定による徴収金及び就学前保育等推進法第１３条第４項

の保育料（以下この条において「徴収金等」という。）以外に保育所が徴収金等に係る

児童について提供するサービス（当該徴収金等を支払う者の選定により提供されるもの
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を除く。）に関し当該者から利用料の支払を受ける場合にあっては，当該利用料の額は，

当該サービスの実施に要する費用を勘案し，かつ，当該者の家計に与える影響を考慮し

て定めなければならない。 

   第６章 児童厚生施設 

 （設備の基準） 

第５４条 児童厚生施設の設備の基準は，次のとおりとする。  

(1) 児童遊園等屋外の児童厚生施設には，広場，遊具及び便所を設けること。 

(2) 児童館等屋内の児童厚生施設には，集会室，遊戯室，図書室及び便所を設けること。 

 （職員）  

第５５条 児童厚生施設には，児童の遊びを指導する者を置かなければならない。  

２ 児童の遊びを指導する者は，次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を

卒業した者 

(2) 保育士の資格を有する者  

(3) 社会福祉士の資格を有する者 

(4) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第９０

条第２項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による１２年

の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修

了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者

であって，２年以上児童福祉事業に従事したもの  

(5) 学校教育法の規定により，幼稚園，小学校，中学校，高等学校又は中等教育学校の

教諭となる資格を有する者 

(6) 次のいずれかに該当する者であって，児童厚生施設の設置者（地方公共団体以外の

者が設置する児童厚生施設にあっては，市長）が適当と認めたもの 

ア 学校教育法の規定による大学において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，

芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した

者 

イ 学校教育法の規定による大学において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，
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芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成

績で単位を修得したことにより，同法第１０２条第２項の規定により大学院への入

学が認められた者 

ウ 学校教育法の規定による大学院において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，

芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業し

た者 

エ 外国の大学において，社会福祉学，心理学，教育学，社会学，芸術学若しくは体

育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 

 （遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項）  

第５６条 児童厚生施設における遊びの指導は，児童の自主性，社会性及び創造性を高め，

もって地域における健全育成活動の助長を図るようこれを行うものとする。 

 （保護者との連絡） 

第５７条 児童厚生施設の長は，必要に応じ児童の健康及び行動につき，その保護者に連

絡しなければならない。 

   第７章 児童養護施設  

 （設備の基準）  

第５８条 児童養護施設の設備の基準は，次のとおりとする。  

(1) 児童の居室，相談室，調理室，浴室及び便所を設けること。  

(2) 児童の居室の１室の定員は，これを４人以下とし，その面積は，１人につき４．９

５平方メートル以上とすること。ただし，乳幼児のみの居室の１室の定員は，これを

６人以下とし，その面積は，１人につき３．３平方メートル以上とする。 

(3) 入所している児童の年齢等に応じ，男子と女子の居室を別にすること。 

(4) 便所は，男子用と女子用とを別にすること。ただし，少数の児童を対象として設け

るときは，この限りでない。 

(5) 児童３０人以上を入所させる児童養護施設には，医務室及び静養室を設けること。 

(6) 入所している児童の年齢，適性等に応じ職業指導に必要な設備（以下「職業指導に

必要な設備」という。）を設けること。 

 （職員）  
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第５９条 児童養護施設には，児童指導員，嘱託医，保育士，個別対応職員，家庭支援専

門相談員，栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあっては看護師を置かな

ければならない。ただし，児童４０人以下を入所させる施設であって他の社会福祉施設

等の栄養士との連携を図ることにより当該児童養護施設の効果的な運営が期待すること

ができるとともに児童の栄養管理に支障がない場合にあっては栄養士を，調理業務の全

部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

２ 家庭支援専門相談員は，社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者，児童

養護施設において児童の指導に５年以上従事した者又は法第１３条第２項各号のいずれ

かに該当する者でなければならない。 

３ 心理療法を行う必要があると認められる児童１０人以上に心理療法を行う場合には，

心理療法担当職員を置かなければならない。 

４ 心理療法担当職員は，学校教育法の規定による大学の学部で，心理学を専修する学科

若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の技

術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 

５ 実習設備を設けて職業指導を行う場合には，職業指導員を置かなければならない。 

６ 児童指導員及び保育士の総数は，通じて，満２歳に満たない幼児おおむね１．６人に

つき１人以上，満２歳以上満３歳に満たない幼児おおむね２人につき１人以上，満３歳

以上の幼児おおむね４人につき１人以上，少年おおむね５．５人につき１人以上とする。

ただし，児童４５人以下を入所させる施設にあっては，更に１人以上を加えるものとす

る。 

７ 看護師の数は，乳児おおむね１．６人につき１人以上とする。ただし，１人を下るこ

とはできない。 

 （児童養護施設の長の資格等） 

第６０条 児童養護施設の長は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，厚生労働大臣が指

定する者が行う児童養護施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた

者であって，人格が高潔で識見が高く，児童養護施設を適切に運営する能力を有するも

のでなければならない。 

(1) 医師であって，精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 
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(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 児童養護施設の職員として３年以上勤務した者 

(4) 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって，次に掲げ

る期間の合計が３年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了

したもの 

ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては，児童福祉事業（国，都道府県又は

市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間 

イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては，社会福祉事業に従事した期間 

ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間（ア又はイに掲げる期間に該当する期間

を除く。） 

２ 児童養護施設の長は，２年に１回以上，その資質の向上のための厚生労働大臣が指定

する者が行う研修を受けなければならない。ただし，やむを得ない理由があるときは，

この限りでない。 

 （児童指導員の資格）  

第６１条 児童指導員は，次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を

卒業した者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 精神保健福祉士の資格を有する者 

(4) 学校教育法の規定による大学の学部で，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社会

学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  

(5) 学校教育法の規定による大学の学部で，社会福祉学，心理学，教育学又は社会学に

関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより，同法第１０２条第２項の規定

により大学院への入学を認められた者  

(6) 学校教育法の規定による大学院において，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社

会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者  

(7) 外国の大学において，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社会学を専修する学科

又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 
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(8) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第９０

条第２項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による１２年

の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修

了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者

であって，２年以上児童福祉事業に従事したもの 

(9) 学校教育法の規定により，小学校，中学校，高等学校又は中等教育学校の教諭とな

る資格を有する者であって，市長が適当と認めたもの  

(10) ３年以上児童福祉事業に従事した者であって，市長が適当と認めたもの 

 （養護） 

第６２条 児童養護施設における養護は，児童に対して安定した生活環境を整えるととも

に，生活指導，学習指導，職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育すること

により，児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなけれ

ばならない。 

 （生活指導，学習指導，職業指導及び家庭環境の調整）  

第６３条 児童養護施設における生活指導は，児童の自主性を尊重しつつ，基本的生活習

慣を確立するとともに豊かな人間性及び社会性を養い，かつ，将来自立した生活を営む

ために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。 

２ 児童養護施設における学習指導は，児童がその適性，能力等に応じた学習を行うこと

ができるよう，適切な相談，助言，情報の提供等の支援により行わなければならない。 

３ 児童養護施設における職業指導は，勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに，

児童がその適性，能力等に応じた職業選択を行うことができるよう，適切な相談，助言，

情報の提供等及び必要に応じ行う実習，講習等の支援により行わなければならない。 

４ 児童養護施設における家庭環境の調整は，児童の家庭の状況に応じ，親子関係の再構

築等が図られるように行わなければならない。  

 （自立支援計画の策定）  

第６４条 児童養護施設の長は，第６２条の目的を達成するため，入所中の個々の児童に

ついて，児童やその家庭の状況等を勘案して，その自立を支援するための計画を策定し

なければならない。 
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 （業務の質の評価等） 

第６５条 児童養護施設は，法第４１条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに，

定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を図らな

ければならない。 

 （児童と起居を共にする職員） 

第６６条 児童養護施設の長は，児童指導員及び保育士のうち少なくとも１人を児童と起

居を共にさせなければならない。  

 （関係機関との連携） 

第６７条 児童養護施設の長は，児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児

童家庭支援センター，児童委員，公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児童の指

導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。  

   第８章 福祉型障害児入所施設 

 （設備の基準） 

第６８条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 児童の居室，調理室，浴室，便所，医務室及び静養室を設けること。ただし，児童

３０人未満を入所させる施設であって主として知的障害のある児童を入所させるもの

にあっては医務室を，児童３０人未満を入所させる施設であって主として盲児（強度

の弱視児を含む。以下同じ。）又はろうあ児（強度の難聴児を含む。以下同じ。）

（以下「盲ろうあ児」という。）を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設

けないことができる。 

(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には，職業指導に

必要な設備を設けること。 

(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には，次の設備を設けること。 

ア 遊戯室，訓練室，職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備 

イ 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備 

(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には，遊戯室，訓練室，職業

指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。 

(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には，次の設備
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を設けること。 

ア 訓練室及び屋外訓練場 

イ 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備 

(6) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設又は主として肢体不自由のある児

童を入所させる福祉型障害児入所施設においては，階段の傾斜を緩やかにすること。 

(7) 児童の居室の１室の定員は，これを４人以下とし，その面積は，１人につき４．９

５平方メートル以上とすること。ただし，乳幼児のみの居室の１室の定員は，これを

６人以下とし，その面積は，１人につき３．３平方メートル以上とする。 

(8) 入所している児童の年齢等に応じ，男子と女子の居室を別にすること。 

(9) 便所は，男子用と女子用とを別にすること。 

 （職員） 

第６９条 主として知的障害のある児童（自閉症を主たる症状とする児童（以下「自閉症

児」という。）を除く。次項及び第３項において同じ。）を入所させる福祉型障害児入

所施設には，嘱託医，児童指導員，保育士，栄養士，調理員及び児童発達支援管理責任

者（障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として児童福祉施設最低

基準省令第４９条第１項に規定する平成２４年厚生労働省告示第２３０号により厚生労

働大臣が定めるものをいう。以下同じ。）を置かなければならない。ただし，児童４０

人以下を入所させる施設であって他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることによ

り当該福祉型障害児入所施設の効果的な運営が期待することができるとともに児童の栄

養管理に支障がない場合にあっては栄養士を，調理業務の全部を委託する施設にあって

は調理員を置かないことができる。 

２ 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は，精神科

又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

３ 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保

育士の総数は，通じておおむね児童の数を４．３で除して得た数以上とする。ただし，

児童３０人以下を入所させる施設にあっては，更に１以上を加えるものとする。 

４ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には，第１項に規定する職員並

びに医師及び看護師を置かなければならない。ただし，児童４０人以下を入所させる施
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設であって他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該福祉型障害児入

所施設の効果的な運営が期待することができるとともに児童の栄養管理に支障がない場

合にあっては栄養士を，調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないこ

とができる。 

５ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医については，第２項の

規定を準用する。 

６ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数

については，第３項の規定を準用する。 

７ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の医師は，児童を対象とする精

神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

８ 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設の看護師の数は，児童おおむね

２０人につき１人以上とする。 

９ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については，第１項の規定を

準用する。 

１０ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の嘱託医は，眼科又は耳鼻

咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

１１ 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の

総数は，通じて，乳幼児おおむね４人につき１人以上，少年おおむね５人につき１人以

上とする。ただし，児童３５人以下を入所させる施設にあっては，更に１人以上を加え

るものとする。 

１２ 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には，第１項に

規定する職員及び看護師を置かなければならない。ただし，児童４０人以下を入所させ

る施設であって他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該福祉型障害

児入所施設の効果的な運営が期待することができるとともに児童の栄養管理に支障がな

い場合にあっては栄養士を，調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かな

いことができる。 

１３ 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設の児童指導員及

び保育士の総数は，通じておおむね児童の数を３．５で除して得た数以上とする。 
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１４ 心理指導を行う必要があると認められる児童５人以上に心理指導を行う場合には心

理指導担当職員を，職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。 

１５ 心理指導担当職員は，学校教育法の規定による大学の学部で，心理学を専修する学

科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって，個人及び集団心理療法の

技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められるものでなければなら

ない。 

 （生活指導及び学習指導） 

第７０条 福祉型障害児入所施設における生活指導は，児童が日常の起居の間に，当該福

祉型障害児入所施設を退所した後，できる限り社会に適応するようこれを行わなければ

ならない。 

２ 福祉型障害児入所施設における学習指導については，第６３条第２項の規定を準用す

る。 

 （職業指導を行うに当たって遵守すべき事項） 

第７１条 福祉型障害児入所施設における職業指導は，児童の適性に応じ，児童が将来で

きる限り健全な社会生活を営むことができるようこれを行わなければならない。 

２ 前項に規定するほか，福祉型障害児入所施設における職業指導については，第６３条

第３項の規定を準用する。 

 （入所支援計画の作成） 

第７２条 福祉型障害児入所施設の長は，児童の保護者及び児童の意向，児童の適性，児

童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画を作成し，これに基づき児童に対して障害

児入所支援を提供するとともに，その効果について継続的な評価を実施することその他

の措置を講ずることにより児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなけ

ればならない。 

 （児童と起居を共にする職員） 

第７３条 福祉型障害児入所施設（主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施

設を除く。）については，第６６条の規定を準用する。 

 （保護者等との連絡） 

第７４条 福祉型障害児入所施設の長は，児童の保護者に児童の性質及び能力を説明する
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とともに，児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児

童委員と常に密接な連絡をとり，児童の生活指導，学習指導及び職業指導につき，その

協力を求めなければならない。 

 （心理学的及び精神医学的診査） 

第７５条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては，

入所している児童を適切に保護するため，随時心理学的及び精神医学的診査を行わなけ

ればならない。ただし，児童の福祉に有害な実験にわたってはならない。 

 （入所した児童に対する健康診断） 

第７６条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては，第１６条

第１項に規定する入所時の健康診断に当たり，特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況

を精密に診断し，治療可能な者については，できる限り治療しなければならない。 

２ 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては，第１

６条第１項に規定する入所時の健康診断に当たり，整形外科的診断により肢体の機能障

害の原因及びその状況を精密に診断し，入所を継続するか否かを考慮しなければならな

い。 

   第９章 医療型障害児入所施設 

 （設備の基準） 

第７７条 医療型障害児入所施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 医療型障害児入所施設には，医療法に規定する病院として必要な設備のほか，訓練

室及び浴室を設けること。 

(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には，静養室を設けること。 

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には，屋外訓練

場，ギブス室，特殊手工芸等の作業を指導するに必要な設備，義肢装具を製作する設

備を設けること。ただし，義肢装具を製作する設備は，他に適当な設備がある場合は，

これを設けることを要しないこと。 

(4) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては，階

段の傾斜を緩やかにするほか，浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける

設備を設けること。 
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 （職員） 

第７８条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には，医療法に規定する

病院として必要な職員のほか，児童指導員，保育士及び児童発達支援管理責任者を置か

なければならない。 

２ 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数

は，通じておおむね児童の数を６．７で除して得た数以上とする。 

３ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には，第１項に規

定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。 

４ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は，

肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。 

５ 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設の児童指導員及び

保育士の総数は，通じて，乳幼児おおむね１０人につき１人以上とし，少年おおむね２

０人につき１人以上とする。 

６ 主として重症心身障害児（法第７条第２項に規定する重症心身障害児をいう。以下同

じ。）を入所させる医療型障害児入所施設には，第３項に規定する職員及び心理指導を

担当する職員を置かなければならない。 

７ 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設の長及び医師は，内科，

精神科，医療法施行令（昭和２３年政令第３２６号）第３条の２第１項第１号ハ及びニ

（２）の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科，小児科，外科，

整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならな

い。 

 （心理学的及び精神医学的診査） 

第７９条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精

神医学的診査については，第７５条の規定を準用する。 

 （入所した児童に対する健康診断） 

第８０条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては，

第１６条第１項に規定する入所時の健康診断に当たり，整形外科的診断により肢体の機

能障害の原因及びその状況を精密に診断し，入所を継続するか否かを考慮しなければな
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らない。 

 （児童と起居を共にする職員等） 

第８１条 医療型障害児入所施設（主として重症心身障害児を入所させる施設を除く。以

下この項において同じ。）における児童と起居を共にする職員，生活指導，学習指導及

び職業指導並びに医療型障害児入所施設の長の保護者等との連絡については，第６６条，

第７０条，第７１条及び第７４条の規定を準用する。 

２ 医療型障害児入所施設の長の計画の作成については，第７２条の規定を準用する。 

第１０章 福祉型児童発達支援センター 

 （設備の基準） 

第８２条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 福祉型児童発達支援センター（主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達

支援センターを除く。）には，指導訓練室，遊戯室，屋外遊戯場（当該福祉型児童発

達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。），医務室，相談

室，調理室，便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。 

(2) 福祉型児童発達支援センター（主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援セン

ター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。次

号において同じ。）の指導訓練室の１室の定員は，これをおおむね１０人とし，その

面積は，児童１人につき２．４７平方メートル以上とすること。 

(3) 福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は，児童１人につき１．６５平方メー

トル以上とすること。 

(4) 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターには，静養室

を設けること。 

(5) 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには，聴力検査室を設ける

こと。 

(6) 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには，指導訓練室，

調理室，便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。 

 （職員） 

第８３条 福祉型児童発達支援センター（主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援
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センター及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターを除く。

次項において同じ。）には，嘱託医，児童指導員，保育士，栄養士，調理員及び児童発

達支援管理責任者のほか，日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には，機能訓

練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。）

を置かなければならない。ただし，児童４０人以下を通わせる施設にあっては栄養士を，

調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。 

２ 福祉型児童発達支援センターの児童指導員，保育士及び機能訓練担当職員の総数は，

通じておおむね児童の数を４で除して得た数以上とする。 

３ 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は，精

神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

４ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには，第１項に規定する職員

及び言語聴覚士を置かなければならない。ただし，児童４０人以下を通わせる施設にあ

っては栄養士を，調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことがで

きる。 

５ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は，眼科又は耳鼻咽

喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

６ 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員，保育士，言語

聴覚士及び機能訓練担当職員の総数は，通じておおむね児童の数を４で除して得た数以

上とする。ただし，言語聴覚士の数は，４人以上でなければならない。 

７ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには，第１項に規定

する職員及び看護師を置かなければならない。ただし，児童４０人以下を通わせる施設

にあっては栄養士を，調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないこと

ができる。 

８ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は，内科，

精神科，医療法施行令第３条の２第１項第１号ハ及びニ（２）の規定により神経と組み

合わせた名称を診療科名とする診療科，小児科，外科，整形外科又はリハビリテーショ

ン科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。 

９ 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの児童指導員，保育
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士，看護師及び機能訓練担当職員の数は，通じておおむね児童の数を４で除して得た数

以上とする。ただし，機能訓練担当職員の数は，１人以上でなければならない。 

 （生活指導及び計画の作成） 

第８４条 福祉型児童発達支援センターにおける生活指導及び福祉型児童発達支援センタ

ーの長の計画の作成については，第７０条第１項及び第７２条の規定を準用する。 

 （保護者等との連絡） 

第８５条 福祉型児童発達支援センターの長は，児童の保護者に児童の性質及び能力を説

明するとともに，必要に応じ当該児童を取り扱った児童福祉司又は児童委員と常に密接

な連絡をとり，当該児童の生活指導につき，その協力を求めなければならない。 

 （入所した児童に対する健康診断） 

第８６条 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターにおいては，第１６条

第１項に規定する入所時の健康診断に当たり，特に難聴の原因及び機能障害の状況を精

密に診断し，治療可能な者については，できる限り治療しなければならない。 

 （心理学的及び精神医学的診査） 

第８７条 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターにおける

心理学的及び精神医学的診査については，第７５条の規定を準用する。 

第１１章 医療型児童発達支援センター 

 （設備の基準） 

第８８条 医療型児童発達支援センターの設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 医療法に規定する診療所として必要な設備のほか，指導訓練室，屋外訓練場，相談

室及び調理室を設けること。 

(2) 階段の傾斜を緩やかにするほか，浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助

ける設備を設けること。 

 （職員） 

第８９条 医療型児童発達支援センターには，医療法に規定する診療所として必要な職員

のほか，児童指導員，保育士，看護師，理学療法士又は作業療法士及び児童発達支援管

理責任者を置かなければならない。 

 （入所した児童に対する健康診断） 
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第９０条 医療型児童発達支援センターにおいては，第１６条第１項に規定する入所時の

健康診断に当たり，整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に

診断し，入所を継続するか否かを考慮しなければならない。 

 （生活指導等） 

第９１条 医療型児童発達支援センターにおける生活指導並びに医療型児童発達支援セン

ターの長の保護者等との連絡及び計画の作成については，第７０条第１項，第７２条及

び第８５条の規定を準用する。 

   第１２章 情緒障害児短期治療施設 

 （設備の基準） 

第９２条 情緒障害児短期治療施設の設備の基準は，次のとおりとする。 

(1) 児童の居室，医務室，静養室，遊戯室，観察室，心理検査室，相談室，工作室，調

理室，浴室及び便所を設けること。 

(2) 児童の居室の１室の定員は，これを４人以下とし，その面積は，１人につき４．９

５平方メートル以上とすること。 

(3) 男子と女子の居室は，これを別にすること。 

(4) 便所は，男子用と女子用とを別にすること。ただし，少数の児童を対象として設け

るときは，この限りでない。 

 （職員） 

第９３条 情緒障害児短期治療施設には，医師，心理療法担当職員，児童指導員，保育士，

看護師，個別対応職員，家庭支援専門相談員，栄養士及び調理員を置かなければならな

い。ただし，調理業務の全部を委託する施設にあっては，調理員を置かないことができ

る。  

２ 医師は，精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。  

３ 心理療法担当職員は，学校教育法の規定による大学の学部で，心理学を専修する学科

若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で，

心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより，同法第１０２条第２項

の規定により大学院への入学を認められた者であって，個人及び集団心理療法の技術を

有し，かつ，心理療法に関する１年以上の経験を有するものでなければならない。  
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４ 家庭支援専門相談員は，社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者，情緒

障害児短期治療施設において児童の指導に５年以上従事した者又は法第１３条第２項各

号のいずれかに該当する者でなければならない。 

５ 心理療法担当職員の数は，おおむね児童１０人につき１人以上とする。  

６ 児童指導員及び保育士の総数は，通じておおむね児童４．５人につき１人以上とする。 

 （情緒障害児短期治療施設の長の資格等） 

第９４条 情緒障害児短期治療施設の長は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，厚生労

働大臣が指定する者が行う情緒障害児短期治療施設の運営に関し必要な知識を習得させ

るための研修を受けた者であって，人格が高潔で識見が高く，情緒障害児短期治療施設

を適切に運営する能力を有するものでなければならない。 

(1) 医師であって，精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者 

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 情緒障害児短期治療施設の職員として３年以上勤務した者 

(4) 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって，次に掲げ

る期間の合計が３年以上であるもの又は厚生労働大臣が指定する講習会の課程を修了

したもの 

ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては，児童福祉事業（国，都道府県又は

市町村の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。）に従事した期間 

イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては，社会福祉事業に従事した期間 

ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間（ア又はイに掲げる期間に該当する期間

を除く。） 

２ 情緒障害児短期治療施設の長は，２年に１回以上，その資質の向上のための厚生労働

大臣が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし，やむを得ない理由があ

るときは，この限りでない。 

 （心理療法，生活指導及び家庭環境の調整）  

第９５条 情緒障害児短期治療施設における心理療法及び生活指導は，児童の社会的適応

能力の回復を図り，児童が，当該情緒障害児短期治療施設を退所した後，健全な社会生

活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。  
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２ 情緒障害児短期治療施設における家庭環境の調整は，児童の保護者に児童の状態及び

能力を説明するとともに，児童の家庭の状況に応じ，親子関係の再構築等が図られるよ

うに行わなければならない。 

 （自立支援計画の策定）  

第９６条 情緒障害児短期治療施設の長は，前条第１項の目的を達成するため，入所中の

個々の児童について，児童やその家庭の状況等を勘案して，その自立を支援するための

計画を策定しなければならない。 

 （業務の質の評価等） 

第９７条 情緒障害児短期治療施設は，法第４３条の２に規定する業務の質の評価を自ら

行うとともに，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にそ

の改善を図らなければならない。 

 （児童と起居を共にする職員）  

第９８条 情緒障害児短期治療施設については，第６６条の規定を準用する。  

 （関係機関との連携）  

第９９条 情緒障害児短期治療施設の長は，児童の通学する学校及び児童相談所並びに必

要に応じ児童家庭支援センター，児童委員，保健所，市町村保健センター等関係機関と

密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。 

   第１３章 児童自立支援施設  

 （設備の基準）  

第１００条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については，小学校，中学校又は

特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし，学科指

導を行わない場合にあってはこの限りでない。 

２ 前項に規定する設備以外の設備については，第５８条（第２号ただし書を除く。）の

規定を準用する。ただし，男子と女子の居室は，これを別にしなければならない。  

 （職員）  

第１０１条 児童自立支援施設には，児童自立支援専門員（児童自立支援施設において児

童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。），児童生活支援員（児童自立支援施設にお

いて児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。），嘱託医及び精神科の診療に相当の
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経験を有する医師又は嘱託医，個別対応職員，家庭支援専門相談員，栄養士並びに調理

員を置かなければならない。ただし，児童４０人以下を入所させる施設であって他の社

会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該児童自立支援所施設の効果的な運

営が期待することができるとともに児童の栄養管理に支障がない場合にあっては栄養士

を，調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。  

２ 家庭支援専門相談員は，社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者，児童

自立支援施設において児童の指導に５年以上従事した者又は法第１３条第２項各号のい

ずれかに該当する者でなければならない。 

３ 心理療法を行う必要があると認められる児童１０人以上に心理療法を行う場合には，

心理療法担当職員を置かなければならない。 

４ 心理療法担当職員は，学校教育法の規定による大学の学部で，心理学を専修する学科

若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定による大学の学部で，

心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより，同法第１０２条第２項

の規定により大学院への入学を認められた者であって，個人及び集団心理療法の技術を

有し，かつ，心理療法に関する１年以上の経験を有するものでなければならない。 

５ 実習設備を設けて職業指導を行う場合には，職業指導員を置かなければならない。  

６ 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は，通じておおむね児童４．５人につ

き１人以上とする。  

 （児童自立支援施設の長の資格等）  

第１０２条 児童自立支援施設の長は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，厚生労働省

組織規則（平成１３年厚生労働省令第１号）第６２２条に規定する児童自立支援専門員

養成所（以下「養成所」という。）が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を

習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であって，人格が高潔で識見

が高く，児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。  

(1) 医師であって，精神保健に関して学識経験を有する者  

(2) 社会福祉士の資格を有する者  

(3) 児童自立支援専門員の職にあった者等児童自立支援事業に５年以上（養成所が行う

児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程（以下
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「講習課程」という。）を修了した者にあっては，３年以上）従事した者  

(4) 市長が前３号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって，次に掲げ

る期間の合計が５年以上（養成所が行う講習課程を修了した者にあっては，３年以

上）であるもの 

ア 児童福祉司となる資格を有する者にあっては，児童福祉事業（国，都道府県，指

定都市又は児童相談所設置市の内部組織における児童福祉に関する事務を含む。）

に従事した期間 

イ 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては，社会福祉事業に従事した期間 

ウ 社会福祉施設の職員として勤務した期間（ア又はイに掲げる期間に該当する期間

を除く。） 

２ 児童自立支援施設の長は，２年に１回以上，その資質の向上のための厚生労働大臣が

指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし，やむを得ない理由があるとき

は，この限りでない。 

 （児童自立支援専門員の資格）  

第１０３条 児童自立支援専門員は，次の各号のいずれかに該当する者でなければならな

い。 

(1) 医師であって，精神保健に関して学識経験を有する者  

(2) 社会福祉士の資格を有する者 

(3) 地方厚生局長等の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を

卒業した者 

(4) 学校教育法の規定による大学の学部で，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社会

学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は同法の規定

による大学の学部で，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社会学に関する科目の単

位を優秀な成績で修得したことにより，同法第１０２条第２項の規定により大学院へ

の入学を認められた者であって，１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条

第１項第４号アからウまでに掲げる期間の合計が２年以上であるもの 

(5) 学校教育法の規定による大学院において，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社

会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって，１年
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以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第１項第４号アからウまでに掲げる期

間の合計が２年以上であるもの 

(6) 外国の大学において，社会福祉学，心理学，教育学若しくは社会学を専修する学科

又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって，１年以上児童自立支援事業

に従事したもの又は前条第１項第４号アからウまでに掲げる期間の合計が２年以上で

あるもの 

(7) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者，同法第９０

条第２項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による１２年

の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修

了した者を含む。）又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者

であって，３年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第１項第４号アからウ

までに掲げる期間の合計が５年以上であるもの  

(8) 学校教育法の規定により，小学校，中学校，高等学校又は中等教育学校の教諭とな

る資格を有する者であって，１年以上児童自立支援事業に従事したもの又は２年以上

教員としてその職務に従事したもの 

 （児童生活支援員の資格）  

第１０４条 児童生活支援員は，次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

(1) 保育士の資格を有する者  

(2) 社会福祉士の資格を有する者  

(3) ３年以上児童自立支援事業に従事した者  

 （生活指導，職業指導，学科指導及び家庭環境の調整）  

第１０５条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は，すべて児童がその適性

及び能力に応じて，自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよ

う支援することを目的として行わなければならない。  

２ 学科指導については，学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし，学

科指導を行わない場合にあってはこの限りでない。  

３ 生活指導，職業指導及び家庭環境の調整については，第６３条（第２項を除く。）の

規定を準用する。  
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 （自立支援計画の策定）  

第１０６条 児童自立支援施設の長は，前条第１項の目的を達成するため，入所中の個々

の児童について，児童やその家庭の状況等を勘案して，その自立を支援するための計画

を策定しなければならない。  

 （業務の質の評価等） 

第１０７条 児童自立支援施設は，法第４４条に規定する業務の質の評価を自ら行うとと

もに，定期的に外部の者による評価を受けて，それらの結果を公表し，常にその改善を

図らなければならない。 

 （児童と起居を共にする職員）  

第１０８条 児童自立支援施設の長は，児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少

なくとも１人を児童と起居を共にさせなければならない。 

 （関係機関との連携）  

第１０９条 児童自立支援施設の長は，児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に

応じ児童家庭支援センター，児童委員，公共職業安定所等関係機関と密接に連携して児

童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。  

 （心理学的及び精神医学的診査等）  

第１１０条 児童自立支援施設においては，入所している児童の自立支援のため，随時心

理学的及び精神医学的診査並びに教育評価（学科指導を行う場合に限る。）を行わなけ

ればならない。  

   第１４章 児童家庭支援センター  

 （設備の基準）  

第１１１条 児童家庭支援センターには相談室を設けなければならない。  

 （職員）  

第１１２条 児童家庭支援センターには，法第４４条の２第１項に規定する業務（次条に

おいて「支援」という。）を担当する職員を置かなければならない。  

２ 前項の職員は，法第１３条第２項各号のいずれかに該当する者でなければならない。 

 （支援を行うに当たって遵守すべき事項） 

第１１３条 児童家庭支援センターにおける支援に当たっては，児童，保護者その他の意
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向の把握に努めるとともに，懇切を旨としなければならない。 

２ 児童家庭支援センターにおいて，児童相談所，福祉事務所，児童福祉施設，民生委員，

児童委員，母子自立支援員，母子福祉団体，公共職業安定所，婦人相談員，保健所，市

町村保健センター，精神保健福祉センター，学校等との連絡調整を行うに当たっては，

その他の支援を迅速かつ的確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならな

い。 

３ 児童家庭支援センターにおいては，その附置されている施設との緊密な連携を行うと

ともに，その支援を円滑に行えるよう必要な措置を講じなければならない。  

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設（昭和４８年

４月２６日において存するものに限る。）については，第７７条第１号の規定にかかわ

らず，訓練室及び屋外訓練場を設けないことができる。 

第３条 乳児６人以上を入所させる保育所に係る第４８条第２項に規定する保育士の数の

算定については，当分の間，当該保育所に勤務する保健師又は看護師を，１人に限って，

保育士とみなすことができる。 

第４条 平成２３年６月１７日において存する乳児院，母子生活支援施設，児童養護施設，

児童自立支援施設又は法第１２条の４に規定する児童を一時保護する施設（以下「一時

保護施設」という。）の建物（平成２３年６月１７日において建築中のものを含み，平

成２３年６月１７日の後に全面的に改築されたものを除く。）に係る第２７条第１号，

第２８条第１号，第３７条第１号又は第５８条第１号（第１００条第２項及び児童福祉

法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第３５条において準用する場合を含む。）

の規定の適用については，平成２３年６月１７日前において適用されていた児童福祉施

設最低基準省令の規定によることができる。 

第５条 平成２３年６月１７日において存する乳児院，母子生活支援施設，児童養護施設，

知的障害児施設，盲ろうあ児施設，情緒障害児短期治療施設，児童自立支援施設又は一
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時保護施設の建物（平成２３年６月１７日において建築中のものを含み，平成２３年６

月１７日の後に増築され，又は全面的に改築された部分を除く。）に係る第２７条第２

号，第２８条第２号，第３７条第２号若しくは第３号，第５８条第２号（第１００条第

２項及び児童福祉法施行規則第３５条において準用する場合を含む。），第６８条第７

号又は第９２条第２号の規定の適用については，平成２３年６月１７日前において適用

されていた児童福祉施設最低基準省令の規定の例によることができる。 

第６条 平成２３年６月１７日において乳児院，児童養護施設，情緒障害児短期治療施設

又は児童自立支援施設に置かれている家庭支援専門相談員に相当する者は，第２９条第

２項，第５９条第２項，第９３条第４項又は第１０１条第２項の規定にかかわらず，当

該施設における家庭支援専門相談員となることができる。 

第７条 平成２３年９月１日において乳児院，母子生活支援施設，児童養護施設，又は情

緒障害児短期治療施設の長である者については，第３１条第１項，第３９条第１項，第

６０条第１項又は第９４条第１項の規定は，適用しない。 

第８条 平成２３年６月１７日において存する障がい者制度改革推進本部等における検討

を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援する

ための関係法律の整備に関する法律（平成２２年法律第７１号。以下「整備法」とい

う。）第５条による改正前の児童福祉法（以下「旧児童福祉法」という。）第４２条に

規定する知的障害児施設又は旧児童福祉法第４３条の２に規定する盲ろうあ児施設（通

所のみにより利用されるものを除く。）であって，整備法附則第３４条第１項の規定に

より整備法第５条による改正後の児童福祉法（以下「新児童福祉法」という。）第３５

条第３項又は第４項に基づき新児童福祉法第４２条に規定する障害児入所施設として設

置しているものとみなされたもの（平成２３年６月１７日の後に増築され，又は改築さ

れる等建物の構造を変更したものを除く。）については，当分の間，第６８条第７号の

規定を適用する場合においては，同号中「４人」とあるのは「１５人」と，「４．９５

平方メートル以上とすること。ただし，乳幼児のみの居室の１室の定員は，これを６人

以下とし，その面積は，１人につき３．３平方メートル以上とする」とあるのは「３．

３平方メートル以上とすること」とする。 

第９条 平成２４年４月１日において存する旧児童福祉法第４３条の３に規定する肢体不
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自由児施設（通所のみにより利用されるものを除く。）であって，整備法附則第３４条

第１項の規定により新児童福祉法第３５条第３項又は第４項に基づき新児童福祉法第４

２条に規定する障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの（平成２４年

４月１日の後に増築され，又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。）につ

いては，当分の間，第６８条第７号から第９号までの規定は，適用しない。 

第１０条 平成２４年４月１日において存する旧児童福祉法第４３条に規定する知的障害

児通園施設であって，整備法附則第３４条第２項の規定により新児童福祉法第３５条第

３項又は第４項に基づき新児童福祉法第４３条に規定する児童発達支援センターとして

設置しているものとみなされたものに対する第８３条第２項の規定の適用については，

同条第２項中「通じておおむね児童の数を４で除して得た数以上」とあるのは，「通じ

ておおむね乳幼児の数を４で除して得た数及び少年の数を７．５で除して得た数の合計

数」とする。 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による児童福祉法の一部改正に伴い，児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２６２ 号 議 案 

   岡山市保育所における保育の実施及び使用料徴収に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

 岡山市保育所における保育の実施及び使用料徴収に関する条例の一部を改正する条例を

次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市保育所における保育の実施及び使用料徴収に関する条例の一部を改正 

する条例 

 岡山市保育所における保育の実施及び使用料徴収に関する条例（昭和６２年市条例第１

１号）の一部を次のように改正する。 

 別表備考中第７項を第８項とし，第２項から第６項までを１項ずつ繰り下げ，第１項の

次に次の１項を加える。 

２ 前項に定めるもののほか，この表における市町村民税の額の算定においては，前項の

規定により得た市町村民税の額のうち「所得割」について，１６歳未満の扶養親族１人

につき３３万円，１６歳以上１９歳未満の扶養親族１人につき１２万円に地方税法に規

定する税率を乗じて得た額を控除するものとする。この場合における年齢については，

対象年度の前年の１２月３１日（対象年度の前年の中途においてその者が死亡している

場合には，死亡当時）の現況によるものとする。 

   附 則 

１ この条例は，公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は，平成２５年４月１日以後に入所する者から適用し，同日前に

入所した者については，なお従前の例による。 
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提案理由 

 税制改正における扶養控除廃止による保育料の負担増を防ぐため，本条例の一部を改正

しようとするものである。 
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甲 第 ２６３ 号 議 案 

   岡山市障害者生活支援センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市障害者生活支援センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものと

する。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市障害者生活支援センター条例の一部を改正する条例 

 岡山市障害者生活支援センター条例（平成１８年市条例第１１３号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１条を次のように改める。 

（設置） 

第１条 障害者及び障害児（以下「障害者」という。）の相談に応じ，創作的活動又は生

産活動の機会を提供するとともに地域交流活動等を行うことにより，障害者の日常生活

又は社会生活に必要な支援の充実及び社会との交流の促進を図るため，障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以下

「法」という。）第７７条１項第４号の規定により，障害者生活支援センター（以下

「センター」という。）を岡山市北区建部町福渡８３４番地２に設置する。 

第２条第１号中「障害者自立支援法」を「法」に改める。 

   附 則 

この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 
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提案理由 

 障害者自立支援法の一部改正に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正し

ようとするものである。 
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甲 第 ２６４ 号 議 案 

   岡山市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例 

 岡山市公衆浴場法施行条例（平成１２年市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

第２条を次のように改める。 

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 一般公衆浴場 法第１条第１項に規定する公衆浴場のうち，その利用の目的及び形

態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用されるものであっ

て，その他の公衆浴場以外のものをいう。 

(2) その他の公衆浴場 次のいずれかに該当する公衆浴場をいう。 

ア 温湯等を使用して入浴させるものであって，専ら保養，休憩若しくは娯楽のため

の施設又はスポーツ施設に附帯するもの 

イ 温湯等を使用して入浴させるものであって，専ら美容又は健康増進を目的とした

もの 

ウ 温湯等を使用して入浴させるものであって，専ら福祉又は福利厚生を目的とした

もの 

エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第６項第１号に掲げる営業のための施設であるもの 

オ その他市長が一般公衆浴場とその形態を異にするものとして認めたもの 
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(3) 浴槽水 浴槽内の湯水をいう。 

(4) 原湯 浴槽水を再利用しないで浴槽に直接注入される温水をいう。 

(5) 原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽水の温度を調節する目的で浴槽水を再利用し

ないで浴槽に直接注入される水をいう。 

 第３条中「もののほか，」の次に「この条例の施行に関し」を加え，同条を第１１条と

し，第２条の次に次の８条を加える。 

（一般公衆浴場の配置の基準） 

第３条 法第２条第３項に規定する一般公衆浴場を新たに設置しようとするとき（その他

の公衆浴場を一般公衆浴場に変更しようとするときを含む。）の配置の基準は，既設の

一般公衆浴場との直線距離が３００メートル以上であることとする。ただし，地域の状

況，予想利用者の数，人口密度等を考慮し，市長が公衆衛生上必要であると認めた場合

は，この限りでない。 

（一般公衆浴場の構造設備及び衛生措置に関する基準） 

第４条 法第３条第２項に規定する一般公衆浴場の営業者が講じなければならない措置の

基準は，次のとおりとする。 

(1) 構造設備に関する基準 

ア 下足場，脱衣室，便所及び浴室 

(ｱ) 下足場，脱衣室，便所及び浴室は，それぞれ区別して設けること。 

(ｲ) 下足場には，履物を安全かつ清潔に保管することができる設備を入浴者数に応

じて設けること。 

(ｳ) 脱衣室及び浴室は，男女を区別し，その境界には隔壁を設け，相互に，かつ，

屋外から見通すことのできない構造とし，脱衣所の外部の見やすい位置に，男女

別の表示をすること。 

(ｴ) 脱衣室には，入浴者の衣類等を安全かつ清潔に保管することができる設備を入

浴者数に応じて設けること。 

(ｵ) 脱衣室の床面は，耐水性で滑りにくい材質を用いること。 

(ｶ) 脱衣室の床面積は，男女それぞれ９平方メートル以上とすること。 

(ｷ) 脱衣室及び浴室には，それぞれ換気のための窓又は換気に必要な機械設備を設
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けること。 

(ｸ) 脱衣室及び浴室には，室内を適温に保つために必要な設備を設けること。 

(ｹ) 便所は，男女それぞれ脱衣室等から利用しやすい場所に設けること。 

(ｺ) 浴室の床面は，耐水性で滑りにくい材質とし，使用水等が停滞しないよう適当

な勾配を設け，かつ，清掃が容易に行える構造とすること。 

(ｻ) 洗い場の面積は，男女それぞれ９平方メートル以上とすること。 

(ｼ) 洗い場には，入浴者数に応じた十分な数の給水栓又は給湯栓，洗いおけ及び腰

掛を備えること。 

(ｽ) 主たる浴槽は，男女それぞれ内のりの表面積３平方メートル以上，深さ６０セ

ンチメートル以上であって，かつ，洗い場での使用水等が浴槽内に流入しない構

造とすること。 

(ｾ) 薬湯，おがくず等を使用する浴槽にあっては，浴室にシャワー等を設けること。 

(ｿ) 入浴者の状況に応じて，下足場，脱衣室，便所及び浴室には手すりを設けると

ともに，できるだけ段差をなくすこと。 

イ ろ過装置等を設ける場合  

(ｱ) １時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有すること。 

(ｲ) 逆洗浄等の適切な方法でろ過装置内のごみ，汚泥等を排出することができる構

造であること。 

(ｳ) ろ過装置に毛髪等が混入しないようろ過装置の前に集毛器を設けること。 

(ｴ) 浴槽水の消毒に用いる塩素系薬剤の注入口又は投入口は，浴槽水がろ過装置内

に入る直前の位置に設置すること。 

ウ オーバーフロー回収槽（浴槽からの溢

いっ

水を一時的に貯留する水槽をいう。以下

「回収槽」という。）を設ける場合 

(ｱ) 回収槽の水を浴槽水として再利用する構造になっていないこと。 

(ｲ) （ア）により難い場合は，回収槽は，地下埋設を避け，内部の清掃が容易に行

える位置又は構造になっているとともに，回収槽の水が消毒できる構造になって

いること。 

エ 気泡発生装置又はジェット噴射装置を設ける場合 
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(ｱ) 空気取入口にフィルター等を設け，土ぼこり等が入らない構造とすること。 

オ 屋外の浴槽を設ける場合 

(ｱ) 男女を区別し，その境界には隔壁を設け，相互に，かつ，屋外から見通すこと

のできない構造とすること。 

(ｲ) 浴槽の面積は，男女それぞれの入浴者数に応じ，十分な面積であること。 

(ｳ) 脱衣室，浴室等から直接出入りすることができる構造とすること。 

(ｴ) 屋外には，洗い場を設けないこと。 

(ｵ) 屋外の浴槽水と屋内の浴槽水とが混じり合わない構造とすること。 

カ サウナ室又はサウナ設備を設ける場合 

(ｱ) サウナ室は，男女を区別し，床面，内壁及び天井は，耐熱性の材質を用いた構

造とすること。 

(ｲ) サウナ室の床面は，排水が容易に行えるよう適当な勾配を設け，かつ，清掃が

容易に行える構造とすること。 

(ｳ) サウナ室又はサウナ設備には，温度調節設備を備えるとともに，室内には温湿

度計及び非常用ブザーを設けること。 

(ｴ) サウナ室の室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設けること。 

キ その他市長が必要と認めて指示する措置 

(2) 衛生措置に関する基準 

ア 下足場，脱衣室，便所及び浴室 

(ｱ) 毎日清掃するとともに，消毒を毎月１回以上実施し，清潔で衛生的に保つこと。 

(ｲ) ねずみ，昆虫等の生息状況について毎月１回以上点検し，適切な防除措置を講

ずること。 

(ｳ) 照度は，床面において１５０ルクス以上を保つこと。 

イ 浴槽水等 

(ｱ) 浴槽水は，毎日完全に換水するとともに，その都度浴槽を清掃すること。ただ

し，循環ろ過し，かつ，継続して使用している浴槽水（以下「循環ろ過水」とい

う。）については，１週間に１回以上定期的に完全に換水するとともに，その都

度浴槽を清掃し，及び消毒すること。 
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(ｲ) 浴槽水は，適温に保つとともに，常に満杯状態に保ち，十分に循環ろ過水又は

原湯を供給することにより清浄に保つこと。 

(ｳ) 浴槽水は，第７条に規定する水質に関する基準に適合するよう次のいずれかの

方法で消毒すること。ただし，浴槽水に循環ろ過水を使用しない場合において，

使用の都度浴槽水を取り替えるときは，この限りでない。 

ａ 浴槽水の消毒に塩素系薬剤を使用する場合は，浴槽水中の遊離残留塩素濃度

を頻繁に測定し，当該濃度を通常１リットル中に０．２ミリグラム以上０．４

ミリグラム以下に保ち，かつ，最大でも１リットル中に１．０ミリグラム以下

となるように努めること。この場合において，その測定記録を３年間保存する

こと。 

ｂ 消毒に，原湯又は原水の性質その他の条件により塩素系薬剤を使用できない

場合，他の消毒方法を使用する場合等にあっては，レジオネラ属菌に対する消

毒効果が塩素系薬剤と同等以上の方法によること。 

(ｴ) 原水又は浴槽水が第７条に規定する水質に関する基準を満たさないことが判明

したときは，浴槽の清掃，消毒等必要な措置を講ずること。 

(ｵ) 浴槽水の消毒設備又は装置の維持管理を適切に行い，その記録を３年間保存す

ること。 

(ｶ) 原水及び浴槽水の水質検査は，１年に１回以上行い，その記録を３年間保存す

ること。ただし，原水に水道水等（水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条

第２項に規定する水道事業の用に供する水道，同条第６項に規定する専用水道及

び同条第７項に規定する簡易専用水道により供給される水をいう。第７条におい

て同じ。）のみを使用する場合の当該検査及び使用の都度浴槽水を取り替える場

合の当該検査は，この限りでない。 

(ｷ) 打たせ湯及びシャワーに使用する温湯等は，循環ろ過水を使用しないこと。 

(ｸ) ろ過装置等により浴槽水を循環させる場合は，浴槽水の誤飲を防ぐための措置

を講ずること。 

ウ ろ過装置等を設ける場合 

(ｱ) ろ過装置は１週間に１回以上逆洗浄を行い，生物膜等ろ材に付着した汚れを除
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去するとともに，内部の消毒を行う等，適切に維持管理を行うこと。 

(ｲ) 浴槽水を循環させるための配管は，１週間に１回以上，適切な方法で消毒する

こと。 

(ｳ) ろ過装置等の設備の稼働状況を適宜点検し，適切に維持管理するとともに，そ

の記録を３年間保存すること。 

エ 貯湯槽（原湯を貯留する槽をいう。以下同じ。）を設ける場合 

(ｱ) 貯湯槽に貯留する原湯の温度を通常の使用状態において摂氏６０度以上に保つ

等レジオネラ属菌が繁殖しないよう貯湯槽内の湯水を管理すること。 

(ｲ) 貯湯槽は定期的に清掃及び消毒を行い，内部の生物膜の除去を行うこと。 

オ その他 

(ｱ) タオル，くし，かみそり等を入浴者に貸与しないこと。ただし，入浴者１人ご

とに消毒した清潔なもの（かみそりにあっては，新しいものに限る。）を貸与す

るときは，この限りでない。 

(ｲ) 入浴者に浴槽の中で身体を洗わせ，又は浴室内で洗濯その他公衆衛生に害を及

ぼすおそれのある行為をさせないこと。 

(ｳ) おおむね１０歳以上の男女を混浴させないこと。 

(ｴ) 自主管理を行うため，自主管理手引書及び点検表を作成し，従業員等にその内

容を周知徹底するとともに，営業者及び従業員のうちから日常の衛生管理に係る

責任者を定めること。 

カ その他市長が必要と認めて指示する措置 

（その他の公衆浴場の構造設備及び衛生措置に関する基準） 

第５条 法第３条第２項に規定する第２条第２号ア，イ，ウ及びオに掲げるその他の公衆

浴場の営業者が講じなければならない措置の基準は，次のとおりとする。 

(1) 構造設備に関する基準 

ア 脱衣室及び浴室は，男女を区別し，その境界には隔壁を設け，相互に，かつ，屋

外から見通すことのできない構造とし，脱衣室の外部の見やすい位置に，男女別の

表示をすること。ただし，時間帯によって男女の利用を区分する場合等風紀上問題

がない場合にあっては，この限りでない。 
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イ 脱衣室は，入浴者数に応じた適当な床面積とすること。 

ウ 便所は，施設内で入浴者が利用しやすい場所に設けること。 

エ 洗い場は，入浴者数に応じた適当な面積とすること。 

オ 主たる浴槽は，入浴者に応じた適当な面積であって，かつ，洗い場での使用水等

が浴槽内に流入しない構造とすること。 

カ 前条第１号ア（イ），（エ），（オ），（キ），（コ），（セ），（ソ）及びイ

からキまでに掲げる基準によること。 

(2) 衛生措置に関する基準 

ア 前条第２号に掲げる基準によること。 

第６条 法第３条第２項に規定する第２条第２号エに掲げるその他の公衆浴場の営業者が

講じなければならない措置の基準は，次のとおりとする。 

(1) 構造設備に関する基準 

ア 個室内には，換気のための窓又は換気に必要な機械設備を設けること。 

イ 個室内には，適当な脱衣場所及び入浴者の衣類等を収納するための設備を設ける

こと。 

ウ 個室の出入口の扉には，施錠設備を設けず，かつ，上部は，透明ガラス等により

内部を見通すことができる構造とすること。 

エ 便所は，入浴者が利用しやすい場所に設けること。 

オ 適当な広さの待合室を設けること。 

カ 第４条第１号ア（オ），（コ）及びキに掲げる基準によること。 

(2) 衛生措置に関する基準 

ア 浴槽水は，使用の都度取り替えること。 

イ 個室内で使用するタオル等は，入浴者１人ごとに取り替えること。 

ウ 従業員に，風紀を乱すおそれのある服装又は行為をさせないこと。 

エ 第４条第２号ア（ア），（イ），イ（エ），エ，オ（エ）及びカに掲げる基準に

よること。 

（水質に関する基準） 

第７条 法第３条第２項に規定する原水（水道水等のみを使用したものを除く。）及び浴
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槽水の水質の基準は，次に掲げるとおりとする。ただし，温泉法（昭和２３年法律第１

２５号）に基づく温泉又は薬湯等を使用するものにあっては，第１号アからエまで並び

に第２号ア及びイの基準の一部又は全部を緩和することができる。 

(1) 原水の水質 

ア 色度は，５度以下であること。 

イ 濁度は，２度以下であること。 

ウ 水素イオン濃度は，ＰＨ値５．８以上８．６以下であること。 

エ 過マンガン酸カリウム消費量は，１リットル中に１０ミリグラム以下であること。 

オ 大腸菌群（グラム陰性の無芽胞性の桿

かん

菌であって乳糖を分解して酸とガスを形成

する全ての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。以下同じ。）は，５０ミリリットル

中に検出されないこと。 

カ レジオネラ属菌は，１００ミリリットル中に１０ＣＦＵ未満であること。 

(2) 浴槽水の水質 

ア 濁度は，５度以下であること。 

イ 過マンガン酸カリウム消費量は，１リットル中に２５ミリグラム以下であること。 

ウ 大腸菌群は，１ミリリットル中に１個以下であること。 

エ レジオネラ属菌は，１００ミリリットル中に１０ＣＦＵ未満であること。 

（保健所長への通報等） 

第８条 公衆浴場の営業者は，当該施設の利用者の中にレジオネラ症又はその疑いのある

患者が発生した場合は，保健所長に通報し，その指示に従わなければならない。 

（療養施設） 

第９条 法第４条のただし書の規定により療養のため温泉，潮湯，薬湯等を設置するとき

は，療養者用の脱衣室，浴室及び浴槽を別に設け，健康な人と混用させないようにしな

ければならない。 

２ 療養のため温泉，潮湯，薬湯等を使用させる場合は，浴法，効能書その他入浴心得と

なる事項を浴室内の見やすい場所に掲示しなければならない。 

（適用除外） 

第１０条 第２条第２号オに掲げるその他の公衆浴場であって，構造設備及び衛生措置が
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第５条の基準により難い場合で，公衆衛生上及び風紀上支障がないと認められるものに

対しては，市長は，当該基準を緩和することができる。 

   附 則 

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に法第２条第１項の許可を受けている者に係る施設については，

この条例の施行後当該施設の設備が改修等により変更された場合における当該設備に係

る部分を除き，改正後の条例第４条第１号イ（イ）から（エ）まで及びウの規定は，適

用しない。 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による公衆浴場法の一部改正に伴い，公衆浴場の設置の場所の配置基準並び

に公衆浴場について営業者が講ずべき衛生及び風紀に必要な措置の基準を定める等のため，

本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２６５ 号 議 案 

   岡山市旅館業法施行条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市旅館業法施行条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

 岡山市旅館業法施行条例（平成１２年市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第３条第１項中「昭和２３年」を「昭和３２年」に改め，同項第２号中「浴室」の次に

「（浴槽等入浴設備を有する室又は場所をいう。以下同じ。）」を加え，同号ウを次のよ

うに改める。 

ウ ろ過装置等を設ける場合 

(ｱ) １時間当たり浴槽の容量以上のろ過能力を有すること。 

(ｲ) 逆洗浄等の適切な方法でろ過装置内のごみ，汚泥等を排出することができる構

造であること。 

(ｳ) ろ過装置に毛髪等が混入しないようろ過装置の前に集毛器を設けること。 

(ｴ) 浴槽水（浴槽内の湯水をいう。以下同じ。）の消毒に用いる塩素系薬剤の注入

口又は投入口は，浴槽水がろ過装置内に入る直前の位置に設置すること。 

第３条第１項第２号中オをカとし，エをオとし，ウの次に次のように加える。 

エ オーバーフロー回収槽（浴槽からの溢

いっ

水を一時的に貯留する水槽をいう。以下

「回収槽」という。）を設ける場合 

(ｱ) 回収槽の水を浴槽水として再利用する構造になっていないこと。 

(ｲ) （ア）により難い場合は，回収槽は，地下埋設を避け，内部の清掃が容易に行

える位置又は構造になっているとともに，回収槽の水が消毒できる構造になって

いること。 
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第４条中「もののほか，」の次に「この条例の施行に関し」を加え，同条を第８条とし，

第３条の次に次の４条を加える。 

（指定施設） 

第４条 法第３条第３項第３号（法第３条の２第２項及び第３条の３第３項において準用

する場合を含む。）に規定する施設（次条において「指定施設」という。）は，次に掲

げるものとする。 

(1) 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）の規定による公民館 

(2) 図書館法（昭和２５年法律第１１８号）の規定による図書館 

(3) 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）の規定による博物館及び博物館に相当する

施設 

(4) 前３号に掲げるもののほか，主として児童若しくは生徒の利用に供され，又は多数

の児童若しくは生徒の利用に供される社会教育施設で市長が指定するもの 

（意見を求める者） 

第５条 法第３条第４項（法第３条の２第２項及び第３条の３第３項において準用する場

合を含む。）に規定する意見を求める者は，次に掲げるものとする。 

(1) 国が設置している指定施設については，当該施設の長 

(2) 地方公共団体が設置している指定施設については，当該施設を設置している地方公

共団体の長（当該施設が教育委員会の所管に属するときは，教育委員会） 

(3) 前２号に掲げる施設以外の指定施設については，当該施設に所管庁があるときは当

該所管庁，所管庁がないときは当該施設の所在地の市町村長 

（衛生措置等の基準） 

第６条 法第４条第２項に規定する衛生措置等の基準は，次のとおりとする。 

(1) 換気及び防湿 

ア 換気のために設けられた開口部は常に開放し，機械換気設備を有する場合は十分

な運転を行うこと。 

イ 排水設備は，流通を常に良好にし，雨水及び汚水の排水に支障のないようにする

こと。 

ウ 客室の床が木造であるときは，床下の通風を常に良好にしておくこと。 
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(2) 採光及び照明 

ア 食堂及び配膳室の照度は，５０ルクス以上とすること。 

イ 客室，応接室及び玄関帳場の照度は，４０ルクス以上とすること。 

ウ 玄関（一戸建ての宿泊所を多数有する施設にあっては，当該施設の出入口），浴

室，洗面所及び便所の照度は，２０ルクス以上とすること。 

エ 廊下及び階段の照度は，２０ルクス以上（深夜においては，１０ルクス以上）と

すること。 

(3) 施設等の清潔 

ア 客室，応接室，食堂，調理場，配膳室，玄関，浴室，洗面所，便所，廊下，階段

等は，常に清潔にしておくこと。 

イ ねずみ，はえその他の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防

除及び駆除に努めること。 

ウ 衣類，シーツ，布団カバー，枕カバー等直接皮膚に接するものは，使用者ごとに

清潔なものに取り替えること。 

エ 布団，毛布，枕等は，随時日光にさらす等適当な方法により湿気を除くこと。 

オ 洗面所には，適当数の洗面器を備え，水栓により飲用に適する水が豊富に供給さ

れるようにすること。 

カ 便所の手洗設備は，水栓により清浄な水が豊富に供給されるようにすること。 

(4) 浴室の衛生措置等 

ア 客室に設けられた浴室の浴槽水については客室の使用ごとに，宿泊者が共同して

利用する浴室（以下「共同浴室」という。）の浴槽水については毎日，完全に換水

するとともに，その都度浴槽を清掃すること。ただし，循環ろ過し，かつ，継続し

て使用している浴槽水（以下「循環ろ過水」という。）については，１週間に１回

以上定期的に完全に換水するとともに，その都度浴槽を清掃し，及び消毒すること。 

イ 共同浴室の浴槽水は，適温に保つとともに，常に満杯状態に保ち，十分に循環ろ

過水又は原湯（浴槽水を再利用しないで浴槽に直接注入される温水をいう。以下同

じ。）を供給することにより清浄に保つこと。 

ウ 浴槽水は，サに規定する水質に関する基準に適合するよう次のいずれかの方法で

1079



消毒すること。ただし，客室に設けられた浴室の浴槽水の場合及び共同浴室の浴槽

水に循環ろ過水を使用しない場合において，使用の都度浴槽水を取り替えるときは，

この限りでない。 

(ｱ) 浴槽水の消毒に塩素系薬剤を使用する場合は，浴槽水中の遊離残留塩素濃度を

頻繁に測定し，当該濃度を通常１リットル中に０．２ミリグラム以上０．４ミリ

グラム以下に保ち，かつ，最大でも１リットル中に１．０ミリグラム以下となる

ように努めること。この場合において，その測定記録を３年間保存すること。 

(ｲ) 消毒に，原湯又は原水（原湯の原料に用いる水及び浴槽水の温度を調節する目

的で浴槽水を再利用しないで浴槽に直接注入される水をいう。以下同じ。）の性

質その他の条件により塩素系薬剤を使用できない場合，他の消毒方法を使用する

場合等にあっては，レジオネラ属菌に対する消毒効果が塩素系薬剤と同等以上の

方法によること。 

エ 原水又は浴槽水がサに規定する水質の基準を満たさないことが判明したときは，

浴槽の清掃，消毒等必要な措置を講ずること。 

オ 浴槽水の消毒設備又は装置の維持管理を適切に行い，その記録を３年間保存する

こと。 

カ 原水及び浴槽水の水質検査は，１年に１回以上行い，その記録を３年間保存する

こと。ただし，原水に，水道水等（水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第

２項に規定する水道事業の用に供する水道，同条第６項に規定する専用水道及び同

条第７項に規定する簡易専用水道により供給される水をいう。以下同じ。）のみを

使用する場合の当該検査及び客室に設けられた浴室の浴槽水の当該検査又は循環ろ

過水を使用しない共同浴室の浴槽水を使用の都度取り替える場合の当該検査は，こ

の限りでない。 

キ 打たせ湯及びシャワーに使用する温湯等は，循環ろ過水を使用しないこと。 

ク ろ過装置等により浴槽水を循環させる場合は，浴槽水の誤飲を防ぐための措置を

講ずること。 

ケ ろ過装置等を設ける場合 

(ｱ) ろ過装置は１週間に１回以上逆洗浄を行い，生物膜等ろ材に付着した汚れを除
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去するとともに，内部の消毒を行う等，適切に維持管理を行うこと。 

(ｲ) 浴槽水を循環させるための配管は，１週間に１回以上，適切な方法で消毒する

こと。 

(ｳ) ろ過装置等の設備の稼働状況を適宜点検し，適切に維持管理するとともに，そ

の記録を３年間保存すること。 

コ 貯湯槽（原湯を貯留する槽をいう。以下同じ。）を設ける場合 

(ｱ) 貯湯槽に貯留する原湯の温度を通常の使用状態において摂氏６０度以上に保つ

等レジオネラ属菌が繁殖しないよう貯湯槽内の湯水を管理すること。 

(ｲ) 貯湯槽は定期的に清掃及び消毒を行い，内部の生物膜の除去を行うこと。 

サ 水質 

(ｱ) 原水（水道水等のみを使用したものを除く。）の水質は，次に掲げるとおりと

すること。ただし，温泉法（昭和２３年法律第１２５号）に基づく温泉又は薬湯

等を使用するものにあっては，ａからｄまでの基準の一部又は全部を緩和するこ

とができる。 

ａ 色度は，５度以下であること。 

ｂ 濁度は，２度以下であること。 

ｃ 水素イオン濃度は，ＰＨ値５．８以上８．６以下であること。 

ｄ 過マンガン酸カリウム消費量は，１リットル中に１０ミリグラム以下である

こと。 

ｅ 大腸菌群（グラム陰性の無芽胞性の桿

かん

菌であって乳糖を分解して酸とガスを

形成する全ての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。以下同じ。）は，５０ミリ

リットル中に検出されないこと。 

ｆ レジオネラ属菌は，１００ミリリットル中に１０ＣＦＵ未満であること。 

(ｲ) 浴槽水の水質は，次に掲げるとおりとすること。ただし，温泉法に基づく温泉

又は薬湯等を使用するものにあっては，ａ及びｂの基準を緩和することができる。 

ａ 濁度は，５度以下であること。 

ｂ 過マンガン酸カリウム消費量は，１リットル中に２５ミリグラム以下である

こと。 
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ｃ 大腸菌群は，１ミリリットル中に１個以下であること。 

ｄ レジオネラ属菌は，１００ミリリットル中に１０ＣＦＵ未満であること。 

シ 共同浴室の管理 

(ｱ) 入浴者に対し，脱衣室等の見やすい場所に，身体を洗わないで浴槽内に入る等

公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないよう表示すること等により衛生

上の注意を喚起すること。 

(ｲ) 共同浴室の自主管理を行うため，自主管理手引書及び点検表を作成し，従業員

等にその内容を周知徹底するとともに，営業者及び従業員のうちから日常の衛生

管理に係る責任者を定めること。 

ス 施設の利用者の中にレジオネラ症又はその疑いのある患者が発生した場合は，保

健所長に通報し，その指示に従うこと。 

セ その他市長が必要と認めて指示する措置 

(5) 客室の収容制限 

ア ホテル営業，旅館営業及び下宿営業の用に供する客室には，次に掲げる割合を超

えて客を収容しないこと。 

(ｱ) 洋室にあっては，４．５平方メートルについて１人 

(ｲ) 和室にあっては，３平方メートルについて１人。ただし，海水浴場等において

特定の季節に限り営業する施設の場合又は一般若しくは中学校以上の学生若しく

は生徒の団体を宿泊させる場合にあっては，１．５平方メートルについて１人，

小学校の児童の団体を宿泊させる場合にあっては，１平方メートルについて１人 

イ 簡易宿所営業の用に供する客室には，次に掲げる割合を超えて客を収容しないこ

と。 

(ｱ) １．５平方メートルについて１人。ただし，小学校の児童の団体を宿泊させる

場合にあっては，１平方メートルについて１人 

(6) その他 

ア 客室には，ごみ入れを備えること。 

イ 客室には，収容定員を表示しておくこと。 

（宿泊を拒むことができる事由） 
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第７条 法第５条第３号に規定する宿泊を拒むことができる事由は，次のとおりとする。 

(1) 宿泊しようとする者が，泥酔し，著しく異常な言動をし，又は著しく不潔な身体若

しくは服装をしているため，他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるこ

と。 

(2) 宿泊者が，法第６条第２項の規定に違反して，氏名等を告げないこと。 

(3) 会員制度の寮等であって宿泊の申込者が会員以外であること。 

(4) 前３号に掲げるほか，正当な理由があると認められること。 

附 則 

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に法第３条第１項の規定により許可を受けている者に係る施設

については，この条例の施行後当該施設の設備が改修等により変更された場合における

当該設備に係る部分を除き，改正後の条例第３条第１項第２号ウ（イ）から（エ）及び

エの規定は，適用しない。 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による旅館業法の一部改正に伴い，旅館業を営む施設について営業者が講ず

べき衛生上の措置の基準を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 
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甲 第 ２６６ 号 議 案 

   岡山市コミュニティサイクル事業実施条例の制定について 

 岡山市コミュニティサイクル事業実施条例を次のように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市コミュニティサイクル事業実施条例 

 （目的） 

第１条  この条例は，岡山市コミュニティサイクル事業（以下「コミュニティサイクル事

業」という。）の実施に関し必要な事項を定め，市民，観光客，来街者その他自転車を

必要とする者（以下「利用者」という。）に対し民間事業者のノウハウ等を活かした利

便性の高いコミュニティサイクルを提供することにより，街の回遊性を高め活性化を図

ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条  この条例において，コミュニティサイクルとは，市内に駐輪機器，路上端末機，

自転車等（以下「機器等」という。）を設置した複数の自転車貸出・返却拠点（以下

「サイクルポート」という。）を配置し，いずれのサイクルポートでも自転車の貸出・

返却ができる自転車の共同利用システムをいう。 

 （事業内容） 

第３条 コミュニティサイクル事業に関する業務は，次のとおりとする。 

(1) コミュニティサイクルシステムの構築及び機器等設置に関する業務 

(2) コミュニティサイクル事業の管理運営に関する業務 

(3) その他コミュニティサイクル事業の実施に関し必要な業務 

 （実施体制） 

第４条  コミュニティサイクル事業は，第１条の目的を効果的に達成するため，本市と法
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人その他の団体（以下「事業者」という。）とがそれぞれ役割を分担しながら，共同し

て実施する。 

（機器等の無償貸付け） 

第５条 岡山市財産条例（昭和２９年市条例第２７号）第８条の規定にかかわらず，市長

は，コミュニティサイクル事業の管理運営のために機器等を事業者に無償で貸し付ける

ことができる。 

 （助成） 

第６条 市長は，事業者に対し，コミュニティサイクル事業の管理運営等のために必要な

範囲内において助成をすることができる。 

 （コミュニティサイクルの管理運営等に係る協定） 

第７条 市長は，事業者とコミュニティサイクル事業の管理運営等に関し必要な事項を定

め，協定書を締結するものとする。 

 （事業者の選定） 

第８条 事業者は，事業提案による公募により選定するものとする。 

２ 事業者になろうとする者は，市長が別に定める募集要項の定めに従い，コミュニティ

サイクル事業の事業計画に関する書類その他市長が別に定める書類を添えて，市長に応

募しなければならない。 

（コミュニティサイクル事業者選定委員会の設置） 

第９条 前条第１項の規定による公募及び選定に関し，必要な調査審議を行わせるため，

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき，岡山市

コミュニティサイクル事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第１０条 委員会は，次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 事業者を公募するときの募集要項及び事業者の選定基準に関すること。 

(2) 事業者の選定に関すること。 

（組織及び委員） 

第１１条 委員会は，委員１０人以内で組織し，委員は，学識経験者その他市長が適当と

認める者のうちから，市長が委嘱する。 
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２ 委員の任期は，事業者の決定までとする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （委員長等） 

第１２条 委員会に委員長を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき又は欠けたときは，委員の中から委員長があらかじめ指名し

た委員がその職務を代理する。 

（会議等） 

第１３条 委員会の会議は，委員長が必要に応じて招集し，委員長が議長となる。 

２ 委員会の会議は，委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。 

４ 委員長は，必要に応じ会議に関係者の出席を求め，説明又は意見を聴くことができる。 

 （委任） 

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

   附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

市民，観光客，来街者等に対し利便性の高いコミュニティサイクルを提供することによ

り，街の回遊性を高め活性化を図るため実施するコミュニティサイクル事業に関し，必要

な事項を定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２６７ 号 議 案 

   岡山市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市公園条例の一部を改正する条例 

 岡山市公園条例（昭和３５年市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「種類」の次に「，定義」を加え，同条中「都市公園（法第２条第１

項」を「本市が設置する都市公園（法第２条第１項」に，「街区公園，近隣公園及び一般

公園とし，その名称及び所在地は，別表第１に掲げる」を「次の各号に掲げるとおりとし，

その定義は，それぞれ当該各号に定める」に改め，同条に次の各号及び１項を加える。 

(1) 街区公園 主として街区内に居住する市民の利用に供することを目的とする公園を 

いう。  

  (2) 近隣公園 主として近隣に居住する市民の利用に供することを目的とする公園をい

う。     

 (3) 地区公園 主として徒歩圏域内に居住する市民の利用に供することを目的とする公

園をいう。 

 (4) 総合公園 主として市民の休息，観賞，散歩，遊戯，運動等総合的な利用に供する

ことを目的とする公園をいう。 

 (5) 運動公園 主として市民の運動の用に供することを目的とする公園をいう。 

 (6) 風致公園 主として風致の享受の用に供することを目的とする公園をいう。 

(7) 植物公園 植物園等特殊な利用に供される公園をいう。                

(8)
 
歴史公園 史跡，名所，天然記念物等の文化財を広く一般に供することを目的とす 

る公園をいう。 
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(9) 墓園 良好な景観の享受又は市民の休息，遊戯等の場として供される墓地を含んだ 

公園をいう。                    
 

 (10) 緑道 市街地等における都市生活の快適性の確保等を図ることを目的として設けら 

    れる植樹帯，歩行者路及び自転車路を主体とする緑地をいう。 

(11) 緑地  主として自然的環境の保全及び改善並びに都市景観の向上を図るために設け 

られる緑地をいう。 

２ 公園の名称及び所在地は，別表第１に掲げるとおりとする。 

  第２条の２を第２条の６とし，第２条の次に次の４条を加える。 

（市民一人当たりの公園の敷地面積の標準） 

第２条の２ 市民一人当たりの公園等の敷地面積の標準は，２０平方メートル以上とする。 

（公園の配置及び規模の基準） 

第２条の３ 公園を設置する場合においては，それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡 

を図り，かつ，防火，避難等災害の防止に資するように考慮するほか，次に掲げるとこ 

ろによりその配置及び規模を定めるものとする。 

(1) 街区公園 街区内に居住する市民が容易に利用できるように配置し，その敷地面積 

は，０．２５ヘクタールを標準とする。 

  (2) 近隣公園 近隣に居住する市民が容易に利用できるように配置し，その敷地面積は，

２ヘクタールを標準とする。 

 (3) 地区公園 徒歩圏域内に居住する市民が容易に利用できるように配置し，その敷地

面積は，４ヘクタールを標準とする。 

 (4) 総合公園 市民が容易に利用できるように配置し，その敷地面積は，おおむね１０

ヘクタール以上を標準とする。 

 (5) 運動公園 市民が容易に利用できるように配置し，その敷地面積は，おおむね１５

ヘクタール以上を標準とする。 

(6) 風致公園，植物公園，歴史公園，墓園，緑道及び緑地 それぞれの設置目的に応じ 

て公園としての機能を十分発揮できるように配置する。 

 （公園施設の設置基準） 

第２条の４ 一の公園に公園施設として設けられる建築物（建築基準法（昭和２５年法律 
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第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。）の建築面積の総計は，当該公園 

の敷地面積の１００分の２を超えてはならない。ただし，規則で定める場合においては，

規則で定める範囲内でこれを超えることができる。 

（特定公園施設の移動等円滑化基準） 

第２条の５ 高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第

９１号）第１３条第１項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設（高齢者，

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８年政令第３７９号。以

下「令」という。）第３条各号に掲げる施設をいう。以下同じ。）の設置に関する基準

は，別表第１の２に掲げるとおりとする。 

別表第１第１項の表ひばり公園の項中「泉田」を「泉田四丁目」に改め，同表に次のよ 

うに加える。 

おまちアクアガーデン 岡山市中区雄町 

田益下池公園 岡山市北区田益 

千町川河川公園 岡山市東区長沼 

山上公園 岡山市北区上高田 

上道丸山公園 岡山市東区竹原 

御成川河川公園 岡山市中区古京町，中区小橋町一丁目， 

中区中納言町地先 

藤田あさひ公園 岡山市南区藤田 

藤田錦スポーツ広場公園 岡山市南区藤田 

日近ホタル公園 岡山市北区日近 

谷尻奥池公園 岡山市東区谷尻 

興除スポーツ広場公園 岡山市南区中畦 

津島スポーツ広場公園 岡山市北区津島本町 

西長瀬北公園 岡山市北区西長瀬 

西長瀬南公園 岡山市北区西長瀬 

北長瀬南公園   岡山市北区北長瀬表町三丁目 
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別表第１第２項の表に次のように加える。 

日近花木園 岡山市北区日近 

田益上池公園 岡山市北区田益 

池の内湖畔公園 岡山市中区湊 

高松ヘルシーパーク 岡山市北区高松田中 

牟佐スポーツ広場公園 岡山市北区牟佐 

小串スポーツ広場公園 岡山市南区小串 

桑野スポーツ広場公園 岡山市中区桑野 

財田スポーツ広場公園 岡山市中区長岡 

二日市スポーツ広場公園 岡山市北区二日市町 

竜之口スポーツ広場公園 岡山市中区土田，中区雄町 

藤田都スポーツ広場公園 岡山市南区藤田 

藤田都六区スポーツ広場公園 岡山市南区藤田 

御休宮池公園 岡山市東区西祖，東区浦間 

真星星の村公園 岡山市北区真星 

福谷河川公園 岡山市北区福谷 

福谷スポーツ広場公園 岡山市北区東山内 

別表第１第３項の表を次のように改める。 

 ３ 地区公園 

名  称 所 在 地 

東山公園 岡山市中区東山一丁目，中区御成町 

奥市公園 岡山市中区奥市 

当新田公園 岡山市南区当新田 

向州公園 岡山市東区向州 

上道公園 岡山市東区竹原 

西大寺一宮公園 岡山市東区西大寺一宮 

近水公園 岡山市北区足守 

犬島公園 岡山市東区犬島 
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日応寺前公園 岡山市北区日応寺 

松ヶ鼻ファミリーパーク 岡山市北区高松田中 

浅越スポーツパーク 岡山市東区浅越 

日応寺自然の森公園 岡山市北区日応寺 

くさかべ大池公園 岡山市東区草ヶ部 

なださきレークサイドパーク 岡山市南区北七区地内 

西大寺緑花公園 岡山市東区西大寺南一丁目 

 別表第１に次の８項を加える。 

 ４ 総合公園 

名  称 所 在 地 

浦安総合公園 岡山市南区浦安南町，南区浦安西町 

六番川水の公園 岡山市東区升田 

岡山操車場跡地公園（仮称） 岡山市北区北長瀬表町一丁目，北区野 

田四丁目 

灘崎町総合公園 岡山市南区片岡 

瀬戸町総合運動公園 岡山市東区瀬戸町南方 

 ５ 運動公園 

名  称 所 在 地 

神崎山公園 岡山市東区神崎町 

山田グリーンパーク 岡山市南区山田 

６ 風致公園 

名  称 所 在 地 

操山公園 

        

岡山市中区奥市，中区門田文化町三丁目，

中区湊，中区円山，中区福泊，中区海吉，

中区沢田，中区今谷 

幣立山公園 岡山市中区門田文化町一丁目 

笠井山公園 岡山市北区畑鮎 
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芥子山公園 岡山市東区広谷，東区目黒町，東区西 

大寺松崎，東区西庄 

貝殻山市民憩いの森公園 岡山市南区小串，南区阿津 

７ 植物公園 

名  称 所 在 地 

半田山植物園 岡山市北区法界院 

８ 歴史公園 

名  称 所 在 地 

烏城公園 岡山市北区丸の内二丁目 

高松城址公園 岡山市北区高松 

撫川城址公園 岡山市北区撫川 

高松城水攻め史跡公園 岡山市北区立田 

  ９ 墓園 

名  称 所 在 地 

笠井山墓園 岡山市北区畑鮎 

  １０ 緑道 

名  称 所 在 地 

西川緑道公園 市道西川線緑地帯 

妹尾緑道公園 岡山市南区妹尾 

枝川緑道公園 岡山市北区南中央町，北区京町，北区 

清輝橋一丁目，北区大供一丁目，北区 

春日町，北区大学町 

浦安西町緑道 岡山市南区浦安西町 

臨港グリーンアベニュー 岡山市北区大元駅前，南区下中野，南

区新保，南区泉田 

浦安本町緑道 岡山市南区浦安本町 

浦安緑道公園 岡山市南区浦安本町，南区浦安南町 

彦崎駅南緑道公園 岡山市南区彦崎 
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瀬戸旭ヶ丘緑道 岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘三丁目 

１１ 緑地 

名  称 所 在 地 

旭川第１緑地 岡山市中区東中島町，中区西中島町地 

先 

吉井川第１緑地 岡山市東区西大寺射越～東区西大寺川 

口河川敷 

浜野緑地 岡山市南区富浜町，南区洲崎一丁目 

十一番川緑地 岡山市南区築港栄町，南区あけぼの町，

南区築港新町一丁目 

高島緑地 岡山市中区高島二丁目 

旭川第２緑地 岡山市中区古京町一丁目～中区西川原 

地先河川敷 

旭川福島緑地 岡山市南区福島一丁目～南区福島二丁 

目地先河川敷 

旭川平井緑地 岡山市中区平井地先河川敷 

旭川平井第２緑地 岡山市中区平井地先河川敷 

百間川緑地 岡山市中区竹田地先～中区沖元河川敷，

中区海吉 

旭川桜橋一丁目緑地 岡山市中区桜橋一丁目地先河川敷 

西大寺南緑地 岡山市東区西大寺南二丁目 

藤田緑地 岡山市南区藤田 

平野緑地 岡山市北区平野 

操陽南山緑地 岡山市中区湊，中区門田本町 

芳賀佐山緑地 岡山市北区芳賀 

横井第１緑地 岡山市北区横井上 

大内田緑地 岡山市北区大内田 

石関緑地 岡山市北区石関町 
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旭川緑地 岡山市北区内山下一丁目，北区内山下 

二丁目，北区京橋町 

妹尾駅前緑地 岡山市南区東畦 

吉井川西大寺浜緑地 岡山市東区西大寺浜地先河川敷 

芳賀富吉緑地 岡山市北区芳賀，北区富吉 

神崎緑地 岡山市東区神崎町 

吉井川上道緑地 岡山市東区一日市，東区寺山地先河川 

敷 

面室緑地 岡山市北区三和 

旭川小橋町一丁目緑地 岡山市中区小橋町一丁目地先 

旭川下の原緑地 岡山市北区中原 

宮浦東川緑地 岡山市南区宮浦 

倉敷川稔橋緑地 岡山市南区西畦地先河川敷 

笹ヶ瀬川錦第１緑地 岡山市南区藤田地先河川敷 

笹ヶ瀬川錦第２緑地 岡山市南区藤田地先河川敷 

笹ヶ瀬川錦第３緑地 岡山市南区藤田地先河川敷 

丙川緑地 岡山市南区藤田 

足守川緑地 岡山市北区足守地先河川敷 

足守中村橋緑地 岡山市北区下足守地先河川敷 

平野第２緑地 岡山市北区延友地先河川敷 

旭川大原緑地 岡山市北区玉柏地先 

祇園緑地 岡山市中区祇園 

旭川牟佐旭緑地 岡山市北区牟佐地先 

千町川乙子緑地 岡山市東区乙子 

足守川高松中村橋緑地 岡山市北区新庄上地先河川敷 

足守川福崎緑地 岡山市北区福崎地先河川敷 

笹ヶ瀬川古新田緑地 岡山市南区古新田地先河川敷 

大井緑地 岡山市北区大井地先河川敷 
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旭川桃太郎緑地 岡山市北区後楽園地先河川敷 

旭川御幸緑地 岡山市中区御幸町地先河川敷 

旭川烏城公園緑地 岡山市北区丸の内二丁目，北区石関町 

旭川竹田緑地 岡山市中区竹田地先 

旭川平井第３緑地 岡山市中区平井六丁目地先河川敷 

吉井川河本緑地 岡山市東区西大寺東三丁目，東区河本 

町，東区久保地先 

郡団地緑地 岡山市南区郡 

豊緑地 岡山市東区西大寺新地，東区西大寺川

口，東区西大寺五明，東区西大寺浜 

百間川米田第１緑地 岡山市中区米田地先 

百間川米田第２緑地 岡山市中区米田地先 

百間川神下緑地 岡山市中区神下地先 

百間川海吉福吉緑地 岡山市中区海吉地先 

百間川沖元緑地 岡山市中区沖元地先 

西辛川緑地 岡山市北区西辛川地先河川敷 

古新田福田緑地 岡山市南区古新田 

小丸山緑地 岡山市北区辛川市場 

旭川第３緑地 岡山市北区原，北区玉柏 

旭川第４緑地 岡山市北区玉柏 

頭高山緑地 岡山市中区土田 

玉柏裏山緑地 岡山市北区玉柏 

吉備津名越山緑地 岡山市北区吉備津 

芳賀福谷緑地 岡山市北区芳賀 

ふれあいの森 岡山市南区川張 

香りの並木路 岡山市南区西高崎 

原緑地 岡山市北区原 

瀬戸駅前広場 岡山市東区瀬戸町下 
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瀬戸吉井川緑地 岡山市東区瀬戸町大内，東区瀬戸町弓 

削 

瀬戸旭ヶ丘緑地          岡山市東区瀬戸町旭ヶ丘二丁目 

別表第１の次に次の１表を加える。 

 別表第１の２（第２条の５関係） 

特定公園施設の名称 移動等円滑化基準 

１ 園路及び広場 不特定かつ多数の者が利用し，又は主とし 

て高齢者，障害者等が利用する園路及び広場 

を設ける場合は，そのうち１以上は，次に掲 

げる基準に適合するものでなければならない。 

(1)  出入口は，次に掲げる基準に適合するも 

のであること。 

   ア 出入口の幅のうち１以上は，３００セ 

    ンチメートル以上とすること。その他は， 

   １２０センチメートル以上とすること。 

イ 表面は，粗面とし，又は滑りにくい材 

料で仕上げること。 

ウ 車止めを設ける場合は，当該車止めの 

相互間の間隔のうち１以上は，９０セン 

チメートル以上とすること。 

エ 出入口からの水平距離が１５０センチメ 

ートル以上の水平面を確保すること。た 

だし，地形の状況その他の特別の理由に 

よりやむを得ない場合は，この限りでな 

 い。 

オ カに掲げる場合を除き，車椅子使用者 

が通過する際に支障となる段がないこと。 

カ 地形の状況その他の特別の理由により 
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やむを得ず段を設ける場合は，傾斜路 

（その踊場を含む。以下同じ。）を併設 

すること。 

(2)  通路は，次に掲げる基準に適合するもの 

   であること。 

ア 幅は，１８０センチメートル以上とす 

 ること。ただし，地形の状況その他の特 

別の理由によりやむを得ない場合は，通 

路の末端の付近の広さを車椅子の転回に 

支障のないものとし，かつ，５０メート 

ル以内ごとに車椅子が転回することがで 

きる広さの場所を設けた上で，幅を１２ 

０センチメートル以上とすることができ 

る。 

イ ウに掲げる場合を除き，車椅子使用者 

 が通過する際に支障となる段がないこと。 

   ウ 地形の状況その他の特別の理由により 

    やむを得ず段を設ける場合は，傾斜路を 

   併設すること。 

エ 縦断勾配は，５パーセント以下とする 

こと。ただし，地形の状況その他の特別 

の理由によりやむを得ない場合は，８パ 

ーセント以下とすることができる。 

 オ ４パーセント以上の縦断勾配の区間の 

 長さが５０メートルを超える場合は，５ 

０メートル以内ごとに踏幅１５０センチ 

メートル以上の水平な部分を設けること。 

カ 縁石を切り下げる場合は，切り下げ部 
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分の幅及びすりつけ勾配は，それぞれ１ 

２０センチメートル以上８パーセント以 

下とし，かつ，車椅子使用者が通過する 

際に支障となる段を設けないこと。 

キ 横断勾配は，１パーセント以下とする 

こと。ただし，地形の状況その他の特別 

の理由によりやむを得ない場合は，２パ 

ーセント以下とすることができる。 

ク 表面は，粗面とし，又は滑りにくい材 

料で仕上げること。 

ケ 園路を横断する排水溝を設ける場合に 

は，当該排水溝には，つえ，車椅子のキ

ャスター等が落ち込みにくい構造の溝蓋 

を設けること。 

(3)  階段（その踊場を含む。以下同じ。）は， 

次に掲げる基準に適合するものであること。 

  ア 幅は，１２０センチメートル以上とす 

ること。 

 イ 手すりが両側に設けられていること。 

ただし，地形の状況その他の特別の理由 

によりやむを得ない場合は，この限りで 

ない。 

ウ 手すりの端部の付近には，階段の通ず 

る場所を示す点字を貼り付けること。 

 エ 回り段がないこと。ただし，地形の状 

況その他の特別の理由によりやむを得な 

い場合は，この限りでない。 

オ 踏面は，粗面とし，又は滑りにくい材 

1098



料で仕上げること。 

カ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原 

因となるものが設けられていない構造の 

ものであること。 

  キ 段鼻は，踏面と明度，色相又は彩度の 

差を大きくすること。 

 ク 階段の両側には，立ち上がり部が設け 

られていること。ただし，側面が壁面で 

ある場合は，この限りでない。 

ケ 高低差が３００センチメートルを超え 

る場合は，高低差３００センチメートル 

以内ごとに踏幅４０センチメートル以上 

の踊場を設けること。 

コ 段の上端及び下端に接する園路及び踊 

場の部分には，令第１１条第２号に規定 

する点状ブロック等（以下「点状ブロッ 

ク等」という。) を敷設すること。 

(4)  階段を設ける場合は，傾斜路を併設しな 

   ければならない。ただし，地形の状況その 

   他の特別の理由により傾斜路を設けること 

が困難である場合は，エレベーター，エス 

カレーターその他の昇降機であって高齢者， 

障害者等の円滑な利用に適した構造のもの 

をもってこれに代えることができる。 

(5)  傾斜路（階段又は段に代わり，又はこれ 

   に併設するものに限る。）は，次に掲げる 

基準に適合するものであること。 

ア 幅は，１２０センチメートル以上とす 
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 ること。ただし，階段又は段に併設する 

場合は，９０センチメートル以上とする 

ことができる。 

 イ 縦断勾配は，８パーセント以下とし， 

横断勾配は，設けないこと。 

  ウ 表面は，粗面とし，又は滑りにくい材 

   料で仕上げること。 

   エ 高さが７５センチメートルを超える傾 

斜路にあっては，高さ７５センチメート

ル以内ごとに踏幅１５０センチメートル 

 以上の踊場が設けられていること。 

オ 手すりが両側に設けられていること。 

ただし，地形の状況その他の特別の理由 

によりやむを得ない場合は，この限りで 

ない。 

カ 傾斜路の両側には，立ち上がり部が設 

けられていること。ただし，側面が壁面 

である場合は，この限りでない。 

キ 傾斜路の上端及び下端に近接する園路 

及びその踊場の部分に，点状ブロック等 

を敷設すること。 

(6)  高齢者，障害者等が転落するおそれのあ 

る場所には，柵，点状ブロック等及び令第 

２１条第２項第１号に規定する線状ブロッ 

ク等を適切に組み合わせて床面に敷設した 

もの（以下「視覚障害者誘導用ブロック」 

という。）その他の高齢者，障害者等の転 

落を防止するための設備が設けられている 
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こと。 

(7)  ２の項から 7 の項までの規定により設け 

られた特定公園施設のうちそれぞれ１以上 

及び高齢者，障害者等の移動等の円滑化の 

促進に関する法律施行規則（平成１８年国 

土交通省令第１１０号）第２条第２項の主

要な公園施設に接続していること。 

２ 屋根付広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３  休憩所及び管理事務所 

 

 

不特定かつ多数の者が利用し，又は主とし 

て高齢者，障害者等が利用する屋根付広場を 

設ける場合は，そのうち１以上は，次に掲げ 

る基準に適合するものでなければならない。 

(1)  出入口は，次に掲げる基準に適合するも 

   のであること。 

ア 幅は，１２０センチメートル以上とす

ること。ただし，地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合は，８

０センチメートル以上とすることができ

る。 

イ ウに掲げる場合を除き，車椅子使用者 

が通過する際に支障となる段がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由により 

やむを得ず段を設ける場合は，傾斜路を 

併設すること。 

(2)  車椅子使用者の円滑な利用に適した広さ 

が確保されていること。 

(1)  不特定かつ多数の者が利用し，又は主と 

 して高齢者，障害者等が利用する休憩所を 

設ける場合は，そのうち１以上は，次に掲 
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 げる基準に適合するものでなければならな 

い。 

ア 出入口は，次に掲げる基準に適合する 

ものであること。 

   (ｱ)  幅は，１２０センチメートル以上と 

すること。ただし，地形の状況その他

の特別の理由によりやむを得ない場合

は，８０センチメートル以上とするこ

とができる。 

(ｲ)  (ｳ)に掲げる場合を除き，車椅子使 

 用者が通過する際に支障となる段がな 

 いこと。 

(ｳ)  地形の状況その他の特別の理由によ 

   りやむを得ず段を設ける場合は，傾斜 

     路を併設すること。 

(ｴ) 戸を設ける場合は，当該戸は，次に 

掲げる基準に適合するものであること。 

   ａ 幅は，８０センチメートル以上とす 

ること。 

ｂ 高齢者，障害者等が容易に開閉して 

通過できる構造のものであること。 

イ カウンターを設ける場合は，そのうち 

１以上は，車椅子使用者の円滑な利用に 

適した構造のものであること。ただし， 

常時勤務する者が容易にカウンターの前 

に出て対応できる構造である場合は，こ 

の限りでない。 

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広 
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４ 野外劇場及び野外音楽 

 堂 

さが確保されていること。 

エ 不特定かつ多数の者が利用し，又は主 

として高齢者，障害者等が利用する便所 

を設ける場合は，そのうち１以上は，６ 

の項第２号から第６号までに掲げる基準

に適合するものであること。 

(2)  前号の規定は，不特定かつ多数の者が利 

  用し，又は主として高齢者，障害者等が利 

   用する管理事務所について準用する。この 

   場合において，同号中「休憩所を設ける場 

  合は，そのうち１以上は」とあるのは， 

「管理事務所は」と読み替えるものとする。 

(1)  不特定かつ多数の者が利用し，又は主と 

  して高齢者，障害者等が利用する野外劇場 

は，次に掲げる基準に適合するものでなけ 

ればならない。 

ア 出入口は，１の項第１号の基準に適合 

するものであること。 

イ 出入口とウの車椅子使用者用観覧スペ 

ース及びエの便所との間の経路を構成す 

る通路は，次に掲げる基準に適合するも 

のであること。 

(ｱ)  幅は，１２０センチメートル以上と 

すること。ただし，地形の状況その他 

の特別の理由によりやむを得ない場合 

は，通路の末端の付近の広さを車椅子 

の転回に支障のないものとした上で， 

幅を８０センチメートル以上とするこ 
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 とができる。 

(ｲ) (ｳ)に掲げる場合を除き，車椅子使用 

者が通過する際に支障となる段がない 

こと。  

(ｳ)  地形の状況その他の特別の理由によ 

りやむを得ず段を設ける場合は，傾斜 

路を併設すること。 

(ｴ)  縦断勾配は，５パーセント以下とす 

ること。ただし，地形の状況その他の 

特別の理由によりやむを得ない場合は， 

８パーセント以下とすることができる。 

(ｵ)  横断勾配は，１パーセント以下とす 

ること。ただし，地形の状況その他の 

特別の理由によりやむを得ない場合は， 

２パーセント以下とすることができる。 

(ｶ)  表面は，滑りにくい材料で仕上げる 

こと。 

(ｷ)  高齢者，障害者等が転落するおそれ 

のある場所には，柵，視覚障害者誘導 

用ブロックその他の高齢者，障害者等 

の転落を防止するための設備が設けら 

れていること。 

ウ 当該野外劇場の収容定員が２００以下 

の場合は当該収容定員に５０分の１を乗 

じて得た数以上，収容定員が２００を超 

える場合は当該収容定員に１００分の１ 

を乗じて得た数に２を加えた数以上の車 

椅子使用者が円滑に利用することができ 
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５ 駐車場 

る観覧スペース（以下「車椅子使用者用 

観覧スペース」という。）を設けること。 

エ 不特定かつ多数の者が利用し，又は主 

として高齢者，障害者等が利用する便所

を設ける場合は，そのうち１以上は，６

の項第２号から第６号までに掲げる基準

に適合するものであること。 

(2)  車椅子使用者用観覧スペースは，次に掲 

げる基準に適合するものでなければならな 

い。 

 ア 幅は９０センチメートル以上であり， 

奥行きは１２０センチメートル以上であ 

ること。 

 イ 車椅子使用者が利用する際に支障とな 

る段がないこと。 

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある 

場所には，柵その他の車椅子使用者の転 

落を防止するための設備が設けられてい 

ること。 

(3)  前２号の規定は，不特定かつ多数の者が 

利用し，又は主として高齢者，障害者等が 

利用する野外音楽堂について準用する。 

(1)  不特定かつ多数の者が利用し，又は主と 

して高齢者，障害者等が利用する駐車場を 

設ける場合は，そのうち１以上に，当該駐 

車場の全駐車台数が２００以下の場合は当 

該駐車台数に５０分の１を乗じて得た数以 

上，全駐車台数が２００を超える場合は当 

1105



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 便所 

該駐車台数に１００分の１を乗じて得た数 

に２を加えた数以上の車椅子使用者が円滑 

に利用することができる駐車施設（以下 

「車椅子使用者用駐車施設」という。）を設 

けなければならない。ただし，専ら大型自

動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側

車付きのものを除く。）の駐車のための駐

車場については，この限りでない。 

(2)  車椅子使用者用駐車施設は，次に掲げる 

基準に適合するものでなければならない。 

ア 幅は，３５０センチメートル以上とす 

ること。 

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近 

に，車椅子使用者用駐車施設の表示をす 

ること。 

ウ 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる１の 

項第１号に定める構造の出入口から車椅 

子使用者用駐車施設に至る当該駐車施設

内の通路は，１の項第２号に定める構造

とし，１の項第１号に定める構造の出入

口から距離ができるだけ短くなる位置に

設けること。 

エ 床面は，水平とすること。 

(1)  不特定かつ多数の者が利用し，又は主と

して高齢者，障害者等が利用する便所は， 

次に掲げる基準に適合するものでなければ 

ならない。 

ア 床の表面は，滑りにくい材料で仕上げ 
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 ること。 

イ 男子用小便器を設ける場合は，１以上 

の床置式小便器，壁掛式小便器（受け口 

の高さが３５センチメートル以下のもの 

に限る。）その他これらに類する小便器 

が設けられていること。 

 ウ イの規定により設けられる小便器には， 

手すりが設けられていること。 

(2)  不特定かつ多数の者が利用し，又は主と 

   して高齢者，障害者等が利用する便所を設 

ける場合は，そのうち１以上は，前号に掲 

げる基準のほか，次に掲げる基準のいずれ 

かに適合するものでなければならない。 

ア 便所（男子用及び女子用の区別がある 

ときは，それぞれの便所）内に高齢者， 

障害者等の円滑な利用に適した構造を有 

する便房が設けられていること。 

イ 高齢者，障害者等の円滑な利用に適し 

た構造を有する便所であること。 

(3)  前号アの便房が設けられた便所は，次に 

掲げる基準に適合するものでなければなら 

ない。 

ア 出入口は，次に掲げる基準に適合する 

ものであること。 

(ｱ)  幅は，８０センチメートル以上とす 

  ること。 

(ｲ)  (ｳ)に掲げる場合を除き，車椅子使用 

 者が通過する際に支障となる段がない 
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 こと。 

(ｳ)  地形の状況その他の特別の理由によ 

りやむを得ず段を設ける場合は，傾斜 

路を併設すること。 

(ｴ)  高齢者，障害者等の円滑な利用に適 

 した構造を有する便房が設けられてい 

ることを表示する標識が設けられてい 

ること。 

  (ｵ)  戸を設ける場合は，当該戸は，次に 

   掲げる基準に適合するものであること。 

   ａ 幅は，８０センチメートル以上とす 

   ること。 

    ｂ 高齢者，障害者等が容易に開閉して 

通過できる構造のものであること。 

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広 

さが確保されていること。 

(4)  第２号アの便房は，次に掲げる基準に適 

  合するものでなければならない。 

ア 出入口には，車椅子使用者が通過する 

際に支障となる段がないこと。 

イ 出入口には，当該便房が高齢者，障害 

者等の円滑な利用に適した構造のもので 

あることを表示する標識が設けられてい 

ること。 

 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられている 

こと。 

エ 高齢者，障害者等の円滑な利用に適し 

た構造を有する水洗器具が設けられてい 
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 ること。 

(5)  第３号ア(ｱ)及び(ｵ)並びにイの規定は， 

前号の便房について準用する。 

(6)  第３号ア(ｱ)から(ｳ)まで及び(ｵ)並びにイ 

  並びに第４号イからエまでの規定は，第２ 

号イの便所について準用する。この場合に 

おいて，第４号イ中「当該便房」とあるの 

は，「当該便所」と読み替えるものとする。 

７ 水飲場及び手洗場 (1)  不特定かつ多数の者が利用し，又は主と 

  して高齢者，障害者等が利用する水飲場を 

   設ける場合は，そのうち１以上は，高齢者， 

障害者等の円滑な利用に適した構造のもの 

でなければならない。 

(2)  前号の規定は，不特定かつ多数の者が利 

  用し，又は主として高齢者，障害者等が利 

   用する手洗場について準用する。 

８ 掲示板及び標識 (1)  不特定かつ多数の者が利用し，又は主と 

して高齢者，障害者等が利用する掲示板は， 

次に掲げる基準に適合するものでなければ 

ならない。 

 ア 高齢者，障害者等の円滑な利用に適し 

た構造のものであること。 

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に 

識別できるものであること。 

ウ 高齢者，障害者等が見やすく，かつ， 

理解しやすい高さ，文字の大きさ，色合 

い等のものとすること。 

(2) 前号の規定は，不特定かつ多数の者が利 

1109



 用し，又は主として高齢者，障害者等が利 

用する標識について準用する。 

(3)  視覚障害者に配慮した案内の設備を設け 

  る場合においては，必要に応じて音声によ 

  り知らせる装置，視覚障害者誘導用ブロッ 

ク等を敷設すること。  

(4)  特定公園施設の配置を表示した標識を設 

   ける場合は，そのうち１以上は，１の項の 

規定により設けられた園路及び広場の出入 

口の付近に設けなければならない。 

   附 則 

この条例は，平成２５年４月１日から施行する。ただし，次の各号に掲げる規定は，当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 別表第１第１項の表に次のように加える規定（西長瀬北公園の項，西長瀬南公園の 

 項及び北長瀬南公園の項を加える部分に限る。） 公布の日 

(2) 別表第１第１項の表ひばり公園の項の改正規定 平成２５年２月２日 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による都市公園法等の一部改正に伴い，本市が設置する公園の配置及び規模

の基準を定める等のため，本条例の一部を改正しようとするものである。 

1110



甲 第 ２６８ 号 議 案 

   岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市児童遊園地条例の一部を改正する条例 

第１条 岡山市児童遊園地条例（昭和４８年市条例第３５号）の一部を次のように改正す

る。 

別表中仙道遊園地の項を削り，同表に次のように加える。 

久米立溝遊園地 岡山市北区久米 

旭東町三丁目遊園地 岡山市中区旭東町三丁目 

神下第２遊園地 岡山市中区神下 

原尾島二丁目遊園地 岡山市中区原尾島二丁目 

可知五丁目第２遊園地 岡山市東区可知五丁目 

古都南方第１遊園地 岡山市東区古都南方 

古都南方第２遊園地 岡山市東区古都南方 

西大寺松崎第４遊園地 岡山市東区西大寺松崎 

泉田第７遊園地 岡山市南区泉田 

浦安西町遊園地 岡山市南区浦安西町 

浦安本町第２遊園地 岡山市南区浦安本町 

妹尾嘉藤遊園地 岡山市南区妹尾 

妹尾毎羅第２遊園地 岡山市南区妹尾 

南輝三丁目第２遊園地 岡山市南区南輝三丁目 

庭瀬第３遊園地 岡山市北区庭瀬 
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第２条 岡山市児童遊園地条例の一部を次のように改正する。 

別表泉田六反地遊園地の項，泉田第３遊園地の項及び泉田第４遊園地の項中「泉田」

を「泉田五丁目」に改め，同表泉田第５遊園地の項，泉田第６遊園地の項及び泉田第７

遊園地の項中「泉田」を「泉田四丁目」に改める。 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は平成２５年２月２日から施行

する。 

   

提案理由 

 中仙道遊園地を廃止し，久米立溝遊園地ほか３０遊園地を設置する等のため，本条例の

一部を改正しようとするものである。 

庭瀬第４遊園地 岡山市北区庭瀬 

乙多見第８遊園地 岡山市中区乙多見 

江並第１０遊園地 岡山市中区江並 

藤崎第７遊園地 岡山市中区藤崎 

土田第２遊園地 岡山市中区土田 

長岡第２遊園地 岡山市中区長岡 

湊野田第２遊園地 岡山市中区湊 

平井五丁目第３遊園地 岡山市中区平井五丁目 

中川第４遊園地 岡山市東区中川町 

西大寺中野第６遊園地 岡山市東区西大寺中野 

米倉第２遊園地 岡山市南区米倉 

浦安本町第５遊園地 岡山市南区浦安本町 

大福北中之町遊園地 岡山市南区大福 

曽根遊園地 岡山市南区曽根 

湊第６遊園地 岡山市中区湊 

浦安南町遊園地 岡山市南区浦安南町 
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甲 第 ２６９ 号 議 案 

   岡山市道路構造等条例の制定について 

 岡山市道路構造等条例を次のように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市道路構造等条例                                           

目次 

 第１章 総則（第１条－第３条）                                    

  第２章 道路の構造の一般的技術的基準（第４条－第４９条）             

  第３章 道路の道路標識の寸法（第５０条）                  

  第４章 道路の道路移動等円滑化の基準（第５１条） 

 第５章 雑則（第５２条）          

  附則 

   第１章  総則                                                  

（趣旨）                                                          

第１条 この条例は，道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という。）第３０

条第３項及び第４５条第３項並びに高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律（平成１８年法律第９１号。以下「高齢者等移動等円滑化法」という。）第１０条

第１項の規定に基づき，本市が管理する県道及び市道（以下「道路」という。）を新設

し，又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準，道路標識の寸法及び道

路移動等円滑化の基準を定めるものとする。           

（定義）                                                    

第２条 この条例において使用する用語の意義は，法及び道路構造令（昭和４５年政令第

３２０号。以下「令」という。）において使用する用語の例による。 
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２ この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。                                    

(1) 自転車レーン 自転車専用通行帯（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２

０条第２項の規定により自転車の通行区分が道路標識又は道路標示で指定された専用

通行帯（道路標示「普通自転車の歩道通行部分」で指定されたものを除く。）を

いう。）又は自転車誘導帯（自転車専用通行帯と同等の機能を持つ自転車の通行帯で

あるが，道路交通法上の位置付けがないものをいう。）をいう。                   

(2) 計画交通量 道路の設計の基礎とするために，当該道路の存する地域の発展の動向，

将来の自動車交通の状況等を勘案して，市長が同種の設計基準を用いるべき道路の一

定の区間ごとに定める自動車の日交通量をいう。                       

（道路の区分）                                                    

第３条 道路の区分は，令第３条の定めるところによる。 

２ 前項に規定するもののほか，山地部における第３種の道路の区分は，規則で定める。       

第２章 道路の構造の一般的技術的基準                  

（道路の構造の一般的技術的基準）                        

第４条 道路を新設し，又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準は，次

条から第４９条までに定めるところによる。                                                     

 （設計車両）                                                      

第５条 設計車両は，令第４条の定めるところによる。          

（車線等）                                                          

第６条 車道（副道，停車帯その他規則で定める部分を除く。）は，車線により構成され

るものとする。ただし，第３種第５級又は第４種第４級の道路にあっては，この限りで

ない。                              

２ 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ，計画交通量が次の

表の設計基準交通量（自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。）の欄に掲げる値以

下である道路の車線（付加追越車線，登坂車線，屈折車線及び変速車線を除く。次項に

おいて同じ。）の数は，２とする。 
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区   分 地 形 設計基準交通量（単位 １日につき台） 

第２級 平地部 １４，０００

平地部 １４，０００

第３級 

山地部 １０，０００

平地部 １３，０００

第１種 

第４級 

山地部 ９，０００

第２級 平地部 ９，０００

平地部 ８，０００

第３級 

山地部 ６，０００

平地部 ８，０００

第３種 

第４級 

山地部 ６，０００

第１級   １２，０００

第２級   １０，０００第４種 

第３級   ９，０００

 交差点の多い第４種の道路については，この表の設計基準交通量に０．８を乗じた値を

設計基準交通量とする。 

３ 前項に規定する道路以外の道路（第２種の道路で対向車線を設けないもの並びに第３

種第５級及び第４種第４級の道路を除く。）の車線の数は４以上（交通の状況により必

要がある場合を除き，２の倍数），第２種の道路で対向車線を設けないものの車線の数 

は２以上とし，当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ，

次の表に掲げる１車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合

によって定めるものとする。 

区   分 地 形 １車線当たりの設計基準交通量（単位 １日につき台） 

平地部 １２，０００ 

第２級 

山地部 ９，０００ 

平地部 １１，０００ 

第３級 

山地部 ８，０００ 

 

 

 

第１種 

第４級 平地部 １１，０００ 
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山地部 ８，０００ 

第１級  １８，０００ 
第２種 

第２級  １７，０００ 

平地部 ９，０００ 
第２級 

山地部 ７，０００ 

平地部 ８，０００ 
第３級 

山地部 ６，０００ 

第３種 

第４級 山地部 ５，０００ 

第１級  １２，０００ 

第２級  １０，０００ 第４種 

第３級  １０，０００ 

交差点の多い第４種の道路については，この表の１車線当たりの設計基準交通量に０．

６を乗じた値を１車線当たりの設計基準交通量とする。 

４ 車線（登坂車線，屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。）の幅員

は，道路の区分に応じ，次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし，

第１種第２級，第３種第２級又は第４種第１級の普通道路にあっては，交通の状況によ

り必要がある場合においては，同欄に掲げる値に０．２５メートルを加えた値，第１種

第２級若しくは第３級の小型道路又は第２種第１級の道路にあっては，地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては，同欄に掲げる値から０．２５メー

トルを減じた値とすることができる。 

区   分 車線の幅員（単位 メートル） 

第２級 ３．５

普通道路 ３．５

第３級 

小型道路 ３．２５ 

普通道路 ３．２５ 

第１種 

第４級 

小型道路 ３ 

普通道路 ３．５ 

 

 

第２種 

第１級 

小型道路 ３．２５ 
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普通道路 ３．２５ 

第２級 

小型道路 ３ 

普通道路 ３．２５ 

第２級 

小型道路 ２．７５ 

普通道路 ３ 

第３級 

小型道路 ２．７５ 

第３種 

第４級 ２．７５ 

普通道路 ３．２５ 

第１級 

小型道路 ２．７５ 

普通道路 ３ 

第４種 

第２級及び

第３級 小型道路 ２．７５ 

５ 第３種第５級又は第４種第４級の普通道路の車道の幅員は，４メートルとするものと

する。ただし，当該普通道路の計画交通量が極めて少なく，かつ，地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合又は第３９条の規定により車道に狭窄

さく

部を設ける場

合においては，３メートルとすることができる。                                 

（車線の分離等）                                                  

第７条 第１種又は第２種の道路（対向車線を設けない道路を除く。以下この条において

同じ。）の車線は，往復の方向別に分離するものとする。車線の数が４以上であるその

他の道路について，安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても，同

様とする。          

２ 前項前段の規定にかかわらず，車線の数（登坂車線，屈折車線及び変速車線の数を除

く。以下この条において同じ。）が３以下である第１種の道路にあっては，地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては，その車線を往復の方向別に分

離しないことができる。                                                   

３ 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは，中央帯を設けるものとする。 

４ 中央帯の幅員は，当該道路の区分に応じ，次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる

値以上とするものとする。ただし，長さ１００メートル以上のトンネル，長さ５０メー

トル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な
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い箇所については，同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができ

る。 

区   分 中央帯の幅員（単位 メートル） 

第２級 ４．５ ２ 

第３級 第１種 

第４級 

３ １．５ 

第１級 ２．２５ １．５ 

第２種 

第２級 １．７５ １．２５ 

第２級 

第３級 第３種 

第４級 

１．７５ １ 

第１級 

第２級 

 

第４種 

第３級 

１  

 

５ 中央帯には，側帯を設けるものとする。 

６ 前項の側帯の幅員は，道路の区分に応じ，次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の

左欄に掲げる値とするものとする。ただし，第４項ただし書の規定により中央帯の幅員

を縮小する道路又は箇所については，同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲

げる値まで縮小することができる。 

区   分 中央帯に設ける側帯の幅員（単位 メートル） 

第２級 ０．７５ 

第３級 第１種 

第４級 

０．５ 

０．２５ 

第２種 ０．５ ０．２５ 

第２級 

第３級 第３種 

第４級 

０．２５ 

 

 

第４種 第１級 ０．２５ 
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第２級 

第３級 

７ 中央帯のうち側帯以外の部分（以下「分離帯」という。）には，柵その他これに類す

る工作物を設け，又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。              

８ 分離帯に路上施設を設ける場合においては，当該中央帯の幅員は，第１９条の建築限

界を勘案して定めるものとする。                    

９ 同方向の車線の数が１である第１種の道路の当該車線の属する車道には，必要に応じ，

付加追越車線を設けるものとする。 

（副道）                                                          

第８条 車線（登坂車線，屈折車線及び変速車線を除く。）の数が４以上である第３種又

は第４種の道路には，必要に応じ，副道を設けるものとする。                     

２ 副道の幅員は，４メートルを標準とするものとする。                

（路肩）                                                          

第９条 道路には，車道に接続して，路肩を設けるものとする。ただし，中央帯又は停車

帯を設ける場合においては，この限りでない。          

２ 車道の左側に設ける路肩の幅員は，道路の区分に応じ，次の表の車道の左側に設ける

路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし，付加追越車線，登坂

車線若しくは変速車線を設ける箇所，長さ５０メートル以上の橋若しくは高架の道路又

は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については，同表の車道の左

側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

区   分 

車道の左側に設ける路肩の幅員（単位 メ

ートル） 

普通道路 ２．５ １．７５ 

第２級 

小型道路 １．２５  

普通道路 １．７５ １．２５ 

第１種 

第３級及び

第４級 小型道路 １  

普通道路 １．２５  

 

第２種 

小型道路 １  
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普通道路 ０．７５ ０．５ 第２級から

第４級まで 小型道路 ０．５  第３種 

第５級 ０．５  

第４種 ０．５  

３ 前項の規定にかかわらず，車線を往復の方向別に分離する第１種の道路であって同方

向の車線の数が１であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は，道

路の区分に応じ，次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上と

するものとする。ただし，普通道路のうち，長さ１００メートル以上のトンネル，長さ

５０メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない箇所であって，大型の自動車の交通量が少ないものについては，同表の車道

の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

 区   分 車道の左側に設ける路肩の幅員（単位 メートル）  

 普通道路 ２．５ １．７５  
第２級及び第３級 

小型道路 １．２５  

普通道路 ２．５           ２ 

 

第４級 

小型道路 １．２５  

 

４ 車道の右側に設ける路肩の幅員は，道路の区分に応じ，次の表の車道の右側に設ける

路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。                  

区   分 車道の右側に設ける路肩の幅員（単位 メートル） 

普通道路 １．２５ 

第２級 

小型道路 ０．７５ 

普通道路 ０．７５ 

第１種 

第３級及び

第４級 小型道路 ０．５ 

普通道路 ０．７５ 

第２種 

小型道路 ０．５ 

第３種 ０．５ 

 

第４種 ０．５ 

 

５ 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩（第３項本文に規定する路肩を除く。）又

1120



 

 

は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩（同項本文に規定する路肩を除く。）

の幅員は，第１種第２級の道路にあっては１メートルまで，第１種第３級又は第４級の

道路にあっては０．７５メートルまで，第３種（第５級を除く。）の普通道路にあって

は０．５メートルまで縮小することができる。                       

６ 副道に接続する路肩については，第２項の表第３種の項車道の左側に設ける路肩の幅

員の欄の左欄中「０．７５」とあるのは，「０．５」とし，第２項ただし書の規定は適

用しない。                          

７ 歩道，自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては，道路の主要構造部を保

護し，又は車道の効用を保つために支障がない場合においては，車道に接続する路肩を

設けず，又はその幅員を縮小することができる。                                  

８ 第１種又は第２種の道路の車道に接続する路肩には，側帯を設けるものとする。   

９ 前項の側帯の幅員は，道路の区分に応じ，普通道路にあっては次の表の路肩に設ける

側帯の幅員の欄の左欄に掲げる値と，小型道路にあっては０．２５メートルとする。た

だし，普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は，同表の路肩に

設ける側帯の幅員の欄の右欄に掲げる値とすることができる。   

区   分 路肩に設ける側帯の幅員（単位 メートル） 

第２級 ０．７５ ０．５ 

第３級 第１種 

第４級 

０．５ ０．２５ 

第１級 

 

第２種 

第２級 

０．５ 

 

 

１０ 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては，歩道，自転車道又は

自転車歩行者道に接続して，路端寄りに路肩を設けるものとする。                    

１１ 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては，当該路肩の幅員について  

は，第２項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第４項の表の車道の右側に設

ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの

規定を適用するものとする。                                                        

  （停車帯）                                                        
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第１０条 第４種（第４級を除く。）の道路には，自動車の停車により車両の安全かつ円

滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては，車道の左端寄りに

停車帯を設けるものとする。            

２ 停車帯の幅員は，２．５メートルとするものとする。ただし，自動車の交通量のうち

大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては，１．５メート

ルまで縮小することができる。      

（軌道敷）                                                        

第１１条 軌道敷の幅員は，軌道の単線又は複線の別に応じ，次の表の右欄に掲げる値以

上とするものとする。 

単線又は複線の別 軌道敷の幅員（単位 メートル） 

単線                        ３ 

 

複線                        ６ 

 

（自転車道）                                                      

第１２条 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路には，自転車道を道

路の各側に設けるものとする。ただし，地形の状況その他の特別の理由によりやむを得

ない場合においては，この限りでない。                                        

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が

多い第３種若しくは第４種の道路（前項に規定する道路を除く。）には，安全かつ円滑

な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては，自転車道を

道路の各側に設けるものとする。ただし，地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合においては，この限りでない。                            

３ 自転車道の幅員は，２メートル以上とするものとする。ただし，地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合においては，１．５メートルまで縮小することがで

きる。                              

４ 自転車道に路上施設を設ける場合においては，当該自転車道の幅員は，第１９条の建

築限界を勘案して定めるものとする。        

５ 自転車道の幅員は，当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。  

（自転車レーン） 
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第１３条 自動車及び自転車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道を設ける

道路を除く。）には，自転車レーンを道路の各側に設けるものとする。ただし，地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては，この限りでない。 

２ 自転車の交通量が多い第３種若しくは第４種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が

多い第３種若しくは第４種の道路（自転車道を設ける道路を除く。）には，安全かつ円 

滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては，自転車レ

ーンを道路の各側に設けるものとする。ただし，地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合においては，この限りでない。  

３ 自転車レーンの幅員は，１．５メートル以上とするものとする。ただし，地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては，１メートルまで縮小すること

ができる。 

（自転車歩行者道）                                                

第１４条 自動車の交通量が多い第３種又は第４種の道路（自転車道を設ける道路を

除く。）には，自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし，地形の状況

その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては，この限りでない。              

２ 自転車歩行者道の幅員は，歩行者の交通量が多い道路にあっては４メートル以上，そ

の他の道路にあっては３メートル以上とするものとする。                         

３ 横断歩道橋若しくは地下横断歩道（以下「横断歩道橋等」という。）又は路上施設を

設ける自転車歩行者道の幅員については，前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設

ける場合にあっては３メートル，ベンチの上屋を設ける場合にあっては２メートル，並 

木を設ける場合にあっては１．５メートル，ベンチを設ける場合にあっては１メートル， 

その他の場合にあっては０．５メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。た

だし，第３種第５級又は第４種第４級の道路にあっては，地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては，この限りでない。                        

４ 自転車歩行者道の幅員は，当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定め

るものとする。                                    

（歩道）                                                          

第１５条 第４種（第４級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路を除く。），
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歩行者の交通量が多い第３種（第５級を除く。）の道路（自転車歩行者道を設ける道路  

を除く。）又は自転車道を設ける第３種若しくは第４種第４級の道路には，その各側に

歩道を設けるものとする。ただし，地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合においては，この限りでない。                                      

２ 第３種又は第４種第４級の道路（自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道

路を除く。）には，安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては，歩

道を設けるものとする。ただし，地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合においては，この限りでない。                                           

３ 歩道の幅員は，歩行者の交通量が多い道路にあっては３．５メートル以上，その他の

道路にあっては２メートル以上とするものとする。ただし，地形の状況その他の特別の

理由によりやむを得ない場合においては，１．５メートルまで縮小することができる。  

４ 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については，前項に規定する幅員の値

に横断歩道橋等を設ける場合にあっては３メートル，ベンチの上屋を設ける場合にあっ

ては２メートル，並木を設ける場合にあっては１．５メートル，ベンチを設ける場合に

あっては１メートル，その他の場合にあっては０．５メートルを加えて同項の規定を適

用するものとする。ただし，第３種第５級又は第４種第４級の道路にあっては，地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては，この限りでない。 

５ 歩道の幅員は，当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。      

（地方部に設置する自転車歩行者道及び歩道の設置基準）                                    

第１６条 前２条の規定によるもののほか，地方部に設置する自転車歩行者道及び歩道の

設置基準は，規則で定める。 

（歩行者の滞留の用に供する部分）                                  

第１７条 歩道，自転車歩行者道，自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には，横断

歩道，乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑

な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては，主として歩行者の滞

留の用に供する部分を設けるものとする。                                          

（植樹帯）                                                        

第１８条 第４種第１級及び第２級の道路には，植樹帯を設けるものとし，その他の道路
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には，必要に応じ，植樹帯を設けるものとする。ただし，地形の状況その他の特別の理

由によりやむを得ない場合においては，この限りでない。                            

２ 植樹帯の幅員は，１．５メートルを標準とするものとする。          

３ 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は，当該道路の構造及び交通の状況，沿

道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境

の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合

には，前項の規定にかかわらず，その事情に応じ，同項の規定により定められるべき値

を超える適切な値とするものとする。                              

(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間                      

(2) 相当数の住居が集合し，又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線

道路の区間                                      

４ 植樹帯の植栽に当たっては，地域の特性等を考慮して，樹種の選定，樹木の配置等を

適切に行うものとする。                              

（建築限界）                                                      

第１９条 建築限界は，令第１２条の定めるところによる。   

（設計速度）                                                      

第２０条 道路（副道を除く。）の設計速度は，道路の区分に応じ，次の表の設計速度の

欄の左欄に掲げる値とする。ただし，地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては，同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。 

区   分 設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 

第２級 １００ ８０ 

第３級 ８０ ６０ 第１種 

第４級 ６０ ５０ 

第１級 ８０ ６０ 
第２種 

第２級 ６０ ５０又は４０ 

 

第２級 ６０ ５０又は４０ 

 

 
第３種 

第３級 ６０，５０又は４０ ３０  

  第４級 ５０，４０又は３０ ２０  
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第５級 ４０，３０又は２０  

第１級 ６０ ５０又は４０ 

第２級 ６０，５０又は４０ ３０ 

第３級 ５０，４０又は３０ ２０ 
第４種 

第４級 ４０，３０又は２０  

２ 副道の設計速度は，１時間につき，４０キロメートル，３０キロメートル又は２０キ

ロメートルとする。                                

（車道の屈曲部）                                                  

第２１条 車道の屈曲部は，曲線形とするものとする。ただし，緩和区間（車両の走行を

円滑にするために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。）又は第３

９条の規定により設けられる屈曲部については，この限りでない。 

（曲線半径）                                                      

第２２条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分（以下「車道の曲線部」という。）

の中心線の曲線半径（以下「曲線半径」という。）は，当該道路の設計速度に応じ，次

の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし，地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない箇所については，同表の曲線半径の欄の右欄に掲げ

る値まで縮小することができる。                              

設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 曲線半径（単位 メートル） 

１００ ４６０ ３８０ 

８０ ２８０ ２３０ 

６０ １５０ １２０ 

５０ １００ ８０ 

 

４０ ６０ ５０ 

 

 ３０ ３０   

 ２０ １５   

（曲線部の片勾配）                                                

第２３条 車道，中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩の曲線部には，曲線

半径が極めて大きい場合を除き，当該道路の区分に応じ，かつ，当該道路の設計速度，
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曲線半径，地形の状況等を勘案し，次の表の最大片勾配の欄に掲げる値（第３種の道路

で自転車道を設けないものにあっては，６パーセント）以下で適切な値の片勾配を付す

るものとする。ただし，第４種の道路にあっては，地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては，片勾配を付さないことができる。 

区   分 最大片勾配（単位 パーセント） 

第１種，第２種及び第３種 １０ 

 

第４種                        ６ 

 

（曲線部の車線等の拡幅）                                          

第２４条 車道の曲線部においては，設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ，車線（車

線を有しない道路にあっては，車道）を適切に拡幅するものとする。ただし，第２種及

び第４種の道路にあっては，地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に

おいては，この限りでない。                                               

（緩和区間）                                                      

第２５条 車道の屈曲部には，緩和区間を設けるものとする。ただし，第４種の道路の車

道の屈曲部にあっては，地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては，この限りでない。            

２ 車道の曲線部において片勾配を付し，又は拡幅をする場合においては，緩和区間にお

いてすりつけをするものとする。                    

３ 緩和区間の長さは，当該道路の設計速度に応じ，次の表の右欄に掲げる値（前項の規

定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては，当該すりつ

けに必要な長さ）以上とするものとする。                      

設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 緩和区間の長さ（単位 メートル） 

１００ ８５ 

８０ ７０ 

６０ ５０ 

５０ ４０ 

４０ ３５ 

 

３０ ２５ 
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２０ ２０ 

（視距等）                                                        

第２６条 視距は，当該道路の設計速度に応じ，次の表の右欄に掲げる値以上とするもの

とする。                                                          

設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 視距（単位 メートル） 

１００ １６０ 

８０ １１０ 

６０ ７５ 

５０ ５５ 

４０ ４０ 

３０ ３０ 

 

２０ ２０ 

 

２ 車線の数が２である道路（対向車線を設けない道路を除く。）においては，必要に応

じ，自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。 

（縦断勾配）                                                      

第２７条 車道の縦断勾配は，道路の区分及び道路の設計速度に応じ，次の表の縦断勾配

の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし，地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては，同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とする

ことができる。                                                

区   分 
設計速度（単位 １時間につ

きキロメートル） 

縦断勾配（単位 パーセ 

ント） 

１００      ３     ６ 

８０      ４     ７ 

６０      ５     ８ 

５０      ６     ９ 

４０      ７ １０ 

３０      ８ １１ 

 

 

 

 

 

第１種，第２種及び

第３種 

普通道路 

２０      ９ １２ 
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１００ ４ ６ 

８０ ７  

６０ ８  

５０ ９  

４０ １０  

３０ １１  

小型道路 

２０ １２  

６０ ５ ７ 

５０ ６ ８ 

４０ ７ ９ 

３０ ８ １０ 

普通道路 

２０ ９ １１ 

６０ ８  

５０ ９  

４０ １０  

３０ １１  

 

第４種 

小型道路 

２０ １２  

 

（登坂車線）                                                      

第２８条 普通道路の縦断勾配が５パーセント（普通道路で設計速度が１時間につき１０

０キロメートル以上であるものにあっては，３パーセント）を超える車道には，必要に

応じ，登坂車線を設けるものとする。                                         

２ 登坂車線の幅員は，３メートルとするものとする。                  

（縦断曲線）                                                      

第２９条 車道の縦断勾配が変移する箇所には，縦断曲線を設けるものとする。         

２ 縦断曲線の半径は，当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ，次の表の

縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし，設計速度が１時間につ

き６０キロメートルである第４種第１級の道路にあっては，地形の状況その他の特別の

理由によりやむを得ない場合においては，凸形縦断曲線の半径を１，０００メートルま
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で縮小することができる。                                  

設計速度（単位 １時間につきキロ

メートル）  

縦断曲線の曲線 

形 

縦断曲線の半径（単位 メートル） 

凸形曲線 ６，５００ 
１００ 

凹形曲線 ３，０００ 

凸形曲線 ３，０００ 
８０ 

凹形曲線 ２，０００ 

凸形曲線 １，４００ 
６０ 

凹形曲線 １，０００ 

凸形曲線 ８００ 

 

５０ 
凹形曲線 ７００ 

 

凸形曲線 ４５０ 
４０ 

凹形曲線 ４５０ 

凸形曲線 ２５０ 
３０ 

凹形曲線 ２５０ 

凸形曲線 １００ 

 

２０ 
凹形曲線 １００ 

 

３ 縦断曲線の長さは，当該道路の設計速度に応じ，次の表の右欄に掲げる値以上とする

ものとする。                                                  

設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 縦断曲線の長さ（単位 メートル） 

１００ ８５ 

８０ ７０ 

６０ ５０ 

５０ ４０ 

４０ ３５ 

３０ ２５ 

 

２０ ２０ 

 

（舗装）                                                          
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第３０条 車道，中央帯（分離帯を除く。），車道に接続する路肩，自転車道等（自転車 

道又は自転車歩行者道をいう。以下同じ。）及び歩道は，舗装するものとする。ただし，

交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては，この限りでない。          

２ 車道及び側帯の舗装は，その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を４９キロニュート

ンとし，計画交通量，自動車の重量，路床の状態，気象状況等を勘案して，自動車の安

全かつ円滑な交通を確保することができるものとして車道及び側帯の舗装の構造の基準

に関する省令（平成１３年国土交通省令第１０３号）で定める基準に適合する構造とす

るものとする。ただし，自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合に

おいては，この限りでない。                          

３ 第４種の道路（トンネルを除く。）の舗装は，当該道路の存する地域，沿道の土地利

用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては，雨水を道路の路面下

に円滑に浸透させ，かつ，道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするも

のとする。ただし，道路の構造，気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては，この限りでない。                                        

（横断勾配）                                                      

第３１条 車道，中央帯（分離帯を除く。）及び車道に接続する路肩には，片勾配を付す

る場合を除き，路面の種類に応じ，次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付

するものとする。                                                

路面の種類 横断勾配（単位 パーセント） 

前条第２項に規定する基準に適合する舗装道 １．５以上２以下 

 

その他 ３以上５以下 

 

２ 歩道又は自転車道等には，２パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。 

３ 前条第３項本文に規定する構造の舗装道にあっては，気象状況等を勘案して路面の排

水に支障がない場合においては，横断勾配を付さず，又は縮小することができる。   

（合成勾配）                                                      

第３２条 合成勾配（縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下

同じ。）は，当該道路の設計速度に応じ，次の表の右欄に掲げる値以下とするものとす

る。ただし，設計速度が１時間につき３０キロメートル又は２０キロメートルの道路に
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あっては，地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては，１２．

５パーセント以下とすることができる。                        

設計速度（単位 １時間につきキロメートル） 合成勾配（単位 パーセント） 

１００ １０ 

８０ 

６０ 
１０．５ 

５０ 

４０ 

３０ 

２０ 

１１．５ 

（排水施設）                                                      

第３３条 道路には，排水のため必要がある場合においては，側溝，街渠

きょ

，集水ますその

他の適当な排水施設を設けるものとする。          

（平面交差又は接続）                                              

第３４条 道路は，駅前広場等特別の箇所を除き，同一箇所において同一平面で５以上交

会させてはならない。                            

２ 道路が同一平面で交差し，又は接続する場合においては，必要に応じ，屈折車線，変

速車線若しくは交通島を設け，又は隅角部を切り取り，かつ，適当な見通しができる構

造とするものとする。              

３ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては，当該部分の車線（屈折車線及び変速

車線を除く。）の幅員は，第３種第２級又は第４種第１級の普通道路にあっては３メー

トルまで，第３種第３級又は第４種第２級若しくは第３級の普通道路にあっては２．７

５メートルまで，第３種又は第４種の小型道路にあっては２．５メートルまで縮小する

ことができる。ただし，第３種第２級及び第３級の普通道路並びに第３種の小型道路に

あっては，地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合に限る。             

４ 屈折車線及び変速車線の幅員は，普通道路にあっては３メートル，小型道路にあって

は２．５メートルを標準とするものとする。ただし，地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては，普通道路にあっては２．５メートル，小型道路にあ
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っては２メートルまで縮小することができる。                                                 

５ 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては，当該道路の設計速度に応じ，適切に

すりつけをするものとする。 

６ 第２項の規定にかかわらず，既設道路であって，地形の状況その他の特別の理由によ

りやむを得ない場合においては，第６条第４項に規定する車線の幅員を４．５メートル

以上とし，右折車線相当の膨らみを持たせることにより，屈折車線を設けないことがで

きるものとする。                      

（立体交差）                                                      

第３５条 車線（登坂車線，屈折車線及び変速車線を除く。）の数が４以上である普通道

路が相互に交差する場合においては，当該交差の方式は，立体交差とするものとする。  

ただし，交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ないときは，この限りでない。                                             

２ 車線（屈折車線及び変速車線を除く。）の数が４以上である小型道路が相互に交差す

る場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては，当該交差の方式は，立体交

差とするものとする。                

３ 道路を立体交差とする場合においては，必要に応じ，交差する道路を相互に連結する

道路（以下「連結路」という。）を設けるものとする。                         

４ 連結路については，第６条から第９条まで，第１９条，第２０条，第２２条，第２３

条，第２５条から第２７条まで，第２９条及び第３２条の規定は，適用しない。                    

（鉄道等との平面交差）                                            

第３６条 道路が鉄道又は軌道法（大正１０年法律第７６号）による新設軌道（以下「鉄

道等」という。）と同一平面で交差する場合においては，その交差する道路は次に定め

る構造とするものとする。          

(1) 交差角は，４５度以上とすること。                              

(2) 踏切道の両側からそれぞれ３０メートルまでの区間は，踏切道を含めて直線とし， 

その区間の車道の縦断勾配は，２．５パーセント以下とすること。ただし，自動車の

交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇

所については，この限りでない。                             
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(3) 見通し区間の長さ（線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から，軌道

の外方車道の中心線上５メートルの地点における１．２メートルの高さにおいて見通

すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。）は，踏切道における鉄

道等の車両の最高速度に応じ，次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし，踏

切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回

数が極めて少ない箇所については，この限りでない。 

踏切道における鉄道等の車両の最高速度（単位 

１時間につきキロメートル） 
見通し区間の長さ（単位 メートル） 

５０未満 １１０ 

５０以上７０未満 １６０ 

７０以上８０未満 ２００ 

８０以上９０未満 ２３０ 

９０以上１００未満 ２６０ 

１００以上１１０未満 ３００ 

 

１１０以上 ３５０ 

 

（待避所）                                                        

第３７条 第３種第５級の道路には，次に定めるところにより，待避所を設けるものとす

る。ただし，交通に及ぼす支障が少ない道路については，この限りでない。         

(1) 待避所相互間の距離は，３００メートル以内とすること。          

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。       

(3) 待避所の長さは，２０メートル以上とし，その区間の車道の幅員は，５メートル以

上とすること。                                  

（交通安全施設）                                                  

第３８条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては，横断歩道橋等，柵，照

明施設，視線誘導標，緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設

けるものとする。              

（凸部，狭窄部等）                                                

第３９条 第４種第４級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第３種第５
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級の道路には，自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要があ

る場合においては，車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し，又は車道に狭

窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。                                   

（乗合自動車の停留所等に設ける交通島）                            

第４０条 自転車道，自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面

電車の停留場には，必要に応じ，交通島を設けるものとする。                     

（自動車駐車場等）                                                

第４１条 安全かつ円滑な交通を確保し，又は公衆の利便に資するため必要がある場合に

おいては，自動車駐車場，自転車駐車場，乗合自動車停車所，非常駐車帯その他これら

に類する施設を設けるものとする。                 

（防護施設）                                                      

第４２条 落石，崩壊，波浪等により交通に支障を及ぼし，又は道路の構造に損傷を与え

るおそれがある箇所には，柵，擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。 

（トンネル）                                                      

第４３条 トンネルには，安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては，

当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ，適当な換気施設を設けるものとする。                           

２ トンネルには，安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては，当該

道路の設計速度等を勘案して，適当な照明施設を設けるものとする。             

３ トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場

合においては，必要に応じ，通報施設，警報施設，消火施設その他の非常用施設を設け

るものとする。                    

（橋，高架の道路等）                                              

第４４条 橋，高架の道路その他これらに類する構造の道路は，鋼構造，コンクリート構

造又はこれらに準ずる構造とするものとする。      

２ 橋，高架の道路その他これらに類する構造の普通道路の設計自動車荷重及び構造は，

令第３５条第２項の定めるところによる。                     

３ 橋，高架の道路その他これらに類する構造の小型道路の設計自動車荷重及び構造は，

令第３５条第３項の定めるところによる。                     
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４ 前３項に規定するもののほか，橋，高架の道路その他これらに類する構造の道路の構

造の基準に関し必要な事項は，規則で定める。                    

（附帯工事等の特例） 

第４５条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し，又は道

路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合におい

て，第５条から前条までの規定（第９条，第２０条，第２１条，第３１条，第３３条，

第３８条及び第４２条を除く。）による基準をそのまま適用することが適当でないと認

められるときは，これらの規定による基準によらないことができる。 

（区分が変更される道路の特例） 

第４６条 県道の区域を変更し，当該変更に係る部分を市道とする計画がある場合におい

て，当該県道を市道とすることにより第３条（令第３条第２項に係る部分に限る。）の

規定による区分が変更されることとなるときは，第３条（令第３条第４項及び第５項に

係る部分に限る。），第６条，第７条第１項，第４項及び第６項，第９条第２項から第

６項まで，第９項及び第１１項，第１０条第１項，第１４条第３項，第１５条第１項，

第２項及び第４項，第１８条第１項，第２０条第１項，第２３条，第２４条，第２５条

第１項，第２７条，第２９条第２項，第３０条第３項，第３４条第３項，第３７条並び

に第３９条並びに令第４条及び第１２条の適用については，当該変更後の区分を当該部

分の区分とみなす。この場合において，同条中「第３種第５級」とあるのは「第３種第

５級又は第４種第４級」と読み替えるものとする。 

（小区間改築の場合の特例） 

第４７条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合

（次項に規定する改築を行う場合を除く。）において，これに隣接する他の区間の道路

の構造が，第６条，第７条第４項から第６項まで，第８条，第１０条，第１１条，第１

２条第３項，第１４条第２項及び第３項，第１５条第３項及び第４項，第１８条第２項

及び第３項，第２２条から第２９条まで，第３０条第３項並びに第３２条の規定による

基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でな

いと認められるときは，これらの規定による基準によらないことができる。 

２ 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行
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う場合において，当該道路の状況等からみて第６条，第７条第４項から第６項まで，第

８条，第９条第２項，第１０条，第１１条，第１２条第３項，第１４条第２項及び第３

項，第１５条第３項及び第４項，第１８条第２項及び第３項，第２６条第１項，第２８

条第２項，第３０条第３項，次条第１項及び第２項並びに第４９条第１項の規定による

基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは，これらの規定による基

準によらないことができる。 

（自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路） 

第４８条 自転車専用道路の幅員は３メートル以上とし，自転車歩行者専用道路の幅員は

４メートル以上とするものとする。ただし，自転車専用道路にあっては，地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合においては，２．５メートルまで縮小するこ

とができる。 

２ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には，その各側に，当該道路の部分として，

幅員０．５メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。 

３ 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては，当該

自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は，令第３９条第４項の建築限界を勘

案して定めるものとする。 

４ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形，勾配その他の構造は，自転車及び

歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。 

５ 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については，第３条から第４６条まで及び

前条第１項の規定（自転車歩行者専用道路にあっては，第１７条を除く。）は，適用し

ない。 

（歩行者専用道路） 

第４９条 歩行者専用道路の幅員は，当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘

案して，２メートル以上とするものとする。 

２ 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては，当該歩行者専用道路の幅員は，

令第４０条第３項の建築限界を勘案して定めるものとする。 

３ 歩行者専用道路の線形，勾配その他の構造は，歩行者が安全かつ円滑に通行すること

ができるものでなければならない。 
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４ 歩行者専用道路については，第３条から第１５条まで，第１８条から第４６条まで及

び第４７条第１項の規定は，適用しない。 

第３章  道路の道路標識の寸法 

（道路標識の寸法） 

第５０条 法第４５条第３項に規定する道路に設ける道路標識の寸法は，交通の安全と円

滑を図ることを考慮して，規則で定める。 

第４章 道路の道路移動等円滑化の基準 

（道路移動等円滑化の基準） 

第５１条 高齢者等移動等円滑化法第１０条第１項に規定する移動等円滑化のために必要

な道路の構造に関する基準は，高齢者，身体障害者等の移動又は施設の利用に係る身体

の負担を軽減し，移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性の向上を図ることを考慮

して，次に掲げる施設の基準について，規則で定めるものとする。 

(1) 歩道及び自転車歩行者道 

(2) 立体横断施設（横断歩道橋，地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するため

の立体的な施設をいう。） 

(3) 乗合自動車停留所 

(4) 路面電車停留場等 

(5) 自動車駐車場 

(6) その他移動等円滑化のために必要な施設等 

第５章 雑則 

（委任） 

第５２条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。 

      附 則 

この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由 
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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による道路法等の一部改正に伴い，本市が管理する県道及び市道を新設し，

又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準等について定めるため，本条例

を制定しようとするものである。                                                                
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甲 第 ２７０ 号 議 案 

   岡山市駅前広場駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市駅前広場駐車場条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市駅前広場駐車場条例の一部を改正する条例 

 岡山市駅前広場駐車場条例（平成６年市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の表中「土田１９９番６」を「土田１１２番２８」に，「北長瀬４４４番１０」

を「北長瀬表町二丁目１０２０番」に改める。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 住居表示実施による町名の変更に伴い，所要の措置を講ずる等のため，本条例の一部を

改正しようとするものである。 

1140



甲 第 ２７１ 号 議 案 

   岡山市準用河川管理施設等構造条例の制定について 

 岡山市準用河川管理施設等構造条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡 山 市 長  髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市準用河川管理施設等構造条例 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条）  

 第２章 堤防（第３条－第１２条）  

 第３章 床止め（第１３条－第１６条）  

 第４章 堰

せき

（第１７条－第２３条）  

 第５章 水門及び樋

ひ

門（第２４条－第３１条）  

 第６章 揚水機場及び排水機場（第３２条－第３５条）  

 第７章 橋（第３６条－第４２条）  

 第８章 函渠

かんきょ

（第４３条－第４７条）  

 第９章 伏せ越し（第４８条－第５２条）  

 第１０章 河底横過トンネル（第５３条－第５７条）  

 第１１章 河底埋設管（第５８条－第６０条）  

 第１２章 雑則（第６１条－第６３条）  

 附則  

第１章 総則                                                                           

（趣旨）                                                           

第１条 この条例は，河川法（昭和３９年法律第１６７号。以下「法」という。）第１０

０条第１項において準用する法第１３条第２項の規定に基づき，市長が指定した準用河
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川（以下「河川」という。）の河川管理施設又は法第２６条第１項の許可を受けて河川

に設置される工作物（以下「許可工作物」という。）のうち，堤防その他の主要なもの

の構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。 

（定義）                                                               

第２条 この条例における用語の意義は，法及び河川管理施設等構造令（昭和５１年政令

第１９９号）において使用する用語の例による。 

第２章 堤防                                                                                                                                          

（適用の範囲）                                                               

第３条 この章の規定は，流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防につ

いて適用する。 

  （構造の原則）                                                               

第４条 堤防は，護岸その他これに類する施設と一体として，計画高水位以下の水位の流

水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。      

（材質及び構造）                                                           

第５条 堤防は，盛土により築造するものとする。ただし，土地利用の状況その他の特別

の事情によりやむを得ないと認められる場合においては，その全部若しくは主要な部分

がコンクリート，鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし，又はコン

クリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。            

（高さ）                                                                     

第６条 堤防の高さは，計画高水位に０．６メートルを加えた値以上とするものとする。

ただし，計画高水位が堤防に隣接する堤内の土地の地盤高（以下「堤内地盤高」とい 

う。）より高く，かつ，その差が０．６メートル未満である区間において，計画高水流 

量が１秒間につき５０立方メートル未満であり，かつ，堤防の天端幅が２．５メートル 

以上である場合は，河川管理上の支障があると認められる場合を除き，計画高水位に 

０．３メートルを加えた値以上とすることができる。  

２  堤内地盤高が計画高水位より高く，かつ，地形の状況等により治水上の支障がないと

認められる区間にあっては，前項の規定によらないことができる。   

３ 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは，計画高水位以上とするものとする。
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ただし，河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは，この

限りでない。           

（天端幅）                                                                   

第７条 堤防の天端幅は，３メートル以上とするものとする。ただし，計画高水位が堤内

地盤高より高く，かつ，その差が０．６メートル未満である区間においては，河川管理

上の支障があると認められる場合を除き，次の各号に掲げる計画高水流量の区分に応じ，

それぞれ当該各号に定める堤防の天端幅とすることができる。 

 (1) 計画高水流量が１秒間につき５０立方メートル未満の区間 ２メートル以上 

  (2) 計画高水流量が１秒間につき５０立方メートル以上１００立方メートル未満の区間  

２．５メートル以上 

２ 堤内地盤高が計画高水位より高く，かつ，地形の状況等により治水上の支障がないと

認められる区間における堤防の天端幅については，前項の規定によらないことができる。 

（天端幅の規定の適用除外等） 

第８条 その全部又は主要な部分がコンクリート，鋼矢板又はこれらに準ずるものによる

構造の堤防については，前条の規定は，適用しない。                          

２ 胸壁を有する堤防に関する前条の規定の適用については，胸壁を除いた部分の上面に

おける堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。                                                                     

（盛土による堤防の法

のり

勾配等） 

第９条 盛土による堤防（胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同

じ。）の法勾配は，堤防の高さと堤内地盤高との差が０．６メートル未満である区間を

除き，５０パーセント以下とするものとする。 

２ 盛土による堤防の法面は，芝等によって覆うものとする。     

（護岸）                                                                     

第１０条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては，堤防の表法面

に護岸を設けるものとする。この場合において，堤内の土地の利用状況，当該河川の上

下流の状況，自然環境及び周辺景観への影響の度合い等を総合的に検討した上で，自然

環境及び周辺景観に対して十分に配慮した護岸構造を採用するよう努めるものとする。 

（坂路・階段） 
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第１１条 河川の管理及び利用上において必要があると認められる場合，並びに河川の親

水性を確保する必要があると認められる場合においては，坂路又は階段を設けるものと

する。               

２ 坂路又は階段は，流水の阻害を生じない構造とするものとする。 

（管理用通路）                                                               

第１２条 堤防には，規則で定めるところにより，河川の管理のための通路（以下「管理

用通路」という。）を設けるものとする。 

第３章 床止め 

（構造の原則）                                                               

第１３条 床止めは，計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするもの

とする。 

２ 床止めは，付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とする

ものとする。 

（護床工） 

第１４条 床止めを設ける場合において，これに接続する河床の洗掘を防止するため必要

があると認められるときは，適当な護床工を設けるものとする。 

（護岸）                                                                     

第１５条 床止めを設ける場合においては，流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止

するため，規則で定めるところにより，護岸を設けるものとする。 

（魚道）                                                                     

第１６条 床止めを設ける場合において，魚類の遡上等を妨げないようにするため必要が

あると認められるときは，次に掲げるところにより，魚道を設けるものとする。 

 (1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡

上等に支障のないものとすること。 

 (2) 床止めに接続する河床の状況，魚道の流量，魚道において対象とする魚種等を適切

に考慮したものとすること。 

第４章 堰                                                                           

（構造の原則）     
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第１７条 堰は，計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとす

る。 

２ 堰は，計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず，付近の河岸及び河川管理施設の

構造に著しい支障を及ぼさず，並びに堰に接続する河床の洗掘の防止について適切に配

慮された構造とするものとする。   

（流下断面との関係）                                                         

第１８条 固定堰

ぜき

及び可動堰

ぜき

の可動部（流水を流下させるためのゲート及びこれを支持す

る堰

せき

柱に限る。次条において同じ。）以外の部分（堰柱を除く。）は，流下断面（計画

横断形が定められている場合には，当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下同 

じ。）内に設けてはならない。ただし，山間狭窄

さく

部であることその他河川の状況，地形

の状況等により治水上の支障がないと認められるとき，及び河床の状況により流下断面

内に設けることがやむを得ないと認められる場合において，治水上の機能の確保のため

適切と認められる措置を講ずるときは，この限りでない。 

（可動堰の可動部の径間長）                                                   

第１９条 可動堰の可動部の径間長（隣り合う堰柱の中心線間の距離をいう。）は，１ 

２．５メートル以上（可動部の全長（両端の堰柱の中心線間の距離をいう。）が，１ 

２．５メートル未満である場合には，その全長の値）とするものとする。ただし，山間

狭窄部であることその他河川の状況，地形の状況等により治水上の支障がないと認めら

れるときは，この限りでない。  

（可動堰の可動部のゲートの構造） 

第２０条 可動堰の可動部のゲートは，確実に開閉し，かつ，必要な水密性及び耐久性を

有する構造とするものとする。 

２ 可動堰の可動部のゲートの開閉装置は，ゲートの開閉を確実に行うことができる構造

とするものとする。 

３ 可動堰の可動部のゲートは，予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。 

（可動堰の可動部のゲートの高さ）                                             

第２１条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは，計画

高水位に０．６メートルを加えた値以上で，当該地点における河川の両岸の堤防（計画
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横断形が定められている場合において，計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く，

かつ，治水上の支障がないと認められるとき，又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さ

より高いときは，計画堤防）の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとする。ただ 

し，計画高水位が堤内地盤高より高く，かつ，その差が０．６メートル未満である区間

において，計画高水流量が１秒間につき５０立方メートル未満であり，かつ，堤防の天

端幅が２．５メートル以上である場合は，流木等のせき上げがないと認められる場合に

限り，計画高水位に０．３メートルを加えた値以上とすることができる。 

２ 地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ

時における下端の高さは，前項の規定によるほか，予測される地盤沈下及び河川の状況

を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。 

（管理施設）                                                                 

第２２条 可動堰には，必要に応じ，管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。 

（護床工等）                                                     

第２３条 第１４条から第１６条までの規定は，堰を設ける場合について準用する。 

第５章 水門及び樋門 

（構造の原則）                                                               

第２４条 水門及び樋門は，計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とす

るものとする。                                                    

２ 水門及び樋門は，計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず，付近の河岸及び河川

管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず，並びに水門又は樋門に接続する河床の洗掘の

防止について適切に配慮された構造とするものとする。 

（構造）                                                                     

第２５条 水門及び樋門（ゲート及び管理施設を除く。）は，鉄筋コンクリート構造又は

これに準ずる構造とするものとする。 

２ 樋門は，堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。                       

（断面形）                                                                   

第２６条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は，計画

高水流量を勘案して定めるものとする。 
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２ 前項の規定は，水路が準用河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水

門及び樋門について準用する。この場合において，同項中「計画高水流量」とあるのは

「計画高水流量又は計画排水量」と読み替えるものとする。  

（河川を横断して設ける水門の径間長等）                                       

第２７条 第１８条及び第１９条の規定は，河川を横断して設ける水門について準用する。 

この場合において，第１８条中「固定堰及び可動堰の可動部（流水を流下させるための

ゲート及びこれを支持する堰柱に限る。次条において同じ。）以外の部分（堰柱を除

く。）」とあるのは，「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部

分」と，第１９条中「可動堰の可動部」とあり，及び「可動部」とあるのは，「水門の

うち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と，「堰柱」とあ

るのは，「門柱」と読み替えるものとする。 

２ 河川を横断して設ける樋門で２門以上のゲートを有するものの内法幅は，５メートル

以上とするものとする。ただし，内法幅が内法高の２倍以上となるときは，この限りで

ない。 

（ゲート等の構造）                                                           

第２８条 水門及び樋門のゲートは，確実に開閉し，かつ，必要な水密性を有する構造と

するものとする。 

２ 水門及び樋門のゲートは，鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。     

３ 水門及び樋門のゲートの開閉装置は，ゲートの開閉を確実に行うことができる構造と

するものとする。                                                       

（水門のゲートの高さ等）                                                     

第２９条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門の

ゲートの閉鎖時における上端の高さは，水門に接続する堤防（計画横断形が定められて

いる場合において計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く，かつ，治水上の支障が

ないと認められるとき，又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは，計画

堤防）の高さを下回らないものとする。 

２ 第２１条の規定は，河川を横断して設ける水門のカーテンウォール及びゲートの高さ

について準用する。この場合において，同条中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最

1147



大引上げ時における下端の高さ」とあるのは，「水門のカーテンウォールの下端の高さ

及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」と読み替えるものとす

る。 

（管理施設等）                                                               

第３０条 第２２条の規定は，水門及び樋門について準用する。 

２ 水門は，規則で定めるところにより，管理用通路としての効用を兼ねる構造とするも

のとする。 

（護床工等）                                                                 

第３１条 第１４条及び第１５条の規定は，水門又は樋門を設ける場合について準用する。 

第６章 揚水機場及び排水機場   

（構造の原則） 

第３２条 揚水機場及び排水機場は，河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさ

ない構造とするものとする。 

２ 揚水機場及び排水機場のポンプ室（ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限 

る。），吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は，鉄筋コンクリート構造又はこれに準

ずる構造とするものとする。 

（排水機場の吐出水槽等） 

第３３条 樋門を有する排水機場には，吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。た

だし，樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないと認められると

きは，この限りでない。 

２ 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは，排水機場の樋門が横断する堤防（計画横断

形が定められている場合において，計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く，かつ，

治水上の支障がないと認められるとき，又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高

いときは，計画堤防）の高さ以上とするものとする。       

（流下物排除施設） 

第３４条 揚水機場及び排水機場には，土砂，竹木その他の流下物を排除するため，沈砂

池，スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし，河川管理

上の支障がないと認められるときは，この限りでない。 
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（樋門） 

第３５条 揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分とは，構造上分離するものとす

る。ただし，樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないと認めら

れるときは，この限りでない。      

２ 第２７条第２項の規定は，揚水機場又は排水機場の樋門でポンプによる揚水又は排水

のみの用に供されるものについては，適用しない。 

第７章 橋 

（構造の原則） 

第３６条 河川区域内に設ける橋は，計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な

構造とするものとする。       

２ 河川区域内に設ける橋は，計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず，付近の河岸

及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず，並びに橋に接続する河床の洗掘の防

止について適切に配慮された構造とするものとする。                              

（橋台）                                                                     

第３７条 橋台は，堤防（計画横断形が定められている場合には，計画堤防。以下この条

において同じ。）の表法肩より表側の部分に設けてはならない。ただし，山間狭窄部で

あることその他河川の状況，地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき

は，この限りでない。 

２ 堤防に設ける橋台の表側の面は，堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし，

堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは，この限りでな

い。 

（橋脚）  

第３８条 河川の流下断面内には，橋脚を設けないものとする。ただし，流木等によるせ

き上げ等治水上の支障がないと認められるときであって，かつ，河川の状況その他の特

別の事情によりやむを得ないと認められるときは，この限りでない。 

（桁下高等）                                                                 

第３９条 第２１条の規定は，橋の桁下高について準用する。この場合において，同条中

「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは，
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「橋の桁下高」と読み替えるものとする。 

２ 橋面（路面，地覆その他流水が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措

置を講じた部分をいう。）の高さは，橋が横断する堤防（計画横断形が定められている

場合において，計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く，かつ，治水上の支障がな

いと認められるとき，又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは，計画堤

防）の高さ以上とするものとする。 

（護岸等） 

第４０条 第１４条及び第１５条の規定は，橋台を設ける場合について準用する。 

２ 前項の規定による場合のほか，橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があると認

められるときは，河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとす

る。 

（管理用通路の構造の保全） 

第４１条 橋（取付部を含む。）は，管理用通路（管理用通路を設けることが計画されて

いる場合は，当該計画されている管理用通路）の構造を考慮して適切な構造の取付通路

その他必要な施設を設けた構造とするものとする。ただし，管理用通路に代わるべき適

当な通路がある場合は，この限りでない。 

（適用除外）                                                               

第４２条 この章（第３９条及び前条を除く。）の規定は，堰又は水門と効用を兼ねる橋

及び樋門に附属して設けられる橋については，適用しない。 

第８章 函渠      

（適用の範囲） 

第４３条 この章の規定は，鉄道，道路等が河川を渡河する区間に設置するボックスカル

バート（樋門及び樋管を除く。以下この章において「函渠」という。）について適用す

る。 

（函渠の設置箇所） 

第４４条 函渠は，原則として次に掲げる箇所には設置しないものとする。ただし，治水

上の著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは，この限りでない。 

 (1) 河床の変動が大きい河道又は河床が低下傾向にある河道 

1150



 (2) 狭窄部，水衝部又は支派川の分合流部 

 (3) 基礎地盤が軟弱な箇所 

 (4) 堤防又は基礎地盤に漏水のおそれがある箇所 

（構造の原則） 

第４５条 河川区域内に設ける函渠は，計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全

な構造とするものとする。 

２ 河川区域内に設ける函渠は，計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず，付近の河

岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず，並びに函渠に接続する河床の洗掘

の防止について適切に配慮された構造とするものとする。   

３ 函渠は，流木等によるせき上げ等治水上の支障を考慮し，原則１径間の構造とするも

のとする。ただし，河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められると

きは，この限りでない。 

（函渠の断面等） 

第４６条 函渠の底版の上面は，河床（計画横断形が定められている場合には，当該計画

横断形に係る河床を含む。）の表面から原則として深さ１メートル以上の部分に設ける

ものとする。ただし，河床の変動が極めて小さいと認められるとき，河川の状況により

やむを得ないと認められるとき，又は河床の洗掘を防止するために必要な措置を講じる

ときは，生物の生息，生育環境等に十分配慮した上，河床から底版の上面までの深さを

適切に設定することができるものとする。 

２ 函渠の側壁の内面は，原則として河岸又は堤防の法線に対して平行で滑らかに接続す

ることとし，河岸又は堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならないものとする。 

３ 函渠の頂版の下面の高さについては，第２１条及び第３９条第２項の規定を準用する。 

この場合において，第２１条中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時にお

ける下端の高さ」とあるのは「函渠の頂版の下面の高さ」と，第３９条第２項中「橋

面」とあるのは「函渠上に設置される路面等」と，「橋が横断する堤防」とあるのは

「函渠を設置する堤防」と読み替えるものとする。 

（護岸等） 

第４７条 第１４条及び第１５条の規定は，函渠を設ける場合について準用する。 
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第９章 伏せ越し                                                                                                                                        

（適用の範囲）                                                               

第４８条 この章の規定は，用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。 

（構造の原則）                                                               

第４９条 伏せ越しは，計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするも

のとする。 

２ 伏せ越しは，計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず，並びに付近の河岸及び河

川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。 

（構造）                                                                     

第５０条 堤防（計画横断形が定められている場合には，計画堤防を含む。以下同じ。）

を横断して設ける伏せ越しにあっては，堤防の下に設ける部分とその他の部分とは，構

造上分離するものとする。ただし，堤防の地盤の地質，伏せ越しの深さ等を考慮して，

堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないと認められるときは，この限りでない。 

２ 第２５条の規定は，伏せ越しの構造について準用する。 

（ゲート等）                                                                 

第５１条 伏せ越しには，流水が河川外に流出することを防止するため，河川区域内の部

分の両端又はこれに代わる適当な箇所に，ゲートを設けるものとする。ただし，地形の

状況により必要がないと認められるときは，この限りでない。 

２ 伏せ越しのゲートの開閉装置は，ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とする

ものとする。 

（深さ）                                                                     

第５２条 伏せ越しは，河床（計画横断形が定められている場合には，当該計画横断形に

係る河床を含む。）の表面から，堤防の下の部分においては堤防の地盤面から，それぞ

れ深さ１メートル以上の部分に設けるものとする。ただし，河床の変動が極めて小さい

と認められるとき，河川の状況によりやむを得ないと認められるとき，又は河床の洗掘

を防止するために必要な措置を講じるときは，生物の生息，生育環境等に十分配慮した

上，それぞれ河床の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。 

第１０章 河底横過トンネル              
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（適用の範囲） 

第５３条 この章の規定は，河底横過トンネル（河底を横過する上下水道，工業用水道等

でシールド工法又は推進工法（小口径推進工法を含む。）により設置されるものをいう。

以下この章において同じ。）について適用する。 

（構造の原則） 

第５４条 河底横過トンネルは，計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造

とするものとする。 

２ 河底横過トンネルは，計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず，並びに付近の河

岸及び河川管理施設の構造に著しい影響を及ぼさない構造とするものとする。 

（構造） 

第５５条 河底横過トンネルは，鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするもの

とする。 

（ゲート等） 

第５６条 河底横過トンネルには，流水が河川外に流出することを防止するため，堤内地

側の適当な箇所にゲート（バルブを含む。次項において同じ。）を設けるものとする。

ただし，地形の状況により必要がないと認められるときは，この限りでない。 

２ 河底横過トンネルのゲートの開閉装置は，ゲートの開閉を確実に行うことができる構

造とするものとする。 

（深さ） 

第５７条 第５２条の規定は，河底横過トンネルの深さについて準用する。この場合にお

いて同条中「深さ１メートル以上の部分」とあるのは，「深さ１メートル以上の部分か

ら当該河底横過トンネルに起因する周辺の地盤に著しい変位の防止に必要な土被りの厚

さを確保した部分」と読み替えるものとする。 

第１１章 河底埋設管                      

（適用の範囲） 

第５８条 この章の規定は，河底埋設管（河底を横過する上下水道，工業用水道等で開削

工法によって設置されるものをいう。以下この章において同じ。）について適用する。 

（構造の原則） 
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第５９条 河底埋設管は，計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とする

ものとする。 

２ 河底埋設管は，計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず，並びに付近の河岸及び

河川管理施設の構造に著しい影響を及ぼさない構造とするものとする。 

（深さ） 

第６０条 第５２条の規定は，河底埋設管の深さについて準用する。 

第１２章 雑則                                                                     

（適用除外等）                                                                 

第６１条 この条例の規定は，次に掲げる河川管理施設又は許可工作物（以下「河川管理

施設等」という。）については，適用しない。 

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によっ

て設けられる河川管理施設等                                             

  (2) 臨時に設けられる河川管理施設等 

  (3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等 

  (4) 特殊な構造の河川管理施設等で，市長がその構造が第２章から前章までの規定によ

るものと同等以上の効力があると認めるもの 

（計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例）                     

第６２条 河川管理施設等が，これに係る工事の着手（許可工作物にあっては，法第２６

条の許可。以下同じ。）があった後における計画高水流量，計画横断形又は計画高水位

（以下この条において「計画高水流量等」という。）の決定又は変更によってこの条例

の規定に適合しないこととなった場合においては，当該河川管理施設等については，当

該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただ

し，工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築（災害復旧又は応

急措置として行われるものを除く。）に係る河川管理施設等については，この限りでな

い。   

（委任） 

第６３条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定

める。 
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附 則                                                                                              

（施行期日）                                     

１ この条例は，平成２５年４月１日から施行する。                                      

（経過措置）                                                     

２ この条例の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等（既

に法第２６条の許可を受け，工事に着手するに至らない許可工作物を含む。）がこの条

例の規定に適合しない場合においては，当該河川管理施設等については，当該規定は，

適用しない。ただし，工事の着手がこの条例の施行後である改築（災害復旧又は応急措

置として行われるものを除く。）に係る河川管理施設等については，この限りでない。 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による河川法の一部改正に伴い，本市が管理する準用河川における河川管理

施設等に関し，河川管理上必要とされる一般的技術的基準について定めるため，本条例を

制定しようとするものである。 
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甲 第 ２７２ 号 議 案 

   岡山市準用河川流水占用料等徴収条例の制定について 

 岡山市準用河川流水占用料等徴収条例を次のように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市準用河川流水占用料等徴収条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は，河川法（昭和３９年法律第１６７号。以下「法」という。）第１０

０条第１項の規定により市長が指定した準用河川に係る流水占用料又は土地占用料（以

下「流水占用料等」という。）の徴収に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 （流水占用料等） 

第２条 法第１００条第１項において準用する法第３２条第１項の規定に基づき，法第２

３条及び第２４条の規定による流水の占用及び土地の占用の許可（以下「占用許可」と

いう。）を受けた者は，別表に定める流水占用料等を納付しなければならない。 

 （流水占用料等の徴収方法） 

第３条 流水占用料等は，占用許可をしたときに徴収する。ただし，占用の期間が当該占

用許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは，翌年度以降の流水占用料等

は，毎年度の初めに当該年度分を徴収する。 

 （流水占用料等の減免） 

第４条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，流水占用料等を減免することが

できる。 

(1) 国，地方公共団体その他の公共的団体において，公用又は公共の用に供するため占

用許可を受けたとき。 

(2) かんがい用水又は飲料水として流水の占用の許可を受けたとき。 
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(3) 宅地，田，畑等への通行のため橋を設けるとき。 

(4) 電気，ガス管，水道管又は下水道管の各戸引込管等を設置するため占用するとき。 

(5) その他市長が公益上特別の理由があると認めるとき。 

 （流水占用料等の還付） 

第５条 既納の流水占用料等は，還付しない。ただし，河川法施行令（昭和４０年政令第

１４号）第１８条第２項第２号に規定する場合その他市長が特別の理由があると認める

場合は，この限りでない。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定め

る。 

（過料） 

第７条 詐欺その他不正の行為により，流水占用料等の徴収を免れた者については，その

徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えない

ときは，５万円）以下の過料に処する。  

   附 則 

１ この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ この条例の施行の際現に占用許可（当該占用許可に係る占用の期間の始期が施行日前

のものに限る。）を受けているものに係る流水占用料等の徴収については，当該占用の

期間が満了するまでの間は，この条例の規定は適用しない。 
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別表 

１ 流水占用料 

占用の目的 単位及び年額 

揚水式発電所以外の発電所 {１，９７６円×常時理論水力＋４３６円×

(最大理論水力－常時理論水力)}×１．０５ 

発電の原動力

の用に供する

もの 

揚水式発電所 {１，９７６円×常時理論水力＋４３６円×

(最大理論水力－常時理論水力)}×補正係数

ａ×１．０５ 

発電用以外の

原動力の用に

供するもの 

許可取水量毎秒１リットルにつき８９円に１．０５を乗じて得た額 

工業用その他

の用に供する

もの 

許可取水量毎秒１リットルにつき５，８２４円に１．０５を乗じて得た額 

備考 

１ 常時理論水力及び最大理論水力の単位は，キロワットとし，補正係数 a は，各発電所

ごとに市長が定めた数とする。 

２ 占用の期間が１年未満であるとき，又は占用の期間に１年未満の端数があるときは月

割りで計算し，占用の期間に１月未満の端数があるとき，又は占用の期間が１月未満で

あるときは当該１月未満の期間を１月として計算する。 

３ この表により算定した流水占用料の額に１円未満の端数があるときは，その端数金額

を切り捨てるものとする。 

４ １件５００円未満のものは，５００円とする。 

 

２ 土地占用料 

占用物件 単 位 占用料 

第１種電柱 １本につき１年 ７００円

第２種電柱 １本につき１年 １,１００円

第３種電柱 １本につき１年 １,４００円

第１種電話柱 １本につき１年 ６２０円

第２種電話柱 １本につき１年 １,０００円

第３種電話柱 １本につき１年 １,４００円

その他の柱類 １本につき１年 ６２円

共架電線その他上空に設

ける線類 

長さ１メートルにつき

１年 

６円

地下電線その他地下に設

ける線類 

長さ１メートルにつき

１年 

４円

地上に設ける変圧器 １個につき１年 ６１０円

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

３７０円

電柱，電線，変圧

塔，郵便差出箱，

公衆電話所，広告

塔その他これらに

類する工作物 

変圧塔その他これに類す

るもの及び公衆電話所 

１個につき１年 １,２００円
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郵便差出箱及び信書便差

出箱 

１個につき１年 ５２０円

広告塔 表示面積１平方メート

ルにつき１年 

２,２００円

その他のもの 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

１,２００円

外径が０.０７メートル未

満のもの 

長さ１メートルにつき

１年 

２６円

外径が０.０７メートル以

上０.１メートル未満のも

の 

長さ１メートルにつき

１年 

３７円

外径が０.１メートル以上

０.１５メートル未満のも

の 

長さ１メートルにつき

１年 

５６円

外径が０.１５メートル以

上０.２メートル未満のも

の 

長さ１メートルにつき

１年 

７５円

外径が０.２メートル以上

０.３メートル未満のもの 

長さ１メートルにつき

１年 

１１０円

外径が０.３メートル以上

０.４メートル未満のもの 

長さ１メートルにつき

１年 

１５０円

外径が０.４メートル以上

０.７メートル未満のもの 

長さ１メートルにつき

１年 

２６０円

外径が０.７メートル以上

１メートル未満のもの 

長さ１メートルにつき

１年 

３７０円

ガス管，水道管，

下水道管その他こ

れらに類する物件 

外径が１メートル以上の

もの 

長さ１メートルにつき

１年 

７５０円

歩廊，雪よけその

他これらに類する

施設 

天幕，日よけ，雨よけ（仮

設ひさし）その他これらに

類するもの 

占用面積１平方メート

ルにつき１年 

１,２００円

上空に設ける通路 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

１,１００円

地下に設ける通路 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

６６０円

通路その他これに

類する施設 

その他のもの 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

１,２００円

祭礼，縁日等に際し，一時

的に設けるもの 

占用面積１平方メート

ルにつき１日 

２２円露店，商品置場そ

の他これらに類す

る施設 その他のもの 占用面積１平方メート

ルにつき１月 

２２０円

一時的に設けるもの 表示面積１平方メート

ルにつき１月 

２２０円看板（アーチを除

く。） 

その他のもの 表示面積１平方メート

ルにつき１年 

２,２００円

標識 １本につき１年 １,０００円

祭礼，縁日等に際し，一時

的に設けるもの 

１本につき１日 ２２円旗ざお 

その他のもの １本につき１月 ２２０円

祭礼，縁日等に際し，一時

的に設けるもの 

その面積１平方メート

ルにつき１日 

２２円幕（工事用施設で

あるものを除く。）

その他のもの その面積１平方メート

ルにつき１月 

２２０円

河川を横断するもの １基につき１月 ２,２００円アーチ 

その他のもの １基につき１月 １,１００円
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工事用板囲い，足場，詰所その他の工事用施

設及び土石，竹木，瓦その他の工事用材料 

占用面積１平方メート

ルにつき１月 

２２０円

耐火建築物工事期間中の仮設店舗その他の仮

設建築物及び市街地再開発事業のための一時

収容施設 

占用面積１平方メート

ルにつき１月 

１２０円

上空に設ける遮蔽物 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

２００円

上記以外の工作物 占用面積１平方メート

ルにつき１年 

２００円

備考 

１ 第１種電柱とは電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち３条

以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同

じ。）を支持するものを，第２種電柱とは電柱のうち４条又は５条の電線を支持するも

のを，第３種電柱とは電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

２ 第１種電話柱とは電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱

をいい，電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を設

置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。）を支持するものを，第２

種電話柱とは電話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを，第３種電話柱とは電

話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいう。 

３ 共架電線とは，電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置す

る電線をいう。 

４ 表示面積とは，広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。 

５ 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第６条第１項の規定により非課税とされるも

のを除くものについての占用料の額は，この表の規定により算定した額に１００分の１

０５を乗じて得た額とする。 

６ 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年未満であるとき，

又はその期間に１年未満の端数があるときは，月割りをもって算定するものとする。こ

の場合において，これらの期間が１月未満であるとき，又はこれらの期間に１月未満の

端数があるときは，１月として計算する。 

７ 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が１月未満であるとき，

又はその期間に１月未満の端数があるときは，１月として算定する。 

８ 占用料の額が日額で定められている占用物件に係る占用の期間が１日未満であるとき，
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又はその期間に１日未満の端数があるときは，１日として算定する。 

９ 土地占用料の額が平方メートルを単位として定められている場合において，占用面積

又は表示面積が１平方メートル未満であるとき，又はこれらの面積に１平方メートル未

満の端数があるときは，当該面積又は当該端数を１平方メートルとみなして土地占用料

を算出する。土地占用料の額がメートルを単位として定められている場合においても，

同様とする。 

１０ 一の占用許可申請に係る占用物件の占用料の算定額が，１００円に満たない場合は

１００円とし，算定額に１円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。 

 

 

提案理由 

本市が管理する準用河川の流水占用料等について定めるため，本条例を制定しようとす

るものである。 
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甲 第 ２７３ 号 議 案 

   岡山市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市下水道条例の一部を改正する条例 

 岡山市下水道条例（昭和６２年市条例第４７号）の一部を次のように改正する。 

 目次中「都市下水路（第３９条）」を「公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の

基準等（第３９条－第４３条）」に，「第４０条・第４１条」を「第４４条・第４５条」

に，「第４２条－第４４条」を「第４６条－第４８条」に改める。  

 第１条中「及び都市下水路」を削り，「使用」の次に「並びに施設の構造及び維持管理

の基準等」を加える。 

 第２条第４号を次のように改める。 

 (4) 終末処理場 法第２条第６号に規定する終末処理場をいう。 

 第２条中第１７号を第１９号とし，第５号から第１６号までを２号ずつ繰り下げ，第４

号の次に次の２号を加える。 

 (5) 排水施設 法第２条第２号に規定する排水施設をいう。 

 (6) 処理施設 法第２条第２号に規定する処理施設をいう。 

 第１２条第１号中「第９条の８各号」を「第９条の１０各号」に改め，第４４条を第４

８条とする。 

 第４３条第７号中「（第３９条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）」を削

り，同条第８号中「（第３９条において準用する場合を含む。）」を削り，同条を第４７

条とし，第４２条を第４６条とし，第４１条を第４５条とし，第４０条を第４４条とする。 

 第６章を次のように改める。 
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   第６章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等 

 （排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準） 

第３９条 公共下水道の排水施設及び処理施設（これを補完する施設を含む。第４１条に

おいて同じ。）に共通する構造の基準は，次のとおりとする。 

 (1) 堅固で耐久力を有する構造とするものとする。 

 (2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り，かつ，漏水及び地下水の浸入を最少限

度のものとする措置を講ずるものとする。ただし，雨水を排除すべきものについては，

多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 

 (3) 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない

ものとして規則で定めるものを除く。）にあつては，覆い又は柵の設置その他下水の

飛散を防止し，及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。 

 (4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては，ステンレス鋼その他の

腐食しにくい材料で造り，又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。 

 (5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良，可撓

とう

継手の設

置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。 

 （排水施設の構造の基準） 

第４０条 排水施設の構造の基準は，前条に定めるもののほか，次のとおりとする。 

 (1) 排水管の内径及び排水渠

きよ

の断面積は，規則で定める数値を下回らないものとし，か

つ，計画下水量に応じ，排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとす

る。 

 (2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては，減勢工の設置そ

の他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。 

 (3) 暗渠

きよ

その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する

箇所にあつては，排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるもの

とする。 

 (4) 暗渠

きよ

である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管

渠

きよ

の清掃上必要な箇所にあつては，マンホールを設けるものとする。 

 (5) ます又はマンホールには，蓋（汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては，
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密閉することができる蓋）を設けるものとする。 

 （処理施設の構造の基準） 

第４１条 処理施設（終末処理場であるものに限る。）の構造の基準は，第３９条に定め

るもののほか，次のとおりとする。 

 (1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。 

 (2) 汚泥処理施設（汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。）は，汚泥の処理に伴

う排気，排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じな

いよう規則で定める措置を講ずるものとする。 

 （適用除外） 

第４２条 前３条の規定は，次に掲げる公共下水道については，適用しない。 

 (1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道 

 (2) 非常災害のために必要な緊急措置として設けられる公共下水道 

 （終末処理場の維持管理に関する基準） 

第４３条 終末処理場の維持管理は，次に定めるところにより行うものとする。 

 (1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは，活性汚泥の解体又は膨化を生じないよ

うにエアレーションを調節するものとする。 

 (2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂，汚泥等が満ちたときは，速やかにこれを除去す

るものとする。 

 (3) 急速濾

ろ

過法によるときは，濾

ろ

床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとと

もに，濾

ろ

材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。 

 (4) 前３号のほか，施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。 

 (5) 臭気の発散及び蚊，はえ等の発生の防止に努めるとともに，構内の清潔を保持する

ものとする。 

 (6) 前号のほか，汚泥処理施設には，汚泥の処理に伴う排気，排液又は残さい物により

生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずる

ものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は，平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日に既に存する施設で第３９条から第４１条までの規定に適合しないものについ

ては，これらの規定（その適合しない部分に限る。）は，なお従前の例による。ただし，

施行日以後に改築（災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工

事により必要を生じたものを除く。）の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は

区間については，この限りでない。 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す 

る法律の施行による下水道法の一部改正に伴い，公共下水道の施設に関する構造及び維持 

管理の基準等について定める等のため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２７４ 号 議 案 

   岡山市水道企業減債基金及び積立金に関する条例を廃止する条例の制定につ 

いて 

 岡山市水道企業減債基金及び積立金に関する条例を廃止する条例を次のように制定する

ものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市水道企業減債基金及び積立金に関する条例を廃止する条例 

 岡山市水道企業減債基金及び積立金に関する条例（昭和２７年市条例第６２号）は，廃

止する。 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

 

 

提案理由 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による地方公営企業法の一部改正に伴い，利益の処分に係る積立義務が廃止

されたこと等のため，本条例を廃止しようとするものである。      
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甲 第 ２７５ 号 議 案 

   岡山市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例の制

定について 

 岡山市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例を次のように制

定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は，水道法（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第１２

条及び第１９条第３項（法第３４条第１項において準用する場合を含む。第４条におい

て同じ。）の規定に基づき，技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事及び当該工事

の施行に関する技術上の監督業務を行う者（以下「布設工事監督者」という。）に必要

な資格並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。 

（布設工事監督者を配置する工事） 

第２条 法第１２条第１項に規定する条例で定める水道の布設工事は，法第３条第８項に

規定する水道施設の新設又は次に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。 

(1) １日最大給水量，水源の種別，取水地点又は浄水方法の変更に係る工事 

(2) 沈でん池，ろ過池，浄水池，消毒設備又は配水池の新設，増設又は大規模の改造に

係る工事 

（布設工事監督者の資格） 

第３条 法第１２条第２項に規定する条例で定める資格は，次のとおりとする。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を除く。以下「大

学」という。）の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学
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に関する学科目を修めて卒業した後，２年以上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

(2) 大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する

学科目以外の学科目を修めて卒業した後，３年以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

(3) 第１号又は前号に規定する課程及び学科目を修めて卒業した者であって，学校教育

法による大学院の研究科において１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を

専攻した後，又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修

了した後，第１号の卒業者については１年以上，前号の卒業者については２年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(4) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校（以下「短期大学等」という。）にお

いて土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後，５年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校（以下「高等学校等」という。）にお

いて土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後，７年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

(6) 大学，短期大学等又は高等学校等において，土木工学以外の工学，理学，農学，医

学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後，大

学を卒業した者については４年以上，短期大学等を卒業した者については６年以上，

高等学校等を卒業した者については８年以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者 

(7) 大学，短期大学等又は高等学校等において，工学，理学，農学，医学及び薬学に関

する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後，大学を

卒業した者については５年以上，短期大学等を卒業した者については７年以上，高等

学校等を卒業した者については９年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

(8) 外国の学校において，第１号若しくは第２号に規定する課程及び学科目，第４号若

しくは第５号に規定する課程又は第６号若しくは前号に規定する学科目に相当する課
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程又は学科目を，それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上

に修得した後，それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(9) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２次試験のうち

上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選

択したものに限る。）であって，１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有するもの 

(10) １０年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

（水道技術管理者の資格） 

第４条 法第１９条第３項に規定する条例で定める資格は，次のとおりとする。 

(1) 前条各号のいずれかの資格を有する者 

(2) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者 

２ １日最大給水量が１，０００立方メートル以下である専用水道に係る前項第１号の資

格については，前条第１号中「２年以上」とあるのは「１年以上」と，同条第２号中

「３年以上」とあるのは「１年６月以上」と，同条第３号中「第１号の卒業者について

は１年以上，前号の卒業者については２年以上」とあるのは「第１号の卒業者について

は６月以上，前号の卒業者については１年以上」と，同条第４号中「５年以上」とある

のは「２年６月以上」と，同条第５号中「７年以上」とあるのは「３年６月以上」と，

同条第６号中「４年以上」とあるのは「２年以上」と，「６年以上」とあるのは「３年

以上」と，「８年以上」とあるのは「４年以上」と，同条第７号中「５年以上」とある

のは「２年６月以上」と，「７年以上」とあるのは「３年６月以上」と，「９年以上」

とあるのは「４年６月以上」と，同条第８号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低

経験年数の２分の１以上」と，同条第９号中「１年以上」とあるのは「６月以上」と，

同条第１０号中「１０年以上」とあるのは「５年以上」とそれぞれ読み替えるものとす

る。 

   附 則 

 この条例は，平成２５年４月１日から施行する。 
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提案理由 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行による水道法の一部改正に伴い，布設工事監督者及び水道技術管理者の資格

等について定めるため，本条例を制定しようとするものである。 
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甲 第 ２７６ 号 議 案 

岡山市の農業委員会の選挙による委員の定数，選挙区等に関する条例の一部 

を改正する条例の制定について 

岡山市の農業委員会の選挙による委員の定数，選挙区等に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定するものとする。 

平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男   

 

 

岡山市条例第   号 

岡山市の農業委員会の選挙による委員の定数，選挙区等に関する条例の一部 

を改正する条例 

 岡山市の農業委員会の選挙による委員の定数，選挙区等に関する条例（平成２０年市条

例第２７号）の一部を次のように改正する。 

別表第１項の表岡南選挙区の項中「泉田」の次に「，泉田一丁目，泉田二丁目，泉田三

丁目，泉田四丁目，泉田五丁目」を加え，「，豊成」を削る。 

附 則 

この条例は，平成２５年２月２日から施行する。 

 

 

提案理由 

住居表示実施による町名の変更に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正

しようとするものである。                                                                        
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甲 第 ２７７ 号 議 案 

   岡山市立学校条例の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市立学校条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市立学校条例の一部を改正する条例 

 岡山市立学校条例（昭和３９年市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第２号の表岡山市立芳泉小学校ひばり分校の項中「泉田７８番地１」を「泉田四

丁目８番１０号」に改める。 

   附 則 

 この条例は，平成２５年２月２日から施行する。 

 

 

提案理由 

 住居表示実施による町名の変更に伴い，所要の措置を講ずるため，本条例の一部を改正

しようとするものである。 
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甲 第 ３１９ 号 議 案 

   岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

    平成２４年１１月２９日提出 

 

岡山市長 髙  谷  茂  男 

 

 

岡山市条例第   号 

   岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（岡山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第１条 岡山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成２０年市条例第６１

号）の一部を次のように改正する。 

附則第２項中「平成２３年４月１日から平成２５年３月３１日までの間は「１１，５

００円」とし，同条第２項第１号イ」を「平成２３年４月１日から平成２４年１１月３

０日までの間は「１１，５００円」と，平成２４年１２月１日から平成２６年３月３１

日までの間は「１１，９００円」とし，同条第２項第１号イ」に，「平成２３年４月１

日から平成２５年３月３１日までの間は「１１，５００円」として」を「平成２３年４

月１日から平成２４年１１月３０日までの間は「１１，５００円」と，平成２４年１２

月１日から平成２６年３月３１日までの間は「１１，１００円」として」に，「平成２

３年４月１日から平成２５年３月３１日までの間は，その額が３，０００円に満たない

場合は３，０００円」を「平成２３年４月１日から平成２４年１１月３０日までの間は，

その額が３，０００円に満たない場合は３，０００円を，平成２４年１２月１日から平

成２５年３月３１日までの間は，その額が２，６００円に満たない場合は２，６００円

を，平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間は，その額が１，５００円

に満たない場合は１，５００円」に改める。 

附則第３項中「平成２５年３月３１日」を「平成２４年１１月３０日」に，「５，０
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００円」を「５，０００円とし，平成２４年１２月１日から平成２５年３月３１日まで

の間は，取得日から５年を経過した住宅に居住している者については２，６００円と，

取得日から５年を経過していない住宅に居住している者については４，６００円とし，

平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日までの間は，取得日から５年を経過した

住宅に居住している者については１，５００円と，取得日から５年を経過していない住

宅に居住している者については４，０００円」に改める。 

（市長，副市長等の給与に関する条例の一部改正） 

第２条 市長，副市長等の給与に関する条例（昭和２６年市条例第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則に次の１項を加える。 

（期末手当に関する特例措置） 

２０ 平成２４年１２月に支給する期末手当の支給については，第３条の規定によりそ

の例によることとされる岡山市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（平成２４年市条例第  号）附則第２項の規定は適用しない。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成２４年１２月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（平成２４年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 平成２４年１２月に支給する期末手当の額は，岡山市職員の給与に関する条例（昭和

２６年市条例第５号）第１７条第１項，第２項，第４項及び第６項並びに第１８条第２

項から第６項までの規定にかかわらず，これらの規定により算定される期末手当の額

（以下この項において「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（以下この項に

おいて「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において，調整

額が基準額以上となるときは，期末手当は，支給しない。 

(1) 平成２４年４月１日（同月２日から施行日までの間に新たに職員となった者（同年

４月１日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。）に

あっては，新たに職員となった日（当該日が２以上あるときは，当該日のうち市長が

定める日））において職員が受けるべき給料，扶養手当，地域手当，住居手当，初任
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給調整手当，単身赴任手当（岡山市職員の給与に関する条例第７条の２第２項に規定

する規則で定める額を除く。）及び管理職手当の月額の合計額に１００分の０．０９

を乗じて得た額に，同月から施行日の属する月の前月までの月数（同年４月１日から

施行日の前日までの期間において在職しなかった期間，給料を支給されなかった期間

その他の市長が定める期間がある職員にあっては，当該月数から当該期間を考慮して

市長が定める月数を減じた月数）を乗じて得た額 

(2) 平成２４年６月１日において職員であった者（任用の事情を考慮して市長が定める

者を除く。）に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．０

９を乗じて得た額 

（その他） 

３ 前項に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。 

 

 

提案理由 

 人事委員会勧告等に伴い，職員の給与改定等を実施するため，関係条例の一部を改正し

ようとするものである。 
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